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第 1 節 知的財産分野の国内動向及び政策の推進方向 

企画調整官 企画財政担当官 工業事務官 ホン・ジェギョン 

 

1. 知的財産分野の国内動向 

新型コロナとの長い戦い、世界的な緊

縮財政、ロシア・ウクライナ情勢の長期

化によって引き起こされた景気後退の

影響が結局、知的財産活動にも影響を

及ぼした。最近、継続的に上昇していた

産業財産権出願の動向は、2021 年に最

高値を記録した後、2022 年にやや減少

した。 

2022 年の産業財産権出願は合計 556，

436 件で、2021 年の 592,615 件に比べ

て 約 6.1% 減 少 し た 。 特 許 の 場 合 、

237,633 件が出願され、前年比 0.2%わず

かに減少を示し、商標の場合は 259,078

件で前年比 9.4%減少したが、依然として

世界 4 位の水準を維持している。 

 

表Ⅰ-1-1  韓国の産業財産権出願の推移 （件、（ ）は前年同期比の増加率、％） 

 

区分 特許 実用新案 商標 デザイン 合計 

2016 年 208,830 (△2.3) 7,767 (△10.8) 181,606 (△2.1) 65,659 (△3.4) 463,862 (△2.5) 

2017 年 204,775 (△1.9) 6,809 (△12.3) 182,918 (0.7) 63,451 (△3.4) 457,955 (△1.3) 

2018 年 209,992 (2.5) 6,232 (△8.5) 200,341 (9.5) 63,680 (0.4) 480,245 (4.9) 

2019 年 218,975 (4.3) 5,447 (△12.6) 221,506 (10.6) 65,039 (2.1) 510,967 (6.4) 

2020 年 226,759 (3.6) 4,981 (△8.6) 257,933 (16.4) 67,583 (3.9) 557,256 (9.1) 

2021 年 237,998 (5.0) 4,009 (△19.5) 285,821 (10.8) 64,787 (△4.1) 592,615 (6.3) 

2022 年 237,633 (△0.2) 3,084 (△23.1) 259,078 (△9.4) 56,641 (△12.6) 556,436 (△6.1) 

* PCT, マドリード、ハーグなど国際出願（指定官庁・指定局）を含む。 

  

第１章 

知的財産分野での国内外の動向 



 

 

韓国特許庁に受理された PCT11)国際

出願は着実に増加傾向を示した。2022

年には 22,023 件で 2021 年比 6.5%増加

し、中国、米国、日本の次に多い出願件

数を記録した。たとえ国内出願が若干減

少する様相を見せはしたが、困難な環

境の中でも知的財産を通じてデジタル

転換に備え、国家間の技術覇権競争の

中で源泉技術を確保し、未来を準備しよ

うとする韓国国民の地道な努力があっ

たことが分かる。 

 

表Ⅰ-1-2 主要国の産業財産権出願       表Ⅰ-1-3 主要国 PCT 国際特許出願 

   の推移（千件、昨年比増加率％）        の推移（千件、昨年比増加率％） 

区分 2019 年 2020 年 
2021 年 

 

区分 2020 年 2021 年 
2022 年 

 増加率  増加率 

中国 12,217 14,542 14,695 1.1% 中国 68,720 69,540 70,001 0.7% 

米国 1,161 1,308 1,316 0.6% 米国 59,230 59,570 58,651 △1.5% 

日本 533 505 509 0.8% 日本 50,520 50,260 50,344 0.2% 

韓国 508 556 592 6.5% 韓国 20,060 20,678 22,023 6.5% 

ドイツ 164 170 167 △1.8% ドイツ 18,643 17,322 17,532 1.2% 

* 出典：WIPO IP Statistics                       * 出典：WIPO IP Statistics 

 

また、韓国は GDP 比の特許出願と標

準特許の保有件数（3 大標準化機構の

基準）すべてが世界 1 位を占め、国家経

済成長を牽引する核心要素である知的

財産を通じて、新型コロナによる経済危

機の克服を期待できる名実共にグロー

バル知的財産強硬として成長した。

 

 
1Patent Cooperation Treaty（特許協力条約）： 

特許又は実用新案の海外出願の手続きを統

一・簡易にするため発効された多国間条約 

 

図Ⅰ－1－1  

GDP に対する特許出願件数（2021 年） 

図Ⅰ－1－2  

主要国の標準必須特許件数（2022 年） 

＊GDP 千億ドル当たりの出願件数（単位：件） ＊ISO, IEC, ITUへの申告・累計 

標準必須特許件数 



 

 

 

 

一方、米中間の技術覇権競争、保護

貿易主義の広がりにより、技術が次第

に安保と結びつくようになり、技術確保

の核心である知的財産の重要性が高ま

っている。原材料の需給不足などグロー

バルサプライチェーンリスクが徐々に拡

大しており、代替技術の確保など安定的

なサプライチェーンの構築が国家全体

にわたる課題として浮上している。特許

などの知的財産情報は、技術を迅速か

つ正確に把握することができる有用な手

段であり、知的財産を活用した素材部品

装備の危機克服の経験を技術安保関

連の全分野に拡大適用することで、国

家戦略技術の円滑な確保が必要である。

さらに、技術覇権競争に伴い、半導体・

ディスプレイなど韓国の核心産業に対す

る技術奪取の試みが激化すると予想さ

れるため、海外技術流出を防止し、潜在

的な通商の不確実性を解消するための

知的財産保護制度の先進化に向けた努

力が必要である。 

加えて、新型コロナを契機にしたデジ

タル転換の加速により、人工知能・デー

タ・メタバースなど新たなイノベーション

の源泉であるデジタル新技術の先取り

競争が激化する中、デジタル化に対応し、

源泉技術を確保するための知的財産制

度の改善が急務である。 

2．政策推進方向 

このような国内外の政策環境に積極

的に対応するため、まず、優秀な知的財

産の創出及び活用を促進しなければな

らない。主力・新産業分野の特許ビッグ

データ分析を通じて有望技術の発掘及

び国家の方向性策定支援を拡大し、外

部依存度の高い核心原材料などの円滑

な供給のために、全省庁協力で特許情

報基盤のサプライチェーンの安定化を

推進すべきである。また、知的財産を基

盤とした革新企業の成長支援のため、

知的財産戦略コンサルティング、知的財

産金融支援、知的財産技術取引支援を

強化し、有望中小企業が知的財産で武

装してグローバル強小企業に成長する

よう、知的財産戦略、ブランド開発など

知的財産総合サービス支援も拡大すべ

きである。 

デジタル転換に対応するための準備

も必要である。メタバースなどデジタル

環境における知的財産保護のための法

制を整備し、国家核心技術の海外流出

防止のための保護体系を構築し、技術

安保の観点からの国家技術保護体系を

強化する必要がある。また、オンライン

偽造商品及び不正競争行為に対する取

り締まりを強化し、技術警察の捜査範囲

を技術流出犯罪全般に拡大して技術保



 

 

護機能を強化しなければならない。 

最後に、産業トレンドと技術発展の方

向性を審査政策に積極的に反映し、審

査・審判の質を高め、国家技術競争力

の向上に貢献しなければならない。様々

なタイプの新技術、意匠に対して柔軟に

知的財産権を付与できるように発明・意

匠の定義を拡大し、韓国型特許分類体

系を構築するなど、デジタル環境を支え

る審査制度を構築すべきである。また、

人工知能を活用して審査・審判システム

を高度化し、チャットボットの国民向けサ

ービス提供などを通じて特許行政サー

ビスの効率性及び品質を向上させる必

要がある。

 

第 2 節 知的財産分野の国際動向及び政策の推進方向 

産業財産保護協力局 国際協力課 技術書記官 ファン・サンドン 

 

1. 知的財産分野の国際動向 

2022 年は、新型コロナのパンデミック

状況下、知的財産分野の国際協力など

の活動が徐々に拡大した。特に、新型コ

ロナの状況下でも、特許などの知的財

産権出願が増加する傾向を示した。 

世界各国は国家安全保障及び経済

成長の観点から、半導体などを中心と

する技術覇権競争の中で、核心特許確

保のために熾烈な努力を重ねてきた。

特に、米国は半導体産業分野において

中国に対する技術的優位性を強化する

ための半導体生態系育成法案である

「米国半導体科学法」を成立させるなど、

各国の覇権競争が激化した。また、経

済・社会全般のデジタル転換が加速さ

れ、メタバース市場の成長などに伴い、

関連特許出願が大幅に増加する一方、

メタバースに存在する仮想資産の保護

問題が提起された。また、人工知能の発

明者性の認否に関する議論が本格化し

た。また、非代替性トークン(NFT)市場の

急速な拡大に伴い、NFT がゲームアイ

テム、メタバース内の不動産などの仮想

資産の保護手段として脚光を浴び始め

るなど、仮想世界における知的財産保

護に関する様々な問題が議論された。

特に、2022 年 7 月には、欧州特許庁

(EPO) 法 律 控 訴 部 (Legal Board of 

Appeal)で特許出願に記載された人工知

能は発明者に指定できないと判断し、8

月には、米国連邦巡回区控訴裁判所

（Court of Appeals for the Federal Circuit、

CAFC）は、人工知能は特許の発明者に

なれないという判決を下すなど人工知能

の発明者性に関する問題が継続的に議

論されている状況である。一方、EU は

2013 年に採択された「欧州統合特許裁

判所協定」の発効に向けて、「統合特許

裁判所」の手続規則など関連規定を設

けるなど、2023 年上半期中に発効する

ための準備を進めている。 

 

 

 



 

 

一方、国際社会では、持続可能な開

発目標（SDGs）の履行、気候変動に伴う

気候危機対応のためのカーボンニュー

トラル、すなわちネットゼロ（Net Zero）の

ための知的財産分野の役割についての

議論も継続的に行われている。 

また、デジタル転換に対応するための

世界主要国の取り組みが活発に展開さ

れた。EU は 2017 年に「欧州データ経済

育成政策」、2020年に「AI データ戦略」を

発表し、日本も 2020 年にデジタル環境

変化に対応するための「知的財産推進

計画 2020」を策定した。中国も未来デジ

タル技術の知的財産先取りを目指し、

2015 年から「製造 2025 戦略」を推進して

いる。 

また、韓流ブームが依然として続く中、

世界各地で韓国企業の商標に対する無

断先取りが大幅に増加した。商標権の

無断先取りは、特に化粧品、衣類など中

国の消費者に馴染みのある韓国ブラン

ドで頻繁に発生する傾向にある。最近で

は、ベトナム、タイ、インドネシアなどで

韓国商標の盗用事例が増加する傾向に

あり、これに伴い、韓国企業がアジア各

国に自社ブランドに対する商標を出願す

る事例が増加している。 

２．対応策 

新型コロナがもたらした世界的な景気

後退と公衆衛生の危機は、知的財産と

それを通じた革新成長によって克服でき

るとの信念で、「デジタル転換に対応す

る知的財産システム革新」と「デジタル

転換に対応した IP システムの構築及び

創出・活用・保護の好循環生態系の定

着」に取り組んでいる。 

特許庁は、デジタル環境において、最

近新たに浮上したメタバース内の商標・

意匠と NFT（非代替性トークン）に関する

不正競争行為に対し先んじて保護方案

を策定し、これを通商協定等に反映する

ための努力を推進している。 

知的財産権紛争が多い ASEAN 及び

新興国での韓国企業の知的財産権確

保のため、特許審査ハイウェイ実施国を

拡大する一方、特許審査インフラが適切

に構築されていない低開発国に対して

は、韓国で登録された特許が当該国で

そのまま認められる特許認定協力を実

施し、対象国を増やしていく予定である。

次に、新興国での知財権保護のため、

知財権紛争イシューが多い新興国に

IP-DESK を追加設置し、知財権専門家

の派遣を推進しており、韓国型 IP インフ

ラを韓国企業の進出需要が多い国に伝

授するなど、韓国企業に有利な海外知

財権保護環境の構築を推進している。 

このような一連の政策推進を通じて，

韓国企業がより迅速かつ安全に海外で

知財権を確保し、保護を受けられるよう

になることで、結果的に韓国企業が安定

的に海外での活動を続けることができる

ようになるだろう。 

 

 



 

 

 

第 1 節 特許庁のビジョンと推進戦略 

企画調整官 企画財政担当官 工業事務官 ホン・ジェギョン 

グローバルな技術覇権競争の激化、

データなどのデジタル経済の加速などで

国家戦略資産である知的財産の重要性

がさらに増大している中、主要国は先端

技術の主導権を確保するために強力な

知的財産政策を推進している。 

知的財産の主務官庁である特許庁は、

このような上下関係に積極的に対応す

るため、「デジタル経済を先導する知的

財産強国」というビジョンを設定し、これ

を実現するための戦略及び推進課題を

以下のように策定した。

 

図Ⅰ-2-1  2022 年の業務推進方向 

ビジョン デジタル経済をリードする知的財産強国 

目標 
▶デジタル転換に対応する知的財産システムの革新 

▶知的財産の創出・活用・保護の好循環生態系の定着 

推進戦略 重点推進課題 

優秀知的財産の 

創出・活用の促進 

➊ 知的財産データを活用したデジタル成長戦略を推進 

➋ 核心・源泉特許の創出で技術基盤の創業・成長を支援 

➌ 知的財産金融の活性化及び取引・事業化を推進 

公正な知的財産の保

護体系の構築 

➊ 環境変化に合致する知的財産保護制度の構築 

➋ 国内外の知的財産権紛争への対応を支援 

➌ 知的財産保護の法的執行力の向上 

信頼される審査・審

判サービスの提供 

➊ 質の高い審査・審判サービスの提供 

➋ 知的財産の審査・審判制度の整備 

➌ デジタル知財行政システムの構築 

未来を準備する知的

財産基盤の構築 

➊ 地域の知的財産力量強化 

➋ 知的財産専門人材の養成 

➌ グローバル知財協力を拡大 

 

 

第 2 章  

2022 年 知的財産行政の戦略体系 



 

 

 

第 2 節 ビジョン達成のための重点推進課題 

企画調整官 企画財政担当官 工業事務官 ホン・ジェギョン 

1. 信頼される審査・審判サービスの提

供 

技術覇権の核心武器である知的財産

の重要性がますます高まる中、技術覇

権の重要性が高まっている。掌握のた

めの国際競争で生き残るためにでは、

正確な審査・審判サービスによる高品質

な知的財産権の確保が必要である。 

まず、特許分野では、半導体産業分

野の高品質な核心特許の確保及び半

導体専門人材の海外流出を防止するた

め、退職した研究人材の採用を確定し、

半導体分野の特許出願を優先審査対

象に拡大するなど、国家先端産業分野

で他の追随を許さない地平の確保を支

援した。また、先行文献検索、分類など

への適用を拡大し、知的財産情報化シ

ステムを高度化した。 

商標分野では、小商工人など個人出

願が多いサービス業の優先審査を担当

する「サービス商標優先審査課」を新設

し、小商工人の迅速な商標権確保を支

援し、人工知能を活用した図形検索シス

テムを既存の商標審査システムに搭載

し、審査の効率を高めた。 

意匠分野にも AI を適用し、出願意匠

と類似の先行意匠を審査官に推薦する

人工知能ベースの意匠検索システムを

試験運用中である。 

審判分野では、難易度の高い事件を

審理する特別審判部を導入し、証拠調

査事務規程の制定、審判官の証拠調査

教育の強化などにより、正確で忠実な審

判が行われるようにした。 

2. 知的財産で先導する技術競争力 

5 億 3000 万件に達する全世界の知的

財産データは、各国の大学・研究所・企

業などが技術革新のために多大な努力

と費用をかけた R&D の成果物であり、

産業の核心情報が集約されたものであ

る。 

特許庁は特許ビッグデータ分析を通

じて国内外の産業・技術水準を比較・診

断し、有望な課題を導き出し、これを産・

学・研に提供し、特許ビッグデータ基盤

の産業育成のための方向性を提示した。

さらに、これを技術・産業・経済・安全保

障など多角的な視点で活用するため、

分野(産業・経済分野など)データと連携

して活用価値を最大化するための特許・

産業・経済連携ビッグデータのリアルタ

イム分析システムの開発を推進した。ま

た、2022 年 2 月には国家先端戦略産業

法に国家先端戦略産業技術開発事業

に IP-R&D の平行推進を義務化するな

ど国家 R&D に特許ビッグデータを活用

して技術自立の加速化に貢献した。 

さらに、6G・AI など国際標準の先取り

が重要な分野への標準特許戦略支援を

拡大し、特に6G分野の標準特許競争力

を早期に確保するため、産・学・研の計

10 件の課題に R&D 初期段階から密着

支援を通じた段階別の核心・ 



 

 

 

標準特許確保戦略を策定・提供し、合計

24 件の「予備標準特許」を創出した。 

また、海外市場進出に困難を抱える

企業を支援するために、海外出願費用

の支援などを推進し，輸出主導型の産

業構造で韓国企業が安定的に海外に進

出し、市場を拡大できるよう努力した。 

3. 公正な知的財産保護体系の構築 

技術力が、ただちに国家競争力の尺

度として評価され、科学技術が国家経

済と安全保障の核心軸として位置づけ

られている状況で、知的財産の保護を

強化することは、国家レベルの重要な政

策課題である。これに伴い、特許庁は韓

国の技術及び知的財産を安全に保護す

るための法・制度の改善及び政策を着

実に推進した。 

知的財産保護に関する刑事上の救済

を強化するため、意匠権・実用新案権へ

の侵害行為について被害者の告訴がな

くても捜査ができるように意匠保護法・

実用新案法を改正した。8 月には、産業

部・中小企業庁など関係省庁合同で「22

年不正競争防止及び営業秘密保護施

行計画」を策定した。本実施計画には、

大企業の協力会社及び大学・研究所な

どに対する技術保護支援政策、技術が

流出した場合に迅速かつ効率的に対応

するための捜査・情報機関間の協力体

制の構築、環境変化に対応した保護基

盤の構築などの内容が含まれている。 

国家産業競争力の核心である主要技

術の国外流出と知的財産権に対する侵

害を防止し、知的財産権を保護するた

めの活動も強化した。技術警察の捜査

関連の諮問のために法務部から捜査諮

問検察官が派遣され、技術流出犯罪関

連の関係機関間の対応能力を高めるた

めに検察庁、警察庁、産業部、中小企

業庁など捜査・情報機関・関係省庁が参

加する「技術流出犯罪対応関係機関協

議会」を発足した。一方、技術警察は、

告訴受理事件の単純処理にとどまらず、

国家的波及力が大きい核心産業の大規

模な海外への技術流出犯罪に対する企

画認知捜査を推進し、成果を導き出した。

2022 年 3 月から、国情院と共働して国

内大企業・中堅企業の営業秘密流出に

関連する 9 ヶ月に及ぶ捜査の末、海外

流出の主導者、中核的研究要員、ブロ

ーカーを含む 6 人を検挙し、半導体素材

及び工程関連の国家核心技術の海外

流出を遮断し、1,000 億ウォン台の技術

流出被害を防止した。また、偽造品取り

締まりのため、オンライン及びオフライン

市場に対する全方位的な捜査を通じて

372 人を刑事立件し、偽造品約 38 万点

余りを押収するなど、所期の成果も収め

た。 

4. 知的財産基盤の事業化促進及び企

業競争力の強化 

デジタル経済時代には、創造的なア

イデアや技術の産物である知的財産を

活用した市場の活性化及び韓国経済の

新成長動力の確保が不可欠である。そ

のためには、知的財産が市場で取引さ

れ、事業化され、再投資につながる好循

環システムが構築されなければならな

い。特許庁はこのため，知的財産を基盤

に資金を融通し、知的財産が価値を正

しく評価され、取引される市場を活性化

するための政策を推進した。 



 

 

まず、IP 価値評価の体系的な質的管

理のために評価基準を設け、評価結果

に対する標本調査や妥当性調査などを

導入し、評価結果に対する公信力を高

めた。また、母体ファンドの特許勘定を

通じて特許技術の事業化を推進する中

小・ベンチャー企業に IP 価値ベースの

企業投資を行い、IP 自体でも収益を創

出できるように IP 直接投資を拡大し、民

間 IP ファンドの造成を支援するなど、IP

投資の活性化に向けた多角的な努力を

続けた。 

一方、取引市場を活性化するため、

既存の知的財産取引情報システムを国

家知的財産取引プラットフォームに拡

大・改編し、アイデア取引プラットフォー

ムと連携を行い、知的財産金融及び事

業化関連情報を統合的に提供し、ユー

ザーの利便性を向上させた。また、大

学・公共研究機関が必要とする支援を

中長期的に提供するために、個別に運

営されていた既存の事業を統廃合し、優

秀特許創出、技術移転・事業化、研究者

創業の 3 つのモジュールに改編し、機関

の知的財産能力に応じたオーダーメイド

の支援を提供した。 

5. 知的財産人材養成及び対国民サー

ビス改善 

特許庁は、これまで知的財産基盤の

経済革新をリードする創造的で融合的

なマインドを兼ね備えた人材の育成を国

家競争力の核心要素とみなし、革新成

長をリードする知的財産融合人材育成

のための事業を進めた。 

まず、大学内の体系的な知的財産教

育基盤を構築し、理工系学生を専攻知

識に加え、知的財産創出・活用能力を

備えた知的財産融合人材として育成す

るため、学科に合わせた技術・融合講座

を運営しただけでなく、大学教授を対象

に知的財産の基礎から上級まで多様な

教授教育課程を運営し、知的財産の認

識向上及び専門性強化に取り組んでい

る。また、教育部との積極的な協力を通

じて、2024 年までに技術 IP 融合人材の

養成を目指し、新産業分野学科の学生

対象の IP融合教育を総合支援する新産

業分野での知的財産融合人材養成事

業を 2022 年に新規事業として推進した。

そのほか、キャンパス特許ユニバーシア

ード、D2B 意匠フェアーなど企業と大学

が協力して創造的なアイデアを発掘し、

問題を解決する様々な IP ベースの産学

協力型教育と企業別知的財産イシュー

に対するオーダーメイド教育、CEO 対象

の知的財産教育も継続的に実施してい

る。 

また、地域の発明教育のチェックポイ

ントの役割をする発明体験教育館を運

営し、発明人材育成のための実業系高

校での発明・IP 教育を拡大した。教育

庁・学校と協力し，青少年対象の IP発明

コンテンツ，大学別オーダーメイド型の e

ラーニングコンテンツなどのオンライン IP

教育を拡大し、IP 関連の職業体験プロ

グラムを運営し、青少年発明記者団活

動を支援し、学生の発明に対する認識

を高めるために努力した。 

 



 

 

第 3 節 知的財産政策策定の基盤づくり 

1. 知的財産政策研究の強化 

産業財産政策局 産業財産政策課 行政主事 キム・ヨンジュン 

A. 推進の背景及び概要 

知的財産権中心の企業経営活動が

活発化するなど、社会全体的に知的財

産権が重要視されている状況である。

急変する知的財産権の動向を迅速に把

握し、最適な代替案を作成・普及し、国

家の産業競争力向上に貢献するために

は、政策環境の変化に先んじて対応す

ることが必要である。 

特許庁は、米国・日本・欧州・中国な

ど主要国の知的財産関連法令・制度及

び政策動向などを分析し、政府の法・制

度改善案を導き出し、全政府的な知的

財産権政策の策定に積極的に活用して

いる。 

B. 推進内容及び成果 

国家の中長期的な知的財産政策の

方向性を提示するため、特許庁内部・学

界・企業などの需要に応じて政策研究

課題のテーマを選定している。 

政策研究テーマは政策研究審議委員

会で選定し、公開競争を通じて当該分

野の専門機関(専門家)と研究契約を締

結して実施している。政策研究の推進手

続き及び運営は以下の通りである。

 

表Ⅰ-2-1 政策研究推進手続き及び運営 

課題選定段階  研究者選定段階  遂行段階  評価段階 

需要 

調査 

 

➡ 

課題 

選定 

課題 

公募 

 

➡ 

企業 

公募 

企業 

選定 

 

➡ 

課題 

推進 

結果 

評価 

 

➡ 

活用 

評価 

※特許庁政策研究管理規定（特許庁訓令第 909 号）運営 

2022 年度に実施した研究課題は

以下のようなものであり、研究結果

報 告 書 は 特 許 庁 ホ ー ム ペ ー ジ

(http://www.kipo.go.kr)、または政策

研 究 委 託 管 理 シ ス テ ム

(http://www.prism.go.kr) で 、 誰 で も

閲覧可能である。                   

 

http://www.kipo.go.kr/
http://www.prism.go.kr)で、誰でも閲覧可能である
http://www.prism.go.kr)で、誰でも閲覧可能である


 

 

表Ⅰ-2-2  2022 年知的財産権に関する政策研究のテーマ 

C. 評価及び発展方向 

この間、政策研究の結果が知的財産

権政策の立案に直接反映されるように

努力した結果、2019 年～2022 年の「知

的財産政策研究事業」により実施された

課題の政策活用率は 100％で、2017 年

(95.5%)、2018 年(97.8%)に続き、活用率

が着実に向上した。今後も重複研究の

防止のための重複性の事前検討、課題

の中間点検の充実など研究管理を強化

し、研究課題報告書の質を向上させ、活

用率を維持していく計画だ。 

2．知的財産政策に関する研究基盤の構築 

産業財産政策局 産業財産政策課 工業事務官 ト・ミンファン 

 

A. 推進の背景及び概要 

グローバルな技術に関する覇権競争 

 

の激化、人工知能・データなどデジタル

経済の加速などで国家戦略資産である

知的財産の重要性がますます高まって

No 課題名 

1 未来の技術変化を先導する知財政策の発展方向研究 

2 技術革新型中小企業の知的財産創出，活用，保護の活性化を支援する政策提言 

3 知的財産収益に対する租税インセンティブ付与案及び波及効果の分析 

4 知的財産控除の税額控除案の詳細研究 

5 知的財産鑑定制度の改善案の深層研究 

6 地域の知的財産力の診断のためのモデル及び指標の開発 

7 デジタル時代に適合する「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」改正方案の研究 

8 産・学・研・検察・裁判所など実務型リーダーズフォーラムを通じた特許庁特別司法警察の中長期発

展方案の研究 

9 産業財産情報活用促進法施行令などの制定研究 

10 部分拒絶制度の導入に伴う商品審査の高度化のための商品解説書の作成 

11 デジタル転換に伴う新しいタイプの意匠保護のための制度改善研究 

12 質の高い審査サービスを実現するための審査力量の確保方案 

13 知的財産視点の NFT 活用及び核心争点分析研究 

14 部分拒絶・再審査制度の導入が審判に与える影響の研究 

15 優秀発明品の選定及び公共調達促進方策の研究 

16 IP 法律消費者中心の弁理サービス改善案の策定 

17 ブロックチェーンなど新技術を活用した偽造品流通防止プラットフォーム導入方策の研究 

18 韓国型手数料体系確立のための政策研究 

19 超巨大 AI 技術開発動向及び特許行政サービス適用方案の研究 

20 共存同意・権利不要求制度の導入の妥当性及び現行制度との調和方案の研究 

21 AI データ活用方案の研究 



 

 

いる。知的財産を基盤に国家の発展を

牽引するために、知的財産に関する包

括的な研究基盤造成を強化すべき時期

である。国際的な知的財産権法制度及

び政策動向を持続的に把握し、体系的

に分析して知的財産の生態系の環境変

化に先んじて対応し、知的財産を戦略

的に活用できるように政策開発の基礎

資料を蓄積する活動が必要である。特

許庁は，韓国唯一の知的財産権専門研

究機関である韓国知的財産研究院を通

じて、知的財産研究のインフラ構築のた

めの様々な事業を推進し、知的財産関

連イシューへの対応及び国家知的財産

政策の策定に貢献している。 

B. 推進内容及び成果 

1)知的財産動向の収集 ・普及 

2022 年には、米国、欧州、日本、中国

など知財主要強国のほか、サウジアラ

ビア、ベトナム、シンガポールなど知財

需要が増大している国や、WIPO、WTO

などの国際機関の知財動向情報を収集

し、主な内容を提供した。また、国内外

の知的財産情報提供データベースを定

期的にモニタリングし、国家政策の開発、

企業経営戦略の策定に必要な資料を国

家知的財産委員会、産業通商資源部な

どに提供した。 

知的財産動向の情報提供の効率化

を図るため、従来の刊行物を「IP ニュー

ス」、「IP フォーカス」、「IP スタート」、「IP

レポート」に改編して普及させた。 

収集された知的財産関連情報のうち、

政策的な示唆性が高く、かつ利用者の

興味を引くことができる情報を迅速に整

理し、「IP ニュース」として毎週提供した。

「IP フォーカス」は、知的財産分野にお

いて最近イシューとなっているテーマに

関する情報を深く分析したもので、2022

年にはカーボンニュートラル、許可特許

連携制度、バイオセキュリティ、強制実

施制度などの懸案分析及び政策支援の

ために、知的財産の観点からのイシュー

を発掘・分析し、提供（33 回)した。 

また、世界の知的財産の主要報告書

及び政策資料の原文を翻訳し、資料へ

のアクセス性を向上させた「IP レポート

（12 回）は、四半期ごとに年 4 回(3 月、6

月、9 月、12 月)発行され、IP 関連産業

の指標として統計データに基づく産業動

向と経済懸案に対する分析情報を提供

した。特に 2022 年は、低炭素エネルギ

ー技術、ICT 技術、半導体技術、医療機

器技術など各技術分野の特許活動に対

する分析内容を取り上げた。これにより、

一般人等の知的財産に対する認識を高

め、政策立案者等の利害関係者が迅速

に政策的対応を行うための基盤を構築

した。 

また、オンラインシステムを通じて国

内外の知的財産関連情報を収集・加工

し、政策立案資料及び企業経営戦略策

定に活用できるサービスを提供する「知

的財産政策情報サービス」を構築・運営

している。 

大学、企業、政府機関、法曹機関、研

究機関などを含む会員数は 20,292 人に

達し（2022 年 12 月現在）、ホームページ

の利用件数は月平均 627,869 件(ページ

ビュー)を記録した。ウェブマガジン及び

毎週発送されるニュースレターなどを通

じてユーザーにとっての情報サービスの

利便性を高めており、論文、動向、人材



 

 

など様々な分野の知的財産学術情報デ

ータベースを構築し、知的財産分野の学

術振興のための総合的なネットワークの

構築を図っている。また、知的財産政策

情報サービスを通じ、利用者に国内外

の知的財産分野の計 82,957 件の学術

情報を提供している。 

 

図Ⅰ-2-2 知的財産動向の収集・普及フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

2) 知的財産研究の裾野の拡大 

主要政策イシューについて、産・学・

研・官が共同で政策フォーラム(第 3 回)

を開催し、「人工知能の知的財産と法的

な政策の変化方向」、「核心戦略技術の

保護のための秘密特許制度と技術安全

保障」、「知識経済社会における知的財

産の役割」など、知的財産関連の主要イ

シューについて議論し、未来を展望する

場を設けた。 

 

 

知的財産関連懸案を議論するための

政策フォーラム、専門家フォーラムなど

を積極的に開催し、政策立案者、政策

開発者、政策利用者、マスコミなど多様

な利害関係者の参加を誘導して知的財

産研究の裾野を拡大し、知的財産関連

研究者、専門家のネットワーク構築及び

情報共有を活性化し、専門性を強化した

意見とりまとめの場として活用された。

表Ⅰ-2-3 2022 年フォーラム・シンポジウム等の開催内容 

行事名称 

2022 知的財産政策フォーラム（「人工知能・知的財産と法政策の変化の方向」、「2022 年経済安保

関連研究機関共同セミナー」、「知的財産と韓国経済の政策フォーラム」） 



 

 

知的財産権に対する大学(院)生の関

心と研究意欲を高揚させ，研究人材を

発掘するために、「第 17 回大学(院)生知

的財産優秀論文コンテスト」を開催した。

コンテストに参加申請をした学生を対象

にオンラインワークショップを開催し、論

文作成法の教育，研究方向に対するメ

ンタリングを通じて論文の質的向上を図

り、過去の受賞者を広報，ワークショップ

のメンターなどコンテスト運営全般に活

用し、知的財産分野の友好的なネットワ

ークとして構築しようとした。 

知的財産関連の専門融合学術誌「知

的財産研究」は、知的財産関連法，経

済・経営，科学・技術分野の研究成果を

発刊・普及するための季刊誌として年 4

回(3 月、6 月、9 月、12 月)発刊されてい

る。2013 年から韓国研究財団登録誌に

昇格し、現在まで登録資格を維持して運

営されている。 

知的財産専門図書館は、知的財産研

究を行うのに必要な専門的な資料を収

集・整理・蓄積し、研究者に迅速に提供

するために設立され、現在、単行本

14,121 冊、研究報告書 4,958 冊、フォー

ラムセミナー資料 643 冊、定期刊行物

8,865 冊など合計 28,587 冊に相当する

膨大な資料を提供している。国内の知

的財産関連機関との図書館利用協定の

締結を通じて、知的財産専門情報への

アクセス性の向上及び資料利用の拡大

を推進しており、図書館が提供する学術

データベースと E-ジャーナルの場合、自

宅やオフィスなど外部からも利用できる

ように院外接続システムを導入し運営す

るなど、積極的に利用者の便宜を図って

いる。また、毎年、文化体育観光部が主

管する「全国図書館運営評価専門図書

館部門」でも高得点を獲得し、図書館運

営の専門性が認められている(合計 81

点獲得／専門図書館の平均は 55 点)。

 

表Ⅰ-2-4 大学（院）生の知的財産優秀論文公募展の受付状況 

区分 2020 年 2021 年 2022 年 

受理チーム数 
大学生 26 チーム 13 チーム 15 チーム 

大学院生 9 チーム 12 チーム 12 チーム 

合計 35 チーム 25 チーム 27 チーム 

 

図 1-2-3 知的財産専門図書館 

  
＜知的財産専門図書館の内部＞       ＜知的財産専門図書館の書架＞ 



 

 

3）知的財産基礎研究支援 

経済安保の重要性と新技術の発展な

ど、急変する産業・技術環境に対応し、

知的財産制度が革新のための発明意

欲の高揚という目的を効果的に達成で

きるよう、法律・経済・経営など様々な分

野の知的財産イシューと知的財産分野

の海外法制度及び政策の現況を体系的

に分析して基礎資料を提供し、実証的

研究を通じて国家の知的財産政策及び

企業の知的財産権戦略の策定を支援し

ている。 

知的財産権制度及び政策の国際的

な動向を持続的に把握し、体系的に分

析するため、海外主要国の知的財産

法・制度の研究を実施しており、国際規

範の形成過程で能動的・先制的に対応

するための対外協力研究、知的財産紛

争・ライセンス関連情報など国家及び企

業の戦略的意思決定に有用な調査・分

析、知的財産の創出・活用と革新に対

する実証分析研究などを通じて基礎資

料の蓄積と方法論の開発が行われてい

る。特に、4 次産業革命など、新しい技

術環境の変化(宇宙産業、AI、NFT など)

に伴う新しいパラダイムに対応するため

の法制度及び政策研究が続いている。 

知的財産の基礎研究を通じて蓄積さ

れた研究成果は、国内の知的財産及び

技術革新関連研究活性化の土壌となり、

知的財産政策と様々な経済部門との関

連性の分析、特許政策の効果に対する

分析を通じて政策執行の妥当性の確保

及び新たな政策開発の基礎資料として

活用されている。特に 2022 年一年間に

588 件の報道で研究成果が引用され、

2011 年以降、基礎研究の成果が知的財

産関係法令の制・改定、国家知的財産

委員会の議題開発、FTA・WIPO 協議案

の策定などで 944 件活用された。他にも

研究成果の拡散及び成果の活用度向

上のために、オン・オフラインでの様々

な方式の広報が強化され、報告書の利

用件数が毎年 20％以上増加するなど民

間利用が拡大している

表Ⅰ-2-5  2022 年知的財産基礎研究の主な内容 

区分 課題の概要 

未来戦略研究 
未来の傾向を予測した国家知財戦略及び政策の策定 

急変する技術と環境に応じて新たな政策・産業イシューの発掘 

法律・制度研究 
国内外の知的財産法制情報調査・分析 

知的財産法制度の実効性の分析 

調査・分析研究 
国内外の知的財産権関連現況調査及び診断 

知的財産権関連の産業統計の調査・分析 

イノベーション・ 

経済研究 

国民経済・産業経済の牽引効果についての理論・実証研究 

知的財産権と企業成長の関係についての理論・実証研究 

 

C. 評価及び発展方向 

知的財産インフラ構築事業を通じて提

供される知的財産関連懸案事項に関す

る情報サービスは、主要国政策の核心

内容に対する深層分析を通じて、韓国

政府に政策的示唆点を提案すると同時

に、国民向け情報サービスを提供して情



 

 

報アクセス性を高めている。また、国内

外の知的財産専門家間の交流・協力を

支援し、法・経済・経営・科学技術など各

学問分野に関連するテーマを選定して

融合研究を行うことで、多様な研究がで

きるように研究範囲を広げている。また、

国家と企業の知的財産戦略、知的財産

権関連の国内外の紛争に対する効率的

な対応策の策定を支援することで、韓国

の国家知的財産競争力の向上に貢献

するために努力している。 

特許庁は、知的財産研究基盤を構築

するために、知的財産制度及び関連イ

シューに関する情報及び分析結果を

様々な形で提供することで、知的財産研

究情報に対する一般人・専門家・政策立

案者など様々な需要者のニーズに応え

られるよう努力する。 

特に、知的財産研究の土壌となる中

長期の基礎研究を強化するが、第 4 次

産業革命など技術環境の急激な変化が

持続すると予想されるため、これに対応

するための研究を継続的に推進し、経

済安全保障、半導体など社会的イシュ

ーと仮想経済などデジタル転換に伴う政

策的イシューとなっている分野について、

知的財産権の観点からの対応研究を新

規に推進し、国家競争力の側面におい

て知的財産の重要性が一層浮き彫りに

なるため、知的財産の経済的波及効果

に関する中長期的な研究を進める計画

である。

３．知的財産権貿易収支を基礎とした知的財産政策の策定 

産業財産政策局 産業財産政策課 農業事務官 パク・チョルホ 

A. 推進の背景及び概要 

知的財産権貿易とは、知的財産権の

提供者(供給者)と受領者(需要者)間の

国際取引に対する契約と条件に基づい

て金銭的補償を伴う取引を指し、従来の

知的財産関連貿易統計としては、国際

通貨基金（IMF）基準による「知的財産権

使 用 料 収 支 」 と 経 済 協 力 開 発 機 構

（OECD）基準による「技術貿易統計」が

あった。 

しかし、既存の統計は国際基準に拘

束されており、知的財産権の輸出入現

況を正確かつ具体的に把握するのに限

界があるという問題点が提起され続け

てきた。このような問題意識の下、特許

庁は、韓国の知的財産権局の輸出入の

現状を総合的・体系的に分析できる貿

易統計を算出するため、韓国銀行と 14

年 5 月、MOU を締結し、相互業務協議

を経て 2015 年「知的財産権貿易収支」

を新規開発し、公表した。 

2015 年 5 月から韓国銀行の経済統計

システム（ECOS）を通じて提供される

「知的財産権貿易収支」統計は、知的財

産権に特化した貿易収支統計で、従来

の知的財産権関連の貿易収支統計より

も構成項目や編制方法などで一層包括

的かつ体系的である。特に、特許権・意

匠権・著作権などすべてのタイプの知財

権に対する使用料と売買取引を含んで

おり、従来の統計よりも包括的な取引現

況を示している。 



 

 

2021 年の知的財産権貿易収支は、統

計が開発されて以来初の黒字を記録し

たが、2022 年には再び赤字に転じた。こ

れはグローバルな景気減速の影響によ

り、現地法人などに対する特許・実用新

案権の輸出が縮小し、コンピュータプロ

グラムなどの著作権の黒字規模が縮小

したことに起因すると分析されている。

 

表Ⅰ-2-6  年度別の知的財産権貿易収支 

（単位：億ドル） 

*出典 ：韓国銀行経済統計システム、2022 年の数値は暫定値 

B. 推進内容及び成果 

知的財産権の国際取引に関する包括

的な統計の作成はそれ自体に意味があ

るが、外国為替取引情報へのアクセス

が不可能なため、知的財産権貿易収支

の赤字に対する解析及び改善策の策定

に限界が存在した。そこで、統計の有用

性及び政策的活用度の向上のため、外

国為替資料へのアクセス性を高める努

力を継続した。その結果、発明振興法第

20 条の 8〈産業財産権統計と指標の調

査・分析)の改正により、産業財産権に

関連する外国為替取引情報へのアクセ

スに対する法的根拠が設けられ、2018

年に初めて知的財産権貿易収支に対す

るより具体的な実態把握が行われた。 

産業財産権取引が一定規模以上の

機関の 2021 年の産業財産権貿易活動

(暫定)を機関形態別に調べた結果，国

内機関は輸出（53.0 億ドル )より輸入

(58.1 億ドル)がやや多く、5.1 億ドルの赤

字を記録し、外国投資企業は輸入（24.9

億ドル）が輸出（9.1 億ドル)を大きく上回

り、15.8 億ドルの赤字を記録した。国内

機関の取引中、輸出の 90.2％、輸入の

90.5％を大企業が占めたのに対し、外

国投資企業の取引中、輸出の 95.7％、

輸入の 89.5%を中小・中堅企業が占め、

企業規模別の活動が対比された。さら

に国内機関は、特許及び実用新案権取

引（△12.5 億ドル）は赤字の反面、外国

投資企業は商標及びフランチャイズ権

取引（△18.0 億ドル)を中心に赤字になっ

た。産業財産権の輸出入上位 10 機関

が全体の取引に占める割合は、それぞ

れ輸出の 82.0％、輸入の 68.9％で、商

品輸出入の上位 10 機関が全体の取引

に占める割合(商品輸出の 35.5％，商品

輸入の 28.9％)に比べ、貿易集中度が非

常に高いことが分かった。輸出または輸

入活動のみを行う単方向取引は輸出の

26.6％、輸入の 42.9%を占め、輸出と輸

入活動を並行する双方向取引は輸出の

73.4%、輸入の 57.1％を占めた。国別取

引では米国、英国、日本との取引で継

区分 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

貿易収支（輸出・輸入） △16.6 △16.9 △6.1 △5.3 △20.2 1.6 △13.3 

輸出 

輸入 

知財権の輸出 108.9 122.7 150.2 154.1 154.2 242.0 217.8 

知財権の輸入 125.5 139.6 156.3 159.3 174.4 240.4 231.0 

貿易取引量(輸出＋輸入) 234.4 262.3 306.5 313.4 328.5 482.4 448.8 

貿易収支費(輸出/輸入) 0.87 0.88 0.96 0.97 0.88 1.01 0.94 



 

 

続的な赤字を記録しており、中国、ベト

ナムとの取引で黒字を記録した。2021

年基準で、産業財産権の輸出と輸入を

合わせた取引量が最も多い地域はアジ

アであり、北米、欧州、中南米地域がそ

れに続く。 

深層分析産業は、電気電子分野（主要

赤字分野）、自動車産業分野（主要黒字

分野）となった。電気・電子関連分野を

主要業種とする企業の最近 4 年間

（2018 年～2021 年）の産業財産権貿易

収支は継続的に赤字を記録した。関連

動向を見ると、2020 年には産業財産権

の輸出と輸入がともに減少する中、輸出

規模の減少幅が輸入規模の減少幅を

上回り、貿易収支の赤字が拡大したが、

2021 年には輸出活動が一部回復し、赤

字水準が改善された。国別では米国、

英国、日本、スウェーデンなどを相手に

赤字が持続的に発生し、ベトナム、イン

ド、ブラジルとの取引で持続的に黒字を

示した。最も大きな赤字を示した取引国

は米国で、特許及び実用新案権を中心

に赤字が続いているが、最近その規模

は減少傾向にある。（2018 年△31.0 億ド

ル→2021 年暫定、△20.4 億ドル）。一方、

英国を対象とした産業財産権の取引量

と赤字規模は近年急激に増加している

（2018 年△3.7 億ドル→2021 年暫定、

ᅀ 16.0 億ドル）。商品取引と関連付けて

分析した結果、米国・英国などとの取引

で産業財産権は赤字を記録した一方、

商品取引では黒字を示した。ベトナム、

インドなどは韓国企業の海外進出の結

果、産業財産権と商品取引ともに黒字を

記録した。海外取引相手先上位 10 の機

関に最近 4 年間に支払った額の累積規

模は約 132.4 億ドルであり、全体の収入

の 63.4％を占めると把握された。 

自動車関連分野は、最近 4 年間(2018

年～2021 年)の産業財産権取引で着実

に黒字が発生し、2021 年は黒字規模が

拡大した。国別では米国、スロバキア、

インド、中国などとの取引で黒字が発生

した一方、ドイツ、日本との取引では赤

字を示した。商品取引と関連付けて分析

した結果、部品素材強国であるドイツ・

日本との取引で産業財産権だけでなく、

商品取引でも赤字を示した。韓国企業

が進出した米国、スロバキア、インドなど

を対象とした取引では、産業財産権と商

品取引ともに黒字を記録した。自動車関

連分野での黒字は商標及びフランチャ

イズ権と特許及び実用新案権を中心に

発生したことが分かった。 特に、商標及

びフランチャイズ権が輸出で占める割合

が徐々に増加(2018 年 34.2％→2021 年

暫定 61.7％)しており、分野別に産業財

産権取引活動が異なる特徴を持つこと

が分かった。 

C. 評価及び発展方向 

グローバル市場で特許など知的財産権

関連の市場規模が急激に拡大する中、

「知的財産権貿易収支統計」は韓国の

知的財産権の国際取引現況を把握する

のに有用な情報になることが期待される。

今後も継続的な実態把握を通じて知財

取引の主な特徴と傾向を導き出し、産業

別の詳細分析も継続する予定である。

特許庁は、知的財産権貿易収支の実態

把握を通じて得られた結果を知的財産

政策の策定に積極的に反映し、知的財

産権貿易収支改善のためにも努力する。 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

第 1 節 特許・実用新案の審査分野 

1. 概観 

特許審査企画局 特許審査総括課 技術書記官 キム・ギョンファン  

第 4 次産業時代の到来に伴う産業環

境の急激な変化とデジタル転換、そして

米国と中国の貿易戦争など、技術覇権

を握るための国際競争が激化している

状況で、技術覇権の核心兵器である特

許の重要性がますます高まっている。こ

のような競争で生き残るためには，特許

基盤技術を通じた企業の安定的な事業

化と特許情報をうまく活用することが核

心であり、正確な審査サービスの提供で

特許の質を高める必要がある。特許庁

は，急変する産業環境に合わせて国家

的核心産業分野を中心にした審査人員

の確保，先行技術調査事業を拡大し、

産業戦略に応じた特許審査政策を策定

するなど、韓国企業が強力な特許で武

装して海外市場を先導できるよう支援し

ている。 

特許庁は 2022 年末、半導体産業の

競争力強化のため、半導体分野の技術

専門家 30 人の専門任期制審査官として

の採用を推進した。2023 年初めに採用

される半導体専門人材は、直ちに審査

業務に投入され、半導体分野の迅速か

つ正確な審査サービスを支援するだろう。

今回の採用は審査能力の確保という点

以外にも様々な効果がある。まず、一般

的な公務員採用ではなく、専門任期制

の公務員採用という点で、小さな政府を

追求する現政府の政策方向と一致する

方案であり、現場経験が豊富な半導体

分野の退職技術者をターゲットにしてい

るため、審査業務に適した人材の採用

であると同時に、退職した技術専門家の

海外離職を抑制し、技術流出を防止す

る効果まで期待できる。 

また、質の高い審査サービスを提供

するために，2018 年に導入した特許チ

ーム長中心の質的管理システムをさら

に強化した。このため、特許チーム長中

心の 3 人協議審査を持続的に拡大実施

し、新規審査官の全審査過程を特許チ

ーム長がレビューし指導する「深層レビ

ュー制度」を導入した。審査の質を向上

第１章  

基盤が丈夫な審査・審判 



 

 

させる環境を造成するため、午前・午後

の「集中審査時間制」を実施し、審査課

別の代表電話で外部からの電話に対応

する方案を用意した。 

一方、特許庁は、産業界・研究機関と

のコミュニケーションを通じ、特許顧客の

声と産業現場の技術特性を積極的に反

映するため、2019 年の産業特許動向調

査事業を推進し、2020 年の AI 視覚知能，

自律走行センサーなど 16 分野、2021 年

の自動走行車、AI 基盤ディープフェイク

技術、仮想融合、水素輸送技術など 15

分野に続き、2022 年には超巨大 AI モデ

ル、次世代電池、ポスト-量子暗号など

15 分野、計 46 個の産業動向と特許デー

タを分析し、当該分野の産業・技術変化

に積極的に対応する特許審査能力を強

化し、技術特性別特許制度の改善、産

業視点の特許審査実務の改善のため

のガイドの制定を推進した。 

また、技術の融合・複合化及び多様

化に対応し、特許分類を積極的に活用

するため、韓国の産業特性に合った独

自の分類体系(KPC)及び第 4 次産業革

命関連技術分類である新特許分類体系

（Z コード)を持続的に拡大し、審査の効

率性と精度を向上させた。一方、無線資

源割当分野の KPC コードは、国際特許

分類(IPC)に反映して国際標準化を完了

し、優先審査申請が可能な新特許分類

体系にブロックチェーン、スマート製造及

びバイオ医薬品技術分野を追加し、韓

国の先端戦略産業の国際競争力を強

化し、迅速な特許取得を支援するため

の基盤を築いた。 

そして、拡大された優先審査申請が

増加するにつれ、優先審査用の先行技

術調査の質的強化のため、専門機関の

評価結果に応じて優先審査用の先行技

術調査の実施を段階的に制限できるよ

うに評価体系を改編した。また、優秀な

専門機関のみが優先審査用の先行技

術調査を実施できるように参入要件を

強化した。 

特許庁は、1948 年に 1 号特許が登録

されて以来、2010 年に 100 万回目の特

許登録、さらに 9 年後の 2019 年に 200

万回目の特許登録を達成したが、これ

は米国、フランス、英国、ドイツ、日本、

中国に次いで世界で7番目である。2022

年には約 24 万件の特許・実用新案が出

願され、続くコロナ危機の中にもかかわ

らず、国内 PCT 出願は、29,961 件と昨

年比で 3.4％増加した。このように特許

に対する関心と重要性が高まり、特許

創出のための研究・開発(R＆D)の革新

活動がより活発化している中、特許庁は

世界最高水準の特許審査処理期間の

維持と質の高い審査サービスを提供す

るために持続的に努力している。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. 特許・実用新案の迅速な権利化及び審査の質の向上 

特許審査企画局 特許審査総括課工業事務官 チュ・サンヨン 

特許制度課 工業事務官 イ・スハン 

 

A. 推進の背景及び概要 

韓国の特許出願規模は中国、米国、

日本に次いで世界 4 位であり、GDP 比

の特許出願は世界 1 位であり、特許出

願の量的指標は世界的な水準である。 

また、IP5 体制の定着、国家間審査協力

体制の拡大などにより、国別審査結果

の相互比較及び活用の機会が持続的

に拡大している。このような国際特許環

境の中で、韓国特許庁との審査協力及

び審査の質に対する国際社会の関心が

高まっており、韓国が知的財産強国とし

ての地位を確立するためには、特許・実

用新案の迅速な権利化だけでなく、世界

のどこであっても認められる質の高い審

査サービスを提供しなければならない。 

一方、国家間・企業間の特許紛争が

持続的に増加し、その様相も複雑化す

る中、以前は外部からの特許攻勢に防

御的に対応するために消極的な特許戦

略を駆使していた企業が、徐々に特許

を利益創出の有用なツールとして認識し、

市場確保，競合企業牽制などに積極的

に活用している。また、企業の特許戦略

が従来の量中心から質中心に転換され、

国際競争力を備えた「強い特許」を確保

するための努力が一層熾烈になってい

る。それだけでなく、特許審査処理期間

の短縮に対する外部顧客の要求は継続

され、国家間の技術覇権競争の激化に

より、質の高い審査を通じた強力な特許

出願の重要性はさらに高まっている。こ

れに伴い、企業の知的財産投資「担保」

保証の活性化で IP 金融が 3 兆ウォン台

（2022 年）に急増し、知的財産権への故

意の侵害時の 3 倍賠償導入（2019.7 月

施行)、損害賠償現実化（2020.12 月施

行)などで企業の無形資産価値が高まる

中、正確な知的財産価値評価と紛争予

防のための「質の高い特許審査サービ

ス」の重要性が持続的に強調されている。 

特許庁は、このような内外の環境変

化と政策顧客のニーズを考慮し、審査

政策のパラダイムを審査処理期間の短

縮から世界最高水準の質の高い特許審

査サービスの提供に転換した。このため、

審査の質を高めるための核心要素であ

る審査人員の増員及び審査官の能力強

化を持続的に推進している。また、第 4

次産業革命技術分野に対する支援を強

化し、審査の専門性を高めるために「融 

合・複合技術審査局」を新設し（2019.11

月）、産業現場を退職した専門家を審査

官として採用し、審査能力を補強する一

方、審査の全段階の出願人・審査官の

コミュニケーションを強化した深層面談・

一括審査など，出願人向けにカスタマイ

ズされた審査サービスを提供するなど、

様々な努力を重ねている。特に 2020 年

と 2021 年は、新型コロナの流行拡大に

よる国家的危機状況の中、感染拡大防

止施策に積極的に対応し、安定的な審

査体制を維持するため、審査官の一時

的な在宅勤務の推進、映像・電話面談

の活性化など非対面業務システムを強

化した。 



 

 

特許庁のこのような努力は、技術競

争力を備えた強い特許の安定的な権利

化を支援することで、不必要な特許で引

き起こされる消耗的な紛争による社会

的コストを減らし、さらに技術革新を通じ

た産業発展に寄与することにその目的

があると言える。また、国内外の出願人

に先進国レベルの質の高い特許審査サ

ービスを提供し、最高知的財産行政機

関として特許庁の国際的な地位を高め、

グローバル特許システムを構築する上

で韓国が主導的な役割を果たすように

取り組む。 

B. 推進内容及び成果 

1）出願の継続的増加にあっても、適正

期間内に特許権利化を継続的に推進 

韓国の特許出願規模は中国、米国、

日本に次いで世界 4 位レベルであるに

もかかわらず、特許審査人員は主要国

と比較して著しく不足している。そのため、

比較的少ない人数で大量の審査物量を

処理しており、特許審査官 1 人当たりの

処理件数が 197 件（2021 年〉と主要国で

ある米国 69 件、欧州 59 件、中国 91 件

（2020 年）、日本 169 件に比べて非常に

高い。 

しかし、特許顧客は円滑な事業推進

のために迅速な審査処理を通じた早期

権利化を好み、特許審査処理期間を

11.7 ヶ月から 10 ヶ月に短縮すると

GDP1.3 兆ウォンの増加効果が現れると

いう韓国知的財産研究院の研究結果

（2013 年)でも分かるように、安定的な審

査処理期間の維持は、重要な課題であ

る。一方、2019 年の 800 余りの企業・公

共機関のアンケート結果(出典：「出願人

の需要を反映した適正特許審査処理期

間の導出及び影響分析-代案づくり研

究」、知的財産研究院、2019 年)によると、

64.3％が一般審査 7～9 ヶ月レベルの審

査処理期間を希望し、14 ヶ月以上の処

理期間を希望する出願人は約 2％に過

ぎなかった。 

特に、2020 年及び 2021 年には、審査

請求期間短縮（5→3年、2017.3.1特許法

施行）及び国内特許・実用新案出願の

増加（前年比 2019 年 3.8％、2020 年

3.3％、2021 年 4.4％）と審査請求量が急

激に増加し(前年比 2019 年 1.3％、2020

年 21.0％、2021 年 3.7％)、審査処理期

間の遅延を最小限に抑えるための先制

的な対応が重要な時期であった。のみ

ならず、2020 年及び 2021 年新型コロナ

による国家的危機状況の中で、感染拡

大防止施策に積極的に対応しながら審

査行政業務を滞りなく遂行するための対

策が急務であった。 

審査処理期間が遅れる場合、その余

波が何年にもわたって累積されるため、

特許権利化の遅れによる韓国企業の競

争力弱体化及び出願人の不便を招く可

能性がある。一方、審査処理期間を維

持するために審査官の業務量を急激に

増やす場合、主要国に比べ過多な一人

当たりの処理件数がさらに増加するた

め、1 件当たりの審査投入時間が減少し、

審査の質が低下する可能性がある。し

かし、特許顧客は審査の適時性だけで

なく、審査の質も重要視しているため、

現在の厳しい審査処理環境の中で、審

査の質を維持しながら安定した審査処

理期間を管理することは難しい問題であ

る。 



 

 

＜2021 年の主要国特許庁の審査処理環境の総合比較＞（中国は 2020 年の数値） 

     

 

 

 

 

 

 

2022 年は、このような困難な審査処

理条件を克服しながら審査の質を適正

レベルに維持するため、関係省庁と協

力して審査人員の増員に努めた。また、

一般審査官の業務量は前年と同じ水準

を維持しながら、審査管理要員及び審

査関連部署などの審査政策支援要員が

審査業務を一定量負担し、自発的に参

加する審査官に限って超過分を処理す

るなど、全庁的な努力を行った。また、

新型コロナ拡散防止のための措置とし

て、特許庁審査官と先行技術調査業務

を行う調査機関の調査官の一時的な在

宅勤務を積極的に推進し、出願人に対

する映像・電話面談の活性化など、非対

面業務体制を 2021 年に続いて継続的

に維持した。 

その結果、継続的に増加している出

願量及び請求数量、新型コロナの拡散

による審査業務環境の悪化にもかかわ

らず、米国(14.8 ヶ月、2020 年)・中国

（14.4 ヶ月、2020 年）レベルの特許審査

処理期間(14.4 ヶ月)を達成した。 

審査官一人あたり処理件数 審査官一人あたり担当 IPC 数 審査一件あたり投入時間 

*日本は審査支援事業の寄与度が高く（韓国の 6.4 倍），実質処理件数は韓国半分程度 

審査の質に関する審査官１人あたりの業務量についての見解 



 

 

さらに、先に説明した 800 社以上の企

業・公共機関を対象としたアンケート結

果で(2019 年)、出願人は迅速な審査処

理期間を要求する一方、審査処理期間

が多少遅くなっても、審査の質を維持す

るために審査官の業務量を維持または

減少させる必要があるという意見が半

数程度(50.7％)となり、審査処理期間と

ともに審査の質も重要視していることが

分かる。したがって、限られた審査資源

の下でも、審査の適時性を維持しながら

審査の質も高めることができる審査政策

を発掘し、制度を改善していく努力が継

続的に必要である。 

2）国内主要産業特許支援のための核

心分野中心の特許審査能力の確保 

2022 年 11 月、特許庁は半導体の現

場経験が豊富な技術専門家 30 人を特

許庁専門任期制審査官として募集する

公告を開始した。特定分野をターゲット

とした相当規模の専門任期制審査官の

採用は、最近ではなかなか見られない

人材増員策である。このように採用され

た半導体専門人材は、2023 年初めに所

定の教育を修了した後、直ちに審査業

務に投入され、半導体分野の審査処理

期間を短縮し、質の高い審査サービスを

提供するのに一役買うことになる。 

前述したように、審査の質を維持しつ

つ審査処理期間を短縮するためには、

より多くの審査官を確保することで、審

査官一人当たりの処理件数は適正な水

準に保ちつつも、全体の審査処理能力

を十分に確保するしかない。主要国は

既にこのような事実を認識し、独自の方

法で相当数の審査官を継続的に確保し

ている。我が国特許庁も良質の審査官

を確保するため、多角的な努力をしてい

るが、今回の半導体専門任期制審査官

の採用は、従来の審査人員の確保方案

と比較すると，様々な利点がある。 

まず、一般職公務員の採用ではなく、

専門任期制公務員の採用という点で、

行政人員の増員に対する負担を軽減し

た。小さくて効率的な政府を目指す現政

府の政策と調和する方案である。ちなみ

に、現在のような技術パラダイムの急激

な変化に柔軟に対応できる採用方式に

該当するものでもある。他の主要国でも

同様に審査能力の確保が行われている

が、日本特許庁はすでに'04 年から任期

制審査官を導入し、全体の審査官の

30％を任期制審査官として活用している。

中国特許庁も全体の審査官の 80％に

相当する特許審査協力センターの審査

官を任期制審査官として活用している。

遅ればせながら、欧州特許庁も 2018 年

から任期制審査官を採用している。 

そして今回の採用は、単に半導体の

専門家を審査官として採用するのでは

なく、半導体分野の退職技術者を審査

官として採用することに重点を置いた。

退職技術者は現場技術経験が豊富な

技術専門家であるため、特許審査の最

も重要な要素である「進歩性」を判断す

る上で最適といえる。特許法は進歩性

の判断において、「通常の技術者」の観

点から当該発明が容易に発明できるも

のか否かを判断し、それによって特許で

保護すべき技術か否かを判断するよう

にしている。この時、通常の技術者とは、

「当該技術分野の技術常識を保有して

おり、出願発明の課題に関連する出願

前の技術水準にあるすべてのものを入

手し、自分の知識にすることができる者



 

 

で、実験、分析、製造などを含む研究ま

たは開発のために通常の手段を利用で

きる仮想の人物」と定義している。先端

技術現場の最前線で実験・研究開発を

担当していた退職技術専門家は、この

ような「通常の技術者」の視点を最もよく

備えている人材であり、審査業務に適し

ているといえる。 

退職技術専門家本人の能力自体が

審査に適していることはもちろん、彼ら

の先行技術知識が既存の審査官に共

有されることで、既存の審査官をアップ

グレードすることで、全体の審査能力が

向上する効果も期待できる。2019 年の

融合・複合技術審査局新設以降、継続

的に協議審査が拡大している状況であ

るため、このような技術ノウハウの伝授

は，個別の教育履修など別途の手続き

を必要とせず、協議審査の過程で自然

に行われることが期待される。 

また、退職した技術専門家の海外離

職を抑制し、技術流出を防止する効果

がある。グローバル技術覇権競争の激

化に伴い、主要国間の先端技術分野の

人材誘致競争が激しい状況である。特

に国内の先端技術人材は中国の主要タ

ーゲットであり、半導体分野の場合、最

近、中国だけでなく米国も海外人材の誘

致に熱を上げている状況である。老後

対策はできていないのに退職が間近に

迫っている韓国の技術者は、これ以上

ない良いターゲットとなる。さらに大きな

問題は、人材流出はつまり技術流出で

あるという事実だが、産業部(2021)が発

表したところによると、技術流出の 46％

は退職人材を通じて発生する。国家情

報院(2018)でも先端技術の海外流出は

45％が人材の流出という方法で行われ

るという。したがって、コア産業の技術流

出防止のためには、第一次的に人材流

出の防止に努めなければならず、その

ような努力の一環として、退職が間近に

迫った技術者に対して良質の仕事を用

意し、海外離職を抑制する必要がある。

特許審査官の職が、退職技術専門家が

海外に目を向けず、国内に留まるように

させるための技術流出防止手段の一つ

になることを期待する。 

今回の採用に対する企業の反応は熱

かった。ある半導体企業の人事担当者

は、「企業にも実質的に役立つ政策であ

るため、継続的に政策を推進してほしい」

という意見を寄せた。採用競争率も加熱

し、従来の採用競争率が 2:1，3:1 程度で

あったのに対し、今回の半導体審査官

の採用競争率は 6:1 を記録し、市場の需

要に合ったタイムリーな政策だと評価さ

れた。 

＜半導体専門特許審査官採用人数＞ 

 

職務分野 採用人数 

半導体設計及び素子分野 4名 

半導体・ディスプレイ露光 

・蒸着分野 

6名 

半導体・ディスプレイ食刻、 

洗浄、基板分野 

6名 

半導体後工程分野 4名 

半導体・ディスプレイ素材

分野 

6名 

ディスプレイ専門技術分野 4名 

合計 30名 

 

  



 

 

今回の審査能力確保政策が半導体

分野に限定された点では残念である。

現在、市場が成長期に入り、徐々に韓

国の主力産業分野として位置づけられ

ている二次電池、バイオなどの先端技

術分野にも迅速審査などの特許支援が

必要である。また、国内技術人材の流

出問題は半導体分野以外にも二次電池

分野でも何度も指摘されている。したが

って、このような審査能力確保政策を他

の先端技術分野に拡大する必要がある。

技術分野別に特許出願の増加率、審査

処理期間、審査人員の現状、退職人員

の分布、海外人材流出の現状などを総

合的に考慮し、支援が急務の技術分野

を先に選定し、そのような技術分野を優

先して継続的に審査能力を確保する計

画である。

＜2022 年 半導体分野での退職人員の審査官採用公告及び広報リーフレット＞ 

 

3）特許チーム長中心の「コミュニケーシ

ョン型審査の質の管理」及び審査の専

門性向上 

「審査管理革新：（2018 年 7 月)システ

ムの導入により、従来の評価中心の審

査の質管理から特許チーム長中心のコ

ミュニケーション型の質の管理に転換し

た。2019 年には、特許チーム長中心の

質の管理体系をより強化するため、「審

査技術分野別特許チーム運営規則(訓

令)」を制定（2019 年 5 月)して「特許チー

ム/特許チーム長」の根拠規定を設ける

ことで、特許チーム長の地位を強化し、

特許チーム長に 3 人協議審査による質

の管理の責任を与えるなど、特許チー

ム長中心の質の管理体系の定着を図っ

た。また、類似の産業単位に特許審査

チームを拡大（138 件から 152 件へ）して

審査の専門性を強化し(2019 年 11 月)、

より正確な審査を行うため、融・複合技

術分野を中心とした特許チーム長中心

の 3 人協議審査を 2019 年以降持続的

に拡大実施し、審査の質向上効果の高

半導体専門家の第２幕は 

特許審査官で！ 



 

 

い新規審査官を対象に検索、判断など

審査の全過程を特許チーム長が深くレ

ビューし、指導する「深層レビュー制度」

を推進（2022 年 4 月～）するなど、チー

ム長による審査の質向上政策を強化し

た。また、午前 9 時 30 分から 11 時、午

後 2 時から 4 時まで審査集中時間帯を

設定し、会議や報告などを控えるなどの

「集中審査時間制」を実施し、審査課別

の代表電話で外部電話に対応する方策

を設けるなど（2022 年 9 月～）審査官が

審査業務により集中して審査の質を高

めることができる環境を造成した。この

ような審査の質及び専門性を高めるた

めの審査政策の推進、継続的なチーム

長中心のコミュニケーション文化の拡散

などにより、コミュニケーション型協議審

査件数が 2017 年 2,234 件から 2022 年

6,353 件に増加するなど、審査過程の充

実度指標が改善され、国民向け受容度

及び登録特許の安定性指標が向上する

結果が現れた。

 

さらに、「奨励型審査質的管理体系」

の一形態として、審査能力が優秀な審

査官にインセンティブを提供する「今月

の審査官」、「審査の質コンテスト」、「審

査名人」のような審査官表彰制度を運営

した。また、審査官の士気を高揚させ、

審査の質向上効果を高めるため、様々

な職級及び技術分野の審査官が表彰を

受けられるように表彰制度を改善し、産

業革新支援事業の活性化のための表

彰を新設した（2020 年 5 月）。また、特許

審査は、限られた検索時間内に適切な

先行技術を見つけるために効果的な検

索戦略を策定し、それに対する集中的

な検索で発明の新規性、進歩性などを

判断するものである。このような検索の

重要性を考慮し、検索過程、結果、戦略

など先行技術の検索が優れた事例を発

掘し、検索ノウハウを審査業務に活用で

きるよう、2004 年から毎年先行技術検

索コンテストを開催している。一方、2022

年 12 月に開催された先行技術検索コン

クールは、1年間、審査官が審査したり、

調査員が先行技術を検索した件の中で

最も優秀と判断される件についてノウハ

ウを共有する方式で行われ、審査官の

単独・一般協議・3 人協議の検索部門と

調査官の一般・PCT 検索部門に分けて

開催された。また、審査官及び調査員が

それぞれ保有している審査案件または

調査案件のうち、任意に選定された案

件の検索戦略、検索履歴、構成対照表

区分 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 

審査過程の充実度 

特許 1 件当たりの 

先行文献閲覧件数(件) 
28.0 30.9 30.6 31.1 30.0 

出願人との深層面談(件) 2,499 3,455 3,946 5,620 6,253 

審査官同士の協議(件) 2,234 2,759 5,159 5,542 6,353 

審査結果の 

国民受容性 

100-特許拒絶査定不服審判

請求率 
93.6% 94.5% 95.6% 95.3% 96.2% 

登録特許の安定性 100-無効審判請求率 99.61% 99.62% 99.72% 99.7% 99.72% 



 

 

を提出すると、これに対し、①検索戦略

の適正性、②検索の忠実性、③検索結

果の妥当性、④検索効率性の項目別に

評価表の基準に従って評価する方式で

運営され、コンクールの結果、2022 年に

は合計 15 人の審査官と 4 人の調査員

を対象に表彰し、優秀事例を共有するこ

とで、審査官及び調査員の審査力量強

化を通じて審査の質の向上に貢献しよう

とした。 

4）特許顧客とのコミュニケーション型審

査体系の運営  

a)予備審査 

深層面接制度の一つである予備審査

は、審査の着手前に出願人等と審査官

が面談を通じて審査意見を交換し、正確

な審査及び迅速な権利化を図るための

制度である。 

申請可能な対象は、優先審査を決定

した出願のうち、①高度な技術専門性を

要求するなど、技術水準の高い特許分

類に該当する出願、②韓国の中小企業

が PCT 出願を多く行う技術分類に該当

する出願としている。 

予備審査は、優先審査決定後 14 日

以内にのみ申請が可能である。予備審

査が決定されると、審査官は予備審査

結果通知書を面談日の 7 日前までに提

供する。予備審査結果通知書には先行

技術文献と特許性に対する意見が記載

されている。したがって、審査官と面談

する際に、高い事前理解度を持ってより

深い意見交換が可能である。また、出願

人も予備審査を利用して具体的な補正

案を審査官と討議することができ、試行

錯誤が減り、迅速かつ正確な権利化が

可能である。 

予備審査申請件数は，2020 年 837 件

から 2022 年 3,032 件で 3.5 倍以上増加

した。これは新型コロナによる映像面接

の需要が増加したことに加え、予備審査

に対する弁理士業界の認知度が向上し、

申請量が急増したものと考えられる。 

一方、2020 年 8 月から予備審査対象

に韓国の中小企業が PCT 出願を多く行

う技術分類を追加して、韓国の中小企

業の海外輸出のための迅速かつ正確な

権利確保を支援している。 

b)補正案レビュー及び再審査面談 

深層面談制度の一形態である補正案

レビュー及び再審査面談は、出願人等

が暫定的に作成した補正案を審査官が

事前に検討し、面談を通じて補正案の

拒絶理由が解消できたかどうかと補正

の方向性を議論し、追加拒絶理由の通

知を減らすなど審査効率を高めるため

の制度である。 

補正案レビューは、意見提出の通知

後、補正書提出の期限内に申請が可能

であり、再審査面談は拒絶決定後の再

審査申請期間の前に申請可能である。 

補正案レビューの申請件数は、204 件

であった 2015 年以降急激に増加し、

2021 年には 2,655 件、2022 年には 2，

415 件に増加し、再審査面談も 2021 年

には 1,002 件、2022 年には 830 件の申

請件数を記録した。 

c)一括審査 

一括審査制度は、一つの製品群(サ

ービスを含む)または同一事業に関連す



 

 

る複数の特許・実用新案登録・商標登

録・意匠登録の出願について、出願人

が希望する時期に一括して審査してくれ

る制度である。この制度を利用すれば、

企業の事業戦略に応じて、希望する時

期に権利化することができ、新製品の発

売前に製品に関する知的財産権のポー

トフォリオを形成するのに役立つ。 

一括審査の申請対象は、一つの製品群

(サービスを含む)または同一の事業に

関連する出願で、「実施または実施準備

中の出願」、「輸出促進に直接関連する

出願」、「ベンチャー企業や技術革新型

中小企業の出願」、「1 人創造企業の技

術開発事業の成果物に関する出願」、

「創業後 3 年以内の中小企業の出願」及

び同一の国家新技術開発支援事業の

成果物に関する出願である。これにより、

企業は市場規模を考慮した製品発売時

期などに合わせて、一つの製品に対す

る複数の知的財産権を一括で確保でき

る。 

2020 年には 36 件の出願を含 2015 件

の一括審査申請があり、2021 年には 43

件の出願を含む 14 件の一括審査申請

があり、2022 年には 51 件の出願を含む

21 件の一括審査申請があった。 

2020 年 12 月には、第 4 次産業革命

時代の到来で経済活動のデジタル化が

加速することを反映して一括審査告示を

改正し、「一つの製品」に関する要件を

「一つの製品群(サービスを含む)」に拡

大し、「創業後 3 年以内の中小企業の出

願」も対象出願に追加した。

 

C. 評価及び発展方向 

以上のように増加する審査量に対す

る先んじた対応と優秀な人的資源の効

果的な管理、産業構造の変化に対応し

た技術専門性中心の特許審査体系の

構築、チーム長中心の質的管理体系の

運営とコミュニケーション型協議審査の

推進など、様々な質的向上政策を実施

した結果、審査処理期間の国際競争力

を維持しながら質の高い審査サービス

を提供できる基盤が確固たるものになっ

た。 

一方、主要国レベルの特許審査処理

期間を維持しながら審査の質を高める

ための最も根本的な解決策は、審査人

員の増員を通じた 1 人当たりの審査処



 

 

理件数の適正化である。今後、特許庁

は、1 人当たりの処理件数を主要国レ

ベルに適正化するため、行政安全部な

ど関係機関との協議を通じて、継続的

に審査人員の増員を推進する計画で

ある。 

また、現場コミュニケーション型公

衆審査を通じた外部専門家グループ

との交流を通じて審査官の検索限界

を補完し、業界の現実を審査に反映さ

せるなど肯定的な効果が現れており、 

適合分野を発掘して、継続的に本制度

を活用し、審査局の技術分野別知的財

産協議体などを通じて産業現場の意

見を吸い上げ、積極的に交流しながら

審査の質を持続的に高めていく計画

である。 

また、審査の全段階で国民と直接コ

ミュニケーションし、協力し、究極的

に質の高い特許創出に貢献しようと

する予備審査、補正案レビュー、再審

査面談などのオーダーメイドの審査

サービスは、特許顧客から認められて

いるコミュニケーション型審査協力

制度として定着している。 

今後も急変する産業環境の変化に

対応し、特許顧客の知的財産政策に関

する需要を満たしながら、韓国企業の

競争力強化のため、産業現場及び特許

業界の声にもっと耳を傾け、現場と着

実にコミュニケーションし、特許審査

行政サービスを質的に向上させるこ

とができる政策を持続的に発掘して

推進する計画である。

 

3. 産業・特許の動向分析を通じた審査能力の強化 

特許審査企画局 特許審査総括課 工業事務官 キム・スンボム 

A. 推進の背景及び概要 

第 4 次産業革命、技術覇権競争など、

韓国産業を取り巻く内外の環境が急激

に変化しており、企業の存続と国家産業

の持続的成長のために特許確保がこれ

まで以上に重要になっている。 

これまで特許庁は、融合・複合審査専

担組織と産業革新支援チームを新設し、

特許審査の観点から第 4 次産業革命技

術の台頭に備え、審査課別技術研究会

の運営、特許庁・産業界の新体制などを

通じて、特許審査と産業現場とが互いに

乖離しないように努力してきた。しかし、

特許庁審査官に対して特許権を付与す

る「公正な法的判断者」はもちろん、産

業界に対する幅広い理解を基に、企業

の強い特許創出と革新成長を支援でき

る「産業革新家」としての役割強化が依

然として求められている。 

そこで特許庁は、特許を通じて技術発

展を促進し、産業発展に貢献するという

本来の目的を達成するために，「産業オ

ーダーメイド型審査革新」事業を推進し

た。 

B. 推進内容及び成果 

「産業オーダーメイド型審査革新」事

業は，審査官の主導で主管分野の産

業・特許・審査動向を連携分析し、産業

界と積極的にコミュニケーションすること



 

 

で、産業別に差別化された技術特性が

適切に反映できるオーダーメイドの審査

政策を策定することを主な内容としてい

る。 

2022 年には、ポスト-量子暗号、超巨

大 AI モデル、コネクテッドカー、次世代

電池、電気自動車電装部品など 15 の分

野について分析を行った。主な成果を見

ると、ポスト-量子暗号技術分野では、

主要国の標準制定動向、韓国企業のグ

ローバル特許競争力及び主要国の審査

動向と審査実務の相違点を把握し、特

許性判断基準の策定、特許分類の細分

化など審査実務改善の必要性を確認し

た。また、超巨大 AI モデル分野では、主

要国の特許競争力分析を通じて韓国産

業の脆弱性を確認し、主要国の審査実

務と審査基準の改正動向を比較分析し、

特許権の早期確保のために不必要な手

続きを減らす審査改善案及び国別特許

審査の違いを考慮し、海外出願時に適

切な保護範囲確保のための出願案を導

き出し、さらに、今後の知的財産権紛争

に備えるためのオープンソースの知的

財産権情報提供案などを提示した。 

C. 評価及び発展方向 

以上のように「産業カスタマイズ型審

査革新」事業を通じ、特許チームの所管

産業分野に対する技術的理解の増進を

基盤に、当該産業界の技術特性が反映

された審査政策を直接策定するなど、産

業支援の観点からの審査力量の強化を

達成することができ、2023 年には分析

手順及び指標を改善することで、産業・

特許・審査同行連携分析の効率性を高

め、より効果的な産業別審査政策の策

定を支援していく予定だ。 

 

4. 特許分類体系の活用範囲の拡大 

特許審査企画局 特許審査総括課 工業事務官 チョン・ヒョギョン

A. 推進の背景及び概要 

特許分類体系は、膨大な量の特許文

献を一定の技術的特徴に基づいて分類

する体系で、特許審査官の業務分掌、

特許審査の一部である先行技術検索、

特許動向分析などに活用される。特許

庁は 2015 年から国際特許分類（IPC）と

ともに IPC をより細分化した先進特許分

類（CPC）を導入し、特許行政に活用し

ている。 

CPC は、新技術を反映するスピード

が速く（年 4 回改訂）、IPC コード数の 3

倍以上のコードを持つ非常に細分化さ

れた分類体系である。CPC コードを適切

に活用する場合、精巧な先行技術検索

と特許ビッグデータの細かな観察が可

能という長所があり、特許庁はこれを積

極的に活用し、審査の効率を高めようと

した。 

一方、最近、第4次産業革命などに伴

う融合・複合技術の出願増加及び技術

の複雑化・多様化により、既存の CPC コ

ードでは特許文献を適切に詳細に分類

できない場合が発生した。特許庁はこれ

を解消するため、2017 年に新特許分類

体系（Z コード)と 2021 年に韓国型革新

特許分類体系(KPC)のような独自の特

許分類体系を導入した。 



 

 

新しい特許分類の持続的な活用のた

め、2022 年、特許庁は KPC の設計分野

を拡大し、活用インフラを構築したほか、

KPC の国際標準化を推進した。また、有

望技術分野の出願の迅速な権利化を支

援するため、Z コード構築分野を拡大し

た。

表Ⅱ-1-1 特許分類体系の比較 

*世界知的財産機構（WIPO, World Intellectual Property Organization）

B. 推進内容及び成果 

2019 年に 3GPP の技術分科のうち、

無線接続網(RAN)分野のワーキンググ

ループ(WG1)内の 30,889 件の標準技術

文献に CPC コードを付与したことに続き、

2020 年には 38，602 件の標準技術文献

にさらに CPC コードを付与した。また、

2021 年には対象技術分科を拡大し、無

線接続網（RAN）分野及びサービス及び

システム(SA)分野のワーキンググルー

プ内の 69，455 件の標準技術文献に

CPC コードを付与した。引き続き事業実

施範囲を拡大し、2022 年には 48,980 件

の標準技術文献に CPC コードを付与し

た。 

一方、KPC 構築及び活用基盤も継続

的 に 拡 大 し た 。 2021 年 に 発 光 材 料

(C09K)、量子コンピューター（G06N）など

9 つの技術分野で新規設計した 244 個

の KPC コードに基づき、新規文献分類

及び既存文献の再分類を実施し、無線

資源割当分野の KPC コードは国際標準

化を完了し、KPC の国際的な普及及び

KPC の分類予算削減の効果を得た。同

時に、スマートファーム(A01G)、ウェアラ

ブルロボット（B25J）など 10 の技術分野

で新規 KPC コード 179 個を設計したが、

水素技術のように関連 CPC コードが

様々なサブクラスやメイングループに分

散している場合は、そのコードを一つの

KPC グループとして再定義するインベン

トリ型分類コード設計を通じて検索・活

用の効率を高めた。さらに、既存の特許

文献 KPC 分類データの検索システム搭

載及び審査官検索システム搭載及び審

査官検索システム（KOMPASS）の改善

による分類検索機能の実装を完了した。 

設計が完了した技術分野については、

分類表及び技術説明書と共に第 4 次産

業革命技術分類である新特許分類体系

（Z コード)との連携表を提供し、今後の

統計管理，優先審査対象選定などに多

様に活用できるようにした。 

新特許分類体系（Z コード)もまた、拡

大・改編を続け、2022 年にブロックチェ

ーン，スマート製造及び 3 大新産業

（Big3）分野のうち次世代バイオ医薬品

技術に対する分類コードを追加設計した。

これにより、当該技術分野出願の優先

審査対象選定を通じた迅速な特許取得

と関連産業の発展に貢献できる基盤を

構築した。 

 

分類体系 管理局 制定年度 コード数 特徴 

IPC WIPO* 1968 年 78000 個 
・国際特許分類体系 

・細分化が不足，検索効率性が低下 

CPC 米国・欧州 2013 年 26 万個 
・米国・欧州が共同開発した分類体系 

・IPC を基礎にコード細分化 



 

 

C. 評価及び発展方向 

特許分類体系の活用を通じて、複雑

で多様な各種技術文献をその技術的特

徴によって細分化して分類することで、

先行技術に対する分類検索の効率性と

精度を高め、特許審査の質を高めること

に大きく貢献することが期待される。 

特に CPC コードが付与される標準技

術文献の範囲を 3GPP 以外の他の標準

化機構まで拡張してデータベースを構築

し、同時に KPC コードを付与して分類行

政の効率を高める計画である。 

また、標準技術文献などに対する効

率的な分類検索のために電算システム

を持続的に改善することで、特許分類体

系の活用性を一層高める計画だ。 

今後、韓国の産業特性が反映された

KPC コードの設計時に、最近の技術発

展傾向や国内外の産業動向などを考慮

して対象技術分野を選定することで、

KPC の活用効果を最大化し、Z コード設

計時に産業統計への活用案を模索する

ことで、効果的に産業発展に寄与するこ

とが期待される。 

 

5. 審査支援事業の質的管理の強化 

特許審査企画局 特許審査総括課 工業事務官 ペク・ヒョンヨル 

特許審査総括課 放送通信事務官 チョン・ウヨル 

A. 推進の背景及び概要 

特許庁は、1992 年から審査官の審査

負担軽減のため、特許審査業務の一部

である先行技術調査を外部専門機関に

委託して特許審査を支援し、特許審査

の質を高める事業を推進している。特許

法第 58 条及び実用新案法第 15 条の規

定により、特許庁長は特許出願の審査

において必要と認めるときは、専門機関

に先行技術の調査を依頼することがで

きる。特許・実用新案出願先行技術調

査専門機関の指定・登録状況は次の表

の通りである。

*(株)韓国 IP 保護技術研究所('09.12)IP ソリューション(株)(21.1)世宗技術経営研究院(株)(22.5)は，自からの要請

で，(株)アイフィジン(20.8)は廃業事実を確認して登録取り消し 

**2022 年 8 月機関分離及び法人新設により，(財)韓国特許情報院は(財)韓国特許技術振興院に変更

表Ⅱ-1-2 特許先行技術調査専門機関の指定・登録現況 

指定・登録年度 特許先行技術調査専門家機関 

1998年 (財)韓国特許情報院 

2005年 (株)ウィプス、(株)韓国IP保護技術研究所 

2008年 IPソリューション(株) 

2017年 ナラアイネット(株)、DRPソリューション(株)、(株)ミョンユ、(株)アイファッ
クス、(株)トータルリーフ、(株)ケイティジー 

2018年 (株)プロキオン、(株)アイピフィジン 

2020年 (株)インフ、世宗技術経営研究院(株) 

2021年 (株)ティディア、(株)サーチオン 



 

 

B. 推進内容及び成果 

2017 年から先行技術調査競争体制

の強化を通じて調査の質を高めるため、

先行技術調査専門機関指定制を登録

制に転換した。これにより、2017 年に 3

社だった専門機関は大幅に拡大され、

2022 年基準で 12 社が専門機関として登

録された。 

特許・実用新案出願先行技術調査事

業は、当該年度の審査処理件数の一定

量を対象に委託事業を実施しており、

2022 年には約 375 億ウォンを投入して

約 10 万件に対する委託を実施した。

 

表Ⅱ-1-3  特許先行技術調査業の推進実績 

年度 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 

審査処理件数 182,037 177,145 166,908 177,465 190,831 181,417 175,743 

サービス件数 86,811 87,594 105,589 1000,737 97,890 99,469 101,556 

   サービス比率（％） 47.7 49.4 63.3 56.8 51.3 53.6 57.8 

 執行額(百万ウォン) 31,826 32,778 36,774 33,825 34,454 36,757 37，491 

 

また、2022 年には優先審査用の先行

技術調査の質的管理を強化するために

専門機関の評価体系を改編し、評価結

果により質が不十分な企業は優先審査

用先行技術調査の遂行を段階的に制限

できるように改善した。また、新規専門

機関の場合、先行技術調査事業の遂行

実績が優秀な専門機関だけが優先審査

用先行技術調査を遂行できるように参

入要件を強化した。 

そして、先行技術調査事業に関連す

る審査官の苦情を常時受付・処理してき

たヘルプデスクを調査員まで拡大し、調

査員を対象とした定期的なアンケートを

実施して調査員の業務環境を改善する

と同時に、特許先行技術調査の質と審

査官の満足度を向上させることに貢献し

た。 

一方、特許庁は外国から依頼される

PCT 国際調査を適正な期限内に処理し、

PCT 国際調査報告書の質を向上させる

ため、2009 年から国際出願先行技術調

査事業を推進している。国際出願先行

技術調査専門機関の現況は次の表の

通りである。国際調査の全案件が国際

出願先行技術調査業務委託を通じて処

理されており、2022 年には約 157 億ウォ

ンを投入して国際調査 30，291 件に対す

る業務委託を実施した。

 

表Ⅱ-1-4 国際出願先行技術調査専門機関の現況 

指定年度 国際出願先行技術調査専門機関 

2009 年 (財)韓国特許情報院 

2013 年 (株)ウィプス、㈱KTG 

*2022 年 8 月機関分離及び法人新設により、(財)韓国特許情報院は(財)韓国特許技術振興院に変更 

  



 

 

C. 評価及び発展方向 

先行技術調査の外部委託は，審査業務

の負担を軽減し、効率を向上させ、特許

審査処理期間を安定的に維持すること

に貢献した。特許庁は、審査官の審査

処理負担を緩和することで審査の質を

高めるため、調査の質的管理の強化及

び評価体系の改善などを継続的に推進

していく計画である。

 

6. 特許審査の国際協力強化 

特許審査企画局 特許制度課 放送通信事務官 イ・ダナ 

工業事務官 パク・ソンチョル 

工業事務官 カン・ヘラ 

A. PCT 審査サービス 

PCT 審査サービスは，韓国特許庁を

PCT 国際調査機関及び国際予備審査

機関として選択した出願人に国際調査

及び国際予備審査業務を行うサービス

である。 

国際調査業務は、国際出願発明に関

連する先行技術を検索し、これに対する

特許性の有無を判断し、その結果を出

願人及び国際事務局に提供する業務で

ある。そして、国際予備審査業務は、出

願人による任意選択的な手続きで、国

際調査結果を受け取った後，特許取得

の可能性を再判断してもらうことを望む

場合、出願人の請求に基づき予備的な

審査業務を行い、その結果を出願人及

び国際事務局に提供する業務である。 

どの特許庁が国際調査及び国際予

備審査業務を行うかは、国際出願をす

る受理官庁によって決まる管轄国際調

査及び国際予備審査機関の中から出願

人が選択することになる。 

2022 年末現在、合計 24 の国際機関

があり，韓国特許庁は 1997 年 9 月に国

際調査及び国際予備審査機関に指定さ

れ、1999 年 12 月から同業務を行ってい

る。 

表Ⅱ-1-5  国際機関（国際調査機関及び国際予備審査機関）の現況 
* ( )の 1 つ目は指定年度，2 つ目は施行年度。 

* 北欧はデンマーク，アイスランド，ノルウェーの連合特許庁，ビセグラードはポーランド，ハンガリー，チェコ，スロ

バキアの連合特許庁，ユーラシアはアルメニア，アゼルバイジャン，ベラルーシなどユーラシア 8 カ国連合特許庁

PCT 加盟国は合計 157 カ国であり，

各加盟国は受理官庁を指定しており，

各受理官庁は業務中の 24 の国際調査

機関のうちの一つ以上の管轄国際調査

オーストリア(1978、1978)、欧州特許庁(1978、1978)、日本(1978、1978)、スウェーデン(1978、

1978)、ロシア(1978、1978)、米国(1978、1978)、オーストラリア(1979、1980)、中国(1992、1994)、

スペイン(1993、1993)、韓国(1997、1999)、カナダ(2002、2004)、フィンランド(2003、2005)、ブラジ

ル(2007、2009)、ノルディック(2006、2008)、イスラエル(2009、2012)、インド(2007、2013)、エジプ

ト(2009、2013)、チリ(2012、2014)、ウクライナ(2013、2015)、シンガポール(2014、2015)、ビセグ

ラ(2015、2016)、トルコ(2016、2017)、フィリピン(2017、2019)、ユーラシア(2020、2021) 



 

 

機関を指定している。出願人は、PCT 出

願を受理した受理官庁の管轄国際機関

のうち、該当する PCT 出願の国際調査・

国際予備審査業務を行う機関を選択す

ることができる。 

2022 年末現在、韓国を管轄する国際

機関として選定された受理官庁は、米国、

インドネシア、シンガポール、オーストラ

リア、サウジアラビア、UAE、メキシコ、コ

ロンビアなど計 21 ヶ所である。 

2022年の一年間、韓国は 30,558件の

国際調査を依頼され、EPO、中国、日本

の特許庁に次いで 4 番目に多くの国際

調査を実施し、そのうち 8,590 件が外国

の出願人の 2007 年の PCT 出願で、こ

れにより約 710 万ドルの外貨を獲得した。 

一方、特許庁は、国内出願人の PCT

利用拡大と利便性向上のため、内国人

を対象とした PCT 説明会を 2022 年まで

に WIPO（世界知的財産権機構）と共同

で開催し、今後も年次で同行事を開催し

て PCT に対する多様な情報を出願人に

提供する計画だ。

 

表Ⅱ-1-6  PCT 国際調査依頼の現況 

区分 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 

国内 15,704 16,865 19,035 10,007 20,645 21,968 

外国 10,240 9,574 9,256 8,643 8,637 8,590 

計 26,193 26,439 28,291 28,650 29,282 30,558 

 

表Ⅱ-1-7 韓国の PCT 国際調査サービスの提供対象国 
フィリピン（2002）、ベトナム（2002）、インドネシア(2003)、モンゴル(2004)、シンガポール(2004)、

ニュージーランド(05)，アメリカ(05)，マレーシア(06)，オーストラリア（09），スリランカ(09)，タイ

(09)，チリ(10)，ペルー(12)，サウジアラビア(15)，メキシコ(16)，コロンビア(17)，UAE（18），ブル

ネイ（2019），カンボジア（2020），ラオス（2020），カーボベルデ（2022） 

 

また、2018 年 7 月から 2022 年 6 月ま

で、特許庁は知的財産先導5庁（韓・米・

日・中・欧）と PCT 国際調査の質的向上

のための協力審査（PCT CS&E）の試験

事業の運営段階を終了し、2023 年 6 月

までに事業の効率性評価のための評価

段階を経て、事業の安定的な導入を検

討することで、質の高い PCT 国際調査

サービスを持続的に提供するために努

力しており、PCT を通じた技術保護と出

願人の便宜のための改善活動も主導的

に推進する予定である。 

B. 特許審査業務協力(work sharing) 

グローバル経済の到来とともに、一つ

の発明を複数の国に出願することが多く

なり、共通出願に対する国際審査業務

協力の必要性が高まっている。 

特許審査業務連携は、他庁が先に先

行技術を調査・審査した結果を活用する

ためのものであり、正式な制度として定

着した特許審査ハイウェイ(PPH)以外に

も特許共同審査（CSP)など様々な試験

プログラムが運営されている。 



 

 

PPH は一つの特許庁で国内審査また

は PCT 国際長を通じて特許が可能であ

ると判断している出願に対して、他の特

許庁でその審査結果を活用して迅速に

審査してくれる制度であり、特許庁は

2022 年基準で 35 か国の特許庁と PPH、

32 か国の特許庁と PCT-PPH をともに

施行している（PPH と PCT-PPH をともに

施行している国が 30 か国で、全体の施

行国数は 37 カ国)。 

 

表Ⅱ-1-8  PPH 施行対象特許庁の現況 
区分 対象特許庁 

PPH 

（35 か国

特許庁) 

日本、米国、デンマーク、英国、カナダ、ロシア、フィンランド、ドイツ、スペイン、中国、メキ

シコ、シンガポール、香港、オーストラリア、イスラエル、スウェーデン、ノルウェー、ポルト

ガル、アイスランド、台湾、フィリピン、エストニア、コロンビア、ポーランド、ニュージーラン

ド、ユーラシア、ペルー、ベトナム、サウジアラビア、チリ、ブラジル、マレーシア、フランス 

PCT-PPH 

（32 か国

特許庁) 

日本、米国、中国、オーストリア、北欧特許機構、デンマーク、英国、カナダ、ロシア、フィン

ランド、スペイン、韓国、オーストラリア、イスラエル、スウェーデン、ノルウェー、ポルトガ

ル、アイスランド、シンガポール、ドイツ、フィリピン、エストニア、コロンビア、ポーランド、ニ

ュージーランド、ビセグラード特許機構、ユーラシア、ペルー、チリ、マレーシア、フランス 

 

2015 年から試験事業として推進して

いる審査業務連携プログラムである特

許共同審査（CSP）は、特許審査着手前

に複数の庁の審査官が各庁の先行技

術文献情報を共有し、出願人が複数の

国で迅速かつ正確に特許を取得できる

ように支援する制度である。2015 年 9 月

から韓-米 CSP が施行され、2019 年 1

月から韓-中 CSP が施行されており、

2021 年 7 月から韓・サウジ CSP が施行

されている。しかし、韓-中 CSP は 2020

年 12 月から一時中断されており、再開

される場合は新たな知らせが予定され

ている。 

カンボジア(2019 年 11 月)、ラオス

(2020 年 7 月)、ブルネイ(2020 年 9 月)と

施行中の韓国登録特許効力認定制度

は、了解覚書を締結した相手国の特許

出願と同じ最先日(優先日または出願日

のいずれか早い方の日)を持つ韓国特

許が登録された場合、出願人の申請で

韓国の審査結果をそのまま認めて相手

国での特許を登録してくれる業務協力プ

ログラムであり、特許審査インフラが不

足して審査が遅れている国に進出しよう

とする韓国企業の迅速な特許権確保に

役立つと期待される。

  



 

 

第 2 節 商標・意匠審査分野 

１．概観 

商標意匠審査局 商標審査政策課 書記官 ユン・ヒョンジン 

商標は、自己の商品を他人の商品と

区別するために使用する標章で、商標

使用者の業務上の信用維持を通じて事

業発展に寄与し、需要者の利益を保護

するための制度である。 

2018 年から 2021 年まで韓国の商標

出願は年平均 10.6％と急増したが、

2022 年には減少傾向を示した。国内だ

けでなく、米国、欧州、日本も商標出願

規模(暫定)が 2021 年比で減少したと推

定される。 

図Ⅱ-1-1 最近 5 年間の国内商標の出

願件数及び処理期間 

2022 年の商標審査処理期間は 2021

年まで急激に増加した出願物量の影響

により、商標 13.9 ヶ月で 2021 年の 10.8

ヶ月に比べて大幅に増加した。これによ

り、特許庁は出願人に適正な審査処理

期間と良質の審査サービスを提供する

ために努力している。 

一方、2022 年の審査処理期間は、商

標 13.9 ヶ月、意匠 4.8 ヶ月を記録し、出

願が増加したが、審査処理期間を適正

に維持する努力を継続した。ただし 2018

年以降、商標出願が大幅に増加し、処

理期間の管理が重要な課題となってい

る。 

意匠は、物品の外観を保護すること

により、意匠の創作と利用を奨励し，産

業の発展に寄与するための制度である。 

2022 年の国内意匠出願意匠数は

57,844 件で、新型コロナ及び地政学的

危機による景気沈滞により 2020 年以降

持続的な減少傾向にあり、審査処理期

間は 4.8 ヶ月(全体)と比較的安定的に管

理されている。 

我が国特許庁は、適正なタイミングで

審査を処理することに加え、審査の質を

高めるための努力も積極的に推進した。

チーム長中心の審査の質の管理体系を

構築し、審査の効率を高めるために審

査システムを通じた質的管理体系の革

新を図った。 

また、審判請求期間の延長など出願

人の利便性を高めるため、商標、意匠

に関する法制度を整備するとともに、デ

ジタル時代に移行する外部環境に対応

するため、審査基準を改正した。 

また、TM5/ID5 会議など国際協力を

通じて、新型コロナに対応するための主

要国との共同協力を推進した。

処理期間（ヶ月） 出願件数 



 

 

２．商標・意匠の迅速な権利化及び審査の質の向上 

商標意匠審査局   商標審査政策課     書記官  ユン・ヒョンジン 

商標意匠審査局  意匠審査政策課 施設事務官    キム・ジフン 

 商標意匠審査局  商標審査政策課 行政事務官 チョン・ムチョル  

 

A. 推進の背景及び概要 

商標は出願人が出願時に使用中であ

るか、使用するために商品発売と同時

に出願されることが多い。また、意匠は、

ほとんどの製品の循環過程(ライフサイ

クル)が短く、迅速な権利化が必要であ

るため、適時の審査処理が必要である。

これにより、韓国をはじめとする主要国

は，迅速な審査処理のために様々な努

力をしている。ただし、前述したように、

商標出願件数が継続的に増加しており、

迅速な審査処理が難しくなっている。

 

表Ⅱ-1-9 主要国の商標・意匠審査処理期間の現況     （単位：ヶ月） 

区分 韓国（2022 年） 米国（2022 年） 日本（2022 年） 

商標 13.9 8.3 6.5 

意匠 4.8 16.4 6.1 

*22 年の数値は暫定値 

2022 年の商標審査処理期間は 13.9

ヶ月で前年比 3 ヶ月程度遅れ、意匠審

査処理期間は 4.8 ヶ月で前年比 0.4 ヶ月

短縮された。意匠は、制度的特性が類

似した主要国の中で最も速いレベルの

審査サービスを提供している。ただし、

商標審査処理期間は急激な商標出願

の増加により増加し続けているが、処理

期間の遅延を最小限に抑えるための努

力も継続している。一人当たりの審査処

理物量を増やす自助努力とともに、商標

審査組織も新設した。「サービス商標優

先審査課」を 2022 年 12 月に新規設置

したものである。新設組織では、小商工

人など個人出願が多いサービス業の優

先審査を専担して処理する。これにより、

小商工人の迅速な商標権確保と商標処

理期間の短縮に貢献することが期待さ

れる。 

 

一方、審査の質を高めるための努力

も継続した。審査の質の向上は、制度改

善と審査人員の拡充、そして審査官の

力量強化のバランスが取れていなくては

ならない。特許庁では 2013 年度にこれ

らの 3 要素を含む「商標・意匠品質向上

戦略」を策定し、継続的に推進しており、

2016 年度にはフォローアップとして過去

5 年間の商標審査の統計分析を基に

「審査の質管理指数」を設計し、これを

成果評価に反映した。また、課長及びチ

ーム長中心の審査の質点検会議を

2020 年度から継続運営するなど、多方

面にわたって審査の質の向上に努めて

いる。一方、民間の専門家と一緒に審

査の質問題を議論する官民合同商標意

匠審査の質諮問委員会を新型コロナの

状況に応じてオンラインで開催し、現場

の意見を聞く機会を持った。 

 



 

 

B. 推進内容及び成果 

1)チーム長中心の審査の質的管理体系

の強化  

2020 年 3 月には、質の高い審査環境

を造成するために「統計基盤の商標審

査質的管理計画」を策定・実施した。現

在の質的管理体系では、審査官・チー

ム長・課長の間のコミュニケーションと協

議が重要であり、特にチーム長が質的

管理の中心的な役割を担った。これと共

に、課単位での審査の質的管理協議会

を毎週開催し、審査官 1 人では判断が

難しい審査案件について協議審査を通

じて判断している。一方、2020 年には不

正目的での出願の疑いのある案件をよ

り正確に審査できるように共同審査を義

務化した。 

2) 審査インフラの拡充及び審査システ

ムの改善 

迅速かつ正確な審査のために、先行

商標・意匠調査分析事業、商品及び意

匠物品分類事業などの審査支援事業も

重要である。これらの事業を通じて審査

官の審査負担を軽減し、審査の質を高

めるために努力している。 

また、人工知能を活用した審査システ

ムを導入し、審査効率を高めようと努力

した。商標審査では、人工知能を活用し

た図形検索システムを既存の審査シス

テムに搭載し、審査の効率を高め，既存

の検索記録がある標章に対する照会ワ

ードを検索頻度に応じて推薦する照会

ワード推薦検索システムを準備している。

意匠審査の場合、人工知能が出願意匠

に類似した先行意匠を審査官に推薦す

る人工知能ベースの意匠検索システム

を試験運用中である。 

3) 審査官の能力強化 

審査の質の重要な要素の一つは、審

査業務を遂行する審査官の能力である。

そこで、商標・意匠審査官の審査能力を

強化するため、審査官が参加する審査

の質活動報告大会・研究会の運営、外

部専門家の講演，審査参考資料の発刊

など様々な方策を用意・実施した。 

審査の質活動報告大会は、審査の質

的管理の主体である審査官・審査チー

ム・審査課の単位の全員が参加し、質

的改善事項を発掘し、共有・拡散するた

めの質的向上活動である。また、商標・

意匠審査の質の点検会議は、審査課長

及びチーム長中心の研究会であり、審

査政策の方向などを共有することで、審

査の一貫性を高めることに貢献している。

一方、学界及び弁理士などの専門家の

講義を通じて、第 4 次産業革命など市場

の環境変化を審査に反映できるようにし、

新しい政策及び制度改善課題を発掘し、

制度の変更事項を共有するために商

標・意匠制度研究会(デザインアカデミ

ー)を継続的に運営している。また、国内

外の商標・意匠法令及び制度などに関

する審査参考資料を発刊し、審査官が

活用できるようにした。 

 

 

 



 

 

表Ⅱ-1-10  2022 年商標・意匠制度研究会及び審査品質点検会議の現況 

 

表Ⅱ-1-11  2022 年商標・意匠審査参考資料の発刊現況 

 

C. 評価及び発展方向 

特許庁が実施した 2022 年度商標・意

匠審査の質に関する顧客満足度調査で，

商標・意匠審査分野の総合満足度は，

それぞれ 77 点台，78 点台を記録し，

2021 年度より若干上昇したことが分かっ

た。総合満足度をはじめとする詳細項目

の評価で前年度に良い評価を受けた特

許庁は，顧客満足度をさらに高めるため，

2023 年度も審査の質的管理のための

主要課題を策定して施行していく予定で

ある。また，審査処理期間の遅延を最小

限に抑え，出願人が商標・意匠権を適

正な時期に確保できるように支援する。 

表Ⅱ-1-12  2022 年顧客満足度調査結果 

 

3. 商標・意匠調査分析など審査インフラの改善 

商標意匠審査局 商標審査政策課 書記官 ユン・ヒョンジン 

意匠審査政策課 行政事務官 ソンウ・ハンモ 

 

A. 調査分析など商標・意匠審査支援事

業を展開 

1）推進の背景及び概要 

特許庁は、商標・意匠審査官の審査

負担を緩和し、審査の質を高めるため、

審査の一部業務を外部専門機関に委託

して処理している。例えば、出願商標の

意味と使用実態を調査・分析し、先出

願・先登録商標意匠などの証拠資料を

検索し、審査官に提示する。また、国際

商標出願・意匠の場合、指定商品・物品

日付 研究会及び会議のテーマ 

22年第2四半期 ブロックチェーン/NFTビジネスの理解 

22年第3四半期 モバイルアプリ意匠の画一化の傾向（8.18) 

22年第4四半期 
3Dファッションメタバースの世界（11.9） 

AI創作と意匠権の争点(12.20) 

日付 審査参考資料 

2022年9月 2022意匠保護ガイドブック 

2022年12月 意匠審査基準 

区分 総合 

満足度 

記載事項の

分かり易さ 

審査官の 

審査専門性 

法適用の 

公正性 

審査官の説明

の分かり易さ 

審査官の

親切度 

制度改善の 

努力満足度 

標章 77.42 73.19 77.48 77.67 73.85 78.15 83.80 

意匠 78.48 76.17 79.15 80.21 77.02 80.11 82.44 



 

 

を翻訳し、分類コードを付与し、審査官

が検索を迅速に行えるように支援してい

る。

 

表Ⅱ-1-13 商品翻訳，商品分類，図形商標の分類例 

英文商品の翻訳 

Digital cameras 

Headphones 

smartphones 

➡ Digital cameras（デジタルカメラ） 

Headphones（ヘッドフォン） 

Smartphones（スマートフォン） 

商品分類 
（ハングル商品）ウイスキー 

（英文商品）smartphones 
➡ G0602（ウイスキー，ウォッカ，ワイン等） 

G390702（無線電話機，デジタル携帯電話） 

図形商標の分類 
 

➡ 180109（自動車） 

070124（居住地） 

 

2）推進内容及び成果  

a)商標調査分析事業 

2003 年に(財)韓国特許情報院を商標

専門機関として指定し、本事業を施行し

てきたが、2005 年 12 月に(株)ウィプスル

ール、2015 年 2 月にナラアイネット(株)、

（株）KTG をそれぞれ追加指定した。一

方、2019 年に競争体制導入による質的

向上のため、専門機関指定制から登録

制に転換し、商標法第 51 条に基づき、

一定の専任人材、装備、保安体系など

を備えた場合、商標調査専門機関として

登録することができる。専門機関が行う

事業量は、調査の質などを評価し、量配

分審議委員会の決定により配分する。

2020 年 4 月に 3 つの専門機関((株)ミョ

ンユ、（株）トータルリーフ，IPK（株)）が新

規に登録し、2022 年に IP プライム(株)、

ハンバック、（株）イヒョン IP、（株)BMP、

（株）サーチオン、（株）P&T、マークフォ

ーユー(株)、ウィズワン（株）など 8 つの

機関が新規登録し、2023 年に（株）サー

チオンが登録を取り消し、合計 14 の機

関が登録されている。

 

表Ⅱ-1-14 商標調査分析事業の推進実績 

 

特許庁は、調査分析事業の質を高め

るため、毎年、調査員を対象に商標法

の理論及び審査実務の深化教育、調査

の質の向上のためのワークショップ、セ

ミナーなどを定期的に実施している。 

2013 年からは先行商標の検索中心

から脱却し、審査に必要な全ての資料

を調査するように事業を改編し、2014 年

10 月には、これまで改編された事業内

容を制度化し、事業を体系的に運営管

理するために「商標・意匠専門機関の指

定及び運営と審査支援事業管理などに

関する告示(特許庁告示第 2014-25 号)」

を制定した。2015 年には事業量配分委

員会を構成・運営し、専門機関間の事業

区分 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 

国内商標 
調査分析 

86,184 88,440 82,410 116,461 127,563 151,842 

国際商標 
調査分析 

― － 5,942 5,187 5,187 5,187 



 

 

量配分の客観性・透明性を図り、評価結

果が専門機関の事業量と調査員の個人

的な成果に連動するようにし、質的管理

を強化した。2019 年には登録制施行な

どの変更事項を反映して「商標調査等

商標審査支援事業管理に関する告示」

を制定し、2020 年からは登録制導入後、

公正で客観的な評価のために韓国特許

戦略開発院を評価専担機関に指定し、

納品案件の一部を抽出し評価を行い、

その結果を量的配分に反映している。 

b)国際商標登録出願指定商品の翻訳

及び分類作業 

2004 年から(財)韓国特許情報院を

通じて英文指定商品の韓国語翻訳を開

始し、2009 年度からは(株)ウィプスを参

加させ、複数機関の競争体制で事業を

運営し、さらに英文指定商品の分類まで

事業範囲を拡大した。

表Ⅱ-1-15 国際商標登録出願の指定商品翻訳及び分類事業の推進実績（単位：件） 

 

c)指定商品分類事業及び図形商標分

類事業  

検索の効率性とデータベース管理の

ため、指定商品分類事業は 2008 年、図

形分類事業は 2009 年からそれぞれ開

始した。分類の質を高め、事業を安定的

に定着させるために、定期的に商品分

類と図形分類の理論及び実務深化教育、

セミナー、分類の質的点検会議、特許庁

審査官と専門機関分類担当者間の定期

的な交流などを実施し、業務ノウハウを

共有し、審査官と分類担当者間の分類

結果に対する随時の意見交換で誤分類

の発生を最小限に抑えるよう多角的な

努力をしている。

 

表Ⅱ-1-16 指定商品分類事業及び図形商標分類事業の推進実績 

 

ｄ)意匠調査分析事業 

特許庁は、2008 年 4 月に「商標・意匠

専門調査機関の指定及び運営に関する

要領(特許庁告示第 2008-9 号)」を制定

したことにより、当該年度下半期から

(財)韓国特許情報院と(株)ウィプスを意

匠専門機関に指定し、2015 年にはナラ

アイネット(株)、(株)KTG を追加指定し、

合計 4 つの専門機関が調査分析事業を

運営している。一方、意匠専門機関は、

意匠保護法第 59 条に基づき、意匠につ

いて専門知識を持つ人材と装備、セキュ

リティ管理能力を備えた業者(法人)を指

定し、専門機関が行う事業量は事業量

配分委員会を通じて配分している。

区分 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 

英文指定商品翻訳 

サービス件数 
13,665 14,060 19,521 19,521 19,521 19,235 

英文指定商品分類 

サービス件数 
95,774 98,420 136,647 184,380 184,380 184,380 

区分 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 

指定商品分類委託件数 372,315 386,532 392,616 497,614 497,614 599,045 

図形商標分類委託件数 68,277 70,198 67,494 73,640 73,640 94,043 



 

 

 

表Ⅱ-1-17 意匠調査分析事業の推進実績                      （単位：件） 

区分 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 

委託件数 10,228 19,980 23,868 28,519 30,061 28,608 29,208 30,408 29,375 29,443 30,630 

 

同事業の核心は審査に活用できる正

確な情報提供であり、調査員の力量が

重要である。このため、意匠保護法と意

匠審査基準の教育と審査官・調査員間

の懇談会、毎年、質的評価が優秀な調

査員に対する表彰(表彰状を授与)を実

施し、調査員の業務能力を向上させ、士

気を高めている。また、事業量の配分に

機関の質の評価結果を基にした質的競

争体制を構築し、事業の効率を高め、事

業量配分の客観性・透明性を担保して

いる。 

e)意匠物品分類事業 

特許庁は審査官が先行意匠を効果

的に検索できるように、ロカルノ国際分

類をベースにした検索効率の高い韓国

独自の物品分類基準を定め、これに基

づいて出願意匠に対して物品分類コー

ドを付与しており、2016 年度からは全出

願を外部専門機関に依頼して分類の一

貫性を高めている。また、分類専門官，

分類員などが参加して分類の争点及び

改正検討事項などを議論する意匠物品

分類研究会を随時開催するなど、セミナ

ー活動を強化している。 

 

f) 公知意匠審査資料整備事業 

公知の最新の意匠を審査資料として

収集し意匠審査に活用できるようにデー

タベースを構築する事業で、これに関す

る知識とデータ処理能力を備えた業者

を専門機関として指定し、業務委託事業

として実施している。収集対象となる意

匠は、第一に、インターネットを通じて公

開・公知された意匠、第二に、雑誌やカ

タログなどを通じて公開された意匠、第

三に、米国、ドイツ、日本、欧州連合(EU)、

世界知的財産機構(WIPO)などの意匠登

録、公開公報に掲載された意匠など、大

きく 3 つで構成される。2012 年度からは

これに加え、中国の意匠公報と伝統文

様関連意匠も審査参考資料として収集

し始め、2013 年度から韓国コンテンツ振

興院との業務協約を通じて提供された

キャラクター意匠と韓国意匠振興院の

意匠公知証明を通じて寄託された意匠

を審査参考資料として収集・ 構築して

いる。年度別の事業実績は次の表の通

りである。

  



 

 

表Ⅱ-1-18 公知の意匠審査資料の収集整備現況 

 

表Ⅱ-1-19 意匠審査資料の保有現況           （2021 年４月現在） 

区分 数量 蓄積期間 

国内 
意匠広報 1,824,818 件 1960～ 

実用新案広報 492,904 件 1999～ 

海外 

日本広報 1,557,220 件 1999～ 

中国広報 311,702 件 2012～ 

WIPO 広報 1,409,996 件 1998～ 

EUIPO 広報 516,148 件 2003～ 

米国広報 535,685 件 2002～ 

ドイツ広報 687,234 件 2006～ 

過去分の海外広報 676,892 件 ～1999 

その他 

カタログ、インターネット 4,945,863 件 19880～ 

画像デザイン 182,162 件 2003～ 

書体 217,493 件 2004～ 

平面デザイン 37,682 件 1960～ 

計 12,970,395 件  

 

 

 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 

 

外

国

公

報 

日本 25,357 30,311 24,120 30,217 27,052 25,139 24,743 27,890 25,874 25,261 33,080 

米国 22,361 28,089 19,883 25,083 31,040 26,882 27,627 33,827 35,597 36,107 33,569 

EUPO 62,684 89,778 48,644 91,065 102,725 75,432 81,475 96,791 74,956 91,034 87,279 

WIPO 13,079 20,866 11,968 14,207 15,383 17,923 14,954 22,210 18,865 20,474 24,129 

ドイツ 30,788 52,585 45,489 33,289 43,670 37,570 41,625 32,715 32,423 25,939 23,299 

中国 41,747 23,748 45,385 37,049 51,187 101,569 99,492 53,314 62,259 60,168 114,393 

小計 196,016 245,377 195,489 230,910 271,057 284,515 289,916 266,748 249,974 261,699 315,749 

実用新案 2,634 4,837 3,945 4,056 2,960 1,982 2,697 2,525 1,883 1,807 1,098 

画像 8,037 4,422 1,349 1,603 3,000 1,682 1,628 1,769 1,518 1,543 1.571 

文字フォント - 575 400 450 556 483 1,093 670 708 1,216 1.391 

カタログ 20,569 24,626 37,708 24,190 34,519 31,911 29,945 29,438 24,241 23,190 10,507 

キャラクタデ

ータベース 
- 6,549 6,221 5,597 5,354 5,924 6,260 4,661 6,058 5,35 5 5,182 

告知証明 - 2,240 438 159 248 449 650 713 541 1,028 473 

インターネッ

トで公知 
156,160 52,213 81,817 54,835 43,015 50,300 43,380 35,886 38,653 41,439 39,757 

国内公報 " " " " " " " " 886 "  

合計 383,416 340,839 327,367 321,800 360,709 377,246 375,569 342,410 324,462 337,277 375.728 



 

 

 

g)国際意匠審査基盤造成事業 

英語で作成された国際意匠登録出願

書の翻訳とともに、先行意匠検索のた

めの韓国物品分類コードの付与を迅速

に処理するため、意匠専門機関を通じ

てサービス事業を運営している。これに

より、審査官の業務負担を軽減し、国際

意匠の 1 次審査処理期間の短縮と質的

向上に貢献している。 

3）評価及び発展方向  

a)意匠調査分析事業 

この事業は、意匠審査の一部業務で

ある先行意匠調査を外部専門機関に委

託するもので、専門性を備えた調査要

員の確保と審査環境の構築及び非公開

意匠などに対する厳格なセキュリティ管

理が重要である。特許庁は先行意匠検

索マニュアルを具体的に作成して専門

機関に提供し、より体系的な教育を実施

しており、意匠審査システム機能を改善

する一方、VPN（仮想私設網）と特許ネッ

トシステムを通じた意匠資料の伝送と専

門機関の保安管理にも万全を期してい

る。 

2022 年の審査処理期間は 4.8 ヶ月(全

体基準)を達成し、2023 年度以降も 5 ヶ

月水準を維持しながら、審査の質的向

上のため、中身のある職員能力強化プ

ログラムを運営し、総合スコアに基づい

た事業量配分など質的管理努力を続け

ていく計画だ。 

b)意匠物品分類事業 

韓国は、2014 年 7 月に「産業意匠の

国際的な分類制定のためのロカルノ協

定」に加入し、これにより 2015 年から意

匠公報にロカルノ分類を表記している。

韓国がロカルノ協定に加入した目的は、

第一に、意匠の物品分類に対する国際

的な統一化傾向に対応してロカルノ分

類体系に転換し、ハーグ協定に加入す

るためである。第二に、国際的に統一さ

れた分類体系により、海外意匠権取得

の費用及び時間を削減することができる。

一方、意匠物品分類業務は、分類の一

貫性及び正確性を確保するため、全出

願件数を外部意匠専門機関に委託して

行っている。 

特に、分類及び検索効率の向上など

審査の質の向上のため、2016 年にロカ

ルノ分類ベースの韓国型単一分類体系

を開発し、2017 年に意匠物品分類定義

書作成事業を完了し、2018 年から 2020

年まで意匠検索データベースの再分類

事業を推進し、特許ネットシステムに搭

載された全意匠検索データベースを新

韓国分類で再分類し、2021 年 7 月から

本格的に審査に適用している。また、

2021 年 10 月の改正意匠保護法に基づ

き、画像意匠出願が可能となったことに

伴い、画像意匠の細分類体系を開発し、

審査に適用している。 

c)公知の意匠審査資料の整備事業 

この事業の核心は、様々な最新の公

知の意匠資料を収集し、これを正確に

加工・分類して迅速に特許庁審査官に

提供することにある。このため、最近急

激に増加している中国など主要国の意

匠公報資料を追加的にデータベースに

搭載するなど、精度の高い意匠審査が



 

 

実現できるよう、すべての対外対内の環

境変化に積極的に対応し、事業を推進

する計画である。 

d)国際意匠審査の基盤造成事業 

同事業は、国際意匠登録出願の正確

かつ迅速な翻訳及び分類を通じて、国

際出願制度の施行のための条約である

「ハーグ協定」に明示された 12 ヶ月の審

査処理期間を遵守すると同時に、審査

の質を向上させるために継続的な努力

をしてきた。 特に、正確で迅速な翻訳

のために翻訳ガイドラインを作成し、活

用することで一貫性の維持に努めており、

研究会の開催など定期的な力量強化教

育を通じて誤訳・誤分類の発生を最小

限に抑える予定である。

 

4. 商標・意匠分野での国際協力の強化 

A. 商標分野の国際協力体制の構築 

商標意匠審査局 商標審査政策課 行政事務官 キム・インギュ 

1）推進の背景及び概要 

商標制度は属地主義の性格を持って

おり、国内に出願・登録された先行商標

を基準に審査するため、過去には他の

知的財産権に比べて国際協力の必要

性が比較的少なかった。しかし、2000 年

代以降，韓国企業(ブランド)の海外進出

が活発化し、海外ブランドの輸入が増加

するにつれ、国家間商標制度の理解と

協力の重要性が徐々に高まっている。 

2）韓国・中国・日本の協力 

韓中日 3 国は商標の多出願国である

だけでなく、商標関連の制度や規範をリ

ードする国として緊密な協力を続けてい

る。特に、特許庁は、韓・中・日の３国の

商標専門家会議と韓・日、韓・中の商標

専門家会議を毎年行っており、必要に

応じて局長級の二国間会談を開催して

いる。 

特に、特許庁は商標専門家会議を通

じて国別の制度改善動向、最新の商標

審査イシュー、審査動向について共有し、

商標法改正及び審査プロセス改善のた

めの資料として活用している。また、中

国と日本に進出する韓国企業の商標権

保護を強化するため、海外商標制度分

析情報を提供し、企業の意見は二国間

会議を通じて当該国に提案している。 

3）WIPO 協力 

特許庁は、WIPO が主宰する各種会

議に参加し、韓国商標制度の国際的な

調和と韓国の出願人の利益増進のため

に努力している。特に、マドリッド国際出

願制度に関連し、韓国企業と出願人が

マドリッド国際出願を便利に活用できる

ように従属性制度を緩和・縮小すること

において持続的に意見を開陳している。

また、商標法常設委員会（SCT）など

WIPO が主宰する様々な会議に参加し、

韓国企業と国民の意見を国際的な規範

に反映させるために努力している。 



 

 

4）商標先進 5 庁(TM5)活動 

特許庁は、韓国、米国、日本、中国、

欧州連合が参加している商標先進 5 庁

(TM5)の一員として商標制度の発展と調

和に努めている。TM５は商標制度をリ

ードする国際的な 5 つの特許庁の協議

会であり、2001 年に米国、欧州連合、日

本が参加する商標先進 3 庁(TM3)協議

会を母体とする。その後、TM3 は 2011

年に韓国、2012 年に中国が参加し、

2013 年から現在の 5 庁体制となった。 

TM5 は商標関連問題についての情報

を共有し、相互利益のための協力活動

を行い、商標出願人及び権利者の利益

のために努力している。韓国はこれまで

審査結果比較事業、商品名称記載方法、

TM5 ウェブサイト構築などの事業を主導

し、2013 年と 2018 年には TM5 年次会

議を成功裏に開催するなど、TM5 活動

に積極的に参加している。 

特に、韓国は 2022 年 10 月に EUIPO

（欧州知的財産庁）が開催した第 10 回

TM5 年次会議に出席し、韓国特許庁の

協力プロジェクトである「商標侵害認識

の向上」と「TM5 ウェブサイト管理」事業

について韓国の進行状況を発表した。

また、韓国が 2023 年 TM5 議長国に選

定されたことに伴い、2023 年 TM5 年次

会議及び中間・実務会議を開催する予

定である。 

5）評価と発展方向 

韓国は商標制度の国際規範をリード

する国として、商標制度の調和及び発

展とこれを通じたユーザー便益の増進

のために継続的に努力してきた。 特に、

韓国が 2023 年 TM5 会議の議長国に選

定されたことで、韓国特許庁の国際的な

地位がさらに高まることが期待される。 

また、特許庁は、韓・中・日の協力及

び諸外国との継続的な協力を続けてお

り、コロナ禍の期間中も継続的に協力を

維持してきたが、コロナ禍以降，対面会

議が再開されることにより、より活発な

交流とコミュニケーションを推進していく

予定である。

 

B. 意匠分野の国際協力体系の構築 

     商標意匠審査局 意匠審査政策課 施設事務官 ク・ジョンミン 

 

1）意匠法条約（DLT) 

a)推進の背景 

2005 年、WIPO の「商標・意匠及び地

理的表示に関する常設委員会(SCT)」で

は、世界各国の意匠保護法制及び制度

が互いに異なり出願人の不便が大きい 

 

 

という認識を共有し、意匠関連手続の国

際的な調和と簡素化を目指し、本格的

な議論を開始した。 2007年から2009年

まで各国の制度に関する調査と分析な

どの基礎作業（Study on the potential 

impact of the work of SCT on industrial 

design law and practice）を完了し、2010



 

 

年から加盟国間の協議を経て意匠法条

約案を策定した。 

この条約案は、商標分野の商標法条

約(TLT)やシンガポール条約(STLT)、特

許分野の特許法条約(PLT)と同様に、各

国の意匠保護法制に少なからず影響を

与える可能性があるため、一部の条項

をめぐって、国別、地域別に自国の利益

を守るための大小の対立が続いている。 

b)推進内容及び成果 

意匠法条約(DLT)は、産業意匠出願

に関する簡素化された国際規範を策定

し、条約加盟国の国内法に反映させるこ

とを目的とするもので、商標分野の商標

法条約(TLT)，特許分野の特許法条約

(PLT)、特許分野の特許法条約（PLT）な

どに対応する概念である。 

条約案は、出願内容、代理人選任、

出願日の認定要件、新規性喪失の例外、

創作者名義の出願、出願の分割、公開

延期、交信用住所、更新、期限の救済，

権利の回復、実施権、名義変更、氏名・

住所変更など合計 32 の条項で構成され

ており、条約規則は、出願手続、権利回

復、実施権、変更または訂正など 17 の

条項を含んでいる。 

これらの条項のうち、ほとんどの条項

はすでに韓国の意匠保護法に反映され

ているが、代理人選任、期限経過の救

済，優先権の回復、実施権、氏名・住所

変更等の条項は、今後国内法への反映

のための検討が必要である。 

2022 年 12 月末現在、条約案の大部

分は合意に達しているが、一部の条文

については国間で意見の相違がある状

態である。2014 年の第 32 回常設委員

会で、アフリカグループなど途上国側が、

伝統知識を直接的・間接的に表現した

意匠出願は、これに対する出典・情報な

どを出願書に記載し、事前使用許可を

受けるようにする条文を追加することを

提案した。しかし、これに対し、韓国をは

じめとする先進国グループは、意匠法条

約は意匠出願の簡素化のための手続き

に関する条約であるため、出願の実質

的な内容を定める条文の追加に反対し

てきた。その後、何度も仲裁案が提示さ

れたにもかかわらず、完全な合意が行

われていない状況である。2019 年第 42

回常設委員会でロシアとベラルーシが

意匠法条約締結のための外交会議の

開催を提案するなど、一時合意の糸口

が見えたが、その後開催された総会で

交渉が不発となった。2020 年第 43 回常

設委員会では、コロナ・パンデミックによ

り、意匠法条約のような加盟国間で深い

議論が必要なテーマは扱われず，総会

では一部の加盟国が意匠法条約に関す

る議論の進展を促す発言をしたことがあ

る。2021 年度特別加盟国総会でも意匠

法制協定の締結に向けた外交会議の開

催事案及び意匠法条約の調整案につい

て各国間の意見の食い違いが解消され

なかった。コロナ・パンデミック以降、最

も多くの会員国が参加した 2022 年度

WIPO 総会では、意匠法条約成案のた

めの外交会議の 2024 年度開催が決定

され、2023 年度からは、これまで停滞し

ていた条約案の議論が再び行われるこ

とが予想される。 

 

 



 

 

c)今後の推進計画 

現在、意匠法条約の議論は、開発途

上国への技術支援のための条項を宣言

文ではなく条文に明記する問題や、遺伝

資源、伝統知識についての表現物の出

典を出願書に義務的に表示する内容を

盛り込んだ新規条文を条約案に追加す

る提案をめぐって、先進国グループと途

上国グループの間で意見の違いが埋ま

らない状態である。韓国は地域的には

アジアグループに属しているが、意匠制

度の成熟度の面では先進国に該当し、

既存の開発途上国及びアジアグループ

と多少の立場の違いがあるのが事実で

ある。従って、現在議論中の意匠法条

約の詳細条文と現行の意匠保護法との

違いの認識、今後の条約締結及び協定

加入が韓国産業に与える影響、意匠分

野の国際規範形成過程における役割な

ど様々な側面を総合的に考慮して議論

の過程に参加している。 

2）韓・中・日の多国間協力体系  

a)推進内容及び成果 

我が国、中国及び日本は毎年世界中

に出願される意匠の約 60％以上を占め

る意匠分野の主要国である。韓・中・日

3 国は、単純な情報交換の次元を超え、

意匠制度の国際的な調和と発展を図る

ため、2010年から毎年「韓・中・日意匠フ

ォーラム」を 3 カ国が順次開催している。

このフォーラムは、細部の沿革として見

れば、2009 年に第 9 回韓・中の特許庁

長合意により開催された韓・中・日意匠

フォーラムが韓・中・日意匠フォーラムに

拡大改編されたものである。この行事は、

3 国の特許庁の担当者だけでなく、一般

人、企業人、デザイナー、知財権関連専

門家などが参加する行事で、3国の意匠

保護制度の主な改正内容と動向を共有

する一方、3 国のデザイナーなど実務者

が現場の生の声を伝える場である。 

韓国は、2014 年に「意匠の保護と振

興の調和」をテーマに3か国の意匠制度

動向はもちろん、意匠を通じた第 3 世界

支援や雇用創出事例に関する情報交換

の場を設け、2017 年には「キャラクター

意匠の保護」をテーマにイベントを開催

し、3 か国のキャラクター意匠の保護状

況と制度的調和、そして国際規範形成

に貢献する方策を模索した。日本で開

催された2018年度フォーラムは「意匠経

営のための意匠保護」を、2019 年度中

国・無錫で開催されたフォーラムは「家

電製品の意匠保護」をテーマにした。

2020 年はコロナ禍で中止されたが，

2021 年に再開されたフォーラムでは、韓

国の主導で「デジタル経済における意匠

保護」をテーマに論議を商標まで拡大す

る一方、シンガポール知的財産庁長や

国際商標協会（INTA）から様々な講演者

を招聘し、良い評価を得た。2022 年度に

は日本の主導で「国際経済の拡張及び

ウェブ 3.0 時代における意匠保護」をテ

ーマに、ハーグ実務及びメタバース関連

の意匠動向を議論した。 

 

 

 

 

 

 



 

 

b)今後の推進計画 

韓国は、韓・中・日意匠フォーラムを

通じて、意匠分野における 3国間の協力

体系を強化し、各国の企業及びデザイ

ナーの意匠保護制度に関する認識を高

めるために努力してきた。また、意匠フ

ォーラムは 3 国間の制度改善事項や発

展方向などに関する正確な情報を迅速

に取得することができる窓口としての役

割を果たしているため、3 国相互間の政

策開発や制度発展にも大きく貢献するも

のと予想される。 

3）韓・日，韓・中の専門家協力  

a)推進内容及び成果 

韓国特許庁は、日本、中国とそれぞ

れ二国間年次意匠専門家会議を実施し

ている。日本とは意匠制度間の類似性

が高く、相互の制度的理解を高め、関連

事例を共有することが実務的に大きな

助けになってきたのが事実である。韓国

と日本が同じ時期にハーグ協定への加

入を推進した点、保護対象の拡大にお

いて時期的に調和してきた点はこれをよ

く反映している。一方、中国とは日本に

比べ制度的に大きな違いがあるが、両

国間の貿易交流量や中国が世界意匠

出願で占める割合などを見ると、今後、

中国の意匠制度の変遷を注意深く見守

る必要がある。 

日韓意匠専門家会議の場合、2014 年

はそれ以前とは異なり、日韓間でハーグ

協定加入を目前に控えた今後の共同協

力方策について議論する一方、韓・日の

共同審査結果の比較プロジェクトの推

進に合意し、ロカルノ国際意匠分類体系

に基づく新規分類体系の開発に向けて

共同努力することで意見を一致させたこ

ともあった。2018 年は日本側の事情で

一度会議が中断されたが、2019 年に再

開され、意匠法の改正を推進していた日

本側の要請により、保護対象の拡大に

関する両国の関心事項を共有した。

2020年はコロナ・パンデミックのため、対

面会議の代わりに両国間でオンラインを

通じた文書交換方式で会議を進めたが、

画像意匠や建築物意匠など日本の改正

意匠法の保護対象の拡大内容について

深みのある議論を行い、コロナ禍の状

況を反映して意匠審査官の遠隔勤務体

制の運営状況及び計画に関する情報も

交換した。2021 年度会議は、コロナ禍の

状況及び日本側の要請により 2022 年度

に延期され，創作性の判断，画像意匠、

新規性喪失の例外などに関する両国の

制度運営に関する実務を共有した。 

韓・中の意匠協力も着実に続いてい

る。2015 年の韓・中意匠専門家会議で

は、韓国の部分意匠及び画像意匠制度、

分類政策を紹介し，意匠分類の実務現

況を共有し、2016 年には中国の部分意

匠制度の導入など専利法 2) の改正現

況及びハーグ加盟の準備状況などに関

する内容を取り上げた。2017 年には、中

国特有の制度と優先権書類の電子的交

換について内容を共有した。中国で行

われた 2018 年会議では、店舗インテリ

アに関連する意匠保護問題、両国の意

匠分類の現状などについて議論した。

2019 年会議では、ハーグ協定加入を控

えた中国側に我々のハーグ制度運営に

関連する様々な情報を提供し、我々は

中国の検索システムと専利評価報告書

制度 3）の運営について現状を把握する

場となった。日本と同様にオンラインを

通じた文書交換方式で開催された 2020



 

 

年会議では、外部に公表された中国の

意匠法(外観設計専利)の改正内容のう

ち，部分意匠と国内優先権制度につい

て詳細な意見を交換する一方、韓国の

非特許文献資料の収集現況、画像意匠

制度、3 次元コンピュータモデリング出願

制度、ハーグ個別指定手数料構造 4）に

関する情報も伝達した。 

2021 年度にオンラインで開催された

会議では、中国の意匠法改正に伴い導

入された部分意匠、国内優先権など新

しい制度と下位法令の改正案等の動向

を把握し、中国側の要請により，韓国の

ハーグ国際意匠出願についての審査実

務、公報発行等の現状を共有した。

2022 年度は、中国のハーグ協定加入後

初めての交流であったため、国際意匠

審査関連制度及び実務を中心に情報を

交換した。 

b) 今後の推進計画 

韓国は意匠分野の国際規範形成過

程に積極的に参加するため、意匠分野

の主要国との二国間協力関係を緊密に

維持しているが、今後、日本とは審査主

体の官庁の立場から国際意匠審査の一

貫性の改善に共同で努力する予定であ

る。一方、中国が 2022 年度ハーグ協定

に加入したことから、韓国出願人が国際

意匠登録出願制度を活用して中国に進

出することを積極的に奨励するため、中

国の法制度の動向を綿密に把握し、国

内に適時に広めることが必要であり、そ

のために両国間の協力を強化していく

計画である。

(脚注) 

2) 中国は特許を大きく専利、すなわち「利益の独占」と表現し、これを再び発明専利(特許)、

実用新案専利(実用新案)、外観設計専利(意匠)に区分。 

3) 中国は出願された意匠に対して実質審査なしで登録し、権利者または第 3 者の要求があ

る場合、先行意匠検索など実質審査に準ずる手続きを行った後、その結果を評価報告

書を通じて提供する制度を運営している。 

4) 国際意匠の場合、加入国の実質審査の有無など制度的な特徴によって段階的な手数料

体系を選択することができる。 

 

第 3 節 審判分野 

1. 概観 

特許審判院 審判政策課 技術書記官 ハン・ジヘ 

特許審判とは、産業財産権(特許権・

実用新案権・意匠権・商標権)の発生・消

滅及びその権利範囲に関する紛争を解

決するための特別行政審判のことを指

し、専門的な知識と経験をもとに、紛争

を迅速に処理する必要があるため、特

許庁所属の特許審判員が担当している。 

このような特許審判は、審査官の処

分に不服を申立てて請求する「決定系

審判」（請求人のみ存在）と、既に設定さ

れた権利に関連する当事者の紛争に対



 

 

する審判で当事者間の対立構造をとる

「当事者系審判」（請求人と被請求人が

存在）に分けられる。決定系審判には拒

絶決定不服審判と訂正審判などがあり、

当事者系審判には無効審判、取消審判、

権利範囲確認審判などが含まれる。 

審判請求件数は、特許及び実用新案

分野の場合、審査前置制度の廃止及び

再審査請求制度の導入による影響で減

少したが，2015 年 3 月の改正薬事法施

行により本格的に請求され始めた医薬

品の許可・特許連携審判事件の増加に

より、2015 年は前年比 23.4％も増加した

が，2016 年以降、関連医薬品審判事件

が年平均 240 件余りで安定化した。2022

年特許・実用新案分野は、前年比 24.7%

減少し、2,576 件が請求された。商標及

び意匠分野の場合、前年比 9.5%減の

3,856 件が請求された。 

全体的に審判請求件数は、2015 年以

降減少傾向を示していたが、2020 年か

ら減少傾向が緩和され、2022 年には約

6,400 件余りが請求された。

 

表Ⅱ-1-20 最近 5 年間の権利別審判請求件数の推移（単位：件数、前年同期比の増減率） 

 

表Ⅱ-1-21 最近 5 年間の決定系・当事者系別の審判請求件数の推移 

（単位：件数，前年同期比の増減率） 

 

国内民事裁判所に提起される知的財産

権関連の訴訟件数は、1 審事件は 2021

年 307 件であり、2 審以上の件数は 125

件である。これは 2020 年対比それぞれ

20％、25％増加したもので、知的財産権

侵害訴訟件数をめぐる侵害紛争が激化

していることを示している。

 

年度 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 

審判請求件数 

（増加率） 

特許・実用 
5,083 

(△15.8%) 

4,114 

(△19.1%) 

3,240 

(△21.2%) 

3,419 

(5.5%) 

2,567 

(△24.7%) 

商標・意匠 
5,068 

(△9.3%) 

4,894 

(△3.4%) 

4,408 

(△9.9%) 

4,263 

(△3.3%) 

3,856 

(△9.5%) 

合計 
10,151 

(△4.9%) 

9,008 

(△11.3%) 

7,648 

(△15.1%) 

7,682 

(0.4%) 

6,432 

(△16.3%) 

年度  2018年  2019年  2020年 2021年  2022年 

 

 

審判請求件数 

(増加率) 

決定系 
 5,609 

 (△12.9%) 

 4,646 

 (△17.2%) 

 3,520 

 (△24.2%) 

3,701 

(5.1%) 

2,668 

(△)27.9%) 

当事者系 
4,542 

(7.3%) 

4,362 

(△4.0%) 

4，128 

(△5.4%) 

 3,981 

 (△3.6%) 

3,764 

(△5.5%) 

合計 
 10,151 

 (△4.9%) 

9,008 

(△11.3%) 

7,648 

(△15.1%) 

7,682 

（△0.4%) 

6,432 

(△16.3%) 



 

 

表Ⅱ-1-22 知的財産権侵害訴訟件数の推移       （単位：件数，受理基準） 

*出典：大法院司法年鑑（HTTP://WWW.SCOURT.GO.KR）、2017 年侵害 1 審は著作権侵害事件（15 件)

除く 

一方、国内では、2016 年 1 月から特

許侵害訴訟の 1 審，2 審の管轄集中制

度が施行された。全国 58 の地方裁判所

及び支援で管轄していた特許侵害訴訟

1審は、高等裁判所が所在する全国6つ

の地方裁判所(ソウル中央地方裁判所

は重複管轄を許容、2019 年 3 月に水原

高等裁判所が新設され、全国 5 つから 6

つに増加)に、特許侵害訴訟 2 審は特許

裁判所に管轄集中された。 

特許審判院は、内外の環境変化と需

要者の要求を鑑み、当事者系(権利範囲

確認審判、無効審判など相手方が互い

に争う事件)の審判処理期間を短縮する

ため、様々な政策を策定して施行した。

特に、一般民事裁判所の仮処分事件の

平均処理期間が 3～5 ヶ月以内であるこ

とを考慮し、2015 年 11 月から民事裁判

所の仮処分事件または本案事件等に関

係する審判事件については、司法部が

審判結果を適時に活用できるように 3 ヶ

月以内に審判を終結する迅速審判プロ

セスを新たに設計して施行した。制度実

施後、2,488 件が迅速審判決定され、そ

のうち 2,276 件が平均 133 日以内に審

判が終了した。 

しかし、2015 年度に急増した当事者

系審判を優先的に処理していたため、

2016 年度から連鎖的に決定系審判の

処理が遅れ、全体として審判処理期間

が遅れたが、審判部の持続的な自助努

力により 2019 年以降、審判処理期間は

7 ヶ月台を維持している（2020 年 7.8 ヶ月

→2021 年 7.6 ヶ月→2022 年 7.9 ヶ月)。 

特許審判院は、迅速な審判とともに

質の高い審判を目指すため、2016 年に

審判部組織を専門技術審判部中心に改

編し、2020 年 7 月には既存の 11 の審判

部を36の審判部に拡大する組織体系に

全面改編した。別途の人員増員なしに

審判長の資格要件を審査・審判・訴訟

経験を兼ね備えた課長級に拡大し、独

立した審判部の数を拡大することで審

判体系を効率化したものである。これに

より、審判長が統率する審判官の数が 2

人に適正化され、36 個の個別審判部の

技術分野に合わせて審判事件を割り当

てることができ、審理忠実性及び専門性

の向上を支える審判部構成を備えること

になった。 

また、2022 年には，高度な技術分野

の審判事件、争点が複雑な審判事件は、

審判経験の豊富な局長級審判長の指

揮の下、専門知識を備えた審判官で構

成される特別審判部で処理し、審判の

精度をさらに高めた。 

また、専門性を強化するために優秀

審判員の長期在職を誘導し、審判制度

の改善、電算インフラの拡充など、質の

年度 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

侵害1審 384 265 261 255 307 

侵害2審 182 97 97 100 125 

最高裁判所 26 28 35 12 12 



 

 

高い審判のための環境構築を推進した。 

一方、IP5 主要国は知的財産権紛争

を早期に解決するための方法を模索し

ているが、特に日本は特許拒絶決定不

服審判の処理期間を 2010 年の 24 ヶ月

から 2021 年の 11.9 ヶ月に 12 ヶ月短縮

し、米国、欧州、中国も特許紛争事件の

処理のために審判官の増員を持続的に

推進している。特に、米国特許審判院は、

2011 年 100 人から 2021 年 244 人に審

判官を大幅に増員した。 

一方、特許審判院は 2018 年に審判

官 1 人を増員して審判官数が 96 人に増

えたが、依然として海外の審判院に比

べて不足しているだけでなく、審判官 1

人当たりの審決件数が主要国に比べて

高い水準である。また、口頭審理を拡大

施行(2009 年 165 件→2022 年 754 件)し

たことにより、審判官の負担が日々増加

していることを考慮し、優先的に審判官

の人員増員を継続的に推進し、1 人当た

りの審判処理件数も適正な水準に調整

する必要がある。

 

表Ⅱ-1-23  審判官の定員と審判処理期間 

区分 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 

審判官 

（人） 

特許・実用 72 72 73 73 73 

商標・意匠 24 24 23 23 23 

合計 96 96 96 96 96 

審判処理期間（ヶ月） 12.0 9.6 7.8 7.6 7,9 

 

最後に、特許審判院の審決または審

判請求書や再審請求書の却下決定を

受けた者がこれに不服を申立てる場合

には、審決または決定の謄本を送達さ

れた日から 30 日以内に特許裁判所に

訴えを提起することができるが、このよう

な審決取消訴訟の結果、特許裁判所の

審決取消判決が確定すると、特許審判

院はその事件を再審理して審決または

決定をしなければならない。そして、特

許裁判所の判決に対して不服を申立て

ようとする者は、大法院に上告すること

ができ、上告は判決文が送達された日

から 2 週間以内に提起しなければならな

い。特許審判院の審決等に不服を申立

てて特許裁判所に提訴する割合は 10%

前後と 低く維持さ れ てお り （ 2020 年

11.1％、2021 年 10.7%、2022 年 11.3％）、

このうち約 75％は特許裁判所と特許審

判院の結論が同じで、（2022 年は 25.4%

のみ特許法院と特許審判院の結論が異

なる）、特許審判の正確性を示している。

そして、特許裁判所の判決に不服申立

てをして最高裁に上告した割合は、2022

年前年比 7.1%p 減の 25.6%を記録し、上

告審で特許裁判所の判決を破棄した割

合は、2022 年 4.3%で前年比 4%p 減とな

った。

 

 



 

 

２. 審判の迅速性・正確性の向上 

特許審判院 審判政策課 行政書記官 イ・ジンファ 

A. 推進背景及び概要 

現在の知識基盤社会において、知的

財産は国家や企業、個人の競争力の核

心的な源泉として浮上しており、核心的

知的財産の確保の可否は企業の存続

及び国家競争力に直結している。よって、

知財紛争の迅速かつ正確な解決は、最

優先すべき政策目標といえる。この間、

特許審判院は持続的な革新活動を推進

し、特に迅速な審判処理のための制度・

実務改善、審判の質的向上のための専

門性向上など審判インフラの拡充などに

多くの努力をした。 

B. 迅速な審判処理の推進 

特許審判院は、審判の質を維持しつ

つ、審判処理期間を短縮するために努

力している。このため、審判官の増員

が必要であるが、経験と能力を備えた

審判官を短期間で確保することは事

実上困難である。 

特許審判院は、限られた人的資源を

効率的に運用するために、一般審判、

優先審判、迅速審判の 3 トラック審判

制度を運営している。事件タイプを区

分し、緊急な処理が要求される事件を

先に処理し、一般的な事件については

当事者に十分な攻撃と防御の機会を

提供し、審決の正確性を高めている。 

1) 迅速・優先審判制度の運営 

特許審判院は、特許紛争の効率的な

処理のために審判手続きを 3つのトラ

ック(迅速審判、優先審判、一般審判)

で管理している。 

迅速審判は、裁判所の侵害訴訟が係

争中の権利範囲確認審判又は無効審

判事件と両当事者が迅速審判同意書

を提出した事件等を対象とし、優先審

判は、優先審査した出願に対する拒絶

決定不服審判，補正却下決定に対する

審判，審決取消訴訟で取り消された審

判等を対象とする。 

審判事件と関係する特許紛争を扱う

裁判所、検察、貿易委員会などが審判

結果を適時に活用できるよう、2015 年

11 月に迅速審判適用対象の拡大と審

判処理期間の短縮を骨子として新迅速

審判標準プロセスを新たに設計した。標

準プロセスによると、審判請求日から 10

日以内に迅速審判決定通知を行い、答

弁書提出期間満了日から 1 ヶ月以内に

口頭審理を開催し、口頭審理開催日か

ら 2週間以内に審決することを目標に

設定し、書類提出が遅れるなどの特別

な事情が発生しない限り、迅速審判決

定後 3ヶ月以内に迅速に終了するよう

にした。 

優先審判は、既に拒絶決定不服審判

があった出願に対して、取消審判決定

後に再度請求された拒絶決定不服審

判、発明(考案)の名称のみを訂正する

訂正審判、薬事法に基づく再審査期間

の満了日が間近に迫っている審判、侵

害紛争の事前または予防段階に活用

するために警告状などで訴えた権利

範囲確認審判、無効審判または取消審

判などを対象とする。  



 

 

図Ⅱ-1-2 迅速審判の標準プロセス 

 

表Ⅱ-1-24  2022 年の迅速・優先・一般審判の審決件数 

 

2）迅速・正確な審理のための口頭審理

の拡大 

口頭審理は、審判の両当事者が審判

所に出席し、審判官合意体(審判長、主

審、副審)の前で口頭でのやりとりを行う

審理方式で、透明で公正な審判の進行

とともに、早期に争点の整理が可能で、

審判官及び当事者の事件理解度を高め、

迅速な処理及び審判品質の向上に寄与

する利点がある。 

これに伴い、特許審判院は、2010 年

から口頭審理支援力の専門性を強化し、

速記者を拡充し、審判所の諸施設を確

保するなど口頭審理の基盤をつくり、口

頭審理の運営方式を標準化し、口頭審

理の透明性を強化するための実質的な

方策を準備して推進した。 

2021 年には特許審判制度革新案を

策定し、遅くとも 2023 年からは、審判当

事者の開催申請がなくても本案審理の

対象となるすべての当事者系事件につ

いて口頭審理を開催する予定である。 

(a) 口頭審理の基盤づくり及び口頭審

理の内実化 

2010 年以前は口頭審理のための審

判室が 1 室に過ぎなかったが、現在は

映像審判廷を含め、合計 6 室(大田 6、ソ

ウル 1)の審判廷があり、インターネット

映像会議システムを通じて口頭審理ま

たは審判事件説明会を開催できるイン

ターネット映像会議室 2 室(大田)を運営

している。 

2014 年に遠隔地に居住する審判当

事者の時間及び費用負担の増加による

不便を軽減するため、「遠隔映像口頭審

理システム」を導入し、大田審判廷とソ

ウル審判廷の間で遠隔でも口頭審理案

件等の口頭審理を行うため、多くの当事

者を収容できる大審判廷を大田に開設

した。 

2019 年 10 月特許審判院商標・意匠

審判部が特許審判院別館(大田市西区

屯山中路にある教職員共済会)に移転し、

特許審判院別館に大審判廷及び小審

2022 年審決 特許・実用新案 商標・意匠 合計 

迅速審理 202 92 294 

優先審判 437 153 590 
会議 2,407 3,286 5,693 
合計 3,046 3,531 6,577 

審判請求    迅速審判    被請求人    口頭審理     審決 

           決定    答弁書提出     開催 

従来     １５日         ４週         １か月        ２か月 

改善       １０日         ４週         １か月          ２週 



 

 

判廷を追加開所し、2021 年 8 月からは、

ソウル、大田の審判廷に出席しなくても

審判依頼者がインターネットを通じて口

頭審理に出席できるようにインターネット

口頭審理制度を導入し、インターネット

映像会議室を設置した。 

特許審判手続に口頭審理を本格的に

導入して以来、口頭審理の開催件数は

2009 年 165 件に過ぎなかったが、2022

年に 754 件に大幅に増加した。

 

図Ⅱ-1-3  当事者系口頭審理を行う審判廷 

表Ⅱ-1-25  口頭審理の開催件数          （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 映像口頭審理の活性化 

特許審判院は、首都圏に居住又は勤

務する絶対多数の審判当事者及び代理

人が大田にある特許審判院を直接訪問

することにより発生する時間及び費用負

担などの利用者の不便を軽減するため、

2013 年に「遠隔映像口頭審理システム」

の導入を検討した。2014 年には 3 ヶ月

のシステム安定化期間を経て、2014 年

4 月から特許審判院(大田)と特許庁ソウ

ル事務所(ソウル駅三洞)の映像審判廷

を専用ネットワークで接続した遠隔での

口頭審理が可能になった。また、2016

年 1 月から遠隔映像システムを口頭審

理だけでなく、技術説明会、審判官面談

などにも活用した。遠隔映像口頭審理

制度は当事者及び代理人に多くの支持

を受け、開催比率が増加する傾向にあ

り、2021 年にはインターネットを通じた口

頭審理、審判事件説明会が導入され、

映像方式は審判利用者の継続的な支

持を得ている。特にコロナ禍による、政

府のソーシャルディスタンスが実施され

た 2020 年からは、映像(インターネットを

含む)を通じた口頭審理の開催が増加し、

年度 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 

口頭審理 
件数 

530 497 526 681 754 

映像口頭 
審理件数 

291 262 340 436 441 

映像口頭 
開催率 

   55%   53% 65% 64% 59% 



 

 

'22 年に開催した口頭審理 754 件のうち 59％にあたる 441 件を映像で開催した。

 

図Ⅱ-1-4 特許審判院のリモート映像口頭審理システム 

 

(c)標準手順の構築による利用者利

便性の向上  

特許審判院は、口頭審理の公平性・

透明性確保のために着実に努力してい

る。2010 年に口頭審理の速記録及び調

書様式を標準化し、公開口頭審理の傍

聴を希望する一般人の便宜のため、ホ

ームページに公開傍聴予約システムを

構築して運営しており(2020 年と 2021 年

は伝染病拡散防止のため傍聴を一時中

断)、2011 年からは口頭審理の充実した

進行のため、口頭審理で争点となりうる

審問事項を、争点審問書を通じて口頭

審理開催前に審判当事者に通知するよ

う審判事務取扱規定に明文化して推進

した。 

また、2018 年には審判廷の秩序維持

のために非常ベルを設置し、庁舎管理

所との防護官協力体制を構築し、万が

一発生する可能性のある法定秩序を乱

す行為等の非常事態を防止できるよう

にし、口頭審理に不慣れな審判当事者、

代理人等が口頭審理の進行に関連する

事項を容易に理解できるように、口頭審

理関連法令、進行手順及び留意事項、

口頭審理シナリオ等を収録した『口頭審

理マニュアル』を 2010 年から発行してお

り、2021 年にも審判事件説明会制度、イ

ンターネット口頭審理の導入など新しく

変わった制度を反映してマニュアルを改

訂・発行した。  

太田審判廷  

ソウル審判廷 



 

 

C. 正確な審理のための審判能力の強

化 

1）審判部運営 

a)優秀な審判人材の確保及び長期在

職誘導 

審判官が長期間在職することを奨励

するために，審判官の専門職位制度を

運営している。専門職位に指定されると，

最低 4 年以上審判業務を遂行すること

になる。'22 年末現在，審判官専門職は

17 名で，審判官の定員に対して 18％に

相当する。また，審判官の在職経歴を昇

進人事評価に反映させ，優秀な審判官

が長期在職できるように人事規定を改

正し，審判官のうち課長級の昇進人事

を行い，長期勤続を誘導した。 

b)優秀審決文の選定及び成果評価を

反映 

特許審判院は，審判の質の向上のた

めに半期ごとに優秀審決文を選定して

表彰している。内外の委員で構成される

評価団が，審判部が独自に選定した優

秀審判文候補の中から優秀審判文選定

委員会に上程する最終候補を選定し，

審判院長・主席審判長で構成される優

秀審判文選定委員会で優秀審決文・準

優秀審決文を最終選定する。上・下半

期で各優秀審決文 9 件，準優秀審決文

8 件を選定しており，これを審判部にフィ

ードバックし，審判員の成果評価に反映

し，審判の質の向上を図っている。 

c)審判分野の国際協力強化 

知的財産権をめぐる国際的な紛争の

深化で知的財産権紛争に対する国家間

協力の必要性も高まっている。 

これに対し，特許審判院は中国，日

本，欧州など韓国企業の進出が活発な

地域を中心に相互協力を推進しており，

国家間の制度比較及び主要統計の共

有などを通じて，知的財産権紛争の予

防及び早期解決を支援するために努力

している。 

2010 年の韓日審判専門家会議を皮

切りに，審判分野における国際協力は

現在 IP５特許審判委員長会議，韓・欧

商標審判協力会議，韓・中・日審判専門

家会議，韓・中高官級会談など様々な

協議体を通じて行われており，相互の審

判制度に対する理解増進及び優秀制度

のベンチマーキングに貢献している。 

2）審判員養成及び教育課程の内実化 

a)審判員候補者 OJT の実施 

予備審判官の養成を目的とした国際

知的財産研修院の審判官候補者課程

に 2 週間の審判官 OJT 課程を運営した。

同教育を通じて，審判官は指導審判官

の合意要旨書作成及び審決文作成を補

助し，口頭審理又は技術説明会にも参

加することができる。審判の視点から案

件を見る経験は，審査官の審査の質向

上のためにも役立っている。 

b)審判部自主学習組織の運営及び審

判官の専門性向上教育 

審判部は，独自の学習セミナーなど

の自律的な審判の質についての協議会

を運営しており，特許審判院は学習教

材の支援，成果評価や優秀審査部選定

時に当該研究実績を反映するなどで協

議会の活性化を奨励している。 

一方，審判官の専門性強化のために



 

 

様々な教育も実施している。特許裁判

所判事及び法科大学教授を講師として

招聘し、最近の特許裁判所の判例動向

及び民事訴訟実務教育を実施すること

により、審判官の実務能力を向上させ、

特許審判院の敗訴事件の敗訴原因の

分析結果、最近の審決、判決の動向を

分析して共有している。 

3）審判の質を改善する活動 

a)特許法院及び最高裁判例分析集の

発刊 

特許審判院は、知的財産紛争の一次

的な解決機関として特許審判の迅速性

と正確性を高めるために、特許裁判所

及び最高裁の関連判例を分析し、様々

な種類の判例集を発行した。 

2020 年にも 1 年間、判決宣告後に確

定した特許裁判所及び最高裁判所事件

に対する原告・被告の主張、審決・判決

の要旨及び訴訟遂行官の検討意見まで、

争点中心に整理した決定系審決取消訴

訟のまとめ集を発行した。 

また、審査・審判の活用のため、毎年

一年間の商標・意匠判例をまとめて「判

決文要旨集」を発行している。 

b)特許商標判例研究論文コンテスト 

特許審判院は、産業財産権の判例を

研究して審判の質の向上と専門性を確

保するための目的で、2007 年から特許

商標判例研究論文公募を実施している。

判例論文公募展は、当初特許庁職員を

対象に実施していたものを 2012 年から

外部の弁理士やロースクールに拡大、

2013 年は弁護士まで拡大、2014 年から

は応募資格要件自体を全く廃止し、誰で

も公募展に参加できるようにした。2022

年の公募展では、最優秀 1 件、優秀 2

件、奨励 3 件を受賞作に選定した。選定

された優秀判例論文は、特許庁ホーム

ページ等への掲載、発表会の開催、「優

秀論文集」発刊を通じて庁内外の知識と

して共有されている。 

 

表Ⅱ-1-26  2022 年特許商標凡例論文公募展の結果 

 

4）審判の正確性向上のための制度改

善を推進 

a)審判研究官制度の運営 

等級 受賞者 所属 分野 論文タイトル 

最優秀 

(1 件) 

チョン・チャホ 成均館大学 特許 製法限定物(PbP)請求項の解釈 

 

優秀 

(1 件) 

ユン・ヨンウォン，キ

ム・スジョン 

法務法人太

平洋 

商標 限定地域で使用された先使用商標の認識力判断のための

地域的範囲及びその解釈に関する考察 

シム・ボンス 審判 12 部 商標 新規性喪失の例外主張と自由実施設計抗弁の衝突に関

すある考察 

 

奨励 

(3 件) 

パク・ボムヨン 有機化学審

査課 

特許 権利範囲確認審判における製造方法が記載された物品発

明の解釈 

パク・ギュテ 特許法人イ

ンビジョン 

商標 特定の人の商標や商品としての認識の比較研究による知

性判断の効率向上策 

ユ・ジソン 商標審査政

策課 

商標 需要者を欺くおそれのある商標に対する批判的考察及び

改善策の検討 



 

 

審判研究官は、迅速かつ正確な審判

を行うために、審判に関する調査・研究

事務を担当する人材である。2022 年に

は 7 人の審判研究官が特許分野の各審

判グループを専担して調査・研究事務を

担当した。裁判所及び主要国の審判院

も類似の制度を運営しており、特許審判

院は今後、審判研究官制度を拡大運営

する計画である。審判研究官制度は、

関連特許法改正案が 2020 年に発議さ

れ、2021 年に国会を通過したことにより、

その法的根拠を確保した。 

特許審判院は、審判の迅速性・正確

性向上のために、審判処理管理活動を

強化し、審判インフラの改善・拡充に重

点を置き、様々な改善課題を推進した。

その結果、特許審判院の地位が向上し、

特許紛争における特許審判の先導的役

割の土台を築くことに大きく貢献したと

評価される。 

特許審判院の審判の質の向上の努

力の結果2022年の審決に不服を申し立

てて特許裁判所に提訴する割合は 2016

年以降大幅に減少し（15.4%→11.3%）、特

許裁判所で審決が取り消される割合も

大きな変動幅を示さなかった。

表Ⅱ-1-27 審判院の審決に対する提訴率及び審決取消率の現況 

年 度 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 

審決取消率(%) 22.2 25.6 27.4 25.6 25.4 

提訴率(%) 11.7 9.4 11.1 10.7 11.3 

 

特許審判院は、今後も審判の迅速

性・正確性の向上のため、迅速・優先審

判を含む 3 トラックの審判処理、審判官

の長期在職誘導，審判の質の管理活動、

フィードバックの強化など中身のある審

判部を運営していく計画だ。 

また、キャリア審判官の補修教育を最

近の重要判決から審決取消事例中心に

敗訴原因分析と討論方式を中心に行う

など、審判官教育を強化する。 

あわせて、判例に対する健全な批判

及び生産的な代替案の提示を通じて審

判の質の向上を図るため、特許商標判

例論文公募をさらに活性化していく。ま

た、審判・調停連携制度，適時提出主義

の導入など、革新的な審判制度の改善

を着実に推進し、審判事件の迅速かつ

正確な処理のために最善を尽くす計画

である。 

そして、特許裁判所は、特許審判院で

実施される口頭審理は、技術争点につ

いて議論された内容を正確に把握する

ことができるという点で肯定的に評価し

ており、審判当事者の立場では、リラッ

クスした自由な雰囲気で実物製品及び

動画を利用した技術内容の把握を通じ

て事件の争点を明確にすることができ、

多くの助けになると評価されている。ま

た、内的には、口頭審理の拡大により審

判の迅速性及び正確性が向上しただけ

でなく、事実上第 1 審の役割を果たす特

許審判員の地位向上にも大きく寄与し

ている。将来、特許審判院は、遠隔映像

口頭審理システムを拡大して実施する

など、利用者の不便を最小化する一方、

口頭審理期日前に当事者に審理すべき

事項を明確に通知する争点審理文書の

事前通知制度を活性化することで争点

に対する集中審理で口頭審理の効率を



 

 

最大化するなど、各種制度改善の努力 を持続的に行う計画だ。

３．審判の公平性の向上 

特許審判院審判政策課技術書記官 クァク・ジュホ 

特許審判院は、審判の迅速性・正確

性向上の努力に加え、公正な紛争解決

基盤の整備、審判官の公正な審判業務

遂行のための環境造成、外部専門家の

審判参加及び審判の質委員会への参

加など、様々な方法で審判の客観性・透

明性を高め、審判の公平性を高めるた

めの努力も合わせて行ってきた。 

1）審判長及び審判官職位の民間開放 

審判長と審判官を特許庁からのみ補

充することにより発生する公平性に関す

る権利侵害の恐れという懸念を払拭し、

優秀な審判人材を確保するため、2017

年には民間開放型職位公募を通じて、

産業界と弁理士業界の現場での長年の

勤務経験と専門的な知識を有する外部

専門人材を審判長と審判官として直接

採用した。特許実用新案分野の局長級

審判長 1 名と課長級審判官 2 名、そして

商標・意匠分野の課長級審判官 1 名を

採用し、審判長及び審判官職位の民間

開放を通じて審判の公正性を高めること

に貢献することが期待される。 

2）国選代理人制度の運営 

知的財産権紛争にかかる費用及び時

間は社会的・経済的弱者に大きな負担

として作用し、時には公正な競争を困難

にする要因として作用する。特許審判院

は、物的・人的資源が不足している審判

当事者が審判過程に十分に対応できず、

不当に敗訴することを防ぐため、2019 年

7 月から国選代理人制度を運営している。

2021 年には国選代理人選任申請期間

及びその支援対象の拡大、申請手続き

の簡素化を内容とする「特許審判院国

選代理人選任及び運営に関する規則」

が改正され、審判事件における社会経

済的弱者の権益保護が一層強化された。 

国民基礎生活給付受給者、障害者、

中小企業などの社会的・経済的弱者は、

審理終了までに国選代理人選任申請書

と自分が支援対象者であることを証明

する書類を提出して国選代理人選任を

申請できる。国選代理人選任申請時に

申請者の同意がある場合、行政情報共

同利用を通じて確認可能な書類につい

ては提出を省略できる。国選代理人が

選任されると、選任された国選代理人が

出願人の審判事件について代理業務を

遂行し（特許審判院が社会的・経済的弱

者に代わって国選代理人に所定の手当

を支給する）、出願人は既に納付した審

判庁手数料及び訂正請求料を返還され

る。 

2022 年には、特許分野で 6 件、商標

分野で 27 件、意匠分野で 7 件の国選代

理人選任支援があった。 

3）民間専門家の審判の質委員会参加 

特許審判院は、裁判所で審決取消さ

れた事件の原因を分析する審判の質委

員会を商標・意匠／機械／化学／電

気・通信の 4 つの分野に分けて四半期



 

 

ごとに開催している。 

審決取消の原因を公正かつ客観的に

分析するため、2022 年には各分野別委

員会の 6 つの委員会を設置した。 

7 名の委員のうち 3～4 名を学界、産

業界、弁理業界等の民間専門家で構成

し、内部委員のうち 1 名をその審判の質

委員会と異なる技術分野の審判官で構

成した。特に、弁理士委員の代表性を強

化するため、弁理士委員は大韓弁理士

会から推薦を受けている。 

2022 年に計 4 回にわたり、計 118 件

(類似事例は統合して議論)の審決取消

事例を検討し、検討結果を審判官に還

流し、今後発生しうる類似事例に備える

ことができるようにした。 

4）口頭審理の映像中継 

口頭審理は、審判官が当事者の証人

の陳述を直接聞くことが可能で、即時の

反問を通じて真相を把握し、矛盾する事

項を容易に発見して疑問点を明確にす

ることができ、審判の公平性を高めるこ

とに大きく貢献しうるもので、口頭審理

は公序良俗に反しない限り、一般にも公

開することが原則である。しかし、口頭

審理は審理期日と場所が決まっている

ため、国民の関心度の高い事件に対す

る口頭審理が開催されても出席が難し

いという問題があった。これにより、審判

事件中、審判長は公共の利益のために

必要だと認める場合、口頭審理の全部

又は一部について中継を目的とする録

画又は撮影を命じることができ、録画さ

れた録画物を今後インターネットなどで

公開できるよう法的根拠を設けて 2019

年 6 月から施行し、今後、国民の関心度

の高い事件の口頭審理は録画又は実

況中継を通じていつでもインターネットで

閲覧できるようになることが期待される。 

5）専門審理委員制度の導入 

急速に変化する先端技術や現場知識

が必要な技術分野について、外部専門

家による専門性補完の必要性が持続的

に提起されてきた。これに対し、特許審

判院は関連制度の導入を推進してきた

が、関連特許法改正案が可決されたた

め、2021 年 10 月から専門審理委員制

度が施行された。 

審判長は、審判進行中に専門審理委

員の参加が必要と判断する場合、関連

技術分野の候補者のうち 1 名またはそ

れ以上を専門審理委員に指定すること

ができる。専門審理委員候補者は、人

工知能、自律走行、2 次燃料電池、無線

通信(5G/6G)、動画・オーディオ圧縮、フ

ィンテック、半導体、ロボット制御、地盤

安定化、変速機、バイオヘルスなど 11

の技術分野に約 130 人で構成されてい

る。審判長が指定した専門審理委員は、

審判長が要請する事項について書面を

提出したり、口頭審理または審判事件

説明会に出席して陳述する形で審判事

件に参加する。前文審委員制度は、審

判官がより迅速かつ正確に判断を下す

ことに大きく貢献し、これにより審判の質

的水準はより向上することが期待される。 

2022 年には、半導体、通信分野など

13 件の技術的難易度の高い審判事件

に専門審理委員が参加し、審判官をサ

ポートした。 

 



 

 

第 4 節 審査品質診断システムの高度化 

１．概観 

 

審査の質担当官 技術書記官 ナム・ユングォン 

施設事務官 キム・インチョン 

 

世界的に知的財産権を中心とした覇

権競争の激化に伴い、知的財産権出願

が持続的に増加し、審査処理期間の短

縮とともに審査の質向上の必要性が日

増しに高まっている。これに対し、特許

庁は高品質の審査サービスを提供する

ため、独自に審査の質を測定・管理する

審査の質診断制度を運営している。 

審査の質診断制度の運営を通じて、

特許・実用新案・商標意匠出願の審査

業務が法令及び審査基準等を遵守して

行われているかどうかをモニタリングし、

審査過程で補完が必要な事項を見つけ

て改善することで、質の高い審査サービ

スを提供できる環境を整えている。 

審査の質診断制度を通じた品質管理

活動のほか、審査の質指標分析を通じ

た統計的な質的管理を支援するなど、

審査の質管理体制の多様化を図る一方、

今月の審査官など優秀審査官の選定を

通じた奨励型の質的管理支援、審査官

の決裁過程での質的診断支援、審査官

の個人別審査力量点検のための質の

診断コンサルティング支援など、審査局

の質的管理活動を積極的に支援し、審

査官を対象に診断結果を共有する質の

診断説明会を開催するなど、審査官と

のコミュニケーションを強化することで、

実質的な審査の質の向上に貢献できる

よう審査の質的管理を支援している。 

 

 

 

 

 

  



 

 

２．審査品質の診断制度の運営状況 

審査品質担当官技術書記官 ナム・ユンゴン 

施設事務官 キム・インチョン 

 

A. 推進背景及び概要 

審査の質の診断制度は、特許・実用

新案・意匠出願の審査業務に対する自

主的な診断を通じて、不備な審査を防

止し、審査業務に関す制度的な補完点

を発掘し、改善することで、質の高い審

査サービスを提供することを目的として

いる。 

1984 年から始まった審査の質的診断

制度をさらに発展させるために 2000 年 3

月に「審査評価規定」を制定し、2000 年

8 月に次長直轄の審査評価担当官(現

審査品質担当官)を新設した。審査品質

担当官室には品質診断業務を遂行する

審査品質官が配置されており、2022 年

12 月末現在、特許・実用新案分野(以下

「特実分野」という。)7 名及び商標・意匠

分野(以下「商品分野」という。)2 名の審

査品質官を含め、合計 11 名で構成され

ている。 

B. 推進内容及び成果 

審査品質診断は審査品質担当官室

に所属する審査品質官によって実施さ

れ、「審査品質診断規程」及び「審査品

質診断ガイドライン」に従って実施される。

審査品質診断の公正性及び正確性を確

保するため、全診断過程において、審査

品質官が診断対象案件の審査官の個

人情報を知らない状態で診断が行われ

るブラインドシステムを採用している。 

2019 年から従来の審査評価体系を脱

皮し、ポジティブなパラダイムの審査品

質診断制度に改編され、審査品質現況

点検、今月の審査官選定品質診断、脆

弱部分企画診断、前決裁者診断、審査

決裁支援及びコンサルティングなどの

様々な次元で品質診断が行われており、

このような診断結果が実質的な品質向

上につながるように支援している。

表Ⅱ-1-28 審査品質診断の種類及び特徴 

 

1）審査品質の現況の点検 

全体的な審査品質の現況を定期的に

点検し、審査品質の変化を持続的に観

察するために 2021 年から現況点検診断

を導入し、品質診断結果を審査局に提

供することで、審査局の自律的な品質

管理体制が安定的に運営できるよう支

援している。 

品質診断の種類 診断目的 診断対象 

審査品質現況点検 定期的な審査品質現状点検・測定 審査課/チーム別に均等抽出した審査案件 

今月の審査員 審査品質優秀審査官選定 審査局推薦/直接支援候補者審査案件 

企画診断 脆弱部分点検及び品質管理支援 政策的必要性または審査局の要請事項 

前結晶処理診断 専決審査官の品質管理支援 全決裁権者処理件(発送前診断) 

決済支援/ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 決裁者レビュー支援及び審査能力測定 決裁検討/ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ依頼審査案件 



 

 

  2022 年には特実分野 148 の審査チー

ムに対してチームごとに 10 件を均等に

抽出し、合計 1,480 件の審査品質を診断

し、商標意匠分野は 27 の審査チームに

対してチームごとに 36 件を均等に抽出

し、合計 972 件の審査品質を診断し、四

半期別の品質診断結果及び診断事例を

審査局と共有し、品質管理の基礎資料

として活用した。特に、外部顧客満足度

調査で下位になった「審査官別進歩性

判断偏差及び記載不備に対する視覚偏

差」を解消するため、現状点検診断過程

で発見された 87 件の特実分野進歩事

例を審査局と共有することで審査の一

貫性を確保するなど、顧客満足度の向

上に努めている。 

2）今月の審査員 

審査局は、自己検証を通じて審査能

力が優秀な審査官を局候補として推薦

する一方、自ら審査品質を管理してきた

審査官が直接支援を通じて候補として

参加できるようにしている。審査品質担

当官室は、候補者に対して審査品質を

診断し、四半期ごとに今月の審査官を

選定して激励し、単に審査エラーを最小

化するための消極的な品質管理から脱

却し、優秀な審査事例及び審査パター

ンを共有し、ベンチマーキングを通じた

同上昇型品質管理を推進することで、高

品質審査を志向する審査文化を造成し

ている。 

2022 年は、特実分野 172 名、商標意

匠分野 29 名の候補者が参加し、特実分

野計 20 名（四半期ごとに 5 名）、商標意

匠分野計 4 名（四半期ごとに 1 名）を今

月の審査官として選定した。候補者が直

前四半期に終了した審査案件のうち、

特実分野は候補者 1 人当たり 4 件（登

録決定 2 件、拒絶決定 2 件）を抽出して

審査品質を診断し、商標意匠分野は候

補者 1 人当たり 15 件（登録決定 10 件、

拒絶決定 5 件）を抽出して審査品質を診

断した結果、選定した。 

2020 年 3 月から審査局の推薦以外に

審査官が直接支援できるように参加経

路を多様化し、2022 年には直接支援者

の増加傾向を反映して特実分野最大 20

人、商標意匠分野最大 4 人に直接支援

参加限度額を拡大し、特実分野は審査

官の平均着手点数を基準に区間を設定

し、公平に競争して選抜できるように制

度を運営することで、選定結果の信頼性

を確保した。 

3) 企画診断 

企画診断は、品質脆弱部分や審査政

策の運営現況の点検など、品質管理政

策上必要な分野を診断することで、より

効果的で直接的な改善事項を発掘する

ために 2018 年下半期から本格的に導

入された。 

2022 年に特実分野は、チーム長中心

の品質管理体制を支援するための特許

チーム長対象の品質診断を 114 件診断

し、一定審査経歴に達した審査官に品

質管理を支援する経歴別診断として 3

年目単独審査官（32 名）に対する審査

品質診断（128 件）を実施した。商標意

匠分野もチーム長中心の品質管理体制

を支援するための審査チーム長対象の

品質診断 228 件と、チーム長の品質評

価に対する深層診断結果を分析するた

めに 162 件を抽出し、診断を行った。各

企画診断結果を基に審査関連規定、電

算システム、審査経歴別審査官教育、



 

 

業務方式などに対する改善案を導き出

し、関連部署と協議して反映されるよう

推進した。

 

4）専決処理の診断 

業務専決規定に基づき、特許チーム

長の決裁を経ずに審査官専決で終結さ

れる審査件について、審査品質担当官

室が品質管理を支援している。審査官

の専決で、処理される最終決定書が発

送される前に抽出して審査品質を診断

し，誤りが発見されたり再審査する必要

がある場合、審査官に通知してこれを直

してから発送されるようにしている。特許

チーム長中心の品質管理体制の安定

的な運営のため、特許チーム長の決裁

を経ずに終結される件について、審査品

質担当官室が品質管理を支援するもの

である。 

2022 年に特実分野で合計 162 件の審

査官前決済処理件を抽出し、審査品質

を診断し，その結果、3 件について再検

討意見を審査局に提供し、再審査でき

るようにすることで，審査品質管理の盲

点を支援した。 

5）決裁支援及びコンサルティング 

審査チーム長が決裁過程で諮問が必

要な場合や争点を発見した場合、審査

品質担当官室に品質診断を要請し、そ

の後の処理に診断結果を参考にできる

ようにする決裁支援システムを導入・運

用することで、審査決裁を支援している。 

また、審査官が個別に自分の審査パ

ターンや審査能力について客観的に測

定を受けたい場合は、審査品質担当官

室にコンサルティングを依頼し、自分の

審査品質レベルを把握し自律的な品質

管理を行うことができるようにした。2022

年にも特実分野審査官のコンサルティン

グの依頼に対応し、品質診断コンサル

ティング結果を提供した。 

C. 評価及び発展方向 

審査品質現況点検診断は、審査チー

ムごとに均等に診断対象件を抽出し、審

査過程全体に対する審査品質を測定し、

診断結果は、庁の審査品質管理の基礎

データとして審査品質政策の方向性の

決定に活用されている。また、発掘され

た診断事例を審査局に共有することで、

審査官毎の判断偏差を最小化し、一貫

した審査処理を誘導して審査品質を向

上させ、顧客満足度を高める重要な役

割を果たしている。 

企画診断は、一般的な審査品質の点

検だけでなく、品質管理政策上必要な

様々な審査部分や診断観点まで拡大す

ることができ、審査品質担当官室が独

自に選定したもの以外にも、審査局が

必要とする部分に対する需要調査を通

じて、実質的な審査品質向上に役立つ

対象を選定して実施することで、審査局

に合わせた品質管理を支援する計画で

ある。 

一方、他の診断とは異なり、優秀事例

を発掘し、審査品質が優秀な審査官の

励ましを通じて積極的な品質管理を追

求する今月の審査官制度は，審査官の

自律的な品質管理の雰囲気を活性化し、

士気を高めるきっかけとなっており、参

加機会をさらに拡大し、診断基準を改善

して自律的な品質管理を一層強化する



 

 

必要がある。 

審査官前決済処理件に対する品質診断

は、審査エラー事項を発送前に治癒し、

審査品質をおおもとから向上させる機能

を果たしており、決裁支援及びコンサル

ティング診断は、従来の一方向の品質

診断から脱却し、審査品質担当官室と

審査局との相互コミュニケーション、協

力を通じた有機的な審査製品の品質向

上の手段としての機能が期待でき、今

後、品質中心の審査文化の醸成に大き

く貢献することが期待される。

 

３．審査能力開発支援を通じた審査品質の向上 

 

審査品質担当官 技術書記官 ナム・ユングォン 

施設事務官 キム・インチョン 

 

A. 推進背景及び概要 

審査業務は特許庁の最も本質的な業務

であり、迅速かつ正確な審査業務を処

理するためには、当該技術分野に対す

る専門知識だけでなく、関連法令の適用

及び解釈、審査基準に対する十分な理

解と熟知、出願人との効率的なコミュニ

ケーションのための通知書作成能力な

ど、審査実務に対する豊富な知識と能

力が非常に重要である。 

審査官の業務能力を培養して審査品質

が向上するようにするためには、審査品

質診断結果を基に適切な審査手順と正

確な判断を行うことができるように審査

基準を合理的に改善し、審査官に教育

が必要な事項を導き出し、積極的なフィ

ードバックを通じて審査実務に反映させ

ることが必要である。 

B.推進内容及び成果 

1）品質診断説明会及び審査事例教育 

毎年品質診断説明会を開催し、審査品

質向上に実質的に役立つ診断事例に対

する詳細な分析結果を共有し、審査品

質診断結果に対する徹底した事後管理

を継続的に実施し、審査官の審査能力

を高め、審査チーム長の品質管理活動

を支援している。品質診断説明会を通じ

て審査品質診断制度を含め、審査品質

管理制度全般に対する意見を収集し、

これを審査品質管理政策の策定に積極

的に反映している。 

一方、国際知的財産研修院が提供する

新規審査官課程、審査官昇級課程、審

査指導課程など審査力量強化のための

職務教育課程において、品質診断で発

見された審査事例及び審査品質管理の

ための教育を提供している。また、特実

分野の外部先行技術調査機関の調査

員教育にも先行技術活用事例に関する

教育を実施することで、外部先行技術調

査員の先行技術調査能力を向上させ、

結果的に審査品質の向上に積極的につ

ながるよう努力している。 

2）審査品質に関する主要統計指標の

提供 

審査課長及び審査チーム長の審査品

質管理業務を支援するために、特実分

野の登録率、無効審判認容率、取消差



 

 

戻し率、拒絶決定不服審判請求率、再

審査請求率及び登録率などに関する統

計指標を算出し提供しており、商標意匠

分野は、着手公告(登録)決定率、登録

決定率、無効審判認容率、拒絶決定不

服審判請求率、取消差戻し率、商標異

議申立件数及び認容率、意匠の新規

性・創作容易性・拡大された先出願・先

出願違反指摘率などに関する統計指標

を算出し提供している。このように様々

な審査品質関連統計指標を算出し提供

することで、サンプル抽出による審査品

質診断制度の限界を克服し、全体的な

品質管理政策を統計的に管理すること

ができ、審査課長及び審査チーム長の

実質的な審査品質管理業務を支援して

いる。 

3）顧客との継続的なコミュニケーション

の努力 

今月の審査員選定に向けた診断で発

見した優秀審査事例を審査局にフィード

バックして共有することで、他の審査官

もこれをベンチマーキングできるように

運営している。審査官コンサルティング

を通じた今月の審査官との品質比較も

間接的なコミュニケーションの役割を果

たし、自主的な品質向上努力を誘導す

る機能を果たしている。 

この他にも、内部業務共有サイト(コア

シス)に審査品質診断指針を掲載し、審

査品質診断に関連する質問・回答欄を

常時運営し、審査業務を遂行する審査

官が必要な時はいつでも関連指針や疑

問点などを確認し、解決できるように支

援している。 

また、外部顧客である代理人や出願

人を対象に審査サービス品質に関する

アンケートを実施して、顧客の立場で審

査品質の脆弱点と改善点を導き出し，こ

れを審査品質診断及び品質管理政策の

方向性を設定するために積極的に活動

した。 

C. 評価及び発展方向 

品質診断説明会及び教育プログラム

の運営，審査品質関連統計指標の提供、

カスタマイズされた品質診断コンサルテ

ィング、審査決裁過程での品質診断支

援など、様々な品質管理活動を通じ，審

査官と審査局の品質改善努力を活性化

する一方、体系的な品質管理手段を提

供することで、総合的な審査品質管理シ

ステムを構築している。 

また、外部顧客に対する審査サービ

スの満足度向上のため、調査体系を高

度化し、需要者のニーズを正確に把握

することで、効果的な品質政策を策定で

きるよう専門機関による調査を実施し、

審査局と審査品質担当官が協力して審

査品質診断と同時に様々な品質管理活

動を並行させることで、最終的に審査品

質の重要性を全構成員が共有し実践す

る、審査品質を重視する文化が定着す

るよう努力している。 

 

  



 

 

第 5 節 出願・登録方式審査の分野 

 

１. 概観 

産業財産情報局 産業財産出願課 行政事務官 イ・ヨンジュン 

産業財産登録課 電算事務  ヨ・ウンヨン 

産業財産出願課 行政事務官 キム・サンミン 

 

方式審査とは、特許法など産業財産

権法令で規定している出願人'代理人の

行為能力、提出された書類の記載方式

及び添付書類の提出有無、手数料納付

事項など、出願・登録・国際出願関連書

類の形式及び手続きに対する適合性の

有無を審査することをいう。 

これは特許要件等を審査する実体審

査とは区別される概念で、このような方

式審査手続きを踏ませるのは、特許等

の産業財産権に関する方式と手続きを

統一することにより、特許行政の円滑な

遂行を図るためである。 

産業財産出願課、産業財産登録課、

産業財産国際出願課では、方式審査を

通じて出願人が提出した書類の受理可

否を決定することになるが、方式審査の

結果、方式に不備がなければ出願・登

録関連書類を受理し、不備があれば出

願人等に補正の機会を与えている。にも

かかわらず、欠陥が解消されない場合

は当該手続きを無効とする一方、重大

な欠陥がある場合には、弁明の機会を

与えた後、出願・登録関連書類を受理

せずに拒絶している。 

2022 年出願・登録など方式審査処理

件数は、総方式審査事件中 99.9%を 6 日

以内に処理し、迅速で正確な方式サー

ビスを提供し、顧客満足度を向上させる

とともに、迅速な知的財産権の創出に大

きく貢献した。 

分野別に方式審査の処理を見ると、

第一に、国内では出願の場合、出願方

式審査処理件数は 131 万 3 千件で前年

より約 9.37％減少した。これは、2022 年

全体の産業財産権出願件数の減少に

伴い、出願方式審査対象書類が減少し

たためである。 

第二に、登録書類の方式審査処理件

数は 103 万 7 千件で、前年より若干 0 増

加した。これは、産業財産権の重要性が

高まるにつれ、特許権等の権利を継続

的に維持するために、権利者が延滞登

録料の納付や商標権の存続期間更新

登録申請等を積極的に行っているため

である。 

第三に、特許協力条約(PCT)、マドリ

ッド議定書、ハーグ協定に基づく国際出

願書類の方式審査処理件数は約 13 万

3 千件で、前年より 1.9％減少した。これ

は、2022 年全体の国際出願件数の減少

に伴い、国際出願方式審査対象書類が

減少したためである。 

今後も質の高い知的財産権創出のた

め、統合書式作成機などユーザーの利

便性を高め、不備のない書類が提出さ

れるように持続的に努力していく予定だ。



 

 

表Ⅱ-1-29  2022 年分野別の方式審査の処理状況                (単位：件，%) 

 

２．方式審査制度の運用 

産業財産情報局 産業財産出願課 行政事務官  イ・ヨンジュン 

産業財産登録課 電算事務官  ヨ・ウンヨン 

産業財産出願課 行政事務官  キム・サンミン 

 

技術覇権競争と保護貿易主義が定

着化する中、韓国技術の戦略的資産

化が企業の生存及び国家競争力に直

結するなど、知的財産権の重要性がさ

らに高まる中、特許庁では強くて競争

力のある特許出願のための全周期的

な管理体系を構築している。 

その一環として、出願及び登録段階

でも質の高い出願書が作成され、迅速

に知的財産権を獲得できるよう、顧客

指向の知的財産権関連制度を運営し、

持続的な改善を通じて出願人の便宜

を図っている。 

A. 出願分野の制度改善 

1）弁理士無料相談サービスの実施 

明細書作成相談など出願人のため

の行政相談サービス実施ニーズに応

えるために大韓弁理士会所属弁理士

を活用し、顧客支援室内の弁理士無

料相談サービスを週 3 回提供すること

で、知的財産権出願及び紛争解決支

援に積極的に取り組んでいる。 

2）顧客中心の出願業務基盤の強化 

顧客中心の出願業務基盤を強化し、

顧客指向の特許行政サービスを提供

し自知的財産権関連法令の改正によ

る出願関連書式変更事項及び特許に

よるシステム改善事項などを反映した

「出願方式審査指針書」を改定発刊し、

これにより一貫した方式審査処理基準

で特許顧客に対する信頼性を確保しよ

うとした。 

3）特許顧客満足度向上のための質の

高い出願サービスの提供 

中小企業が特許手数料減免制度を

容易に利用できるように「中小企業証

明書類案内書」を制作・配布する一方、

出願書など約 35 の書式について書式

別標準化作成事例、具体的な記載要

領を紹介した「出願書式標準事例集」

を通じて、産業財産権出願書類の作成

に苦労する出願人に役立つよう便宜を

図った。

区分 2019年 2020年 2021年 2022年 

国内出願 1,297,747(4.1) 1,376,303(6.0) 1,448,501(5.3) 1,313,993(△9.3) 

国際出願 127,742(7.3) 126,826(△0.7) 136,030(7.3) 133,380(△1.9) 

登録 895,233(5.7) 921.964(3.0) 1,007,472(9.3) 1,037,888(3.0) 

合 計 2,320,722(4.9) 2,425,093(4.5) 2,592,003(6.9) 2,485,211(△4.1) 



 

 

B. 登録分野の制度改善 

1）権利回復要件の緩和 

韓国には権利回復制度が設けられて

いるが、登録料の未納で消滅した権利

を回復するためには、登録料を法定期

限内に納付できなかった理由が権利者

の「責に帰すべからざる事由」に該当し

なければならなかった。これは、天災地

変や意識不明などで権利者が登録料を

納付する意思はあったが、当時不可抗

力的な状況であったことを明らかに証明

しなければならないなど、消滅した権利

を回復するための要件を非常に厳格に

適用してきた。 

このような権利回復要件を米国、日本

などの国際レベルに合わせて特許法、

意匠保護法、商標法を改正し、「正当な

理由」に緩和し、これと共に権利回復審

査ガイドラインを設け、「正当な理由」と

いう審査基準の曖昧さを解消しようとし

た。 

2）返送通知書の再発送手続きの改善 

登録手続きの進行において、登録申

請者が提出した書類の不備などで簡易

書留で発送される通知書や案内書は、

受取人が住所地に不在であるか、又は

引っ越しなどで郵便物が返送されてくる

と、方式審査官は本人の返送書類をシ

ステムに入力し、再び書留で発送する過

程を経ねばならなかった。 

このようなプロセスは、方式審査官が

返送書類を処理しなければならないの

で、審査に集中できず、業務非効率が

発生するだけでなく、書留郵便の返送費

が追加で発生し、予算が無駄になる側

面があった。 

このような問題点を改善するため、返

送される通知書は郵便局ですぐに廃棄

(破砕)し、返送情報だけをシステムに送

信して再送するように手順を改善するこ

とで、方式審査官が返送情報を直接入

力する必要がなくなり、審査の集中力を

高めることができ、返送費用も削減でき

るようになった。 

3）年次登録料等の納付案内書の改善 

年次登録納付案内は、権利者が毎年

納付せねばならない年会費を期限内に

納付し望まない形での権利の消滅を防

止できるよう、納付期限を案内する行政

サービスで、郵便、SNS、電子メールな

どで権利者に送付している。 

既存の案内書は、権利者が必ず知っ

ておくべき権利消滅などの重要事項の

効果的な内容伝達に限界があり、入金

口座番号などの誤りが発生する場合も

あり、このような問題点を改善しようとし

た。 

主な改善事項は、納付金額、納付期

限、納付口座などを中央一箇所に大き

な文字で提供し、視認性を高め、権利消

滅に関する注意文言を赤色のデザイン

で強調し、入金専用口座も目立つように

するなど、顧客の利便性増進及び可読

性を向上させた。 

C. 国際出願分野の制度改善 

1）ePCT 全面導入に伴う手続きの整備 

2017 年に開始されたインターネット

Web 出願（ePCT）が 2022 年に全面導入

されるに伴い、その手続きを整備し、既



 

 

存のPCT-SAFE 利用者を対象に変更関

連通知書を送付するなど、出願人の混

乱及びエラー防止に努めた。これにより、

出願人及び代理人が国際出願を容易に

できるようにし、PST の国際出願の増加

に貢献したと思われる。 

2）国際出願活性化のための動画配信 

グローバル時代に国際出願の重要性

が高まっているゆえに、その重要性を知

らせるため国際出願の動画を制作し、

YouTube に配信した。この動画には、海

外知的財産権獲得の必要性、方法及び

国際出願制度のメリットなどを紹介する

ことで、国際出願が活性化され、認識が

拡大されるよう努めた。 

3）国際出願認識基盤の拡大 

出願人に最新の国際出願情報を提供

する目的で PCT、マドリード、ハーグ国

際出願を統合した国際出願ニュースレタ

ーを定期的に発刊・配布した。 

また、国際出願説明会を実施し、国際

出願を計画する個人や企業が実質的な

支援を受けられるようにした。 

さらに、特許顧客相談センターなど実

務者を対象とした国際出願懇談会，地

域企業人の国際出願に関する認識向上

のための国際出願教育の実施などによ

り、国際出願関連の相談人材の専門性

を強化し、地域の国際出願認識を高め

た。 

今後も、より便利な国際出願環境を

整えるため、PCT、マドリード、ハーグ国

際出願に関するタイムリーなコンテンツ

普及、説明会等を実施する。 

 

３．形式審査の品質向上 

産業財産情報局 産業財産出願課 行政事務官 イ・ヨンジュン 

産業財産登録課 電算事務官 ヨ・ウンヨン 

産業財産出願課 行政事務官 キム・サンミン 

出願・登録方式審査の品質向上は、

結果的に迅速かつ正確な知的財産権の

創出を担保する結果につながり、その重

要性はさらに大きい。出願・登録段階の

方式エラーにより書類提出期限を逃した

り、関連手続きが終了するなど、出願人

の立場では公式的な意見開陳の機会も

なく、知的財産権の取得が困難になる

可能性がある。 

よって、このような事例を防止し、方式

審査の信頼性を高めるために、知的財

産権関連制度の改善、方式審査官の力

量強化を通じた専門性改善、通知書及

びシステム改善など、方式審査の品質

向上のため着実に努力している。 

このような努力により、出願・登録方

式審査の平均処理期間は 3 日を超えて

おらず，局提出元も方式審査処理を 6日

以内に維持している。方式審査の精度

も最近 4 年間 99.9％以上を達成し、名実

ともに世界最高の迅速かつ正確な方式

審査サービスを提供することで特許庁

の威信を高めた。



 

 

A. 方式の品質向上のための制度改善 

1）内外機関とのコミュニケーション・協力

強化 

裁判所登記所と定期的な会議を開き、

登録審査の主な争点事項について意見

交換等を推進し、特許顧客相談センター

の相談員の顧客に対する相談品質を高

めるために、登録書類の方式審査体験

の機会を提供し、登録手続きの相談業

務に関する理解度向上及び専門性向上

のためのコミュニケーション及び協力を

強化した。 

図Ⅱ-1-5  2022 年大田地方裁判所登

記課との懇談会 

2）通知書及びシステム整備 

補正要求書、無効処分通知書、書類

搬入流通指示書、書類搬入通知書など、

国民に提供する通知書の文言を出願人

の立場で分かりやすく、理解しやすく整

備し、改正法令などを反映して需要者中

心の特許行政サービスを提供した。また、

産業財産権法令の改正事項を出願・登

録関連システムに直ちに反映し、出願

人が誤認・混同しないようにし、今後も

継続的に大衆の立場で通知書及びシス

テムを整備していく予定である。 

B. 方式審査官の専門性向上 

1）出願・登録方式審査研究会の運営 

産業財産権出願・登録業務方式審査

の過程で出願人が間違えやすい、また

は特異なケース、関連規定を綿密に確

認する必要のある資料として残して今後

参考にする必要がある事例などを中心

に研究会を開催し、収集された事例につ

いて問題提起及び処理方案、改善事項

などを議論することで、方式審査の品質

向上と業務の一貫性，継続性を高め、

方式審査の実務に活用した。 

2）方式審査の品質向上のための協業を

実施 

迅速・正確な方式サービスを提供する

ために、パート員間、パート員-上位決

裁者間の期間管理状況をクロスチェック

させることで、担当者不在などによる処

理の遅延を防止し、担当者間で判断が

異なる可能性のある事例について、パ

ート内協議審査を通じてその内容を共

有し、方式審査の一貫性を高める。

表Ⅱ-1-30  協議方式の審査手続き及び管理 

  

合意対称の指定  

 

 

➡ 

担当者間の協議  

 

 

➡ 

処理結果の共有 

担当者間の処理基準が相

違する余地がある案件を

協議対象に指定 

パート員間協議を経て協議

対象の案件を処理 

協議審査案件は今後類似事

例の参考にできるよう活用 



 

 

第 6 節 審査・審判人材の専門性向上に重点を置いた 

教育の強化 
１．概観 

      国際知的財産研修院 教育企画課 技術書記官 キム・ギョンミン 

A. 四つの主要推進戦略  

特許庁国際知的財産研修院は、2022

年に知的財産力量増進のための総合

教育体系を構築するという目標の下、①

知的財産総合力量の培養及び専門性

の強化、②知的財産の普及拡大のため

の教育支援体系の確立、③統合プラット

フォームの構築によるデジタル教育の

活性化、④国際知的財産教育の戦略的

活用の強化など 4 つの戦略を策定して

推進した。 

特に、2022 年は、デジタル転換に対

応し、非対面教育をさらに活性化する一

方、国際訪問交流の再開に伴い、国際

会議場施設を改善するなど、教育特性

を考慮した効率的なコース編成や教育

環境の変化に積極的に対応した教育運

営を通じて、目覚ましい成長を遂げた。

具体的には、受講生数は前年比 29 人も

増加し，年間 4 万人(22 年 54 万人)、平

均教育満足度は 90 点以上を示した。 

B. 知財専門家の養成 

国際知的財産研修院は、来るべきグロ

ーバル知的財産覇権競争に備え、世界

最高の審査・審判サービスの提供をは

じめ、庁内の知的財産全般の力量を強

化するための総合教育課程を運営して

いる。具体的には、急速な技術変化と融

合・複合化のトレンドに対応するため、

二次電池の技術動向などの審査官オー

ダーメイドのコースや、NFT とデジタルコ

ンテンツビジネスなどの新技術教養講

座を運営し、新技術基礎や技術分野別

の産業動向講座を通じて、全体的な産

業トレンドの把握を支援する一方、職員

の法的意識向上のための法律教育を拡

大し、審査官の専門性向上のための証

拠調査教育課程を開設した。また、経

済・産業イシューや政策動向を把握する

ための IP 政策インサイト特別課程を運

営するなど、技術、法制及び政策を包含

する知的財産教育課程の編成・運営を

通じて職員の総合力量を強化しようと努

力した。 

C. 知的財産の普及 

国際知的財産研修院は、審査・審判

人材に対する教育だけでなく、民間'公

共部門知的財産業務従事者の能力向

上のため、他省庁・自治体公務員、企

業・研究所など関連業務従事者の専門

性を高めるための知的財産教育を積極

的に拡大している。 

2022 年には、公共部門の知的財産基

盤強化のため、韓国研究財団、国立保

健研究院など大学・公共機関の研究者

520 人余りを対象に、大学や公共機関を

対象にカスタマイズされた知的財産教育

を実施し、慶尚北道警察庁など犯罪捜

査機関、関係機関実務者及び公務員に

合わせたコースを強化し、科学技術部

産業技術振興協会との協業で中小企業

の競争力強化のための新技術産業動



 

 

向及び対応戦略に合わせた実務教育を

運営するなど、公共民間部門の知的財

産基盤構築のための教育課程の発掘と

関係機関との教育協力をさらに拡大して

いる。 

D. デジタル教育の拡大 

また、研修院は、国民向け知的財産

力量涵養のため、デジタル環境を基盤

にカスタマイズされた学習を支援する知

的財産スマート教育を通じた知的財産

の普及に着実に取り組んでおり、2022

年には国民誰もが知的財産教育を受け

ることができるモバイル学習環境を構築

し、従来分離運営されているシステム統

合及び AI とビッグデータ基盤の知能型

学習システム開発を主な骨子とする知

的財産デジタル教育統合プラットフォー

ムの構築を推進し、今後、デジタル知的

財産教育サービスの質を一段と高める

ことができると期待される。 

この他にも、小・中・高生を対象にした

デジタルコンテンツやカリキュラム支援

による青少年発明 e-ラーニングなどが

「韓国教育寄付大賞」を受賞し、2015 年

からオンライン遠隔学習を通じて知的財

産学学士を取得できる知的財産学単位

銀行制度を運営し、2022 年には合計 21

科目で 1.1 万人が受講し、143 人の学士

(2021 年 118 名）を輩出する成果を上げ

た。 

E. 国際教育協力の強化 

最後に、国際知的財産研修院は、国

内外の知的財産権教育機関との協力を

強化し、グローバルな知的財産専門家

を養成し、途上国の知的財産専門人材

の育成を支援することで、知的財産先導

国としての国際的な地位をさらに確固た

るものにしている。 

2022 年には、過去 3 年間 WIPO と協

力して推進してきたグローバル知的財

産教育コンテンツである「IP パノラマ 2.0」

の開発を完了し、これを活用して開発途

上国の優秀な IP専門家課程(AICC)及び

発明教員養成課程(TOT)を運営し、教育

対象を審査審判官以外にも知的財産業

務担当者に拡大する一方、オン・オフラ

イン融合教育を実施し、383 名の外国人

教育修了者を輩出した。 

また、国内輸出企業保護のため、韓

国の関税庁と締結して知的財産権教育

を実施し、WIPO 及びオーストラリアと知

的財産教育協力を強化し、サウジアラビ

アなどに国際的な知的財産教育コンテ

ンツの提供を推進するなど、グローバル

教育協力を一層強化した。 

F. 今後の計画 

国際知的財産研修院は、グローバル

技術主導権及び知的財産競争の激化

に伴い、庁の知的財産能力向上のため

の立体的な教育体系を構築し、知的財

産需要者の底辺拡散のための教育体

系を全面的に改善する方針だ。また、開

通した知的財産デジタル教育統合プラッ

トフォームの安定的な運営基盤を整え、

需要者中心のデジタルコンテンツを迅速

に開発・提供することで，安定的な運営

基盤を構築しより簡単かつ迅速に知的

財産教育サービスを提供できるよう努力

する。 

 



 

 

２．実務中心の専門教育課程の運営 

国際知的財産研究院 知的財産教育課 行政事務官 キム・ヒョンシク 

A. 推進背景及び概要 

国際知的財産研修院は、デジタル経

済をリードする知的財産人材の育成を

目指し、世界最高水準の質の高い審

査・審判サービスを提供するため、多様

な実務中心の教育課程を運営している。

審査官の経歴別にカスタマイズされた昇

級課程，知的財産法制度及び審査官の

法律専門教育など、実務中心の教育課

程を運営することで、審査・審判人材の

育成を支援する。 

B. 推進内容及び成果 

基本必須教育である新規審査官、選

任・責任審査官昇級及び審判官候補者

課程を経歴に合わせてレベル別・段階

別に運営し、各分野別(商標・意匠、機

械、化学、電気分野)に審査関連の主要

争点及び審決・判例研究・分析など実務

中心の教育を通じて審査'審判専門人材

を養成しており、審査'審判官の問題解

決能力向上のために事例中心の教育を

行っている。 

その他、権利別・技術分野別審査事

例及び審決判例研究、先行技術調査教

育など多様な教育課程を通じて基礎か

ら深化までレベル別の問題解決能力及

び審査ノウハウ教育を実施して教育の

質を向上させるために努力している。 

また、審査・審判官の法律専門性向

上のために民法など主要法律科目の教

育拡大と審判の専門性向上のために証

拠調査教育課程を開設し、証人尋問技

法、現場検証の進行過程、事例を通じ

た証拠採用の可否など様々な訴訟実務

教育を強化しており、商標法及び特許

法の教育（上・下）と、争点と事例課程に

拡大して、知的財産関連法律及び制度

教育における専門性を大幅に向上させ、

既存の海外特許制度の理解課程を海

外主要国別(米国、欧州、中国、日本)の

特許法、制度及び事例、判例の深化教

育に細分化し、法改正事項、国際協定

灯台、内外環境変化に対応した海外知

的財産権コアリーダー育成のための関

連専門教育に拡大した。 

それだけでなく、審査・審判官等級別

教育課程の専門化・細分化、知的財産

法律教育の細分化など、総合的な能力

開発のための教育体系を構築すると同

時に、新規審査官、審査官昇級課程とし

て特許技術の価値評価方法、IP 金融、

創業投資などの事業化手続きを学習す

る「技術取引と IP 価値評価科目」を含め、

海外主要国の特許侵害事例などを学習

し、韓国と比較分析する「海外知的財産

権侵害事例研究科目」を追加して知的

財産政策の理解度を向上させ、デジタ

ル経済時代における我が国の主な知的

財産政策への理解と共有を図り、質の

高い審査・審判サービスを提供する上で

重要な基盤となった。



 

 

表Ⅱ-1-31  教育訓練の現況（2022 年実績）        （単位：日，人）

 

 

課程名 教育日数 修了人員 

基本 

課程 

第 4 期 選任審査官 昇給（技術） 7 46 

第 4 期 選任審査官 昇給（行政） 7 27 

第 1 期 審判官 証拠調査教育 1 31 

第 4 期 責任審査官 昇給（技術） 7 38 

第 10 期 審査指導（技術） 1 71 

第 4 期 審判官 候補者（技術） 5 41 

第 55 期 新規審査官 課程（行政） 17 22 

第 55 期 新規審査官 課程（技術） 17 46 

第 2 期 審判官 方角専門教育 3 81 

専門 

教育 

第 18 期 民法の理解（総則） 5 187 

第 10 期 著作権法の理解 3 174 

第 26 期 特許法 理論（上） 5 175 

第 18 期 民法の理解（物権） 3 95 

第 3 期 欧州の特許制度 2 55 

第 4 期 米国の特許制度 2 71 

第 23 期 商標法 理論（上） 5 132 

第 3 期 中国，日本の特許制度 2 62 

第 26 期 特許法 理論（下） 5 132 

第 5 期 海外の商標・意匠制度（商標） 1 28 

第 5 期 海外の商標・意匠制度（意匠） 1 22 

第 17 期 意匠保護法（理論） 5 103 

第 18 期 民法の理解（債権） 3 84 

第 10 期 不正競争防止及び営業秘密保護法（理論） 3 42 

第 23 期 商標法 理論（下） 5 42 

第 17 期 意匠保護法（争点と事例） 3 75 

第 18 期 民事訴訟法 理論 5 111 

第 5 期 不正競争防止及び営業秘密保護法（争点と事例） 3 62 

第 18 期 民事訴訟法（争点と事例） 3 85 

第 26 期 特許法（争点と事例） 3 106 

第 23 期 商標法（争点と事例） 3 80 



 

 

 

 

C. 評価及び発展方向 

審査・審判官に対する経歴別カスタマ

イズ教育、知的財産法・制度及び審判

官の法律専門教育などを通じて、審査・

審判人材の専門性と実務能力を強化し、

現業適用度を高め、審査・審判の質的

向上に貢献している。 

2023 年には、教育需要調査を反映し、

特許請求の範囲解釈要領及び事例教

育、出願書及び明細書作成実習教育な

ど審査実務中心の教育課程の運営を通

じて業務効率を高めるため、様々な教

育課程を開設する計画であり、職員の

法的認識を高めるため、知的財産権関

連法律教育及び審判専門性向上のた

めの証拠調査関連教育課程の期間を

拡大するなど、法・制度教育も強化する

計画である。 

また、知的財産の創出・活用・保護に

関する教育・訓練を強化し、知的財産生

態系全般にわたるバランスの取れた政

策力量の向上を通じたマクロ的な目線

の審査・審判官の養成に努める。 

 

 

 

 

 

 

課程名 教育日数 修了人員 

職務 

教育 

第 3 期 審査事例研究（商標） 1 39 

第 13 期 審査事例研究（基礎，技術） 2 83 

第 3 期 審査事例研究（意匠） 1 25 

第 12 期 新規公務員課程 5 41 

第 18 期 先行技術調査（電気） 2 37 

第 18 期 先行技術調査（化学） 2 32 

第 18 期 先行技術調査（機械） 2 26 

第 13 期 審査事例研究（深化，技術） 2 196 

第 5 期 特許・実用新案審査基準ハンドブック読解（上） 3 58 

第 3 期 IP-R&D 及び特許ビッグデータ分析戦略 2 69 

第 13 期 新規公務員課程 5 46 

第 22 期 審決・判例研究（行政） 2 37 

第 23 期 審決・判例研究（技術） 3 32 

第 5 期 特許・実用新案審査基準ハンドブック読解（下） 3 99 

第 2 期 周知の符合事例研究 1 75 

合計  171 3,221 



 

 

 

第 1 節 特許・実用新案分野 

１．概観 

特許審査企画局 特許制度課 技術書記官 ミョン・デグン 

人工知能、ビッグデータ、6G 通信など

の新技術が様々な業種間の融合・複合

化を通じて新たな産業と付加価値を創

出するデジタル大転換時代をリードして

いる。デジタル大転換時代には、情報通

信技術(ITC)を基盤に異分野の技術が

融合して新たな価値が生み出されてお

り、このような変化に伴い、知的財産に

も画期的な変化が現れている。 

特にデータを基盤とする人工知能技

術は、韓国社会の各分野で様々な変化

をもたらし、伝統的な特許制度の変化を

要求している。最近では、人工知能が自

ら新しい発明をしたという特許出願も出

現し、人工知能を発明者として保護すべ

きかどうかの議論も活発に展開されてい

る。特許庁はこのような需要に合わせ、

関連産業界と緊密に協力し、新たに発

展する新技術に対して適切な制度を改

善するために継続的に努力している。 

まず、特許庁は、人工知能技術の急

速な発展に対応して、人工知能を発明

者として認めるかどうかについて、国内・

外の様々な専門家の意見を収集した。

具体的には、国内の産業界、学界、法

曹界の専門家で構成された人工知能協

議会を発足し、人工知能を発明者として

保護すべきか否か、人工知能を発明者

として保護することが我が国の技術競争

力を強化できるのかなどについて多様

な議論を行った。それだけではなく、ドイ

ツ、英国、フランス特許庁を含む世界知

的財産機構(WIPO)と人工知能を発明者

として保護することに関連し、国際的に

制度が調和できる方案などについて議

論をけん引した。 

また、半導体などの先端技術とコロナ

ワクチン、治療薬など国民保健に重要な

技術について、新規の特許取得が可能

なように優先審査を実施した。さらに、微

生物の寄託と遺伝子配列リストに関して、

国際的な基準に合わせて特許出願，審

査手続きを整えた。

 

 

第２章 

環境変化に応じた知財権制度の運営 



 

 

一方、高度な集中力を必要とする特許

審査業務の特性を反映して、午前、午

後の特定時間帯を集中審査時間帯に指

定し、定められた時間内に最大限の審

査品質を確保できるようにし、外部から

の特許顧客に対する電話応対を、審査

課別代表電話を通じて対応するようにし、

事前に審査履歴を検討することで、顧客

への充実した回答ができるようにするだ

けでなく、審査業務の集中度を向上させ

るための新たなコンセプトの顧客対応制

度を導入した。 

それだけでなく、2022 年に施行された

「公職者の利害衝突防止法」制度に対

応して、初の民間出身特許庁長の誕生

だけではなく、様々な専門家が採用され

る審査官の民間経歴による利害衝突の

状況を根本的に遮断し、公正な審査環

境が定着することを期待する。

 

２. デジタル新産業分野の先導のための特許制度の改善 

特許審査企画局 特許制度課 工業事務官 イ・ドンファン 

施設事務官ハン・ジソン 

工業事務官イ・スハン

 

A. 推進背景及び概要 

人工知能、モノのインターネット、ビッ

グデータなどの新技術が様々な技術分

野と融合・複合化され、デジタル転換を

主導している。これにより、デジタル転換

を主導する産業を支援するため、新技

術に合わせた特許制度を改善する必要

性が増大し続けている。 

近年、チャット GTP などによって AI の

技術は急速に発展している。AI が音楽、

美術などの著作物を自ら生成する場合

もあるだけでなく、特許分野でも AI が発

明をしたという事例が出現している。こ

のような傾向に対応して、AI を発明者と

して認めることができるかどうかについ

て、国内専門家及び主要国特許庁との

議論を継続している。 

AI 技術だけでなく、最近、半導体など

の先端技術に対する世界的な競争が加

速している状況で迅速な審査サービス

を提供するための優先審査の適用対象

を半導体など国家先端技術に拡大し、

デジタル転換を支援している。 

新型コロナは、全世界的にデジタル

転換が加速するなど大きな影響を及ぼ

し、知的財産行政と法制度も例外ではな

かった。これに伴い、特許法制度におい

ても、国家的な災害に対応する体制を

構築するため、災害の克服に関連する

新型コロナワクチン、治療薬技術を迅速

に審査できるように優先審査制度を改

編した。 

また、微生物寄託に関する情報がオ

ンラインで共有されており、それに対す

る証明書類の提出を省略できるように

手続きを簡素化した。そして、国際知的

財産機構(WIPO)が変更した配列リスト

標準に合わせて、特許庁に提出する遺

伝子配列リストを国際標準に一致するよ

うに変更した。 



 

 

B. 推進内容及び成果 

1）人工知能（AI）による発明の知的財産

政策からの検討 

AI 技術の急速な発展に伴い、発明の

過程でも AI の活用が増加している。また、

AI が創作に貢献した発明について、AI

を発明者として認めることができるが、

その発明は誰に権利が与えられるべき

かなど、知的財産面での議論が世界中

で活発に行われている。 

●AI 発明者問題などの議論状況 

特許庁は 2021 年から AI 発明専門家

協議会を設置し、2021 年以降を運営し、

学界・法曹界・産業界など様々な分野か

らまた、国際的にも、米国、EPO、中国、

英国などが参加した先進 7 カ国国際カン

ファレンスの開催や主要国特許庁との

二国間協力を通じて、各国での議論事

項を共有し、AI の知的財産政策に対す

る共通の方向性を設定するために努力

している。 

様々な議論を通じて、主要国は、AI 知

的財産政策の確立には国際的な調和

が最も重要であることに合意し、今後、

各国での議論を共有し、WIPO、IP5、両

者会議など様々な国際的なチャンネル

を通じて緊密に協力していくことに合意

した。 

●特許庁の主な活動及び成果 

2022.3 月には、AI 発明専門家協議会

で議論された事項、政策研究結果及び

国際会議を通じた各国の検討内容など

を集約して「人工知能と知的財産白書」

を発刊し、この白書は韓国内だけでなく

海外の知的財産専門家の大きな関心を

呼び起こした。また、オーストラリアなど

外国の特許庁と国家知的財産委員会、

産業通商資源部、科学技術情報通信部

など AI 関係省庁からも原文資料の共有

を要請されるなど、AI に関連する知的財

産問題について最も豊富で洗練された

情報を提供する最初の事例となった。 

2022.9 月には、WIPO が主管する「知

的財産と AI」フォーラムで、AI 発明者に

関連する国内外の専門家の議論及び白

書発刊内容などをテーマに発表し、国際

的な議論をリードし、2022.12 月にはドイ

ツ、フランス、英国など知的財産先進国

の特許庁との高官級会議を通じて、各

国の AI 発明者認定可否に対する見解

及び今後の政策方向などを共有し、緊

密に協力することに合意した。 

●AI 発明者の記載事例 

2019 年からアメリカのテイラー博士は、

AI が人の介入なしに自ら発明したと主

張し、発明者を AI である DABUS と記載

し、韓国を含む世界 16 カ国に特許出願

した。これは、AI の発明者を認めるかど

うかについての国際的な議論を引き起

こすきっかけとなった。 

これに対し、特許庁は、米国、英国な

どほとんどの国での決定と同様に、現行

特許法では人間のみが発明者と認めら

れるため、発明者を自然人として記載す

べきであるという補正命令〈'22 年 2 月）

を出した。これに対応して、出願人は、AI

の DABUS として記載された発明者を自

然人に補正しなかったので、特許庁は

当該出願を 2022 月 9 月に最終無効処

分した。その後、出願人はこれに不服し

て 2022 年 12 月に行政訴訟を提起し、現

在、裁判所で係争中である。 



 

 

一方、国際的にも、2021 月 7 月に AI

も発明者になれるとしたオーストラリア

の 1 審裁判所の判決は、2 審裁判所で

自然人のみが発明者と認められるとい

う理由により全会一致で破棄（2022 月 4

月）され、2022 月 11 月に最高裁で判決

が確定した。続いて、米国、ドイツ、英国

等でも発明者は自然人しか認められず、

AI を発明者として記載できないという判

決が下され、最後に最高裁の判断を待

っている。 

2）半導体など先端技術の優先審査 

世界的な技術覇権競争が激化する中、

韓国企業の国際競争力を強化するため、

国民経済及び国家競争力強化に重要な

先端技術について優先審査を支援でき

るように特許法施行令を改正(施行)した。 

改正された施行令は、多様な先端技

術への拡大を迅速に行えるよう、特許庁

長官が優先審査対象を職権で指定・公

告する方式を適用したもので、全省庁的

な支援が急務である半導体分野から先

に優先審査対象に指定した。 

これにより、韓国企業や大学及び公

共研究開発機関などが迅速かつ正確な

審査を通じて半導体関連技術に対する

特許を確保することで、デジタル転換に

優位に立つことができると期待される。

今後も国家的に重要な他の先端技術分

野にも優先審査対象が拡大されるよう

努力する予定である。 

3）コロナワクチン・治療薬の優先審査 

災害関連出願を優先審査対象に追加

する特許法('21.6.23 施行)の改正事項を

反映して特許法施行令を改正し、「感染

症の予防及び管理に関する法律」上の

医療'防疫物品又は「災害及び安全管理

基本法」上の災害安全製品に直接関連

する出願を優先審査対象に含めた。 

これとともに、新型コロナのような緊急

事態に柔軟かつ迅速に対応できるよう、

特許庁長官が優先審査対象を職権で指

定し、公告する制度を導入し、当該優先

審査職権指定制度の最初の活用事例と

して、国内コロナワクチンの開発と生産

技術について優先審査対象に指定した。 

これは、韓米首脳会談で合意された

「韓米グローバルワクチンパートナーシ

ップ」のフォローアップの一環として，

2022 月 6 月にはコロナワクチンに加え、

治療剤の開発と生産技術を追加指定し、

国内コロナワクチンの治療剤を開発・生

産、または臨床を進行中の企業の優先

審査を支援しており、国産コロナワクチ

ンの治療剤の開発と国内生産の拡大を

通じてグローバルワクチンハブに飛躍し、

コロナ克服に貢献することが期待される。 

4）微生物寄託及び出願手続の簡素化 

微生物寄託制度とは、微生物関連発

明を出願するときに当該微生物を寄託

機関に寄託して第三者が分譲を受けて

容易に実施できるようにする制度をいう。

出願人は出願時に寄託機関から「微生

物寄託事実証明書類」を発行してもらい、

出願書に添付しなければならないため、

その手続きが面倒であり，寄託証明書

を発行してもらうのにも機関ごとに約1～

3 週間かかるため、出願が遅れるという

問題があった。 

 



 

 

ところが、2022 年に特許庁と微生物

寄託機関間のオンライン情報共有が可

能になったため、特許庁は微生物寄託

事実証明書の提出を省略できるように

施行規則を整備した。 

これにより、微生物関連発明の出願

手続きが簡素化され、微生物寄託機関

と連携した業務効率も向上することが期

待される。 

5）配列リスト国際標準の適用 

最近、バイオテクノロジー分野の特許

に必須の配列リスト(遺伝子を構成する

核酸塩基の配列順序情報を含むもの)

の国際標準が 2022 年 7 月 1 日から変

更され、施行された。この変化により、国

内規定の整備が必要となった。 

世界知的財産権機構（WIPO）は、以

前から配列リストの作成標準例（ST.25、

以下、「既存標準」）を告示してきたが、

既存標準は共通の形式と構造ではなく、

テキスト形式で提出され、データベース

化が困難であった。このため、情報損失

と詳細検索の限界が発生し、発明者、

発明名称、配列の詳細による検索が不

可能であった。各国の特許庁は異なる

基準で配列リストを作成し、交換及び入

力が難しく、世界の主要な配列情報デ

ータベースとの互換性も低かった。この

ような問題により、遺伝子関連特許出願

の配列リストが公開されているにもかか

わらず、その内容確認が難しかった。 

このような問題を解決するため、3 つ

の配列情報データセンターは 2010 年か

ら効率的な配列データ共有のために国

際標準の改訂を議論してきた。WIPO 加

盟国は 2017 年の情報化標準委員会第

5 回会議で ST26「XML を用いた核酸基

及びアミノ酸配列リスト提示のための推

奨標準」に基づく配列リスト作成方式を

国内及び国際出願に適用することを決

議した。 

これに伴い、特許庁は、遺伝子配列

の詳細検索に便利な活用などのために、

WIPO 配列リスト標準方式に合わせて、

2022 年 7 月 1 日から遺伝子関連特許出

願に添付される配列リストを世界知的財

産権機構 (WIPO)の新規「ST.26(XTM)」

標準に従って作成するようにする関連特

許法施行規則と告示を改正した。 

ST.26 標準は、明確なファイル形式と

配列リストの作成方法が定義されており、

主要な配列情報データベースとの互換

性が保証されている。既存の規格と比

較して、ST.26 規格は閉じたファイル形

式を使用し、アミノ酸、分岐型配列の線

形部分および核酸塩基類似体を含める

必要がある。 

新配列リスト関連法令の改正により、

電子ファイル形式の配列リストの提出が

要求され、この電子ファイルは明細書の

地位を付与される。 

従来は、遺伝子配列リストを含む特許

出願の際、配列リストのテキストファイル

を提出し、特許明細書にも配列リストを

記載せねばならなかった。 

しかし、今回の改正により、配列リスト

を添付しなければならない特許出願で

は、⑴WIPO 標準の ST.26 で作成、また

は⑵WIPO が提供する配列リスト作成ソ

フトを使用して作成された配列リストの

電子ファイルを特許出願書に添付しなけ

ればならない。 



 

 

このように添付の配列目録は、明細

書に記載されたものとみなされ、明細書

に配列リストを重複して記載する必要は

ない。 

出願書に XML 形態の配列リストの電

子ファイルを添付しなかった場合、ある

いは、添付したにもかかわらず ST.26 規

格に準拠していない場合には、補正命

令が出される。配列リストの電子ファイ

ルは、明細書の「発明の説明」部分に記

載されたものとみなされるため、配列リ

スト電子ファイルに対する補正も明細書

の補正と同様に、新規事項が追加され

ない範囲内でのみ可能である。 

この規定は、核酸基又はアミノ酸配列

リストを含む特許出願のうち、2022 年 7

月 1 日以降に提出された出願に適用さ

れる。 

C. 評価及び発展方向 

AI が創作に貢献した発明に関連する

知的財産の問題について先んじて迅速

かつ豊富に検討し、深い内容を盛り込

んだ白書を初めて発刊することができた。

これを基に、WIPO、 IP5 などの国際会

議で、韓国が AI 関連の知的財産政策を

リードし、主要国の信頼を得られる礎を

作ることができたと評価できる。AI と関

連した知財イシューは、国際的に論議中

であり、各国の最高裁判所での判断も

2023 年に予定されているので、進行状

況を綿密に調べ、主要国との協力も強

化し、国際的に調和すると同時に、韓国

の都市技術発展に役立つ方向に関連

知的財産制度を確立していく計画である。 

優先審査制度は、緊急処理の必要性

がある出願に対して迅速に審査して特

許権を確保する制度であり、国家間の

技術開発競争が激しい半導体分野、国

民健康維持のために必要なワクチン、

治療薬分野など、技術発展のスピード

が速い新技術分野での迅速な権利創出

のために継続的に支援していく予定で

ある。今後も産業界との緊密な意思疎

通を通じ、新しい技術分野を優先審査

対象に追加し、優先審査制度の趣旨を

最大化できる方向で優先審査制度が発

展することを期待する。 

微生物分野の特許で特別に運営して

いる微生物寄託及び出願手続きの簡素

化で、特許顧客が微生物関連特許を取

得しやすい環境が作られるだけでなく、

微生物寄託機関との業務連携もより活

性化することが期待される。 

新配列リスト関連規定の改正により、

特許出願手続きが簡素化され、配列リ

ストの互換性が改善された。これにより、

遺伝子配列の詳細な検索が可能となり、

標準化された方式で発行される特許公

報の理解度が向上した。このような変化

は、国内外の技術伝播と研究開発にも

大きな助けになると予想される。 

特許庁は、他の WIPO 加盟国とともに

新配列リスト標準を同時に適用し、遺伝

子配列情報の国際的な標準化と明確な

情報公開を積極推進している。このため

に、国際的な協力体制の構築を通じて、

新しい標準を迅速に定着させる努力をし

ている。このような努力により、バイオビ

ッグデータの核心要素である配列情報

をより迅速に提供できるようになり、生

命工学と医療分野の新技術開発及び特

許取得に大きく貢献すると予想される。 

 



 

 

今後も人工知能、半導体などを含む

新技術分野の革新を主導できるよう基

盤となる特許制度を整備していく。 

 

３．公正で信頼される特許審査制度の基盤づくり 

特許審査企画局 特許制度課 技術書記官 ミョン・デグン 

特許審査企画局 特許制度課 技術書記官 ファン・ジュンソク 

 

A. 推進背景及び概要 

特許審査は、審査官が明細書、図面

など提出された書類の内容を把握し、把

握した内容を基に同一または類似の先

行技術が存在するかどうかを検索し、検

索結果などを考慮して、特許法で規定さ

れている新規性、進歩性などの特許要

件に合致するかどうかについて通知書

を作成しなければならないなど、連続的

な思考を要する高度な集中力が要求さ

れる業務である。それにもかかわらず、

特許審査に集中できる環境が不足して

いたのが現実であった。 

また、審査官が特許顧客との電話面

談を行う際に、特許顧客が審査官に直

接電話できるようになっており、審査官

が特許顧客の希望する内容を十分に把

握できない状態で電話面談を行うことに

より、電話面談の充実性が確保できな

いという問題があった。 

よって、特許庁は審査の集中を妨げ

る要因を除くため、午前と午後に分けて

特定の時間帯を集中審査時間と指定し、

審査課ごとに事務運営主務官または実

務官の電話を代表電話に指定し、外部

顧客の電話を代表電話で受信するよう

電話応対体系を改編した。 

一方、公職者の公正で清廉な職務遂

行を目的とする「公職者の利害衝突防

止法」が 2022 年 5 月 20 日から施行され

た。2022 年には、初めて民間の専門家

が特許庁長に任命され、特許庁長の利

害衝突防止措置が必要な状況であった。

また、特許庁の業務特性上、民間の専

門家が採用されて審査業務を行う審査

官を対象に、利害衝突防止についての

対策が急務であった。 

これに対応して、特許庁長が就任前

に遂行した弁理士業務と利害の衝突が

発生しないように徹底した措置を講じ、

審査官が公正な審査業務を遂行するこ

とを阻害する恐れがある利害の衝突状

況を事前に予防・管理することで、特許

審査業務に対する国民の信頼をさらに

確保できるようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. 推進内容及び成果 

1）集中審査時間制の導入及び外部電

話応対体系の改編 

まず、特許庁は、会議、報告などを極

力控えて審査の妨げにならないように、

午前 9 時 30 分から 11 時まで、午後 2 時

から 4 時までを集中審査時間として指定

した。集中審査時間制の円滑な定着の

ため、特許庁の全部門に集中審査時間

の開始と終了時間を知らせる案内放送

を実施した。 

次に、審査課別の代表電話で外部電

話応対ができるように「電話応対ガイド

ライン」を代表電話応対者に配布し、意

見提出通知書とホームページに表示さ

れる連絡先を代表電話番号に一括変更

した。 

代表電話応対者は、外部顧客の電話

番号と問い合わせ事項を所定のメモ用

紙に記録して審査官に伝達し、審査官

はそのメモ内容を確認し、出願履歴、技

術内容等を十分に検討した上で外部顧

客に回答するように電話応対手順を改

編した。さらに、代表電話応対者は、特

許顧客が電話応答を希望する時間帯を

メモすることにより、審査官と特許顧客

間の電話接続が円滑に行われるように

した。 

集中審査時間制と外部電話応対の改

編の施行と同時に、弁理士と出願人を

対象に政策顧客サービス(PCRM)メール

を送信し、改編された制度が早期に定

着するよう詳細に案内した。また、特許

庁のホームページを通じて制度施行を

案内することで、新しい制度施行による

混乱を最小化するよう努めた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ホームページ代表電話案内画面＞ 

紹介 

テーブル、椅子、ベッド、衛生設備、玩具、ブロック、帽子、帽子、靴、バッグ、体操器具、運動器具な

どの特許・実用新案に関する審査 

 

スタッフ案内 

所属/部署 氏名 代表電話番号 担当業務 

生活用品審査課 ᄋᄋᄋᄋ 042-481-5109 総括/課長 

生活用品審査課 ᄋᄋᄋᄋ 042-481-5109 審査/チームリーダー 

生活用品審査課 ᄋᄋᄋᄋ 042-481-5109 審査/チームリーダー 

生活用品審査課 ᄋᄋᄋᄋ 042-481-5109 審査/チームリーダー 

生活用品審査課 ᄋᄋᄋᄋ 042-481-5109 審査 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2） 特許庁の利害衝突防止に関する措

置 

公職者の公正で清廉な職務遂行を目

的とする「公職者の利害衝突防止法」が

2022 年 5 月 20 日から施行された。これ

により、初の民間出身者として任命され

た特許庁長官の利害関係を防ぐため、

就任と同時に、従来勤務していた特許

法人の定款から特許庁長官の名義を削

除し、使用していた弁理士コードを無効

状態に切り替えた。 

また、民間経歴者の割合が高い特許

庁審査官（2022 年 12 月末現在、全審査

官のうち 53 人が民間経歴者）が任用前

の勤務先が関連する出願を審査する際

に利害衝突の状況が発生する可能性が

あり、審査処理件数が多い(2022 年 12

月末現在 17 万件余り処理)特許庁の特

殊な状況を考慮しながらも、利害衝突防

止法の趣旨に合致するように特許庁審

査官の利害衝突防止制度を構築した。 

まず、審査官本人の私的利害関係者

は、審査官の任命時等、事前に申告す

るようにし、審査官の家族等と関連する

私的利害関係者は認知した時点で申告

するようにさせることで、特許審査官の

利害衝突状況に対する申告手続きを設

けた。 

そして、私的利害関係者が関連する

出願を審査することになった場合に、利

害衝突のない審査官に審査官を変更し

たり、利害衝突のない審査官と協議審

査を行ったり、当該審査官が当該出願

について引き続き審査を行うか、特許可

否決定段階では必ず上位決裁者の確

認チェックを受けるようにするなど、利害

衝突が発生した出願について公正な審

査業務が遂行されるような措置手順を

設けた。 

また、利害衝突防止担当官である監

査担当官が、利害衝突防止法に規定す

る申告義務に違反する事例を未然に防

止するため、私的利益関係の申告及び

措置の現況を定期的にモニタリングして

いる。 

C. 評価及び発展方向 

集中審査時間制の導入及び外部電

話応対体制の改編により、審査官は決

められた時間内に最大限の審査品質を

確保することができるようになった。 

＜特許庁ホームページを通じた電話対応の改編及び集中審査期間制施行のお知らせ＞ 

 



 

 

また、代表電話応対者は、審査業務

の一部を遂行するという自負心を持ち、

主要国に比べ相対的に不足している審

査人員の一部を代替する効果をもたら

した。特許顧客も自分の特許出願に関

する問い合わせを事前に十分に検討さ

せる過程を経て、審査官から充実した回

答を受けることができるようになった。 

集中審査時間制と代表電話による電

話応対は、従来の審査業務では考えら

れなかった新しい試みであり、導入当初

は初めて試みられたという点で慣れない

点がいくつかあったが、庁内審査課長、

審査官及び事務運営主務官などとの 10

回以上の協議過程を経ただけでなく、出

願人、弁理士など外部特許顧客とも継

続的に制度改善案を議論し、これを制

度整備の過程でフィードバックすること

で、審査官と特許顧客が共に満足でき

る革新的な制度として定着することを期

待している。 

一方、「公職者の利害衝突防止法」の

施行に関しては、民間出身の特許庁長

官だけでなく、特許審査官の利害衝突

防止制度を運用することで、私的な利害

関係によって特許審査業務の公平性が

阻害される可能性がある状況を未然に

防ぎ得ると期待している。 

第 2 節 商標・意匠分野 

１．出願人の利便性向上及び審査の質向上のための商標制度の改善 

 

商標意匠審査局 商標審査政策課 行政事務官キム・ワンゴン 

行政事務官 ユ・ジソン 

行政事務官 チョン・ムチョル 

A.推進背景及び概要 

1）商標権保護の強化 

伝統的な商標の使用は、実物のある

商品に商標を付ける形であったが、デジ

タル化時代を迎え、商品の使用形態や

侵害のタイプが多様化している。インタ

ーネットとデジタル機器の使用が普遍化

され、商標の使用空間がメタバースとい

う仮想空間へと拡大している。このよう

なサイバー空間において、様々なデジタ

ル商品、仮想商品が流通しており、直接

実物商品の所有権が移転することなく、

プログラムの購読、アップロード、ダウン

ロード方式など電子的な形の商標「使用」

が増えている。 

このような取引市場の変化を反映して、

絵文字、コンピュータ・ソフトウェア・プロ

グラム等のデジタル商品の流通行為を

商標の「使用」に含めることで、不使用

取消審判や侵害訴訟等において商標の

「使用」の概念に関する不明確さを減ら

す必要性が提起された。 

 

 

 

 



 

 

2）出願人・権利者の利益保護及び便

宜の増進 

商標登録出願に対する審査の際，商

標登録出願の一部商品のみに拒絶理

由があっても商標登録出願の全部を拒

絶し、出願人は分割出願、商品削除補

正をしなければ拒絶理由のない指定商

品を登録することができず、商標制度の

理解が不足している個人・中小企業出

願人などが商標登録を受けることが困

難であるため、米国・欧州などのように

部分拒絶制度を導入する必要性が提起

された。 

これとともに、出願商標が他人の先登

録商標と同一・類似であって商標登録の

拒絶理由がある場合でも、先登録商標

の商標権者が後出願商標の登録に同

意すれば商標登録を受けることができる

「商標共存同意制」を導入し、商標使用

を活性化し、商標権紛争を事前に防止

すべきだという指摘があった。 

B. 商標法改正 

1）出願人等の便宜提供及び権利の増

進（法律第 18502 号、2022.4.20 施行) 

a)出願人の権利回復要件の緩和 

商標出願人の権利が疎明できる状況

で、その例外事由を「責任が負えない事

由」から「正当な理由」に緩和した。 

b)拒絶決定に対する審判請求期間の

延長 

審査官の拒絶決定及び補正却下決

定に対する不服審判期間を拒絶決定等

の謄本を送達された日から 30 日から 3

ヶ月に延長した。 

c)分割出願時の優先権主張の自動

認定 

優先権主張をした出願を分割出願す

る場合原出願の優先権主張を別途表示

しなくても、分割出願でも自動的に認め

られるようにした。 

d)権利移転等に伴う共有者の通例使

用権保護 

商標権が競売等により移転、共有の

商標権を分割請求した場合に、商標権

者又は持分を喪失した共有者が商標を

使用していた時は、通常使用権を付与

するようにするが、正当な使用料を支払

うようにした。 

e)職権再審査制度の導入 

登録決定された商標登録出願が設定

登録される前に審査官が明らかな拒絶

理由を発見した場合、登録決定を取り消

し、再審査することができるようにした。 

2) 商標権使用タイプの拡大（法律第

18817 号、2022.8.4 施行)。 

既存の商標の「使用」は、通常の商品

の占有、移転を前提とした譲渡、引渡し

などに限定されており、オンライン上で

提供されるデジタル商品（「ソフトウェア」、

「コンピュータプログラム」、「電子書籍」、

「絵文字」等）の流通行為には不適当で

あった。これらの問題を解消するため、

「商標が表示されたものを電気通信回

線を通じて提供する行為、またはこれを

目的として展示、輸入、輸出する行為」

を商標法上の商標の「使用」に含めるよ

うに商標法を改正した。 

 



 

 

3)部分拒絶制度及び再審査請求制度

の導入(法律第 18817 号、W022 年 2 月

2 日公布、2023 年 5 月 4 日施行) 

a)部分拒絶制度の導入 

商標登録出願の一部指定商品のみ

に拒絶理由がある場合、分割出願また

は商品補正など出願人が別途対応しな

くても、拒絶理由のない指定商品は登録

できるように制度を改善した。 

b) 再審査請求の導入 

商標登録の拒絶決定後、商品補正な

どで拒絶理由を簡単に解消できる場合、

審判手続以外に審査官に再審査を請求

して拒絶理由を解消することができるよ

うになった。 

4)商標共存同意制の導入を推進 

商標共存同意制度は、商標登録出願

された商標が先登録商標と類似してい

るため、商標登録の拒絶理由がある場

合に、出願人が先行商標権者が作成し

た共存同意書を提出すると、これを後出

願上の標章の登録可否の決定に積極

的に反映させる制度である。 

現行の商標法及び最高裁判例(最高

裁 1998.5,29. 宣告 97 フ 1450 など)によ

れば、出願人が先登録権者の同意を得

て審査官に共存同意書を提出しても、

商標登録の拒絶理由を解消したとは見

なされない。 

しかし、実務では、先登録商標権者と

後登録商標権者の間で出願人間の商

標権または出願を相互譲渡する迂回的

な手続きで拒絶理由を解消しているた

め、商標共存同意制を導入して審査過

程で実際の取引社会の事情を考慮でき

るようにし、出願人が迂回的な手続きで

商標を登録する不便を解消する一方、

不必要な商標権紛争を防止すべきだと

いう国内外の商標使用者の要求が続い

てきた。 

これにより、特許庁は、商標共存同意

制導入のために海外の制度導入状況、

運営実態等を調査し、共存同意制導入

に関連する争点事項を分析するなど研

究を進め、現行の商標制度と調和する

商標法改正案を作成した。 

C. 商標審査基準の改正(特許庁例規第

130 号、2023.2.4.改正、2023.2.4.施行」) 

1) 部分拒絶制度手続きの準備 

改 正 商 標 法 ( 法 律 第 18817 号 、

2022.2.3公布、2023.2.4施行)が施行され

たことに伴い、部分拒絶に関連する詳細

な手続を設けた。審査官は、意見提出

通知時に部分拒絶決定の趣旨を作成し、

拒絶決定時にその対象となる指定商品

を記載して拒絶決定しなければならず、

部分拒絶決定が確定した日から 1 ヶ月

以内に拒絶理由がない残りの指定商品

に対する審査を行うようにした。 

2) 再審査請求手続きの整備 

出願人が指定商品の補正などで拒絶

理由を簡単に解消できる場合，拒絶決

定の謄本を送達された日から 3 ヶ月以

内に補正書を通じて再審査を請求でき

るようにした。審査官は、再審査請求期

間が経過した後、1 ヶ月以内に補正を承

認または却下し、以後は一般審査手続

きと同様に審査するようにした。 

 



 

 

3)韓-EU FTA により保護される地理的

表示リストの拡大 

第 10 回韓・EU 貿易委員会決定（2022

年 11 月）に基づき、韓国で保護される

EU の地理的表示リスト 44 件を追加した。

一方、EU で保護される韓国の地理的表

示リストは 41 件（高麗黒参、完島苔など）

が追加された。 

D.商品分類制度の改善 

1)仮想商品審査ガイドラインの策定 

仮想世界に関する産業が活性化され、

関連出願が増加するにつれ、仮想商品

には別途の類似群コードを付与し、仮想

商品分類体系の基盤を構築した。また、

包括名称である「仮想商品」自体は不認

定とし、これを具体的な現実商品と組み

合わせた場合に商品名称として認めた。

一方、仮想商品と現実商品は非類似と

推定するが、著名な商標などは出所の

誤認・混同を考慮して類似比較するよう

にし、現実と非類似の仮想商品間には

非類似と推定し、商品の特性に応じて個

別に判断するよう指針を設けた。 

2) 新規商品関連告示名称等の整備 

新規商品名称を指定商品とする商標

出願の増加により発生する商品審査の

一貫性低下の解消及び商品審査の正

確性を向上させるため、告示名称の整

備及び類似商品審査基準を整備した(特

許庁例規第 128 号、2022.12.27.改正、

2023.1.1.施行)。 

E. 評価及び発展方向 

2022 年の商標法改正により、オンライ

ン上のデジタル商品流通行為を商標使

用類型に含め、デジタル環境の変化を

反映する一方、権利回復要件の緩和，

拒絶決定不服審判等の請求期間の延

長、部分拒絶制度と再審査請求制度等

の導入により、個人・中小企業出願人が

商標権を確保するのに役立つと期待さ

れる。 

そのほか、部分拒絶、再審査請求な

ど商標登録及び出願手続きに関する審

査基準をより具体化し、新しい商品名称

を反映するなど，審査基準を整備して審

査の一貫性を高め、出願人の権利確保

に貢献する予定である。 

2023 年には、当事者間の契約による

無償商標使用の拡大及び紛争の事前

予防のための商標共存同意制導入のた

めの商標法改正を推進する一方、商標

登録料返還対象の拡大、マドリード国際

商標登録出願への分割出願の導入など、

出願人の利便性向上及び権利向上の

ための制度改善を引き続き推進する。 

 

 

  



 

 

２. 意匠の規制緩和及び保護強化のための意匠制度の改善 

商標意匠審査局 意匠審査政策課 行政事務官 ソン・ユンソプ 

施設事務官 キム・ジフン 

 

A. 推進背景及び概要 

意匠権保護は、企業だけでなく、国家

経済面でも重要性が高まっている。この

ような経済・社会的変化により、企業は

革新的な意匠、創造的なブランドイメー

ジなど差別化された意匠戦略で企業の

競争力を高めている。また、デジタル転

換により新技術を活用した画像意匠が

登場している。 

これに伴い、特許庁は意匠の創作を

奨励し、産業発展に貢献できるように意

匠制度の改善を推進している。2014.7.1

意匠保護法前部改正を通じて意匠の創

作性要件を強化し、新規性喪失の例外

主張手続きを改善する一方、複数意匠

登録出願要件を大幅に改善した。また、

ハーグ協定に基づく国際意匠出願制度

を導入し、従来の類似意匠を廃止し、関

連意匠制度を導入する一方、意匠の存

続期間も 20 年に延長した。 

そして 2017 年度には意匠保護法のう

ち新規性喪失の例外主張期間及び時期

を拡大し、2019 年度には社会的弱者の

知的財産権保護強化のため、低所得者、

障害者、青年創業者などに意匠審判を

無料で支援する意匠審判国選代理人制

度を施行した。2020 年には、故意の侵

害の場合、損害として認められた金額の

3 倍まで賠償する懲罰的損害賠償制度

を導入し、施行規則を改正して意匠図面

の提出要件を大幅に緩和した。 

2021 年度には画像意匠の定義規定

を新設し、電気通信回線を通じた方法で

提供する行為なども意匠の実施行為に

含めることで、物品から独立した様々な

形態の画像（機器の操作または機能発

揮）意匠自体を保護できるようにする一

方、一揃いの物品の部分意匠も導入し

た。 

B. 意匠保護法令の改正内容 

1）不合理な手数料制度の改善(法律第

18404 号、2022 年 2 月 18 日施行) 

国家的な災害状況が発生した場合、

登録料などを免除できる根拠規定がなく、

不当な方法で手数料を減免を受ける事

例が発生するなど、手数料制度に不合

理が存在した。 

これにより、特別災害時には登録料

等を減免できる根拠を設け、不当に減

免された手数料等については追徴する

と同時に、減免特典を一定期間に制限

するなど、不合理な手数料規定を改善し

た。 

 

 

 

 

 

 



 

 

2）出願人(権利者)の利便性向上及び権

利保護の強化(法律第 18500 号、2022

年 4.20 施行) 

a)出願手続の無効処分の取消し及び

意匠人権の回復要件の緩和 

出願手続の無効処分の取り消し及び

登録料の追加納付又は保全による意匠

権の回復などの要件が主要国に比べて

厳格であり、「責任を負えない事由」から

「正当な事由」に緩和した。 

b) 再審査請求期間及び補正期間の

拡大 

再審査請求期間を 30 日から 3 ヶ月に

延長して、再審査請求による出願の補

正の時期を「再審査を請求した時」から

「再審査請求期間」に拡大し、十分な準

備期間及び補正の機会を提供した。 

c)拒絶決定等に対する審判請求期間

の延長 

拒絶決定及び登録取消決定、補正却

下決定に対する審判請求期間を 30 日

から 3 ヶ月に延長し、審判請求のための

準備期間を拡大した。 

d)登録決定後の職権再審査制度の

導入 

意匠登録決定後、設定登録までの間

に審査官が明らかな拒絶理由を発見し

た場合、職権で再審査を行う。登録決定

を取り消し、再審査することができるよう

に改善した。 

e)分割出願時に優先権主張の自動認

定 

優先権主張を含む出願を分割する場

合、原出願に記載された優先権の主張

内容と証明書類は分割出願と同時に提

出されたものと認めるようにした。 

f)共有物分割請求時、共有者である

意匠権者の実施事業保護 

共有者の意思と関係なく、競売などに

よる意匠権の持分喪失時、共有物分割

請求前に共有者権利者が意匠を実施し

ている場合には、通常実施権を付与し、

共有者意匠権者の実施事業を保護でき

るようにした。 

C. 意匠審査基準の一部改正 

2021.10.21 画像意匠の保護強化を骨

子とする改正法施行後、メタバース専門

家協議会、業界懇談会などを実施し、こ

れを通じて提起された改正の必要性と、

メタバース、デジタルツイン、3D GUI など

のデジタル意匠関連の技術発展及び産

業環境の変化を適時に反映するため、

2022 年には画像関連意匠を中心に意

匠審査基準の部分改正を推進した。主

な改正内容は、①画像意匠の定義及び

成立要件の判断、②画像意匠の物品類

の区分及び名称の判断、③画像意匠の

類似性、創作性の判断、④画像に関す

る意匠で章名称変更及び内容の再配置

などである。 

D. 評価と今後の計画 

出願人の便宜及び権利保護の強化

のため、拒絶決定等に対する審判請求

期間を延長し、登録決定後の直権再審

査制度を導入し、分割出願時の優先権

主張の自動認定等を推進した。 

今後、競争力を持つ企業の意匠経営



 

 

を支援するために関連意匠の出願期間

を拡大し、優先権主張の要件緩和及び

新規性喪失の例外主張の適用拡大など

を通じて主要国の法制度と調和を図り、

正当な権利者の利益保護を強化する制

度改善を推進する計画である。また、権

利濫用による意匠紛争の予防と不正権

利の発生を最小化するため、一部審査

制度の改善を推進する計画である。

 

 

  



 

 

 



 

 

 

第１章 

特許基盤の国家 R&D 革新 



 

 

 

第 1 節 特許ビッグデータ分析を通じた先端産業分野の 

未来成長動力の確保 
１. 概観 

産業財産政策局 産業財産創出戦略チーム電算事務官 キム・ジングク 

データは「未来の石油」、「未来の資

本」と呼ばれるほど存在感が高まってい

る。データの中でも 5 億 3000 万件に達

する全世界の特許データは価値の高い

情報であり、世界各国の大学、研究所、

企業などが技術革新のために多大な努

力と費用をかけた R&D 成果物である。 

特許は新しく高度な技術に対して付

与されるものであり、既存の問題点とそ

れを解決するための技術的手段が特許

文献に詳細に提示されている。つまり、

特許は網の目のような技術市場で私た

ちがどこへ、どのように行くべきかを示

す役割を果たすので、産業競争力強化

のために特許データ活用の重要性が浮

上している。 

現在、新型コロナのパンデミックによ

り、経済と産業全般でデジタル転換が加

速しており、保護貿易の拡大、デジタル

貿易の拡大、グローバル供給網(GVC)

再編など通商秩序にも大きな変化が生

じている。特に、米中貿易紛争が技術覇

権戦争に深化する中、米国は米中技術

分野のデカップリングを通じて中国の追

撃を根本的に遮断する戦略を追求して

おり、最近、半導体チップ 4 同盟を結成

するなど、技術経済ブロック化を強化し

ている。 

したがって、海外依存度が高い韓国も、

技術経済のブロック化に備え、特許ビッ

グデータを分析して韓国の技術水準を

把握し、主要産業の超格差確保及びサ

プライチェーンの再編、技術自立化など

の対応戦略を策定する必要があるだろ

う。 

海外では特許ビッグデータを活用しよ

うとする動きが活発化しており、民間特

許情報サービス業者が様々なビッグデ

ータ分析サービスを提供している。代表

的に、米国のレクシスネクシスは、特許

ビッグデータ分析結果を視覚化してサー

ビス利用者に提供することで、多くの脚

光を浴びている。また、各国特許庁及び

公共機関でも、特許ビッグデータ分析を

提供するための活動を積極的に推進し

ている。 

このような特許ビッグデータ分析結果

は、企業の次世代事業、空白技術分野

の発掘を通じた市場先取りなどに活用

することができ、特許出願動向と各国の

投資政策、法・制度の変化などを時系列

的に分析すれば、政策及び制度改善に

関する有意義な示唆点も導き出すこと

ができる。しかし、私たちの現実は未だ

政府の R&D 課題発掘から企画段階まで、

各産業分野の専門家集団の直感と経験

に頼っているため、限界に直面している

状況である。 

特許庁では、このような特定の専門

家による主観的な決定から脱却し、デー



 

 

タに基づいた客観的な政策及び R&D の

方向性を提示するために、特許ビッグデ

ータ分析を通じて国内外の産業・技術レ

ベルを比較・診断し、今後有望な分野を

予測する新しい戦略を提示している。 

 

２. 特許ビッグデータ基盤の産業革新支援 

産業財産政策局 産業財産創出戦略チーム 電算事務官 キム・ジングク 

A. 推進背景及び概要 

特許は全世界の企業・研究所などが

独自に開発した技術競争力を確保・保

護するために多大な費用を払って生産

した技術情報であるため、各国企業別

の技術水準と今後訪れる市場占有率の

変動をあらかじめ示す羅針盤の役割を

果たす。そのため、全世界の R&D 動向

などが集約された特許ビッグデータをう

まく活用すれば、産業融合・複合化時代

に国家競争力を確保することができる客

観的・正確な R&D 戦略及び革新対策の

指針となることができる。 

これに先立ち主要産業分野の一つで

あるディスプレイ産業に対する特許ビッ

グデータ分析を実施した結果、産業動

向と有望 R&D 分野を導き出すことがで

きるため特許基盤産業育成の必要性を

確認することができ、特に、R&D 関係省

庁も客観的なデータに基づいた産業育

成政策を導き出すことに共感した。 

特許庁では、主要産業に対する特許

ビッグデータ分析を通じた現状診断にと

どまらず、今後有望な技術及び有望

R&D 課題を発掘・提案するため、より予

測分析を強化し、特許ビッグデータ分析

支援を推進している。 

 

B. 推進内容及び成果 

年度 分析対象産業 

2019 
ディスプレイ，バイオヘルス，水素産

業，システム半導体 

2020 
再生エネルギー，無人飛行体，人工知

能，IoT 家電，未来車（自律走行車） 

2021 

グリーンエネルギー，産業低炭素化，

CCUS,環境にやさしいモビリティ，エネ

ルギー効率化 

2022 

デジタルヘルスケア，宇宙航空，デジ

タルセキュリティ，メメタバース，先端ロ

ボット，スマート製造，合成生物学，

（課題）原子力発電，先端農業 

 

韓国の主要産業のうち、緊急性、波

及性などを考慮して 2019 年以降の分析

製対象分野を選定し、特許ビッグデータ

を分析して有望 R&D 分野を導出し、政

策的な示唆点を提示した。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

手順 

 

①分野の選定  

➡ 
 

 

 

 

 

 

→ 

②特許の分析  

➡ 
 

 

 

 

 

 

→ 

③産業の分析  

➡ 
 

 

 

 

 

 

→ 

④政策の提案 

内容 

◍省庁とR&D専門機

関対象の特許ビッ

グデータ分析需要

調査 

◍国家核心産業の

連関性など検討 

◍技術分野別の特

許動向分析・診断 

（ 国 家 別 ・ 主 体 別

等） 

◍ビッグデータ分析

技法活用（テキスト

マイニング，SNA な

ど） 

■国内外市場分析 

■国内外の規制及

び政策分析 

■技術動向分析 

■専門家の意見の

集約 

◍有望 R&D 課題の導

出 

（優先順位の提示な

ど） 

◍政策的示唆点導出

及び提案 

例示 

国家戦略技術関連

または災害・安全な

ど社会的重要性が

高い分野を選定 

技術成長性、韓国

の競争力、障壁度、

影響力など導出 

市場規模及び成長

率予測、主要国家

の 育 成 政 策 の 比

較、各種規制による

市場影響 

集中育成分野の導

出、人員養成方策の

提示、規制緩和の提

言など 

 

世界の技術覇権競争が激化する中、

韓国が韓国経済の主力技術分野に対

する優位性を持続的に維持し、未来の

核心産業を先取りするためには、効率

的かつ体系的な R&D 政策の策定が必

要である。このため、有望技術及び政策

の示唆点を導き出して提示することを目

標に、分野別ネットワーク分析（SNA）キ

ーワードの頻度（TF）を区間別に分析す

るなど、新しいアプローチを試みた。 

このような分析方法により、毎年主要

産業を選定し、有望な R&D 課題を導き

出し、これを産学連携に提供し、特許ビ

ッグデータ基盤産業育成の方向性を提

示した。 

そして、分析された主要産業に対する

特許動向や有望 R&D 課題など、特許ビ

ッグデータ情報の活用性を高めるため、

オンラインポータルを構築し、官民に開

放している。 

C. 評価及び発展方向 

特許ビッグデータ基盤の産業革新支

援は、特許ビッグデータを活用して主要

産業別の深層分析および診断を通じて

導き出した産業の危機信号と有望技術

を関連省庁や企業などに提供すること

で、方向性を設定し、成果を高めるのに

大きく役立っている。 

特許ビッグデータ分析結果は、科学

技術情報通信部、産業通商資源部、国

土交通部、環境部などの政府 R&D 機関

だけでなく、企業でも参考にして R&D 企

画に活用しており、また、最近の輸出規

制や貿易紛争など主要な経済懸案問題

についても、特許の視点から技術的な

解決策を提示している。 

今後、特許分析対象産業の選定時に

R&D 省庁及び専門機関の特許分析が

必要な産業・技術に対する需要を積極

的に発掘・反映して分析結果の効用性

をさらに高め、協会や学会を通じて特許

ビッグデータ分析結果の普及に努め、大

韓商工会議所と協業して圏域別セミナ

ーやカンファレンスを通じて特許ビッグ

データ分析結果を配布するなど、特許ビ

ッグデータの活用を拡散するために関

連機関と様々な協業方案を講じる計画

である。 

さらに、2023年には、国家戦略技術な



 

 

ど国家核心産業と災害・安全・保安など

国家的な課題産業・技術、サプライチェ

ーンへの依存度が高い品目などに対す

る特許基盤の産業革新戦略及び技術的

解決手段を模索・提供する計画である。

特許ビッグデータ基盤の産業革新支援

は、韓国国内総生産(GDP)比で世界 2

位レベルの R&D コストを投資しながら

R&D の経済的成果が低い「韓国の R&D

パラドックス」の解決に大きく貢献するだ

ろう。

 

３. 特許・産業・経済連携ビッグデータのリアルタイム分析基盤整備 

産業財産情報局 産業財産情報政策課 工業事務官 イ・ウンジュ 

A. 推進背景及び概要 

特許ビッグデータ分析に基づく産業育

成政策を策定する際，急変する技術・産

業環境に対応するためには，適時に需

要者に合わせた分析支援が必要である。 

しかし、現在の専門家による手作業

方式による特許ビッグデータ分析は、分

野選定、特許分析、産業分析、政策提

案に至るまで約 5 ヶ月以上の分析時間

がかかるため、従来の方法では，急変

する現在の技術・産業環境に対応する

のに限界に達している。

図Ⅲ-1-1  分析プラットフォーム(試験サービス)の主な構成例 

 

 

一方、特許データは、最新の技術情

報、企業・研究者情報などを含む潜在的

な活用価値が大きい情報であるため、こ

れを技術・産業・経済・安全保障など多

角的な視点で活用するためには、特許

データを他分野（産業・経済分野など）の

データと連携して活用価値を最大化する

必要がある。 

 

B. 推進内容及び成果 

よって、特許庁は、人力・時間・予算

が過大に消費される現在の手作業の特

許分析方式を改善し、様々な分野での

特許情報の活用を最大化するため、特

許情報を産業・経済情報と自動連携し、

これをリアルタイムで分析して提供する

ことができる特許-産業・経済連携ビッグ

データのリアルタイム分析システムの開



 

 

発を推進した。 

特に、技術観点で分類された特許に

産業観点の分類コードである韓国標準

産業分類(KSIC)を付与することで、特許

情報を産業'経済情報と連携し、上記連

携過程において、AI、ビッグデータなど

の ICT 技術を活用することで、膨大な量

の特許情報と産業・経済情報を自動的

に連携できるシステムモデルを開発した。 

これを土台として国内外の特許情報

と国内外の産業・経済情報を連携して分

析データベースを構築することで、567

個の主要産業分野について国内・海外

の特許情報を総合的・客観的にリアルタ

イムで分析可能な基盤を構築した。 

また、構築された連携・融合情報の活

用タイプに応じたプラットフォーム用分析

方法論などを研究し、ユーザーが容易

に分析プラットフォームを活用できるよう

に、活用性・視認性を高めた UI／UX を

開発した。 

一方、開発されたモデルは、産・学・

研を対象とする特許ビッグデータ基盤産

業革新支援事業で迅速な分析支援のた

めに利用され、これは特許ビッグデータ

基盤産業の育成のための方向性提示

にかかる期間を短縮し、分析過程の効

率を大幅に向上させた。 

C. 評価及び発展方向 

開発された試験分析プラットフォーム

は，特許情報と産業経済情報が自動的

に連携するシステムとして初めて実装さ

れたもので、特許の視点から産業経済

を診断し、迅速な戦略策定を支援できる

基盤が整ったという点で意義がある。 

今後は、需要部門などが適時・適所

で活用可能な分析モデルで分析プラット

フォームを高度化するなど、科学・産業・

経済・安全保障分野全般で分析プラット

フォームが特許ビッグデータ基盤の政策

策定のツールとして活用できるよう，関

連機関や協会などとの多様な協業案を

講じる計画である。

 

第 2 節 特許連携研究開発戦略(IP-R&D)の高度化 

１．概観 

産業財産政策局 産業財産創出戦略チーム 工業事務官 パク・スンベ 

21 世紀は技術とアイデア、ブランドな

どの無形資産が付加価値創出の原動

力となる知的財産の時代である。各国

は、創造的なアイデアを知的財産権とし

て確保し、未来市場を先取りし、独占的

な地位を構築するための競争に乗り出

しており、銃声のない戦争と呼ばれる特

許紛争や訴訟も激しい。  



 

 

図Ⅲ-1-2  米中貿易規制手段等の戦略的変化 

 

特許モンスターと呼ばれる特許管理

専門会社と製造企業との特許訴訟が続

いているだけでなく、クアルコムとアップ

ル、サムスンとファーウェイの訴訟から

分かるように、グローバル企業も知的財

産を武器に市場で有利な位置を占め、

収益を最大化するために積極的な知的

財産戦略を推進している。 

このような傾向は、米国内の韓国企

業と外国企業間の特許紛争件数で現れ

ている。韓国企業の特許訴訟被訴件数

が'20 年比で 20％増加し（2020 年 160 件

ᅳ 2021 年 192 件)、同期間、韓国企業

の提訴件数も 115％増加した(2020 年 27

件ᅳ 2021 年 58 件）。これは誰も特許紛

争から自由であることができず、特許紛

争予防のための知的財産戦略が重要

になっていることを示している。 

特許庁は、韓国中小企業の知的財産

競争力強化のために 2009 年から IP-

R&D 戦略支援事業を推進してきた。特

許(IP)分析に基づき、産業界の R&D 現

場で新規 IP 創出戦略、最適な R&D の

方向、IP インフラ構築など、カスタマイズ

された知的財産権コンサルティングを支

援している。 

今年で 15 年目を迎えた IP－R&D 戦

略支援事業は、これまで合計 3,690 余り

の中小・中堅企業の課題を支援し、参加

企業の知的財産中心の R&D 戦略策定

と特許経営認識の向上に大きく貢献して

きた。また、単純な個別企業の支援にと

どまらず、韓国産業界に知的財産権の

重要性を広めるために、CEO・CTO 懇談

会、企業 R&D 現場訪問、優秀事例共有

会、方法論コンテストなどを通じて、知的

財産基盤の民間普及も図っている。これ

と共に、IR-R&D の普及の中心的役割を

果たすことができるよう、民間主導の自

律協議会である「知的財産革新企業協

議会」を 9 年間成功裏に運営している。 

2022 年には、民間特許調査分析を活

性化するために「産業財産権診断機関」

を拡大指定し、診断機関対象の能力向

上プログラムを開設した。  



 

 

２. ワクチン、素材・部品・装備など省

庁の R&D 連携特許戦略への支援 

産業財産政策局 産業財産創出戦略

チーム 工業事務官 パク・スンベ 

A. 推進背景及び概要 

新型コロナ以降、ワクチン技術の自立

及び自主権確保の必要性が浮き彫りに

なったが、当該技術は参入障壁が非常

に高い技術分野であり、依然として米国、

欧州など少数の国が主導している。また、

核心素材・部品・装備は韓国の主力産

業の根幹であり、製造業競争力の必須

要素であるが、まだ日本への依存度が

非常に高い。 

このように、現在は主要先進国で先

占した特許障壁の克服なしには代替技

術の確保も不可能であり、ライセンス中

断、知的財産権訴訟提起などの特許攻

撃も懸念される状況である。 

これを解決するためには、知的財産

を基盤とした韓国企業のグローバル競

争力確保が不可欠であるため、そのた

めの総合的な IP-R&D 戦略支援計画の

策定が必要である。 

B. 推進内容及び成果 

特許庁は 2021 年 8 月に「グローバル

ワクチンハブ化ビジョン及び戦略」を通じ

てワクチン開発企業対象の IP-R&D 支

援の拡大を、11 月には「中小企業特許

紛争支援強化方案」を通じて素材・部

品・装備分野の IP-R&D 支援の拡大をそ

れぞれ推進した。また，2022 年 2 月には

国家先端戦略産業法に IP-R&D 並行推

進を義務化するなど、国家 R&D に特許

ビッグデータを活用して技術自立の加速

化を推進している。 

これに伴い、2022 年には別途予算を

確保し、福祉部、疾病庁と R&D 課題協

業及び感染症対応公募を通じ、ワクチン、

治療薬、原・副資材課題 58 件に対して

IP-R&D を支援し、ワクチン原・副資材特

許を分析し、オンライン説明会及び企業

説明会を通じて業界に提供した。その結

果、ワクチン(4 件)、治療薬(3 件)が臨床

段階に入るなど、ワクチン主権確保のた

めの橋頭堡を築いた。 

また、2020 年には素材・部品・装備関

連核心品目(100＋α)産業・中期・科学

技術部の研究開発課題に対して IP-

R&D の 299 件の課題を支援し、2021 年

にはグローバルサプライチェーンにおけ

る韓国企業の競争力強化のため、世界

向け品目を含む 338＋α品目まで支援

品目を拡大し、主要省庁の研究開発課

題 430 件に対して IP-R&D を連携支援し

た。2022 年には未来先導品目として支

援品目を拡大し、366 件の政府 R&D 課

題に IP-R&D を支援し、支援済み課題対

象の R&D 中間点検・権利化のためのフ

ォローアップコンサルティングを新規に

推進し、30 件を追加支援した。このよう

な支援を基に、2019 年～2021 年の省庁

連携の素材・部品・装備の IP-R&D 支援

成果を追跡した結果、1,004 件の国内出

願と171件の海外出願など合計1,175件

の知財権出願を行い、輸入代替 7,924

億ウォン、R&D コスト削減 142 億ウォン

など計 8,495 億ウォンの経済的成果を創

出した。 

 

 



 

 

C. 評価及び発展方向 

2019 年、早期の技術的自立のための

特許視点の対応戦略の策定と素材に合

わせた特許分析方法論を開発するため

に、3 大素材に対する緊急 IP-R&D 支援

を皮切りに、規制予想品目と輸出規制

関連で困難を抱える企業を対象に特許

戦略を拡大提供して業界のポジティブな

反応を引き出した。また、その成果を認

められた素材・部品・装備分野の IP-

R&D の成功モデルを土台に、ワクチン・

治療薬・原資材・副資材などの分野にも

拡大適用した。 

今後は、半導体、バッテリーなど国家

安全保障の面で重要な国家先端戦略技

術開発事業などの技術開発にも IP-

R&D を拡大していく予定である。 

ワクチン分野の成功事例の一つを紹

介すると（株）独立バイオ製薬の肺炎球

菌不活化ワクチンの事例が挙げられる。

既存の肺炎ワクチンは、効能維持のた

めほとんどが冷蔵または冷凍保管の形

態がほとんどであり、最近開発が活発な

ウイルスまたは組み換えタンパクワクチ

ンの場合でも、常温での安定化に対す

る不確実性が問題となってきた。そこで

特許分析を通じて技術的差別化要素を

確立し、室温保存が可能で鼻腔内噴霧

型の肺炎球菌など不活化ワクチン新規

IP-R&D 創出戦略で 10 件の特許を出願

し、これを基に 90 億ウォン規模の戦略

的投資を誘致し、ライセンスアウトによる

事業化に成功した。 

 

 

３. 企業カスタマイズ型の IP-R&D 支援強化 

産業財産政策局 産業財産創出戦略チーム 工業事務官 パク・スンベ 

A. 知財権連携研究開発戦略支援 

1）推進背景 

米国・日本など主要先進国は、国家

経済の付加価値を高める新成長動力と

して創造的な知識活動を奨励している。

また、その成果物の保護・活用を促進す

るため、政府レベルで知財政策を推進し、

知財権を貿易制裁の主要手段として活

用している。その例として最近の米中間

の貿易戦争の内面には、特許権侵害や

不公正な技術移転など、知財権紛争が

少なからぬ割合を占めている。 

今日のような激しい知財権戦争時代

には強い知財権で武装した企業だけが

生き残ることができる。しかし、これまで

韓国 R&D は持続的な量的投資成長にも

かかわらず、質的生産性は低かった。 

これに対し特許庁は、R&D の体質を

改善し、効率を高め、韓国の中小企業

が未来有望技術分野の知財権を先取り

できるように「知財権連携研究開発戦略

支援」事業を推進した。 

 

 



 

 

図Ⅲ-1-3  製品と技術に関するパラダイムの転換 

2）推進内容及び成果 

「知財権連携研究開発戦略支援」事

業は、知財権中心の技術獲得戦略とい

う方法論を適用し、特許分析を基に既存

の競合他社の特許を回避して有望な新

機種を開発する R&D のための方向性と、

これに関連した強力な知財権ポートフォ

リオの確保戦略を韓国の中小企業に提

供する事業である。これは製品を「部品

結合体」として見ていた過去の観点に

「特許複合体」という視点を追加的に組

み込み、研究開発の主な目的を「お金に

なる強い特許」の獲得及び先取りに置く

ことである。 

知財権獲得戦略の策定手順は次の

通りである。 

（1 段階） 将来市場の要求、消費動向、

技術開発及び特許動向などを調査・分

析し、未来市場を主導する製品や核心

技術・源泉技術を予測し、 

（2 段階） 国内企業が特許攻勢に揺らぐ

ことなく特許自体で収益を創出するのに

有利な最適の「知財権ポートフォリオ」と

強力な特許確保型の R&D を提示する。 

（3 段階） 最後に「知財権ポートフォリオ」

を構成する個別特許獲得戦略（政府

R&D、自社 R&D 戦略、第 3 企業との技

術提携、クロスライセンスなど）を産業界

などに提供する。

図Ⅲ-1-4  知財権中心の技術獲得戦略の策定手順 

（１段階）  

➡ 

（２段階）  

➡ 

（３段階） 

技術分析 ➡ 核心技術導出 知財権ポートフォリオ提示 技術獲得戦略策定 

-特許・論文分析 

-未来市場・製品

の動向 

-技術開発方向 

-特許 

-非特許 

-空白技術 

-主要企業ポートフォリオ分析 

-技術別の有望 R&D 課題導出 

-未来知財権ポートフォリオ提示 

-政府 R&D、民間 R&D 

-M&A、技術移転 

-ライセンシング、技術提携 

 

知財権連携研究開発戦略支援事業

の支援プロセスは、環境分析、特許分

析、IP-R&D 戦略策定の合計 3 段階から

構成されている。 

まず、環境分析段階では、企業ニー

ズ及び現状把握などの自社分析を通じ

て戦略目標を設定し、市場及び主要競

合他社の分析とともに、特許紛争の現

況、国家政策動向など技術課題に関す

る総合的な環境を分析する。 

普通の市民    知識人     新知識人 

120 個以上の部品

からなるスマホ 
７万件の特許の

集合体 

スマホ意匠 

2 千件 



 

 

次の特許分析段階では，企業が保有

する技術に対する関連特許及び論文の

定量・定性分析を行い、これを基に主要

な核心特許を導き出す。 

最後に、抽出された核心特許に対応

するための非侵害論理の開発及び回避

設計を実施し、新規 IP 創出及び有望

R&D 課題を提示した。また、企業の事業

化方向設定、特許データベースなどの

特許インフラ構築を支援する。

 

図Ⅲ-1-5  知財権連携研究開発戦略支援の個別課題別進行プロセス 

 

 

 2022 年には、有望な中小・中堅企業が

核心的な源泉特許創出を通じて知財に

おける強小企業（小さくても強い企業）に

成長するよう、計 615 件の課題に合わせ

た知財権戦略コンサルティングを提供し

た。 

R&D 省庁の協業を通じて韓国の中

小・中堅企業が素材・部品・装備分野の

技術自立を超え、グローバル競争力を

確保できるよう、オーダーメイドの IP-

R&D 素材・部品・装備の支援を拡大した。

素材・部品・装備の核心品目に関する有

用な特許情報を多数の企業に提供する

品目分析 IP-R&D戦略支援を推進する。 

また、BIG3、デジタル、グリーンニュー

ディールなど革新成長動力分野の中

小・中堅企業に対する支援を拡大し、未

来新技術の先取りと新成長動力の創出 

 

 

 

を支援した。 

新型コロナワクチン・原資材・副資材

関連の産・学・研が共同活用可能な特

許分析報告書を発刊し、ワクチン・治療

薬など感染症対応分野に合わせた特許

戦略支援を並行して推進した。 

①スタートアップの成長促進のための

「バリューアップ IP-R&D」及び金融投資

連携支援、②同業界の多数の企業が共

通に必要とする中核技術 IP-R&D 戦略

を企業群単位で支援、③従前の支援課

題の特許戦略履行の点検及び追加特

許分析を通じたフォローアップ支援、④

低コストで特許紛争予防など特定の戦

略のみを選択的に支援する中小企業向

け支援策の新設など多様なタイプの IP-

R&D を支援することで中小・中堅企業の

知財権競争力を強化し、R&D の効率性

を最大化できるように努力した。

（１段階） 

 

➡ 

（２段階） 

 

➡ 

（３段階） 

環境分析 特許分析 IP-R&D 戦略策定 

—自社分析 

—市場「競合他社の分析 

-特許紛争の現状分析 

-政策"規制動向分析 

- Tech Tree 作成 

-分析フレーム確定 

-特許（論文）検索 

-定量・定性分析 

-主な特許の導出 

-核心特許選定 

核心特許 

対応戦略 

非侵害論理の開発 

回避設計 

ライセンス戦略 

IP 創出戦略 
新規発明創出戦略 

既存出願特許補強戦略 

R&D 方向提示 
有望な R&D 課題の導出 

事業化の方向性設定 

特許インフラ構築 
方法論教育 

特許分析データベース構築 



 

 

表Ⅲ-1-1  IP-R&D 戦略支援事業の成果 

＜IP-R&D 特許の質的水準（2017～2021 年）＞＜IP-R&D の経済的成果（2017～2021 年）＞ 

 

 

3〉評価と発展方策 

2022 年「知財権連携研究開発戦略支

援」事業を通じ、合計 615 社の中小・中

堅企業にオーダーメイド型の特許戦略を

支援した。 

IP-R&D 戦略支援を受けた研究開発

課題は、未支援課題に比べて優秀特許

比率は 1.4 倍、三極特許比率（米国、欧

州、日本特許庁に同時出願された特許

数）は 2.5 倍高いなど、事業支援による

質的成果が非常に優秀であった。さらに、

IP-R&D 戦略支援を受けた 5,225 億ウォ

ンの売上寄与、5,046 億ウォンの資金調

達など投入予算 1,120 億ウォン対比 12.3

倍の計 13,790 億ウォンの優れた経済的

成果を創出した。 

代表的な成果事例の一つである（株）

ユジンテックは、原子層単位の超微細半

導体薄膜形成装備を製造する企業で、

外国製装備への依存度が 90%を超える

市場で後発企業として苦労していた。そ

こで IP-R&D を通じて ALD（原子層蒸着

方式）装置の研究開発戦略の支援を受

け、リード企業の特許請求項の深層分

析を通じて蒸着装置の核心部品構造に

関する設計アイデアを得ることができ、 

 

 

ALD 装備の性能改善のための R&D 方 

 

向と紛争予防戦略を同時に支援された。

その後、日本メーカーに 100％依存して

いた ALD 装置の国産化を図るための技

術開発を進めた結果、国内半導体製造

企業と ALD 装置供給契約を締結し、

ALD 装置の国産化に成功し、このような

努力の結実として産業通商資源部長官

賞を受賞した。こうした成果を基に、（株）

ユジンテックは創業以来、最大規模の売

上高（3,200 億ウォン）を達成した。 

もう一つの成功事例は、ソンリム先端

産業（株）である。ソンリム先端産業は希

土類永久磁石を生産する企業で、希土

類永久磁石は電気自動車のモーター、

軍用装備などに使用される核心品目だ

が、中国が 90％以上を独占していた。

中国製品より競争力のある磁石を生産

するためには、新技術（パルス磁場形成）

の適用が必要だが、割れ現象の発生な

ど生産性が低いという問題を解決する

必要があった。そこで IP-R&D を通じて

磁石の割れ現象を防止するための R&D

課題を導き出し、国内特許 4 件の確保

及び R&D 期間を 2 年短縮した。このよう

な成果を基に 450 億ウォンの投資誘致

に成功した。 

民間 R&D 

政府 R＆D 

IP-R&D 

優秀特許の比率 三極特許の比率 売上寄与 費用削減 資金調達 輸出額 総経済効果 



 

 

これまでの成果を基に 2023 年度知財

権連携研究開発戦略支援事業に 359.6

億ウォンを投入し、国策戦略技術、カー

ボンニュートラル、サービスなど国家核

心技術の確保及び中小・中堅企業など

に対する支援を拡大する予定である。 

グローバル特許戦争時代に韓国経済

の根幹である中小・中堅企業が生き残

るためには、政府レベルの支援が切実

な状況であり、特許庁は今後も IP-R&D

戦略支援を通じ、多くの企業が優れた研

究開発成果を上げられるよう努力してい

く。 

B. 技術革新 IP 融合戦略支援事業 

1）推進背景及び概要 

2018 年、アップルとサムスンの間での

知財権紛争が終結し、意匠権の重要性

が浮上した。第四次産業革命、コロナパ

ンデミックによりデジタル経済化が加速

し、技術と意匠・サービスが総合的に一

つの製品に具現化され始め、特許と意

匠・サービスの融合戦略を策定する必

要性が浮上した。 

特に、2021 年比で中小企業の特許・

実用新案出願の割合は 1.2%、意匠出願

の割合は 4.2%増加するなど、中小企業

の知財権に対する関心が高まっている

ことがわかり、その中でも意匠に対する

関心が高くなっている。これは最近のト

レンドである感性消費の広がりにより、

製品の機能や品質などの伝統的な価値

よりもブランドや意匠などのソフト要素を

考慮して商品を選択する傾向を反映し

たものと考えられる。 

また、継続的な研究開発活動が行わ

れ特許出願が停滞または減少する成熟

段階にある技術分野の場合、競合他社

間の技術格差が小さい場合が多く、この

ような分野ではブランドや意匠などで製

品の成功の可否が決まる場合が多い。 

これに伴い、特許庁では 2016 年から

特許（技術）戦略だけでなく、一つの製

品を中心に製品の性能と外観、製品名

が調和してグローバルヒット商品になる

よう、特許・意匠・ブランドの融合戦略を

支援する事業を実施した。2018 年から

は技術・製品だけでなく、サービスなど

顧客が体験するすべての有形・無形の

要素を考慮する製品-サービス融合 IP-

R&D を新規に推進した。 

2）推進内容及び成果 

2022 年には中小企業に対する特許と

意匠、ブランドまたはサービス融合タイ

プを拡大して支援するため、選定評価時

に出願・人材などに関する中小企業優

遇事項を設けた。その結果、2021 年に

中小企業を対象に43件（中堅企業4件）

支援した IP 融合課題を 2022 年には 47

件（中堅企業 1 件）に増やした。また、技

術覇権競争に対応した国家戦略技術及

び感染症危機対応分野の中小・中堅企

業を重点支援し、デジタル大転換及び

第四次産業革命に備えて ICT サービス

融合を通じた高付加価値化のため、製

品・サービス関連 UX/UI 意匠開発戦略

など、品質・機能が向上した IP 融合戦略

支援も推進した。 

2022 年計 48 件の IP 融合戦略支援を

通じて 185 件の国内出願と 52 件の海外

出願など合計 237 件の知財権出願の成

果を収めた。



 

 

表Ⅲ-1-2   2022 年技術革新 IP 融合戦略支援課題タイプ別の支援内容 

 

表Ⅲ-1-3  2022 年技術革新 IP 融合戦略支援事業の実績 

区分 
IP 獲得

戦略 

核心 IP

対 応 戦

略 

意匠開発戦略 R&D 方

向 戦 略

の提示 

ライセン

ス戦略 

IPインフ

ラ 構 築

戦略 

合計 UX/UI 

（SI） 

製品 

（PI） 

ブランド

（BI） 

48 社 
（平均） 

317 

（6.6） 

145 

（3.0） 

78 

（4.6） 

87 

（4.0） 

35 

（3.9） 

108 

（2.3） 

5 

（0.1） 

78 

（1.6） 

853 

（17.8） 

 

＜製品‐サービス開発型戦略の提案＞ 

*製品‐サービス開発型（48 個）の課題のうち SI 型（17 個）・PI 型（22 個）・BI 型（9 個）の課題 

 

図Ⅲ-1-6  支援タイプ別の戦略策定手順 

 

課題タイプ 詳細タイプ 支援期間 支援内容 

 
特許・意匠開発

（PI） 

20週間 

（5月） 

 

製品関連IPおよび環境分析に基づく品質・機能が強化された意匠

開発およびIP融合戦略への支援 
製品・ 

サービス開

発型 
特許・ブランド 

開発（BI） 

製品関連IP分析に基づく製品の品質向上及びブランド認知度の向

上のためのブランド開発及びIP融合戦略への支援 

 
特許・サービス開

発（SI）'  

市場・ユーザー・競争社のIP分析などを通じてサービス関連UX/UI

意匠開発及びIP融合戦略への支援 



 

 

3）評価と発展方策 

第四次産業革命により既存産業と

ICTが融合した新成長サービスが登場し、

サービスの差別化が付加価値創出の核

心要素として浮上する中、サービス事業

の保護とサービスのアイデアを知的財

産権として確保するための製品・サービ

ス融合 IP 戦略支援を持続的に推進して

いくべきである。 

今後も特許庁は、中小・中堅企業の

視点に立った総合的な知財権戦略によ

り、韓国企業の製品が紛争の心配なく

市場を先導できるように様々なカスタマ

イズ支援を行う計画だ。

 

４. 民間の IP-R&D 活用の普及 

産業財産政策局 産業財産創出戦略チーム 産業事務官 パク・スンベ 

A. 推進内容及び成果 

特許庁は中小・中堅企業の技術難題

を解決するために、企業の IP-R&D 力量

を強化し、インフラ構築のために多様な

オーダーメイド形チャンネルを運営して

いる。 

IP-R&D 事業に参加した企業及び産・

学・研の関連団体が集まり、相互に交

流・協力する民間中心の自律的な協議

会である「知的財産革新企業協議会」を

運営しながら、IP-R&D の大衆化のため

の研究と人員育成及び雇用創出のため

に大きな努力をしている。 

2022 年度には知的財産革新企業協

議会総会を開催し、IP-R&D の優秀機関、

優秀協力機関、優秀専門委員に対する

授賞式を行い、それに加えて半導体及

び医療機器分野の IP-R&D 優秀事例の

発表と国家戦略技術分野の特講を行っ

た。さらに、知的財産革新企業協議会の

専門家（アンバサダー）を活用した IP-

R&D 普及セミナーを 6 回開催して機関、

協会、大学などに IP-R&D の重要性をと

優秀事例を伝えた。 

教育を通じた IP-R&D の普及にも力を

注いだ。キャリア断絶の女性を対象に実

務中心の IP-R&D 教育を拡大し、女性家

族部傘下の 7 つの女性再就職支援セン

ターと共同で 10 コースを運営し、教育修

了生 152 人のうち 92 人が就職に成功す

る成果を収め、IP-R&D 戦略支援事業の

参 加 企 業 や 協 力 機 関 な ど を 対 象 に

3,609 人に需要者のニーズに応じたオン

ライン教育を実施し、研究者対象の教育

課程も 3 回運営した。 

また、「特許データマラソン大会」を開

催し、3 つの特許庁長官賞など 8 つの賞

を授与した。「特許データマラソン大会」

は、特許ビッグデータを活用して IP-R&D

戦略を策定する能力を競うコンペで、24

人が 8 チームを構成して参加した。今年

は緩和された新型コロナウイルスの感

染防止対策に合わせて昨年までオンラ

インで行われた大会を対面に切り替え

て現場感を高め、参加者のフィードバッ

クをその場で反映して満足度を高めた。 

 

 



 

 

さらに、産・学・研が IP-R&D を自主的

に行えるように特許分析業者（産業財産

権診断機関）の指定及び育成にも取り

組んだ。産業財産権診断機関の指定を

拡大し（235ヵ所→248ヵ所）、システム構

築を通じて管理の内実化に取り組み、

産業財産権診断機関の力量強化のた

めに力量向上プログラムを運営し、80名

の修了者を輩出した。 

B. 評価及び発展方案 

これまで IP-R&D の普及のために多

方面で産・学・連と交流してきた結果、近

年、IP-R&D に対する認識が明らかに変

わってきた。 

これまでは、産・学・研の研究者たち

に IP-R&D の概念やなぜ重要であるか

を伝えることに集中してきたが、今後は

IP-R&D を実施できる人材の育成と特許

分析業者の育成を通じて、自力で IP-

R&D を遂行できる環境を作っていくのが

より重要になっている。 

このような傾向に合わせて、産・学・研

の研究者を対象にそれぞれのニーズに

応じたオンライン教育を提供し、IP-R&D

教育を通じて専門人材を養成し、 IP-

R&D の遂行に役立つ専門特許分析業

者である産業財産権診断機関の育成に

も取り組んだ。 

産・学・研の IP-R&D 要求に合わせて、

今後も実務中心の IP-R&D 教育を提供

し、産業財産権診断機関の育成にも努

力する計画である。

 

第 3 節 グローバル環境変化に対応した 

企業 IP 力量強化支援
 

１．概観 

産業財産政策局産業財産創出戦略チーム 産業事務官 パク・スンベ

近年、コロナ禍で非対面社会が常態

化し、オンライン需要が爆発的に増加す

る中、経済・産業全般のデジタル転換が

加速している。 

米・中間の技術覇権競争、保護貿易

主義の広がりは、貿易分野を超え、半

導体、二次電池、ワクチンなど核心技術

分野に拡大している。核心技術の確保

がその産業の競争力を超え、国家安全

保障と結びついていくことで、主要国は

核心技術を選定・育成し、技術覇権の優

位性を先取りするために努力している。 

韓国政府も核心技術確保のため、

R&D 投資を拡大し、先端戦略技術を選

定するなど、国家的力量を集中している。 

グローバルバリューチェーン（GVC）の

見直し、技術ブロック化などグローバル

環境変化に生き残るためには、覇権争

いの場になっている核心技術分野を把

握し、それに合った対応戦略を立てるの

が何よりも重要である。 



 

 

したがって、国家政策上重要な技術

分野の特許戦略（IP-R&D）の策定が国

家研究開発革新法、半導体特別法など

に制度化される傾向である。 

特許などの知的財産情報は、技術を

迅速かつ正確に把握できる有用な手段

であり、とりわけ、素材・部品・装備危機

の克服において特許障壁の無力化、供

給線の多様化、代替技術の導入支援な

ど、重要な役割を果たした。知的財産を

活用した中小企業の危機克服経験を先

端戦略技術、ワクチン、BIG3などの国家

重点 R&D 課題に適用して成果を上げる

ことができるよう IP-R&D 支援を拡大す

る必要がある。 

IP-R&D は、最適な R&D 方向性を提

示することで開発期間の短縮、良質の

特許創出、事業化機能性を高めるなど、

研究開発成果を高めるのに有用である

が、多くの中小企業は担当組織、資金、

認識不足などで独自に特許戦略を策定

するには限界がある。 

グローバル環境変化に対応して韓国

経済の根幹である中小・中堅企業が生

き残るためには政府レベルの支援が非

常に求められる状況であり、特許庁は

今後も IP-R&D 戦略支援を通じ、多くの

企業が優秀な研究開発成果を出せるよ

う努力していく計画である。 

 

 

 

 

 

２. 国家戦略技術 R&D 効率化支援  

A. 推進背景及び概要 

国家戦略技術とは、外交・安保面で

の戦略的重要性が認められ、国民経済

及び関連産業に与える影響が大きく、新

技術・新産業の創出など未来革新の基

盤となる技術であり、最近、米国や中国

など主要大国は、未来新産業の発展を

促進し、技術主権を確立するため、国家

戦略技術に関連する企業に対して税制

優遇を支援するなど、手厚く対応してい

る。これを受けて韓国政府も 2022 年 3

月に国家戦略技術育成に関する特別法

を制定して迅速な国家戦略技術の開

発・確保のための政府レベルの支援を

計画している。 

半導体、電気自動車、二次電池など

の国家戦略技術は研究開発と生産設備

構築に膨大な時間と費用が投入される

分野であり、紛争による損害賠償規模も

莫大である。しかし、インフラが劣悪な韓

国の中小企業は、知的財産権専担部署

及び人材の不在などで先進企業の特許

攻勢に対応するのに難しさを感じている。

このため、国家戦略技術分野への支援

のためのオーダーメイド型 IP-R&D を試

験的に支援した。 

B. 推進内容及び成果 

特許庁は、他の追随を許さない圧倒

的な戦略技術競争力の強化のために半

導体・ディスプレイ、二次電池、水素など

の分野に 17 課題，未来技術先取りのた

めに先端モビリティ、人工知能・ロボット、

サイバーセキュリティなどの分野に 17 の

課題、合計 34 件の国家戦略技術に IP-

R&D 戦略を試験的に支援した。これによ



 

 

り、IP 創出戦略 119 件など計 367 件の

特許戦略を創出した。また、2022 年 3 月

に制定された国家戦略技術育成に関す

る特別法で国家戦略技術に対する IP-

R&D 並行推進を義務化し、新たな国家

戦略技術開発の確保のための法的基

盤を整備した。また、国家戦略技術 IP-

R&D の義務化に備え、R&D 省庁が独自

に実施するための「IP-R&D ガイドライン」

を制作した。 

C. 評価及び発展方案 

2022 年国家戦略技術分野 34 課題に

対する支援は、当該分野に IP-R&D 支

援が必要かどうかを確認するための試

験的支援の性格で関連技術に対する

IP-R&D 支援の必要性を確認した。 

2023 年には R&D 省庁と協力してワク

チン開発企業に対し各企業のニーズに

応じた特許戦略支援を強化し、科技部

などと協力して国家戦略技術について

の政府 R&D 課題への連携支援を拡大

し、国家戦略技術の確保を支える。 

３．特許調査・分析実習型教育の推進 

A. 推進背景及び概要 

研究開発過程における IP-R&D 戦略

立案の重要性が広がるにつれ、産学研

の現場での IP-R&D 需要は急速に増加

しているが、特許戦略専門家及び特許

分析会社の数はその需要に十分に追い

ついていない。したがって、中小・中堅企

業、大学、公共研の研究現場で特許情

報が円滑に活用されるためには、研究

者の IP-R&D 戦略策定の力量を育成す

ることが必要だ。 

 

B. 推進内容及び成果 

特許庁は 2022 年特許調査・分析実習

型教育を新設し、中小・中堅企業を対象

に 18 の課題、大学・公共研究機関を対

象に 18 の課題、計 35 の課題を支援し

た。教育は先行技術調査・分析・特許ビ

ッグデータ分析及び IP-R&D戦略の理論

教育と、これを基に実際の研究開発現

場に適用できるように実習教育で構成さ

れ、何よりも産・学・研の研究者が直接

IP-R&D 戦略を策定できる力量を向上さ

せることに焦点を当てている。 

教育参加機関は、IP-R&D 力量向上

に対する満足感を示し、80％以上の機

関が自主的に IP-R&D 戦略を策定する

意思を示した。これにより「産・学・研」自

体の IP-R&D 戦略策定という所期の目

的を達成したため、今年も当該教育課

程を運営する計画である。 

C  評価及び発展方案 

教育参加機関が今後、R&D 課程で自

主的に IP-R&D 戦略を策定するというの

は非常に喜ばしいところである。しかし、

研究者の能力を考慮しない画一的な教

育課程では限られた時間内に戦略策定

能力を高めることに限界があった。 

 

 

 

 

 

 



 

 

今年は教育希望機関の IP 力量を事

前に診断し、カスタマイズされた教育を

提供するため、教育過程を基礎と深化

過程に細分化する予定である。また、限

られた教育時間で最大限の能力を引き

出せるように教育段階別の特徴に合わ

せたガイドラインを作成して提供する予

定である。 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

第 1 節 知的財産権の観点からの政府 R&D 

効率化への支援 

１. 概観 

産業財産政策局 産業財産創出戦略チーム 電算事務官 キム・ジンクク 

最近、第四次産業革命時代が本格的

に到来するにつれ、主要国やグローバ

ル企業は革新を具現化した知的財産を

競争優位の確保手段として積極的に活

用している。革新的なアイデアは知的財

産権を通じて適切に報われ、新しい技

術革新につながるだけに第四次産業革

命の主導権を確保するためには、国家

研究開発事業を通じた新技術分野の質

の高い源泉特許・核心特許を先取りす

ることが何よりも重要である。 

このような現実にもかかわらず、韓国

は先進国と比べて国家研究開発事業の

質的な技術革新成果は低い水準であり、

研究開発の結果を技術移転や事業化な

どの経済的成果に結びつける知的財産

管理システムも十分ではないのが現状

である。 

最近 5 年間（2017～2021 年）、韓国政

府の研究開発予算規模は年平均 8.9％

も増加し、2021 年にはその規模が約

27.4 兆ウォンに達するなど、量的には大

きく増加した。しかし、政府研究開発で

の特許成果の質的水準を示す政府R&D

優秀特許比率 5）（4.3%）は全体の優秀特

許比率（20.8%）より低く、外国人（66.2%）

の 6.5%水準に過ぎず、政府 R&D 米国特

許成果の優秀特許比率（4.4％）も米国

登録特許の全体の優秀特許比率（8.5%）

に及ばないなど、量的成長に見合った

質的成長を達成できていない。 

このように国家研究開発事業の低い

質的水準と効率を高め、第四次産業革

命時代の新成長動力を拡充するために

は、政府 R&D の全サイクルで特許情報

の活用を支援し、特許情報活用戦略を

高度化することが必要である。

---------------------------------------------------------------------- 

5） SMART 特許評価システムの９つの等級のうち上位３等級以内（23%）の特許の比率

第２章  

核心・標準特許創出への支援強化 



 

 

国家研究開発事業は、課題発掘、企

画、遂行、成果管理の段階に分かれて

おり、特許庁は特許情報を活用し、その

過程で核心的な優秀特許を創出し、重

複研究開発の防止など、政府の研究開

発の効率化及び質的レベルの向上に取

り組んでいる。 

課題発掘段階では、国家戦略事業を

選定し、核心技術を導出するための「特

許ビッグデータ基盤産業革新支援」、研

究企画段階では「特許ビッグデータ基盤

産業革新環」、研究企画段階では特許

が先占されていない方向に研究開発を

誘導する「公共 R&D 特許技術動向調

査」、課題遂行段階では、知的財産権の

観点から研究開発戦略を策定する「政

府 R&D 優秀特許創出支援」、課題完了

後は、「政府 R&D 特許成果管理」事業な

どを実施し政府の政策策定及び事業評

価を支援している。

図Ⅲ-2-1  国家研究開発の段階別の特許情報活用支援現況 
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政府 R&D 特許成果

管理（特許成果調

査・分析 
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２. 政府 R&D 課題発掘・企画段階の効率化支援  

A. 公共 R&D の特許技術動向の調査 

産業財産政策局産業財産創出戦略チーム電算事務官キム・ジングク 

1）推進背景及び概要 

特許庁は、政府予算が投入される研

究開発事業の企画段階から特許情報の

積極的な活用を通じて技術がグローバ

ル市場での競争力を持てるよう支援し、

これを知的財産権の確保につなげて国

家研究開発の質的成果を高める方法を

模索してきた。 

特許庁は第 16 回国家科学技術委員

会に「国家研究開発事業の効率化のた

めの特許情報活用普及計画」（2004 年

12 月）を報告し、そのフォローアップとし

て省庁が推進する研究開発事業の課題

企画時には特許動向調査、課題選定過

程では先行技術調査を 2005 年からそれ

ぞれ支援してきた。 

 



 

 

図Ⅲ-2-2  特許技術動向の調査事業推進の沿革 

▶国 家 研

究事業の

効率化の

ための特

許情報活

用普及計

画 報 告

（第 16 回

国科委） 

 

 

 

➡ 

▶中長期大

型 国 家

R&D 研 究

企画時に，

特 許 動 向

調査推進を

規定 

（ 応 用 ・ 開

発 研 究 課

題） 

 

 

 

➡ 

▶国家 R&D

段 階 評 価

時に特許動

向調査を反

映するよう

勧告 

 

 

 

➡ 

▶国 家研 究

開 発 事 業

の 特 許 技

術 動 向 調

査 の 推 進

計画を報告 

（第 50 回国

科委） 

 

 

 

➡ 

▶課題選定時

に 先 行 技 術

調査をレビュ

ーし、基礎研

究 段 階 の 課

題 企 画 時 に

特 許 動 向 調

査を実施する

ことを規定 

 

 

 

➡ 

▶研究開発

課 題 の 発

掘 の た め

の 事 前 企

画 時 に 特

許 動 向 調

査 を 含 め

る 

 

2004 年 12 月  2005年6月  2007 年2 月  2010 年 12 月  2014 年 8 月  2021 年 1 月 

 

国家研究開発革新法の施行令 

第 8 条（研究開発課題の発掘のための事前企画など） ①中央行政機関の長は、法律第 9 条第 3

項の規定により、研究開発課題の発掘のための事前企画を行う場合、あらかじめ次の各号の内容

をその事前企画に含めなければならない。 

1. 事前企画関連研究分野への支援の必要性 

2. 論文や特許などの研究開発動向 

3. 期待効果 

 

特許動向調査は、科学技術情報通信

部、産業部など研究開発遂行部署で研

究開発課題を企画する際、当該技術に

関連する特許動向全般及び特許確保の

可能性まで分析し、特許が先占されて

いない技術分野に研究開発を誘導する

ものであり、先行技術調査は研 究 開

発課題を選定する際、研究内容と同一・

類似の特許が存在するかどうかを調査

し、不必要な重複研究開発が 行われな

いようにするものである。 

上記のように国家研究開発課題の発

掘のための事前企画時に行う特許動向

調査について「国家研究開発革新法施

行令」第 8 条第 1 項にその内容が規定

されている。 

2）推進内容及び成果 

特許庁では、主要研究開発省庁から

要請を受け、特許動向調査を支援する

事業及び課題を確定し、特許動向調査

の結果物を該当省庁に提供する。各省

庁は、提供された特許動向調査の結果

物を課題企画に反映して研究の方向性

を設定・変更するなど、競争力のある研

究課題を導き出すために活用する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

図Ⅲ-2-3  国家研究開発プロセスによる特許動向調査支援体系 

 

 

実際の研究開発事業企画担当者を

対象にアンケートを実施した結果、2022

年に特許動向調査の結果を課題企画に

反映し、方向性を変更もしくはより具体

化したと回答した割合が 80.15％であっ

た。 

毎年、主要研究開発部門の核心課題

に相当する数が特許動向調査を基に企

画されており、2021 年には 444 件、2022

年には 398 件の課題について特許動向

調査を実施した。 

先行技術調査は、2017 年から民間の

役割を拡大させる観点から特許庁の予

算分担を中止し、各省庁が独自に推進

する方式に転換された。

 

表Ⅲ-2-1  政府省庁研究開発課題の特許動向調査への支援現況 

 2011

年 

20 12

年 

2013

年 

20 14

年 

2015

年 

2016

年 

2017

年 

2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 

事業予算 （億ウォン） 146.5 86.4 91.5 91.5 93 93 64.3 28.8 20.8 20.8 20.8 20.8 

支援R&D省庁（個） 16 16 16 16 16 16 16 10 8 10 12  

特許動向調査 （個） 694 735 703 723 751 741 623 275 275 251 444 398 

先行特許調査 （個） 3,730 2,914 3,182 2,491 2,078 2,372 - - - - -     - 

合計 4,424 3,649 3,885 3,214 2,829 3,113 623 275 275 251 444 398 



 

 

特許庁は支援予算が減少傾向にある中

でも革新成長投資分野に対する特許分

析を優先的に支援し、2022 年革新成長

投資分野課題支援の比率は 71.4％を占

めた。 

 

表Ⅲ2-2  革新成長対応分野に対する特許分析支援課題の現況 

 

図Ⅲ-2-4  特許技術動向調査事業における R&D 省庁の活用事例 

 

■（支援事業） 産業通商資源部の産業革新技術開発事業の企画段階 

■（支援内容） IP 浮上度及び IP 障壁度の分析など 

■（支援結果） 2023 年度産業通商資源部の産業革新技術開発事業の企画団体の課題を対象に

特許動向調査及び分析支援で研究企画方向の補完及び修正を通じて R&D 課題を企画及び効率化

に寄与 

（1） R&D 事業の目的に合ったカスタマイズ型分析タイプ（評価型）新設及び事業適用 

 

  
 

 

（2） IP 浮上度，IP 障壁度など企画課題選定評価項目による分析結果を提供 

特許動向調査レポート（特許庁）  NEPSA 検証指標（KEIT 選定評価指標） 

Ⅰ．概要 

Ⅱ.IP 浮上度の分析 

  1．国家別浮上度分析 

  2．主要出願人（競争者）分析 

  3．分析結果総合 

Ⅲ. IP 障壁度の分析 

  1．主要障壁特許 

  2．障壁特許の類似度分析 

  3．分析結果総合 

Ⅳ. 特許分析の結論及び示唆点 

  1．総合結論 

  2．示唆点 

1．戦略適合度 

        技術的優秀性及び応用度 

2．アウトプット IP 浮上度 

        市場規模及び成長率 

3．アウトカム  連関業種の営業利益度 

4．波及効果 

        技術水準及び技術格差 

5．技術リスク  技術インフラ 

        IP 障壁度 

        市場競争の強度 

6．市場リスク  事業化の要求支援 

7．投資規模   合計 R&D 投資金額 

区分 

2021 年 2022 年 

革新成長対

応分野 
全体 

革新成長対

応分野の比

率 

革新成長対

応分野 
全体 

革新成長

対応分野

の比率 

支援課題の数 320 個 444 個 72.1％ 284 個 398 個 71.4％ 

＜代表的な活用事例＞ 



 

 

3）評価及び発展方向 

韓国特許戦略開発院の特許技術動

向調査支援 R&D に対する 2021 年の事

業成果を分析した結果、1003.7 億ウォン

の国家研究開発予算の削減効果がある

ことがわかり、研究開発事業のうち特許

動向調査を支援された場合は、そうでな

い事業に比べ、課題当たりの出願特許

が 238％増加し、そのうち優秀特許比率

も 6％増加するという成果を示した。

表Ⅲ-2-3  特許技術動向調査による R&D 予算削減・効率化推定成果（単位: 百万） 

現在、「国家研究開発革新法施行令」

には、研究開発課題の発掘事前企画を

行うには、事前に特許などの研究開発

動向を含めるように規定されている。し

かし、未だ企画段階で特許分析を実施

しないか、省庁が独自に実施する場合

が多く、国家研究開発全般の特許力量

が強化されるよう、直接的・間接的な支

援が継続的に行われるべきであろう。こ

れを受けて、特許庁では研究開発時に

特許分析を実施するよう奨励する一方、

特許技術動向調査事業の予算減少に

対応し、2018 年から R&D 省庁及び専門

機関の自主的な能力強化のために特許

分析・管理能力強化支援事業も一緒に

推進している。

３. 政府 R&D の実施段階における優秀特許の創出支援 

産業財産政策局産業財;産業創出戦略チーム 工業事務官 パク・スンベ 

1）推進背景及び概要 

政府 R&D によって創出された国内特

許出願は 3.6％増加したことが（2020 年

31,233件→2021年32,355件）わかった。

これは 2021 年の国内特許出願 237，

998 件に対し 13.6％の割合を占めている。 

しかし、政府 R&D 特許の優秀特許の

割合（4.4％）は、米国連邦 R&D の優秀

特許比率（5.9%）より低い水準であり、フ

ァミリー特許国家数（2.2 個）も米国連邦

R&D（4.0 個）に比べて少ないことがわか

った。 

韓国の技術自立、産業競争力の強化

のためには、国家 R&D の中核的主体で

ある大学・公共研（政府予算の 60.0%使

用）の役割が重要だが、公共部門の特

許競争力はまだ不十分なのが現状であ

る。 

これを受けて、特許庁は大学・公共研

究機関の政府 R&D 研究課題を対象に

知的財産権中心の研究開発方向設定

及び優秀特許創出戦略を支援する「政

府 R&D 特許戦略支援」事業を実施して

いる。 

 

支援年度 2019 2020 2021 2022 

重複するR&Dの脱落 11,432 4,096 10,802 26,330 

R&Dの方向修正・具

体化 
80,907 105,040 89,572 275,519 

合計 92,339 109,136 100,374 301,849 



 

 

2）推進内容及び成果 

2012 年から推進してきた「政府 R&D 特

許戦略支援」事業は、大学・公共研究機

関が行う政府 R&D 課題を対象に既存特

許を深く分析し、優秀特許を確保できる

研究開発の方向性を示し、先行障壁特

許に対応するための戦略と特許ポートフ

ォリオの構築を提供することを柱に 2022

年には 98 件の課題を支援した。

表Ⅲ-2-4  政府 R&D 特許戦略支援の現況 
区分 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
支 援 課 題 数

（個） 
59 68 78 8-0 78 78 78 84 70 73 98 

支 援

対 象

機関 

大学 18 6 17 16 14 12 6 20 32 19 33 
公 共

研 
34 53 46 57 56 59 69 57 36 49 63 

そ の

他 
7 9 15 7 8 7 3 7 2 5 2 

 

2022 年の具体的な成果をみると、政

府 R&D 特許戦略支援事業を通じて、優

秀特許確保を可能にした研究開発方向

に関する提案 414 件、特許ポートフォリ

オ強化のための IP 創出戦略を 2 64 件

支援、障壁特許の回避、無効化などの

IP 対応戦略 574 件及び技術移転戦略

19 件をそれぞれ支援した。 

最近 5 年間の政府 R&D 特許戦略支

援事業の成果を政府 R&D 特許成果と比

較分析した結果、本事業の支援を受け

た政府 R&D の特許成果が支援を受けな

かった政府 R&D 特許成果果に比べて特

許生産性（量的成果）が 2.4 倍高く、技術

移転契約当たりの技術料（質的成果）も

3.7 倍高い水準で示され、事業の効果性

が優れていることが確認された。

 

 

＜2022 年特許戦略導出支援の結果＞ ＜最近 5 年間の事業成果分析結果＞ 

IP 対応戦略 

  574 

技術移転 

  264 

技術移転 

  19 

R&D 戦略 

  414 課題数 

（単位：件数） 

技術移転料 

特許生産性 

1.21 件 
2.85 件 

2.4 倍 

22.0 百万ウォン 
3.7 倍 

81.7 百万ウォン 



 

 

3）評価と発展方向 

政府 R&D 遂行段階での優秀特許創

出支援は、政府 R&D 課題を通じた特許

成果を質的・量的に向上させると同時に、

技術移転・事業化などの成果拡散に大

きく貢献し、大学・公共研究機関の研究

者が高い満足度を示した。 

R&D の方向性の提示から IP 対応戦

略まで様々な特許戦略の提供を通じて、

公共部門の政府 R&D 特許成果の質的・

量的な向上はもちろん、技術移転・事業

化の拡大及び大学・公共研の保有技術

と企業需要の間の隙間を解消に寄与し

ている。 

特許庁は、感染症予防、デジタルニュ

ーディール、グリーンニューディールなど

の国家重点分野に対する政府の R&D

政策方向に沿って未来有望な研究開発

分野及び融合・複合技術分野の源泉・

核心特許の早期先取りを支援している。

また、R&D 方向に最適である専門的な

特許戦略を持続的に提供し、政府 R&D

予算投資が実質的に国家技術競争力

の向上につながるよう積極的に支援す

る予定である。

４. 政府 R&D 活用・管理段階の特許成果の総合管理 

A. 政府 R&D 特許成果の調査・分析 

産業財産政策局 産業財産創出戦略チーム 産業事務官 パク・ジュテ 

1）推進背景及び概要 

政府は革新能力の蓄積と持続的な成

長に向けて政府研究開発（R&D）投資を

持続的に拡大してきた。 

*（2003 年）6 兆 5,154 億ウォン→（2022 年）29 兆 7,770 億ウ

ォン 

このように政府の R&D 予算規模が

徐々に拡大するにつれて R&D 投資及び

制度革新に対する関心も高まっている。

これを受けて、政府は徐々に大型化・融

複合化している政府 R&D 事業に対する

全省庁的な総合管理体系を構築するた

め、1998 年から国家科学技術諮問会議

（旧国家科学技術委員会）を中心に毎年

「国家研究開発事業調査・分析・評価」

を実施している。 

特許庁は、成果中心の政府R&D 事業

評価制度の定着と質中心の特許成果評

価を支援のために、国家研究開発事業

で発生した特許成果を体系的に調査・

分析している。また、分析結果を研究開

発活動に活用するよう科学技術情報通

信部など R&D 省庁や研究管理専門機

関などに提供している。 

2）推進内容及び成果 

政府 R&D 政策の策定及び事業評価

を支援し、R&D 事業の効率性を高める

ため、2021 年度政府 R&D 特許成果を省

庁別、研究主体別、R&D 事業目的別な

ど様々な角度で分析し、2017～2021 年

に国内及び外国に登録された政府 R&D

特許について特許分析評価システム

（SMART3、韓国発明振興会）を活用し

て特許品質を測定・分析した。



 

 

図Ⅲ2-5   2017～2021 年政府 R&D 特許成果の主要分析結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学・公的研究機関が政府 R&D で創

出した特許をどのように活用しているの

か、特許成果活用実態を調査・分析した

結果、政府R&D 特許成果の活用実績は

継続的に改善されていることがわかった。

政府 R&D 特許を含む技術移転契約件

数は、最近 5 年間、年平均 6.3％ずつ継

続的に増加しており、2021 年には 4,630

件の技術移転契約が締結された。2017

～2021 年の大学・公共研からの技術供

与が行われた技術の平均金額をみると、

国内特許を含む場合（80.8 百万ウォン）

が全平均金額（43.0 百万ウォン〉に比べ

て高いことがわかった。

 

表Ⅲ-2- 5  契約年度別の技術移転契約件数の現況（単位：件、％） 

契約年度 

区分 

2017

年 

2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 
合計 割合* 

年 平 均

増加率 

合計技術移転契約件 8,449 8,047 9,147 9,556 10,276 45,475 100.0 5.0 

特許含む契約件 4,788 4,587 5,143 5,629 6,257 26,404 58.1 6.9 

政府 R&D 特許含む契約

件 
3,625 3,446 4,002 4,471 4,630 20,174 44.4 6.3 

* 技術移転契約全件に対する割合 

  

(量的成果）2021 年国内特許出願 32,355 件、国内特許登録 21,566 件など、政府 R&D で創出

された特許の量的現況は前年比で増加したことが分かった。 

＜最近 5 年間（2017～2021 年）の政府 R&D 特許出願・登録の現況＞ 

区分 2017 2018 2019 2020 2021 合計 増加率（％） 

前年比 年平均 

出願（件） 32,502 31,108 31,180 31,233 32,355 158,377 3.6 0.1 

登録（件） 19,641 19,200 20,210 21,330 21,566 101,947 1.1 2.4 

◍ (質的成果）政府 R&D 特許の SMART 優秀特許比率は、民間 R&D、外国人 SMART 優秀特

許比率より低いレベル。 

 

国内登録特許 SMART 優秀特許の比率 

政府 R&D         民間 R&D         外国人 



 

 

3）評価と発展方向 

特許庁は、従来の特許成果調査・分

析の限界を克服するため 2022年に省庁

別にカスタマイズされた分析を実施した。

2023年には量的評価から質的評価に転

換する政府R&D 評価政策に合わせて質

的分析に焦点を当てる計画である。 

また、特許性とデータの活用拡大及

び収集体系の効率化のため、関連シス

テム間の連携を強化し、特許性と情報

の活用性を向上させ、新たに構築される

国家研究開発事業統合情報システムに

特許成果の効率的な収集体系を構築す

る予定である。 

また、特許成果に関連する R&D 制度、

特許成果の入力、検証手順など実務者

中心の教育コンテンツを制作し、RIPIS

（特許成果管理システム）を通じて提供

すると同時にオフライン教育を実施して

研究者の特許成果管理に対する認識を

高めるために継続的に努力する計画で

ある。

B. 公共機関の保有特許についての診断事業 

産業財産政策局 産業財産創出戦略チーム 工業事務官 パク・ジュテ 

1）推進背景及び概要 

政府は国家レベルの技術革新力量を

強化するため、継続的に R&D の規模を

拡大している。政府の R&D 事業で創出

された特許成果のうち 2/3 が大学・公共

研究機関で創出された特許であり、韓

国の R&D において大学・公共研究機関

は非常に重要な役割を果たしている。

しかし、登録後、長期間維持される特許

が増えるにつれ、特許登録料も大幅に

増加した。登録後 7 年目以降の特許比

率が大学は 11 期（2012 年）から 27.2%、

（2021 年）、公共研究機関は 25.2%（2012

年）から 42.5%（2021 年）に増加し、2021

年に大学が負担する特許登録料は、

2012 年比で 3.6 倍、公共研は 2.7 倍に

増加した。

表Ⅲ-2-6 2017～2021 年権利主体別の政府 R&D 国内特許出願の現況（単位：件、％） 

 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 合計 
比率

（%） 

 
大学 13,826 13,446 13,813 14,006 14,284 69,375 40.2 

    公共研 8,218 7,835 7,897 8,101 8,012 40,063 23.2 

    企業など 13,463 12,700 12,616 12,185 12,185 63,149 36.6 

 

  

年度 

区分 



 

 

図Ⅲ-2- 6 大学・公共研の年度別特許分布及び特許登録料の現況 

＜2012 年～2021 年年次登録特許現況（単位：％）＞（左） 

＜2012 年～2021 年特許登録料増加現況（単位：億ウォン）＞（右） 

 

このような現象が長期化する場合、機

関は特許維持料への経済的負担のた

めに特許活用のための戦略的な努力な

しに権利を放棄することになる。 

特許庁は、政府R&D の特許成果の活

用性を高めるための取り組みとして公共

機関が保有している未活用特許を分

析・診断し、特許を管理・活用するため

の戦略をコンサルティングする公共機関

保有特許診断支援事業を 2016 年から

推進している。 

2）推進内容及び成果 

特許庁は、2016 年の試験事業を皮切

りに 2022 年まで合計 100 機関を対象に

保有している特許の質的優秀性と活用

可能性を診断し、これによる機関レベル

の総合的な特許管理・活用戦略を支援

した。 

2020 年に参加機関の支援規模に応じ

てカスタマイズ型Ⅰ・Ⅱ・Ⅲに支援タイプ

を変更し、2021年にはタイプ別診断特許

数を調整し、オンライン自己診断システ

ムを構築して小規模な登録特許保有機

関も支援するため取り組んできた。 

本事業は、当該機関のニーズ把握及

び特許分類を行う1段階、機関の特許を

分析する 2 段階、活用・処分戦略を提示

する 3 段階からなる。 

第 1 段階では、機関の特性を考慮し

た機関独自の技術体系を構築し、対象

特許の製品・技術分野別の詳細分類を

行う。 

第2段階では、対象特許の定量・定性

分析及び研究者インタビューを通じて個

別特許の深層分析を行う。 

第 3 段階では、特許分析結果を通じ

て有望特許群の活用戦略及び維持・放

棄候補の特許群の処分戦略を示す。 

これにより、2022 年には機関が保有

する登録特許 4,431 件（海外 350 件を含

む）を対象に等級診断及び深層分析を

行い、特許の活用・処分戦略を策定した。 
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3〉評価と発展方向 

2016～2021 年の事業成果の追跡結

果、合計 85 機関（合計 19 億円投入）に

提示した有望特許活用戦略により特許

2,233 件、移転・技術料収入で約 400 億

円、特許処分戦略で特許 7,170 件、放

棄・特許維持料削減で約 280 億円の効

果が得られた。 

2022 年には事業に参加した機関の活

用戦略の履行促進のため、技術紹介書

の作成をフォローアップ支援（2022 年か

ら継続）し、処分戦略の履行促進のため、

個別特許の請求項観測案をフォローア

ップ支援（2015 年から継続）した。活用

戦略対象 2 機関の技術紹介書作成 20

件を支援し、処分戦略対象 1 機関の特

許 50 件に対する請求項削減案の提案

を通じて約 7 千万ウォンの特許維持費を

削減することができると期待される。 

特許庁は、公共機関の保有特許管理

能力の向上及び管理履行の促進のた

め、2023 年にも段階別の保有特許診断

支援体系（①訪問診断サービスのパイ

ロット推進、②カスタマイズ型支援、③フ

ォローアップ支援）を強化する計画であ

る。

 

第 2 節 標準特許創出への支援 

１．概観 

産業財産政策局 産業財産創出戦略チーム 産業事務官 キム・ホヨン 

技術融合・複合化が加速する知能情

報社会では、製品・サービス間の相互互

換性確保のための国際標準と標準特許

の重要性が拡大している。特許庁は、韓

国産学官の標準特許に対する認識を高

め、標準特許創出能力を強化するため

2009 年から標準特許創出支援事業を推

進している。 

2022 年には、未来革新技術 2 分野を

対象に標準特許創出の有望技術を導出

し、科技政通部 R&D 企画段階で新規課

題の発掘を支援した。メタバース、自動

運転の ICT 融合分野に対する標準・特

許情報を分析して有望技術〈17 個）を導

出し、産・学・研を対象に公開発表会を

開催し、分析結果物の活用・普及を誘導

した。研究遂行段階の標準特許創出可

能性を高めるため、合計 35 件の課題に

85 件の戦略を提供し、85 件の有望特許

が反映された66件の標準案（寄稿文）を

国際標準化機構に提案できるようにした。 

また、国際標準化対応の主管省庁で

ある科技情通部（国立電波研究院）及び

産業部（国家技術標準院）と協力して人

工知能、感染症防止対策管理の情報技

術分野の国際標準化が韓国産業界に

利益になる方向で行われるように、関連

特許を深く分析し、外国の特許技術が

反映された海外寄稿文に対応するため

の戦略と韓国特許技術の国際標準化の

ための特許戦略を提供、事実標準への

対応の重要性を考慮し科学技術部（情

報通信技術協会）が運営している ICT 標

準化フォーラム（無線電力伝送分野)を



 

 

対象に標準特許の先取り・対応戦略を

試験的に支援した。 

中小・中堅企業の標準特許確保力量

を強化するため、優秀な技術を保有して

いるが標準化経験が不足している 8 社

を対象にカスタマイズ型の R&D 特許-標

準総合戦略を支援し、短期間で標準特

許創出力量を確保できるようにした。こ

れにより、36 件の特許出願の成果を創

出し、これを基に本格的な国際標準化

進出の基盤を構築した。 

特に、6G 分野の標準特許競争力を早

期に確保するため、産・学・研の計 10 件

の課題に対して R&D 初期段階からの密

着支援を通じた段階別の核心標準特許

確保戦略を策定し、計 24 件の「予備標

準特許」を創出した。 

標準技術の活用拡大及びロイヤリテ

ィ軽減のために標準特許の必須性検証

を推進した。全産業に徐々に影響力を

広げている 5G 分野の標準特許 660 件

と、紛争が比較的多い映像コーデック・

無線 LAN 分野の標準特許 68 件につい

ての必要性を検証し、その結果を中小・

中堅企業などがロイヤリティ交渉，訴訟

などに今後活用できるようにデータバン

クとして構築した。 

最新の標準特許情報を提供するため

に標準化機構の標準特許データベース

5,000 件を新規構築し、2022 年累計

67,000 件の標準特許情報サービスを提

供し、標準特許専門誌である SEP Inside

を計 4 回発行し、標準特許情報の拡散

に取り組んだ。また、標準特許専門弁理

士養成教育と標準特許認識拡散教育及

び訪問型標準特許教育サービスなどを

通じて標準特許の創出基盤を強化した。 

2023 年には、5G・6G、AI など国家戦

略技術分野を中心に、長期的な標準化

過程に合わせて標準特許確保戦略を数

年間にわたり支援する課題の比重を拡

大する予定である。

 

２. 政府 R&D での標準特許確保の可能性向上 

産業財産政策局 産業財産創出戦略チーム 産業事務官 キム・ホヨン 

A. 推進背景及び概要 

標準とは、特定の技術を使用する際、

誰でもいつでも同じ方法で実施できる技

術規格を指すことで、これまで産業発展

及び使用者の便宜に寄与してきた。この

ような規格は、技術の互換性を重視する

IT 技術の発展と国際貿易の活発化に伴

い、その重要性はますます高まってい

る。）6） 

このような環境の下、グローバル企業

は市場主導権を確保するため、標準

----------------------------------------------------------------------

- 

6） 1995 年に採決された WTO/TBT（貿易技術障壁）協定で WTO 加盟国は、国際標準や技術基準の

基礎に使用すべきとの義務を付与（TBT Article2.4 参考）

  



 

 

特許を戦略的に活用している。つまり、

市場性の高い標準と独占排他的権利で

ある特許を戦略的に組み合わせた標準

特許という新しい高付加価値特許を作り、

ロイヤリティ収益を通じて世界経済の激

しい競争の中で優位な地位を維持して

いる。 

韓国の現状をみると、海外の中核・標

準特許技術が多く使われる製品を大量

生産して輸出する産業構造により、産資

権貿易収支の赤字が持続（（2021）△

22.2→（2022，上）△3.7（億＄））しており、

最近では IoT、5G など通信標準特許が

他の産業分野に拡大適用されるように

なり、自動車・家電メーカーなど海外に

ロイヤリティを支払わなければならない

企業が増えている。 

2022 年 12 月現在、主要標準化機構

に申告された韓国の標準特許は全世界

の標準特許のうち 15.9％を占めている

が、特定の企業・機関に偏っているのが

現実である。標準特許は長時間の標準

化期間と R&D・特許・標準の力量の戦略

的結合で創出されるため、中小・中堅企

業に対する体系的な戦略的支援が求め

られる。

 

表Ⅲ-2-7 主 な 標準化機構（IEC,ITU,IEEE,ETSI ） に 宣 言 さ れ た 標準特許 の 現 況

（2022 年 12 月） 

※5 大主要標準化機構対象の特許番号の重複除去基準を一括適用（出典：韓国特許戦略開発院標準特許戦略チーム 

 

特許庁は、2009 年に「標準特許の戦

略的創出支援 総合対策」を策定し、そ

れに基づいて専担組織を編成し、全国

家的な標準特許創出支援政策を推進し

てきた。2019 年には標準技術基盤の未

来市場確保のための標準特許中長期

（2019~2022 年）政策として「標準特許競

争力強化方案」を策定し第 25 回国家知

的財産委員会で審議・議決した。 

B. 推進内容及び成果 

標準特許創出支援事業は、技術互換

性で市場支配力の高い標準と独占排他

権である特許の連携を通じて創出され

る高付加価値標準特許を確保するため

「R&D・特許・標準」相互間の有機的な連

携を通じて、課題企画段階から国際標

準案の開発、標準化活動まで全プロセ

スを通じて標準特許の創出を支援する

事業である。 

従来、標準取得のため R&D の場合、

R&D の成果である特許と標準が相互に

連動せず、R&D を通じて作成した標準

案が最終的な国際標準に採択されても

実質的な標準特許は所有できない事例

が時折発生したが、本標準特許創出支

援事業は、標準と特許の戦略的な連携

を通じて優れた R&D の成果が標準特許

につながるよう支援を行っている。

順位 国別 個数 比率 順位 国別 数 比率 

１ 中国 46,693 32.5% 6 スウェーデン 7,104 4.9% 

２ 米国 32,387 22.5% 7 台湾 2,088 1.5% 

３ 韓国 22,887 15,9% 8 フランス 1,718 1.2% 

４ 日本 13,939 9.7%. 9 ドイツ 1,582 1.1% 

５ フィンランド 12,064 8.4% 10 カナダ 1,038 0.7% 



 

 

図Ⅲ-2-7  標準特許創出支援事業の政府レベルの推進体系 

 

まず、韓国の標準特許力量の強化と

政府の R&D 資源の効率的な投資の観

点から R&D 課題の発掘段階から標準特

許の確保可能性を検討する必要がある。

これに対し、特許庁では 2015 年から国

家戦略技術分野に対する標準・特許評

価を通じて標準特許戦略マップを試験

的に構築しており、2022 年にはメタバー

ス、自動運転の ICT 融合の 2 つの分野

を推進した。これにより、標準特許有望

技術 17 個（メタバース 10 個、自律走行

ICT 融合 7 個）を導出・提示し、科技情報

通信部（IITP）R&D 課題企画段階で合計

5 件が反映された。 

研究遂行段階では、R&D と国際標準

化を並行して推進している R&D 課題遂

行機関と連携して、R&D 環境と国際標

準環境を綿密に分析する一方、特許と

R&D、標準の連携戦略を支援しつつ、

R&D と標準環境による詳細戦略をさらに

多様化し、成果が向上させた。2022 年

には、5G システムにおける TSC and 

URLLC 支援及び伝達制御技術の開発

など 17 件の政府 R&D 課題を支援し、合

計 48 件の戦略を導き出し、68 件の国内

外特許が出願され、そのうち 42 件の特

許が反映された 29 件の標準案（寄稿文）

が 3GGP7）など国際標準化機構に提出さ

れた。 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

7）3GPP（サードジェネレーションパートナーシッププロジェクト）：モバイル通信関連の国際標準を制定

するための標準化技術協力機構 



 

 

表Ⅲ-2-8  2022 年 R&D 標準特許創出支援事業の推進成果 

連携課題 参加機関 標準化機構 

①戦略 ②特許 ③標準 

戦略提示 
国内特許

出願 

海外特許

出願 

標準案（寄稿

文）提案 

5G システムにおける

TSC and URLLC 支

援及び伝達制御技術

開発など 17 の課題 

安東大学な

ど 13 個 

3GPP など

8 個 
48 件 58 件 10 件 29 件 

 

そして国家標準化機関の標準開発課

題（情報通信放送標準開発支援事業、

国家標準技術力向上事業）と連携し、既

存の技術中心から特許中心の戦略的標

準案を開発することで標準特許が創出

されるよう支援した。2022 年には導電性

繊維基盤のウェアラブル圧力ストレイン

ネットワークセンサーの国際標準開発な

ど合計 11 件の課題を支援し、標準、特

許分析などを通じて 20 件の戦略を導き

出し、26 件の国内外特許が出願され、

26 件の特許内容が反映された 22 件の

標準案（寄稿文）が ISO/IEC JTC18）など

国際標準化機構に提出された。

 

表Ⅲ-2-9  2022 年 国際標準案の開発 特許戦略支援事業の推進成果 

連携課題 参加機関 標準化機構 

①戦略 ②特許 ③標準 

戦略提示 
国内特許

出願 

海外特許

出願 

標準案（寄稿

文）提案 

伝導性繊維を基盤と

したウェアラブル圧力

ストレインネットワー

クセンサー国際標準

開発など 11 の課題 

韓国電子技

術研究院な

ど 10 個 

JTC1 など 

6 個 
20 件 25 件 1 件 22 件 

 

また、国際標準化能力を有する韓国

自動車研究院、ウォーラス標準技術研

究所など標準特許有望機関・企業を対

象に標準化全周期にわたって標準特許

戦略を長期（3 年以上）支援する事業を

推進した。2022 年には、高レベルの自

律走行のための緊急対応機能の開発な

ど、省庁（科学技術部、産業部）及び民

間で 7 つの課題を支援し、標準、特許分

析などを通じて 17 件の戦略を導き出し、

21 件の国内外の特許が出願され、その

うち 17 件の特許が反映された 15 件の

標準案（寄稿文）が ISO9）など国際標準

化機構に提出された。

---------------------------------------------------------- 

8） ISO/IEC JTC1：ISO TC9 と IEC TC83, TC47 傘下の SC47B を合併した情報技術標準化組織 

9）ISO：国際標準化機構（電気電子，情報通信を除く全分野） 

 



 

 

表Ⅲ-2-10  2022 年標準特許有望機関支援事業の推進成果 

連携課題 参加機関 標準化機構 

①戦略 ②特許 ③標準 

戦略提示 
国内特許

出願 

海外特許

出願 

標準案（寄稿

文）提案 

高レベル自律走行の

ための緊急対応機能

の開発など 7 つの課

題 

韓国自動車

研究院など

7 個 

ISO など 

5 個 
17 件 13 件 8 件 15 件 

 

また、標準特許創出支援事業の特許

成果物が最終的な標準特許として完成

できるよう、体系的なモニタリングと標準

特許化戦略を支援した。支援事業を通じ

て創出された特許成果物 715 件につい

て標準との整合性確保のための権利範

囲補正（31 件）戦略を提供した。 

 

表Ⅲ-2-11  2022 年標準特許フォローアップ管理事業の推進成果 

フォローアップ対象 標準特許化戦略の支援（33 件） 

特許成果物 権利範囲の補正 海外出願戦略 分割 

715 件 31 件 ‐ ‐ 

 

C. 評価及び発展方向 

2009～2010 年に推進された事業は、

標準特許の重要性に対する国民的認識

を高め、標準特許の戦略的創出基盤を

確保するための国家戦略次元のアプロ

ーチであった。その後、2011～2013年の

標準特許創出支援事業は、R&D 現場及

び標準開発現場に直接参加し、実際の

R&D と標準化活動をする研究者に標準

特許創出方法論を広め、実際の標準特

許が作られる経験を積ませ、その基盤

を拡大することに重点を置いて推進され

た。 

2014 年からは政府 R&D 全サイクルに

渡る支援標準特許創出成果が最大化で

きる体系構築を進め、2015 年には標準

特許有望課題の発掘のための標準特

許戦略マップを試行的に推進した。2016

年から国際標準化及び標準特許支援を

通じて蓄積されたノウハウを 結集し、中

小・中堅企業の標準特許競争力を強化

するため、関係省庁と共同で「標準特許

強小企業育成プラン」を策定し、2019 年

には標準 特許専門機関の育成を含む

中長期（2019～2022）政策として「標準

特許競争力強化プラン」を策定した。 

2012～2022 年の間に「標準特許創出

支援事業」を支援された 14 機関が主要

国際標準化機関に宣言した 219 件の標

準特許を確保した。最近 5 年間の「標準

特許創出支援事業」を通じて創出された

特許の質的な成果をみると、事業を通じ

て支援した政府課題の特許成果は、未

支援の政府課題の特許成果に対して三

極特許の比率は約 14 倍（1.6％対比

21.8％）と圧倒的に高く、技術移転契約 1



 

 

件当たりの技術料収入も 18 倍（26 百万

ウォン対比 458 百万ウォン）と高く、事業

を通じて創出された特許の質的水準と

産業界での活用価値が非常に高いこと

がわかる。 

今後も持続的な需要発掘を通じて、

優秀企業の事業参加を拡大し、標準化

の速度が速い分野の標準取得を目指す

課題支援を強化し、政府の標準特許の

成果を高め、韓国の産・学・研が新産業

分野の核心的な標準特許を先取りでき

るよう努力していく。

 

３. 国際標準化活動に対する標準特許戦略支援 

産業財産政策局 産業財産創出戦略チー ム工業事務官 キム・ホヨン 

A. 推進背景及び概要 

現在までの国際標準化活動の際、知

的財産権に対する検討が不十分な状態

で標準が採択され、相当規模の特許料

が発生している。とりわけ、韓国の主要

輸出品目である電気電子及び情報通信

技術分野の製品が技術貿易規模の約

70.4％を占めており、主要標準技術分野

別に形成された特許プールによる特許

料負担も増加している状況である。 

これにより、標準制定の段階別に特

許審査を行い、国益を考慮した国際標

準が制定されるようにカスタマイズされ

た特許戦略支援を支援する「国際標準

共同対応」を行っている。 

B. 推進内容及び成果 

2022 年には、人工知能（科技通信部、

IITU-TSG16）及び感染症防疫管理の情

報技術分野（産業部、JTC1 SC41 など）

の国内対応研究班を支援し、合計 42 件

の主要特許分析を行い、各細部技術別

の国際標準化推進状況に合わせて対

応特許戦略を策定・支援した。

 

表Ⅲ-2-12  2022 年国際標準共同対応支援の推進成果 

技術分野 
主要特許分析の

提供 

関連特許情報

の提供 

戦略

策定 
戦略内容 

人工知能分野（科技

部,ITC-T SG 16） 
21 件 3,554 件 6 件 

・標準化アイテム発掘 

・寄稿方向設定など 

感染症防疫管理情

報技術分野（産業

部，JTC1 SC41 な

ど） 

21 件 309 件 4 件 

・標準案反映技術障壁分析

戦略 

・革新特許モニター戦略 

C. 評価及び発展方向 

2022 年国際標準共同対応支援を通じ、

海外が主導する標準に国益が反映され

るように対応し、特に利害関係者が直接

参加して積極的に対応できるように誘導

した。 



 

 

今後の特許支援の緊急性が高い他

の標準化研究班及び事実標準化対応フ

ォーラムまで特許戦略支援範囲を拡大

し、標準化能力及び国内対応環境を考

慮した成果タイプ別支援の多角化を模

索して需要に合わせた国際標準共同対

応体制を構築・支援する予定である。

 

第 3 節 優秀中小企業の海外特許確保への支援強化 

産業財産政策局 地域産業財産課施設事務官パク・ボンヒ 

地域産業財産課行政事務官シン・ヘヨン 

１. 概観 

知識・情報・技術の移動が中心となる

「グローバル化 4.0 時代」に、国家と企業

の競争力を左右する革新の中心となる

のは知的財産である。すでに主要国は

自国の利益を固めるための強力な武器

として特許を活用しており、いわゆる「銃

声なき特許戦争の時代」と言える。中国

は、政府の支援により、2007 年の出願

が 2017 年 48,905 件から 2021 年 69,540

件に増加するなど、最近 5 年間で国内

外の出願量が急増し、世界各国は海外

市場で技術覇権を先取りするため、海

外特許の確保に死力を注いでいる。 

韓国は特許出願世界 4 位の知的財産

強国と言われながらも、海外市場先取り

のために不可欠な海外特許の確保努力

はやや不足していた。2021 年の調査に

よると、国内で出願された技術（2018 年）

のうち 15.0%しか海外に出願されず、特

に中小企業の技術は 6.5%しか海外に出

願されず、韓国企業が海外で収益を創

出する機会につながらなかった。また、

海外に出願しても米国や中国を中心に

平均 2.1 カ国にしか出願しておらず、輸

出市場の多様化への対応も容易ではな

い。 

これを受けて、特許庁は韓国企業の

特許の海外進出を活性化し、多様化す

るために「海外への知的財産普及・保護

ロードマップ」を策定し、海外特許確保

支援を拡大している。 

２. 海外特許確保支援の拡大 

A. 推進背景及び概要 

昨今、世界各国はグローバル支配力

を強化するために積極的に知的財産を

活用している。米中貿易紛争や日本の

輸出規制など、当面の危機はまさに特

許技術を武器にした技術覇権競争と言

える。 

急変するグローバル環境で韓国の技

術と製品を保護するためには、海外知

的財産の確保が優先されなければなら

ないが、現地の知的財産権の確保は不

十分なのが現状である。 

これは、韓国の中小・ベンチャー企業

が優秀な特許製品を開発しても費用負

担や専門知識の不足などで海外知的財

産権の確保に容易に挑戦できなかった

からである。 

 



 

 

これに対応するため、特許庁は、韓国

企業が積極的に海外市場に進出し、世

界市場を主導できるよう、海外知的財産

権の確保を最優先的に支援した。 

図Ⅲ-2-8 中小企業が海外出願できな

い理由 

 

*出典：韓国知的財産研究院「技術革新

型企業の海外出願戦略研究」、2017.2. 

表Ⅲ-2-13 中小企業の知的財産専担

部署及び人材の現況 

知的財産部署 知的財産人員 

専担部

署あり 

兼任部

署あり 

専担人

員あり 

兼任人

員あり 

2.9% 46.0% 4.1% 94.1% 

*出典：特許庁，「2022 年度知的財産活

動調査」、2022.12 

B. 推進内容及び成果 

特許庁は、海外市場進出に困難を抱

える企業を支援するため、2019 年国家

レベルの海外知的財産確保戦略（海外

特許確保方案（2019 年 6 月）、海外知的

財産の拡散・保護ロードマップ（2019年7

月））を策定し、中小・ベンチャー企業に

対する海外出願費用支援及び知的財産

バウチャーの支給、知的財産（IP）出願

支援ファンドの設立及び投資、知的財産

控除などを推進した。 

このため、「海外出願支援予算」を

2019 年 151 億円億ウォン規模から 2022

年 195 億ウォンに増額し、海外出願支援

件数も1,157件から2,279件に拡大した。 

*グローバル IP スタートアップ企業、スタ

ートアップ知的財産バウチャー、中小企

業 IP 今すぐ支援 

表Ⅲ-2-14 2020～2022 年の権利別海

外出願費用支援件数 

区分 2020 2021 2022 

特許 1,589 1,626 1,519 

商標 738 533 577 

意匠 146 177 183 

合計 2,473 2,336 2,279 

 

C. 評価及び発展方向 

輸出主導型の産業構造において韓国

企業が安定的に海外に進出し、市場を

拡大するためには、紛争予防と競合他

社の市場参入を抑制する海外知的財産

権の先取りが何よりも重要である。将来

の技術覇権を先取りするための世界各

国間の技術競争が激化する中、特許庁

は、迅速な海外知的財産権の先取りを

通じて韓国企業がグローバル市場を開

拓し、輸出を増大できるよう、海外権利

化負担を緩和する政策事業をさらに強

化していく。 

  



 

 

  

 

 

 

 

       ・基盤が強固な知財行政 

・デジタル時代の未来先端技術をリード 

・知財基盤のグローバル革新企業育成 
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第 1 節 概観 

産業財産保護協力局 産業財産保護政策課 技術書記官 チョン・イクス 

１. 推進背景及び概要 

国家情報院によると、最近 5 年間、技

術流出による国内企業の被害額が 25

兆ウォンに達すると推定されている。

2018 年から 2022 年までに摘発した産業

技術流出事例は 93 件で、このうち 3 分

の 1 程度は半導体・ディスプレイ、2 次電

池・自動車・情報通信・造船分野の国家

核心技術だった。技術力がすなわち国

家競争力の尺度として評価され、科学

技術が国家経済と安保の核心軸として

位置づけられている状況で、莫大な予

算と時間、そして努力を注いで開発した

韓国の先端技術が海外に流出されるこ

とは、技術流出によって被害を受けた企

業の直接的な被害はもちろん、韓国の

競争力まで低下させる非常に大きなリス

ク要因である。 

技術が国家競争力である時代に、主

要国は自国の技術競争力確保と技術保

護のために様々な政策を推進している。

米国は 2021 年と 2022 年に下院がそれ

ぞれ「米国革新競争法」と「米国競争法」

を発議し、米国の科学研究を支援し、中

国に対する牽制を強化する戦略を提示

し、最終的に 2,800 億ドル規模の「半導

体及び科学法」が作成され最終的に可

決されたが、源泉技術と先端産業に対

する強力な支援政策とともに、中国牽制

のための研究安保の審査及び管理監

督強化など様々な保護措置も一緒に盛

り込まれた。一方、日本は昨年 5 月に先

端重要技術の開発支援、特定技術分野

関連特許出願の非公開などを内容とす

る経済安全保障推進法を制定した。中

国の場合は、10 月の第 20 回全国人民

代表大会報告で、近代化産業体系の構

築と科学技術革新システムの改善など

を主な内容とする科学技術自立自強に

基づく科学技術強国建設の加速化を発

表した。欧州も半導体及び関連技術部

門で安定的なサプライチェーンの確保と

産業を先導するための包括的な措置を

盛り込んだ「欧州半導体法案」を 2 月に

発表した。 

 

 

 

 

 

第１章  

国内知的財産の保護基盤強化 



 

 

このように、米中間のデカップリング

が加速し、主要国の競争的な技術保護

政策の推進に伴う先端技術冷戦時代に、

技術を武器に世界 10 大経済大国に進

出し、名実ともに先進国の仲間入りを果

たした韓国にとって、先端技術開発・活

用及び技術保護のための第一歩と言え

る知的財産を保護することは、国家競争

力維持のための核心的な価値であり、

国家レベルの戦略的推進課題であるこ

とを念頭に置くべきである。 

２. 推進内容及び成果 

2022 年にも私たちの技術及び知的財

産を安全に保護するための法・制度改

善及び政策が着実に推進された。 

まず、知的財産保護関連の刑事救済

を強化するため、意匠権・実用新案権侵

害行為について被害者の告訴がなくて

も捜査が可能とする意匠保護法・実用

新案法改正案が 6 月に施行された。 

8 月には「2022 年不正競争防止及び

営業秘密保護施行計画」が産業部、中

小企業庁など関係省庁合同で経済副総

理主宰の対外経済閣僚 会議で発表さ

れた。核心技術（営業秘密）及び知的財

産権を安全に保護するための様々な履

行方案が盛り込まれた本実施計画は、

「不正競争防止及び営業秘密保護に関

する法律」に基づき 5 年ごとに策定され

る法定計画に基づき毎年策定する履行

計画で、大企業の協力業 者及び大学・

研究所などに対する技術保護のための

支援政策、技術が流出された場合、迅

速かつ効率的に対応するための捜査・

情報機関間の協力体制構築、核心研究

人材の海外離職防止のための半導体な

ど民間退職者の特許審査官採用など事

前予防の強化、流出時の対応体制構築

及び支援強化、環境変化に対応した保

護基盤の構築などの 3 つの主要戦略内

容が含まれている。とりわけ、半導体な

ど国家主要産業分野での大企業の協力

会社及び主要国の R&D 開発に参加す

る大学・公共研究機関に対する技術保

護集中支援方案は、技術保護の死角を

解消するための具体的な支援方案とい

う点でその意味がある。 

韓国知的財産保護院が行っている特

許庁特別司法警察の取り締まり支援業

務範囲に、特許権侵害、不正競争行為、

営業秘密の取得・使用など技術警察及

び不正競争調査業務などが追加される

「発明振興法」改正案が 11 月に公布さ

れた。これにより、技術犯罪捜査及びア

イデア奪取など技術流出・奪取行為に

関する捜査支援が効率的に行われるこ

とが期待される。 

国内外の知的財産紛争への対応支

援も持続的に拡大した。保護対象技術

の特性に応じて特許または営業秘密で

保護する「技術保護最適化戦略コンサ

ルティング」を試験的に実施し，営業秘

密保護システム構築対象に大学・公共

研究所を追加するなど、韓国技術の海

外流出防止のための支援を拡大した。

また、海外での K（韓国）-ブランド保護を

強化するため、商標無断先取りのモニタ

リング及び疑わしい情報提供対象国を、

従前の中国・タイ・インドネシアなど 4 カ

国からシンガポールを追加した 5 カ国に

拡大した。 

 

 



 

 

国家産業競争力の核心である主要技

術の海外流出と知的財産権の侵害を防

止するための活動も強化した。2021 年

に発足した技術警察は 2022 年に 384 人

を刑事立件し、321 人を送検した。また、

技術警察の捜査関連の諮問のために

法務部から捜査諮問検事が派遣され、

技術流出犯罪に関連する関係機関間の

対応能力を高めるため、検察庁、警察

庁、産業部、中小企業庁など捜査・情報

機関・関係部署が参加する「技術流出犯

罪対応関係機関協議会」を発足させた。 

国民の健康及び安定に大きな影響を

与える偽造品撲滅のための取り締まり

活動も強化した。2022 年に偽造商品犯

計 401 人を刑事立件し、純正価額 425

億ウォンの偽造商品を押収した。また、

限られた捜査要員では対応に限界があ

ったオープンマーケットや SNS などを通

じたオンライン偽造品流通を遮断するた

めの活動も強化した。2019 年から運営

中の「オンライン偽造商品在宅モニタリ

ング団」を通じて 2021 年の 171,606 件に

比べ約 6％増加したオンライン偽造商品

投稿 181,131 件を摘発・遮断した。 

知的財産権侵害申告・相談に迅速に

対応するため、知的財産権侵害申告・

相談を一度に解決できる「知的財産権

侵害統合申告・相談センター」を 7 月に

開所した。これまで特許、商標、不正競

争行為などで分散していた苦情受付窓

口を一元化することで、申告者の利用便

宜はもちろん、申告相談の専門性も向

上することが期待される。 

アイデア奪取、商品形態模倣などの

不正競争行為に対する調査を通じて、

公正な商取引秩序の確立にも貢献した。

2022 年には合計 152 件の不正競争行

為が受理され、2019 年 66 件，2020 年

114 件，2021 年 133 件に続き、制度施行

後最も多くの事件が受理され、処理件数

も 2021 年の 2020 年比 79 件増加した

127 件に続き、129 件の商品形態模倣な

どの不正競争行為に対する調査処理を

完了するなど、公正な取引秩序の確立

に向けた活動を着実に続けている。 

知的財産保護に対する国民の認識を

高めるための市民運動及び広報活動も

強化した。国家情報院、全経連など対外

関係機関と協力し、技術保護など知的

財産保護に関する認識向上及び広報活

動を展開した。 

３. 評価と発展方向 

2022 年は、対外経済環境の不確実性

が持続し、国家間の技術競争がさらに

激化している状況で、韓国の貴重な技

術が海外に流出するのを防止・遮断す

るための実質的な対策が策定・施行さ

れたという点で、有意義な年であった。と

りわけ、これまで技術流出の弱点であっ

た大学・公共研究所を対象に技術保護

支援策が設けられ、特許庁の特別司法

警察の取り締まり支援業務の範囲に技

術警察及び不正競争調査業務などが追

加される法令が施行されたことは、増加

している技術流出・奪取犯罪に対する対

応能力を強化したという点で大きな意味

がある。 

 

 

 

 



 

 

パンデミックと米中貿易対立に陥り危

うくなったグローバル化がウクライナ戦

争の長期化によりさらに衰退している中、

自国の先端技術保護と経済危機の解決

が従来の伝統的な友邦の概念よりも優

先されている状況で、先端産業分野に

対する技術保護主義の流れはさらに加

速すると予想される。このようなグロー

バル技術保護主義の流れの中で、先端

技術を先取りして保護することは差別化

された競争力を備えるために何よりも重

要な要素であり、先取りした先端技術を

安定的に活用するための知的財産及び

営業秘密の保護は企業の死活を超え、

国家の命運がかかった重要な目標であ

る。 

苦労して開発を重ねてきた技術とそ

の技術を基に構築した産業生態系が、

技術流出と NPE（非実施特許管理企業）

の無差別的な特許攻撃によって毀損さ

れないように、技術（営業秘密）及び知

的財産の実効的な保護のための努力を

続けていかなければならない。また、デ

ジタル大転換時代に、AI、メタバース、

NFT などデジタル新技術に対するグロ

ーバル競争力を維持するために、これら

の新技術の安定的な活用のための知的

財産保護方策の準備も整えていかなけ

ればならない。 

グローバル景気後退の懸念が拡大し

ている状況で、主要国の自国の技術を

保護するための制度的・政策的な努力

はさらに強化されると予想される。この

ような対外環境に対応するため、2023

年にも技術流出予防及び防止のための

努力を持続する計画だ。まず、技術流出

犯罪に対する一罰百戒を通じた技術流

出防止のために、技術流出犯罪に対し

て引き上げられた法定刑基準を技術流

出犯罪関連の量刑基準に反映し、技術

流出に伴う犯罪収益を没収し、組織的

な人材流出行為に対する処罰を強化す

るなど、営業秘密保護に関する法制度

も強化する計画である。技術流出犯罪

に対する刑事処罰を強化し，技術流出

犯罪行為による経済的利益を遮断する

ことで、これまで企業や国家が被った被

害に比べ、手厚い処分につながってい

た技術流出罪に対する警戒心が高まる

ことが期待される。また、これまで侵害

者に証拠が偏在して侵害立証と損害賠

償額の算定が困難な知的財産訴訟の

問題が解決できるよう、韓国型証拠収

集制度の構築も継続的に推進していく

予定である。一方、技術警察の実効性

のある技術犯罪の捜査のためには、技

術警察の捜査範囲を技術流出犯罪全

般に拡大するための制度的改善努力も

持続的に推進する計画である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

第 2 節 中小企業のアイデア・技術への保護強化 

１. 不正競争防止及び営業秘密保護に関する施行計画 

産業財産保護協力局 産業財産保護政策課 工業事務官 リュ・ジョンヒョン 

A. 推進背景及び概要 

最近の米中覇権競争、ウクライナ情

勢などで、半導体などの核心技術は産

業の観点を超えて国家安全保障のため

にも必要不可欠な戦略資産として浮上

している。 

これに伴い、技術を確保するための

各国の競争が激化し、短期間で技術格

差を減らすための方法として、核心人材

の流出、産業スパイ、サイバーハッキン

グなど営業秘密流出の試みも増加する

傾向にある。 

実際に国情院によると、最近 5 年間に

摘発された国内技術の海外流出試みは

99件、22兆ウォン規模であり、営業秘密

の流出による経済的被害を GDP の 1～

3 倍と推定した海外の研究結果を適用

すると、韓国の被害額は最大 60 兆ウォ

ンに達すると推定される。 

このような状況にもかかわらず、2021

年に実施した特許庁の実態調査の結果、

企業の半数（48%）、大学・研究所の 1/3

（31.4％）だけが営業秘密保護要件を認

識しており、営業秘密の流出が発生した

にもかかわらず立証が難しいなどの理

由から段階的に対応する割合が 1/4

（23.5％）に達するなど、保護水準が低

いことが調査結果からわかった。 

これにより、特許庁は全省庁レベルの

不正競争防止及び営業秘密保護政策を

推進するため、2020 年 10 月に不正競争

防止及び営業秘密保護に関する法律を

改正し、基本計画及び施行計画の策定

の法的根拠を設けたが、2021 年に同改

正案の施行により第 1 次基本計画（5 年

間）を策定し、翌年 2022 年に単年度の

実践計画である施行計画を策定した。 

B. 推進内容及び成果 

特許庁は、2022 年 8 月、経済副総理

主宰で開かれた対外経済閣僚会議で全

省庁総合対策である不正競争防止及び

営業秘密保護施行計画を議決し、これ

により①営業秘密流出の事前予防、②

流出時の対応体系の構築、③保護基盤

の整備の 3 大戦略、9 つの課題を策定し

た。主な内容は以下のとおりである。 

営業秘密流出の事前予防のため、半

導体、ディスプレイなど核心産業の協力

団体との協力を強化し、比較的技術流

出に脆弱なパートナー企業などに対す

る保護体系構築を集中支援する。また、

主要経済団体と技術保護セミナーを共

同開催するなど、営業秘密保護に対す

る認識の向上も推進する。 

 

 



 

 

営業秘密流出時の対応のため技術

流出捜査・情報機関間の実務協議会を

構成・運営し、特許庁技術警察の捜査

対象犯罪も営業秘密侵害犯罪全体に拡

大する方案を推進する。そして、法律諮

問、デジタルフォレンジック支援、紛争調

停の活性化などを通じて技術流出に脆

弱な中小企業が紛争に効果的に対応で

きるよう支援し、営業秘密訴訟における

被害者立証負担の緩和や専門裁判所

への管轄集中の導入の検討など、効果

的な紛争解決のための制度先進化方案

も推進する。 

また、営業秘密の保護基盤を構築す

るため、半導体などの核心技術に従事

していた民間退職者の専門性を特許審

査に活用し、海外競争国への技術人材

の流出を防止する一方、迅速かつ正確

な特許審査も提供する。また、営業秘密

侵害罪の個人・法人の両罰規定で法人

に対する罰則を強化するなど、組織的な

流出抑制のための制度改善も推進する。 

C. 評価及び発展方向 

今回策定した不正競争防止及び営業

秘密保護施行計画は、国家間の技術確

保競争が激しく展開される中で，営業秘

密保護のために政府レベルの総合対策

が策定されたという点は意義がある。 

今後、特許庁は、不正競争防止及び

営業秘密保護に関する法律第 2 条の 3

に基づき、同施行計画を毎年策定する

予定であり、これにより第 1 次基本計画

の政策課題を具体化し、環境変化に合

わせて発展させていく計画である。

 

２. 知的財産権侵害に対する刑事的救済手段の強化 

産業財産保護協力局 産業財産保護政策課 行政事務官 イ・ウジョン 

 

A. 推進背景及び概要 

特許庁はこれまで知的財産権侵害に

対する刑事・私的救済を強化するため、

2019 年「司法警察職務法」を改正し、特

許庁特別司法警察の捜査範囲を特許・

営業秘密・意匠にまで拡大する一方、

2020 年特許権侵害罪を「反意思不罰罪」

に転換し、2021 年技術流出及び侵害を

防ぐための専担捜査組織である「技術

警察」を発足させるなど、努力を続けて

きた。 

しかし、このような法改正にもかかわ

らず、意匠・特許権，実用新案権侵害罪

は、被害者が犯人を知った日から 6 ヶ月

以内に告訴しなければならない「親告罪」

と規定されており、告訴期間が過ぎると

被害者が刑事救済を受けることができ

ないという限界があった。2020 年に特許

権侵害罪を「親告罪」から「反意思不罰

罪」に転換する改正が行われたが、意

匠権、実用新案権侵害罪は依然として

「親告罪」と規定されており、6 ヶ月を過

ぎると権利救済が難しい状況であった。 

一方、2019 年の「司法警察職務法」の

改正により、特許庁特別司法警察の職



 

 

務が特許・営業秘密侵害などに拡大さ

れたが、拡大された業務に対する支援

の法的根拠が不十分で、効率的な捜査

を行うには限界がある状況であった。 

B. 推進内容 

訴追期間制限による権利救済の難し

さを解消するため、「デザイン保護法」及

び「実用新案法」の一部改正法律案が

発議（2021.9、イ・ソヨン議員が代表発議）

された。主な内容は、意匠権及び実用

新案権侵害罪を親告罪から反意思不罰

罪に転換する内容で、権利者が訴え期

間の制限なく侵害者を訴えることができ

るようにする一方、権利者の訴えがなく

ても捜査機関が捜査を進めるが、被害

者が処罰を望まない場合、被害者の意

思を尊重できるようにしたものである。

同法案は 2022 年 5 月に産業委・法司委

で成立し、本会議を経て 2022 年 6 月に

公布され、公布後直ちに施行され、施行

日以降に発生した犯罪から適用される。 

一方、知的財産犯罪に対する効率的

な取り締まり業務を遂行するため、「発

明 振 興 法 」 の 一 部 改 正 法 案 も 発 議

（2020.9、ウ・ウォンシク議員代表発議）

された。主な内容は、韓国知的財産保

護院が特許・営業秘密など拡大された

特許庁特別司法警察の業務範囲まで支

援できるようにするもので、2022 年 9 月

に産業委で成立し、10 月に法司委及び

本会議の議決を経て、11 月に公布され

た。 

C. 評価及び発展方向 

今回の「意匠保護法」及び「実用新案

法」改正により、今や韓国国内における

全ての産業財産権侵害罪は訴追期間

の制限を受けなくなった。また、権利者

の告訴がなくても捜査機関が職権で認

知した事件について捜査を進めることが

できるようにすることで、権利者が法的

知識不足などで適時に対応できない場

合にも捜査機関が職権で捜査すること

ができるようになり、犯罪被害の予防及

び回復を図ることができると予想される。 

また、「発明振興法」の改正により、特

許庁特別司法警察が一部の取り締まり

業務を支援できるようになることで、知

的財産犯罪に対する効率的な捜査が可

能になるなど、知的財産権侵害に対す

る刑事的救済が強化されると予想され

る。 

 

３. 特許訴訟における証拠立証負担の緩和のための制度導入を推進 

産業財産保護協力局 産業財産保護政策課 技術書機関 イ・チャンナム 

A. 推進背景及び概要 

特許権侵害訴訟で侵害及び損害額を

立証するのに必要な証拠を侵害者が保

有しているため、権利者は侵害などを立

証するにあたって深刻な困難にみまわ

れている。これに関連して特許庁が調査

したところ、特許侵害訴訟の経験がある

企業の 80％以上が提訴前・後の証拠収

集に困難があり、これを改善するための

強力な証拠収集制度が 必要であると

回答（2020.1. 特許庁アンケート）した。 

 



 

 

特許法では既に民事訴訟法より制裁

力が強化された資料提出命令制度が導

入されているが（2016 年）、裁判所実務

上、活発に利用されていないのが現実

である。その理由は、資料提出を強制す

るか、提出された資料の真偽又は毀損

の有無を確保するための手段が不足し

ており、そのため、申請者が証明しよう

とする事実を真実として認めることがで

きるようした制裁力を発動することに限

界が生じているのである。 

一方、特許侵害による紛争が発生し

た場合、企業の立場では、紛争を早期

に解決して企業経営のリスク度を減少さ

せることが何よりも重要である。このよう

に、紛争を早期に解決するためには、訴

訟上の有利不利を予測する必要がある。

そのためには、訴訟に必要な侵害立証

または損害額算定に必要な証拠を互い

に確認する必要がある。米国の場合に

は、ディスカバリーという制度を通じて、

両当事者が保有する資料を広範囲に確

認することができる。ドイツの場合にも、

裁判所が指定した専門家が侵害現場に

立ち入り、必要な証拠を調査することが

できる。日本もドイツの制度を参考にし

て専門家による事実調査制度を運営し

ている。このように、世界の主要国は、

特許侵害訴訟において証拠収集を容易

にするための様々な制度を運営してい

る。 

これを受けて、特許庁は特許侵害訴

訟で現在より容易な証拠収集制度の導

入を考えている。 

B. 推進内容及び成果 

現行の特許侵害訴訟における証拠収

集の限界を改善するため、特許法一部

改正法律案が発議（キム・ジョンホ議員

代表発議、2020 年 8 月イ・スジン議員代

表発議、2020 年 9 月、イ・ジュファン議員

代表発議'21 年 2 月）された。主な内容と

しては、侵害の立証に必要な資料を毀

損しないように資料の保全を命じ、ドイツ

と日本の制度を参考に専門家による事

実調査を導入し、当事者が法廷で証人

尋問を行うことができるようにすることで、

現行制度の不備を改善する趣旨である。 

特許事件の場合、専門家でなければ

特許技術に対する判断が難しい場合が

多い。そのため、専門家による調査が必

要である。そして、裁判官が検証を直接

現場に出向いて行うには時間的・空間

的な限界もあるため、これを効果的に改

善する必要もある。そこで、特許庁では、

特許権侵害が発生した場合、裁判官が

指定した専門家が被申請人の工場や営

業所に入り、必要な証拠調査を行い、関

連調査報告書を作成し、裁判所に提出

できるよう、専門家による事実調査制度

を導入しようとしている。専門家による事

実調査は、特許侵害の可能性が高く、

調査の必要性が認められ、相手方に過

度な負担が生じず、ほかの手段で証拠

収集が不可能な場合の 4 つの要件を満

たした場合に開始される。専門家は調

査過程で被調査者の主要情報を知るこ

とができるため、調査過程で知った秘密

を漏らさないようにする義務が課される。

逆に、調査を受ける被調査者は調査に

誠実に協力しなければならず、調査を拒

否、または妨害すると、罰金が課せられ、

裁判上の不利益を受けることがあり得る。 

 

 



 

 

一方、資料提出命令の実効性を高め

るために、資料の特定を目的とした資料

リスト提出制度、訴訟上重要な証拠が

毀損されるのを防ぐために資料保全命

令制度も導入する。命令に違反した場

合、裁判所が資料保全を申請した当事

者の主張を真実として認めることができ

る制裁効が適用される。また、提出され

た資料の真偽を当事者が効率的に確認

できるように、米国の証言録音（証人尋

問）手続を参考に設計した当事者間証

人尋問手続も導入する。現行の訴訟制

度では、裁判官の負担等で証人尋問の

円滑な採用・進行が困難であるため、裁

判官のいない裁判所外の場所で裁判所

職員が主宰して当事者が証人尋問を行

い、その調書を裁判所で証拠として活用

する制度である。 

特許庁では、法案の発議から 3 年近

い時間をかけて、企業、団体、法務部、

裁判所行政処など特許訴訟と関連があ

ると考えられる利害関係機関を対象に

説明会、懇談会などを合計 70 回以上開

催し、十分な意見を収集した。韓国国内

の環境に適した制度が導入され、副作

用が最小化されるよう、業界の意見を反

映した修正案を作成するために努力し

ている。 

C. 評価及び発展方向 

特許権のような知的財産を保護する

ことは、単に技術を保護することではな

い。国家経済発展の礎を築くことである。

韓国の特許法は、懲罰賠償制度、基本

損害額算定方式の改善、特許権者の立

証責任の緩和などの制度が導入される

など、韓国の知的財産権保護制度の発

展のために進化し続けている。しかし、

韓国の知的財産権保護水準は依然とし

て低いとされている。前述したように、ス

イス国際経営開発院〈IMD〉が毎年実施

する国家競争力調査で 63 カ国中 37 位

（2022）を占めた。 

特許庁は、ドイツ、日本で施行されて

いる制度を参考に、韓国の実情に合っ

た低コスト、高効率の証拠収集制度を導

入しようとする。これにより、現在より証

拠収集が容易になれば、現在導入され

ている 1 倍損害額算定方式と 3 倍賠償

制度の効果が倍増するだろう。これによ

り韓国企業が、知的財産が持つ価値を

正当に補償されるようになれば、知的財

産を基盤とした技術取引と技術金融が

発展するだろう。そうなれば，企業による

技術開発活動はダイナミック化し、技術

革新にもつながるだろう。

 

４．紛争調停など代替的な紛争解決制度の活性化推進 

産業財産保護協力局 産業財産保護政策課 行政事務官 イ・ウジョン 

A. 推進背景 

産業財産権の侵害発生時に訴訟や

審判による解決には時間がかかるだけ

でなく、莫大な費用もかかり，零細の中

小企業や個人の権利者などにとっては

大きな負担となっている。最近の特許庁

の実態調査結果によると、知的財産権

を侵害した場合、平均で約 8,170 万ウォ

ンの費用がかかることが示され、裁判所

行政処によると、特許権侵害禁止請求

の民事 1 審処理には平均 554 日がかか



 

 

るなど、紛争発生時の費用的・時間的負

担が大きいことがわかった。 

そこで特許庁は、産業財産権等の紛

争で発生する国民の困難を解消し、不

必要な社会的コストを削減するため、

1995 年から産業財産権紛争調停制度を

運営している。 

B. 推進内容 

1） 産業財産権紛争調整委員会の運営 

産業財産権紛争調整制度は、「産業

財産権分争議調整委員会」の専門家の

調停を通じ、当事者間の合意により紛

争を迅速かつ経済的に解決できるよう

にする制度で、2022 年現在、委員会は

専門分野別に計 69 名の調停委員で構

成されている。 

産業財産権紛争調停委員会の調停

対象は、産業財産権（特許権、実用新案

権、商標権、意匠権）、営業秘密、不正

競争行為、職務発明に関する紛争であ

り、これに関連して利害関係のある者は

誰でも調停を申請することができる。 

産業財産権紛争調停委員会を通じて

調停が成立して調停調書を作成する場

合、「裁判上の和解」の効力があり、裁

判所の確定判決と同じ効力を持つため、

紛争を最終的に解決することができる。

受理された事件は 3 ヶ月以内に処理さ

れるため、訴訟・審判よりも迅速に紛争

を解決することができるというメリットが

ある。 

とりわけ、困難な経済環境の中で知

的財産権侵害を経験した個人・中小企

業の調停制度に対する関心が高まり、

2022 年には合計 76 件の調停申請が受

理され、史上 2 番目に多くの調停申請が

受理され、このうち 47 件が成立するなど，

制度の実効性も高いことがわかった。

表Ⅳ-1-1  産業財産権紛争調停委員会の処理件数 

 

2） 調停連携体制の活性化 

調停制度は紛争を短期間で経済的に

解決できる効率的な紛争解決手段であ

るにもかかわらず、これまで訴訟・審判

など既存の紛争解決体系との連携が不

十分であり、当事者間で合意の意思が

ある場合にも長期間、高コストの既存制

度が継続される側面があった。 

 

 

これを受けて、特許庁は 2022 年 12 月、

全国地方裁判所の中で最も多くの知的

財産事件を処理しているソウル中央地

方裁判所と産業財産権紛争調停制度に

も「裁判所-調停連携制度」を実施するこ

とを主な内容とする業務協約を締結した。

同制度の導入により、ソウル中央地方

法院に受理された事件のうち、知的財

産の専門性が必要であり、調停によって

解決することが適切な事件は、 

 

区

分 

1995

～ 

2000 

2001

～ 

2005 

2006

～ 

2010 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 計 

申

請 
46 33 21 2 2 3 11 17 47 57 53 45 70 83 76 566 



 

 

産業財産権紛争調停委員会を通じて解

決できるようになった。裁判所の裁判だ

けでなく、審判、検察捜査段階での紛争

調停連携も活性化した。2021 年 11 月、

発明振興法、特許法、デザイン保護法

等の改正を通じて新たに導入された「審

判・調停連携制度」を本格的に施行し、

2022 年 5 件の審判・調停連携事件を処

理した。また，2015 年から施行中の検

察・調停連携制度もさらに活性化し、

2022 年 21 件の検察・調停連携事件を処

理するなど、既存の紛争解決手続と調

停制度間の連携を強化した。 

3）産業財産権紛争調停委員会事務局

の設置及び広報強化 

特許庁は 2017 年に韓国知的財産保

護院に産業財産権紛争調停委員会事

務局を設置し、産業財産権紛争相談、

申請事件の受付、紛争調停制度の広報

などを推進している。 

産業財産権などの紛争で困っている

企業・個人は，事務局（1670-9779）を通

じて申請書作成及び調停手続きに関す

る詳細な案内と支援を受けることができ

る 。 ま た 、 事 務 局 ホ ー ム ペ ー ジ

（www.koipa.re.kr/adr）から申請書様式

をダウンロードし、作成後、ホームペー

ジ ま た は 委 員 会 代 表 メ ー ル

（ip.adr@korea.kr/adr）にて調停を申請で

きる。一方、産業財産権紛争調停委員

会事務局は、紛争調停制度の活性化の

ために様々な広報活動も並行して行っ

ている。広報動画の制作及び配布、

SNS などオンライン広報及び関係機関

制度説明会の開催など、多くの企業が

紛争調停制度を活用できるよう積極的

な広報活動も行われており、制度に関

する案内・教育などが必要な場合は事

務局の支援を受けることができる。 

C. 評価及び発展方向 

長期間かつ高額の費用がかかる産業

財産権紛争は、特に時間・費用的余裕

がない個人及び中小企業にとって一層

負担となっている。しかし、産業財産権

紛争調停制度は、3 ヶ月以内に処理され、

別途の申請費用がなく、手続きが複雑

でないため、紛争専門家が不足している

中小企業も代理人なしで簡単に進める

ことができて、費用を節約することがで

きるため、個人・中小企業にとっては有

用な制度である。 

これにより、特許庁は紛争調停など代

替的な紛争解決も活性化し、韓国企業

の紛争による費用・時間負担を減らすた

めに持続的に努力していく。 

産業財産権紛争調停委員会設立以

降、全受理件 566件のうち約 40％の229

件が最近 3年間に受理されるなど、紛争

調停制度に対する韓国企業の需要が高

まる傾向にある。特許庁は増加する紛

争調停需要に合わせ、追加調停委員を

委嘱するなど専門性を高めていく計画で

ある。 

さらに、韓国企業が直接申請するだ

けでなく、検察・審判・裁判所など既存の

手続きでも簡単に調停につながるように、

外部機関との連携体制を着実に強化し

ていく。

 

 



 

 

 

５. 営業秘密保護への支援強化 

産業財産保護協力局 産業財産紛争対応課 放送通信事務官 ムン・ヘジン 

A. 推進背景及び概要 

技術及び知識が無限競争時代の核

心的な生産要素として登場し、知的財産

管理の重要性がますます高まっている

中、連日営業秘密や技術・アイデア奪取

に関連した事件・事故が報道され続けて

いる。特許庁が 2013 年と 2016 年の 2 回

に渡って実施した営業秘密侵害実態調

査の結果によると、営業秘密流出を経

験した企業の割合は 9.47％から 14％へ

と増加しているが、営業秘密の流出時

に何の対策も行わなかったと回答した企

業の割合は合計 1.1％から 41％へと増

加し、韓国企業の営業秘密流出紛争対

応能力は依然として不十分なレベルで

あることがわかった。新しいアイデアや

技術を活用して市場での競争力を確保

するためには、技術を新たに生み出すこ

とと同じくらい企業の機密を外部に流出

させないように保護することが重要であ

るが、企業人の営業秘密保護の認識度

や管理能力は非常に不十分なレベルで、

これに対する対策が求められている。 

これを受けて、特許庁は 2012 年に営

業 秘 密 保 護 セ ン タ ー

（www.tradesecret.or.kr）をオープンし、

教育・相談・コンサルティング・広報など

の営業秘密保護基盤造成事業を行うこ

とで、韓国企業の営業秘密管理能力を

強化し、保護の必要性を高めている。 

 

表Ⅳ-1-2 技術流出の現況             （出典：大検察庁統計年報） 

区分 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 

処理件数（件） 412 467 528 403 449 481 495 230 348 

人数（人） 972 1,129 1,125 791 970 986 1,033 595 890 

 

特許庁は 2021 年に、大学、研究所、

中小企業など比較的保護認識が脆弱な

機関の営業秘密保護基盤造成のため

に支援事業を強化し、共生・協力とオン

ライン教育、広報推進など営業秘密保

護認識文化の普及に努めた。 

営業秘密の流出被害を受けてもｓれ

に対応できる専門人材と環境にないた

め訴訟に必要な証拠を独自に確保する

には相当な困難を経験する中小企業が、

営業秘密流出の証拠を確保して民事・

刑事訴訟に活用できるように、被害企業

のコンピュータ、携帯電話などの情報機

器に対するデジタルフォレンジック支援

事業を新たに導入した。また、営業秘密

管理のための独自のシステムを構築で

きなかった企業に最小限の費用と人員

で営業秘密を管理できるように営業秘

密管理システムを普及させ、営業秘密

流出時に「秘密管理性」の立証資料とし

て活用できるように支援し、営業秘密の

流出を防止するために効果的な法的対



 

 

応ができるよう、営業秘密の専門弁護

士による法律諮問サービスを支援した。 

営業秘密管理の重要性に対する認識

を強化するため、これまでは訪問教育、

地方所在の企業密集地域を対象とした

地域説明会などを実施したが、新型コロ

ナの長期化により、オンラインセミナー、

教育映像、営業秘密の主要判例映像な

ど、オンラインでの教育・広報方式へと

転換し、企業が内部教育資料として活

用できるようにすることで、接近性を高

め、参加を拡大した。また、バス停シェ

ルター、ネイバーモバイルバナー広告な

どのメディア広告や原本証明サービスク

イズなどの国民参加イベントを実施し、

営業秘密管理の重要性に対する認識の

向上に取り組んできた。また、営業秘密

保護に対する認識を改善し、保護文化

を広めるために、大企業（ポスコ）と協力

会社間の営業秘密保護業務協約を締

結（2019 年 11 月）し、協力会社を対象に

営業秘密管理体系の構築を支援するこ

とで、営業秘密保護文化と共生文化を

つくることに貢献した。 

2022 年は国家核心技術分野などの

協力団体と協業し、より効果的な営業秘

密保護支援に取り組んだ。半導体産業

協会・ディスプレイ産業協会の会員企業

を対象に営業秘密保護支援事業を優先

的に支援（8 件）し、イノビズ・ベンチャー

企業協会会員社（43 社、計 101 件の

42％を占める）への営業秘密管理シス

テムの普及を集中支援した。 

また、効果的な技術保護のため，特

許と営業秘密など様々な知的財産を組

み合わせて活用する知的財産ミックス

（IP-MIX）戦略を策定し、特許と営業秘

密の選択基準、技術・産業分野別の知

的財産活用戦略及び社内管理体系など

を盛り込んだマニュアルを発刊した。そ

して、国内企業・機関を対象に IP-MIX

戦略コンサルティング試験支援（3 社）と

説明会開催（16 回）などを通じて IP-MIX

戦略を普及に取り組んできた。 

 

表Ⅳ-1-3  最近 5 年間の営業秘密保護支援事業の実績 

 

 

 

年度 

営業秘密の保護コンサル

ティング 
管理システム

の普及 

流出紛争

の法律諮

問 

デジタルフォレ

ンジック支援 

教育・説明会な

ど 
基礎 深化 

2022 113 社 60 社 101 社 31 社 104 事件 33 回 

2021 107 社 60 社 100 社 30 社 96 事件 24 回 

2020 130 社 50 社 101 社 30 社 － 15 回 

2019 101 社 － 101 社 30 社 － 99 回 

2018 71 社 － 108 社 22 社 － 86 回 



 

 

図Ⅳ-1-1  2022 年度営業秘密保護深化コンサルティング効果及び営業秘密管理シ

ステム 

 

それだけでなく、特許庁は営業秘密

侵害訴訟で営業秘密保有事実に対する

立証負担を緩和するため、2010 年度か

ら電子文書から抽出した固有識別値と

公認認証機関の時間情報を合わせてタ

イムスタンプを生成し、これを原本証明

機関に登録することで、当該電子文書

の存在及び保有時点を立証できる原本

証明サービスを運営している。2015 年 1

月には、原本として記録された情報に対

して原本証明書を発行してもらう。その

場合、当該情報の保有事実に対する推

定効力を持つという法的根拠を設けるこ

とで、従前の制度の不備を補完し、現在、

韓国知的財産保護院を原本証明機関に

指定（2019 年 1 月）して運営している。

2022 年基準、原本証明サービスの累積

利用件数は 188,509 件であり、原本登録

の法的効力に加え、アイデア公募展で

出品作品のアイデア保護手段として活

用されるなど、今後その利用がさらに活

性化されることが期待される。

 

図Ⅳ- 1- 2 営業秘密の原本証明制度 

22 年深化コンサルティングによる改善効果 

 ■実施前   ■実施後 

 

利用者 営業秘密の原本証明機関 

原本証明 

原本登録 
登録要請 登録実施 登録完了 

証明要請 証明実施 証明書発給 

営業秘密 

電子指紋 

真本 

偽変造 

電子指紋 

営業秘密 

電子指紋 

比較 



 

 

C. 評価及び発展方向 

中小企業からの技術奪取が社会問題

として浮上し、産業部、中小企業庁、検

察庁、公正取引委員会、特許庁など6つ

の省庁が合同で中小企業技術奪取根

絶策を発表して以来、営業秘密保護政

策の所管省庁である特許庁は、営業秘

密の侵害が故意である場合、3 倍以内

で損害賠償額を課す 3 倍賠償制度を導

入し、営業秘密の認定要件である「秘密

管理性」要件を緩和するなど、経済的弱

者の営業秘密保護の実効性を高めるた

めの制度的な装置を整備した。また、無

断流出及び返還拒否など立法の盲点で

あった侵害行為に対して刑事処罰がで

きるように不正競争防止法を改正した。

その結果、営業秘密管理体制が不十分

で営業秘密性が認められなかった中小

企業など経済的弱者の営業秘密保護に

も大きく役立つと期待される。 

また、グローバル技術覇権競争の激

化を受けて 2023 年から効果的な営業秘

密の技術保護戦略を普及するための支

援事業を新設・強化していく計画である。 

まず、特許と営業秘密保護制度の戦

略的活用のための知的財産ミックス戦

略コンサルティングと営業秘密管理体系

の内在化のためのフォローアップコンサ

ルティングを新設するなど、営業秘密保

護コンサルティング支援を高度化する計

画である。また、韓国知的財産保護院

が特許庁技術警察の営業秘密流出取

締り支援業務を行うことができるように

法的根拠が設けられたこと（発明振興法

改正，2022 年 12 月）により、営業秘密

保護センターのデジタルフォレンジック

装備及び専門家を活用して特許庁技術

警察の取締り業務を支援することで、営

業秘密の技術流出事件の迅速な解決

に役立つと期待される。

６. 社会的弱者のための公益弁理サービスの支援 

産業財産保護協力局 産業財産紛争対応課 放送通信事務官 ムン・ヘジン 

A. 推進背景及び概要 

知的財産権出願を通じて権利確保を

推進したり、権利に対する侵害紛争が

発生したりした場合、専門家である弁理

士から助言を得ると解決の糸口を見つ

けやすい。しかし、経済的に困難な国民

基礎生活（生活保護）受給者、障害者、

国家有功者、学生、中小企業などの社

会的弱者は、知的財産権の知識が不足

しているにも弁理サービスにかかる費用

が負担であるため自ら出願せざるを得

ないか、紛争が起こった際に主張せず

あきらめてしまうなど、法の保護を十分

に受けられないケースが多い。 

これに対応するため、特許庁は 2005

年 4 月から公益弁理士特許相談センタ

ーを運営し、困難を抱える出願者の知

的財産権を創出・保護するために権利

確保から紛争対応に至るまでの全ての

プロセスを支援することで社会的公平性

の向上に取り組んでいる。 

 

 

 

 



 

 

合計 14 名（2022.12 基準）の公益弁理

士が知的財産権に関する業務審決取消

訴訟の代理及び紛争法律諮問等の業

務財産権関連の相談、明細書等の出

願・審判関連の業務を行っている。

 

表Ⅳ-1-4  2022 年公益弁理士特許相談センターでの支援タイプ別の内容 

B . 推進内容及び成果 

公益弁理士特許相談センターの相談

実 績 は 、 特 許 庁 顧 客 相 談 セ ン タ ー

（TEL.1544-8080）及び政府統合コール

センター（TEL.110）との業務協力で重複

業務が調整され、2015 年 16,041 件から

2016 年 11,783 件に大幅に減少し、

2019~2021 年の間、新型コロナの拡散に

伴う来訪相談の減少などで 2021 年

10,046 件 ま で 下 が っ た が 、 2022 年

10,659 件とやや増加した。 

知的財産権出願に対する書類作成支

援の場合、図面作成支援の持続的な増

加とともに、2021 年から他人が不正な目

的で商標出願をする際の対応手段とし

て活用される「情報提出書」を支援対象

書類に追加したことにより、支援件数が

2019 年 489 件、2020 年 560 件、2021 年

606 件まで増加したが、2022 年には 523

件に減少した。

表Ⅳ-1-5   年度別相談、書類作成支援実績（支援タイプ別）       （単位： 件） 

 

知的財産権紛争に対する支援は、代

理人費用のみを支援していた従前の事

業方式を改編し、2011 年から 2016 年か

らは審判・審決取消訴訟の場合、公益

弁理士が直接事件を代理している。 

2016 年からは審判・審決取消訴訟の

支援類型 支援内容 

知的財産権に関する相談 
オンライン、電話、来訪及び地域巡回など多様な相談窓口を通じて、知財権出

願、紛争、審査、支援事業内容などについて公益弁理士が相談 

知的財産権出願などの書類作成へ

の支援 

明細書、図面等の新規出願書類、意見書、補正書等の中間書類、拒絶決定

不服審判に関する審判請求書等の作成支援 

知財権紛争 

審判及び審決取消訴

訟の代理 

審判（権利範囲確認審判、無効審判、訂正審判、商標登録の取消審判）及び

審決取消訴訟を公益弁理士が代理して審判・訴訟を遂行 

民事訴訟の費用支援 
大企業、中堅企業またはこれに準ずる外国人が投資した国内法人から知的財

産権を侵害された場合、1 件当たり 1,000 万ウォン以下の費用支援 

法律相談 
知的財産権の保有・管理状況などの分析を通じて紛争の発生を事前に防止

し、紛争が発生した場合、状況別にカスタマイズ型対応戦略の策定を支援 

区分 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 

知的財産権
相談 10,319 16,304 18,828 16,041 11,783 12,360 11,605 11,256 10,991 10,046 10,659 

書類作成 801 700 860 895 491 383 475 489 560 606 523 



 

 

代理に一層力量を集中して支援実績は

2015 年 53 件から 2016 年には 109 件と

大幅に増加し、2017 年には権利者の権

利濫用から社会的弱者を保護するため、

非権利者の商標・意匠の権利範囲確認

審判まで支援を拡大するなどの努力を

した結果、2022 年には 144 件を支援し

た。 

また、民事訴訟費用支援は、2022 年

に 4 件を支援したことで、合計 148 件の

法律救助支援を行い、2022 年支援事件

の勝訴率が 97.5％（2022.12 基準、係争

中の事件を除く）に達するなど、実効性

のある審判・訴訟支援を継続している。

 

表Ⅳ-1-6  年度別審判・訴訟支援実績（支援タイプ別）    （単位 ：件） 

     区分 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 

審判及び審決

取消訴訟 29 14 32 53 109 120 136 134 140 135 144 

民事訴訟 21 17 28 29 34 5 2 2 2 3 4 

 

また、公益弁理士特許相談センター

は、社会的弱者に対する無料弁理サー

ビス支援を拡大してきた。2018 年には、

支援対象に青年創業者、予備青年創業

者、ひとり親家庭及び多文化家族を含

め、知財権保護の抜け穴を解消し、

2022 年には弁護士 1 人を採用して不正

競争行為（39 件）・営業秘密（11 件）関連

相談と法律諮問案件（5 件）を遂行する

ことで相談支援範囲を広げた。 

加えて行政情報共同利用確認を通じ

て中小企業確認書など申請者の書類提

出を簡素化し、利用しやすい公益弁理

士特許相談センターへと改善した。 

C. 評価及び発展方向 

公益弁理士特許相談センターを韓国

知的財産保護協会が大韓弁理士会から

移管して運営してきた 2009 年以降、知

的財産権の相談 16 万件余り、知的財産

権出願書類の作成 8,000 件余り、審判・

訴訟 1,600 件余りを支援し、社会的弱者

が知的財産権分野で法律の保護を受け

るようにした。 

また、社会的弱者が支援対象から外

れないように支援対象者を拡大する一

方、支援内容や運営手続きを補完し、支

援効率を向上させた。 

今後も、経済的・社会的格差によって

正当な権利を放棄してしまうことが起こ

らないように、社会的弱者に対する知的

財産の法律構造へのアプローチを高め

ていく必要がある。 

 

 

 

 



 

 

第 3 節 知的財産保護執行力の強化及び認識の向上 

１. 商標権特別司法警察隊（特司警）を通じた知的財産保護執行の強化 

産業財産保護協力局 商標特別司法警察課 行政事務官 キム・ジェタク 

A. 推進背景 

最近、国内オンラインショッピングの

取引額が増加するにつれて、オンライン

サービスプラットフォーム（OSP）、ポータ

ルサイト、SNS を通じた偽造品の流通・

販売も急増している。特に、SNS は個人

間の通信手段を使うため販売者の追跡

が難しいという点を利用して偽造品販売

に利用されるなど、偽造品の流通・販売

が隠密化・知能化している。 

これに伴い、特許庁は偽造商品取締

りのために 2010 年 9 月に「商標権特別

司法警察隊」を発足させ、3 つの地域事

務所（大田、ソウル、釜山）に捜査官を

配置して偽造商品事犯に対する取締り

を行ってきたが、2021 年 7 月の職制改

正を通じて商標特別司法警察課に組織

を拡大改編し、偽造商品取締りを強化し

た。 

B. 推進内容及び成果 

商標特別司法警察は、2022 年の一年

間、商標侵害事件に対する強力な取り

締まりによって企業の商標権保護及び

消費者保護のために重要な役割を果た

した。 

まず、偽造品取り締まりのため、オン

ライン及びオフライン市場に対する全方

位的な捜査を通じて 372 人を刑事立件

し、偽造品約 38 万点余りを押収するな

ど、所期の成果を上げた。特に、カター

ルワールドカップとソン・フンミン選手の

人気急増による偽造サッカーユニフォー

ムの流通問題に対応し、オンライン集中

モニターの取締りを実施し、商標権者・

プラットフォーム懇談会及び販売者への

捜査を実施し、釜山世界博覧会誘致

BTS 公演に伴う偽造商品流通の拡散を

遮断するため、企画会社と一緒に偽造

商品を取締り、ファンや一般人を対象に

広報ブースを運営するなどの啓蒙・広報

活動を通じ、偽造商品販売による消費

者・商標権者の被害防止に貢献した。 

また、消費者が偽造品にさらされない

ように、偽造品の販売のための投稿を

迅速に遮断し、消費者被害に対する救

済策の導入を推進した。オンライン偽造

品在宅監視団を運営し、オンラインサー

ビスのプラットフォーム、ポータルサイト、

SNS などの偽造品流通に関する掲示物

181,131 件を削除し、消費者の偽造品へ

のアクセスを先制的に遮断し、商標権者

と協力して偽造品無料鑑定ブランドを拡

大（137→165 個）し、商標権者及びオン

ラインプラットフォームと協力し、海外直

輸入・並行輸入偽造品協力取り締まりを

試験的に実施した。 

今後も偽造品のオンライン流通による

消費者被害を防ぐため，積極的に対応

していく予定である。

 



 

 

表Ⅳ-1-7 偽造品の取締り現況 

区分 2011年 

以前 
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 合計 

刑 

事 

立 

件 

人数 

（人） 
184 302 376 430 378 351 362 361 376 617 557 372 4,666 

押収 

（点） 57,218 131,599 822,370 1,114,192 1,197,662 584,094 691,630 542,505 6,269,797 720,471 78,061 375,583 12,585,182 

* 特別司法警察権導入（2010 年 9 月）以降の実績 

特に、最近急増しているオンライン上

の偽造商品の流通に注目し、捜査の力

を集中していたところ、国民の日常生活

用品である化粧品やブランド衣類などを

偽造して流通させてきた一味を検挙する

成果を達成した。偽造高級化粧品など

を中国から大量に輸入し、全国的に流

通しているという情報を入手し、特許庁

商標特別司法警察が大田地方検察庁と

連携して現場捜査を実施したのである。

その結果、偽造ディオール化粧品、モン

ブランの財布などを全国に流通させた販

売業者 1 人は現行犯で逮捕・拘留、5 人

は刑事立件し、彼らが販売するために

保管していた商標権侵害物品 15,965 点

余りを押収した。押収した偽造品の規模

を純正価額に換算すると約 52 億に達す

る。

図Ⅳ-1-3 偽造品取り締まり現場 

偽装ブランド化粧品及び財布販売の取締り 

 

Ｃ. 評価及び発展方向 

特許庁の商標特別司法警察は 2010

年発足以来、過去 12 年間、商標権侵害

犯 4,700 人余りを検挙し、偽造品 1,258

万点余りを押収し、名実ともに知的財産

の守護神として定着した。今後も商標特

別司法警察は、オン・オフラインの境を

越えて猛威を振るっている偽造品摘発

のため、常習的な製造・流通業者及び

偽造品流通頻発地域に対する集中取締 

りだけでなく、マスク、化粧品など国民の

生命と健康を脅かす日常生活用品の偽

造品犯などに対する企画捜査を強化す

る予定である。 

 

 

 

 



 

 

また、オンラインサービスプラットフォ

ーム、ポータルサイト、SNS などオンライ

ン上で流通している偽造品問題の解決

のために 2019 年から運営している「オン

ライン偽造品在宅モニター団」を継続的

に運営し、偽造品投稿 18 万件余りを削

除して消費者被害の防止効果約 2 兆

6,719 億ウォンを達成した。2023 年にも

在宅モニター団を持続的に運営し、偽造

品流通の盲点の取り締まりを強化する

ために休日モニターを拡大するなど、オ

ンライン流通チャンネルに対する監視を

さらに強化する計画だ。 

 

 

２. 技術警察を通じた技術犯罪の捜査 

産業財産保護協力局 技術意匠特別司法警察課 農業事務官 キム・ジヨン 

A. 推進背景 

特許庁は 2010 年から偽造品の製造・

流通・販売に対する取り締まりを強化す

るために商標特別司法警察を運営し、

商標法侵害罪を主な職務範囲としてい

た。しかし、技術侵害及び技術流出犯罪

が複雑化・専門化するにつれ、技術と知

的財産権法に対する専門性を持つ特許

庁が技術犯罪を直接捜査することを望

む社会的要求もそれに比例して高くなっ

た。これに伴い、2019 年「司法警察職務

法」が改正され、特許庁特査警の職務

範囲が商標から特許、営業秘密、意匠

を含む知的財産犯罪全般に拡大された。 

2021 年には、国家産業競争力の核心

である主要技術の流出と侵害を防ぐた

めの技術捜査担当組織を新設し、いわ

ゆる偽造品取締り中心の既存の産業財

産調査課を技術警察課（技術捜査専担

組織）、商標警察課（商標捜査専担組織）

及び不正競争調査チーム（不正競争行

為行政調査専担組織）に拡大改編し、

技術捜査要員を補強して技術侵害捜査

体系を完備した。 

 

B. 推進内容及び成果 

技術警察は 2022 年の一年間、技術

犯罪の迅速かつ的確な捜査を通じて知

的財産権侵害に積極的に対応した。量

的には 384 人を刑事立件し、刑事立件

者数が 4 年間持続的に増加する傾向を

示し、技術犯罪捜査専担組織としての

地位を確立した。特に、技術警察に事件

を受理し、侵害された権利を救済された

告訴人は 94 人以上が個人・中小企業で、

社会的・経済的弱者の技術保護組織と

しての役割も果たした。 

一方、技術警察は告訴受付事件の単

純処理にとどまらず、国家的波及力の

大きい核心産業の大規模な海外流出技

術犯罪に対する企画・認知捜査を推進

し、成果を導き出した。2022年3月から、

国情院と共同で国内大企業・中堅企業

の営業秘密流出を捜査し、押収捜査か

ら海外被疑者の追跡など 9 ヶ月に及ぶ

捜査の結果、海外流出の主導者、核心

研究者、ブローカーなど 6 人を検挙した。

これにより、半導体素材及び工程関連

の国家核心技術の海外流出を遮断し、

1,000 億ウォン台の技術流出被害を予防

した上に、特許庁が技術侵害・流出の捜



 

 

査を開始して以降初めて特許庁の捜査

段階で主犯 3 名に対する事前逮捕令状

を執行した後、送検し、検察の起訴へと

つながった事件だという点でも意義があ

る。

 

表Ⅳ-1-8  技術警察の捜査現況 

* 2019 年 4 月捜査開始 

**不正競争行為 イ目（商品主体混同）、チ目（商品形態模倣）など 

 

C. 評価及び発展方向 

特許庁技術警察は、審査・審判経験

を通じて培われた技術及び法律の専門

知識を基に、技術・知的財産法上、高度

な判断能力を必要とする技術犯罪事件

を迅速かつ正確に解決することで、発足

3 年目で内外から技術犯罪捜査の専門

機関という評価を得ている。 

技術警察は、持続的に増加する技術

犯罪に対応するために組織と人材を拡

充し、特許庁の捜査支援システムを検

察庁、警察庁、法務部などの刑事司法

情報システム（KICS）とも連携し、捜査の

効率を高めていく計画だ。 

それだけでなく、法改正を通じて、産

業技術、国家核心技術、データ保護措

置の無力化行為など、法改正を通じて

国家的なレベルで技術警察の役割が必

要な領域に業務範囲を拡大し、特許庁

の防諜機関の指定を推進し、技術犯罪

関係機関との協力を強化する努力も並

行して進めていきたい。 

技術覇権時代、国内主要核心技術に

対する保護の重要性が強調される中、

技術警察は専門性を基に、全国家的次

元の技術侵害・流出の専門捜査機関と

しての役割を引き続き遂行していく。 

 

 

 

 

 

  

区分 2019.4～12 2020 2021 2022 計 

 特許権 95 170 169 156 590 

刑事告発 営業秘密 20 39 85 62 206 

意匠権 73 82 72 122 349 

その他** 12 82 50 38 182 

小計 200 373 376 384 1,333 

 

送致 

特許権 30 130 159 159 478 

営業秘密 12 9 68 56 145 

意匠権 42 67 64 78 251 

その他^ - 63 51 28 142 

小計 84 269 342 321 1,016 



 

 

３．不正競争行為に関する調査・是正勧告の実施 

産業財産保護協力局 不正競争調査チーム 施設主事 イ・ジェウク 

A. 推進背景 

不正競争行為とは、国内に広く知られ

ている他人の商標を相互に不正に使用

する行為など、正当な対価を支払わず

に他人の競争力に便乗して経済的利益

を追求する競争行為を意味する。「不正

競争防止及び営業秘密保護に関する法

律」で定義される 13 種類の不正競争行

為には、商品主体混同，営業主体の混

同、著名商標の希釈。原産地虚偽表示、

生産地誤認表示、品質誤認表示、代理

人無断標識使用、ドメイン不正取得、商

品形態模倣、アイデア奪取、データ不正

使用、パブリシティ権侵害、他人の成果

盗用がある。これらの不正競争行為は

他人の努力にタダ乗りする行為であり、

個人や企業の競争力を弱め、消費者の

生活を低下させる問題を引き起こす可

能性がある。 

「不正競争防止及び営業秘密保護に

関する法律」は、1961 年 12 月 30 日、不

正な手段による商業上の競争を防止し、

健全な商取引秩序を維持するために、6

つの不正競争行為を定義して制定され

た。その後、多数の改正を経て 2018 年

の法改正では、営業外観の模倣によっ

ても営業主体の混同及び著名商標の希

釈化が起こりうることが規定され、取引

交渉や取引の過程で経済的価値を持つ

他人のアイデアを盗用するアイデア奪

取行為が不正競争行為の一種として追

加された。営業主体の混同と著名商標

希釈に営業外観模倣の内容を追加した

理由は、他人が一定の努力をして一般

消費者に知らしめた店舗の室内・外装

飾など営業の総合的な外観を無断で使

用して損害を与える不公正な行為を防

止する必要があったからで、アイデア奪

取行為を新設した理由は、中小・ベンチ

ャー企業または開発者の経済的価値を

持つ技術・営業上のアイデアを取引相

談、入札、公募展などを通じて取得し、

これを何の補償もなく事業化し、経済的

利益を得ながらも開発者は廃業に至る

などの不公正な行為を防止するためだ

った。営業外観模倣の場合、これにより

営業主体の混同、著名商標の希釈化に

つながる場合、行政的・民事的救済及

び刑事的制裁を受ける可能性があり、

アイデア奪取行為に対しては行政的・民

事的救済が可能となった。 

2020 年の法改正では、不正競争行為

に対する是正勧告の種類を多様化し、

是正勧告を履行しなかった場合、違反

内容等を公表できるようにし、行政調査

の実効性を高めるために努力した。また、

アイデア奪取に対して損害額の 3 倍の

範囲で賠償を請求できるように懲罰的

損害賠償制度を導入する一方、不正競

争行為に対する損害額の推定方式を変

更し、侵害行為がなければ販売できた

損害額を賠償ささせられるようになった。 

 

 

 

 



 

 

2021 年の法改正では、データを不正

に使用する行為及び国内に広く認知さ

れ、経済的価値を有する他人の氏名、

肖像、音声、氏名などを無断で使用する、

別名パブリシティ権侵害行為が不正競

争行為の一種として追加され、データ不

正使用行為は 2022 年 4 月、パブリシテ

ィ権侵害行為は 2022 年 6 月にそれぞれ

施行された。

 

表Ⅳ-1- 9 不正競争行為の調査現況 

 * 行政調査導入（'17 年 12 月）以降の実績 

 

B. 推進内容及び成果 

不正競争調査チームは 2022 年一年

間、不正競争行為の行政調査を通じて、

国内で広く知られている他人の商標・商

号などを不正に使用するなどの行為を

全般的に調査した。その結果、2017 年

以降 2022 年 12 月末までに 557 件が不

正競争行為として申告された。 

特に 2022 年は合計 152 件（前年比

14％増加）の不正競争行為が受理され、

調査・是正勧告制度施行以来、最も多く

の事件が受理された。不正競争行為の

種類別では、商品主体混同に関する申

告が 56 件で最も多く、アイデア奪取に関

する申告が 22 件（14％）で 2 番目に多

かった。 

そして不正競争行為の調査中、被申

告人が申告された行為を自発的に是正

して履行した割合が 32%（42 件）で、紛争

対応力が不足している個人及び中小企

業、スタートアップ等に効果的な紛争解

決手段を提供した。 

C. 評価及び発展方向 

企業類型別不正競争行為の申告現

況では、申告者が個人・中小企業である

割合が合計 88%（490 件）で、民事・刑事

上の対応が困難な経済的弱者の申告

が大半であることが明らかになった。特

許庁は不正競争行為調査・是正勧告制

度がこのような経済的弱者に実効的な

救済手段になるよう、不正競争行為行

政調査の専門性向上及び職権調査を強

化する予定である。 

 

 

 

 

  

 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 合計 

商品・営業主体の混同行為等 1 9 24 54 59 56 203 

商品形態模倣 5 41 19 32 22 20 139 

アイデア脱臭 － 29 15 18 25 22 109 

その他 － 7 8 10 27 54 106 

区分 



 

 

 

４. 健全な取引秩序の確立のための知的財産権の虚偽表示の防止 

産業財産保護協力局 不正競争調査チーム 施設主事 イ・ジェウク 

A. 推進背景 

知的財産権虚偽表示とは、特許・商

標・意匠・実用新案などの知的財産権を

登録した製品が優れているという消費者

の認識を悪用して、特許などを受けてい

ない製品を特許登録されたかのように

商品に表示、または広告する行為を意

味する。これは、誤った情報を基に消費

者に商品を購入させ、知的財産権基盤

の中小・ベンチャー企業の製品開発意

欲を低下させる問題を引き起こす可能

性がある。 

特許庁は知的財産権を専担する省庁

として、このような問題を解決するため、

2015 年 7 月に開催された国家知的財産

委員会の議題として「健全な取引秩序

確立のための知的財産権表示改善方

案」を上程・議決した後、特許法施行規

則を改正し、知的財産権虚偽表示申告

センターを 2015 年 12 月から運営するな

ど、知的財産権全般に対する虚偽表示

問題を防止し、正しい知的財産権表示

文化の定着に向けた様々な政策を推進

している。 

B. 推進内容及び成果 

特許庁は、正しい知的財産権の表示

方法と虚偽表示時の措置内容などを含

む「知的財産権表示指針」を 2019 年 10

月に制定した。これを反映して「知的財

産権表示ガイドライン」を発刊し、虚偽表

示関係法令や知的財産権の表示方法

などを国民に提供した。 

知財権虚偽表示申告センターは、知財

権の虚偽表示を申告、または関連相談

サービスを受けることができる専担の住

民行政相談サービス窓口として、2022

年に知財権虚偽表示計 3,600 件を受付

し、3,641 件の是正を完了した（2022 年

末現在、計 22,260 件の申告受 付 、

22,205 件の是正を完了）。 

また、国民の関心が集中する品目を

対象に知財権虚偽表示企画調査を実施

した結果、31 個の化粧品製品で 672 件

（2022 年 3 月）、9 個の簡易食品製品で

426 件（2022 年 6 月）、12 個のゴルフ用

品製品で 403 件（2022 年 8 月）及び 11

個のワールドカップ用品製品で 368 件

（2022 年 10 月）を摘発し、是正措置を完

了した。 

そして、2020 年 12 月に構築した知財権

虚偽表示申告センター統合システムを

通じた受付が全体の受付件数のうち

96.5％に向上（3,474 件、前年比 23.5％

増加）され、申告センターの業務効率が

向上した。 

また、知的財産権の虚偽表示防止の

ため、屋外媒体・SNS を活用した広報と

オンライン販売事業者、購入者、学生な

どを対象に正しい知的財産権表示制度

の広報及び教育を定期的に推進し、事

業者、自治体との業務協力を強化した。 

 



 

 

表Ⅳ-1-10  虚偽表示通報センターの運営現況 

 

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 合計 区 

申告受理 170 2,625 3,000 3,148 3,195 3,222 3,300 3,600 22,260 

是正完了 － 2,068 3,292 3,301 3,128 3,352 3,423 3,641 22,205 

* 虚偽表示申告センター導入（'15 年 12 月）以降の実績 

C. 評価及び発展方向 

知財権の虚偽表示に関する企画調査

以降、調査対象に対する虚偽表示申告

センターに寄せられる申告件数が急減

していることから、特許庁は虚偽表示へ

の企画調査を強化し、知財権表示製品・

広告の知財権虚偽表示の如何に対する

専門家確認・検証を追加するなど、企画

調査を高度化する予定である。また、オ

ンライン事業者が知的財産権の虚偽表

示で摘発された販売掲示物の削除、商

品販売中止など、自ら是正できるようイ

ンフラを構築するなど、虚偽表示防止の

ための協力体制をさらに強化し、正しい

知的財産権表示文化の定着のため、

様々なチャンネルを通じた全方位的な

国民向けキャンペーンと広報を拡大する

計画だ。

 

５. 偽造品の根絶のための制度運営及び協力強化 

産業財産保護協力局 商標特別司法警察課 行政事務官 キム・ジェタク 

A. 推進背景  

偽造商品の流通根絶のためには捜

査機関の強力な取り締まりが必要であ

るが、偽造商品の違法性に対する国民

の認識の転換と官民の協力が伴わなけ

れば、その限界を露呈するしかない。こ

れに伴い、特許庁は'06 年から偽造商品

の違法性に対する国民の認識の向上と

偽造商品製造・流通行為の申告を活性

化するため、「偽造商品申告褒賞金制

度」を運営しており、官民協力体制の構

築などを通じて偽造商品の流通を根絶

するため、2014 年 5 月に偽造商品が多

い商標権保有企業 26 社、偽造商品の

流通が多いオンライン運営会社 12 社、

そして特許庁、警察庁、関税庁など 6 つ

の政府及び関係機関など計 44 の機関

で構成された「偽造品流通防止協議会」

が正式に発足した。2022 年現在、協議

会構成員は、合計 90 の機関に拡大し、

偽造商品対応のための官民協力の中

枢機関として機能している。 

B. 推進内容及び成果 

1）偽造品申告褒賞金制度の運営 

申告対象は、偽造品製造業者や販売

業者であり、国民誰でもが申告でき、申

告の信頼性確保のため、実名申告を原

則としている。2022 年の支給状況を見

ると、27 件の申告について合計 5,400 万

ウォンの申告報奨金を支給した。 

 

 

 

区分 



 

 

申告内容をタイプ別に見ても、「小売

油通信申告は 3 件（1,000 万ウォン）、オ

ンライン販売は 24 件（4,400 万ウォン）が

申告された。2006 年に偽造品申告褒賞

金が施行されて以降、摘発された偽造

品に対する正規品価格は合計 4 兆

8,314億ウォンで、報奨金支給総額 25億

5,900 万ウォンに対して 1,888 倍の効果

が発生した。 

 

表Ⅳ-1-11   種類別報奨金の支給状況（2016～2022）  （単位：件，百万ウォン） 

 

2）偽造品流通防止協議会の活動 

これまで、偽造品流通防止協議会は

定期懇談会及び分科会、偽造品取り締

まり機関と常習的販売地域に対する合

同取り締まりなどを通じて偽造品の流通

根絶策を模索してきた。 

2022 年オンラインプラットフォーム会

社懇談会（3 月・10 月）、商標権者懇談

会（5 月・10 月）、偽造品流通防止協議

会全体懇談会（6 月）、ゴルフブランド分

科会（9 月）及び流通防止協議会成果共

有会（11 月）などを通じて、協議会運営

及び知的財産権保護教育の方向性、偽

造品流通防止対策などを議論した。 

また、偽造品頻発分野について商標

権者—オンライン事業者共同の偽造品

協力モニターを実施した。これは、これ

まで偽造品流通が多いが取り締まりが

難しかった分野については、商標権者

が偽造品流通情報を提供し、オンライン

事業者が自主的にモニターし、販売制

裁を行う方式で推進されてきたが、協議

会会員たちが直接協力して偽造金取締

りに参加するなど民間の自浄活動を強

化することができた。二回にわたる協力

モニターにより、オンラインサービスプラ

ットフォームは、約 17 万件余りの偽造商

品の掲示物を削除し、消費者被害予防

効果約 2 兆,634 億ウォンを達成した。ま

た、偽造商品モニター情報をオンライン

プラットフォーム自体のモニターシステム

に内在化し、オンラインプラットフォーム

の偽造商品モニター能力を強化する一

石二鳥の効果も達成した。 

3） 全政府的な知的財産保護活動 

効果的な偽造品流通取締りのために、

特許庁は検察、警察などの関係機関及

び民間企業などと協力し、知的財産保

護活動を推進してきている。 

 

区分 詳細類型 
2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 

件数 金額  金額  金額  金額  金額  金額  金額 

 

ディストリ

ビュータ

ー 

卸・小売り流

通 
57 72.7 28 57.2 48 85.2 13 21.7 10 7 9 5.5 3 ド 

オンライン販

売 
23 22.3 25 45.8 25 35.3 40 55.3 79 100 74 88.5 24 44 

倉庫 2 8.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

小計 82 103 53 103 73 120.5 53 77 89 107 83 94 27 54 

メーカー 製造工場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

合計 82 103 53 103 73 120.5 53 77 89 107 83 94 27 54 



 

 

偽造品の流通根絶のためには、個々

の捜査部門の限界を克服し、関係機関

間の協力に基づく総合的な捜査が不可

欠である。検察庁は、同種の前歴のあ

る偽造犯に対しては原則的に懲役刑を

求刑して常習侵害者の再犯を防止し、

警察庁は各地域の偽造品頻発流通地

域に対して合同取り締まり及び大規模

製造・流通犯などの海外逃亡に際して、

インターポールを通じた国際捜査協力を

推進してきた。また、輸入偽造品の通関

段階から国内流通まで取り締まりを強

化するため、関税庁と協力し、国境段階

での偽造品流通情報を共有するなど協

力を推進してきた。これと共に、オンライ

ン事業者及び商標権者などの民間企業

と協力し、国民健康と安全関連品目及

び大規模な偽造商品製造・流通事犯事

件に捜査力を集中させるなど、企画捜

査を強化した。

 

図Ⅳ-1-4  偽造商品流通防止協議会の活動 

 

 

 

C. 評価及び発展方向 

偽造商品申告報奨金制度の運営を

通じて、国民の自主的な申告を誘導し、

偽造商品の違法性及びその弊害の深

刻さを国民に広く知らせる土台を作った。 

偽造品申告報奨金制度の運営にか

かる予算に比べ、偽造品製造・販売業

者に対する違法行為の抑止効果などが

非常に大きいため、この制度は偽造品

流通根絶のために必ず必要な制度であ

り、今後も継続して維持・発展させていく

べき政策である。 

また、オンラインなどの偽造品流通根

絶は、特許庁のような取り締まり機関の

活動だけでは限界がある。そのために

は民間との協力が不可欠である。偽造

品流通防止協議会は、このような民間

の自主的な偽造品流通根絶の誘導だけ

でなく、偽造品取締機関と協力して偽造

品を根絶しようとする官民協力体である。

今後、協議会を通じた様々な活動を展

開し、知的財産保護分野の代表的な協

力モデルとして発展させていく予定であ

る。 

 

 

 

 

 

 

プラットフォーム社とのオ

ンライン懇談会（2022.3） 
商標権者懇談会 

（2022.5） 

協議会全体懇談会 

(2022.6) 

協議会の成果共有会 

(2022.12) 



 

 

 

６．知的財産保護の意識向上のための市民運動及び広報の強化 

産業財産保護協力局 産業財産保護政策課 行政主事 ウン・ソンヒ 

A. 推進背景 

最近、人工知能、メタバース、NFT な

どデジタル新技術への転換が加速し、

世界覇権競争の流れが「技術」と「安全

保障」中心の技術覇権競争に転換し、

各国の競争が激化している。 

このような過程において、韓国も技術

主権を確保するために努力しているが、

過去 5 年間、中小企業の技術奪取・流

出の増加による被害は約 2,827 億ウォン

（2022 年、中小企業庁）に達し、SNS と

オープンマーケットなどオンラインを通じ

た偽造品の流通が急増し、経済安全保

障及び国家安全保障に大きなリスクとし

て作用している。 

このように急変する環境に対応して、

特許庁は、2013 年から知的財産尊重文

化の国民への普及のために多様な広報

及び教育活動を推進し，2022 年には、

従来の知的財産保護関連の教育・広報

に加え、オンライン偽造品流通防止、パ

ブリシティ権及びデータ保護のための不

正競争防止法など、主なイシューへの

対応及び主な政策変更に対する広報に

も力を入れてきた。 

B. 推進内容及び成果 

1）オン・オフライン教育及び広報活動 

特許庁は、知的財産権保護に対する

認識を高めるため、学生、企業人、一般

人などを対象に、様々なオン・オフライン

教育・広報活動を行っている。 

全国の小中高生を対象に職業・進路

教育と連携し、知財権の概念及び知財

権保護の重要性などに関する教育を実

施し、知財権に関する学生の関心を高

めるとともに、知財権保護に対する認識

を喚起するきっかけを作った。 

小商工人、オンライン販売事業者及

びオープンマーケット、中古取引プラット

フォーム関係者を対象とした教育・キャ

ンペーンは、実効性のある教育のため，

関係機関及び自治体と協力し、オン・オ

フラインで同時に実施した。これにより、

知的財産保護の重要性を強調し、販売

者の偽造品違法流通行為の根絶を促し

た。 

知的財産保護に弱い中小企業、スタ

ートアップ企業を対象としたキャンペー

ンは、主要企業博覧会に参加した企業

を対象に行われ、知的財産保護認識向

上のための冊子を配布し、企業の知的

財産権保護力量強化のための支援事

業などを紹介するなど企業の知財保護

力量を強化するための支援事業などを

紹介する部分に焦点を当てて行われた。 

 

 

 

 



 

 

図Ⅳ-IP5  知的財産権保護啓発活動 

 

2）メディアを活用した知的財産保護の

広報強化 

特許庁は、一般国民が知的財産保護

の重要性を共感し、知的財産保護施策

について認識できるよう、様々な広報活

動を行った。バス、地下鉄、ユーチュー

ブを活用し、一般国民を対象に偽造商

品の違法性と弊害性を知らせる一方、

新規施行制度であるパブリシティ権及び

データ保護のための不正競争防止法の

広報映像を制作し、仁川空港、金浦空

港、松坡区庁など関係機関を通じて発

信することで、知的財産保護政策に対

する一般国民の関心を誘導した。 

また、オンラインコミュニティ（ブログ、

SNS など）を運営し、知的財産イシュー、

最新判例などを利用者の目線を考慮し

た情報提供型コンテンツとして掲載し、

購読者イベントや広告を実施し、オンラ

インコミュニティ利用者との双方向コミュ

ニケーションを強化した。特に、視覚障

害者用の吹き替えコンテンツを 12 編制

作し、視覚障害者の知的財産イシュー

及び情報へのアクセス性を高めた。 

C. 評価及び発展方向 

新型コロナによる社会的距離が緩和

され，「オフライン教育」キャンペーンを

学生から小商工人、オンラインマーケッ

トの入店販売者まで実施し、国民との疎

通のためのブログ・SNS を運営し、需要

者の接近性を高めることで、国民の知的

財産権保護に対する認識の裾野を拡大

するために努力した。 

また、社会的関心度の高い知的財産

権イシューの動向を大衆が理解しやす

い形でコンテンツとして制作して配布す

ることで、国民の目線に合わせた広報で

国民の反響と参加を引き出し、知的財

産保護に対する政府の政策意志を内外

に広報する機会としても活用した。 

このような多様な広報活動は、知的

財産創出・活用を通じた企業の競争力

確保を可能にし、さらに知的財産保護を

通じた国家イメージ向上にも良い影響を

与えると期待される。 

今後も特許庁は、知的財産尊重文化

の普及のため、青少年、大学生、主婦、

サラリーマンなど年代別消費者を対象

にしたオーダーメイドの教育・広報を推

進し、放送、オンライン、モバイルなど多

様な媒体を活用した広報を持続的に実

施する予定である。内容的な面でも偽造

品根絶にとどまらず、アイデア及び技術

奪取、不正競争行為の根絶など知的財

産保護の対象及び内容を持続的に拡大

し、様々な知的財産侵害行為の根絶の

ための認識向上活動を行う予定である。 



 

 

 

第 1 節 概観 

産業財産保護協力局産業財産権紛争対応課 工業事務官カン・ヨンム 

１. 推進背景と概要 

韓国は、持続する新型コロナやロシ

ア・ウクライナ戦争、3 高現象（物価・金

利・レート）などによる経済成長鈍化など、

厳しい環境の中、2022 年に歴代最大の

輸出実績（6,839 億ドル＋6.1%）を記録し

た。しかし、米中貿易紛争に端を発した

保護貿易主義が半導体支援法（CHIPS）、

インフレーション削減法（IRA）などでさら

に激化する中、輸出を通じた経済成長

率を引き上げるために、政府は新しい輸

出市場を積極的に発掘し、韓国企業の

海外進出を牽引しなければならないとい

う課題に直面している。 

企業の新たな輸出市場の発掘と活性

化の要件を選定する場合、知的財産権

を優先的に考慮することができる。海外

で我が国企業が安定的なビジネスを行

うためには、特許、商標など企業の状況

に合った知的財産権を取得しなければ

ならず、そうでなければ、現地の競合他

社から警告状を受け取ったり、または侵

害訴訟の被告になるなど、様々な紛争

に巻き込まれる可能性がある。 

最近、韓国企業の対外輸出も大幅に

増加し、2022 年には米国だけで 208 件

の特許紛争が発生するなど、毎年数百

件の紛争が発生している。また、海外の

オンラインプラットフォームで流通してい

る偽造品も数十万件に達しているが、最

近では典型的な知的財産権侵害ではな

く、韓流が強い人気を博している東南ア

ジア・中国を中心に農産物、KF マスク、

化粧品、医薬品など様々な分野で韓国

企業のふりをして韓国商品の外観や形

の誤認、混乱を引き起こす新しいタイプ

の侵害まで発生している。 

海外での知的財産権侵害及び紛争

の深刻化は、韓国企業の売上減少、対

外イメージの低下、過度な訴訟費用の

負担など、直接的・間接的な成長の障

害になる。先進国では、韓国企業を牽制

するために特許侵害警告状を発送する

など、企業のネックになることが多く、開

発途上国からは偽造品流通などによる

被害が多く発生している。特に、現地人

による韓国ブランドの先取りは、韓国企

業の海外進出に大きな障害となっており、

海外進出を準備する企業や政府に与え

る示唆は非常に大きい。 

 

第２章  

海外知的財産紛争の対応への支援 



 

 

２. 推進内容及び成果 

特許庁は、韓国企業の海外進出の成

功のための知財権保護総合戦略を持続

的に提供する一方、海外知的財産権侵

害及び紛争対応の実効性を高めるため、

企業の知財権紛争の状況に応じて対応

戦略を選択できるよう支援方式を多様

化し、特許紛争リスクの早期診断や海

外偽造商品・商標無断先占モニターの

提供などを通じて、海外知財権紛争の

被害リスクを事前に把握し、備えること

ができるようにした。 

また、海外現地で知的財産権紛争が

発生した場合、米国、中国など 11 ヶ国

17 地域（2022 年末現在）に構築された

海外知的財産センター（IP-Desk）を通じ

て効果的な対応ができるようにし、知的

財産権紛争頻発地域を中心に 40 の在

外公館及び 22 の KOTRA 現地貿易館に

知的財産担当者を指定し、海外現地で

の対応を支援するようにした。一方、そ

のほか、知財権紛争共同対応支援，偽

造品ゼロ官民協力プログラムなど様々

な事業を通じて海外進出企業を支援し

た。 

具体的に見ると、特許庁は 2022 年に

全部で 17 の 1P-DESK で 8,737 件の知

財権法規相談を支援し、個別対応 478

件及び共同対応 53 件に対して、特許 K-

ブランド紛争対応戦略を支援した。2022

年には新規事業として素材部品装備特

化団地及びワクチン企業を対象に特許

紛争の危険早期診断に関して36社に支

援した。海外 K-ブランド保護においても、

6 千件余りの海外無断先取りの疑いの

ある商標を摘発し、中国及び ASEAN 地

域の主要オンラインショッピングモール

から偽造商品掲載物（URL）約 25 万件を

削除することで、韓国企業の海外進出を

積極的に支援した。 

３. 評価と発展方向 

2022 年には、既存の支援事業に加え、

特許紛争リスクの早期診断、偽造品ゼ

ロ官民協力プログラムなどを新たに開

始し、多角的な方法で海外進出企業を

支援しようとした。 

また、大企業に比べ、海外知的財産権

紛争に対する認識と対応能力が圧倒的

に不足している中小企業を対象に、紛

争コンサルティング、侵害モニター情報

を提供する政策的な努力を通じて、実際

の輸出の前後段階で発生した様々な紛

争状況に効果的に対処し、良い成果を

出した事例も多く出ている。 

今後、海外進出企業の知財権紛争予

防のために特許紛争リスク警報などを

導入し、企業に莫大な被害をもたらす

NPE（不実施主体）などへの対応も強化

し、海外偽造品被害の最小化のために

現地企画調査及び海外当局との連携な

どを通じて対応を強化していく計画であ

る。 

 

 

 

 



 

 

 

第 2 節 海外知的財産権保護の強化 

１. 海外偽造品・商標の無断先取りへの対応を通じた K-ブランド保護強化 

産業財産保護協力局 産業財産紛課 行政事務官 チャン・ソングク 

行政主事補 ピョン・ジヒョン 

 

A. 推進背景 

最近広がる韓流は、韓国企業の新た

なチャンスとなっている。今や韓国の大

衆文化の普及は、国家イメージ上昇及

び韓国商品のブランド競争力向上だけ

でなく韓国企業の輸出拡大にも寄与して

いるといえる。しかし、このような韓国商

品の競争力上昇に伴い海外知財産権

侵害事例も相次いでいる。 

特に、我が国企業の商標を無断で出

願・登録する商標無断先取りの事例も

発生しており、その中でも商標ブローカ

ーの手口はより巧妙になっている。彼ら

は法人を設立して法人名で自分の活動

を隠蔽し、他の商品・サービス分類に出

願して登録するなど様々な方法で韓国

企業の商標を無断先取りしている。2022

年、中国商標ブローカー131 社（個人及

び法人）によって 476 件の韓国企業の商

標が先占され、193 社が海外進出の遅

れ，企業ブランドイメージの低下などの

被害を受けた。 

また、中国のオンラインショッピングモ

ールで韓国企業製品の偽造品が流通す

る事例が継続的に発見されており、特に

知的財産権専任の人材が不足している

中小・中堅企業では適切な対応が難しく、

政府レベルの支援策が必要であった。 

B. 推進内容及び成果 

1）海外商標無断占有への対応強化 

2017 年には、中国商標局に出願され

るハングル商標を毎月モニターし、韓国

企業への無断先占が疑われる商標が

発見された場合、被害企業が早期に法

的対応できるように被害情報及び対応

方法を提供する「中国商標ブローカー無

断先占早期警報システム」を構築した。

これにより、中国商標出願公告後 3 ヶ月

以内にのみ可能な異議申し立てなど無

断先取占対応可能件数が早期警報シス

テム導入前より大幅に増加した。 

2018 年からはモニター対象商標をハ

ングル商標だけでなく、中文・英文商標

まで拡大し、韓流ブームによるブランド

商標の先占が懸念されるベトナム（2019

年）、タイ（2020 年）、インドネシア（2021

年）に続き、2020 年シンガポールまでモ

ニター国を拡大した。その結果、2022 年

に中国 2,094 件、ベトナム 524 件、タイ

702 件、インドネシア 1,124 件、シンガポ

ール 210 件で計 4,654 件の商標が無断

先占された事実を発見した。 



 

 

また、2019 年からは、既存のモニター

対象国（中国、タイなど）以外の国を対

象に、グローバル商標データベース

（WIPO-GDB,TM-VIEW）を活用し、年 2

回のモニターを実施している。その結果、

2022 年に韓国企業商標と疑われる商標

6,452 件を発見し、アジアだけでなく、北

米、欧州、オセアニアなど様々な地域で

も先取りの疑いのある商標を確認し、当

該企業に被害の事実を知らせ、紛争に

対応できるように誘導した。また、K-ブラ

ンド紛争対応支援事業」にファーストトラ

ック制度を導入し、月 2 回受付・申請後 2

週間以内に選定し、海外商標無断占有

被害企業が迅速かつ効果的に対応でき

るよう積極的に支援した。

 

図Ⅳ-2-1  海外商標の無断占有への対応手続き 

*出願商標調査及び国内出願・登録商標との比較分析後の無断先行事実の確認 

2）海外偽造品流通への対応支援 

2015 年から実施された中国オンライ

ン偽造品流通対応支援事業は、現地の

主要オンラインショッピングとの締結を

基に、偽造品販売サイトのモニター及び

遮断支援を行った。その結果、2015 年

から 2022 年まで約 16 万件以上の中国

オンライン偽造品の販売投稿を削除し

た。また、支援企業に年間偽造品流通

の推移、流通手口の変化、企業の準備

事項などを盛り込んだ企業別カスタマイ

ズ型「年間流通分析報告書」を提供した。 

また 2020 年からは、既存の中国以外

にも東南アジアの主要オンラインプラット

フォームとの協力を通じ、東南アジア 6

カ国（インドネシア、シンガポールなど）

を対象に「K-キャラクター（ポロロ、タヨな

ど）」の 5 ブランドをモニター（2020 年５～

7 月）し、合計 857 件の疑わしい投稿を

発見、そのうち 848 件の投稿を遮断申請

し、最終的に 845 件の偽造品販売投稿

を遮断した。 

このような試行事業の成果を基に

2020 年第 3 次追加補正予算 20 億ウォ

ンを確保（2020.7 月）し、「海外オンライン

偽造品モニター団」を構成・運営し、2022

年、専任及び在宅人材約 160 人を採用

し、東南アジア 6 ヶ国及び台湾地域で約

IP5 万件以上のオンライン偽造品販売サ

イトを遮断するなど、偽造品対応強化及

び非対面型デジタル雇用創出にも貢献

した。 

また、2022 年には「海外偽造商品ゼ

ロ官民協力プログラム」を新規推進し、

海外偽造商品被害が頻発する産業分野

の協力団体との協力を通じて、被害証

拠調査から必要に応じて事案別にカス

タマイズされた対応戦略まで支援した。

この支援を通じ、食品分野及び美容医

療機器分野の侵害企業は、オフライン

偽造品の流通現況と製造・流通業者な

どを把握し、証拠も確保することができ、

モニター対象国の選定

及び判断基準づくり 

（特許庁＋ 

知的財産保護院） 

調

査

依

頼 

商標無断先占の

調査*・提供 

（知的財産保護院

＋専門会社） 

案

内 

被害救済の 

支援申請 

（被害企業） 

連

携

支

援 

異議申し立て・ 

無効審判への支援 

（知的財産保護院＋専

門会社） 



 

 

このような実態調査を基に状況別対応

戦略を適時に提供し、行政取締りだけで

なく、民事・刑事訴訟など強力な対応措

置を取ることができた。

 

図Ⅳ-2-2  海外オンライン偽造商品流通対応への支援 

 

図Ⅳ-2-3  海外偽造商品ゼロ官民協力プログラムの推進体系 

 

3） K-ブランド保護意識の向上 

海外進出または進出予定の韓国企業、

弁理士及び IP 担当者を対象に被害予

防のための定期的なブランド保護強化

教育」を実施し、海外商標無断先占及び

オンライン偽造品対応戦略、主な事例を

紹介するなど、参加企業の関心を集中

させた。 

また、グローバル商標 03 を含む中国、

ベトナム、タイ、インドネシア、シンガポー

ルでの商標検索マニュアルも製作して

普及した。これにより、韓国企業が自ら

自社の商標が海外のどの国に先占され

ているかどうかを事前に把握し、先制的

に対応するのに役立つように、商標無

断先占被害事実発見時の対応マニュア

ルを作成し、対応する方法も収録してい

る。 

また、2022年には、カムジャ（じゃが芋）

キャラクターの模倣、知的財産権侵害な

どに関するウェブ漫画を制作して支援事

業及びポータルを広報し、クイズイベント

を実施するなど、知的財産権関連の認

識向上に努めた。 

 

 

 

  

偽造商品の 

流通状況の確認 

（被害企業） 

➡ 

 

依

頼 

 

➡ 

オ ン ラ

イン 

偽造商品モニター・確認→偽造商品販売掲示物の削除 

（知的財産保護院＋専門会社） 

 

オ フ ラ

イン 

侵害調査など現況調査→カスタマイズ型対応戦略の支

援 

（知的財産保護院＋専門会社） 

①実態調査 ②対応戦略策定 ③被害類型別の対応戦略を支援（個別/共同の初動対応） 



 

 

図Ⅳ-2-4  K-ブランド保護の広報（冊子・ユーチューブ制作・送出） 

 
＜'22 年海外主要国

家別の商標検索マ

ニュアル＞ 

＜国際知的財産権紛争へ

の対応戦略（商標意匠広報

映像の配信）＞ 

＜ウェブ漫画及びクイズイベント広報＞ 

 

C. 評価及び発展方向 

特許庁は、国内外の様々なチャンネ

ルを通じた協力で、海外での商標無断

先取り及びオンライン偽造商品流通に

対する対応体制を持続的に拡大する予

定だ。特に 2023 年からは、ブランド海外

商標無断先行情報を被害企業に提供す

るほか、産業界に業種別動向情報を新

規に提供し、事前予防機能を強化する

予定である。 

また、オンライン偽造品モニターの遮

断に関する専門知識を持つ民間専門業

者との協力を通じて、対象地域及びモニ

ター対象を中国東南アジア地域の一部

のプラットフォームから全世界のプラット

フォームに大幅に拡大する計画である。 

また、個別企業及び業種別協会など

とのオン・オフライン協力を拡大し、より

多くの韓国輸出企業が支援事業に参加

するよう誘導し、伝播力及び公信力の高

い多様な広報チャンネルを活用し、ブラ

ンド保護の意識向上にも努める予定だ。 

今後も、特許庁は、外交部、文部科学

部など関連省庁及び韓国知的財産保護

院など関連機関と協力し、各種支援施

策を持続的に推進し、韓国企業の海外

知的財産保護をグローバル化し、韓国

企業の競争力を高める必要がある。 

 

２. 海外特許紛争の予防・対応支援 

産業財産保護協力局産業財産紛争対応課工業事務官 カン・ヨンム 

工業主事 イ・ドンヒョン 

 

A. 推進背景及び概要 

最近，米中貿易紛争など保護貿易主

義と自国中心のグローバルサプライチェ

ーン再編が加速するにつれて、韓国輸

出企業の海外特許紛争リスクが高まっ

ている状況である。 

海外特許紛争による韓国企業の輸出

活動が難しくなれば、2021 年基準で経

済全体の 35.6％を対外輸出に依存して

いる我が国の経済が大きな打撃を受け



 

 

ることになる。 

また、特許紛争が発生すると、韓国企

業は存亡の岐路に立たされる。特許紛

争対応には中小企業が耐えきれない過

度な時間と費用が発生するからだ。紛

争に負ければ損害賠償、事業撤退など

をしなければならず、紛争に勝っても長

期間続いた紛争による費用支出、イメー

ジ低下などで企業経営が難しくなる。 

特許紛争による被害は深刻だが、韓

国企業の紛争対応環境は依然として不

十分なのが実情である。2022 年に特許

庁が実施した知的財産活動調査結果に

よると、知的財産業務を専担する部署を

保有する企業の割合は 3.1％、他部署で

知的財産業務を処理する企業の割合は

43.9%と分かった。また、専担人材を保有

する企業の割合は 11.1％、専担人材の

平均は 0.2 人にとどまるなど、紛争対応

インフラが不十分であるという調査結果

が出た。

 

表Ⅳ-2-1  主要国の特許訴訟の期間及び所要費用（2018）  （出典：WIPO） 

区分 米国 日本 中国 韓国 ドイツ イギリス オランダ 

訴訟期間 

（１審，ヶ月） 

18～42 12～15 6～18 10～18 14 24～36 12 

平均費用 

（1,000USD） 

1,000～ 

6,000 

300～500 20～150 150～400 90～250 1,000～ 

2,000 

70～250 

 

これに伴い、特許庁は韓国企業の特

許紛争対応能力を強化するため、様々

な紛争対応支援政策を展開している。 

A. 推進内容及び成果 

特許庁は、韓国企業の知的財産権紛

争対応支援を強化するため、韓国企業

が外国企業との知的財産権紛争に円滑

に対応できるよう、海外進出（予定）企業

を対象に専門コンサルティングなど紛争

対応に必要な資源を提供する。 

1）紛争対応コンサルティング支援 

2022 年には、特許紛争発生のリスク

がある、または紛争が発生した中小・中

堅企業、1 つの特許紛争に関連する多

数企業間協議会に、自社が他社の権利

を侵害しているかどうかを確認したり、

他社の権利侵害主張にどのように対応

していくかの戦略を策定したりする紛争

予防・対応コンサルティングを 346 件提

供し、その費用の一部（中小企業 70％，

中堅企業 50％，企業協議会 70％）を支

援した。 

特許侵害訴訟を経験する企業の費用

負担軽減のために最大 3 年間、従来の

年間 1 億ウォンから 2 億ウォンまで支援

を拡大し、被告だけでなく提訴する場合

まで最大費用（2 億ウォン〉の支援が可

能なように制度を改善し、特許紛争が発

生した場合には支援手続きを簡素化し

てくれるファーストトラック制度を適用し、

紛争による被害を最小化した。 

 

 



 

 

そして、特許紛争対応戦略の支援タ

イプを特許紛争の性質に応じて防御・攻

撃・事前対応に構造化し、全タイプにお

いて企業が実施機関を指定できるように

改善した。また企業のニーズに合わせ、

事前防御戦略を特許侵害分析（FTO）及

び紛争リスク事前準備戦略に改編し、攻

撃戦略を特許侵害分析及び特許権行使

戦略に細分化した。

 

表Ⅳ-2-2  特許紛争対応戦略支援の優秀事例 

（支援背景）支援企業の A 社は産業用カメラ分野で優れた技術を基に海外主要国に輸出していた

ところ、米国の非実施特許管理企業（NPE）である B 社から特許侵害訴訟を起こされた。 

（対応戦略）NPE の紛争傾向、保有特許及び訴状を分析し、紛争特許の侵害機能性を検討した

後、無効調査を通じた無効主張の論理を導き出して NPE と迅速に協議を進めた。 

（支援成果）協議を通じた NPE の自主的な訴えの取り下げで迅速に紛争を終結させ、訴訟費用を

削減し、製品イメージの低下による営業損失及び輸出被害を防止した。 

2） 特許紛争リスクの早期診断支援 

特許紛争が発生すると莫大な時間と

費用がかかるため、紛争リスクを早期に

検出して元から遮断することが重要であ

る。そこで、特許庁は今年から中小・中

堅企業を対象に特許紛争専門家が紛争

の可能性がある競合企業の特許と製品

に関する情報を提供し、対応方向を提

示し、企業が自ら紛争を予防できるよう

に教育及び実習を提供する「特許紛争リ

スク早期診断コンサルティング」を小部

門特化団地及びワクチン企業 36 社に支

援した。そして、このうち 4 社は紛争リス

クが発見され、特許侵害の有無分析及

び無効可能性判断、回避設計など事前

準備戦略まで連携支援した。 

C. 評価及び発展方向 

昨年 2021 年に特許紛争対応戦略を

支援された企業を対象に成果調査を行

った結果、支援企業の 48.4％が輸出の

進捗状況が改善され、輸出実績がある

企業の 65.6%で輸出額が増加した。また、

紛争事前準備戦略を支援された場合、

実際の紛争発生まで至らなかった紛争

抑制率は 98.0％で、警告状及び訴訟な

ど紛争対応戦略を支援された企業の

80.9%が警告状撤回、訴訟勝訴など紛争

を有利に終結させたことが示され、韓国

輸出企業の安定的な海外市場進出を牽

引した。 

2023 年には、企業の特許紛争リスク

の警戒心を高め、事前予防のために特

許紛争リスク警報サービスを提供し、特

許紛争リスクの早期診断と共に、特許紛

争リスクの早期探知及び対応システム

を構築する予定である。警報サービスを

通じて企業に技術分野別にリスク等級

を算定して知らせ、等級別の行動要領と

紛争の可能性が高い海外特許リストを

提供する計画である。特許紛争リスク早

期診断は、支援企業を徐々に拡大し、

紛争予防教育・実習を強化する予定で

ある。そして、特許紛争による被害を最

小化するため、協同団体と協力する新

規プログラムを推進する計画である。

  



 

 

３. 国別 IP-DESK を活用した海外進出企業支援 

産業財産保護協力局 産業財産紛争対応課 書記官 ソン・ソクミン 

A. 推進背景及び概要 

中国、ASEAN 地域との貿易が活発化

し韓国ドラマ、K-POP など韓流ブームで

K-ブランドの認知度が高まり、フランチ

ャイズ、化粧品、衣類、食品など全産業

に渡ってブランド侵害被害がますます増

加している。 

これまで韓国企業は、海外市場進出

段階で知的財産権の権利確保の必要

性を認識し、これに対する努力を重ねて

きた。しかし、この過程で海外の商標ブ

ローカーが韓国企業の商標を先に登録

し、商標ロイヤリティを要求し、海外市場

進出を妨害するなどの被害事例が続出

した。また、OECD 研究結果（2021 年）に

よると、韓国は全世界の海外偽造品の

被害で上位 8 位の国であり、企業売上

高の縮小、輸出活性化阻害などの面で

偽造品被害が相当大きいとみられる。 

特許庁では、韓国海外進出企業の海

外知的財産権保護を強化するため、

2008 年から海外知的財産センター（IP-

DESK）を運営している。産業資源部が

2006 年に初めて中国北京、新海、清州

に IP-DESK を設置したのを皮切りに、

2008 年には知識経済部と特許庁が共

同で IP-DESK 運営事業を総括し、2009

年からは特許庁単独で中国、タイ、ベト

ナムなど 6 地域で IP-DESK を運営して

いる。以降も 2012 年 LA、2013 年ニュー

ヨーク、2014年フランクフルト、2015年東

京、2016 年中国西安（2020 年 7 月運営

終了）、2017 年ニューデリーとジャカルタ、

2019 年香港、2020 年マニラ、2021 年に

モスクワ、メキシコシティの順に IP-

DESK を追加開所したことにより、現在

11 カ国 17 の地域に IP-DESK を設置・

運営中である。 

B. 推進内容及び成果 

韓国企業の海外知財権紛争を回避す

るためには、まず現地で知的財産権を

確保することが前提であり、紛争に効果

的に対応するためには、侵害内容を正

確に調査・分析し、現地の法律と手続き

に基づく適切な対応戦略を立てることが

重要である。 

しかし、韓国の中小・中堅企業は、先

輸出／後出願の慣行により、海外権利

確保を通じた紛争予防努力が不足して

いるだけでなく、知的財産権の専門人材

や管理戦略の不在により、知的財産権

紛争への対応能力も不十分なのが現状

である。 

これに対し、特許庁では、 IP-DESK 

を通じて現地の商標、意匠、特許の権

利確保手続きなどに関する知財権相談

はもちろん、海外偽造品侵害（被害）調

査、現地取締り要請及び法律意見書作

成（以下、「知財権保護法律サービス」と

いう）費用を支援し、現地取締り公務員

を対象に偽造品識別説明会と国内招待

研修事業も行うなど、海外進出企業の

知財権保護のために直接・間接の支援

を行っている。 

 

 



 

 

2022 年度は IP-DESK を通じて、韓国

企業の海外知的財産権侵害被害の根

絶に向けた多方面の努力を行った年で

あった。 

海外進出企業の現地知財権問題解

決のための知財権相談を提供し、韓国

企業の知財権侵害被害及び紛争対応

支援のため、現地ローファームを活用し

た知財権保護法律サービス支援を拡大

した。（2021 年 30 件→2022 年 44 件） 

特に、中国及びベトナム地域で韓国

企業の知財権侵害被害の企画調査を

実施し、偽造製品を摘発・取り締まる実

質的な成果をあげた。中国ではボツリヌ

ス毒素、フィラーなど月美容医薬品に対

する偽造品 3,164 個を摘発・廃棄し、ベト

ナムでは韓国化粧品の偽造品 30,350個

を摘発・廃棄した。 

これとともに、海外進出企業を対象と

した知的財産権説明会・セミナー及び海

外税関などの取締り公務員に国内主要

ブランド、偽造品識別法などを紹介する

ための海外偽造品識別説明会を開催し

た。（2021 年 8 回 →2022 年 9 回）

 

図Ⅳ-2-5   2022 年偽造品識別説明会（ベトナム、タイ） 

 

最後に、公務員招待研修は国内外で

新型コロナ防疫指針に従って海外の知

的財産権取締り公務員の入国が難しく、

2021 年に続き 22 年まで進められなかっ

たが、2023 年には中国やベトナムの取

り締まり公務員を対象に再開する予定

だ。

 

表Ⅳ-2-3  最近 5 年間の IP-DESK 主要支援状況 

区分 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 合計 

知的財産権相談 7,590 8,527 10,222 11,269 8,537 46,145 

知的財産権の出願 1,073 1,329 IP584 1,963 IP550 7,499 

知的財産権法律サービス 34 38 28 30 44 174 

知的財産権説明会・セミナー 68 64 61 98 92 383 

知的財産権情報提供 192 198 394 457 506 1,747 

公務員招待研修 5 6 - - - 11 

 



 

 

C. 評価及び発展方向 

最近、グローバル景気低迷と輸出不

振が続いている。これに伴い、海外知的

財産権侵害被害もますます増加し、韓

国企業の海外知的財産権保護に関する

関心と需要が高まっている。 

今後、韓国企業の輸出拡大のため、

IP-DESK の役割を受動的な企業支援か

ら能動的な知的財産権侵害リスクの検

知と迅速な対応に強化する予定だ。

2023 年度には中国とベトナムで韓国企

業の知財権侵害被害企画調査を実施し、

その結果を被害企業と現地団体に提供

することで、現地での知財権侵害の取り

締まりを誘導する計画だ。また 、 IP-

DESK 設置国の近隣国にも知的財産権

保護サービスを提供する拠点型 IP-

DESK 2 ヵ所を試験的に運営する。運営

過程で明らかになった問題点を補完し、

2024 年から拠点型 IP-DESK 運営方式

を大幅に拡大していく。

 

４. IP-NAVI を通じた海外知財紛争情報の提供 

産業財産保護協力局 産業財産保護政策課 工業主事補 ハン・ヨンス 

A. 推進背景及び概要 

最近、世界主要国間の技術覇権競争

が激化し、長期間続いている新型コロナ

のパンデミックの影響で自国中心のグロ

ーバルサプライチェーン再編が加速する

中、韓国輸出企業の海外知的財産紛争

リスクが高まっている状況である。 

しかし、韓国企業の知的財産権紛争

への備えは依然として不十分な状況で

ある。2022 年特許庁が実施した知的財

産活動調査結果によると、知的財産紛

争に備えるために随時モニター及び現

地侵害調査を行う企業は全企業の 6.8%

に過ぎず、紛争事例を分析したり、自主

的に対応体系を整える企業の割合は

4.4%にとどまるなど、個別企業が知的財

産紛争を事前に予防するために自主的

に対応戦略を策定するのに苦労してい

ることが分かった。 

これに伴い、特許庁は海外進出（予

定）企業が現地で発生しうる知的財産権

紛争に事前に備えることができるよう、

海外知的財産権紛争情報を提供してい

る。 

B. 推進内容及び成果 

特許庁は、海外進出（予定）の韓国企

業が外国企業との知的財産権紛争に円

滑に対応できるよう、2008 年から知的財

産権紛争情報インフラを構築し、2011 年

には海外進出（予定）企業が海外で発

生しうる知的財産権紛争を事前に予測

し、迅速に対応できるよう、知財保護総

合ポータル（www.ip-navi.or.kr）を構築し、

引き続き運営中である。2022 年には老

朽化したポータルを全面改編し、モバイ

ル環境でもスムーズに利用できるように

システムを改善し、流出していた情報を

総合的に見ることができるように国別ペ

ージを追加するなど、ポータルのシステ

ム利用利便性を高め、一年の間に改編



 

 

されたポータルを通じて、米国、中国、

日本、欧州などで発生した韓国企業関

連知的財産権紛争合計 4,760 件の動向

及び分析を提供した。 

2019 年から米国で発生した韓国企業

関連特許訴訟のうち、半分以上が非実

施特許訴訟管理企業から訴えられた件

で、非実施特許管理企業の活動動向を

随時観察する必要性が高まる中、2022

年には合計 48 社の特許管理専門会社

に関する情報（保有特許、訴訟情報など）

を盛り込んだNPE ポートフォリオをアップ

デートした。

＜参考＞非実施特許管理企業（NPE）とは？ 

NPE は様々に定義されるが、一般的に特許を活用して製品を生産せず、保有する特許権を行

使して収益を創出する企業を指す。NPE は、①特許権を企業に行使してロイヤリティを受け取

る攻撃型 NPE,、②攻撃型 NPE に対抗して、今後攻撃されるであろう特許を買い集めることで、

将来の特許紛争を遮断する防御型 NPE に分類することができる。最近問題となっている特許

モンスター（Patent Troll）は攻撃型 NPE の一部に該当する。 

 

また、輸出企業の現地知的財産権保

護を強化するため、国別知的財産権制

度動向及び戦略的紛争対応方案を考慮

し、海外知的財産権保護ガイドブックを

提供しており、2022 年には計 9 カ国（中

国、米国、香港など）のガイドブックをア

ップデートし、1 カ国（サウジアラビア）の

ガイドブックを新規製作し、海外進出（予

定）の韓国企業実務者が容易に理解し、

対応できるようにした。 

さらに、海外知的財産権関連の主要

判例 30 件を深く分析した IP Insight レポ

ートを発行し、実務ですぐに活用できる

実用的な法律情報も提供した。

 

表Ⅳ-2-4  海外知的財産権保護ガイドブック発刊の現況（2022 年 12 月） 

（合計 31 種 : 地域別 28 種、特性別 3 種 ） 

アジア（14 種） 

中国、香港、シンガポール、台湾、日本、ベトナム、タイ、マレーシア、フィリピ

ン、インド、アラブ首長国連邦（UAE）、インドネシア、イラン、サウジアラビア 

欧州（7 種） ドイツ、イギリス、オランダ、ロシア、トルコ、フランス 

米国（5 種） 米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、チリ 

オセアニア（1 種） オーストラリア 

アフリカ（1 種） 南アフリカ共和国 

特性別（3 種） 
輸出企業チェックポイント、EU 圏保護実務ハンドブック、IP Business 契約書ガ

イドブック 

 



 

 

C. 評価及び発展方向 

2022 年末、知的財産保護総合ポータ

ルの利用アンケート調査で、参加者たち

は概ね、知的財産権紛争動向などポー

タルの提供情報が海外で発生した紛争

事件の解決に大きく役立ったと答えた。

今後、利用者が改編されたポータルを

通じて、より便利に希望する情報を得る

ことができると考え、より多くの韓国企業

が紛争情報を積極的に活用し、知的財

産権紛争に事前に備えることで、成功的

な海外進出を実現できることを期待する。 

2023 年は、知的財産権紛争動向の提

供から一歩踏み込んで、2022 年に選定

された高リスク非実施特許管理企業 48

社の特許購入・提訴・再登録などの活動

現況を随時モニターし、特異的な傾向を

把握し、構築されたポートフォリオを再度

現行化する予定である。また、韓国企業

が海外で発生した知的財産権紛争に即

座に対応できるよう、外国企業から訴え

られた事実を確認する際、訴訟提起企

業の情報、訴訟発生国のガイドブック、

標準特許対応戦略報告書などを韓国企

業に先制的に提供する予定である。 

 

 

  



 

 

 

第１節 概観 

 

産業財産保護協力局 国際協力課 技術書記官 ファン・サンドン 

行政事務官 チェ・ウンリム 

工業事務官 クァク・ヒョギョン 

工業事務官 キム・ユジン 

工業主事 チェ・ドンウク 

 

１. 概要 

韓国企業の活動舞台が全世界に拡

大するにつれて、知的財産分野でも国

際協力の重要性が日々増大している。

特許庁は、知財権を活用した海外進出

の多様化、現地に合わせた支援体系の

構築、韓国型 IP インフラのグローバル

拡散及びグローバル知財権規範の形成

などを目指し、多様な国際協力活動を推

進している。このような国際協力活動は、

二国間協力、IP5 協力及び多国間協力

に大別することができる。 

2022 年は、新型コロナのパンデミック

の状況下で、これまで中断されたり、ビ

デオや書面などで行われていた議論が

対面会議で開催されるなど、国際協力

活動が拡大した年であった。 

IP5 協力の場合、知的財産制度の調

和に関連する議論とともに、国連の持続

可能な開発目標（SDGｓ）実現などグロ

ーバルな課題として議題範囲が拡大さ

れた。特に、韓国特許庁と欧州特許庁

（EPO）主導で  2021 年に承認された

NET/AI 分野ロードマップの履行に向け

た具体的な協力課題が承認されるなど、

関連分野での協力が継続された。 

韓国の高い地位を背景に、特許行政

サービスの輸出も持続的に拡大してい

る。UAE とは 2014 年から特許審査代行

事業を進めており、2018 年から開発され

た。特許行政システムメンテナンス事業

を継続した。また、サウジアラビアとは

2019 年に締結した 600 万ドル規模の協

力事業契約に基づき、国家 IP-R&D 戦

略の策定、情報化コンサルティング、審

査官教育など知財権全分野に渡る知的

財産協力事業を継続した。特に、サウジ

とは 2022 年 1 月に「強化された戦略的

パートナー協定」を締結し、サウジ知的

財産庁に審査官を派遣するなどの成果

もあった。 

第３章  

知的財産分野のグローバルリーダーシップの強化 



 

 

また、特許庁は新興国及び開発途上

国との知的財産分野における様々な協

力関係を継続した。ウルグアイ、ブラジ

ル、チリなどと情報化、特許審査ハイウ

ェイ、包括協力などを推進し、モンゴルと

は長官会談を通じ、両国間の知的財産

分野で包括協力 MOU も締結（2022 年 7

月）した。特に、2022 年 11 月には 3 年

ぶりに韓・アセアン首脳会談を韓国で開

催し、知的財産分野で SDGs の実現に

向けて共に協力しようという内容の共同

宣言文も採択した。 

特許情報を活用した知的財産分かち

合い事業も継続的に拡大している。途

上国の生活問題解決と所得増大のため

に適正技術及びブランド開発を継続的

に支援しており、国際知的財産教育を通

じて途上国の知的財産権能力を強化し、

知的財産権格差（IP-Divide）を解消し、

ASEAN などの受益国との協力関係を強

化することで、政府レベルの新南方政策

などの政策機構にも貢献している。 

２. 国際動向及び対応方案 

米国、中国、日本など主要国は、知的

財産を国家競争力強化のための核心要

素の一つと認識し、知的財産競争力強

化のための国家的な努力を行っている。 

A. 米国 

米国は、2021 年 1 月 20 日、第 46 代

ジョー・バイデン大統領が就任し、米国

経済の回復に向けた景気刺激政策（リ

サーチ・プラン）とバイ・アメリカン政策を

継続的に推進した。その結果、2021 年

の米国の経済成長率は過去 40 年間で

最高レベルの 5.7%を記録した。また、米

上院と下院で中国牽制を目的とした革

新 競 争 法 （ US Innovation and 

Competition Act、USICA）や米国競争法

（America COMPETES Act）、半導体法

（CHIPS Act of 2022）、インフレーション

削減法（Inflation Reduction Act）がそれ

ぞれ発議され、深化しつつあるグローバ

ル技術覇権競争で優位に立とうと努力

している。 

一方、米国通商代表部（USTR）は、主

要貿易相手国の知的財産権保護及び

執行レベルを評価した「2022 年度スペシ

ャル 301 条報告書」を 2022 年 4 月 27 日

に発表した。上記報告書では、中国など

7 カ国を「優先監視対象国」、ベトナム、

タイなど 20 カ国を「監視対象国」に指定

した。韓国は 2009 年に監視対象国から

除外されて以来、14 年連続で名簿から

除外された。 

一方、米国特許商標庁（USPTO）は、

2022 年 4 月 13 日の Kathi Vidal 長官就

任以降、女性や青少年など様々な層に

対する包括的な知的財産の活用を促進

させている。 

また、米国著作権庁（USPTO）は、

2022 年 6 月 16 日、米国初の著作権小

額請求紛争を担当する著作権審判院/

著作権請求委員会（CCB）の運営を開始

した。同審判院/委員会は、2020 年 12

月 27 日に施行された 3 万ドル以下の著

作権侵害小額事件に対する代替的紛争

解決法（CASE Act）に基づき設置され、

3 名の委員で構成され、著作権侵害関

連の少額民事事件に対する侵害事実の

確認、デジタルミレニアム著作権法によ

る違法著作物の削除通知及び反対通知

に関連する請求などを扱うことになって

いる。 



 

 

B. 日本 

日本政府は、デジタルグリーン成長を

通じた経済回復戦略において、企業の

知的財産と無形資産の投資・活用が重

要であるという認識のもと、2022 年 6 月

に「知的財産推進計画 2022」を閣議決

定した。今回の計画は、スタートアップと

大学の知的財産生態系の強化、知的財

産と無形資産の投資・活用促進、標準

の戦略的活用及びデータ流通・活用環

境の整備、デジタル時代のコンテンツ戦

略の策定などの内容を含んでいる。 

新たに就任した浜野幸一日本特許庁

長官は就任演説でイノベーションを強調

し、イノベーションの原動力である知的

財産の保護・活用の重要性を語った。特

に、中小企業・スタートアップ・大学に対

する知的財産活用支援の強化、環境技

術特許権の活用促進のための WIPO‐

GREEN プラットフォーム活動支援などを

強調し、経済安全保障法に基づく特許

出願非公開制度の導入のために関係

部署と協業すると言った。 

日本政府は 2022 年 5 月に経済安全

保障推進法を公布した。経済安全保障

推進法案の主な内容には、サプライチェ

ーンの強化、基幹インフラ機能の維持、

先端技術開発支援、特許出願の非公開

などがある。このうち、特許出願非公開

は、特許公開時に国家及び国民の安全

を害する事態を引き起こす恐れが大き

い発明が記載された特許を対象として

いる。これは、対象特許について出願公

開などの手続きを留保し、同時に必要な

情報について保全措置を講じるなどの

指針を含む。日本特許庁は、特許出願

非公開導入の趣旨を、安全保障上特許

出願を放棄しなければならなかった出願

人に特許法上の権利を与え、技術の公

開と流出を防止することだとした。 

そのほか、日本特許庁は 2022 年 7 月、

日本企業の 2021 年知的財産活動調査

結果を発表した。調査結果には、日本企

業の知的財産活動が 2018 年に最高値

を記録して以来、継続的に減少する傾

向にあり、特許・実用新案・意匠・商標と

もに最近 3 年間の年平均出願が減少す

る傾向にあり、調査対象の約 18％の

602 社が侵害被害を受けたなどの内容

が含まれている。 

C. 中国 

2021 年に発表した 14・5 カ年計画と

2035 年の長期目標に基づいて、中国は

知的財産権全般の改革を推進し、質的

成長に注力した。WIPO が発表した 2022

年グローバルイノベーション指数報告書

によると、中国は 2021 年から 1 ランク上

昇した 11 位で 10 年連続の上昇傾向を

示し、内国人特許出願件数など計 9 つ

の指標で世界 1 位を獲得した。また、ア

ジア地域で韓国、シンガポールに次いで

革新力量 3 位の国と評価された。 

中国国家知識産権局が発表した2022

年の主要知的財産権統計によると、発

明特許登録 79.8 万件、実用新案登録

280.4 万件、意匠登録 72.1 万件で、前年

同期比で特許登録件数は 14.7%も増加し

たが、実用新案と意匠登録ロック件数は

減少した。 

 

 

 



 

 

これは、新型コロナによる出願の減少、

審査官の自己隔離及び中国の封鎖措

置等により審査業務に影響があったと

みられる。また、商標登録は 617.7 万件

で、前年同期比 20.2%減少したが、これ

は悪意的な商標出願に対する審査及び

商標代理機関に対する監督強化などが

原因として作用したとみられる。 

中国国家知識産権局は、2025 年まで

に知的財産権保護を強化するための新

たな目標と措置等を提示した「知的財産

権保護強化に関する意見」の深化推進

計画を 2021 年 11 月に発表した。同計

画の主な内容は、知的財産権基本法律

の草案構成（2025 年完了目標）及び特

許法実施細則・特許審査指針の改正推

進、特許及び商標審査期間の安定化、

知的財産権裁判所の知的財産権刑事

事件の審理推進、知的財産権分野の国

際協力の全面推進、国家知的財産権ビ

ッグデータセンターの構築推進などで構

成されている。上記計画で言及されたよ

うに、2021 年 6 月に第 4 次改正特許法

が施行されることに伴い、特許法実施細

則も改正を控えている。主な内容として

は、特許審査制度の改善及び審査品質

の効率化、特許保護の強化，特許創出

の活用促進、意匠国際出願に関する内

容などがある。 

また、中国は「知的財産権強国建設

要綱（2021-2035）を 2021 年に発表して

以来、知財権強化に力を入れており、

2022 年 5 月 5 日に「産業意匠の国際登

録に関するハーグ協定」を施行し、同月

18 日に「マラケシュ条約」も発効するな

ど、国際協力にも深く関与している。 

 

D. 欧州 

欧州連合（EU）は、新型コロナで低迷

した経済回復に力を注ぎながらも、2050

年までの気候ニュートラル達成に向けた

エコ政策の基調を維持し、EU グリーンデ

ィール、デジタル政策案などを発表し、

気候変動対応とデジタル転換を実現す

るための根幹として知的財産権を強調し

た。企業や研究機関、公共機関等が自

由にデータにアクセスできる「欧州デー

タ単一市場」を実現するための強化され

たデータ保護法が 2022 年 2 月から導入

された。また、欧州委員会は意匠保護シ

ステム改革のための法案を発表（2022

年 11 月）し、これは域内加盟国の意匠

制度との互換性を高め、迅速かつ予測

可能で合理的なコストで EU 意匠登録が

できるように規則を整備し、近代化した

ものである。 

EU は、偽造品及び盗用に対する監視

を強化するため、欧州連合知的財産庁

（EUIPO）内に「欧州知的財産権侵害監

視機構」を設置し、知的財産権執行業務

を遂行している。2020 年 12 月には、マ

ーケット運営者、地方執行当局及び政

府の知的財産権侵害の取り締まり措置

を誘導し、偽造品購入に対する市民の

意識を高めるため、欧州委員会通商総

局では毎年、偽造及び違法コピー監視

リストを発表している。2022 年 12 月発表

によると、偽造・違法コピー製品とコンテ

ンツの市場がオフラインからオンライン

に移行していると指摘している。 

 

 

 



 

 

EU は、2013 年に採択した「欧州統合

特許裁判所協定を採択しており、同協

定の発効に向けて「統合特許裁判所」の

手続規則など関連規定の整備に拍車を

かけ、法律裁判官と技術裁判官からな

る裁判官プールの構成を完了した。単

一特許許可に対する手続きを委任され

た欧州特許庁（EPO）、さらに単一特許

取得のための手続き規則やユーザーガ

イドを設けるなど制度整備とともに、内

部に専任組織を構成し、オンラインシス

テムを構築している。システムを整備し、

新しい制度を滞りなく施行するために努

力している。2022 年 12 月には同協定が

2023 年上半期中に発効すると発表し、

近いうちに EU 内で単一の効力を持つ統

合された特許制度が発足することが期

待される。 

E. 対応策 

特許庁の国際協力活動は、「グロー

バル知的財産先導国への跳躍」というビ

ジョンの下、「海外協力・保護体制強化

及び知的財産である韓流の普及」という

目標を達成するために様々な協力活動

を行うことになる。このような点から、相

手方の特許庁や国際機関が行っている

政策が変化したり、法制度などが改正さ

れた時、これを適時に把握し、韓国の知

財権制度利用者に伝達することが何よ

りも重要である。海外に進出する韓国企

業が進出国における知財権法・制度の

変更点をきちんと熟知できていないため

に発生する恐れのある不利益を防止し、

当該国で施行している様々な特許権者

保護政策等を十分に活用し、現地で広

範な保護を受けられるよう支援すべきで

ある。特に、韓国企業の進出需要が米

国、中国、日本等から徐々に新興・開発

途上国に広がっており、今後この傾向は

さらに深まることが予想されるため、韓

国企業の進出需要が発生する新たな

国々との協力を開始していく必要がある。 

そのために、特許庁は、海外特許庁

との協力体制の構築だけでなく，韓国企

業の声を聞くことができるように企業と

の常時協力体制も整えていかなければ

ならない。このような常時協力体制の構

築と運営は，韓国企業に特許庁を名実

ともに海外進出のための知財パートナ

ーとして認識させる方案となるだろう。 

次に、激化している知的財産権紛争

の流れをよく見なければならない。米・

中貿易紛争で引き起こされた知財権の

通商武器化により先進国を中心に技術

保護主義がさらに強化される見通しであ

り、これにより、海外進出あるいはグロ

ーバル市場で地位が強化される韓国企

業は、企業の規模の大小を問わず、海

外の競合企業と特許怪物の標的になる

可能性が常存する。実際、サムスン、LG

を含む大企業だけでなく、中小企業も業

種を問わず、海外特許モンスターによる

提訴が大幅に増加した。したがって、政

府レベルでは中長期的な観点から健全

な知的財産権生態系造成のための政策

を展開し、これらの企業の知的財産権

関連の競争力を高めていかなければな

らない。特許ビッグデータ分析結果など

を基に、韓国企業にR＆D 方向性を提示

し、強い知財権を獲得できるようにして、

獲得した知財権が新たな投資の種にな

るように、知財権が活発に取引される市

場環境を創出しなければならない。 

 

 



 

 

また、他人の知的財産を侵害して利

益を得ることがないように、侵害行為に

対する処罰を強化することで、健全な知

的財産権の生態系づくりが完成できるだ

ろう。 

また、徐々に増加している中国及び

新興国からの韓国企業の知的財産権に

対する侵害、特にデジタル環境での侵

害に積極的な対応が求められる。幸い、

最近、中国は知的財産権保護の強度を

強化し、データベース構築、インターネッ

ト権利侵害の取り締まり、税関の知的財

産権取り締まり及び知的財産権行政・

司法保護の強化など、中国政府が権利

者保護を強化する傾向にあるが、まだ

知的財産権侵害に対する中国の一般大

衆の認識は低い。したがって、様々な方

法を通じて、中国大衆の知的財産権保

護に対する認識を向上させる努力を継

続していく必要がある。 

特 に 最 近 、 韓 流 ブ ー ム に 乗 っ て

ASEAN 地域で韓国ブランド侵害事例が

急増しているが、中国よりも低い国民の

知財権侵害に対する認識レベル、知財

権保護のための法制度の未整備などに

より、これらの国々における韓国の知財

権保護に相当の困難を抱えている。した

がって、これらの国々には，知的財産が

適切に保護される環境を早期に定着さ

せることが非常に重要な課題であり、そ

のために無償コンサルティングなどの支

援を行う必要がある。 

また、IP5 の一員としての責任感を土

台に、グローバル知的財産規範に関す

る議論に積極的に参加し、グローバル

知的財産権制度の発展に貢献していか

なければならない。IP5 協議会は、グロ

ーバル知的財産規範を改正し、国ごと

に異なる制度を調和させていく作業を着

実に行っている。したがって、IP5 協議会

内での議論がグローバル知財権制度発

展のための方向で推進されるよう、絶え

間ない反省の努力が求められる時期で

ある。また、韓国企業が多く活用してい

る PCT 制度、マドリッド国際商標制度、

ハーグ国際意匠制度、特許審査ハイウ

ェイ制度に対する利用者の不便を解消

し、その利用率を高めていく必要がある。

また、両国が共同で先行技術目録を調

査し、これを他の件より早く審査する特

許共同審査の実施を継続的に拡大する

ことで、国際的により強力な特許権を希

望する出願人がいつでも特許共同審査

サービスを受けられる環境を作ることが

重要である。 

最後に、特許庁は新技術の発展とそ

れに伴う変化に常に耳目を開いていな

ければならない。AI を知財権行政と審査

に活用するための議論と AI 発明の発明

者性に関する議論が国際的に活発であ

る。AI のような新技術は、新しい形の知

財権の認定を強要するなど、世界中の

特許庁に様々な挑戦課題を投げかけて

おり、世界各国はそのための解決策を

見つけるために様々な議論を続けてい

る。このような国際的な議論の流れをよ

く理解し、いつでも議論を主導できる準

備をしておくことが、新技術時代に知財

権分野のグローバルリーダーシップを発

揮するための土台となるだろう。

  



 

 

第 2 節 知的財産先進 5 カ国協力体制の強化 

１. 特許先進 5 庁（IP5）協力体制 

産業財産保護協力局 国際協力課 工業事務官 クァク・ヒョギョン 

A. 推進背景及び概要 

知識基盤経済への経済体制の変化と

先進国の知的財産重視政策に伴い、全

世界の知的財産出願が着実に増加して

いる。特に、韓・米・日・中・欧の先進5特

許庁の出願が全世界の出願の約 85%以

上を占めるだけでなく、2 つ以上の特許

庁に対する重複出願の割合が高まるに

つれ、5 つの特許庁間の協力の必要性

も高まっている。 

このような審査協力の必要性に共感

した 5 庁長官が 2008 年 10 月に韓国済

州で開催された先進 5 ヶ国特許庁（IP5）

庁長会議で IP5 ビジョンと、このビジョン

を実現するための 1P5 10 大基盤課題の

策定に合意し、IP5 協力の実質的な議論

が始まった。 

B. 最近の先進 5 つの特許庁長官会議 

2017 年にマルタのバレッタで開催され

た首長会議において、IP5 協力 10 周年

を迎え、この 10 年間の成果を集約した

成果報告書を発刊し、首脳会議で発表

された共同声明書には、今後 10 年のた

めの新しい IP5 協力ビジョンを盛り込ん

で採択された。 

新たな協力ビジョンは、IP5 内で特許

審査慣行と手続きの照会を図り」、「品

質管理を最適化」し、「IP5 庁間の業務連

携を最大化」し、「特許情報サービスを向

上」させるという 4 つの主要事項を核心価

値として明示した。 

新型コロナのパンデミックの状況で、

2020 年に画像会議の形で開催された

2021 年庁長会議（日本主催）では、人工

知能（AI）などデジタル技術の急速な発

展に先んじて対応し、効率的な特許審

査サービスを提供するための先端技術

（NET/AI）協力ロードマップを主な内容と

する共同声明を採択した。先端技術

（NET/AI）協力ロードマップは、2019 年

に韓国が欧州と共同主導で先端技術タ

スクフォースを作り議論をリードして以来、

2 年ぶりに 5 庁の合意を通じて成し遂げ

た結実であるという点で意義が大きい。

合意されたロードマップは、△AI など先

端技術分野の発明に対する特許審査制

度の統一性向上、△先端技術を活用し

た審査サービスの改善、△先端技術分

野の先行技術検索の効率化、△先端技

術関連動向の共有など 4 つの分野に対

する協力計画を含んでいる。 

新型コロナのパンデミック状況下、画

像会議形式で開催された 2020 年長官

会議（中国主催）では、知的財産が世界

的な不況打開のための有用な手段であ

ることを認識し、すべての産業領域で知

的財産保護を強化していくとするという

共同声明を発表した。 

 

 



 

 

特に、新型コロナの診断・治療・予防

に関する特許及び技術情報を透明に公

開し、関連技術の進歩を促進させること

にした。人工知能など新技術分野の協

力強化、特許制度の調和を通じた利用

者便宜の向上、特許審査の品質と効率

性の強化を通じた審査結果の予測性の

向上にも引き続き努力することにした。 

2022 年庁長会議（欧州主催）では、産

業界の 1P5 協力参加 10 周年を祝うとと

もに、国際連合の持続可能な開発目標

（SDGｓ）達成における知的財産の役割

について意見を交換し、持続可能な未

来の達成に向けて IP5 と産業界間のパ

ートナーシップを強化することにした。 

Ｃ. 今後の推進計画 

IP5 協力が発足した 2007 年に比べて、

今は 5 庁の審査着手期間が大幅に短縮

されたという点で、IP5 発足当初の主な

目的である「審査赤字解消」はある程度

達成されたと言える。また、分類（CPC）、

情報化（OPD）、審査協力（PPH）など、

各実務グループの主な成果は、IP5 特

許庁を越えて全世界にその恩恵を広げ

ている。現在、IP5 間の試験事業として

進行中の PCT 協力審査も安定して定着

するとすれば、国家間審査協力の新し

い転機を準備すると期待される。 

発足から 10 年を過ぎ、新たな協力ビ

ジョンを実行していく IP5 協力は、中長期

的な観点から協力課題の効率的な履行

方案を検討し、新たな協力体制の構築

を模索しながら、5 つの特許庁間の協力

の質的飛躍が実現できるよう努力してい

る。また、IP5 は、現在進行中の各実務

グループ（WG）別に様々な協力課題だ

けでなく、先端技術（NET/AI）協力ロード

マップに含まれる協力計画履行のため

の各種課題及び国際連合の持続可能

な開発目標（SDGｓ）達成のための新た

な協力課題を導き出し、遂行する計画で

ある。また、今後、IP5 協力ビジョンを改

定して国際連合の持続可能な発展目標

（SDGｓ）など新しい協力分野へと奥行と

幅を一層広げていく。

 

２. 商標先進 5 庁（TM5）協力体制 

商標意匠審査局 商標審査政策課 行政事務官 キム・インギュ 

A. 商標先進 5 庁の協力推進経過 

1） 推進背景 

全世界的に商標出願は着実に増加

する傾向にあり、最近では、韓国をはじ

めとする伝統的な多出願国である米国、

中国、日本、欧州だけでなく、インド、ブ

ラジルなどの商標出願も大幅に増加し

ている。 

 

各国の商標出願の増加に伴い注目

すべきは、一つの商標が複数の国に出

願される多国籍出願の増加である。オン

ラインプラットフォームの発展に伴い海

外進出が活発化し、企業が海外で商標

権を取得し、一つの商標を複数の国に

登録し、使用確保を容易にするために、



 

 

商標分野の国際的な戦略が必須の時

代になりつつある。このような状況で、韓

国企業が海外で商標権確保を容易にす

るために商標分野の国際的協力の強化

が必要である。

 

図Ⅳ-3-1  年度別の全世界での商標出願件数（件数：多類基準） 

 

（出典 ： WIPO Indicators 2022 68 頁） 

2）商標先進 5 庁体制の形成 

商標・意匠分野の国際協力強化に対

する高まる要求に応え、韓国特許庁は

2009 年 4 月、既存の米・日・欧の商標先

進 3 庁（TM3）体制への加入について議

論を開始し、2011 年に正会員として加入

した。さらに、2012 年には、オブザーバ

ーとしてのみ参加していた中国の正会

員参加が決定され、4 庁間の協力体は

先進 5 庁間の協力体制である TM5 に拡

大された。 

B. 最近の TM5 会議の主な成果 

2018 年の年次会議は、2013 年に続き，

ソウルで再び開催された。会議では、既

存の協力課題に加えて、第 4 次産業革

命時代に登場する新しい革新的な商品

や意匠を効果的に保護するために、我

が国が提案し、これまで議論してきた 5

つの先進国庁間の新しい協力ビジョンを

盛り込んだ共同宣言文も採択されてい

る。また、年次総会の開催を機に、10 月

30 日から 11 月 7 日までの期間を「2018

商標・意匠週間」と定め、世界知的財産

機構（WIPO）、国際商標協会（INTA）な

どと共同で、ソウル国際商標・意匠カン

ファレンス、KIPO-INTA 国際シンポジウ

ム、マドリッド国際商標出願カンファレン

ス、意匠法研究公開セミナー、WIPO ハ

ーグ国際カンファレンスなど、多様な国

際行事を相次いで開催した。 

2019 年 TM5 年次総会は日本で開催

され、韓国は新規事業として「商標侵害

認知度向上」事業を提案し、実施方向を

議論した。2020 年は新型コロナのため、

画像で年次会議を実施し、新型コロナに

対応した TM5, ID5 共同声明を採択し、

パンデミックによって変化した商標政策

について議論した。 

 

 

 



 

 

2021 年もパンデミックが続いているた

め、議長国である中国はビデオで年次

会議を実施した。これまでプロジェクトの

遂行者としてのみ参加していた中国は、

今回の会議を機に 2 つの新規プロジェク

トを提案し、加盟国の承認を受け、より

積極的に参加し、協力を強化した。 

2022 年は、TM5 の 10 周年を迎える年

であり、EUIPO が議長国を務め、3 年ぶ

りに対面会議が行われた。会議では、AI、

ブロックチェーンなど新技術の発展に伴

い変化する商標制度に関し、TM5 の役

割について議論した。特に、韓国は「商

標侵害の認識向上」及び「TM5 ウェブサ

イト管理」事業の推進経過を発表し、

2023 年の TM5 の議長国としての会議開

催計画を発表し、各国から大きな反響を

得ることで、知的財産の先進庁としての

地位を再確認した。 

C. 今後の推進計画 

2023 年は韓国が議長国を務め、TM5

会議を開催する予定だ。特許庁は 5 月

の中間会議を始め、6 月の実務会議を

経て 10 月の年次会議まで計 3 回の会

議を開催する予定である。会議では、人

工知能のような技術発展、電子商取引

の拡大など取引環境の変化のような商

標環境の変化に対応するための商標制

度の方向性を議論する予定である。こ

のため、進行中の 16 の協力課題を点検

し、TM5 発足 11 周年を迎えて共同宣言

文を発表することで、商標分野の国際規

範先導国として韓国特許庁の地位を高

めることができると期待される。 

 

 

図Ⅳ-3-2  TM5 ウェブサイト及び 2021 年年次会議 

 

  



 

 

表Ⅳ-3-1  TM5 の主な協力事業 

 

３. 意匠先進 5 庁（ID5）協力体制 

商標意匠審査局 意匠審査政策課 行政事務官 ク・ジョンミン 

特許分野の IP5、商標分野の TM5 に

続き、意匠分野の先進 5 カ国協力体制

（CNIPA, EUIPO, JPO, KIPO, USPTO10））

である ID5 が、2015 年に新たに構成され

た。当初、商標分野先進 5 カ国協力体で

ある TM5 会議の詳細分科会として意匠

セッションが運営されてきたが、意匠保

護の重要性が次第に高まる中、5 カ国と

も意匠に関する個別の議論の場が必要

であることに共感し、2015 年に IⅮ5 を発

足させた。米国で開かれた IⅮ5 創立会

議では、IⅮ5 の未来に関する共同ビジョ

ンを盛り込んだ合意文が発表され、合計

13 の共同協力課題が提案され、このう

ち 12 個の協力課題が 2016 年に承認さ

れ、国別に課題

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 

10） CNPA: 中国国家知的財産権局、EUPO: 欧州知的財産庁、JPO: 日本特許庁、KIPO: 

韓国特許庁、USPTO: 米国特許庁 

 
 

内容 

韓 

国 

 
商標権侵害の認知度の向上 各国の商標権侵害事例を収集・発表 

TM5 ウェブサイト TM5公式ウェブサイト構築・運営 

日

本 

ユーザー参加 ユーザーと商標問題のコミュニケーション 

悪意ある商標出願 悪意のある商標出願に関する事例研究及びセミナーの開催 

商標審査へのIT支援 商標検索システムなどITの支援情報を共有 

 

欧 

州 

共通統計指標 5カ国商標出願 ・審査・登録関連統計収集 

TM-VIEW 国際商標出願・登録情報検索システム構築・運営 

ユーザー参加 海外出願する中小企業のための出願ガイドの提供 

人材交流 各庁間の人材交流案を議論 

TM5 広報 TM5 活動をユーザーに広報 

 

米 

国 

共通認定商品の一覧 加盟国が共同で認める商品名リストの構築 

共通状態の指標 商標出願の法的処理状況の共通表示指標の策定 

非典型商標 非典型商標の各国の法制度，審査実務基準の比較 

詐欺的な広告 特許庁を詐称するなどの詐欺性広告事例の収集及び根絶方

策の策定 

中 

国 

商標異議及び審判手続 異議申立法制度と実務，商標審判手続と運営方式の比較 

商標出願書の管理 紙・電子出願を含む出願書の管理方法と経験の共有 

課題名 



 

 

を分担して推進し、現在に至っている。

協力課題は、大きな枠組みとして、審査

実務と統計情報公開、意匠保護のため

の各国の手続き比較、審査政策及び審

査の一貫性向上、新しい分野の意匠保

護など 5 つの領域に分けることができ、

2020 年までに合計 17 のプロジェクトが

完了または進行中であるが、課題の特

性上、国別統計情報収集、ID5 ウェブサ

イトの運営など、一部の課題は毎年定

期的に更新しながら運営を継続している。

2018 年にソウルで開催された会議では、

12課題のうち5課題が成功裏に終了し、

新たに 6 課題の推進が承認された。特

に、この会議では、第 4 次産業革命をリ

ードする VR、AR、3D プリンターなど新し

い技術に関連する意匠保護の重要性が

日増しに高まっている状況で、これらの

分野の意匠に関する各国の協力を強化

する「ID5 共同宣言文」の合意を導き出し

た。これに伴い、我が庁は ID5 ホームペ

ージ（www.id-five.org）の制作と運営を

担当し、完了したか、または進行中の課

題の結果を公開し、知的財産権のニュ

ースを伝えるなど、ユーザーと ID5 をつ

なぐ求心的役割を担ってきた。ビデオ会

議で開催された 2021 年の年次会議で、

我が庁は、米国と一緒に「意匠公開延

期制度比較研究」を主導する計画を発

表し（下表参照）、5つの特許庁は新型コ

ロナ後のニューノーマル時代に備えるた

めの協力ビジョンを盛り込んだ共同宣言

文を発表した。2022 年度中間年次総会

は、EUIPO の主導で対面と非対面の混

合方式で開催された。2022 年度年次会

議では、公開延期制度、インターネット

証拠活用、意匠侵害への損害賠償制度、

意匠保護期間など 4 つのテーマに対す

る比較研究の完了を承認し、中小企業

教育コンテンツ開発、意匠新規性審査

の比較、登録意匠の表示制度比較、メタ

バース上の意匠保護など 4 つの新規課

題の導入に合意した。特に「メタバース

上の意匠保護」は、韓国特許庁が主導

する課題として、まだ国際的に確立され

ていない仮想意匠保護について、先進 5

官庁が意見を共有するきっかけとなるこ

とが期待される。2023 年度会議は韓国

特許庁が議長国を務め、それぞれ済州

島と松島で開催される予定である。

 

図Ⅳ-3-3  2022 年 ID5 年次総会（ビデオ開催） 

  



 

 

表Ⅳ-3-2  ID5 の主要協力事業 

 

第 3 節 二国間及び多国間協力の積極的推進 

１. 主要国との特許審査協力など二国間協力強化 

産業財産保護協力局 国際協力課 行政事務官 チェ・ウンリム 

工業事務官 ユン・ジヨン 

工業事務官 キム・ユジン 

 

A. 推進背景及び概要 

韓国企業の研究者等が海外主要国

に出願する国際出願が増加する中、韓

国の出願人が特許権、商標権等を海外

市場で正当に保護され、事業を遂行す

るためには、海外での韓国知的財産権

の保護基盤を強化する必要がある。こ

れに、特許庁では、中国、米国、日本な

ど我が国企業の進出を支援するためこ

の活発な主要国と継続的に二国間協議

を開催することで、韓国企業が現地で知

的財産を創出し、保護されるのに役立つ

よう協議を継続している。 

特に、特許審査分野では、特許審査

滞留による経済的損失が世界的に重要

な問題として浮上しているため、特許庁

間の業務協力（ワークシェアリング）が審

査滞留の解消のための効果的な解決策

として注目されるようになった。 

 

 

 

課

題

名 

    課題名 内容 

韓国 

ID5 ウェブサイト構築・運営 - ID5 意匠制度及び協力事項をオンラインで提供 

産業意匠侵害の損害賠償制度の研究 - 加盟国別損害賠償制度の比較（2022年完了） 

意匠公開延期制度の比較 - 加盟国別公開延期制度の現況比較（2022年完了） 

中国 

図面要件に対するユーザーマニュアルの開発 - 加盟国間の図面要件を比較して総論及び特有制度図面の作成 

優先権書類の電子的交換 - 各国0^3実行点検及び制度運用状況の共有 

 

日本 

ID5 意匠統計 - 毎年共通の統計指標を更新 

新規性審査でのインターネット証明の活用 - インターネット証拠引用に関する各国の実務判例比較（2022年完了） 

意匠実務推奨案 
- 017草案に基づく実務勧告案を作成した後，既存の課題の成果物を実務

勧告案の形で発展 

欧州 

協力・コミュニケーションの活性化 - ID5 ウェブサイトを中心としたオンラインプロモーション 

新技術の交換 - 各国における被検索、ブロックチェーンなど新技術の導入状況 

 

米国 

ID5 ： 5年間のレビュー 
- 過去5年間の意匠法制度の変化に関するアンケート及び既存課題の更新

を実施 

意匠権の保護期間及び更新 
- 存続期間，更新方法など各国の比較及び産業別有効権現況データの共

有（2022年完了） 



 

 

これにより、先進国特許庁を中心に外

国特許庁との審査協力を通じて、より迅

速でより高い特許審査サービスを提供

するための方案が模索されるようになっ

た。 

主要国との二国間協力は、相手国の

特許庁長と長官会談を開催し、両国間

の知的財産権関連の主要懸案事項及

び協力事業の推進に合意することにな

り、これを基に両国特許庁の該当実務

部門でフォローアップを行う手順で進め

られる。長官会談とともに、両庁間の局

長級以上の高位級実務会談と課長級以

下の実務会議も主要国との二国間協力

のための重要なチャンネルとして活用さ

れている。 

B. 推進内容及び成果 

2022 年の一年間、韓国特許庁は中国、

日本、欧州など世界各国の特許・商標

所管機関と庁長会談を開催し、人工知

能（AI）の発明などの新技術分野の協力

及びカーボンニュートラル、持続可能性

などのグローバルイシューに関する知的

財産協力などの合意を導き出した。特に、

新型コロナの状況が徐々に緩和される

につれて、直接対面で開催された庁長

会談の回数が大幅に増加した。 

中国とは、特許、商標、意匠、情報化、

審判、人材育成、知財権保護など計7つ

の分野で実務会議を定例化して協力し

ており、第 28 回韓中庁長官会議（2022

年 11 月）をテレビ会議で開催した。この

度の会議で、両庁は各分野における知

的財産権協力の成果を点検し、2021 年

に締結した韓・中の深化協力 MOU に加

え、2022 年が韓・中知的財産権協力の

更なる深化を韓・中修交 30 周年となる

今年、今後も分野別の協力を継続的に

推進することに合意した。また、両庁間

のコミュニケーションに重要な役割を果

たしてきたが、新型コロナの影響で一時

中断された韓中連絡官の相互派遣の再

開を積極的に議論した。これにより、両

国特許庁間の協力が新型コロナ以前の

水準を回復し、さらに活発化することが

期待される。 

韓・中・日協力に関しては、第 22 回

韓・中・日長官会議と第 10 回韓・中・日

ユーザーシンポジウムがビデオ会議で

開催された。長官会議では、商標、意匠、

審判、人材育成、学会など韓中日 3 カ国

が共同で実施した専門家会議及びフォ

ーラムシンポジウムの成果を確認し、緑

色転換技術区分表（GXTI）に関して引き

続き協力することに合意した。日中韓ユ

ーザーシンポジウムは「カーボンニュー

トラル実現のための知的財産システム

の貢献」をテーマに開催され、3 か国の

知的財産権ユーザー（企業家、知財権

専門家など）がカーボンニュートラルとい

うグローバルイシューについて交流する

ことができ、今後も 3 か国間の知的財産

協力の裾野を広げ、3 か国ユーザーの

便益増進という効果をもたらすことが期

待される。 

欧 州 特 許 庁 （ EPO ） と は 、 韓 -

EPO2022-2023 業務計画に基づき、専

門家会議を開催し、特許制度と情報化

分野で具体的かつ実務的な議論を行っ

た。両者は、AI を活用した特許自動分類

及び自動検索システムの開発状況とブ

ロックチェーン技術の活用状況を共有す

るなど、新技術分野について活発な議

論を行った。また、我が庁は、AI 発明に

対する明細書の記載要件に関する EPO



 

 

との共同研究を提案して、新技術分野

での協力を続けていく予定だ。 

欧州商標庁とは、「韓-EUIPO 庁長会

談（2022 年７月）を開催し、最新の制度

改善状況を共有し、専門家派遣（SNE）

のような人材交流を通じて緊密な協力

関 係 を 維 持 す る こ と は も ち ろ ん 、

TM5/ID5 内での協力も強化していくこと

に合意した。また、新型コロナの状況下

で発足した情報化専門家会議を初めて

対面で開催（2022 年 12 月）し、AI を活用

した商標・意匠画像検索システムの開

発状況などを共有し、審査効率向上の

ための新技術の適用について積極的に

協力していくことで合意した。 

特許審査ハイウェイ（PPH）プログラム

に関する韓・仏長官会談（2022 年７月）

を開催し、フランス PPH 協力 MOU を新

規に締結することで、韓国企業が PPH

プログラムを利用してフランスで迅速に

特許を取得することができるようになっ

た。2022 年現在、韓国特許庁は 37 の特

許庁と PPH プログラムを実施しており、

韓国企業は PPH プログラムを通じ、韓

国特許庁の審査結果を利用して海外で

特許登録をより迅速に受けることができ

る。 

そして、韓・英庁長会談（2022 年７月）

を開催し、英国と知的財産の包括的協

力 MOU を締結した。これにより、両庁は

知財権の保護・執行、審査、教育など

様々な分野で緊密な協力関係を形成す

るための足がかりを築いた。また、ドイツ

特許庁と実務会議（2022 年 12 月ミュン

ヘン）を開催し、特許審査協力、情報化

協力などについて議論するなど、欧州の

個別国との協力を拡大し、国際協力の

多様化を推進した。 

C. 評価及び発展方向 

韓国企業の活動舞台が全世界に拡

大するにつれ、知的財産分野でも国際

協力の重要性が増大している。これに

伴い、特許庁は韓国国民に実質的に役

立つ国際協力の推進を目標に、韓国企

業の海外知的財産権の獲得及び保護

のための多角的な協力事業を展開して

いる。主要拠点国との二国間協議を通

じて知的財産権協力基盤を持続的に拡

大し、特許共同審査、特許審査ハイウェ

イ、特許認定協力対象国の拡大を通じ

て、韓国企業が海外でより迅速かつ効

率的に知的財産権を獲得できるよう支

援した。今後も特許審査協力など、両国

間の協力は引き続き拡大される見通し

である。

 

２. 新南方など新興市場との戦略的協力の強化 

産業財産保護協力局 国際協力課 技術書記官 ファン・サンドン 

工業事務官 カム・ユリム 

工業事務官 キム・ユジン 

A. 推進背景及び概要 

経済成長の動力としての知的財産に

対する認識が拡大され、韓国企業が経

済成長動力としての知的財産権を獲得

しようとする国も多様化している。これに



 

 

より、特許庁は、韓国企業の進出が拡

大している主要途上国及び次世代有望

経済圏の諸国を中心に知的財産行政の

韓流を発信し、知的財産権外交の外延

を拡大するための努力を続けている。 

B. 推進内容及び成果 

2022 年の一年間、韓国特許庁は、中

国、日本、欧州などの主要パートナーと

の二国間協力を持続的に推進すると同

時に、アジア地域をはじめ、中東、中南

米地域への知的財産権協力の外延を

拡大するために努力した。 

アジア地域は韓国と地理的に近く、韓

国企業の進出と投資が活発に行われて

きた。その中で、ASEAN は韓国の第 2

位の貿易対象であり、最近、グローバル

バリューチェーンの再編により、その重

要性がさらに浮き彫りになっている。

2018 年 3 月、第 1 回「韓・ASEAN 特許

庁長官会談」が開催され、2019 年の会

談は韓国特許庁が主催し、ソウルで開

催された。その後、パンデミックで対面

会議が困難な状況下でも、非対面方式

の 特 許 庁 長 会 議 を 着 実 に 開 催 し 、

ASEAN との交流・協力を継続することが

できた。2022 年にソウルで開催された第

5 回韓・ASEAN 特許庁長会議では、持

続可能な開発目標（SDGs）実現のため

の IP 基盤の中核的な生態系を構築する

ことにおいて協力しようという内容の共

同宣言文を採択、発表した。また、韓・フ

ィリピン深化協力 MOU 及び韓・ブルネイ

包括協力 MOU を締結した。 

そして、韓・モンゴル国交樹立 30 周年

を記念して、2020 年から議論されてきた

韓・モンゴル包括協力 MOU を 2022 年 7

月に締結し、知的財産全分野に渡る両

庁間の実質的な協力関係を構築するた

めの足がかりを作った。 

中東地域では、韓国の特許行政サー

ビスが活発に広がっている。2014年から

行われてきたアラブ首長国連邦（UAE）

特許審査代行事業は着実に継続してお

り、2021 年にも同事業のために 4 人の

審査官が UAE 経済省に派遣されて勤務

している。また、2016 年 2 月に締結した

特許行政情報システム開発事業のフォ

ローアップとして、2021 年に第 2 次情報

システムのメンテナンス事業のための契

約が締結された。 

UAE との成功的な知的財産協力を基

盤に始まったサウジアラビアとの知的財

産分野の協力も、その範囲が持続的に

拡大された。2019 年 6 月に首脳臨席

MOU をはじめとする 3 回の両機関長会

談を通じて、韓国特許庁とサウジアラビ

ア知的財産庁（SAIP）は、サウジアラビ

アの知的財産に関する生態系づくりの

ための 600 万ドル規模の協力事業契約

を締結した。これを基に 2019 年 8 月に

11 人の韓国知財権専門家をサウジアラ

ビアのリヤドに派遣した後、2021 年 2 月

と 3 月に 3 人の特許庁職員と民間の知

的財産専門家を追加派遣した。派遣さ

れた韓国の知財権専門家は、サウジア

ラビアの国家 IP 戦略策定、IT コンサル

ティング、審査官の能力教育などを含む

知財権全分野にわたる協力事業を進め

ている。また、2022 年 1 月には、知的財

産生態系構築、国家知的財産戦略履行、

特許審査等の協力事業を主な内容とす

る「強化された戦略的パートナー協力」

を締結し、協力関係を強化している。 

 



 

 

中南米地域では、チリと知的財産包

括協力 MOU を締結することで、MOU に

含まれる協力分野別課題の発掘など、

韓・チリ両庁間の関係増進を図った。 

C. 評価及び発展方向 

2022 年は第 5 回韓・アセアン首長会

議のソウル開催、韓国知財権専門家の

サウジアラビア派遣及び協力事業契約

締結などを通じて、韓国型行政の韓流

ブームを新興市場に積極的に引き起こ

した年として記憶されうるだろう。特に、

これまで協力基盤の構築のために努力

してきた ASEAN との協力体制を強固に

構築したことに大きな意味を持たせるこ

とができるだろう。 

また、韓国企業の進出が活発で、K-

ブランドの人気がますます広がるアジア

地域での審査協力の拡大はもちろん、

「人材育成」分野までその協力の領域を

拡大したと評価できる。 

 

３. 知財分野における国際機関の懸案事項への能動的対応 

産業財産保護協力局 産業財産権通商協力チーム 行政事務官 ホ・ウォンソク 

A. WIPO（世界知的財産機構） 

1） 第 63 回 WIPO 総会 

2022 年 7 月 14 日、7 月 22 日にスイ

ス・ジュネーブで開かれた第 63 回チ 1.0

総会で、李仁實特許庁長は代表演説を

通じ、新型コロナと経済危機克服のため

の革新の重要性、そして革新の原動力

である知的財産システムを持続的に改

善する必要性を力説し、△画像意匠保

護法の改正など知財権をめぐる環境変

化（デジタル転換など）に対応するため

の韓国の努力を紹介し、△PCT 国際出

願で世界 4 位、イカゲームのような韓国

コンテンツの全世界的人気、グローバル

革新指数で世界 5 位など、韓国の革新

成果を共有した。 

第 63 回総会では、「ウクライナの革

新・創意分野及び知財権システム支援

に関する提案」が加盟国の 2 回にわたる

投票により採択され、意匠法条約（DLE）、

また、知的財産・遺伝資源および遺伝資

源に関連する伝統的知識に関する国際

的な法律ツール（インストゥルメント）に

関する議論をまとめるための外交会議

を 2024 年に開催することを決定した。 

第 63 回総会期間中、李仁實特許庁

長官は、ダレン・タン事務総長と会談を

行い、両機関間の協力強化方案を議論

した。李特許庁長官は、知的財産権を

活用して開発途上国から先進国に発展

した大韓民国の経験を、WIPO を通じて

国際社会と共有する法案をタン事務総

長と協議した。タン事務総長は開発途上

国の知財に関する認識の向上と力量強

化などのために 2022 年までに約 172 億

ウォンを拠出した韓国信託基金に対す

る感謝を表明した。 

 

 

 



 

 

そして、李特許長官はタン事務総長に

韓国を訪問し、優秀な革新技術系（2022

年 WIPO グローバルイノベーション指数

世界 6 位、ジア地域 1 位）を直接体験す

ることを提案し、タン事務総長は 2023 年

の訪韓を約束した。 

一方、第 63 回総会で、韓国特許庁は最

新の事例及び学習体系などを反映した

新しい改訂版である IP パノラマ（24 言語

で普及されている大韓民国代表国際知

的財産教育コンテンツ）2.0 の広報及び

韓国の優秀発明教育用教材の展示を

通じた体験型発明教育広報館を運営し

た結果、10 カ国以上の特許庁長官、公

館関係者、各国代表団など約 350 人が

訪問し、IP パノラマ 2.0 に対する翻訳版

の提供及び教育課程の運営など、同コ

ンテンツの活用協力に対する関心を表

明した。 

図Ⅳ-3-4 WIPO 総会の代表演説 

図Ⅳ-3-6  IP パノラマ 2.0 広報ブースの

公式行事 

2） 無形資産金融編 WIPO 高官級政策

対話 

2022 年 10 月 31 日から 11 月 1 日に

開催された「無形資産金融 WIPO 高官級

政策対話」に李仁實特許庁長はオンラ

インを通じて参加し、△知的財産金融活

性化のための大韓民国の様々な政策及

び導入背景、△このような政策が革新

企業の資金難解消にどのように役立っ

たか、△知的財産金融活性化のための

今後の政策方向について紹介し、同政

策対話の参加者たちから多くの支持と

共感を得た。一方、同政策対話には、オ

ン・オフラインを通じて 1,000 人が参加し、

その価値が高まっている知的財産を金

融面で活用する方案について、世界中

の利害関係者が高い関心を示した。

図Ⅳ-3-5  特許庁長・事務総長二国間会談  図Ⅳ-3-7 無形資産金融 WIPO 高官級政策対話 

  



 

 

3） WIPO 知的財産と先端技術政策対話 

大韓民国特許庁は、2022 年 4 月 5 日、

テレビ会議で開催した「第 5 回 WIPO 先

端技術と知的財産政策対話」に参加し

た。同政策対話でキム・ヨンレ前特許庁

長は、デジタル社会に急激に移行してい

る過程で既存の知的財産制度では保護

が難しい場合が発生する可能性がある

ため、これに対する対応が必要であるこ

とを明らかにし、また、特許に対する迅

速かつ正確な審査及びグローバル知的

財産システムの調和要求に応えるため

の特許行政の革新方案を提示し、大韓

民国特許庁の人工知能活用経験及びノ

ウハウを全世界と共有した。 

4）グローバル革新指数（GII） 

世界知的財産機構、欧州経営大学院

などが 132 カ国を対象に、7 つの分野

（制度、人材育成及び研究、インフラ、市

場の高度化、企業の高度化、知識・技術

産出，創造的産出）、81 個の詳細指標

に基づき革新力量を評価し、グローバル

革新指数（Global Innovation Index）を算

出した結果、韓国は 2022 年 6 位でアジ

ア地域では最も高い順位を獲得した。 

上位 10 カ国にはスイス、米国、スウェ

ーデン、英国、オランダ、大韓民国、シン

ガポール、ドイツ、中国、日本が含まれ、

韓国は 81 個の詳細指標のうち、人口数

に対する研究者の数、政府オンラインサ

ービスなど 7 つの分野で世界 1 位を占

め、そのうち GDP 対比特許出願件数、

GDP 対比意匠出願件数など知的財産

関連指標は 3 つに達した。 

5） 特許法常設委員会（SCP） 

WIPO は、特許法の世界的な統一化

のために 1998 年から特許法制定委員

会（SCP）を通じて、特許出願人の利便

性向上、コスト削減などを図るために

2000 年に特許手続を統一した特許法条

約（PLT）を妥結した後、実質的な特許

要件を統一するための特許実体法条約

（SPLT）についての議論を進めている。 

2022年9月に開催された第34回SCP

会議（ハイブリッド会議）では、国際特許

システム報告書（各国の制度現況）、特

許権の例外及び制限、特許の品質（異

議及び取消申請制度を含む）、特許と公

衆衛生、依頼者と代理人間のコミュニケ

ーションに関する秘密保持、技術移転な

どの議題に対する議論が続き、韓国特

許庁は人工知能による発明及び迅速審

査制度について紹介した。 

6）商標法常設委員会（SCT） 

各国の商標出願及び登録手続の簡

素化と統一化のための商標法条約を

WIPO 主管で作成した後、WIPO 加盟国

は 1998 年 3 月、特定のテーマの個別的

な議論のために商標、意匠及び地理的

表示の法律に関する常設委員会（SCT）

を設置し、関連事項を継続的に議論して

いる。 

2022 年 11 月に開催された第 45 回

SCT 会議（ハイブリッド会議）では、まず

商標関連の国家名称に関するジャマイ

カ勧告の修正及びドメイン名における国

名等の保護策を次回会議で継続するこ

とを議論した。 

 

 



 

 

意匠関連、GUI（画像意匠）保護のた

めの勧告案に関し、大多数の加盟国が

現在の文案に賛成し、2022 年の総会決

定に基づき 2024 年開催予定の意匠法

条約外交会議に関連し、2023 年 10 月

の特別セッション及び外交会議準備委

員会の開催に合意した。 

7） 遺伝資源・伝統知識・民俗伝承物保

護に関する政府間委員会（IGC） 

WIPO は、遺伝資源及び伝統知識の

保護問題を議論するため、2001 年 4 月

に「遺伝資源・伝統知識・民間伝承物保

護に関する政府間委員会（IGC）を構成

した。 

2019 年に行われた第 39 回（2019 年

3 月）第 40 回（2019 年 6 月）会議では、

①伝統知識及び伝統文化表現物の保

護を中心に議論が行われ、②保護範囲、

及び③制限及び例外を中心に伝統知識

及び伝統文化表現物提供国と利用国と

の間で活発な協議が行われたが、合意

に至らず、2019 年 WIPO 総会（2019 年

10 月）で IGC mandate 更新及び会議日

程に合意したため、関連議論は 2020 年

及び 2021 年会期で継続される予定であ

ったが、新型コロナにより 2020 年度には

同会議は開催されなかった。 

2021 年 8 月に開催された第 41 回会

議では、新型コロナにより先住民と地域

コミュニティの参加が制限され余暇が制

限されている状況を考慮し、実質的な内

容についての議論は行われず、2022 年

23 年運営計画についての議論のみ行

われた結果、2022 年 4 回（遺伝資源保

護 2 回、伝統知識/・伝統文化表現物 2

回）、2023 年 2 回（伝統知識・伝統文化

表現物 2 回）の IGC 会議が行われると

いうことで合意された。 

第 42 回（2022 年 2 月）第 43 回 IGC

会議（2022 年 5 月）は遺伝資源保護関

連であり、統合文案に基づいて議論を

進めるか、議長文案に基づいて議論を

進めるかについて、遺伝資源提供国と

利用国間の立場が対立した。そして

2022 年 7 月総会では、知的財産・遺伝

資源及び遺伝資源に関連する伝統的知

識に関する国際的な法的手段の議論を

まとめるための外交会議を 2024 年に開

催することを決定した。 

一方、伝統知識・民間伝承物の保護

に関する第 44 回（2022 年 9 月）、第 45

回（2022 年 12 月）では、定義規定、保護

要件、受益者、保護範囲、保護期間に

ついて加盟国間の議論が行われた。 

8）開発アジェンダ 

WIPO は、開発分野の活動を拡大する

ために 2004 年に開発アジェンダを策定

した。WIPO 加盟国は、開発アジェンダの

議論を発展させるため、2005 年に臨時

委員会（暫定委員会）を創設し、2006 年

から 2007 年まで計 4 回の会議を開催し

た。2007 年 9 月の総会で WIPO 公式活

動領域に開発途上国支援を主な内容と

する開発アジェンダ関連の 6 つのクラス

ター（A～F）11）、45 の勧告を採択し、具

体的な履行方法を議論するために 2008

年開発委員会（CDIP）を発足させた。 

2022 年 10 月に開催された第 29 回

CDIP 会議（ハイブリット会議）では、開発

アジェンダの履行に関連する一部のイシ

ューで加盟国間の意見の相違があった

が、ほとんどの議題で実質的な議論が

行われた。具体的には、「今後のウェビ



 

 

ナーに関する議論」議題において、先進

国と途上国のウェビナーのテーマ範囲

に関する意見の相違により、今後の議

論を決定し、開発アジェンダ勧告の履行

戦略に関する先進国・途上国間の見解

の相違があったが、合意に達し、一部の

履行戦略を採択した。 

B. APEC 知的財産権専門家会議（IPEG） 

1996 年に発足した APEC 知的財産権

専門家会議（IPEG）は、APEC 貿易投資

委員会（CTI）傘下の非拘束的会議体と

し て 、 知 的 財 産 権 関 連 協 力 構 想

（Initiative）の採択及び事業の遂行を通

じて、域内加盟国の知的財産権の発展

と相互協力を追求している。 

IPEG は、基本的に APEC 域内の知的

財産権発展のための協力関係を追求す

るが、デリケートな問題については、国

益により立場が対立する様相を示して

いる。2012 年第 34 回会議で米国が提

案した「地理的表示制度：原則と勧告」、

2012 年第 35 回会議で日本、韓国、米国、

メキシコが共同で提案した「知的財産権

関連国製造業協定の加入拡大」協力構

想などが利害関係国の反対で採択され

なかったのが実例である。 

したがって、非拘束的協議会である

APEC 会議の特性を踏まえ、APEC を加

盟国間の知的財産権政策の情報交換

の窓口として活用する一方、韓国の実

質的な影響力確保が可能なアジェンダ

及び事業を発掘、提案することにより、

継続的な協力を強化する必要があると

判断される。これに伴い、韓国は第 36

回会議（2013年1月）において、先進国・

途上国間の開発格差を減らし、APEC 次

元の適正技術開発事業モデルの発掘

及び普及を目指し、「持続可能な成長の

ための IP 基盤の知識シェア議題」を提

案して、ベトナム、メキシコ、チリ、パプア

ニューギニアが共同後援国になって最

終的に採択された。 

2014 年 APEC は、「未来志向的なアジ

ア太平洋地域のパートナーシップの構

築」をその基調として設定し、加盟国の

協力を要請した。これに対し、我が国特

許庁は，2014 年 2 月の第 38 回 IPEG 会

議で、2014 年 APEC の基調と関連し、 

会員国間の実質的な協力を引き出すこ

とができる議題として「中小企業の革新

及び知的財産権活用促進のための協

力構想」を提案し、本協力構想は満場一

致で承認された。 

2015 年、韓国は同協力構想の履行の

一環として「中小企業革新のための IPビ

ジネスマニュアル」開発事業を提案し、

APEC 基金 10 万ドルを承認された。

---------------------------------------------------------------------- 

11） Cluster A（技術的支援及び能力向上）、B（規範形成、柔軟性及び公共政策と公共の領

域）、C（技術移転、情報通信技術及び知識アクセス）、D（分析、評価，影響研究）、E（機構運

営）、F（TRIPs 第７条遵守） 

  



 

 

2016 年に事業を進め、第 44 回会議

（2017 年 2 月）で加盟国に発表した。「IP

ビジネスマニュアル」は、各国の中小企

業を対象に IP 創出」活用促進支援政策

を深く調査し、優秀事例を発掘して IP 支

援政策総合ガイドブックを製作する事業

で、先行技術調査、特許経営専門家派

遣など IP 創出関連 6 事業、優秀発明試

作品製作、特許技術評価支援など IP 活

用関連 12 事業で構成されている。それ

ぞれ異なる状況にある APEC 加盟国が

自国に適した政策を選択できるように、

簡単な政策から難易度の高い政策まで

段階的に整理し、加盟国の政策担当者

がマニュアルを見て当該事業を直ちに

実行できるように、中小企業、政府及び

関連機関の役割を具体的に提供した。 

2018 年に APEC IP ビジネスワークシ

ョ ッ プ を 開 催 し 、 ベ ト ナ ム を 対 象 に

AAPEC と共同開発した IP ビジネスガイ

ドブックを紹介し、2019 年に特許庁の

CSP、CS&E など迅速かつ強力な特許確

保のための制度を紹介した。2020 年に

は、域内で盛んに行われている韓流便

乗企業の営業形態と販売製品の事例を

紹介し、根絶方策を模索し、新型コロナ

治療薬などに関連する技術動向、特許

分析などを英語で提供する「新型コロナ

特許情報ナビゲーション」のような韓国

特許庁の新型コロナ対応を紹介した。 

2021 年 2 月、特許庁事務官が IPEG の

議長に選出され、第 52 回 IPEG から議

題の方向性をより韓国に役立つ方向に

進めたが、具体的には、第 53 回会議か

ら韓国弁理士会を参加させることで、我

が国の海外知的財産権侵害事例を紹

介し、その問題点を提起し、APEC 地域

内許可特許連携制度の研究、IP 金融制

度の研究のための課題をそれぞれ提案

し、いずれも APEC 事務局の承認を得た。 

2022 年、特許庁は上記二つの課題

（許可特許連係制度、IP 金融制度）に関

して、APEC 高位管理会議（SOM3）の期

間を機に、タイのチェンマイで関連国際

カンファレンスを開催し、21 加盟国内の

関連制度を検討し、専門家の意見を集

約した。 

このように、我が国特許庁は、知的財

産権専門家会議（IPEG）で加盟国間の

持続的な協力を引き出すことができる議

題を提案し、会議を主導することで，知

的財産権リーディンググループとしての

役割に最善を尽くしている。今後も特許

庁は、知財権に関する韓国の国格を高

めるために絶え間なく努力していく。 

C. WTO TRIPs 理事会及び閣僚会議 

世界貿易機関（WTO）創設以来、貿易

の円滑化のためのフォローアップ交渉

は継続的に展開されてきた。2001 年 11

月にカタールのドーハで開催された第 4

回閣僚会議を通じて発足した世界貿易

機関（WTO）ドーハ開発アジェンダ（DDA）

交渉は、WTOの発足以来初の多国間貿

易交渉である。「開発」と名付けられたの

は、これまでの交渉とは異なり、途上国

の開発に重点を置くべきであるという途

上国の主張を反映したからである。交渉

発足当時の計画は、2005 年以前に交渉

を一括妥結方式で終了するというもので

あったが、農産物に対する輸入国と輸

出国の対立、工業産品の市場開放に対

する先進国と途上国の対立などにより、

いまだに交渉が続いている。 

 



 

 

WTO協定の付属書の形で含まれる貿

易関連知的財産権協定（TRIPs）と関連

して、2020 年以降に開催された WTO 

TRIPs 理事会でも、バイオテクノロジー

問題、非違反状況提訴など主要事項に

ついて加盟国間で明確な意見の相違が

あり、継続的な協議を行っている。 

2022 年 6 月に開催された第 12 回

WTO 閣僚会議で WTO TRIPs の強制実

施要件の緩和に対する閣僚決定が採択

され、新型コロナワクチンの生産と供給

に必要な特許について、途上国を対象

に 5 年間、特許権者との事前合意の免

除、国内供給義務の免除、資料保護義

務の免除を決定した。 

また、第 12 回 WTO 閣僚会議では、

2022 年末までに治療薬や診断機器につ

いて WTO TRIPs の強制実施要件を緩和

する決定することとしたが、その後行わ

れた WTO TRIPs 理事会で、直ちに強制

実施要件を緩和しようとする途上国と、

科学的根拠に基づいて強制実施要件の

緩和の可否を決定しようとする先進国の

立場の相違により、期限までに決定でき

ず、決定期限を 2023 年 6 月末まで延期

した。

 

４． 環境変化に伴う知的財産権分野における通商交渉への対応 

産業財産保護協力局 産業財産通商協力チーム 技術書記官 シン・ドンヒョク 

A. 推進背景及び概要 

自由貿易協定（FTA）は、特定の国家

間に排他的な貿易特恵を付与する協定

であり、FTA に代表される経済ブロック

化は、WTO が主導するグローバリゼー

ションとともに、今日の世界経済を特徴

づけている。 

1995 年体制の発足を前後して、多国

間貿易交渉などを通じて、全体的な関

税水準が低下し、異なる分野に協力領

域を拡大しようとする傾向が拡大するに

つれて、FTA の適用範囲及び対象範囲

が次第に広がりを見せている。最近の

FTA は、商品の関税撤廃、サービス及

び投資自由化だけでなく、知的財産権

分野が別個の章として含まれる場合が

ほとんどである。 

最近では、米中貿易紛争による保護

貿易主義の広がり、CPTTP12）及び

 

--------------------------------------------------------------------- 

12）CPTPP（包括的・漸進的環太平洋連携協定）：日本、オーストラリア、ニュージーランド、カ

ナダ、メキシコ、ペルー、チリ、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、マレーシアなど 11 カ国が参

加するアジア太平洋地域の関税撤廃と経済統合を目指す多国間自由貿易協定。 

  



 

 

RCEP13）などメガ FTA から最近のインド・

太平洋経済フレームワーク（IPEF）14）な

ど通商と安全保障を組み合わせた議論

まで、国際通商環境が急変している。特

許庁は変化した通商環境を反映して、

韓国企業が海外で知的財産権を適切に

保護されるように様々な努力をしている。 

B. 推進内容及び成果 

韓国、中国、日本、オーストラリア、ニ

ュージーランド，ASEAN10 カ国など 15 カ

国が参加する RCEP は 2020 年 11 月最

終署名、2021 年 12 月 RCEP 批准案の

国会通過を経て、2022 年 5 月に発効し

た。既存の韓-ASEAN FTA よりもさらに

強 化 さ れ た 知 的 財 産 権 条 項 を 含 む

RCEP の発効により、中国、アセアンな

ど世界人口と GDP の 30％を占める巨大

市場で韓流便乗行為や商標盗用被害

が減少し、韓国企業の知的財産権が効

果的に保護されることが期待される。 

また、IPFF は米国の 2021 年 10 月の

IPFF 構想発表から 7 ヶ月後の 2022 年 5

月に正式に発足し、現在合計 14 カ国が

参加している。貿易、サプライチェーン、

クリーン経済、公正経済の 4 つの分野の

協定文について交渉を進めている。 

一方、2022 年末現在、韓国は GOC15），

エグアドルなどと知的財産権を含む交渉

を進めている。2022 年 12 月末まで、韓-

GCC FTA は第 6 次会期交渉まで行わ

れ、韓-エクアドル SECA は 8 回目の交

渉まで行われた。 

特許庁は、既に締結した FTA の活用

度を高めるための努力も継続している。

EU 側が 2014 年に要請して開始された

地理的表示を追加するための作業が終

了し、EU 側の 44 件及び韓国側の 41 件

の新しい地理的表示を追加する改正が

2022 年 11 月韓-EU FTA 貿易委員会で

署名され、2023 年１月１日付で発効した。 

また、海外進出企業及び一般大衆の

知的財産権分野に対する理解を高める

ため、2016 年から「知的財産権分野

FTA 総合説明会」を開催し、認知度向上

及び効率的な知的財産権戦略の策定を

支援している。2022 年は 12 月に開催し、

FTA 推進現況及び 2022年に発効した韓

-イスラエル FTA の知財権分野の協定

書の主な内容等を紹介した。

 

--------------------------------------------------------------------- 
13）RCEP（域内包括的経済パートナー協定）：ASEAN10 カ国、韓国、中国、日本、オーストラ

リア、ニュージーランドなどアジア/太平洋 15 カ国が参加する経済交流協定 

14） IPFF：韓国、米国、日本、インド、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、タイ、

ベトナム、インドネシア、マレーシア、ブルネイ、フィジーなど 14 カ国が参加し、サプライチェー

ンの再編、デジタル転換、気候変動などの化通商アジェンダに対応する新たな経済通商プラ

ットフォーム 

15） GCC（ガルフ協力会議）：ペルシャ湾のバーレーン、サウジアラビア、クウェート、アラブ首

長国連邦、アラブ首長国連邦、オマーン、カタールなど 6 つのアラブ産油国が域内協力を強

化するために結成した地域協力機構 

 



 

 

表Ⅳ-3-3  FTA 協定の知的財産権に関する主な内容 

区分 主な内容 

韓-チリ FTA 

（04.4.1 発効） 

（韓国 Gl） 韓国人参、韓国キムチ、ポソン緑茶 

（チリ Gl） Pisco（ワイン、蒸留酒）、Pajareto（ワイン、蒸留酒）、Vino Asoleado（ワイン） 

韓-ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ FTA 

（06.3.2 発効） 

韓国特許庁をｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ PCT 国際出願に対する ISA/IPEA 指定 

韓国特許出願と同一のｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ出願の迅速審査処理 

韓-EFTA FTA 

（06.9.1 発効） 

2008 年までローマ協約など 3 つの国際条約に加入及び遵守 

Gl の保護、未公開情報の保護 

韓-ASEAN FTA 

（07.6.1 発効） 

知財権保護の強化 

知財権分野の情報交換及び協力強化 

韓-インド CEPA 

（10.1.1 発効） 

PCT 国際調査及び予備審査、特許手続きの簡素化分野などで協力 

糧穀の特許庁間で別途の協力 MOU 締結を推進 

韓-EU FTA 

（11.7.1. 暫定発効， 

15.12.13 全体発効） 

Gl は、付属書*交換方式で保護及び今後追加可能（使用が確立された先行商標は継続保障） 

*（EU Gl）チーズ、ワインなど 162 個、（韓国 Gl）ポソン緑茶など 64 個 

医薬品分野の特許期間の延長、資料独占は既存の制度を維持 

韓-ペルーFTA 

（11.8.1 発効） 

Gl は、付属書*交換方式で保護 

*（ペルーGl）Pisco Peru など４個、（韓国 Gl）ポソン緑茶など 82 個 

遺伝資源／伝統知識は CBD Text の宣言的内容などで妥結 

韓-米 FTA 

（12.3.15 発効） 

登録地縁による特許権の存続期間延長制度を導入 

特許公知例外の適用期間を 12 か月に延長 

音の商標、匂いの商標の認定及び証明標章制度の導入 

商標権侵害に対する法定損害賠償制度の導入 

知財権侵害に関連する民事訴訟で裁判所の権限を強化 

韓-トルコ FTA 

（13.5.1 発効） 

Gl は、付属書*交換方式で保護及び今後追加可能 

*（トルコ Gl）Hereke, Bunyan（カーペット）（韓国 Gl）高麗紅参、高麗白参 

有名商標の保護に関するパリ協約及び TRIPs 義務を順守 

韓-ｵｰｽﾄﾗﾘｱ FTA 

（14.12.12 発効） 

未登録有名商標の保護 

特許の公知例外の適用期間を 12 か月に延長など 

韓-カナダ FTA 

（15.1.1 発効） 

（韓国 Gl）高麗紅参、白参、水参、利川米 

（カナダ Gl）カナダウイスキー、カナダライ麦ウイスキー 

韓-中 FTA 

（15.12.20 発効） 

有名商標の保護（中国内の消費者に広く知られた韓国企業の商標は中国商標庁に登録の有無

に関係なく有名商標として保護） 

実用新案権紛争時に裁判所に根拠資料（評価報告書）提出を規定 

知財権チャプターの履行・協力などを論議するための知財権委員会を構成 

韓-オランダ FTA 

（15.12.20 発効） 

未登録の有名商標の保護、団体標章の保護（特許条項は含まず） 

韓-ベトナム FTA 

（15.12.20 発効） 

有名商標の保護を強化 

特許の公知の例外要件を緩和及び優先審査制度の導入の努力を明示 

韓-ｺﾛﾝﾋﾞｱ FTA 

（16.7.15 発効） 

音の商標、匂いの商標の保護 

有名商標の保護を強化 

韓-中米 FTA 

（19.10.1 部分発効， 

21.3,1 全体発効）） 

未登録の有名商標の保護、特許の優先審査の提供、公知例外期間 12 か月、未登録製品の形

状保護など TRIPs 以上の保護水準を確保 

知財権チャプターの履行・協力などを論議するための知財権委員会を構成 

 

 



 

 

 

C. 評価及び発展方向 

特許庁は、2022 年の GCC、エクアド

ルなどと FTA 交渉を進め、海外主要市

場で韓国企業の知的財産権を効果的に

保護できる制度的基盤を構築してきた。 

韓国は、米国が主導するインド・太平

洋経済フレームワークの（IPEF）の協定

文の交渉に参加している。したがって、

特許庁もインド・太平洋経済フレームワ

ーク（IPEF）で知的財産権に関連したデ

ジタル経済分野及びサプライチェーン分

野の論議が韓国の知的財産権政策と整

合性を保つよう積極的に参加する計画

である。 

特許庁は今後も新興市場 FTA 履行を

誘導し、韓国企業に有利なグローバル

知的財産権環境を作るために持続的に

努力していく。

 

５．WIPO 及び海外知的財産権教育機関との協力強化 

国際知的財産研究院 国際教育課 行政事務官 シン・ジョンウク 

A. 推進背景及び概要 

国際知的財産研究院は、知的財産専

門人材の養成を目的に 1987 年に設立さ

れた研修機関であり、外国人対象の国

際教育を強化するため、2012 年に国際

教育課を設置した。 

当研修院は 2006 年に世界知的財産

機構（WIPO）公式パートナー教育機関に

区分 主な内容 

韓-英 FTA 

（2021.1.1. 発効） 

※ Brexit に備え、知財権保護連続性確保のために、韓 EU-FTA を基に最小部分だけを

修正 

◍ 韓-EU FTA の保護水準で英国内の韓国企業の知的財産権を保護 

◍ 地理的表示「アイリッシュウイスキー」保護手続き明示、未登録機能意匠の自由実施

の保証 

RCEP 

（2022.2.1. 発効） 

◍ 悪意ある商標出願の防止、商標出願・登録電子システム及び商標国際分類の導入  

◍ 原産地誤認・混同行為の禁止 

◍ 特許出願 18 ヶ月後に特許公開、国際特許分類システム（IPC）導入  

◍ 部分意匠導入根拠の整備と意匠国際分類の導入 

韓-イスラエル FTA 

（2022.12.1. 発効） 

◍ 商標出願時の意見提出の機会の保障、未登録有名商標の保護（同一類似群、混同

誘発） 

◍ 特許公示例外 12 ヶ月、優先審査（自己実施など明示）、 

優先権証明書の提出手続きの簡素化 

◍ 意匠の 15 年保護、審査手続きの簡素化 

韓-カンボジア FTA 

（2022.12.1. 発効） 
（知的財産権の章なし） 

韓-インドネシア FTA 

（2023.1.1 発効） 
（知的財産権の章なし） 

韓-フィリピン FTA 

（2021.10.26. 署名） 
（知的財産権の章なし） 



 

 

指定され、WIPO と共同で教育課程を開

設し、海外の専門家、学生、一般人を対

象に国際教育課程を運営するなど、海

外でも知的財産分野の先導的な教育機

関としての地位を固めていた。 

また、最近、イカゲーム、パラサイト、

BST など、韓国の文化産業が世界的に

大成功を収め，韓国の国家的影響力が

増大し、知識基盤社会の到来で知財権

が国の革新成長に大きな影響を与える

ことが知られるようになり、韓国の先進

的な知財権制度を学ぼうとする外国人

の需要も大きく増加している。 

このため、当研修院は知財教育を通

じ国際社会に貢献し、韓流企業が友好

的なグローバル知財権環境で活動でき

るよう、国際機関及び各国の知財権教

育機関との協力を強化している。 

具体的には、WIPO の教育機関である

WIPO アカデミーと協力し、毎年、特許、

商標、意匠、サマースクールなどを開催

し、各国の公務員、専門家、大学生など

に韓国の知的財産制度を紹介し、タイム

リーなテーマでワークショップを開催し、

大きな反響を得ている。 

他にも韓国国際協力団（KOICA）のグ

ローバル研修プログラムを通じて、途上

国の公務員などを対象に知的財産教育

を提供し、韓国の国家イメージ向上と知

的財産認識の向上に努めている。 

グローバル知的財産権環境づくりの

ための関係機関との協力事業の一つと

して、関税庁関税人材開発院と 2022 年

3 月に業務協約を締結し、当研修院初

の外国税関職員を対象とした知財権教

育課程を新設した。これにより、両機関

主管の国際教育課程に相互教育科目

編成及び講師派遣が行われた。 

また、海外進出をしている、または予

定している国内中小企業を対象にした

知財権教育を実施するため、雇用労働

部主管の人材養成事業に需要を提出し、

2023 年から雇用保険基金の支援を受け、

輸出中小企業を対象にした知財権教育

及び人材養成事業を実施する予定であ

る。これにより、韓国企業の知財力量強

化と海外模倣製品から受ける企業の被

害を最小限に抑えることが期待される。 

このほか、中国企業を対象とした知財

権教育や WHO グローバル人材養成事

業に関する知財権教育を実施するなど、

コロナ期間にもかかわらず、オン/オフ

教育を実施し、世界各国の人材に知的

財産の重要性を認識させている。 

それだけでなく、毎年世界各国の要

請とその需要を反映し、満足度の高い

オーダーメイド教育を提供している。 

B. 推進内容及び成果 

2022 年、国際知的財産研修院は合計

9 つの外国人向け教育コースを運営し、

70 カ国以上から 383 人を教育し、1987

年の研修院開院以来、合計 4,825 人の

外国人研修生を輩出した。 

2022年の場合、オンライン・オフライン

教育を並行して受講生のための効率的

な講義となり、多くの反響を得た。 

 

 

 



 

 

WIPO と協力して実施された教育を見

ると、特許・商標・意匠審査実務過程を

通じて、開発途上国の特許・商標・意匠

審査官及び関連公務員を対象に関連法、

審査基準及び制度などを教育し、受講

生及び当該国の知財力量向上に貢献し、

海外知財分野の知韓派人材の輩出を

通じて、韓国企業の海外知財権取得支

援及び今後の知財分野の国際協力の

ための礎を築いた。サマースクールは、

全世界の大学生及び社会初心者のた

めのグローバル知財人材養成プログラ

ムで、人工知能（AI）関連特許審査制度、

審査事例、行政システム適用事例など、

韓国特許庁の経験を伝播し、IP 分野及

び WIPO 内での韓国の地位強化に貢献

した。2021 年に開催した AI&IP ワークシ

ョップは、AI 技術と IP が融合した内容で

構成され、WIPO との協力では初めて開

設されたコースで、世界各国から人工知

能に関心のある特許審査官、弁護士、

研究者、教授及び政策立案者など約

170 人が参加した。特に、本ワークショッ

プでは、人工知能という技術が特許審

査及び知財制度に与える影響及び関連

イシューについて学習・討論し、参加者

から大きな反響を得たことから、今後、

WIPO の専門家課程に拡大運営される

予定であり、韓国特許庁は、教育カリキ

ュラム設計及び講師陣選定などに主導

的に参加する計画だ。 

KOICA のグローバル研修プログラム

では、アセアン知財権の創出・活用・保

護のための力量強化教育を運営し、我

が国の制度・事例と活用・保護戦略及び

IP 関連の最新問題（人工知能など）を学

習した 

個々の国や機関を対象とした教育を

見ると、中国知財研修院及び駐中国韓

国大使館との協力により、中国企業を

対象にカスタマイズされた知財権教育を

実施し、現地企業から大きな反響を得た。

また、WHO グローバルバイオ人材養成

事業の一環として、国内外の医薬開発

人材を対象に知財権教育を実施し，医

薬分野の知財権と COVID-19 ワクチン

事例を通じた特許制度について教育し

た。 

当研修院は雇用労働部との協力を基

に、雇用保険基金を活用した輸出中小

企業を対象とした知財権教育及び人材

養成事業を 2023 年上半期から開始する

予定である。 

一方、国際知的財産研修院は、主要

国の知財教育機関との協力にも力を入

れており、2022 年 11 月にビデオ会議で

行われた第 13 回韓・中・日知財研修機

関長会議で、ポストコロナ時代の IP 教育

方法について共有するなど、コロナ後の

時代に備え、国家間の教育協力を強化

する方策を模索した。 

図Ⅳ3-8  2022 知財教育分野の国際協力 

外国関税公務員の知

財権教育 

第 3 次韓中日 IP 研

修機関長会談 

  

 

 

 

 



 

 

C. 評価及び発展方向 

韓国特許庁は、WIPO との協力を通じ

て需要が急増する AI 関連知的財産教

育を主導しながら、IP5 の一員として責

任を果たし、知的財産の二極化を解消

するため、途上国を対象にグローバル

知的財産権人材育成のための努力を持

続していく計画である。 

2022 年から政府の核心的な対外経

済基調に合わせ、重点協力国と教育協

力ができるよう国際教育を戦略的に活

用し、受益国との友好を深め、影響力を

拡大するなど、国際教育をビジネスの視

点に転換している。教育受益国との協

力ネットワークを構築し、法・制度改善を

誘導するなど、韓流企業のグローバル

保護インフラの拡大を引き続き推進する

予定である。特に、途上国の IP 分野行

政・司法能力を養い、韓国企業の知財

権 を 保 護 で き る よ う 、 韓 流 熱 風 国

（ASEAN など）の執行公務員を対象に知

財権教育を数回実施し、関税庁、警察

庁、司法研修院などと協力体制を構築

して知財権教育を強化する計画である。 

国際知的財産研修院は、コロナという

危機の中でも非対面国際教育を成功裏

に定着させた。これにより、デジタル大

転換時代への対応及び教育効率の最

大化という観点から、対面教育と非対面

教育を含む多様な教育方法を提供する

計画であり、国内外の IP 教育機関と多

様な協力を推進し、当研修院が世界的

な IP 教育機関として先導的な地位を確

固たるものにできるよう努力する。

 

表Ⅳ-3-4 2022 年国際セミナー及び外国人向け教育の運営現況 （単位：個，人） 

区分 教育課程名 運営時期 参加国家 参加人員 

WIPO 協力

プロセス 

WIPO 特許審査実務 10.24～1.4 7 10 

WIPO 商標審査実務 11.28～12.1 10 16 

WIPO PC 審査実務 11.9～11.11 10 10 

WIPO サマースクール 6.27～7.8 33 70 

KOICA 協

力プロセス 

ASEAN 知財権の創出・活用・保護のため

の力量強化教育 
8.29～9.8 7 20 

オーダーメ

イド型カリ

キュラム 

外国税関職員を対象とした知的財産権教

育 
4.21 12 15 

中国企業向け知的財産権教育 5.11～5.12 1 99 

WIPO グローバルバイオ人材養成教育 7.25～7.26 27 138 

フィリピン知財権人材養成協力方案の導

出のための招待セミナー 
11.15～11.17 1 5 



 

 

 

第 4 節 知的財産行政の韓流 

１. グローバル特許行政情報化のための海外協力強化 

産業財産情報局 産業財産情報政策課 放送通信事務官 イ・ジュミ 

放送通信事務官 イ・サンレ 

 

A. 推進背景及び概要 

知的財産情報化分野の国際的な動

向を見ると、継続的に増加する各国の

審査・審判業務の負担を軽減するため

に、グループ別、地域別ブロック化を通

じた連携が活性化している。先進国は、

従来の 3 極（米、日、欧）から転換された

5 極（IP5：米、日、欧、韓、中）体制で庁

間業務協力のための IT 情報化インフラ

構築活動に注力している。カナダ、英国，

オーストラリアなどもバンクーバー・グル

ープを設立し、審査結果を相互に活用

する基盤を構築する活動に力を入れて

おり、アジアの途上国も東南アジア諸国

連合（ASEAN）を通じて知的財産権にお

ける共助を強化すると同時に、IT インフ

ラ拡充及び共通カリキュラム案の策定

に集中している。 

韓国特許庁は、このように急変するグ

ローバル知的財産権環境において、知

的財産権情報化分野を持続的に先導す

るため、米国、欧州、日本及び中国特許

庁など主要特許庁との情報化協力体制

を持続的に強化している。韓国は、米国、

欧州、日本及び中国特許庁と 3 極文書

アクセスシステム（TDA）を通じて相互間

の審査情報及び優先権書類を交換し、

審査結果の相互活用を増大させ、行政

効率を向上させた。特に、韓国特許庁は

2015 年 3 月、韓国国民が他国の審査行

政情報を容易に照会できるように、審査

官にのみ提供されていた審査情報統合

照会システム（OPD）を国民向けに拡大

開放し、グローバル特許情報に対する

敷居を低くした。 

また、IP5 特許庁の一つとして、国際

的な地位を高めるための活動も活発に

行 わ れ て い る 。 世 界 知 的 財 産 機 構

（WIPO）の統計によると、2022 年、韓国

特許庁は特許協力条約（PCT）による国

際特許出願 21,916 件を受理した。これ

は中国、米国、日本に次いで 3年連続で

世界 4 位の多出願国に該当する。 

B. 推進内容及び成果 

1） 主要国特許庁との情報化協力強化 

a）IP5 特許庁との情報化協力 

世界的な特許出願の急増に伴う審査

の遅れと審査期間の短縮がグローバル

な課題として浮上していることから、これ

を解消するための IP5 間の協力の必要

性が増大した。こうした中、韓国特許庁

は IP5 体制発足を国際社会に提案し、

2008 年 10 月に済州で IP5 特許庁長会

議を初めて開催した。 



 

 

IP5 情報化協力の最大の成果は、IP5

特許庁の特許情報を一目で確認できる

審査情報統合照会システム（OPD）であ

る。 IP5 間のデータ交換を基盤とする

OPD システムは、2013 年 8 月に審査官

に優先的にサービスを提供した後、2015

年 3 月に国民向けまで範囲を拡大した。

また、2015 年 12 月には、OPD 審査官サ

ービスを WIPO-CASE システムと連携し、

IP5 庁だけでなく、英国、カナダ、オース

トラリアなどの審査情報まで照会できる

ようになった。また、2019 年には光学式

文字読み取り機能を導入し、海外文献

に対する言語障壁を解消するなど、

OPD システムの機能改善も継続的に推

進している。2021年には、ファミリー出願

内の引用文献を引用頻度順に確認でき

るように照会機能を改善し、OPD 英文ホ

ームページを構築し、国内審査文献の

英文翻訳文提供サービスを開始した。

2022 年には、特許に特化した自社開発

時ベースの韓英翻訳機を適用し、質の

高い翻訳を提供している。 

2016 年には、グローバル都市構築に

おけるユーザーのニーズを反映した 5 大

優先課題 16）の推進方向が策定され、課

題の実施範囲文書が 2016 年 6 月 IP5

長官会議で承認された。韓国特許庁は、

主導課題である出願人名称の標準化を

実施するため、パイロットプロジェクトを

実施し、2019 年 6 月、58 社のグローバ

ル企業と協力し、2019 年 6 月を対象に

出願人名称のマッピングテーブルの構

築を完了した。 

2020 年は COVID-19 の余波で出張環

境が悪化したが、IP5 を含む各国特許庁

はオンライン、ビデオ会議のプラットフォ

ームを活用し、情報化協力の議論を継

続的に推進した。 

2021 年にも COVID-19 の余波が続い

ており、韓国特許庁はビデオ会議プラッ

トフォームを活用し、IP5 情報化実務グ

ループ会議を開催した。韓国特許庁は

優先権証明書類に原出願元の分類情

報を添付することを提案し、IP5 は分類

情報の添付に必要な諸般の事項を検討

することにした。また、5 大優先課題の今

後の実施日程と終了条件を次回会議で

議論することに合意した。 

2022 年 IP5 は、欧州特許庁がグロー

バル通知サービスを提供する予定であ

ることを考慮し、グローバル都市への 5

大課題のうち通知サービス課題を終了

することに合意した。また、IP5 は、韓国

特許庁が提案した都市検索システム共

有サービスについて議論を継続していく

ことに合意した。 

b）日韓特許庁の情報化協力 

2019 年 8 月に日本の東京で開催され

た第 22 回日韓特許庁情報化専門家会

議では、両庁間のデータ交換リストを更

新し、優先権証明書類の交換方式を

PDX17）から DAS18）に一元化する日程 

------------------------------------------------------- 
16）5 大課題（主導国）：出願人名称の標準化（韓国）、通知サービス（欧州）、XML 基盤文書（日本）、法的状況情報（中国）、庁間文書交換（米国） 

17）PDX：両特許庁間のセキュリティ網を利用して優先権主張証明書を交換する方式 

18）DAS：WIPO を経由する優先権主張証明書類の交換方式で、PDX に比べてセキュリティ性に優れ、他特許庁の参入が容易であるという利点が

ある。



 

 

に合意した。この合意に基づき、両庁は

2021 年 12 月 31 日付で既存の PDX サ

ービスを終了した。 

c） 韓中特許庁の情報化協力 

2021 年 10 月の韓中特許庁情報化専

門家会議では、両庁のシステム実装状

況を共有し、性能評価方法を確認し、優

先権証明書類に分類情報を添付する方

案について議論した。 

d）韓-欧州特許庁情報化協力 

韓-欧州特許庁（EPO）は、2005 年 6

月間の包括的な協力事項を盛り込んだ

了解覚書（MOU）を締結して以来、了解

覚書の忠実な履行のため、2 年ごとに協

力計画を策定し、体系的に情報化協力

を推進している。 

2022 年 10 月に開催された韓-EPO 実

務会議では、人工知能基盤の特許知的

動作分類の開発現況及びブロックチェ

ーン基盤の優先権証明書類交換システ

ムの実装情報を共有し、PCT 国際調査

報告書に引用された非特許文献の交換

について議論した。また、韓国特許庁が

提案した XML 形式の序列目録が含まれ

た優先権書類のXML化の課題について

議論を続けることに合意した。 

e）韓米特許庁の情報化協力 

韓.米特許庁は 2008 年 9 月に包括的

協力のための了解覚書（MOU）を締結し

て以来、文書交換、仮想協力システムな

ど様々な協力事業を推進してきた。 

2022 年 9 月に開催された第 6 回韓米情

報化専門家会議では、2024.1.1 付けで

使用中止が予定されている PCT 電子出

願ソフトウェア（PCT-SAFE）の活用現況

及び今後の計画を両庁間で共有した。

また、両庁は、機械翻訳、特許分類、先

行技術文献検索及び図形商標・意匠検

索など知的財産行政に対する人工知能

技術の導入現況を相互に紹介しながら、

両庁のシステム補完・改善に活用できる

よう、継続的に関連情報を交換すること

に合意した。 

2） 国際機関との情報化協力事業の拡

大 

我が国特許庁は、世界知的財産機構

（WIPO）と 2022 年 7 月に韓-WIPO PCT

情報化協力計画を策定し、様々な情報

化協力事業を推進している。 

特に、PCT 業務効率向上のため、

ePCT ウェブサービスを活用した WIPO

送受信文書の送信自動化を拡大適用し

ており、2022 年 10 月から ePCT ウェブ

サービスを活用して記録原本及び優先

権証明書類を WIPO に転送する予定で

ある。 

また、電子出願方式の一つである

PCT-SAFE のメンテナンスが 2022 年 7

月に終了することに伴い、韓国特許庁

は、国内出願人の利便性及び政府の役

割を総合的に考慮し、ePCT 出願サービ

ス 19）の活用を広報・督励しており、同時

に 2022 年 1 月から

-------------------------------------------- 

19） 別途のソフトウェアのダウンロードなしにウェブ上で国際出願書式を作成できるサービス 

  



 

 

配置した ePCT 顧客専門家を通じて、国

内 PCT 出願人の ePCT 使用に伴う顧客

支援を積極的に行っている。 

2021 年 11 月に開催された WIPO 標

準委員会（CWS）には、韓国特許庁の部

分意匠出願の慣行と 2D 画像活用部分

を含む 3D 標準が制定され、配列リスト

作成標準（ST.26）導入のために PCT 規

定・施行細則改正状況及び導入日延期

（2022 年 1 月 1 日→2022 年 7 月 1 日）

の承認が報告された。 

2022 年 11 月に開催された第 10 回

WIPO 標準委員会では、我が国特許庁

が提案した合金組成情報廃データ構造

が国際標準（ST.26 v6.0）として承認され、

我が国特許庁と WIPO 国際事務局が共

同で出願人名称データ整備に関する国

際標準案を発表した。 

3） 国家間特許情報交換・活用システム

の構築及び運営 

世界特許分野における韓国の地位が

高まる中、2007 年には韓国特許文献が

PCT 国際調査及び国際予備審査機関

で必須に参照しなければならない PCT

最小文献に指定された。これに伴い、韓

国特許庁は、韓国特許情報に対する海

外特許庁審査官のアクセスと理解を向

上させるため、2005 年 11 月に韓国特許

公報の韓英機械翻訳サービス（K-PION）

を開始し、サービス品質を向上させるた

めの改善を継続的に行っている。 

2018 年には IP5 との優先権証明書類

の交換も DAS を通じて行われるように

合意した。また、2018 年 7 月と 12 月に

は、世界初の中国及び米国と DAS を通

じた意匠優先権証明書の電子的交換を

開始し、出願人の利便性を向上させた。

米国、日本、中国、EPO とすべて特許優

先権証明書類を電子的に交換する方法

を一元化することに合意したため、韓国

特許庁は 2023 年 6 月 30 日付けで PDX

サービスを全面終了する予定である。 

C. 評価及び発展方向 

韓国特許庁は、K-PION 及び 3 極文

書アクセスシステム（TDA）を通じて韓国

特許情報を海外に発信するなど、国内

特許権保護のための努力を続けている。

また、IP5 各特許庁の審査情報へのアク

セス性を向上させるため、機械翻訳サー

ビスの品質を向上させるための課題を

継続的に推進している。 

また、審査効率を高めるための努力

も継続的に推進している。審査情報統

合照会システム（OPD）が開通されて以

来、継続的な機能改善を推進し、その結

果、既存の米国、欧州及び日本特許庁

の審査情報に加え、中国特許庁の審査

情報まで一目で見ることができるように

なった。 

また、今後、両国間及び多国間にお

いて多様で充実した情報化協力事業を

推進する計画である。また、韓国型特許

情報システムの国際的な支持と信頼の

確保に総力を注ぎ、特許行政情報化分

野の世界標準定立に主導的な位置を確

保し、さらに世界の特許行政情報化の

発展に貢献できるモデルを積極的に発

掘し、国際機関との協力事業として推進

していく予定である。

 



 

 

２．韓国型特許行政情報システムの海外への拡散 

産業財産情報局 産業財産情報政策課 放送通信事務官 イ・ジュミ 

工業事務官 チュ・サンヒョン 

 

A. 推進背景及び概要 

今日、世界各国の特許庁は、特許出

願を効率的に処理し、出願人の利便性

を向上させるため、「特許行政情報シス

テムの高度化」を重要な政策目標として

設定して推進している。IP5 はもちろん、

最近特許出願が急激に増加している途

上国も特許行政情報システムに多くの

関心を持っており、情報システム構築の

ために様々な努力を推進している。 

韓国は、2010 年 OECD 開発援助委員

会（DAC）加盟を機に、継続的に ODA を

拡大することで、国際社会で経済規模に

見合った役割を果たしてきた。2022 年の

ODA 支援規模は前年比で約 5 千億ウォ

ン増加し、合計 4 兆 425 億ウォンで、国

際社会に約束した援助規模の拡大を忠

実に実行している。特に、短期間で先進

国の仲間入りを果たした発展経験を基

にした経済発展共有事業（KPS）など、

韓国型 ODA モデルを確立しつつある。 

特許行政分野でも ODA を活用した特

許行政情報化コンサルティング及び韓

国型特許行政情報システムの海外普及

活動を活発に展開している。これにより、

知的財産権行政情報化分野において技

術標準の国際的な主導権を確保し、開

発途上国との情報化協力を強化するこ

とで、国際社会で国益優先の協力関係

を形成するための前哨基地を築くととも

に、韓国 IT 企業の海外市場進出を支援

することにその意義がある。 

 

B. 推進内容及び成果 

韓国特許庁が世界で初めて開発した

オンライン基盤の特許行政情報システ

ムである特許ネットは、1999 年から蓄積

されたノウハウと技術をもとに、IP5 を始

めとした世界各国の特許庁のベンチマ

ーキングの対象になっている。このよう

な特許ネットの開発経験を基に、特許行

政情報化コンサルティング事業を遂行し、

世界各地に韓国型特許行政情報システ

ムを普及、構築している。 

2021 年にはマレーシア、ウルグアイ

特許庁を対象に特許行政情報化コンサ

ルティング事業を完了し、パラグアイ特

許庁を対象に米州開発銀行と協力して

行った特許文書電子化システム構築を

完了し、2022 年にはフィリピン特許庁を

対象に特許行政情報化コンサルティン

グ事業を進めた。また、エジプト特許庁

を対象に KOICA 資金を活用した特許行

政情報システム構築事業を進行中であ

り、チュニジア特許庁を対象にした特許

行政情報システム普及事業も KOICA 事

業公募に選定され、2023 年中に着手す

る予定である。中東の拠点国であるアラ

ブ首長国連邦（UAE）とは、特許行政の

全過程についてのオンライン特許行政

情報システムの構築を完了した後、

2021 年 1 月から 2022 年 12 月まで 1 年

単位でシステムメンテナンス契約を締結

した。 

 

 



 

 

システム開通以降、UAE のオンライン

出願率は 90％以上を記録するなど、構

築されたシステムが現地で活発に利用

されている。 

UAE の成功的なシステム構築経験を

基にサウジとの協力も推進し、2019 年 8

月にはサウジ知的財産庁と知的財産情

報システム構築のための情報化コンサ

ルティング契約を締結し、5 ヶ月のコンサ

ルティング期間を経てシステムの青写真

を提示した。 

C. 評価及び発展方向 

2009 年にはアジア最大の電子商取引

協議会であるアジア電子商取引協議会

電子商取引理事会の e-ASIA アワード

公共電子ビジネス分野の優秀事例に選

定されるなど、韓国特許庁の情報化レ

ベルは APEC,WIPO など国際機関や海

外特許庁から好評を得た。また、2016

年の UAE 政府とのシステム輸出契約締

結は、韓国特許行政情報システムの優

秀性が世界的に認められるきっかけと

なり、これを機に韓国型特許行政情報シ

ステムの海外進出がこれまでの無償援

助方式から脱却し、相手国政府が費用

を負担する有償輸出方式に改善された

という点で意味がある。今後、特許ネット

基盤技術の海外拡散及び国格を高める

ために、韓国型特許行政情報システム

構築モデルを多様化し、専門性を基盤

に韓国特許庁のイニシアチブを強化して

いく方針である。また、情報化標準の議

論において主導的な役割を果たすと同

時に、主要特許庁との協力を強固にす

ることで、知的財産権分野の先導特許

庁として前進していきたい。

 

３．高品質のグローバル知的財産権コンテンツ開発及び活用 

国際知的財産研修院 国際教育課 航空事務官 ファン・ジョンボム 

 

A. 推進背景及び概要 

韓国特許庁は知的財産先進 5 カ国

（米国、日本、欧州、中国、韓国）の一員

であり、国際知的財産研修院は世界知

的財産機構（WIPO）の公式知的財産権

教育機関として、国家間の知的財産格

差を解消し、韓国内外の知的財産保護

環境づくりに貢献するため、2006 年から

同機構と協力して知的財産教育コンテ

ンツを作成し、教育を行っている。 

 

 

B. 推進内容及び成果 

韓国特許庁は、WIPO と共同でビジネス

視点の知的財産権活用戦略学習コンテ

ンツである「IP パノラマ」を 24 ヶ国の言語

で開発・普及し、2010 年から 2022 年ま

で韓国国際知的財産研修院と共同で

WIPO アカデミーを通じ、175 カ国 3 万人

以上の受講生を輩出した。 

 

 

 



 

 

しかし、IP パノラマは開発から 10 年以

上経過し、コンテンツ意匠や学習事例の

老朽化、フラッシュプレーヤーのサポー

ト中止，ストーリーテリング方式の長いラ

ンタイムなどについて、現行化と改善の

必要性が指摘されてきた。 

これにより、特許庁と世界知的財産機

構（WIPO）、韓国発明振興会は 2019 年

から共同で改訂版の開発に着手し、3 年

にわたる企画と開発を通じて 2021 年 12

月に新しいバージョンである「IP パノラマ

2.0」を完成させた。 

「IP パノラマ 2.0」は、マイクロラーニン

グ方式を適用した短いランタイムのコン

テンツと学習モジュール、モバイル環境

で学習が可能なユーザー環境、インフォ

グラフィック、ドローイングなど多様な映

像技法を活用した直感的なコンテンツ構

成、知的財産権関連の新しい制度と最

新事例などを適用して全面的に改善し

た。 

また、デジタル大転換時代を迎え、国

際 IP 教育オンラインコンテンツの体系的

な開発のために「国際 IP 教育コンテンツ

開発ロードマップ」を策定し、完成したロ

ードマップに基づき、短期から長期まで

IP 認識向上、IP 創造、IP 保護、IP 執行、

IP 活用、審査の各分野、教育レベル別

にコンテンツ開発マトリックスを完成させ

た。 

C. 評価及び発展方向 

これまで国際 IP 教育コンテンツは、コ

ンテンツの信頼性及び公信頼性確保の

ために、WIPO などの国際機関と協力し

て開発を行い、これによりコンテンツ製

作及び活用に多くのノウハウが蓄積さ

れた。 

また、我が国が 1P5 の一員として、国

際知的財産分野での影響力及び信頼

性が認められ、独自の国際 IP 教育コン

テンツを制作すれば、国際 IP 分野で韓

国の影響力拡大に大きく役立つと予測

される。 

一方、IPパノラマ2.0は、2022年7月、

世界知的財産機関（WIPO）が加盟国総

会で公式発売行事を行い、2023 年から

韓 -WIPO IP 国 際 専 門 家 認 証 課 程

（AICC）、WIPO アカデミー、国際 IP 教育

サイト（KIPO アカデミー.kr）などで世界の

人々を対象に多様な国際 IP 教育課程に

活用される予定である。 

また、韓国特許庁は、ASEAN10 ヶ国

の知的財産権認識の向上と韓国企業に

有利な知的財産権環境をつくるために

協力しており、IP パノラマ 2.0 の ASEAN

各国の知的財産教育サイト（ASEAN IP

アカデミー）への提供を推進し、国際的

な知的財産教育分野において引き続き

主導的な役割を担う予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

表Ⅳ-3-5  国際 IP 教育オンラインコンテンツ開発ロードマップ 

   ロードマップ 

分野 

2023～2024 年 2025～2027 年 2028 年以降 

短期 中期 長期 

認識の向上 

  IP の基礎 

  IP 政策 

創出 

 特許法の基礎  

 意匠法の基礎  

 商標法の基礎  

保護・執行 

特許権侵害の判断 IP 訴訟  

商標権侵害の判断 IP 執行  

意匠権侵害の判断 不正競争行為の規制  

著作権侵害の判断   

対応と救済手段（特・商・意）   

活用 

IP 金融 IP 権利 IP 技術事業会 

 IP 技術移転とライセンシング  

審査・審判 

 審査管理 特許審査（技術分野） 

 特許行政の情報化 特許審査（地域別） 

  特許審査（中期研修） 

  特許審査（新技術） 

  特許審査 

  意匠審査 

  商標審査 

  審判官課程 

注）既存の国際・IP 教育オンラインコンテンツを除く 

 



 

 

 

４. 国内外の特許情報の活用・拡散のための特許情報博覧会を開催 

産業財産情報局 産業財産情報政策課 技術書記官 ファン・インソン 

行政事務官 チェ・ジョンフン 

 

A. 推進背景及び概要 

特許情報が国家・企業競争力の核心

要素として浮上するにつれ、特許情報の

戦略的かつ体系的な活用のための政府

レベルの国際行事が必要になってきた。

そこで、韓国特許庁は国内外の最新特

許動向を共有し、特許情報企業にマー

ケティングの場を提供できる特許情報博

覧会を企画し、第 1 回行事を 2005 年 11

月 COEX で開催した。 

B. 推進内容及び成果 

韓国特許庁は、2005 年度から毎年特

許情報博覧会（PATINEX）を開催してい

る。イベントは大きく分けて、特許情報分

野の主要イシューに対する国内外の著

名人の基調講演及び講演、特許庁の

「特許情報業者」企業の特許情報普及

政策及び活用実態を主に紹介するテー

マ発表、特許庁の「特許情報業者のサ

ービスと商品を展示する展示ブース運

営、特許情報商品」サービスに対する深

いコンサルティング及び教育が行われる

ワークショップで構成された。 

PATINEX は 2022 年 9 月 1 日から 2

日の 2 日間、「知的財産データ活用でデ

ジタル時代を先導する」というテーマで 4

つのセッション及び 27 社の展示会で構

成され、3 年ぶりにオフラインで開催され

た。 

C. 評価及び発展方向 

2022 は、韓国ビッグデータ学会会長

の基調講演を皮切りに、各セッション別

のテーマに対する国内講演者の講演を

通じて、特許情報を活用している様々な

分野の企業・機関のノウハウを共有する

ことで、参加者の関心と参加を高めるこ

とができ、オンラインメタバース館を通じ

てサービス企業と需要者間の時間的・

空間的制約のない交流の機会を設ける

ことで、イベントの満足度を高めるきっか

けとなった。また、ウォートインテリジェン

ス、ウィプス、アイファクトリーなど国内

外の特許情報サービス提供会社の展示

行事を通じ、参加者に特許情報活用に

関する国内外の市場動向を把握できる

ようにした。 

これを踏まえ、次年度のイベントは、

国内外の著名なスピーカーの招聘強化

とバランスの取れたセッション構成、参

加者と出展者間のコミュニケーションの

機会の拡大などを通じて、カンファレン

スの内実化と展示イベントの活性化にさ

らに注力する計画だ。 

 

 

 



 

 

 

第 5 節 最貧国・途上国に対する知的財産シェアリング拡大 

１．推進背景及び概要 

産業財産保護協力局 産業財産通商協力チーム 工業事務官 チェ・ギョソク 

 

2015 年 9 月の開発サミットでは、2030

持続可能な開発アジェンダを正式に採

択し、17 の持続可能な開発目標（SDGs）

を提示した。従来のミレニアム開発目標

（MDGs）が社会開発中心であったのに

対し、持続可能な開発目標では社会開

発、経済開発、環境保全など開発の分

野を多様化した。このような変化に伴い、

韓国は援助の効果性を高めるため、開

発分野間の戦略的な統合推進体制を構

築しようと努力しており、特許庁もこのよ

うな基調に沿いながら、知的財産 5 大先

進国という国際社会の地位と期待にふ

さわしい知的財産分野の公開開発援助

事業を推進するため、事業計画段階か

ら経済開発と環境保全など様々な側面

を考慮して事業を高度化し、科学技術情

報通信部などとの協業を通じて省庁の

公開開発援助事業のシナジー効果を高

めるために努力している。 

特許庁は 2010 年から途上国に適正

技術を開発・提供する一方、途上国の

優秀商品に対してブランド獲得を支援す

る事業を通じて、先進国-後進国間の開

発格差の解消を図り、韓国の知的財産

権外交力の強化に貢献している。適正

技術とは、高額の投資を必要とせず、エ

ネルギー使用が少なく誰でも簡単に習

得して使える現地の原材料を使い、小

規模の人々が集まって生産可能な技術

である。一言で言えば、先進国では活用

価値が高くないが、発展途上国には大

きな効用がある技術である。飲料水の

不足やコレラ、赤痢などの水媒介性疾

患に苦しんでいるアフリカの住民のため

に、一度に 75 リットルの水を入れて簡単

に転がすことができるように円柱状に設

計した「Q ドラム」と、汚染された水源か

ら99.97％の細菌を除去する携帯型浄水

器「ライフストロー」がまさに適正技術の

代表的な製品である。 

特許庁は 2021 年から科学技術情報

通信部と知的財産に基づく科学技術開

発の開発援助事業を進め、途上国の産

業問題解決のための韓国と途上国の共

同研究の効率を高めている。 

２. 主な内容と成果 

特許庁は 2010 年からグッド・ネイバー

ズ、ハビタットなどの NGO 及び WIPO、

APEC などの国際機構と協力して、途上

国に適正技術を普及させてきた。また、

途上国の農産品、特産品が、優れた品

質にもかかわらず、ブランドが備わって

いないため本来の価値を認められてい

ない状況を解決するために、途上国に

ブランドを開発し、支援する事業を推進

してきた。 



 

 

2022 年には、適正技術を利用してペ

ルー特産品であるゴールデンベリーの

乾燥技術を開発し、関連する水源機関

と乾燥ゴールデンベリーのブランドを開

発した。これによりペルーの農業環境が

改善され、経済所得が増大することが期

待される。また、ベトナムのラオカイ省の

少数民族学生のための温水供給機を開

発し、提供した。これによりベトナムの学

生の衛生と健康が改善されることが期

待され、韓国とペルー及びベトナムとの

友好関係の構築に貢献した。 

特許庁の知的財産シェアリング活動

は、知的財産を活用して途上国の問題

を解決し、経済所得を増加させることで、

途上国の発展はもちろん、途上国の韓

国に対する認識を高める効果がある。ま

た、同事業に参加した企業側には、途上

国を支援する機会を提供し、途上国に

合わせた技術を開発することで、同様の

環境を持つ他の途上国に関連製品を販

売する機会を得ることができる。 

図Ⅳ-3-9  2022 年適正技術開発事業の成果 

 

 

 

図Ⅳ-3-10  2022 年ブランド開発事業の成果 

 

 

特許庁は毎年新規事業を進めるとと

もに、既存事業の事後管理を行っている

が、2022 年には 2020 年に開発し、ベト

ナムに普及された国家地域認証マーク

の事業評価と使用現況を調査し、認証

マーク使用のための認識向上動画を制

作し、関連セミナーを開催した。これは

海外国家認証マークを韓国が開発した

優秀事例で、ベトナムにおける韓国特許

庁及び知的財産に対する友好的な雰囲

気が形成されることに貢献した。 

ペルーのゴールデンベリー乾燥機           ベトナム温水ストーブ             ベトナム温水ストーブ   

（４つの学校に設置） 

 

 

（左）ペルーゴールデンベリー製品ブランド、（左中）ペルー水源機関の団体標章 

（右中）ベトナムラオカイ教育庁のロゴ、（右）ベトナムラオカイ教育庁のキャラクター 

 



 

 

また、特許庁はこのような知的財産を

活用する特許庁のシェアリング事業を他

部門との協業を通じてシナジーを創出し

ようと試みたが、2021 年から科技部と一

緒にモンゴルウランバートル市の自動車

の排ガス低減装置開発、ベトナムの豚

の強健性改善事業を進めている。同事

業は 2023 年末まで行われる事業で、特

許技術を活用することで、研究開発また

は改善開発における迅速な方向性設定

を可能にし、重複投資などを防ぐことが

できると期待される。

 

３. 知的財産シェアリング事業の国際的な拡散 

産業財産保護協力局 産業財産通商協力チーム 工業事務官 チェ・ギョスク 

特許庁は、2004 年に WIPO と「韓-

WIPO 信託基金設置のための機関間約

定」を締結し、韓国信託基金に拠出し、

途上国及び最貧国の知的財産分野の

力量強化及び認識向上のための様々な

事業と支援を提供している。韓国の知的

財産シェアリング事業の効果を最大化

するため、2011 年から毎年、特許情報

を活用した適正技術コンテストを途上国

で実施している。2022 年にはドミニカ共

和国で川及び海洋環境改善というテー

マで大会が開催され、100 チーム以上が

参加した。適正技術コンテストは、単に

受援国の日常的な問題解決だけでなく、

受援国の一般人の知的財産に対する認

識の向上に寄与している。 

特許庁は、2020 年から WIPO・KDI ス

クールと共同で知的財産開発政策修士

課程（MIPD）を世界で初開設し、開発途

上国の公務員及び一般人を対象に韓国

固有の知的財産に基づいた開発経験を

拡散している。2022 年までに合計 50 人

余りの途上国の学生たちが MIPD を経

験していった。 

一方、途上国の公務員（審査官、裁判

官など）に対する招待教育及び知財権

認識向上プログラムなどを通じて、海外

に進出している又は進出予定の韓国企

業が現地で知財権を保護される基盤を

確保した。このため、2020 年には関連教

育のための教材と教育プログラムを開

発した。また、特許庁から付与された特

許権に対する海外での信頼度向上のた

め、海外特許庁審査官を対象に特許・

商標・意匠関連教育を実施している。国

連産業開発機構（UNIDO）が、特許戦略

院と共同で 11の途上国の公務員を対象

に「知的財産が主導する持続可能な産

業発展」課程も運営した。 

特許庁は、特許戦略院と共同で開発

途上国の教授、大学生など〈57 カ国 167

人）を対象に第 1 回 Inno キャンプを開催

して、韓国独自の IP-R&D を伝播した。 

その他、我が国特許庁は、幼児向け

の知財権教育アニメ及び青少年向けの

発明教育用ゲームなどを制作・普及す

るなど、需要者である子供及び青少年

に親しみやすいキャラクターを利用して、

知財権を簡単かつ楽しく理解できる教育

教材を開発してきた。 

このように、我が国特許庁は国際知

的財産シェアリング事業を積極的に実



 

 

施することで、途上国の国民の知的財

産創出・活用能力を養い、生活の質を向

上させ、経済発展を達成できるよう支援

し、今後も知的財産先進 5 庁（IP5）の一

員として、その地位にふさわしく、知的財

産を活用した開発援助分野において国

際的な責任を果たすことで、国の格を向

上させることに率先して取り組む。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       ・基盤が強固な知財行政 

・デジタル時代の未来先端技術をリード 

・知財基盤のグローバル革新企業育成 



 

 

 

知財基盤の事業化 

促進及び企業競争力の強化 
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第 1 節 中小企業の知的財産金融・取引・事業化促進 

の活性化 

 

１. 概観 

産業財産政策局 産業財産活用課 行政事務官 カン・ヒョンジ 

韓国は特許出願実績が世界 4 位で

IP5（先進 5 カ国特許庁間の協議体）の

地位にふさわしい成長を遂げた。このよ

うな知的財産創出の量的な成長は、知

的財産が市場で取引移転及び事業化さ

れ、再投資につながるための重要な基

盤となっている。 

開放型革新時代においては、創造的

なアイデアや技術の産物である知的財

産を活用した市場の活性化及び韓国経

済の新成長動力の確保が不可欠である。

このため、政府は「革新成長と雇用創出」

を国政目標として提示している。中小・

ベンチャー企業の技術力とグローバル

競争力を高め、革新成長を実現すると

いうことである。そのためには、活用価

値の高い知的財産を創出し、創出され

た知的財産を安定的に保護しながら積

極的な活用を通じて付加価値を創出す

る知的財産市場の好循環システムの構

築が必要である。 

従来は各種政府支援政策を通じて中

小企業の知的財産創出及び活用活動を

誘引してきたが、これからは「知的財産

をどのように活用するのか？知的財産

に内在する経済的価値をどのように現

実化するのか？」という側面から、特許

庁は創出された知的財産が企業成長の

エンジンになるよう支援することで、革新

成長の実現及び雇用創出に貢献する政

策を策定するために努力している。 

最近の景気後退により、不動産など

の有形資産が不十分、または、信用度

が低い革新技術を保有する中小・ベン

チャー企業に対する金融市場の資金支

援及び投資の縮小が懸念される状況で

ある。これに伴い、政府は知的財産を基

盤に資金を融通する知的財産（IP）金融

及びこれに関連する知的財産評価及び

事業化市場を育成するための政策を策

定して推進している。 

2022 年、特許庁は関係省庁及び金融

機関などと協力し、知的財産（IP）金融

の評価活性化のための政策を推進した。

第 1 章 

知財金融及び知財活用の促進 



 

 

中小・ベンチャー企業を対象に IP-企業

銀行と協力し、ESG 企業のための ESG 

IP 優遇保証商品を発売した。また、優秀

IP 保有企業などのための IP 投資ファン

ドを設立し、IP の価値に基づく事業資金

の確保を多角的に支援した。 

また、IP 価値評価の信頼性を高める

ため、発明振興法を改正（2022.12、施行

2023.7）した。制度改善により、IP 価値評

価の対象を登録特許・実用新案・意匠

から出願または登録された特許・実用新

案・意匠・商標、営業秘密、半導体集積

回路配置設計に拡大することによって、

多様なタイプの IP が価値評価の対象と

なるように改善した。また、価値評価基

準を設け、評価機関がこれを遵守するよ

うにし、評価結果の信頼性を高めるため

の装置を設け、評価結果に対する標本

調査・妥当性調査などを導入し、評価結

果の品質を体系的に管理できるようにな

った。IP 価値評価に対する品質管理を

体系化することで、評価結果に対する信

頼性が高まり、価値評価に基づく IP 金

融もさらに活性化することが期待される。 

知的財産（IP）金融及び事業化などに

必要な知的財産金融の認識を高めるた

め、金融委員会及び金融機関などと共

同で第 4 回知的財産（IP）金融フォーラ

ム（2022.12）を開催し、革新成長のため

の IP 投資活性化方案を模索し、銀行・

投資機関などと一緒に IP 金融評議会を

運営して IP 金融の現況及び発展方向に

対する意見を持続的に収集した。 

担保 IP 回収支援機構の買収 IP 収益

の活性化のため、収益化の際に争点と

なる事項別に収益化基準を策定（2022.6）

した後、経営悪化企業及び会社再生中

の企業が債務不履行した担保 IP を買取

した後、当該企業に通常実施権を付与

して経営正常化及び会社再生を支援す

ると同時に、実施料による初の収益化

（9 件、1.2 億ウォン）もあわせて実現

（2022.7）した。また、IP 担保融資の活性

化のため、IP 担保融資銀行の質権設定

登録料を引き下げ（8.4→2 万ウォン、

2022.8）、回収支援機構の特許買入・維

持 費 用 に 対 す る 特 許手 数 料 を 免 除

（2022.2）した。 

このような政府の努力により、韓国の

知的財産金融の新規供給規模は 3 兆

905 億ウォンで、前年（2 兆 5,041 億ウォ

ン）に比べて 23 億ウォン増加した。知的

財産（IP）金融の新規供給規模をタイプ

別に見ると、IP 投資額が 1 兆 2,968 億ウ

ォン、IP 担保融資額が 9,156 億ウォン、

IP 保証額が 8,781 億ウォンとなっている。 

知的財産（IP）金融の拡大は、物的担

保が不足、または、信用度が低い技術

基盤の革新企業に集中的に資金を支援

していることが分かった。2022 年の IP 担

保融資企業 1,160 社を調べた結果、信

用度が高くない企業（BB＋等級以下、

NICE 評価情報信用情報基準）の融資が

82％で大半を占めた。 

特許庁は、今後も市場流動資金の産

業界への流入及び知的財産（IP）金融市

場を活性化するため、政策的能力を集

中する予定である。 

 

 

 

 



 

 

このため、IP 価値評価費用の支援や

スタートアップなど技術基盤の革新企業

に投資する IP 投資ファンドの設立を持

続的に拡大し、民間中心の IP 価値評価

技官の育成及び評価品質管理体系の

構築など、知的財産（IP）金融市場の成

長のための価値評価の基盤を強化する

計画である。 

 

２. 知的財産（IP）の価値評価及び金融支援の活性化 

産業財産政策局 産業財産活用課 行政事務官 キム・テヒョン 

A. 推進背景及び概要 

知的財産権は、技術開発の対価とし

て開発者に独占排他的な権利を付与し

たもので、知識経済時代の中核的な無

形資産であり、技術事業化の必須要素

として認識されている。しかし、知的財産

として登録された技術がすべて事業化

や資金確保などに活用されるわけでは

ない。「20 年度中小企業の金融利用及

び解決困難な問題についての実態調査

（2020 年 12 月、中小企業中央会）」によ

ると、中小企業の金融機関の融資条件

は不動産担保（40.9%）と信用力中心

（30.4%）であり、優秀な特許を保有する

中小企業が資金確保に苦労している。 

また、創出された知的財産の活用率

を高めるためには、知的財産が企業経

営戦略の核心要素として機能するように

活用分野を多様化する政策が必要であ

る。そのためには、まず知的財産の価値

評価に対する信頼性と公平性が担保さ

れなければならない。特許庁はこのよう

な価値評価基盤を構築するために発明

の評価機関を指定・運営しており、評価

品質管理チームを拡大運営、及び「知的

財産（IP）価値評価実務ガイド（2021 年

11 月）」を発刊するなど、評価手法の開

発と普及を持続的に推進してきた。 

さらに、評価結果が技術取引、技術

認証及び事業妥当性の分析などに活用

できるように「事業化と連携した知的財

産評価支援事業」及び金融（投資）機関

との協力を通じて事業化資金を確保で

きるように「金融と連携した知的財産評

価支援事業」を実施している。 

B. 推進内容及び成果 

知的財産への評価費用の支援は発

明振興法第 30 条に基づいて施行されて

おり、事業化と連携した特許技術評価支

援事業の場合、技術評価に必要な評価

費用の 50％以内で申請者 1 人当たり年

間 5 千万ウォンを限度として支援してい

る。評価費用は、事前相談（評価機関）

→申請及び受付（韓国発明振興会）→

審議→支援対象者選定→契約締結→

評価実施→評価報告書検収→補助金

支給の手続きに従って支援される。 

評価費用を申請できる対象者は、申

請日現在、特許法、実用新案法によっ

て登録された権利者とその承継人及び

専用実施権者としての個人、中小企業

基本法第 2 条による中小企業である。 

 

 



 

 

評価費用支援対象者は、特許技術の

技術性と活用性などを総合的に審議し

て選定することとなり、20 代 30 代の青

年企業、ベンチャー・イノビズ企業、知的

財産共済加入企業などに対しては支援

率を優遇（最大で＋10％p）している。 

最近 7 年間の評価費用の支援実績を

見ると、以下の表の通りである。

 

表Ⅴ1-1  知的財産事業化評価の支援実績      （単位：百万ウォン、件） 

区分 2016 年 '17 年 '18 年 2019 年 '20 年 2021 年 2022 年 

予算 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 

応募件数 84 85 75 75 74 64 71 

 

知的財産を評価する際には、権利性、

技術性、市場性、事業性に対する多角

的な検討が行われ、評価を通じて当該

知的財産の優秀性と事業化の妥当性、

そして知的財産の金銭的価値まで算定

することができ、知的財産の譲渡、ライ

センス供与のための適正移転取引価格

の算定、融資担保設定、ベンチャー投資、

現物出資、企業の破産または構造調整

による資産評価、長期戦略的経営計画

の策定、紛争・訴訟資料として使用する

ことができる。 

特許庁は 2006 年から技術保証基金

との業務協約を通じて、創業初期企業

など資金確保が必要な中小企業を対象

に、保有特許に対する価値評価によっ

て保証が行われるよう、保証連携で知

的財産評価の費用を支援しており、

2013 年には信用保証基金に協約機関

を拡大した。 

2013 年、特許庁が評価費用を支援し、

価値評価額以内で知的財産（IP）だけを

担保にして融資する IP 担保融資を韓国

で初めて産業銀行が実施して以来、

2014年に企業銀行、2015年に国民銀行

に IP 担保融資を拡大した。他にも投資

対象企業が保有する特許について、投

資機関の需要に応じてカスタマイズされ

た評価報告書の作成を支援し、特許を

基盤とした投資の活性化を誘導している。 

2018 年には、金融委員会と特許庁が

共同で「知的財産（IP）金融活性化総合

対策」を、2019 年には、国家知的財産委

員会が関係省庁合同で「知的財産価値

評価体系改善方案」を発表し、中小・ベ

ンチャー企業が知的財産を活用して事

業化資金を円滑に調達できるよう政策

的基盤を構築した。 

その中で、2020 年度に初めて導入さ

れた IP 回収支援事業（担保となった産

業財産権の買取・活用事業）は、金融圏

の IP 担保融資の活性化のための安全

弁としての役割を果たしている。 

この間、特許庁は、技術力の高い革

新的な中小・ベンチャー企業を対象とし

た IP 担保融資の活性化に向けて着実に

努力してきたが、金融機関は融資が返

済されない場合、担保物である IP を処



 

 

分することが難しく、最近まで IP 担保の

融資の規模が大きく拡大できずにいた。 

これにより、特許庁は IP 回収支援事

業を導入し、銀行が IP を処分することが

できる方案を作り（2019 年発明振興法

改正）し、その結果、IP 担保融資に対す

る金融圏の懸念が解消され、2019 年に

は 7 つの市中銀行が、'20 年には釜山銀

行など 5 つの地方銀行が IP 担保融資商

品を発売し、知的財産権を融資可能な

正規担保物として運営するなど、本格的

に IP 担保融資を活性化するための基盤

が整った。 

このような努力の結果、最近 7 年間に

知的財産評価支援を通じ、合計 6 兆

3,904 億ウォン規模の資金を中小企業に

支援し、これは同期に投入された予算

（40 億ウォン）に比して約 145 倍の効果

である。最近 7 年間の金融連携実績は

以下の通りである。

 

表Ⅴ-1-2  知的財産金融連携評価の支援実績       （単位：件、百万ウォン） 

区分 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 合計 

予算 3,270 3,270 3,770 4,620 8,005 9,605 11,550 44,090 

連携金額 303,559 367,951 453,703 716,794 1,163,549 1,568,624 1,816,273 6,390,453 

 

特許庁は、評価報告書の信頼性を高

め、政府補助金で実施される評価費用

支援事業を円滑に運営するため、発明

振興法第 28 条に基づき、国・公立研究

機関、政府拠研究所、民間企業研究所

または技術性・事業性評価を専門的に

行う機関を発明の評価機関として指定し、

運営している。発明の評価機関を指定

する際には、評価可能な技術分野、専

門人材及び評価業務を遂行するために

必要な評価技法と施設の保有程度など

を総合的に考慮する。 

現在、特許庁は 23 の評価機関（2022

年基準）を指定して運用しており、評価

機関の専門性を持続的に維持管理し、

評価機関の能力を強化するため、定期

的に発明の評価機関運営協議会及び

IP 金融フォーラムなどを開催している。

 

表Ⅴ-1-3  発明の評価機関の指定状況 

指定機関 

韓国産業銀行、韓国発明振興会、技術保証基金、特許法人タレ、特許法人タナ、

（株）ウィプス、（株）ナイス評価情報、（株）エクレダブル、韓国農業技術振興院、韓

国建設生活環境試験研究院、韓国機械電気電子試験研究院、韓国化学融合試験

研究院、韓国科学技術情報研究院、信用保証基金、特許法人トダム、（株）KTG、

韓国評価データ、ナイス D＆B、国民銀行、農協銀行、ウリ銀行、ユミ特許法人、ジ

ュウォン IP 

 

 



 

 

C. 評価及び発展方向 

特許庁は、中小企業の知的財産が死

蔵されることなく、価値評価を通じて技

術取引など事業化につながったり、金融

に活用されて事業化資金を確保できる

ようにしたりすることで、中小企業が知

的財産を基盤に成長できる基礎を作っ

た。 

今後も発明の評価機関指定を民間中

心に拡大し、評価機関間の品質競争体

制を整備していく。また，IP 価値評価実

務ガイド及び品質管理指針を改善・普及

させ、知的財産評価の基盤を拡充して

いく計画だ。 

特許庁は、中小企業が IP 事業化の最

大の難点として挙げている資金不足問

題を IP 金融で解決できるよう、IP 価値評

価費用への支援を持続的に拡大し、IP

価値評価に対する信頼性向上のために

品質管理活動を強化するなど、IP 金融

活性化のための政策を推進していく計

画だ。

 

３．マザーファンド特許口座を通じた知的財産（IP）投資支援 

産業財産政策局 産業財産活用課 行政事務官 キム・ヨンヒョク 

A. 推進背景及び推進方式 

優れた技術と創造的なアイデアを持

つベンチャー企業は、国の産業地形を

変える可能性を秘めている。しかし、ベ

ンチャー企業は失敗するリスクも大きく、

資金調達が容易ではない。そこで政府

は、民間ベンチャーキャピタル市場が活

性化されるように足がかりとなるよう

2005 年「ベンチャー企業育成に関する

特別措置法」に基づき、韓国マザーファ

ンドを設立した。 

マザーファンド（母体組合）とは、企業

に直接投資せず、個別ファンドに出資す

るファンドで、民間ベンチャーキャピタル

市場が形成されていないか、その規模

が小さい状況で、政府が一定規模の基

礎資金を投資市場に提供する政策手段

である。 

母体ファンドは毎年編成される政府予

算によって一度だけで投資規模が決定

される従来の方式から脱皮して、あるフ

ァンドが投資後に回収した財源を再び他

のファンドに出資して投資に活用する再

循環（リボルビング）方式で 30 年間運営

される。このように、長期的に安定的な

ベンチャー投資財源確保が可能になる。 

また、投資の専門性を高めるために

投資財源の供給は政府が行うが、個別

ファンドの設立及び管理監督は韓国ベ

ンチャー投資、投資の意思決定など個

別ファンドの運営は民間の専門投資家

であるベンチャーキャピタルが担当して

いる。 

母体ファンドが政府各省庁別のアカウ

ント特性に合ったファンド設立計画を公

告し、個別ファンドを運用するベンチャー

キャピタルを選定すると、選定されたベ

ンチャーキャピタルは、母体ファンドの出

資金以外に民間出資を募り、子ファンド

を結成し、個別企業に投資する。 



 

 

特許庁も「特許技術事業化及び知的

財産基盤創業」投資を促進するため、

2006 年に母体ファンドに特許アカウント

を作った。2022 年には政府予算 200 億

ウォンを母体ファンドに出資し、2022 年

末までの累積では 2,500 億ウォンの予算

を出資した。 

B. 推進内容及び成果 

マザーファンド特許アカウントは、政

府予算と回収金を基に、2022 年までに

合計 72 の子ファンドを結成し、累積で

1,124 社に 1 兆 6,626 億ウォンを投資し

た。 

特許アカウントの投資資金は、優れた

特許技術を事業化するベンチャー企業

が「死の谷」を乗り越え、強小・中堅企業

に成長するための足がかりとなっている。 

実際の特許アカウントの場合、マザー

ファンド全体に比較して政府予算 1 千億

ウォン当たりのコスダック上場企業数は

8 倍、投資企業当たりの上場率は 2 倍水

準で、一般的なベンチャー投資に比べて

企業の実質的な成長に寄与しているこ

とが分かった。 

また、特許アカウント投資を通じて企

業価値 10 億ドル以上のユニコーン企業

5 社が誕生し、最近では国際電子製品

博覧会（CES 2023）で 9 社が革新賞を受

賞するなど、特許技術基盤の革新企業

への育成にも優れた成果を示していると

評価されている。 

一方、2020 年からは、特許を買い取

るなどの方法により、ライセンシングなど

で収益（ロイヤリティ）を創出する IP 直接

ファンドも本格的に設立し、IP 投資のイ

ンフラに相当する IP 企業投資と合わせ

て新しい IP 投資の領域も開拓している。 

C. 評価及び発展方向 

特許アカウントは、2006 年以来、特許

技術基盤の投資を行う様々なファンドを

設立してきた。特許アカウントの子ファン

ドは、一時の流行の安易な技術分野別

の投資対象ではなく、適切な IP 価値評

価を通じて優秀な特許技術を持つ技術

革新型ベンチャー企業に投資し、国家

の産業構造を革新することに貢献してき

た。 

特許アカウントは、今後も特許技術の

事業化を推進する中小・ベンチャー企業

に IP 価値に基づく企業投資を持続的に

行う一方、IP 自体でも収益を創出できる

ようにする IP 直接投資を拡大し、民間 IP

ファンドの設立を支援するなど、IP 投資

の活性化に向けた多角的な努力を続け

ていく計画である。 

また、IP 自体が収益を創出できるよう、

政策資金の IP 直接投資を拡大し、民間

の IP ファンド設立支援など、IP 投資拡大

のための多角的な努力を続けていく。 

このような取り組みを通じて、新しい

IP 金融投資市場を形成し、特許競争力

の高い、強いベンチャー「中小企業」を

育成し、「IP 創出」「保護」「活用」が循環

する知的財産の生態系の実現と国家の

革新的な成長にも貢献できるものと期待

されている。

 

 



 

 

 

４. 知的財産共済の運営 

産業財産政策局 産業財産活用課 工業事務官 ソ・ジュンホ 

A. 推進背景及び概要 

知的財産共済は中小・中堅企業の知

的財産費用負担を分散・緩和し、企業の

成長及び海外進出を支援する公的共済

制度で、中小企業団体を中心に制度導

入の必要性が持続的に提起されてきた。 

第 4 次産業革命とグローバル競争の

加速により、中小・中堅企業が特許紛争

にさらされる可能性は高まっているが、

企業は費用負担や専門人材の不在及

び能力不足により、知的財産紛争に効

率的に対応することが難しいのが実情

である。特許紛争の場合、損害賠償金

の他に訴訟費用も 2 億ウォン程度かか

るため、資金事情が劣悪な中小企業に

さらに莫大な経営リスクを引き起こして

いる。 

また、直接的な訴訟費用のほか、紛

争予防のための特許戦略策定、海外進

出のための特許確保などは、中小企業

に新たな費用負担を強めている。中小

企業の特許出願・維持費用は 2013 年

4200 万ウォンから 2017 年 1 億 3000 万

ウォンで約 3 倍に増加し、輸出契約時に

契約相手が自国特許登録及び特許保

証を要求しているため、特許登録にか

かる費用及び特許保証費用が必然的に

発生しており、その費用も増加傾向にあ

る。 

一方、訴訟費用及び海外出願を支援

する政府支援事業は、支援対象を選定

する基準が厳しく、手続きが複雑である

ため、緊急の需要に対する即時の支援

が困難であり、支援範囲も予算制約の

ため限定されている。 

このような政府支援の限界及び知的

財産費用負担が増加する状況で、4 次

産業革命時代の強小企業育成のため

の中小・中堅企業のセーフティーネットと

して、知的財産共済制度の導入を推進

することになった。 

B. 推進内容及び成果 

特許庁は、2018 年 5 月の発明振興法

及び同法施行令の改正により、「知的財

産権関連共済事業の運営（第 50 条の 4、

施行令第 28 条の 3）」及び「特許共済事

業の委託及び資金の確保等（第 50 条の

5、施行令第 28 条の 4、28 条の 5）」に関

する条項が新設されたため、2019 年事

業実施のための政府拠出金を確保した。 

知的財産共済の専門的かつ効率的

な運営のため、発明振興法第 50 条の 5

に基づき、1 ヶ月（2018.12.14～2019.1.15）

の募集公告、提案書発表及び評価を経

て 2019 年 1 月に最終的に技術保証基

金を事業委託運営機関として選定した。 

知財共済商品は、顧客にやさしい商

品設計により 2019 年 8 月 29 日に発売

され、2020 年 7 月には共済加入者の加

入商品の選択幅を拡大するため、掛金

商品の加入可能件数を一企業 3 件まで

拡大し、納付期間を短縮した掛金商品を

追加して長期間の掛金加入に対する負



 

 

担を緩和させるなど、商品改善を推進し

た。 

企業の積立掛金を基に運営される共

済の特性上、1 年間加入企業を誘致し

た後、2020 年 7 月 27 日から融資を開始

した。融資商品は知財費用融資と経営

資金融資で構成され、知財費用融資は

国内外出願、知財審判・訴訟などの事

由の発生時に積立された掛金の最大 5

倍以内で、経営資金融資は経営上緊急

資金が必要な場合に掛金の 90 倍以内

で融資可能な商品である。 

一方、従来の事業名である「特許共

済」は特許保有企業のみを支援する事

業と誤解される恐れがあるため、事業の

目的と支援範囲が法・規定に合致する

ように 2020 年 12 月に「知財共済」に事

業名称を一本化し、『知財共済事業の運

営及び監督に関する規定』（特許庁告示

第 2020-32 号）の改正などを推進した。 

さらに、共済融資の活用度を高めるた

め、2021 年 1 月には、共済融資の資格

要件である義務納付期間を 12 ヶ月から

6 ヶ月に短縮した。また、知財費用融資

の融資事由を、従来の海外出張費用及

び国内外の知財審判・訴訟費用だけで

なく、国内出願費用、技術奪取・営業秘

密紛争費用、紛争関連知的財産取引費

用（2021 年 1 月）、知財移転及び事業化

費用（2021 年 4 月）など段階的に拡大し、

加入期間も延長した。企業が知的財産

権の確保・保護・活用の全過程を通じて

コスト負担を軽減できるよう支援してい

る。 

また、2022 年 4 月には、知財共済の

安定的な事業運営と財務健全性強化の

ために、将来予想される損失、支払金及

び利息に対する予備資金を用意させる

規定新設を推進した。このため、「準備

金の積立（発明振興法第 50 条の 6）に

関する条項の新設のための発明振興法

改正案を発議した。また、2022 年 12 月

には、ワンクリック経営資金融資を導入

し、緊急資金が必要な企業に対する迅

速な支援方案を設けた。 

C. 評価及び今後の計画 

知財共済は、商品発売以降、特許・実

用新案・商標・意匠などの知的財産権の

確保及び保護のための企業の高い関心

に よ り 、 2022 年 末まで に 12,858 件

〈12,531 件〉の加入を誘致し、累積拠出

金の納付額は 1,461 億ウォンで、その規

模は着実に増加している。 

また、融資開始（2022 年 7 月末）以降、

2022 年末まで 3 ヵ所 6 件、479 件（約 96

億ウォン）の融資を支援すると同時に、

共済加入企業を対象に無料法律諮問サ

ービス、優先審査申請料の支援、特許

庁支援事業の加点付与など様々な優遇

措置を提供し、中小・中堅企業の知的財

産セーフティーネットの役割を果たして

いる。 

特許庁は引き続き関係機関との協力

を通じて加入者募集経路を多様化し、新

規加入者を拡大し、準備金積立の詳細

基準の策定、資産運用のリスク管理の

改善、税額控除の導入推進など、知的

財産共済の自立運営の基盤を構築する

ために積極的に努力する計画である。 

さらに、一時納付型共済や知財費用

に対する即時融資制度などを導入し、 

 



 

 

知財紛争などに直面した企業が、より

簡単に速く知財費用を調達できる基盤

を固める方策を模索し続ける。 

 

表Ⅴ-1-4  知財共済の主な商品内容 
（掛金商品）加入時に毎月の払込掛金を選択し、毎月積立形式で一定金利を適用されて掛金を積

み立て、積み立てられた元利金は共済契約解約時に一時支給。 

-掛け金の種類:30 万ウォン、50 万ウォン、80 万ウォン、100 万ウォン、200 万ウォン、300 万ウ

ォン、500 万ウォン、1,000 万ウォンで、一企業 3 件まで加入可能 

（融資商品）共済掛金を 6 回目の納付後から知財費用融資及び経営資金融資が利用可能 

➊（知財費用融資） 

国内外出願、知財権審判"訴訟、知財移転"事業化など融資事由発生時、積立掛け金の最大 5 倍

以内で所要費用を融資、融資期間 5 年以内（1 年または 2 年据え置き後、分割返済） 

※掛け金の最大加入可能金額:15 億（5 億×3 件）、最大融資可能金額:75 億（15 億×5 倍） 

➋（経営資金融資）緊急の経営資金が必要な場合、積立部金の 90%以内の融資、融資期間 1 年（延

長または借り換え可能） 

 

 

５．オン・オフラインの連携による知財取引への支援 

産業財産政策局 アイデア経済革新チーム 工業事務官 キム・ギョンナム 

産業財産活用課 行政主事補 アン・ソンヨン 

 

A. 推進背景及び概要 

国家経済成長の核心要因が有形資

産から技術などの無形資産に移行して

おり、企業価値においても無形資産が

占める割合が持続的に増加している。こ

れにより、国家の持続可能な成長のた

めには、核心技術開発のための R&D 投

資とともに、開発された技術に対する特

許権を確保し、ビジネスに活用して収益

を確保することが重要である。創造する

ことが重要となる。 

しかし、現代は技術の多様化・高度化

及び激しい技術革新競争などにより、技

術のライフサイクルが短くなり、技術の

融合・複合化に伴う技術開発所要期間

及びコストが増加するなど、技術革新環

境は徐々に悪化している。このような環

境下で競争優位性を確保するためには、

自社の技術開発に重点を置く慣行では

なく、外部の革新技術を積極的に導入し、

技術開発に必要な時間とコストを削減し、

活用されない技術はライセンス供与する

開放型革新が求められる。 

特許庁は、特許技術の活用促進及び

開放型革新を支援するため、知財取引

情報システムを構築し、特許取引専門

館を運営するなど、オン・オフライン連携

を通じた特許技術取引を支援することで、

第 4 次産業革命時代の知財活用体系の

先進化を通じた国家の知財競争力強化

に取り組んでいる。 

B. 推進内容及び成果 

情報技術と電子商取引の発達は、産

業の生産性を飛躍的に向上させ、顧客

により便利で有用なサービスを提供する

ことはもちろん， 



 

 

政治・経済・社会・文化などあらゆる

分野において新しい方法での変化を促

進している。 

特許庁は、情報技術を活用した取引

情報の交換及び提供を通じて特許技術

取引が活性化されるよう、2000 年 4 月に

知 的 財 産 取 引 情 報 シ ス テ ム

（www.ipmarket.or.kr）をオープンし、2009

年からは取引と関連した情報のアクセス

性を高めるために個別的に運営してい

た技術取引情報サイトの連携を拡大し

た。また、2022 年下半期からは既存の

知的財産取引情報システムを国家知的

財産取引プラットフォームに拡大・改編

し、アイデア取引プラットフォームと連携

を行い、知的財産金融及び事業化関連

情報を統合的に提供するなど、ユーザ

ーの利便性を向上させるために持続的

に努力している。 

一方、知的財産取引の特性上、両当

事者間の取引意思が合致しても、特許

取引価格に対する不一致及び手続き的

な専門性の欠如など、実際の取引として

成立するまでは様々な障害要因が存在

する。また、国内企業は技術導入よりも

自社開発の比重が高く、技術取引市場

が狭く、民間取引機関の公信力不足、

正当な仲介手数料納付文化の未形成な

どにより、知的財産取引は困難である。 

これに伴い、特許庁では、技術分野

及び圏域別に構築された特許取引専門

官（計 17 人）をソウル、京畿だけでなく、

嶺南圏と湖南圏に配置し、企業が常時

技術移転の相談をサポートできるチャン

ネルを設けた。これにより、知的財産取

引の専門人材及び情報の不足で困難を

抱える個人、中小企業の知的財産取引

が適材適所に成立するよう支援している。  

特許取引専門官は、個人、中小企業

などを対象に需要発掘及び面談、適正

供給技術マッチング、仲介交渉及び契

約関連法律の検討など、特許技術取引

全般に関する知的財産仲介サービスを

提供している。取引成立後も IP・技術金

融、R&D など技術事業化のための支援

事業とも連携している。このようなオン・

オフラインの知的財産取引支援事業を

通じて成約された取引の現況を見ると、

最近 5 年間で平均 580 件に達している。 

特許庁は、このようなオン・オフライン

知的財産取引支援事業を民間まで拡大

するため、2020年から民間・公共協力型

知的財産取引支援事業を運営しており、

特許取引専門官が保有する公共の IP

取引基盤及びノウハウを提供し、民間

の IP 取引機関が自活能力のある取引

機関として成長できるよう積極的に支援

している。 

 

表Ⅴ1-5  権利別・タイプ別の知財取引実績     （単位：件） 

区分 特許 実用新案 意匠 商標 その他# 計 権利譲渡 実施許諾 

2018 年 528 2 19 6 9 564 338 226 

2019 年 590 5 35 22 1 653 376 277 
2020 年 498 1 3 20 1 523 352 171 
2021 年 495 2 55 27 5 584 340 244 
2022 年 537 0 7 0 34 578 296 282 



 

 

技術取引は特許権などの無形資産を

移転対象とするため、技術取引当事者

間の情報不均衡が起こることが多い。そ

のため、合理的な技術仲介交渉のため

に、当該技術の優秀性を証明できる効

果的な手段が必要であった。これによっ

て、特許庁では 2009 年にオンライン特

許評価サービスである「特許分析評価

システム（SMART5）」を開発した。 

SMART5 は、客観的で定量的な特許

情報（出願・登録・審査・審判情報など）

を活用した特許評価及び分析結果を、

オンラインから低コスト、リアルタイムで

提供する。これにより、技術購入者に供

給技術の権利性、技術性、活用性に対

する客観的な分析資料を支援している。 

SMART5 は、2010 年 4 月の国内登録

特許評価を皮切りにサービスを継続的

に拡大してきた。2018 年には、韓・米・欧

の特許の評価情報を民間に開放し、

2021 年と 2022 年には中国と日本の特

許を追加して、知的財産 5 大強国（韓・

米・欧・中・日）全体の特許に対する評価

サービスが可能になった。これにより、

知的財産サービス企業が多様な IP ビジ

ネスを開発し、知的財産市場が活性化

されるよう支援政策を展開している。サ

ービス開始から 2022 年 12 月までに評

価サービスの利用件数が累積 145 万件

余りに達するなど、特許の質的評価の

活用は持続的に拡大している。

 

表Ⅴ-1-6  機関類型別の特許分析評価システムの年間契約実績 

区分 民間技術取引機

関・特許法人 

企業 大学・公共研

究 

公共機関 金融機関 合計 

2010 年 7 5 11 9 1 33 

2011 年 12 4 16 9 2 43 

2012 年 8 8 23 10 2 51 

2013 年 10 3 30 15 3 61 

2014 年 25 4 29 7 5 70 

2015 年 41 5 47 20 6 119 

2016 年 44 5 51 19 5 124 

2017 年 40 1 50 21 3 115 

2018 年 43 4 35 25 4 111 

2019 年 34 0 20 31 5 90 

2020 年 42 3 33 15 4 97 

2021 年 34 11 29 26 5 105 

2022 年 26 1 28 25 4 84 

合計 366 54 402 232 45 1,103 

 

  



 

 

 

表Ⅴ-1-7  機関タイプ別特許分析評価システムの利用実績（単位：件） 

区分 
民間技術取引機関/

特許法人 
企業 大学・公共研 公共機関 金融機関 個人 合計 

2010 年 6,046 3,364 3,444 13,864 9 455 27,182 

2011 年 9,727 5,558 6,982 11,336 886 139 34,628 

2012 年 6,046 5,464 7,084 13,276 359 258 32,487 

2013 年 11,073 4,721 10,611 18,984 5,577 354 51,320 

2014 年 40,170 4,858 13,453 53,260 7,517 978 120,236 

2015 年 26,926 4,261 22,241 61,462 8,807 1,514 125,211 

2016 年 77,320 802 20,565 67,308 8,792 1,759 176,546 

2017 年 51,880 2,849 26,638 44,079 8,168 2,128 135,742 

2018 年 50,689 629 25,791 70,462 5,487 522 153,580 

2019 年 36,846 207 19,427 45,639 7,273 582 109,974 

2020 年 27,985 500 36,015 34,562 10,797 465 110,324 

2021 年 34,440 19,609 25,831 71,900 6,740 3,777 162,297 

2022 年 30,919 2,628 24,300 136,476 8,925 3,713 206,961 

合計 410,067 55,450 242,382 642,608 70,412 16,644 1,446,488 

C. 評価及び発展方向 

IoT、人工知能、ビッグデータなど第 4

次産業革命をリードする技術の台頭に

より、グローバル市場の産業構造が急

速に変化しており、製造業、サービス、

文化など産業間の境界が崩れ、接続と

融合を通じて新しい産業と市場が創出さ

れている。 

このため、グローバル企業は新事業

の先取りのために外部技術導入、技術

革新型など開放型革新に積極的である。

しかし、国内では知的財産に対する社

会的認識が低く、知的財産侵害に対す

る処罰が不十分な結果、知的財産取引

市場が活性化されていない。 

このような環境にもかかわらず、特許

庁のオン・オフラインを通じた特許技術 

 

取引実績が改善されている。これは、長

期的な観点から特許技術取引基盤を構

築し、効果的な支援政策を通じて取引

市場が拡大できる可能性を示している。 

今後も特許庁は、特許取引専門官、

国家知的財産取引プラットフォームを通

じて特許取引を希望する個人及び中小

企業に知的財産仲介サービスを提供し、

知的財産の価値を高め、中小企業の技

術競争力を高める計画である。 

また、民間知的財産取引機関との協

力を持続的に拡大し、民間知的財産仲

介市場が創出されるよう支援すると同時

に、SMART5 の民間開放を通じて多様

な知的財産情報サービスが発売される

よう支援するなど、民間中心の知的財

産取引市場のエコシステムが作り出さ

れるよう積極的に努力する計画である。



 

 

６. アイデア取引の支援 

産業財産政策局 アイデア経済革新チーム 工業事務官 キム・ギョンナン 

A. 推進背景及び概要 

COVID-19 によりデジタル転換が加速

する中、革新のための新たなアイデアの

重要性がさらに浮き彫りになっている。

このような市場環境の変化に対応する

ため、多くの企業は外部の革新力量を

積極的に活用し、変化しようとする開放

型革新を追求しており、消費者のニーズ

が多様化し、製品のライフサイクルが短

くなる中で、製品開発のリスクとコストを

削減するために外部のアイデアを積極

的に活用している。代表的な事例として、

フィリップスの「エアフライヤー」、P&G の

「オーラル-B」電動歯ブラシなどがある。 

しかし、韓国は優れた革新能力に比

べ、創造的アイデアの活用能力及び活

用環境が不足しているのが実情である。

したがって、外部からの創造的なアイデ

アが企業革新などにつながるアイデア

取引環境づくりの必要性が高まる中、特

許庁は 2021 年 3 月、アイデア取引プラ

ッ ト フ ォ ー ム で あ る 「 ア イ デ ア で

（www.idearo.kr）」を開設し、企業や国民

誰でも自由にアイデアを相互に共有・取

引できる基盤づくりを行った。 

B. 推進内容及び成果 

国民の創造的なアイデアを通じて公

共機関の課題（問題）を解決すると同時

に、アイデア取引の活性化を図るため、

2021 年から「アイデアで」を利用して公

共機関のアイデア公募を実施した。2021

年には 120 の課題に対して 806 件のア

イデアが提案され、そのうち 62 件のアイ

デアが取り引きされ、2022 年には 32 課

題に対して 788 件のアイデアが提案され、

20 件のアイデアが取引された。 

炭素排出量削減及び2050年カーボン

ニュートラル社会の実現のため、2022

年に企画財政部と共同で未来韓国アイ

デア公募を実施し、合計 246 件のアイデ

アが提案され、32 件をシェアした。また、

大田市と共同で社会・都市問題解決の

ためのアイデア公募展を実施し、6 つの

課題に対して 180 件のアイデアが提案さ

れ、11 件をシェアした 

また、2022 年から韓国の代表的な社

会的企業である「美しい店」と良いアイデ

アコンテストを開催し、合計 142 件のアイ

デアが提案され、そのうち 10 件をシェア

した。 

その結果、プラットフォーム開通後の

2022 年 12 月末時点で「アイデアで」に

10,816 人の個人会員、525 社の企業会

員が加入し、合計 4,805 件のアイデアが

提案され、267 件（シェア 52 件を含む）の

取引が成立した。 

それだけでなく、「アイデアで」プラット

フォーム内で安全なアイデア取引ができ

るように、秘密保持誓約・未取引のアイ

デア不使用などに関する誓約の義務化、

プラットフォーム利用規約の制定など標

準取引手続を設け、アイデアの流出・奪

取・盗用防止のために画面保存・コピ

ー・ダウンロード防止機能を追加するな

どシステム機能を強化した。 

 



 

 

C. 評価及び発展方向 

いまだ、アイデア取引に対する認識が

低く、プラットフォーム開通の初期段階で

あるため、取引が活発ではないが、認識

の向上とともに制度の補完など安全な

取引環境がつくられれば、徐々に活性

化するだろう。特許庁は 2022 年 3 月、関

係省庁合同で「アイデア登録・取引制度

の活性化方案」を非常経済中央対策本

部会議（経済副総理主宰）に上程した。

アイデア取引の基盤づくりを行い、公共

と民間が自由にアイデア取引に参加で

きるように、国が拠点となる「アイデアプ

ラットフォーム」を構築・運営し、国民の

アイデアの供給拡大のために合理的な

インセンティブを提供してアイデアの創

出動機を与え、アイデアに対する保護を

強化するために「公募展アイデア保護ガ

イドライン」を制定・配布するなど関連シ

ステムと制度を整備することが主な内容

である。 

今後、アイデアプラットフォームを通じ

てアイデア取引市場がつくられ、国民の

創造的なアイデアが企業革新及び国家

経済・社会発展の原動力として活用され

るように持続的に努力する計画だ。

図Ⅴ-1-1  「アイデアで」の運営概要 

 

 

７．知的財産の製品化支援（IP 製品革新） 

産業財産政策局 アイデア経済革新チーム 工業事務官 ソ・ヒョウォン 

A. 推進背景及び概要 

国内に出願された特許、実用新案、

意匠のうち、中小企業出願が占める割

合は、2011 年の 20.8%から着実に増加し、

2021 年には 27・8%で、全体の 1/4 以上

が中小企業出願である。中小企業の技

術開発がこれまで以上に活発に行われ

ている証拠である。しかし、専門人材や

資金など事業化力量が不足している中

小企業が開発された技術をもとに製品

を開発し、事業化に成功する割合は高く

ない。特に、政府の各種 R&D 支援を通

じて開発された技術を基に事業化に成

功する割合は 50％程度に留まっている。 

関連して、特許庁では、中小企業自

身の力量で解決するのが難しい製品開

発過程の技術的問題を、他の技術分野

の特許を分析した情報などを活用して

解決し、改善された製品に対する設計と

製作などの検証を支援する「IP 製品革

新支援事業」を実施している。 

➊公募課題を出す 

 

➌アイデア採択/購入 
 

 

➋閲覧（閲覧料支払） 

 

➌購入（入札） 

➋アイデアの提案 

 

❹購入代金（補償）支払 
 

 

➊アイデア登録 

 

➌販売代金，閲覧料支払 

アイデアで 

  チャレンジ 

  マーケット 

 
 

会員企業 会員の国民 



 

 

2012 年から始まった本事業は、受益

企業の需要を反映して継続的に支援内

容を補完しており、特に 2021 年からは

様々な機関と協力して試作品の製作、

事業化資金などの幅広い支援を提供し

ている。 

B. 推進内容及び成果 

IP 製品革新支援事業は、支援内容に

よって市場と顧客の需要に合わせた新

製品を企画する「新製品企画」課題と既

存製品の機能、生産工程などを改善す

る「問題解決」課題、製品の意匠改善を

通じて使用性と機能を向上させる「製品

高度化」課題に分けられる。課題別コン

サルティングの成果物を基にした製品の

設計と製作などの検証が支援され、希

望する企業は投資誘致説明会に参加す

る機会も得られる。 

事業公告→支援企業選定→実行会

社選定→協約締結及び支援課題遂行

の順に行われ、支援が完了した受益企

業に対しては、翌年から 3 年間、支援成

果に対するモニタリングを実施する。 

最近 5 年間、本事業を通じて合計 381

社の中小企業が支援を受け、モニタリン

グ（アンケート）の結果、これら受益企業

のうち 97％以上が支援結果を製品競争

力強化、新市場進出などの事業化に活

用したことが分かった。 

特に、2022 年には既存の協業事業を

拡大し、国土部、中小企業庁、防衛事業

庁など中央政府機関や自治体（大田、

城南、済州）、大学など 9 つの機関の事

業と連携して共同支援することで、予算

増額なしで、支援企業に最大 31 億ウォ

ンの追加支援の効果があった。また、こ

のような支援成果を活用し、独自の「官

民協業投資誘致説明会」を通じて 54 億

ウォンの投資誘致を行い、一部の受益

企業は政府機関と 100 億ウォン規模の

納品契約を推進し、国内外の各種展示

会で優秀な結果を得るなど、多方面で

成果が活用されていることが分かった。

表Ⅴ-1-9  官民協業による知的財産の製品化支援体系 

 

表Ⅴ-1-8 IP 製品革新支援事業実績及び成果 

区分 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 

予算（百万ウ

ォン） 
3,884 3,884 3,884 4,137 4,137 

支援企業数

（社） 
77 81 51* 89 83 

事業化活用

率（％） 
97.3 97.3 99.2 98.1 97.0 

*コンサルティング検証の統合支援で支援企業数が減少 

企業選定  知的財産製品化支援  投資・販路支援 

優秀 IP 保有中小

企業 ▶ IP 戦略、創業投資、製品/事

業家戦略コンサルティング 

試作品、事業化資金、投資

検討等 ▶ IP 投資誘致説明会、優

秀発明品-革新製品 

共同選抜  特許庁 中企・国土部など 9 機関  
特許庁・民間投資機関

等 



 

 

表Ⅴ1-10  IP 製品革新支援適用体系 

C. 評価及び発展方向 

IP 製品革新支援事業に用いられる異

分野特許検索方法論（OPIS）は、技術

分野別特許が持つ問題解決原理を他の

技術分野に適用することで、短期間で効

果的に製品の革新を導き出すことがで

きる問題解決方法論であり、迅速に製

品を開発し、市場に進出しようとする創

業企業の製品開発に最適化された方法

だと言える。 

実際の受益企業の多くは売上高 10

億未満の創業初期の企業や小企業で、

支援による製品化の成功、売上、雇用

の増加のほか、事業参加することで企

業全体の IP 活用力量の増大と企業技

術保護分野にも役立つと分かった。 

また、2021 年から推進した他機関と

の協業を通じて試作品製作、事業化資

金も提供し、展示会参加、試作型製作な

ど販路開拓、量産をはじめとする後続の

事業化手続きを迅速に推進できるよう支

援を受けた。特許庁では今後、他省庁、

自治体などとの協業を拡大し、持続的な

予算確保を通じて支援規模を拡大し、中

小企業が保有する産業財産権の事業化

のための支援をさらに強化していく計画

だ。

第 2 節 大学・公共研究機関での知的財産活用の促進 

１. 概観 

産業財産政策局 アイデア経済革新チーム 工業事務官 チョン・ヒョンス 

大学・公共研究機関は、政府 R&D 予

算の 64.5％（17.2 兆円）を使用し、SCIE

論文の 94.0％（45，476 件）を創出（2021

年現在）している技術革新の源泉である。

2021 年の国内特許出願は前年比 3.6％

増加の 32,355 件であり、最近 5 年間

（’17 年～2021 年）では大学・公共研究

機関は国内特許出願 60％（19，000 件）

以上を維持し、主導的な役割を継続的

に果たしている。 

2021 年の技術移転の成果は、全体で

8,476 件であり、このうち大学・公共研究

機関が技術料を徴収したのは 4,100 件

で、前年比 7.4％増加したものと分かっ

た。また，技術移転を通じて 1,300億ウォ

ンの技術料を徴収することで、全体の技

術料収入（2,629 億ウォン）の 49%を占め

ていることが分かった。これにより、大

学・公共研究機関の研究成果が民間企

業に移転され、技術革新につながる好

循環システムが構築されていることが分

かる。

問題分析（技術、特許）→

②原因分析（システム/機

能）→③異種分野の知的財

産分析/革新方法の導出→

④IP 製品事業化戦略（新製

品企画、問題解決、製品改

善など）導出→⑤製品検証

（試作など） 



 

 

 

図Ⅴ-1-2  研究遂行主体別の国内出願特許の成果の推移（2021 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：2021 国家研究開発事業成果分析レポート 

 

特許庁は、2006 年から大学・公共研

究機関の知的財産に対する認識の向上

と特許管理体系の整備を通じて知的財

産力量強化及びインフラ構築を支援す

るための事業を開始した。2022 年から

は、特許創出から活用まで大学・公共研

究機関が必要とする支援を中長期的に

提供するため、個別に運営されていた

単位事業を統合・廃止し、「知的財産創

出・活用支援事業（MVP事業）」に改編し

た。この事業は、M（優秀特許創出）、V

（保有特許移転・事業化）、P（研究者創

業）の 3 つのモジュールで構成し、各大

学・公共研究機関の知的財産力量に応

じたオーダーメイドの支援を提供する。 

また、2019 年には、技術移転収益を

再び技術移転のために再投資する自立

型の好循環生態系の構築を支援するた

めに、「韓国型特許ギャップファンド事業」

を試験的に推進し、2020 年からは事業

の理解度を高めるために「知的財産収

益再投資支援事業」に事業名称を変更

し、支援規模を拡大した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青：国公立研究所 

青緑：出捐研究所 

緑：大学 

黄緑：大企業 

辛子色：中堅企業 

黄色：中小企業 
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２. 知的財産創出・活用支援事業（M. V. P. 事業） 

産業財産政策局 アイデア経済革新チーム 工業事務官 チョン・ヒョンス

A. 推進背景及び概要 

2022 年知的財産活動調査によると、

大学・公共研究機関の国内保有特許の

活用率は 27.9%で、前年度（27.7％）対比

で 0.2％p 増加し、知的財産専任人材を

保有している大学・公共研究機関の割

合も 45%で前年度（43.8%）より 1%p の増

加にとどまったことが分かった。 

これと関連し、特許庁は大学・公共研

究機関の知的財産経営インフラ構築と

能力強化を支援するため、大学・公共研

究機関の知的財産経営能力診断及び

深層コンサルティングを通じて中長期的

な知財新経営戦略の策定を支援し、こ

れを基に各大学・公共研究機関固有の

特性と経営能力に応じたカスタマイズ型

の支援を強化している。 

 

 

 

B. 推進内容及び成果 

知的財産創出・活用支援事業は、知

的財産経営陣及び深層コンサルティン

グを基盤に、大学・公共研究機関の知

的財産経営能力を高めるための中長期

的な支援を提供する。 

優秀特許の創出を目指し、需要ベー

スの発明インタビュー、技術マーケティ

ング、海外出願などの費用を支援するM

モジュール（優秀特許創出）と、保有特

許の技術移転・事業化を目指し、需要企

業の発掘、技術検証、後続出願を支援

する V モジュール（技術移転・事業化）、

技術を最もよく知っている研究者の創業

を目指し、技術価値評価、BM 開発など

を支援する P モジュール（研究者創業）

の 3 つのモジュールを中長期（3+2 年）カ

スタマイズ型で支援する。2022 年に始ま

ったこの事業は、初年度 18 の大学・公

共研究機関を支援し、合計 151 件の技

術移転及び 274.3 億ウォンの技術料の

成果を達成した。 

図表Ⅴ-1-3  「知的財産創出・活用支援の類型」 

マネージング 活用可能な優秀特許創出の集中支援 

バリューアップ 保有特許の技術移転・事業化の集中支援 

パイオニア 保有技術を活用した研究者創業集中支援 

 

C. 評価及び発展方向 

個別に運営されていた単位事業（需

要ベースの発明インタビュー、知的財産

パッケージ構築、特許経営専門家派遣

事業）を統廃合し、大学・公共研究機関

の力量に応じて 3 つのモジュールを選択

して中長期的に支援することで、大学・

公共研究機関の知的財産経営能力を

強化している。 

世界的に特許競争が激化し、大学・



 

 

公共研究機関の知的財産能力が高まる

につれ、大学・公共研究機関が保有す

る研究成果の技術移転・事業化への期

待と技術革新のための大学・公共研究

機関の役割も徐々に拡大している。 

今後は、優秀な知的財産の創出と技

術移転のために、大学・公共研究機関

の知的財産管理・活用力量強化とともに、

技術需要の発掘と技術移転・事業化ロ

ードショーなど知的財産活用ネットワー

クをさらに強化し、大学・公共研究機関

の研究成果が企業の革新と成長に貢献

できるように事業を推進していく計画だ。 

 

３. 知的財産収益の再投資への支援 

産業財産政策局 アイデア経済革新チーム 工業事務官 チョン・ヒョンス 

A. 推進背景及び概要 

大学・公共研究機関の研究成果が強

力な特許権として確保され、企業に効果

的に移転・事業化された場合、革新成長

と質の高い雇用創出が可能である。し

かし、大学・公共研究機関の特許活用

率は 27.9％（2022 年）にとどまり、大学・

公共研究機関の研究成果が事業化及

び技術創業につながる特許活用の生態

系の成長はまだ課題として残っている。 

このような技術の需要と供給時のギャ

ップを減らすためには、技術マーケティ

ングと実験、試験、試作品製作などの商

用化検証が必要である。これにより、支

援金を有望特許技術の商用化活動に投

資し、これにより発生した技術料収益の

一部を回収し、他の有望特許技術の商

用化活動に再投資することで、大学・公

共研究機関が自ら持続的に機能する自

立型の好循環システムを構築するよう

支援するため、2019 年から本事業が開

始された。

図Ⅴ-1-4  知的財産収益再投資の好循環概念図 

 

 

  



 

 

 

B. 推進内容及び成果 

回収・再投資プロセスを構築するため

には、技術料収益の一部を回収する方

式に対する機関内の研究者の同意が必

要であるため、一定水準以上の知的財

産経営能力を有し、研究者の知的財産

に対する認識が整っている大学・公共研

究機関を対象に支援している。 

2022 年、合計 15 機関の支援を通じ、

技術移転 145 件及び技術料 121 億ウォ

ンの成果を創出し、支援金の 48.8%（17.6

億ウォン）を回収した。今後、大学・公共

研究機関の特許技術事業化のための

再投資を通じて、政府支援が終了した

後も独自に運営できる財政的基盤を構

築することが期待される。 

 

C. 評価及び発展方向 

事業以前と比較して、支援機関の技

術移転収益や投資金の回収など、多く

の機関で肯定的な成果が確認された。 

今後、知的財産収益再投資支援事業

に参加する機関の技術と特許情報を中

小・中堅企業と共有するプログラムを通

じ、産業現場の技術需要が研究開発に

つながるよう積極的に支援する計画だ。 

また、金融連携を活性化し、公共 IP

移転企業に IP 投融資を連携するなど、

実質的な事業化の成功事例が続くよう

に、大学・公共研究機関の知的財産取

引・事業化能力を最大化していく予定で

ある。

 

  



 

 

 

 

第 1 節 地域の強小企業の発掘・育成 

１. 概観 

産業財産政策局 地域産業財産課 技術書記官 イ・ソンヒ 

 

第 4 次産業革命時代を迎え、中小企

業支援政策は、アイデアベースの核心

技術と知的財産の育成を通じた複合的

な付加価値創出という新しいパラダイム

に帰結しており、これによって起業や雇

用創出に結びつけることができる知的

財産の生態系づくりが非常に重要にな

っている。 

一方、このような動きは、製造業ベー

スの主力産業に集中していた「地域」に

も新たな変化を要求している。地方化時

代に集約されるダイナミックな環境変化

と相まって、地域の積極的な知的財産

権の創出と活用が先進化された地域産

業構造への転換と競争力のある地域強

小企業育成のきっかけとなっている。 

このような理由から、特許庁は、全国

を対象にプレ創業者を含む個人創業者

から輸出中小企業まで、企業の成長全

段階を網羅する知的財産創出支援体系

を構築し、地域の中小企業の知的財産

創出を集中支援することで首都圏と非

首都圏の知的財産の二極化解消に取り

組んでいる。 

↗ 

知 財

経 営

認証 

↗ 

グ ロ ー

バル IP

ス タ ー

企業 

↗ 
中 小 企

業 IP 今

す ぐ 支

援 

↗ IP 翼 プ

ロ グ ラ

ム 
IP 飛び石プ

ログラム 

アイデアを

形に（プレ

創業者） 

IP 導入

（創業７

年企業） 

IP 認識

の 向 上

（地域中

小企業） 

IP 競争

力 の 強

化（輸出

中 小 企

業） 

持続 IP

経 営

（ IP 経

営 企

業） 

 

段階別に見ると、プレ創業者のため

の「IP 飛び石プログラム」を皮切りに、7

年以内の創業企業を支援する「IP 翼プ

ログラム」、そして中小企業の海外進出

支援のための「グローバル IP スター企

業育成」事業を経て、知的財産優秀中

小企業に対する「認証」に至るまで、段

階的かつ継続的に支援が受けられる。

具体的な支援内容は、プレ創業者にア

イデア具現化・高度化コンサルティング

を、創業初期の企業に融合・複合 IP 技

術・経営戦略コンサルティングを、一般

中小企業を対象として IP 経営コンサル

ティング及び懸案事項の解決を、 

 

第２章 

知財基盤の強小企業の育成 



 

 

輸出（予定）中小企業には海外特許確

保戦略の策定及び海外出願などを支援

した。また、中小企業の知財経営の環境

づくりを誘導し、認証企業の対外信頼度

を高めるべく、知的財産経営認証制度を

運営している。

 

２. 知的財産バウチャー事業の推進 

産業財産政策局 地域産業財産課 行政事務官 シン・ヘヨン 

A. 推進背景及び概要 

1）推進背景 

国の未来成長動力の発掘及び持続

可能な成長において、技術基盤の創業

が重要な要素として位置づけられ、世界

各国はスタートアップ支援に注力してい

る。 

韓国でも汎政府的な創業支援政策が

推進され、創業コストやリスク低減、投

資拡大など、スタートアップの生存と成

長環境が改善される傾向にあるが、依

然として韓国のスタートアップ生態系の

自生力は先進国に比べて不足しており、

グローバル成功事例も不足しているの

が現状だ。 

また、IP がスタートアップの成長と成功

の重要な要素であるにもかかわらず、IP

サービスの高コストにより、多くのスター

トアップが困難を訴え、支援を求めてお

り、創業・中小企業 IP 支援施策が創出・

保護・活用分野別に多様に設けられて

いるが、スタートアップの柔軟な活用に

は限界がある。 

これにより、特許庁は一般的な中小

企業創業とは異なり、事業アイテム・ビ

ジネスモデルの変更が頻繁に行われタ

イミングが重要なスタートアップの特徴

を考慮し、従来の供給者視点を脱却し、

適時に支援が機能する新しい支援方式

を設けることになった。

 

図Ⅴ-2-1  スタートアップ知財バウチャー事業の推進体制 

 

 



 

 

2）概要 

スタートアップ知的財産バウチャー事

業は、需要者自主選択型 IP サービス統

合支援を通じてスタートアップの IP 競争

力を強化し、自生的なスタートアップ生

態系を構築することにその意義がある。 

スタートアップにバウチャーを発行す

ると、スタートアップは IP サービスメニュ

ーとプールに登録されたサービス提供

機関の中から自由に必要なサービスや

機関を選択して利用し、バウチャーでサ

ービス料金を支払えばよい。 

IP サービスメニューは、国・内外の IP

権利化、特許調査分析・コンサルティン

グ、特許技術価値評価、技術移転、営

業秘密保護の5つに分かれている。この

際、バウチャーはポイント形式で発行さ

れ、サービス費用は、成果物の確認な

ど一定の精算手続きを経て、管理機関

が直接 IP サービス機関に支給する。 

支援対象は、第 4 次産業革命関連ま

たは挑戦的な課題を追求する技術'IP ベ

ースのスタートアップで、韓国で設立さ

れた非上場会社でなければならず、プレ

創業者は除外される。

表Ⅴ-2-1  スタートアップ知財バウチャー事業 IP サービスメニュー 

IP サービス項目 詳細内容 

国内・海外 IP 権利化 特許（PCT）、実用新案、意匠（ハーグ）、商標（マドリード）出願の弁理サービス 

特許調査"分析・コンサ

ルティング 

先行技術調査、無効資料及び侵害資料調査・分析、特許マップ、『コンサルティング、

国際紛争対応コンサルティング 

特許技術価値評価 移転'取引、金融、事業化、訴訟、技術上場などのための特許技術の価値評価 

技術移転 特許技術販売・購入（またはライセンス契約）仲介 

営業秘密保護 営業秘密の原本証明サービス 

 

B. 推進内容及び成果 

2022 年スタートアップ知的財産バウチ

ャー事業は 195 のスタートアップに知的

財産バウチャーを支援し、知的財産バ

ウチャーを支援されたスタートアップは

715 件の IP サービスを利用し、企業の

IP 競争力を向上させた。 

知的財産バウチャーを支援されたスタ

ートアップの IP サービス利用内訳を見る

と、優れた技術力及び潜在力を保有す

るスタートアップが成功の可能性を高め

るために、創出・保護・活用の全分野に

幅広く使用された。 

IP 権利化サービスを通じて、革新的な

アイデアと技術を知的財産化し、生存及

び成長の基盤を築いた。特に、費用負

担が大きい海外出願（PCT など）サービ

スの活用を通じて海外 IP ポートフォリオ

を構築し、グローバル市場に対する綿密

な特許調査分析などを支援し、スタート

アップの海外進出の足場を整えてくれた。 

一方、2022 年度から「国際紛争対応

コンサルティングサービス」を新規支援

し、企業の知的財産紛争予防・対応など、

知的財産の防御及び攻撃戦略の策定

ができるように支援した。 

他にも特許技術価値評価を通じて資

金誘致、技術移転の基盤を築いた。 



 

 

C. 評価及び発展方向 

知的財産バウチャー事業は、スタート

アップの特性を考慮し、必要な時期に必

要なサービスを便利に利用することがで

き、高い満足度（89.5 点）を記録している。

また、2022 年のスタートアップ知的財産

バウチャー事業の成果を分析した結果、

知的財産バウチャー事業による売上増

加への寄与度は 36.3％、輸出増加の寄

与度は 36.7％、新規人材の雇用創出は

195 人に達するなど、企業の財務業績

の向上を牽引しており、競争力強化を通

じてスタートアップの価値を上昇させ、投

資誘致など、その後の成果創出に貢献

している。 

2023 年にも IP ベースのスタートアップ

の成長のために、関係機関協業及び事

業連携などを通じて優秀で有望なスター

トアップを選定して支援し、IP サービス

の死角が発生しないようにスタートアッ

プの経営環境とニーズを反映して様々

な IP サービスを支援する計画だ。また、

IP の専門知識が不足しているスタートア

ップが知財バウチャーをより効率的に使

用できるように、IP 専門家を通じて IP サ

ービスの使用に関する助言を支援する

計画だ。

 

 

３．IP 飛び石プログラムの推進 

産業財産政策局 地域産業財産課 行政事務官 チェ・ソンギュ 

 

A. 推進背景及び概要  

1）推進背景 

最近、第 4 次産業革命と人口構造の

変化が加速しており、世界的な景気低

迷と雇用のない状況が続く中、革新型

技術創業は新しい領域の高付加価値創

出を通じた成長と雇用拡大の新しいトレ

ンドとして位置づけられている。このよう

な技術創業を活性化するためには、創

業前の段階から知的財産中心の創業誘

導が必要だ。 

これに対し、特許庁は IP 飛び石プロ

グラムを通じて予備創業者の単なる初

期アイデアを、知的財産を基盤とした事

業アイテムとして育成できるようにするこ

とで、予備創業者が創業に成功するた

めの「飛び石（足がかり）」となることを目

指している。 

2）概要 

IP 飛び石プログラムは、個人及び予

備創業者のアイデアを熟成させて事業

アイテムとして具体化し、特許権の確保、

事業計画書の策定を支援することで、知

的財産を活用した創業を支援するコン

サルティングベースのプログラムである。 

支援対象は創造的なアイデアを保有

している予備創業者で、事業申請は全

国広域市・道の地域知的財産センター

を通じて年中随時行うことができ、オンラ

イン・オフラインの基礎相談を通じてアイ



 

 

デアの事業可能性を診断された後、参

加申請書とアイデア要約書などを提出し

なければならない。 

事業支援内容は、①段階：IP 創業ゾ

ーン、地域知財センターなどのアイデア

相談窓口で知財及び創業の専門家と基

礎相談を行う。基礎相談を通じて同事業

の支援対象を選定する。②段階：IP 創

業ゾーンでアイデア発想技法、創造的な

問題解決方法、特許情報検索などの教

育を通じて予備創業者に必要な知的財

産と創業に対する基本的な能力を備え

る。③段階：アイデア高度化コンサルティ

ングを通じて先行技術調査分析結果を

基に、技術が事業アイテムとして競争力

を持てるようにさらに発展させる。④段

階：高度化されたアイデアを権利として

保護し、経営・マーケティングに活用でき

る最適な特許技術として出願する。⑤段

階：アイデアを実際の具現化機能した製

品に発展させるため、3D モデル設計を

支援する。⑥段階：創業コンサルを通じ

て事業計画書、ビジネスモデルなどを策

定し、他機関の資金・試作品製作などを

支援できるように連携する。 

B. 推進内容及び成果 

IP 飛び石プログラムを通じ、2021年に

は計 850 件のアイデアが事業アイテムと

して導出され、2022 年には合計 875 件

の知的財産基盤の事業アイテムが導出

された。IP 飛び石プログラムの受益者の

うち、2021 年には 330 件が創業し、2022

年には 326 件が創業に成功した。これら

の創業企業の売上高は 2021 年には合

計 52 億ウォン、2022 年には 34 億ウォン

であり、2021 年には 240 人、2022 年に

は 188 人を新規雇用し、新たな雇用を創

出した。 

また、創業コンサルティングにより他

省庁の様々な創業支援事業に連携支

援し、2021 年には 379 件、2022 年には

394 件が試作品製作などを支援された。 

C. 評価及び発展方向 

IP 飛び石プログラムは、アイデアはあ

るが創業に苦労している地域住民が知

的財産基盤の競争力のある事業アイテ

ムで創業できるよう支援し、地域に新し

い雇用が創出されることに貢献した。ま

た、地域の様々な関係機関との協力を

通じて、地域の特性に合った知的財産

基盤の創業が活性化されるように運営

していく。

 

図Ⅴ2-2  IP 飛び石プログラムの進行手順 

 

 

 

 

 

 

アイデア基礎相談➡アイデア創出教育➡アイデア高度化➡アイデア権利化➡3D 模型設計➡創業コンサルティング➡ 



 

 

４. IP 翼プログラムの推進  

産業財産政策局 地域産業財産課 行政事務官 チェ・ソンギュ 

A. 推進背景 

1）推進背景及び概要 

創業初期、少し耐え抜けば名実ともに

成長軌道に乗ることができる技術創業

企業には、政府の様々な支援事業がき

っかけとなる。しかし、現実はこのような

企業支援政策があっても、新生企業の 5

年以内の生存率が 33%に留まっている

のが実情である。それだけ初期技術創

業企業が市場に定着するのが情熱とア

イデアだけでは容易ではないことが分か

る。統計庁の「2021 年基準企業生滅行

政統計結果」報告書によると、新興企業

の 1 年生存率は 64.8％、5 年生存率は

33.8％と分かった。一方、2021 年中小ベ

ンチャー企業部が発表した創業企業実

態調査によると、5 年生存率は 59.7%で、

一般企業よりも優れていることを示して

おり、これは創業支援企業の成長を牽

引するための政策の重要性を表してい

ると言える。このため、特許庁は単純に

費用を支援するのではなく、技術創業企

業の質的成長のために専門家の IP コン

サルティングを支援する「IP 翼プログラ

ム」の運営で創業企業の生存率を高め、

健全な創業の生態系づくりのために努

力している。 

表Ⅴ-2-2  企業の生成・消滅の行政統計 

 

表Ⅴ-2-3 主要国新生企業の 1 年/5 年生存率 

 

 

 

 

2）概要 

IP 翼プログラムは全国地域知的財産

センター（RIPC）が運営している。 

IP 翼プログラムは、創業企業が直面

している技術や経営的な懸案事項に対

し IP の面から問題解決を支援する事業

で、地域知的財産センターの担当コンサ

ルタントが 100 日の課題期間中にビジネ

スプロデューサーになり、企業に IP コン

サルを支援する。 

まず、事業運営面では、課題期間 100

日間に 8 回の企業現場訪問コンサルテ

ィングを義務付け、地域コンサルタント

が忠実なビジネスプロデューサーの役

割を担った。 

次に、事業遂行面では、担当コンサ

ルタントは 8 つのソリューション（強力な

特許権取得、R&D 方向設定、紛争予防

戦略策定、IP カスタマイズ教育、IP 活用

戦略策定、IP 融複合戦略策定、職務発

明制度・営業秘密戦略など知的財産管

理戦略策定、知的財産経営認証など企

業成長のための認証取得及び活用戦

略策定）の中から、企業に必要なものを

選別してカスタマイズされたコンサルティ

ングを提供する。 

国別企業生存率の比較（2017 年現在） 

韓国 ﾄﾞｲﾂ ﾌﾗﾝｽ 英国 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ｽﾍﾟｲﾝ 

  黄緑：1 年生存率 緑：5 年生存率 



 

 

受益企業は、コンサルティング期間中、

担当コンサルタントおよび関連専門家と

チームを組んで、企業の懸案事項につ

いて解決していくのだが、特許専門人材

が豊富な創業企業にとっては、このよう

な密着型コンサルティングが頼もしい存

在となっている。 

B. 推進内容及び成果 

2017 年に初めて始まった翼プログラ

ムは、過去 5 年間に 3,300 社に IP コン

サルティングを支援し、2022 年には

2,108 社が申請し、712 社を支援するな

ど、事業需要が増えている状況である。 

過去 5 年間の「IP 翼」プログラムを通

じて、特許出願だけでなく、IP 融複合を

活用した商標、意匠の出願、海外出願も

支援し、合計 4,464 件の知的財産権の

出願を支援した。 

表Ⅴ-2-4  2017～2022 年 IP 翼プログ

ラム知財権出願に関する支援件数 

特許 商標 意匠 海外 合計 

3,638 件 352 件 152 件 322 件 4,464 件 

 

また、IP 経営戦略コンサルティングを

通じて政府機関の事業化支援、IP 金融、

エンジェル投資などから合計 6,101 億ウ

ォンの事業資金を確保し、合計 6,264 名

の新規雇用を創出するのに直接間接的

に貢献した。 

特に、このような雇用は、知的財産戦

略を通じて企業の成長を誘導しながら

創出された雇用であって、単純な雇用と

いうよりは、企業の技術及び知的財産

分野で創出された良質の雇用という点

で意味がある。 

また、2019 年度から汎政府創業支援

事業連携の一環として、IP 翼プログラム

受益企業を対象に中小ベンチャー企業

部の創業成長技術開発（飛び石）事業

に連携推薦し、別途のトラックで進行す

る特典を付与し、2021 年度 IP 翼プログ

ラム受益企業 37 社を推薦し、最終的に

14社が最終選定され、2022 年度には40

社を推薦し、最終的に 19 社が連携支援

の恩恵を受けた。 

表Ⅴ2-5  2018～22 年 IP 翼企業の事

業資金確保現況 

 

C. 評価及び発展方向 

2022 年 IP 翼プログラムコンサルティ

ングのサービス品質向上のために支援

企業に当該事業に対する品質及び満足

度調査を行った結果、満足度平均は

99.6 点で、支援企業の大半が IP 翼プロ

グラムに満足していると評価された。調

査結果で不足している部分については、

コンサルタントの能力向上教育を通じて

コンサルティングの質的向上を図る予定

である。 

表Ⅴ-2-6  2022 年 IP 翼プログラムのコ

ンサルティング満足度 

調査対象 応答企業 平均点数 

712 社 675 社 99.6 社 

 

今後増加する事業需要に対応するた

め、当該事業を遂行する地域知識セン

ターを拡大再編し、多様な連携課題を発

掘して支援できる方策を設けるなど、関

係機関協力を持続的に強化して事業資

金、技術開発、マーケティング支援など

他機関連携 技 術 金 融

等融資 

外 部 機 関 投

資 

合計 

2,3,63 億ｳｫﾝ

（1,421 社） 

1,932 億ｳｫ

ﾝ（637 社） 

1865 億ｳｫﾝ

（137 社） 

6,101 億

ｳｫﾝ 



 

 

フォローアップ連携を通じて IP 翼事業の 目に見える成果を創出する計画だ。

５. シニア退職人材の特許基盤技術創業への支援 

産業財産政策局 アイデア経済革新チーム 工業事務官 ソ・ヒョウォン 

 

A. 推進背景及び概要 

1）推進背景 

グローバル経済環境と人口構造の変

化に伴う急速な高齢化により、生産可能

人口が持続的に減少する傾向にある。

さらに、ベビーブーム世代に代表される

中高年層の大量退職が現実化しており、

韓国経済の持続可能な発展のために、

中高年層による退職後の専門知識を活

用した技術創業など、継続的な経済活

動への積極的な参加が切実な状況であ

る。 

韓国だけでなく、創業のメッカである

米国の創業実態調査結果を見ると、高

経歴の中高年層は技術創業の中核人

材であり、退職後も創業意向と持続的な

経済活動意欲も高いことが分かり、技術

創業の活性化のために中高年層への

支援が必要である。 

特許庁は、熟練した経験と技術専門

性を保有する中高年層の創業アイテム

が成功的な技術創業として実現できるよ

う、中高年アイデア事業化事業を 2021

年から推進している。 

2）概要 

シニア退職人材の特許基盤技術創業

支援事業は、満 40 歳以上の中壮年者

が知的財産を基礎とした創業アイテム

が事業化されるように IP 創業パッケージ

（最大 4 千万ウォン以内）を支援し、中小

ベンチャー企業部と銀行圏青年創業財

団（D-CAMP）などとの協業を通じて創

業インフラと投資資金などをフォローアッ

プする。 

IP 創業パッケージは、創業・投資・知

的財産の専門家で構成された専門遂行

機関が、中長年の創業アイテムと IP 現

状を精密診断し、約 6 ヶ月間、事業化成

功に不可欠な IP 権利確保（特許出願 3

件前後）、製品事業化計画、製品検証

（技術検証、木工）、投資誘致などをワン

ストップで支援する。 

IP 創業パッケージ支援後には、中壮

年創業企業の持続的な成長と事業運営

のため、投資誘致説明会とともに銀行

圏青年創業財団（D-CAMP）の投資検討

（創業チーム当たり最大 3 億ウォン）、D-

CAMP（ソウル江南）の「フロントワン（ソ

ウル麻浦）」入居の機会が提供され、全

国に所在する中壮年技術創業センター

を通じて入居スペースの特典が連携提

供される。 

シニア退職人材の特許基盤技術創業

支援事業の支援対象は、創業アイテム

に関連して熟練した経験と特許を保有ま

たは出願した満 40 歳以上の予備創業

者または7年以内の創業者であり、年間

支援規模は 20 人程度である。 

事業申請は、毎年初めに韓国発明振

興会の事業公募を通じて事業計画書な

どを提出すればよく、支援対象者は、IP



 

 

基盤の書面評価、国民参与審査、発表

評価を通じて合計20名内外の中壮年操

業チームを選抜する。

表Ⅴ-2-7  シニア退職人材の特許基盤技術創業支援の協業体系 

特許庁（IP 創業パッケージ）  

▶ 

協業機関のフォローアップ支援 

IP 出願／導入など IP

権利確保 

BM／投資戦力など

IP 製品事業化計画 

試作品／認証など

IP 政策検証 

入居空間／投資検討 

投資誘致説明会 

企業当たり最大 40 百万ウォン（自己負担金 20%） 創業保育支援プログラム 

 

B. 主進内容及び成果 

2021 年にシニア退職人材の特許基盤

技術創業支援事業として新設され、

2022 年には事業公募に合計 541 人が

応募（競争率 27 対 1）し、中高年層の創

業に対する関心が高かった。 

選抜された中長年の創業チーム 20人

は、IP 創業パッケージを通じて平均知的

財産（特許）2.4 件の出願、製品事業化

戦略 2.2 件、製品検証 1.6 件などの支援

を受け、20 人全員が特許基盤技術創業

に成功した。 

また、選抜された創業チームは、信用

保証基金、銀行権創業財団、韓国産業

銀行などを通じて、計 11 回の投資誘致

説明会、創業スペース入居、2022 大韓

民国知的財産大展の展示広報・マーケ

ティングブースなど、資金誘致から初期

販路確保の機会までフォローアップ支援

を受けた。 

官民協業支援を通じて実現された中

壮年の創業 20 チームは、約 49 人の新

たな雇用と経済的な付加価値を創出し、

ベンチャー及びエンジェル投資を通じて

約 164 億ウォンの事業資金を誘致する

成果も生み出した。 

表Ⅴ-2-8 2021,2022 中壮年創業企業支

援及び主要成果 

年度 

IP 創業パッケージ 

投資

誘致 

雇用

効果 
IP 出

願 

製品

事業

化 

製品検

証 

2021 37 件 44 件 28 件 
103 億

ウォン 
39 人 

2022 48 件 43 件 31 件 
164 億

ウォン 
49 人 

 

C. 評価及び発展方向 

中壮年のアイデア事業化事業は、企

画財政部が実施した 2021 年国民参加

予算執行現場モニタリングで政策参加

者に非常に高い満足度評価を受け、事

業の必要性と成果の面で国民的共感を

得た。 

表Ⅴ-2-9  2021 国民参加予算執行現

場モニタリング結果 

国民参与予算（省庁平均） シニア事業満足度 

95％ 100％ 

特に、官民協業を通じて様々な創業

インフラをワンストップで支援した点が、

成功的な技術創業と成果創出のきっか

けとなったと評価された。 

特許庁は、創業現場のカスタマイズさ

れた創業支援強化の要求と高い事業需

要を満たすため、支援対象や官民協力

をさらに拡大していく予定だ。



 

 

６．中小企業 IP 今すぐ支援サービスの提供 

産業財産政策局 地域産業財産課 施設事務官 パク・ボンヒ 

A. 推進背景及び概要 

中小企業は、専門特許チームを保有

する大企業に比べ知的財産能力が不足

し、知的財産権に関する専門家からのコ

ンサルティングを受けるのが難しいのが

実情である。特に、地方中小企業の場

合にその困難がより大きいため、これら

の中小企業に迅速な知的財産支援及び

問題解決が必要である。中小企業知的

財産権支援サービスは、中小企業の知

的財産権に関する課題を発掘し、知的

財産コンサルティング及び問題解決を通

じて企業の成長障害要因を除去するこ

とを目的として実施された中小企業支援

事業である。 

同事業は、2010 年から IP スタートアッ

プ、IP スケールアップ支援事業として実

施され、年 1 回の事業実施という従来の

事業構造では、中小企業の即時のニー

ズへの対応が困難であった。 

これに伴い、中小企業の経営現況で

現れる知的財産関連の緊急の悩みに対

して迅速に対応する必要があり、2017

年から地域中小企業の IP 成長障害要

因を除去できるよう、地域知的財産セン

ターを通じた随時相談及び緊急支援形

式の事業に変更した。 

B. 主な内容及び成果 

中小企業 IP 今すぐ支援事業は、中小

企業に特許マップ、意匠マップ、ブランド

開発、意匠開発、特許技術広報映像な

どを支援し、地域知的財産センターのコ

ンサルタントが国内外の IP コンサルを提

供する事業である。中小企業はコンサ

ルタント及び協力機関の専門家の企業

懸案課題の分析・診断を受け、それに応

じた必要な事業を支援に通常 2～3 ヶ月

かかる。 

2022 年度中小企業今すぐ支援事業

の支援実績は以下の通りである。 

表Ⅴ-2-10 2022 年度中小企業ＩＰ今すぐ支援 

支援事業 支援件数 

計 1,243 

特許・意匠マップ 269 

ブランド開発 132 

意匠開発 295 

特許技術広報映像 46 

海外権利化 167 

意匠レイアウト 21 

国内外 IP コンサルティング 313 

 

Ｃ. 評価及び発展方向 

中小企業 IP 今すぐ支援事業は 2022

年合計 1,243 件の IP 住民行政相談に対

する即時相談・支援を実施し、事業施行

前（2005 年）24.6％に過ぎなかった中小

企業の特許出願比率が 2021 年現在

59.9％まで徐々に上昇し、大企業と中小

企業の IP 格差解消に寄与した。 

また、同事業施行前（2005 年）20.7%に

過ぎなかった非首都圏の特許出願比率

が 2021 年 36.1%まで上昇し、首都圏と非

首都圏の IP 力量格差の解消に貢献した。

 



 

 

 

C. 評価及び発展方向 

特許庁は、2022 年の GCC、エクアド

ルなどと FTA 交渉を進め、海外主要市

場で韓国企業の知的財産権を効果的に

保護できる制度的基盤を構築してきた。 

韓国は、米国が主導するインド・太平

洋経済フレームワークの（IPEF）の協定

文の交渉に参加している。したがって、

特許庁もインド・太平洋経済フレームワ

ーク（IPEF）で知的財産権に関連したデ

ジタル経済分野及びサプライチェーン分

野の論議が韓国の知的財産権政策と整

合性を保つよう積極的に参加する計画

である。 

特許庁は今後も新興市場 FTA 履行を

誘導し、韓国企業に有利なグローバル

知的財産権環境を作るために持続的に

努力していく。

 

５．WIPO 及び海外知的財産権教育機関との協力強化 

国際知的財産研究院 国際教育課 行政事務官 シン・ジョンウク 

A. 推進背景及び概要 

国際知的財産研究院は、知的財産専

門人材の養成を目的に 1987 年に設立さ

れた研修機関であり、外国人対象の国

際教育を強化するため、2012 年に国際

教育課を設置した。 

当研修院は 2006 年に世界知的財産

機構（WIPO）公式パートナー教育機関に

区分 主な内容 

韓-英 FTA 

（2021.1.1. 発効） 

※ Brexit に備え、知財権保護連続性確保のために、韓 EU-FTA を基に最小部分だけを

修正 

◍ 韓-EU FTA の保護水準で英国内の韓国企業の知的財産権を保護 

◍ 地理的表示「アイリッシュウイスキー」保護手続き明示、未登録機能意匠の自由実施

の保証 

RCEP 

（2022.2.1. 発効） 

◍ 悪意ある商標出願の防止、商標出願・登録電子システム及び商標国際分類の導入  

◍ 原産地誤認・混同行為の禁止 

◍ 特許出願 18 ヶ月後に特許公開、国際特許分類システム（IPC）導入  

◍ 部分意匠導入根拠の整備と意匠国際分類の導入 

韓-イスラエル FTA 

（2022.12.1. 発効） 

◍ 商標出願時の意見提出の機会の保障、未登録有名商標の保護（同一類似群、混同

誘発） 

◍ 特許公示例外 12 ヶ月、優先審査（自己実施など明示）、 

優先権証明書の提出手続きの簡素化 

◍ 意匠の 15 年保護、審査手続きの簡素化 

韓-カンボジア FTA 

（2022.12.1. 発効） 
（知的財産権の章なし） 

韓-インドネシア FTA 

（2023.1.1 発効） 
（知的財産権の章なし） 

韓-フィリピン FTA 

（2021.10.26. 署名） 
（知的財産権の章なし） 



 

 

指定され、WIPO と共同で教育課程を開

設し、海外の専門家、学生、一般人を対

象に国際教育課程を運営するなど、海

外でも知的財産分野の先導的な教育機

関としての地位を固めていた。 

また、最近、イカゲーム、パラサイト、

BST など、韓国の文化産業が世界的に

大成功を収め，韓国の国家的影響力が

増大し、知識基盤社会の到来で知財権

が国の革新成長に大きな影響を与える

ことが知られるようになり、韓国の先進

的な知財権制度を学ぼうとする外国人

の需要も大きく増加している。 

このため、当研修院は知財教育を通

じ国際社会に貢献し、韓流企業が友好

的なグローバル知財権環境で活動でき

るよう、国際機関及び各国の知財権教

育機関との協力を強化している。 

具体的には、WIPO の教育機関である

WIPO アカデミーと協力し、毎年、特許、

商標、意匠、サマースクールなどを開催

し、各国の公務員、専門家、大学生など

に韓国の知的財産制度を紹介し、タイム

リーなテーマでワークショップを開催し、

大きな反響を得ている。 

他にも韓国国際協力団（KOICA）のグ

ローバル研修プログラムを通じて、途上

国の公務員などを対象に知的財産教育

を提供し、韓国の国家イメージ向上と知

的財産認識の向上に努めている。 

グローバル知的財産権環境づくりの

ための関係機関との協力事業の一つと

して、関税庁関税人材開発院と 2022 年

3 月に業務協約を締結し、当研修院初

の外国税関職員を対象とした知財権教

育課程を新設した。これにより、両機関

主管の国際教育課程に相互教育科目

編成及び講師派遣が行われた。 

また、海外進出をしている、または予

定している国内中小企業を対象にした

知財権教育を実施するため、雇用労働

部主管の人材養成事業に需要を提出し、

2023 年から雇用保険基金の支援を受け、

輸出中小企業を対象にした知財権教育

及び人材養成事業を実施する予定であ

る。これにより、韓国企業の知財力量強

化と海外模倣製品から受ける企業の被

害を最小限に抑えることが期待される。 

このほか、中国企業を対象とした知財

権教育や WHO グローバル人材養成事

業に関する知財権教育を実施するなど、

コロナ期間にもかかわらず、オン/オフ

教育を実施し、世界各国の人材に知的

財産の重要性を認識させている。 

それだけでなく、毎年世界各国の要

請とその需要を反映し、満足度の高い

オーダーメイド教育を提供している。 

B. 推進内容及び成果 

2022 年、国際知的財産研修院は合計

9 つの外国人向け教育コースを運営し、

70 カ国以上から 383 人を教育し、1987

年の研修院開院以来、合計 4,825 人の

外国人研修生を輩出した。 

2022年の場合、オンライン・オフライン

教育を並行して受講生のための効率的

な講義となり、多くの反響を得た。 

 

 

 



 

 

WIPO と協力して実施された教育を見

ると、特許・商標・意匠審査実務過程を

通じて、開発途上国の特許・商標・意匠

審査官及び関連公務員を対象に関連法、

審査基準及び制度などを教育し、受講

生及び当該国の知財力量向上に貢献し、

海外知財分野の知韓派人材の輩出を

通じて、韓国企業の海外知財権取得支

援及び今後の知財分野の国際協力の

ための礎を築いた。サマースクールは、

全世界の大学生及び社会初心者のた

めのグローバル知財人材養成プログラ

ムで、人工知能（AI）関連特許審査制度、

審査事例、行政システム適用事例など、

韓国特許庁の経験を伝播し、IP 分野及

び WIPO 内での韓国の地位強化に貢献

した。2021 年に開催した AI&IP ワークシ

ョップは、AI 技術と IP が融合した内容で

構成され、WIPO との協力では初めて開

設されたコースで、世界各国から人工知

能に関心のある特許審査官、弁護士、

研究者、教授及び政策立案者など約

170 人が参加した。特に、本ワークショッ

プでは、人工知能という技術が特許審

査及び知財制度に与える影響及び関連

イシューについて学習・討論し、参加者

から大きな反響を得たことから、今後、

WIPO の専門家課程に拡大運営される

予定であり、韓国特許庁は、教育カリキ

ュラム設計及び講師陣選定などに主導

的に参加する計画だ。 

KOICA のグローバル研修プログラム

では、アセアン知財権の創出・活用・保

護のための力量強化教育を運営し、我

が国の制度・事例と活用・保護戦略及び

IP 関連の最新問題（人工知能など）を学

習した 

個々の国や機関を対象とした教育を

見ると、中国知財研修院及び駐中国韓

国大使館との協力により、中国企業を

対象にカスタマイズされた知財権教育を

実施し、現地企業から大きな反響を得た。

また、WHO グローバルバイオ人材養成

事業の一環として、国内外の医薬開発

人材を対象に知財権教育を実施し，医

薬分野の知財権と COVID-19 ワクチン

事例を通じた特許制度について教育し

た。 

当研修院は雇用労働部との協力を基

に、雇用保険基金を活用した輸出中小

企業を対象とした知財権教育及び人材

養成事業を 2023 年上半期から開始する

予定である。 

一方、国際知的財産研修院は、主要

国の知財教育機関との協力にも力を入

れており、2022 年 11 月にビデオ会議で

行われた第 13 回韓・中・日知財研修機

関長会議で、ポストコロナ時代の IP 教育

方法について共有するなど、コロナ後の

時代に備え、国家間の教育協力を強化

する方策を模索した。 

図Ⅳ3-8  2022 知財教育分野の国際協力 

外国関税公務員の知

財権教育 

第 3 次韓中日 IP 研

修機関長会談 

  

 

 

 

 



 

 

C. 評価及び発展方向 

韓国特許庁は、WIPO との協力を通じ

て需要が急増する AI 関連知的財産教

育を主導しながら、IP5 の一員として責

任を果たし、知的財産の二極化を解消

するため、途上国を対象にグローバル

知的財産権人材育成のための努力を持

続していく計画である。 

2022 年から政府の核心的な対外経

済基調に合わせ、重点協力国と教育協

力ができるよう国際教育を戦略的に活

用し、受益国との友好を深め、影響力を

拡大するなど、国際教育をビジネスの視

点に転換している。教育受益国との協

力ネットワークを構築し、法・制度改善を

誘導するなど、韓流企業のグローバル

保護インフラの拡大を引き続き推進する

予定である。特に、途上国の IP 分野行

政・司法能力を養い、韓国企業の知財

権 を 保 護 で き る よ う 、 韓 流 熱 風 国

（ASEAN など）の執行公務員を対象に知

財権教育を数回実施し、関税庁、警察

庁、司法研修院などと協力体制を構築

して知財権教育を強化する計画である。 

国際知的財産研修院は、コロナという

危機の中でも非対面国際教育を成功裏

に定着させた。これにより、デジタル大

転換時代への対応及び教育効率の最

大化という観点から、対面教育と非対面

教育を含む多様な教育方法を提供する

計画であり、国内外の IP 教育機関と多

様な協力を推進し、当研修院が世界的

な IP 教育機関として先導的な地位を確

固たるものにできるよう努力する。

 

表Ⅳ-3-4 2022 年国際セミナー及び外国人向け教育の運営現況 （単位：個，人） 

区分 教育課程名 運営時期 参加国家 参加人員 

WIPO 協力

プロセス 

WIPO 特許審査実務 10.24～1.4 7 10 

WIPO 商標審査実務 11.28～12.1 10 16 

WIPO PC 審査実務 11.9～11.11 10 10 

WIPO サマースクール 6.27～7.8 33 70 

KOICA 協

力プロセス 

ASEAN 知財権の創出・活用・保護のため

の力量強化教育 
8.29～9.8 7 20 

オーダーメ

イド型カリ

キュラム 

外国税関職員を対象とした知的財産権教

育 
4.21 12 15 

中国企業向け知的財産権教育 5.11～5.12 1 99 

WIPO グローバルバイオ人材養成教育 7.25～7.26 27 138 

フィリピン知財権人材養成協力方案の導

出のための招待セミナー 
11.15～11.17 1 5 



 

 

 

第 4 節 知的財産行政の韓流 

１. グローバル特許行政情報化のための海外協力強化 

産業財産情報局 産業財産情報政策課 放送通信事務官 イ・ジュミ 

放送通信事務官 イ・サンレ 

 

A. 推進背景及び概要 

知的財産情報化分野の国際的な動

向を見ると、継続的に増加する各国の

審査・審判業務の負担を軽減するため

に、グループ別、地域別ブロック化を通

じた連携が活性化している。先進国は、

従来の 3 極（米、日、欧）から転換された

5 極（IP5：米、日、欧、韓、中）体制で庁

間業務協力のための IT 情報化インフラ

構築活動に注力している。カナダ、英国，

オーストラリアなどもバンクーバー・グル

ープを設立し、審査結果を相互に活用

する基盤を構築する活動に力を入れて

おり、アジアの途上国も東南アジア諸国

連合（ASEAN）を通じて知的財産権にお

ける共助を強化すると同時に、IT インフ

ラ拡充及び共通カリキュラム案の策定

に集中している。 

韓国特許庁は、このように急変するグ

ローバル知的財産権環境において、知

的財産権情報化分野を持続的に先導す

るため、米国、欧州、日本及び中国特許

庁など主要特許庁との情報化協力体制

を持続的に強化している。韓国は、米国、

欧州、日本及び中国特許庁と 3 極文書

アクセスシステム（TDA）を通じて相互間

の審査情報及び優先権書類を交換し、

審査結果の相互活用を増大させ、行政

効率を向上させた。特に、韓国特許庁は

2015 年 3 月、韓国国民が他国の審査行

政情報を容易に照会できるように、審査

官にのみ提供されていた審査情報統合

照会システム（OPD）を国民向けに拡大

開放し、グローバル特許情報に対する

敷居を低くした。 

また、IP5 特許庁の一つとして、国際

的な地位を高めるための活動も活発に

行 わ れ て い る 。 世 界 知 的 財 産 機 構

（WIPO）の統計によると、2022 年、韓国

特許庁は特許協力条約（PCT）による国

際特許出願 21,916 件を受理した。これ

は中国、米国、日本に次いで 3年連続で

世界 4 位の多出願国に該当する。 

B. 推進内容及び成果 

1） 主要国特許庁との情報化協力強化 

a）IP5 特許庁との情報化協力 

世界的な特許出願の急増に伴う審査

の遅れと審査期間の短縮がグローバル

な課題として浮上していることから、これ

を解消するための IP5 間の協力の必要

性が増大した。こうした中、韓国特許庁

は IP5 体制発足を国際社会に提案し、

2008 年 10 月に済州で IP5 特許庁長会

議を初めて開催した。 



 

 

IP5 情報化協力の最大の成果は、IP5

特許庁の特許情報を一目で確認できる

審査情報統合照会システム（OPD）であ

る。 IP5 間のデータ交換を基盤とする

OPD システムは、2013 年 8 月に審査官

に優先的にサービスを提供した後、2015

年 3 月に国民向けまで範囲を拡大した。

また、2015 年 12 月には、OPD 審査官サ

ービスを WIPO-CASE システムと連携し、

IP5 庁だけでなく、英国、カナダ、オース

トラリアなどの審査情報まで照会できる

ようになった。また、2019 年には光学式

文字読み取り機能を導入し、海外文献

に対する言語障壁を解消するなど、

OPD システムの機能改善も継続的に推

進している。2021年には、ファミリー出願

内の引用文献を引用頻度順に確認でき

るように照会機能を改善し、OPD 英文ホ

ームページを構築し、国内審査文献の

英文翻訳文提供サービスを開始した。

2022 年には、特許に特化した自社開発

時ベースの韓英翻訳機を適用し、質の

高い翻訳を提供している。 

2016 年には、グローバル都市構築に

おけるユーザーのニーズを反映した 5 大

優先課題 16）の推進方向が策定され、課

題の実施範囲文書が 2016 年 6 月 IP5

長官会議で承認された。韓国特許庁は、

主導課題である出願人名称の標準化を

実施するため、パイロットプロジェクトを

実施し、2019 年 6 月、58 社のグローバ

ル企業と協力し、2019 年 6 月を対象に

出願人名称のマッピングテーブルの構

築を完了した。 

2020 年は COVID-19 の余波で出張環

境が悪化したが、IP5 を含む各国特許庁

はオンライン、ビデオ会議のプラットフォ

ームを活用し、情報化協力の議論を継

続的に推進した。 

2021 年にも COVID-19 の余波が続い

ており、韓国特許庁はビデオ会議プラッ

トフォームを活用し、IP5 情報化実務グ

ループ会議を開催した。韓国特許庁は

優先権証明書類に原出願元の分類情

報を添付することを提案し、IP5 は分類

情報の添付に必要な諸般の事項を検討

することにした。また、5 大優先課題の今

後の実施日程と終了条件を次回会議で

議論することに合意した。 

2022 年 IP5 は、欧州特許庁がグロー

バル通知サービスを提供する予定であ

ることを考慮し、グローバル都市への 5

大課題のうち通知サービス課題を終了

することに合意した。また、IP5 は、韓国

特許庁が提案した都市検索システム共

有サービスについて議論を継続していく

ことに合意した。 

b）日韓特許庁の情報化協力 

2019 年 8 月に日本の東京で開催され

た第 22 回日韓特許庁情報化専門家会

議では、両庁間のデータ交換リストを更

新し、優先権証明書類の交換方式を

PDX17）から DAS18）に一元化する日程 

------------------------------------------------------- 
16）5 大課題（主導国）：出願人名称の標準化（韓国）、通知サービス（欧州）、XML 基盤文書（日本）、法的状況情報（中国）、庁間文書交換（米国） 

17）PDX：両特許庁間のセキュリティ網を利用して優先権主張証明書を交換する方式 

18）DAS：WIPO を経由する優先権主張証明書類の交換方式で、PDX に比べてセキュリティ性に優れ、他特許庁の参入が容易であるという利点が

ある。



 

 

に合意した。この合意に基づき、両庁は

2021 年 12 月 31 日付で既存の PDX サ

ービスを終了した。 

c） 韓中特許庁の情報化協力 

2021 年 10 月の韓中特許庁情報化専

門家会議では、両庁のシステム実装状

況を共有し、性能評価方法を確認し、優

先権証明書類に分類情報を添付する方

案について議論した。 

d）韓-欧州特許庁情報化協力 

韓-欧州特許庁（EPO）は、2005 年 6

月間の包括的な協力事項を盛り込んだ

了解覚書（MOU）を締結して以来、了解

覚書の忠実な履行のため、2 年ごとに協

力計画を策定し、体系的に情報化協力

を推進している。 

2022 年 10 月に開催された韓-EPO 実

務会議では、人工知能基盤の特許知的

動作分類の開発現況及びブロックチェ

ーン基盤の優先権証明書類交換システ

ムの実装情報を共有し、PCT 国際調査

報告書に引用された非特許文献の交換

について議論した。また、韓国特許庁が

提案した XML 形式の序列目録が含まれ

た優先権書類のXML化の課題について

議論を続けることに合意した。 

e）韓米特許庁の情報化協力 

韓.米特許庁は 2008 年 9 月に包括的

協力のための了解覚書（MOU）を締結し

て以来、文書交換、仮想協力システムな

ど様々な協力事業を推進してきた。 

2022 年 9 月に開催された第 6 回韓米情

報化専門家会議では、2024.1.1 付けで

使用中止が予定されている PCT 電子出

願ソフトウェア（PCT-SAFE）の活用現況

及び今後の計画を両庁間で共有した。

また、両庁は、機械翻訳、特許分類、先

行技術文献検索及び図形商標・意匠検

索など知的財産行政に対する人工知能

技術の導入現況を相互に紹介しながら、

両庁のシステム補完・改善に活用できる

よう、継続的に関連情報を交換すること

に合意した。 

2） 国際機関との情報化協力事業の拡

大 

我が国特許庁は、世界知的財産機構

（WIPO）と 2022 年 7 月に韓-WIPO PCT

情報化協力計画を策定し、様々な情報

化協力事業を推進している。 

特に、PCT 業務効率向上のため、

ePCT ウェブサービスを活用した WIPO

送受信文書の送信自動化を拡大適用し

ており、2022 年 10 月から ePCT ウェブ

サービスを活用して記録原本及び優先

権証明書類を WIPO に転送する予定で

ある。 

また、電子出願方式の一つである

PCT-SAFE のメンテナンスが 2022 年 7

月に終了することに伴い、韓国特許庁

は、国内出願人の利便性及び政府の役

割を総合的に考慮し、ePCT 出願サービ

ス 19）の活用を広報・督励しており、同時

に 2022 年 1 月から

-------------------------------------------- 

19） 別途のソフトウェアのダウンロードなしにウェブ上で国際出願書式を作成できるサービス 

  



 

 

配置した ePCT 顧客専門家を通じて、国

内 PCT 出願人の ePCT 使用に伴う顧客

支援を積極的に行っている。 

2021 年 11 月に開催された WIPO 標

準委員会（CWS）には、韓国特許庁の部

分意匠出願の慣行と 2D 画像活用部分

を含む 3D 標準が制定され、配列リスト

作成標準（ST.26）導入のために PCT 規

定・施行細則改正状況及び導入日延期

（2022 年 1 月 1 日→2022 年 7 月 1 日）

の承認が報告された。 

2022 年 11 月に開催された第 10 回

WIPO 標準委員会では、我が国特許庁

が提案した合金組成情報廃データ構造

が国際標準（ST.26 v6.0）として承認され、

我が国特許庁と WIPO 国際事務局が共

同で出願人名称データ整備に関する国

際標準案を発表した。 

3） 国家間特許情報交換・活用システム

の構築及び運営 

世界特許分野における韓国の地位が

高まる中、2007 年には韓国特許文献が

PCT 国際調査及び国際予備審査機関

で必須に参照しなければならない PCT

最小文献に指定された。これに伴い、韓

国特許庁は、韓国特許情報に対する海

外特許庁審査官のアクセスと理解を向

上させるため、2005 年 11 月に韓国特許

公報の韓英機械翻訳サービス（K-PION）

を開始し、サービス品質を向上させるた

めの改善を継続的に行っている。 

2018 年には IP5 との優先権証明書類

の交換も DAS を通じて行われるように

合意した。また、2018 年 7 月と 12 月に

は、世界初の中国及び米国と DAS を通

じた意匠優先権証明書の電子的交換を

開始し、出願人の利便性を向上させた。

米国、日本、中国、EPO とすべて特許優

先権証明書類を電子的に交換する方法

を一元化することに合意したため、韓国

特許庁は 2023 年 6 月 30 日付けで PDX

サービスを全面終了する予定である。 

C. 評価及び発展方向 

韓国特許庁は、K-PION 及び 3 極文

書アクセスシステム（TDA）を通じて韓国

特許情報を海外に発信するなど、国内

特許権保護のための努力を続けている。

また、IP5 各特許庁の審査情報へのアク

セス性を向上させるため、機械翻訳サー

ビスの品質を向上させるための課題を

継続的に推進している。 

また、審査効率を高めるための努力

も継続的に推進している。審査情報統

合照会システム（OPD）が開通されて以

来、継続的な機能改善を推進し、その結

果、既存の米国、欧州及び日本特許庁

の審査情報に加え、中国特許庁の審査

情報まで一目で見ることができるように

なった。 

また、今後、両国間及び多国間にお

いて多様で充実した情報化協力事業を

推進する計画である。また、韓国型特許

情報システムの国際的な支持と信頼の

確保に総力を注ぎ、特許行政情報化分

野の世界標準定立に主導的な位置を確

保し、さらに世界の特許行政情報化の

発展に貢献できるモデルを積極的に発

掘し、国際機関との協力事業として推進

していく予定である。

 



 

 

２．韓国型特許行政情報システムの海外への拡散 

産業財産情報局 産業財産情報政策課 放送通信事務官 イ・ジュミ 

工業事務官 チュ・サンヒョン 

 

A. 推進背景及び概要 

今日、世界各国の特許庁は、特許出

願を効率的に処理し、出願人の利便性

を向上させるため、「特許行政情報シス

テムの高度化」を重要な政策目標として

設定して推進している。IP5 はもちろん、

最近特許出願が急激に増加している途

上国も特許行政情報システムに多くの

関心を持っており、情報システム構築の

ために様々な努力を推進している。 

韓国は、2010 年 OECD 開発援助委員

会（DAC）加盟を機に、継続的に ODA を

拡大することで、国際社会で経済規模に

見合った役割を果たしてきた。2022 年の

ODA 支援規模は前年比で約 5 千億ウォ

ン増加し、合計 4 兆 425 億ウォンで、国

際社会に約束した援助規模の拡大を忠

実に実行している。特に、短期間で先進

国の仲間入りを果たした発展経験を基

にした経済発展共有事業（KPS）など、

韓国型 ODA モデルを確立しつつある。 

特許行政分野でも ODA を活用した特

許行政情報化コンサルティング及び韓

国型特許行政情報システムの海外普及

活動を活発に展開している。これにより、

知的財産権行政情報化分野において技

術標準の国際的な主導権を確保し、開

発途上国との情報化協力を強化するこ

とで、国際社会で国益優先の協力関係

を形成するための前哨基地を築くととも

に、韓国 IT 企業の海外市場進出を支援

することにその意義がある。 

 

B. 推進内容及び成果 

韓国特許庁が世界で初めて開発した

オンライン基盤の特許行政情報システ

ムである特許ネットは、1999 年から蓄積

されたノウハウと技術をもとに、IP5 を始

めとした世界各国の特許庁のベンチマ

ーキングの対象になっている。このよう

な特許ネットの開発経験を基に、特許行

政情報化コンサルティング事業を遂行し、

世界各地に韓国型特許行政情報システ

ムを普及、構築している。 

2021 年にはマレーシア、ウルグアイ

特許庁を対象に特許行政情報化コンサ

ルティング事業を完了し、パラグアイ特

許庁を対象に米州開発銀行と協力して

行った特許文書電子化システム構築を

完了し、2022 年にはフィリピン特許庁を

対象に特許行政情報化コンサルティン

グ事業を進めた。また、エジプト特許庁

を対象に KOICA 資金を活用した特許行

政情報システム構築事業を進行中であ

り、チュニジア特許庁を対象にした特許

行政情報システム普及事業も KOICA 事

業公募に選定され、2023 年中に着手す

る予定である。中東の拠点国であるアラ

ブ首長国連邦（UAE）とは、特許行政の

全過程についてのオンライン特許行政

情報システムの構築を完了した後、

2021 年 1 月から 2022 年 12 月まで 1 年

単位でシステムメンテナンス契約を締結

した。 

 

 



 

 

システム開通以降、UAE のオンライン

出願率は 90％以上を記録するなど、構

築されたシステムが現地で活発に利用

されている。 

UAE の成功的なシステム構築経験を

基にサウジとの協力も推進し、2019 年 8

月にはサウジ知的財産庁と知的財産情

報システム構築のための情報化コンサ

ルティング契約を締結し、5 ヶ月のコンサ

ルティング期間を経てシステムの青写真

を提示した。 

C. 評価及び発展方向 

2009 年にはアジア最大の電子商取引

協議会であるアジア電子商取引協議会

電子商取引理事会の e-ASIA アワード

公共電子ビジネス分野の優秀事例に選

定されるなど、韓国特許庁の情報化レ

ベルは APEC,WIPO など国際機関や海

外特許庁から好評を得た。また、2016

年の UAE 政府とのシステム輸出契約締

結は、韓国特許行政情報システムの優

秀性が世界的に認められるきっかけと

なり、これを機に韓国型特許行政情報シ

ステムの海外進出がこれまでの無償援

助方式から脱却し、相手国政府が費用

を負担する有償輸出方式に改善された

という点で意味がある。今後、特許ネット

基盤技術の海外拡散及び国格を高める

ために、韓国型特許行政情報システム

構築モデルを多様化し、専門性を基盤

に韓国特許庁のイニシアチブを強化して

いく方針である。また、情報化標準の議

論において主導的な役割を果たすと同

時に、主要特許庁との協力を強固にす

ることで、知的財産権分野の先導特許

庁として前進していきたい。

 

３．高品質のグローバル知的財産権コンテンツ開発及び活用 

国際知的財産研修院 国際教育課 航空事務官 ファン・ジョンボム 

 

A. 推進背景及び概要 

韓国特許庁は知的財産先進 5 カ国

（米国、日本、欧州、中国、韓国）の一員

であり、国際知的財産研修院は世界知

的財産機構（WIPO）の公式知的財産権

教育機関として、国家間の知的財産格

差を解消し、韓国内外の知的財産保護

環境づくりに貢献するため、2006 年から

同機構と協力して知的財産教育コンテ

ンツを作成し、教育を行っている。 

 

 

B. 推進内容及び成果 

韓国特許庁は、WIPO と共同でビジネス

視点の知的財産権活用戦略学習コンテ

ンツである「IP パノラマ」を 24 ヶ国の言語

で開発・普及し、2010 年から 2022 年ま

で韓国国際知的財産研修院と共同で

WIPO アカデミーを通じ、175 カ国 3 万人

以上の受講生を輩出した。 

 

 

 



 

 

しかし、IP パノラマは開発から 10 年以

上経過し、コンテンツ意匠や学習事例の

老朽化、フラッシュプレーヤーのサポー

ト中止，ストーリーテリング方式の長いラ

ンタイムなどについて、現行化と改善の

必要性が指摘されてきた。 

これにより、特許庁と世界知的財産機

構（WIPO）、韓国発明振興会は 2019 年

から共同で改訂版の開発に着手し、3 年

にわたる企画と開発を通じて 2021 年 12

月に新しいバージョンである「IP パノラマ

2.0」を完成させた。 

「IP パノラマ 2.0」は、マイクロラーニン

グ方式を適用した短いランタイムのコン

テンツと学習モジュール、モバイル環境

で学習が可能なユーザー環境、インフォ

グラフィック、ドローイングなど多様な映

像技法を活用した直感的なコンテンツ構

成、知的財産権関連の新しい制度と最

新事例などを適用して全面的に改善し

た。 

また、デジタル大転換時代を迎え、国

際 IP 教育オンラインコンテンツの体系的

な開発のために「国際 IP 教育コンテンツ

開発ロードマップ」を策定し、完成したロ

ードマップに基づき、短期から長期まで

IP 認識向上、IP 創造、IP 保護、IP 執行、

IP 活用、審査の各分野、教育レベル別

にコンテンツ開発マトリックスを完成させ

た。 

C. 評価及び発展方向 

これまで国際 IP 教育コンテンツは、コ

ンテンツの信頼性及び公信頼性確保の

ために、WIPO などの国際機関と協力し

て開発を行い、これによりコンテンツ製

作及び活用に多くのノウハウが蓄積さ

れた。 

また、我が国が 1P5 の一員として、国

際知的財産分野での影響力及び信頼

性が認められ、独自の国際 IP 教育コン

テンツを制作すれば、国際 IP 分野で韓

国の影響力拡大に大きく役立つと予測

される。 

一方、IPパノラマ2.0は、2022年7月、

世界知的財産機関（WIPO）が加盟国総

会で公式発売行事を行い、2023 年から

韓 -WIPO IP 国 際 専 門 家 認 証 課 程

（AICC）、WIPO アカデミー、国際 IP 教育

サイト（KIPO アカデミー.kr）などで世界の

人々を対象に多様な国際 IP 教育課程に

活用される予定である。 

また、韓国特許庁は、ASEAN10 ヶ国

の知的財産権認識の向上と韓国企業に

有利な知的財産権環境をつくるために

協力しており、IP パノラマ 2.0 の ASEAN

各国の知的財産教育サイト（ASEAN IP

アカデミー）への提供を推進し、国際的

な知的財産教育分野において引き続き

主導的な役割を担う予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

表Ⅳ-3-5  国際 IP 教育オンラインコンテンツ開発ロードマップ 

   ロードマップ 

分野 

2023～2024 年 2025～2027 年 2028 年以降 

短期 中期 長期 

認識の向上 

  IP の基礎 

  IP 政策 

創出 

 特許法の基礎  

 意匠法の基礎  

 商標法の基礎  

保護・執行 

特許権侵害の判断 IP 訴訟  

商標権侵害の判断 IP 執行  

意匠権侵害の判断 不正競争行為の規制  

著作権侵害の判断   

対応と救済手段（特・商・意）   

活用 

IP 金融 IP 権利 IP 技術事業会 

 IP 技術移転とライセンシング  

審査・審判 

 審査管理 特許審査（技術分野） 

 特許行政の情報化 特許審査（地域別） 

  特許審査（中期研修） 

  特許審査（新技術） 

  特許審査 

  意匠審査 

  商標審査 

  審判官課程 

注）既存の国際・IP 教育オンラインコンテンツを除く 

 



 

 

 

４. 国内外の特許情報の活用・拡散のための特許情報博覧会を開催 

産業財産情報局 産業財産情報政策課 技術書記官 ファン・インソン 

行政事務官 チェ・ジョンフン 

 

A. 推進背景及び概要 

特許情報が国家・企業競争力の核心

要素として浮上するにつれ、特許情報の

戦略的かつ体系的な活用のための政府

レベルの国際行事が必要になってきた。

そこで、韓国特許庁は国内外の最新特

許動向を共有し、特許情報企業にマー

ケティングの場を提供できる特許情報博

覧会を企画し、第 1 回行事を 2005 年 11

月 COEX で開催した。 

B. 推進内容及び成果 

韓国特許庁は、2005 年度から毎年特

許情報博覧会（PATINEX）を開催してい

る。イベントは大きく分けて、特許情報分

野の主要イシューに対する国内外の著

名人の基調講演及び講演、特許庁の

「特許情報業者」企業の特許情報普及

政策及び活用実態を主に紹介するテー

マ発表、特許庁の「特許情報業者のサ

ービスと商品を展示する展示ブース運

営、特許情報商品」サービスに対する深

いコンサルティング及び教育が行われる

ワークショップで構成された。 

PATINEX は 2022 年 9 月 1 日から 2

日の 2 日間、「知的財産データ活用でデ

ジタル時代を先導する」というテーマで 4

つのセッション及び 27 社の展示会で構

成され、3 年ぶりにオフラインで開催され

た。 

C. 評価及び発展方向 

2022 は、韓国ビッグデータ学会会長

の基調講演を皮切りに、各セッション別

のテーマに対する国内講演者の講演を

通じて、特許情報を活用している様々な

分野の企業・機関のノウハウを共有する

ことで、参加者の関心と参加を高めるこ

とができ、オンラインメタバース館を通じ

てサービス企業と需要者間の時間的・

空間的制約のない交流の機会を設ける

ことで、イベントの満足度を高めるきっか

けとなった。また、ウォートインテリジェン

ス、ウィプス、アイファクトリーなど国内

外の特許情報サービス提供会社の展示

行事を通じ、参加者に特許情報活用に

関する国内外の市場動向を把握できる

ようにした。 

これを踏まえ、次年度のイベントは、

国内外の著名なスピーカーの招聘強化

とバランスの取れたセッション構成、参

加者と出展者間のコミュニケーションの

機会の拡大などを通じて、カンファレン

スの内実化と展示イベントの活性化にさ

らに注力する計画だ。 

 

 

 



 

 

 

第 5 節 最貧国・途上国に対する知的財産シェアリング拡大 

１．推進背景及び概要 

産業財産保護協力局 産業財産通商協力チーム 工業事務官 チェ・ギョソク 

 

2015 年 9 月の開発サミットでは、2030

持続可能な開発アジェンダを正式に採

択し、17 の持続可能な開発目標（SDGs）

を提示した。従来のミレニアム開発目標

（MDGs）が社会開発中心であったのに

対し、持続可能な開発目標では社会開

発、経済開発、環境保全など開発の分

野を多様化した。このような変化に伴い、

韓国は援助の効果性を高めるため、開

発分野間の戦略的な統合推進体制を構

築しようと努力しており、特許庁もこのよ

うな基調に沿いながら、知的財産 5 大先

進国という国際社会の地位と期待にふ

さわしい知的財産分野の公開開発援助

事業を推進するため、事業計画段階か

ら経済開発と環境保全など様々な側面

を考慮して事業を高度化し、科学技術情

報通信部などとの協業を通じて省庁の

公開開発援助事業のシナジー効果を高

めるために努力している。 

特許庁は 2010 年から途上国に適正

技術を開発・提供する一方、途上国の

優秀商品に対してブランド獲得を支援す

る事業を通じて、先進国-後進国間の開

発格差の解消を図り、韓国の知的財産

権外交力の強化に貢献している。適正

技術とは、高額の投資を必要とせず、エ

ネルギー使用が少なく誰でも簡単に習

得して使える現地の原材料を使い、小

規模の人々が集まって生産可能な技術

である。一言で言えば、先進国では活用

価値が高くないが、発展途上国には大

きな効用がある技術である。飲料水の

不足やコレラ、赤痢などの水媒介性疾

患に苦しんでいるアフリカの住民のため

に、一度に 75 リットルの水を入れて簡単

に転がすことができるように円柱状に設

計した「Q ドラム」と、汚染された水源か

ら99.97％の細菌を除去する携帯型浄水

器「ライフストロー」がまさに適正技術の

代表的な製品である。 

特許庁は 2021 年から科学技術情報

通信部と知的財産に基づく科学技術開

発の開発援助事業を進め、途上国の産

業問題解決のための韓国と途上国の共

同研究の効率を高めている。 

２. 主な内容と成果 

特許庁は 2010 年からグッド・ネイバー

ズ、ハビタットなどの NGO 及び WIPO、

APEC などの国際機構と協力して、途上

国に適正技術を普及させてきた。また、

途上国の農産品、特産品が、優れた品

質にもかかわらず、ブランドが備わって

いないため本来の価値を認められてい

ない状況を解決するために、途上国に

ブランドを開発し、支援する事業を推進

してきた。 



 

 

2022 年には、適正技術を利用してペ

ルー特産品であるゴールデンベリーの

乾燥技術を開発し、関連する水源機関

と乾燥ゴールデンベリーのブランドを開

発した。これによりペルーの農業環境が

改善され、経済所得が増大することが期

待される。また、ベトナムのラオカイ省の

少数民族学生のための温水供給機を開

発し、提供した。これによりベトナムの学

生の衛生と健康が改善されることが期

待され、韓国とペルー及びベトナムとの

友好関係の構築に貢献した。 

特許庁の知的財産シェアリング活動

は、知的財産を活用して途上国の問題

を解決し、経済所得を増加させることで、

途上国の発展はもちろん、途上国の韓

国に対する認識を高める効果がある。ま

た、同事業に参加した企業側には、途上

国を支援する機会を提供し、途上国に

合わせた技術を開発することで、同様の

環境を持つ他の途上国に関連製品を販

売する機会を得ることができる。 

図Ⅳ-3-9  2022 年適正技術開発事業の成果 

 

 

 

図Ⅳ-3-10  2022 年ブランド開発事業の成果 

 

 

特許庁は毎年新規事業を進めるとと

もに、既存事業の事後管理を行っている

が、2022 年には 2020 年に開発し、ベト

ナムに普及された国家地域認証マーク

の事業評価と使用現況を調査し、認証

マーク使用のための認識向上動画を制

作し、関連セミナーを開催した。これは

海外国家認証マークを韓国が開発した

優秀事例で、ベトナムにおける韓国特許

庁及び知的財産に対する友好的な雰囲

気が形成されることに貢献した。 

ペルーのゴールデンベリー乾燥機           ベトナム温水ストーブ             ベトナム温水ストーブ   

（４つの学校に設置） 

 

 

（左）ペルーゴールデンベリー製品ブランド、（左中）ペルー水源機関の団体標章 

（右中）ベトナムラオカイ教育庁のロゴ、（右）ベトナムラオカイ教育庁のキャラクター 

 



 

 

また、特許庁はこのような知的財産を

活用する特許庁のシェアリング事業を他

部門との協業を通じてシナジーを創出し

ようと試みたが、2021 年から科技部と一

緒にモンゴルウランバートル市の自動車

の排ガス低減装置開発、ベトナムの豚

の強健性改善事業を進めている。同事

業は 2023 年末まで行われる事業で、特

許技術を活用することで、研究開発また

は改善開発における迅速な方向性設定

を可能にし、重複投資などを防ぐことが

できると期待される。

 

３. 知的財産シェアリング事業の国際的な拡散 

産業財産保護協力局 産業財産通商協力チーム 工業事務官 チェ・ギョスク 

特許庁は、2004 年に WIPO と「韓-

WIPO 信託基金設置のための機関間約

定」を締結し、韓国信託基金に拠出し、

途上国及び最貧国の知的財産分野の

力量強化及び認識向上のための様々な

事業と支援を提供している。韓国の知的

財産シェアリング事業の効果を最大化

するため、2011 年から毎年、特許情報

を活用した適正技術コンテストを途上国

で実施している。2022 年にはドミニカ共

和国で川及び海洋環境改善というテー

マで大会が開催され、100 チーム以上が

参加した。適正技術コンテストは、単に

受援国の日常的な問題解決だけでなく、

受援国の一般人の知的財産に対する認

識の向上に寄与している。 

特許庁は、2020 年から WIPO・KDI ス

クールと共同で知的財産開発政策修士

課程（MIPD）を世界で初開設し、開発途

上国の公務員及び一般人を対象に韓国

固有の知的財産に基づいた開発経験を

拡散している。2022 年までに合計 50 人

余りの途上国の学生たちが MIPD を経

験していった。 

一方、途上国の公務員（審査官、裁判

官など）に対する招待教育及び知財権

認識向上プログラムなどを通じて、海外

に進出している又は進出予定の韓国企

業が現地で知財権を保護される基盤を

確保した。このため、2020 年には関連教

育のための教材と教育プログラムを開

発した。また、特許庁から付与された特

許権に対する海外での信頼度向上のた

め、海外特許庁審査官を対象に特許・

商標・意匠関連教育を実施している。国

連産業開発機構（UNIDO）が、特許戦略

院と共同で 11の途上国の公務員を対象

に「知的財産が主導する持続可能な産

業発展」課程も運営した。 

特許庁は、特許戦略院と共同で開発

途上国の教授、大学生など〈57 カ国 167

人）を対象に第 1 回 Inno キャンプを開催

して、韓国独自の IP-R&D を伝播した。 

その他、我が国特許庁は、幼児向け

の知財権教育アニメ及び青少年向けの

発明教育用ゲームなどを制作・普及す

るなど、需要者である子供及び青少年

に親しみやすいキャラクターを利用して、

知財権を簡単かつ楽しく理解できる教育

教材を開発してきた。 

このように、我が国特許庁は国際知

的財産シェアリング事業を積極的に実



 

 

施することで、途上国の国民の知的財

産創出・活用能力を養い、生活の質を向

上させ、経済発展を達成できるよう支援

し、今後も知的財産先進 5 庁（IP5）の一

員として、その地位にふさわしく、知的財

産を活用した開発援助分野において国

際的な責任を果たすことで、国の格を向

上させることに率先して取り組む。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       ・基盤が強固な知財行政 

・デジタル時代の未来先端技術をリード 

・知財基盤のグローバル革新企業育成 



 

 

 

知財基盤の事業化 

促進及び企業競争力の強化 

第１章 知財金融及び知財活用の促進・254 

第２章 知財基盤の強小企業の育成・275 

 

 

 

 

2022 知的財産白書 

INTELLECTUAL PROPERTY WHITE PAPER 



 

 

 

第 1 節 中小企業の知的財産金融・取引・事業化促進 

の活性化 

 

１. 概観 

産業財産政策局 産業財産活用課 行政事務官 カン・ヒョンジ 

韓国は特許出願実績が世界 4 位で

IP5（先進 5 カ国特許庁間の協議体）の

地位にふさわしい成長を遂げた。このよ

うな知的財産創出の量的な成長は、知

的財産が市場で取引移転及び事業化さ

れ、再投資につながるための重要な基

盤となっている。 

開放型革新時代においては、創造的

なアイデアや技術の産物である知的財

産を活用した市場の活性化及び韓国経

済の新成長動力の確保が不可欠である。

このため、政府は「革新成長と雇用創出」

を国政目標として提示している。中小・

ベンチャー企業の技術力とグローバル

競争力を高め、革新成長を実現すると

いうことである。そのためには、活用価

値の高い知的財産を創出し、創出され

た知的財産を安定的に保護しながら積

極的な活用を通じて付加価値を創出す

る知的財産市場の好循環システムの構

築が必要である。 

従来は各種政府支援政策を通じて中

小企業の知的財産創出及び活用活動を

誘引してきたが、これからは「知的財産

をどのように活用するのか？知的財産

に内在する経済的価値をどのように現

実化するのか？」という側面から、特許

庁は創出された知的財産が企業成長の

エンジンになるよう支援することで、革新

成長の実現及び雇用創出に貢献する政

策を策定するために努力している。 

最近の景気後退により、不動産など

の有形資産が不十分、または、信用度

が低い革新技術を保有する中小・ベン

チャー企業に対する金融市場の資金支

援及び投資の縮小が懸念される状況で

ある。これに伴い、政府は知的財産を基

盤に資金を融通する知的財産（IP）金融

及びこれに関連する知的財産評価及び

事業化市場を育成するための政策を策

定して推進している。 

2022 年、特許庁は関係省庁及び金融

機関などと協力し、知的財産（IP）金融

の評価活性化のための政策を推進した。

第 1 章 

知財金融及び知財活用の促進 



 

 

中小・ベンチャー企業を対象に IP-企業

銀行と協力し、ESG 企業のための ESG 

IP 優遇保証商品を発売した。また、優秀

IP 保有企業などのための IP 投資ファン

ドを設立し、IP の価値に基づく事業資金

の確保を多角的に支援した。 

また、IP 価値評価の信頼性を高める

ため、発明振興法を改正（2022.12、施行

2023.7）した。制度改善により、IP 価値評

価の対象を登録特許・実用新案・意匠

から出願または登録された特許・実用新

案・意匠・商標、営業秘密、半導体集積

回路配置設計に拡大することによって、

多様なタイプの IP が価値評価の対象と

なるように改善した。また、価値評価基

準を設け、評価機関がこれを遵守するよ

うにし、評価結果の信頼性を高めるため

の装置を設け、評価結果に対する標本

調査・妥当性調査などを導入し、評価結

果の品質を体系的に管理できるようにな

った。IP 価値評価に対する品質管理を

体系化することで、評価結果に対する信

頼性が高まり、価値評価に基づく IP 金

融もさらに活性化することが期待される。 

知的財産（IP）金融及び事業化などに

必要な知的財産金融の認識を高めるた

め、金融委員会及び金融機関などと共

同で第 4 回知的財産（IP）金融フォーラ

ム（2022.12）を開催し、革新成長のため

の IP 投資活性化方案を模索し、銀行・

投資機関などと一緒に IP 金融評議会を

運営して IP 金融の現況及び発展方向に

対する意見を持続的に収集した。 

担保 IP 回収支援機構の買収 IP 収益

の活性化のため、収益化の際に争点と

なる事項別に収益化基準を策定（2022.6）

した後、経営悪化企業及び会社再生中

の企業が債務不履行した担保 IP を買取

した後、当該企業に通常実施権を付与

して経営正常化及び会社再生を支援す

ると同時に、実施料による初の収益化

（9 件、1.2 億ウォン）もあわせて実現

（2022.7）した。また、IP 担保融資の活性

化のため、IP 担保融資銀行の質権設定

登録料を引き下げ（8.4→2 万ウォン、

2022.8）、回収支援機構の特許買入・維

持 費 用 に 対 す る 特 許手 数 料 を 免 除

（2022.2）した。 

このような政府の努力により、韓国の

知的財産金融の新規供給規模は 3 兆

905 億ウォンで、前年（2 兆 5,041 億ウォ

ン）に比べて 23 億ウォン増加した。知的

財産（IP）金融の新規供給規模をタイプ

別に見ると、IP 投資額が 1 兆 2,968 億ウ

ォン、IP 担保融資額が 9,156 億ウォン、

IP 保証額が 8,781 億ウォンとなっている。 

知的財産（IP）金融の拡大は、物的担

保が不足、または、信用度が低い技術

基盤の革新企業に集中的に資金を支援

していることが分かった。2022 年の IP 担

保融資企業 1,160 社を調べた結果、信

用度が高くない企業（BB＋等級以下、

NICE 評価情報信用情報基準）の融資が

82％で大半を占めた。 

特許庁は、今後も市場流動資金の産

業界への流入及び知的財産（IP）金融市

場を活性化するため、政策的能力を集

中する予定である。 

 

 

 

 



 

 

このため、IP 価値評価費用の支援や

スタートアップなど技術基盤の革新企業

に投資する IP 投資ファンドの設立を持

続的に拡大し、民間中心の IP 価値評価

技官の育成及び評価品質管理体系の

構築など、知的財産（IP）金融市場の成

長のための価値評価の基盤を強化する

計画である。 

 

２. 知的財産（IP）の価値評価及び金融支援の活性化 

産業財産政策局 産業財産活用課 行政事務官 キム・テヒョン 

A. 推進背景及び概要 

知的財産権は、技術開発の対価とし

て開発者に独占排他的な権利を付与し

たもので、知識経済時代の中核的な無

形資産であり、技術事業化の必須要素

として認識されている。しかし、知的財産

として登録された技術がすべて事業化

や資金確保などに活用されるわけでは

ない。「20 年度中小企業の金融利用及

び解決困難な問題についての実態調査

（2020 年 12 月、中小企業中央会）」によ

ると、中小企業の金融機関の融資条件

は不動産担保（40.9%）と信用力中心

（30.4%）であり、優秀な特許を保有する

中小企業が資金確保に苦労している。 

また、創出された知的財産の活用率

を高めるためには、知的財産が企業経

営戦略の核心要素として機能するように

活用分野を多様化する政策が必要であ

る。そのためには、まず知的財産の価値

評価に対する信頼性と公平性が担保さ

れなければならない。特許庁はこのよう

な価値評価基盤を構築するために発明

の評価機関を指定・運営しており、評価

品質管理チームを拡大運営、及び「知的

財産（IP）価値評価実務ガイド（2021 年

11 月）」を発刊するなど、評価手法の開

発と普及を持続的に推進してきた。 

さらに、評価結果が技術取引、技術

認証及び事業妥当性の分析などに活用

できるように「事業化と連携した知的財

産評価支援事業」及び金融（投資）機関

との協力を通じて事業化資金を確保で

きるように「金融と連携した知的財産評

価支援事業」を実施している。 

B. 推進内容及び成果 

知的財産への評価費用の支援は発

明振興法第 30 条に基づいて施行されて

おり、事業化と連携した特許技術評価支

援事業の場合、技術評価に必要な評価

費用の 50％以内で申請者 1 人当たり年

間 5 千万ウォンを限度として支援してい

る。評価費用は、事前相談（評価機関）

→申請及び受付（韓国発明振興会）→

審議→支援対象者選定→契約締結→

評価実施→評価報告書検収→補助金

支給の手続きに従って支援される。 

評価費用を申請できる対象者は、申

請日現在、特許法、実用新案法によっ

て登録された権利者とその承継人及び

専用実施権者としての個人、中小企業

基本法第 2 条による中小企業である。 

 

 



 

 

評価費用支援対象者は、特許技術の

技術性と活用性などを総合的に審議し

て選定することとなり、20 代 30 代の青

年企業、ベンチャー・イノビズ企業、知的

財産共済加入企業などに対しては支援

率を優遇（最大で＋10％p）している。 

最近 7 年間の評価費用の支援実績を

見ると、以下の表の通りである。

 

表Ⅴ1-1  知的財産事業化評価の支援実績      （単位：百万ウォン、件） 

区分 2016 年 '17 年 '18 年 2019 年 '20 年 2021 年 2022 年 

予算 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 

応募件数 84 85 75 75 74 64 71 

 

知的財産を評価する際には、権利性、

技術性、市場性、事業性に対する多角

的な検討が行われ、評価を通じて当該

知的財産の優秀性と事業化の妥当性、

そして知的財産の金銭的価値まで算定

することができ、知的財産の譲渡、ライ

センス供与のための適正移転取引価格

の算定、融資担保設定、ベンチャー投資、

現物出資、企業の破産または構造調整

による資産評価、長期戦略的経営計画

の策定、紛争・訴訟資料として使用する

ことができる。 

特許庁は 2006 年から技術保証基金

との業務協約を通じて、創業初期企業

など資金確保が必要な中小企業を対象

に、保有特許に対する価値評価によっ

て保証が行われるよう、保証連携で知

的財産評価の費用を支援しており、

2013 年には信用保証基金に協約機関

を拡大した。 

2013 年、特許庁が評価費用を支援し、

価値評価額以内で知的財産（IP）だけを

担保にして融資する IP 担保融資を韓国

で初めて産業銀行が実施して以来、

2014年に企業銀行、2015年に国民銀行

に IP 担保融資を拡大した。他にも投資

対象企業が保有する特許について、投

資機関の需要に応じてカスタマイズされ

た評価報告書の作成を支援し、特許を

基盤とした投資の活性化を誘導している。 

2018 年には、金融委員会と特許庁が

共同で「知的財産（IP）金融活性化総合

対策」を、2019 年には、国家知的財産委

員会が関係省庁合同で「知的財産価値

評価体系改善方案」を発表し、中小・ベ

ンチャー企業が知的財産を活用して事

業化資金を円滑に調達できるよう政策

的基盤を構築した。 

その中で、2020 年度に初めて導入さ

れた IP 回収支援事業（担保となった産

業財産権の買取・活用事業）は、金融圏

の IP 担保融資の活性化のための安全

弁としての役割を果たしている。 

この間、特許庁は、技術力の高い革

新的な中小・ベンチャー企業を対象とし

た IP 担保融資の活性化に向けて着実に

努力してきたが、金融機関は融資が返

済されない場合、担保物である IP を処



 

 

分することが難しく、最近まで IP 担保の

融資の規模が大きく拡大できずにいた。 

これにより、特許庁は IP 回収支援事

業を導入し、銀行が IP を処分することが

できる方案を作り（2019 年発明振興法

改正）し、その結果、IP 担保融資に対す

る金融圏の懸念が解消され、2019 年に

は 7 つの市中銀行が、'20 年には釜山銀

行など 5 つの地方銀行が IP 担保融資商

品を発売し、知的財産権を融資可能な

正規担保物として運営するなど、本格的

に IP 担保融資を活性化するための基盤

が整った。 

このような努力の結果、最近 7 年間に

知的財産評価支援を通じ、合計 6 兆

3,904 億ウォン規模の資金を中小企業に

支援し、これは同期に投入された予算

（40 億ウォン）に比して約 145 倍の効果

である。最近 7 年間の金融連携実績は

以下の通りである。

 

表Ⅴ-1-2  知的財産金融連携評価の支援実績       （単位：件、百万ウォン） 

区分 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 合計 

予算 3,270 3,270 3,770 4,620 8,005 9,605 11,550 44,090 

連携金額 303,559 367,951 453,703 716,794 1,163,549 1,568,624 1,816,273 6,390,453 

 

特許庁は、評価報告書の信頼性を高

め、政府補助金で実施される評価費用

支援事業を円滑に運営するため、発明

振興法第 28 条に基づき、国・公立研究

機関、政府拠研究所、民間企業研究所

または技術性・事業性評価を専門的に

行う機関を発明の評価機関として指定し、

運営している。発明の評価機関を指定

する際には、評価可能な技術分野、専

門人材及び評価業務を遂行するために

必要な評価技法と施設の保有程度など

を総合的に考慮する。 

現在、特許庁は 23 の評価機関（2022

年基準）を指定して運用しており、評価

機関の専門性を持続的に維持管理し、

評価機関の能力を強化するため、定期

的に発明の評価機関運営協議会及び

IP 金融フォーラムなどを開催している。

 

表Ⅴ-1-3  発明の評価機関の指定状況 

指定機関 

韓国産業銀行、韓国発明振興会、技術保証基金、特許法人タレ、特許法人タナ、

（株）ウィプス、（株）ナイス評価情報、（株）エクレダブル、韓国農業技術振興院、韓

国建設生活環境試験研究院、韓国機械電気電子試験研究院、韓国化学融合試験

研究院、韓国科学技術情報研究院、信用保証基金、特許法人トダム、（株）KTG、

韓国評価データ、ナイス D＆B、国民銀行、農協銀行、ウリ銀行、ユミ特許法人、ジ

ュウォン IP 

 

 



 

 

C. 評価及び発展方向 

特許庁は、中小企業の知的財産が死

蔵されることなく、価値評価を通じて技

術取引など事業化につながったり、金融

に活用されて事業化資金を確保できる

ようにしたりすることで、中小企業が知

的財産を基盤に成長できる基礎を作っ

た。 

今後も発明の評価機関指定を民間中

心に拡大し、評価機関間の品質競争体

制を整備していく。また，IP 価値評価実

務ガイド及び品質管理指針を改善・普及

させ、知的財産評価の基盤を拡充して

いく計画だ。 

特許庁は、中小企業が IP 事業化の最

大の難点として挙げている資金不足問

題を IP 金融で解決できるよう、IP 価値評

価費用への支援を持続的に拡大し、IP

価値評価に対する信頼性向上のために

品質管理活動を強化するなど、IP 金融

活性化のための政策を推進していく計

画だ。

 

３．マザーファンド特許口座を通じた知的財産（IP）投資支援 

産業財産政策局 産業財産活用課 行政事務官 キム・ヨンヒョク 

A. 推進背景及び推進方式 

優れた技術と創造的なアイデアを持

つベンチャー企業は、国の産業地形を

変える可能性を秘めている。しかし、ベ

ンチャー企業は失敗するリスクも大きく、

資金調達が容易ではない。そこで政府

は、民間ベンチャーキャピタル市場が活

性化されるように足がかりとなるよう

2005 年「ベンチャー企業育成に関する

特別措置法」に基づき、韓国マザーファ

ンドを設立した。 

マザーファンド（母体組合）とは、企業

に直接投資せず、個別ファンドに出資す

るファンドで、民間ベンチャーキャピタル

市場が形成されていないか、その規模

が小さい状況で、政府が一定規模の基

礎資金を投資市場に提供する政策手段

である。 

母体ファンドは毎年編成される政府予

算によって一度だけで投資規模が決定

される従来の方式から脱皮して、あるフ

ァンドが投資後に回収した財源を再び他

のファンドに出資して投資に活用する再

循環（リボルビング）方式で 30 年間運営

される。このように、長期的に安定的な

ベンチャー投資財源確保が可能になる。 

また、投資の専門性を高めるために

投資財源の供給は政府が行うが、個別

ファンドの設立及び管理監督は韓国ベ

ンチャー投資、投資の意思決定など個

別ファンドの運営は民間の専門投資家

であるベンチャーキャピタルが担当して

いる。 

母体ファンドが政府各省庁別のアカウ

ント特性に合ったファンド設立計画を公

告し、個別ファンドを運用するベンチャー

キャピタルを選定すると、選定されたベ

ンチャーキャピタルは、母体ファンドの出

資金以外に民間出資を募り、子ファンド

を結成し、個別企業に投資する。 



 

 

特許庁も「特許技術事業化及び知的

財産基盤創業」投資を促進するため、

2006 年に母体ファンドに特許アカウント

を作った。2022 年には政府予算 200 億

ウォンを母体ファンドに出資し、2022 年

末までの累積では 2,500 億ウォンの予算

を出資した。 

B. 推進内容及び成果 

マザーファンド特許アカウントは、政

府予算と回収金を基に、2022 年までに

合計 72 の子ファンドを結成し、累積で

1,124 社に 1 兆 6,626 億ウォンを投資し

た。 

特許アカウントの投資資金は、優れた

特許技術を事業化するベンチャー企業

が「死の谷」を乗り越え、強小・中堅企業

に成長するための足がかりとなっている。 

実際の特許アカウントの場合、マザー

ファンド全体に比較して政府予算 1 千億

ウォン当たりのコスダック上場企業数は

8 倍、投資企業当たりの上場率は 2 倍水

準で、一般的なベンチャー投資に比べて

企業の実質的な成長に寄与しているこ

とが分かった。 

また、特許アカウント投資を通じて企

業価値 10 億ドル以上のユニコーン企業

5 社が誕生し、最近では国際電子製品

博覧会（CES 2023）で 9 社が革新賞を受

賞するなど、特許技術基盤の革新企業

への育成にも優れた成果を示していると

評価されている。 

一方、2020 年からは、特許を買い取

るなどの方法により、ライセンシングなど

で収益（ロイヤリティ）を創出する IP 直接

ファンドも本格的に設立し、IP 投資のイ

ンフラに相当する IP 企業投資と合わせ

て新しい IP 投資の領域も開拓している。 

C. 評価及び発展方向 

特許アカウントは、2006 年以来、特許

技術基盤の投資を行う様々なファンドを

設立してきた。特許アカウントの子ファン

ドは、一時の流行の安易な技術分野別

の投資対象ではなく、適切な IP 価値評

価を通じて優秀な特許技術を持つ技術

革新型ベンチャー企業に投資し、国家

の産業構造を革新することに貢献してき

た。 

特許アカウントは、今後も特許技術の

事業化を推進する中小・ベンチャー企業

に IP 価値に基づく企業投資を持続的に

行う一方、IP 自体でも収益を創出できる

ようにする IP 直接投資を拡大し、民間 IP

ファンドの設立を支援するなど、IP 投資

の活性化に向けた多角的な努力を続け

ていく計画である。 

また、IP 自体が収益を創出できるよう、

政策資金の IP 直接投資を拡大し、民間

の IP ファンド設立支援など、IP 投資拡大

のための多角的な努力を続けていく。 

このような取り組みを通じて、新しい

IP 金融投資市場を形成し、特許競争力

の高い、強いベンチャー「中小企業」を

育成し、「IP 創出」「保護」「活用」が循環

する知的財産の生態系の実現と国家の

革新的な成長にも貢献できるものと期待

されている。

 

 



 

 

 

４. 知的財産共済の運営 

産業財産政策局 産業財産活用課 工業事務官 ソ・ジュンホ 

A. 推進背景及び概要 

知的財産共済は中小・中堅企業の知

的財産費用負担を分散・緩和し、企業の

成長及び海外進出を支援する公的共済

制度で、中小企業団体を中心に制度導

入の必要性が持続的に提起されてきた。 

第 4 次産業革命とグローバル競争の

加速により、中小・中堅企業が特許紛争

にさらされる可能性は高まっているが、

企業は費用負担や専門人材の不在及

び能力不足により、知的財産紛争に効

率的に対応することが難しいのが実情

である。特許紛争の場合、損害賠償金

の他に訴訟費用も 2 億ウォン程度かか

るため、資金事情が劣悪な中小企業に

さらに莫大な経営リスクを引き起こして

いる。 

また、直接的な訴訟費用のほか、紛

争予防のための特許戦略策定、海外進

出のための特許確保などは、中小企業

に新たな費用負担を強めている。中小

企業の特許出願・維持費用は 2013 年

4200 万ウォンから 2017 年 1 億 3000 万

ウォンで約 3 倍に増加し、輸出契約時に

契約相手が自国特許登録及び特許保

証を要求しているため、特許登録にか

かる費用及び特許保証費用が必然的に

発生しており、その費用も増加傾向にあ

る。 

一方、訴訟費用及び海外出願を支援

する政府支援事業は、支援対象を選定

する基準が厳しく、手続きが複雑である

ため、緊急の需要に対する即時の支援

が困難であり、支援範囲も予算制約の

ため限定されている。 

このような政府支援の限界及び知的

財産費用負担が増加する状況で、4 次

産業革命時代の強小企業育成のため

の中小・中堅企業のセーフティーネットと

して、知的財産共済制度の導入を推進

することになった。 

B. 推進内容及び成果 

特許庁は、2018 年 5 月の発明振興法

及び同法施行令の改正により、「知的財

産権関連共済事業の運営（第 50 条の 4、

施行令第 28 条の 3）」及び「特許共済事

業の委託及び資金の確保等（第 50 条の

5、施行令第 28 条の 4、28 条の 5）」に関

する条項が新設されたため、2019 年事

業実施のための政府拠出金を確保した。 

知的財産共済の専門的かつ効率的

な運営のため、発明振興法第 50 条の 5

に基づき、1 ヶ月（2018.12.14～2019.1.15）

の募集公告、提案書発表及び評価を経

て 2019 年 1 月に最終的に技術保証基

金を事業委託運営機関として選定した。 

知財共済商品は、顧客にやさしい商

品設計により 2019 年 8 月 29 日に発売

され、2020 年 7 月には共済加入者の加

入商品の選択幅を拡大するため、掛金

商品の加入可能件数を一企業 3 件まで

拡大し、納付期間を短縮した掛金商品を

追加して長期間の掛金加入に対する負



 

 

担を緩和させるなど、商品改善を推進し

た。 

企業の積立掛金を基に運営される共

済の特性上、1 年間加入企業を誘致し

た後、2020 年 7 月 27 日から融資を開始

した。融資商品は知財費用融資と経営

資金融資で構成され、知財費用融資は

国内外出願、知財審判・訴訟などの事

由の発生時に積立された掛金の最大 5

倍以内で、経営資金融資は経営上緊急

資金が必要な場合に掛金の 90 倍以内

で融資可能な商品である。 

一方、従来の事業名である「特許共

済」は特許保有企業のみを支援する事

業と誤解される恐れがあるため、事業の

目的と支援範囲が法・規定に合致する

ように 2020 年 12 月に「知財共済」に事

業名称を一本化し、『知財共済事業の運

営及び監督に関する規定』（特許庁告示

第 2020-32 号）の改正などを推進した。 

さらに、共済融資の活用度を高めるた

め、2021 年 1 月には、共済融資の資格

要件である義務納付期間を 12 ヶ月から

6 ヶ月に短縮した。また、知財費用融資

の融資事由を、従来の海外出張費用及

び国内外の知財審判・訴訟費用だけで

なく、国内出願費用、技術奪取・営業秘

密紛争費用、紛争関連知的財産取引費

用（2021 年 1 月）、知財移転及び事業化

費用（2021 年 4 月）など段階的に拡大し、

加入期間も延長した。企業が知的財産

権の確保・保護・活用の全過程を通じて

コスト負担を軽減できるよう支援してい

る。 

また、2022 年 4 月には、知財共済の

安定的な事業運営と財務健全性強化の

ために、将来予想される損失、支払金及

び利息に対する予備資金を用意させる

規定新設を推進した。このため、「準備

金の積立（発明振興法第 50 条の 6）に

関する条項の新設のための発明振興法

改正案を発議した。また、2022 年 12 月

には、ワンクリック経営資金融資を導入

し、緊急資金が必要な企業に対する迅

速な支援方案を設けた。 

C. 評価及び今後の計画 

知財共済は、商品発売以降、特許・実

用新案・商標・意匠などの知的財産権の

確保及び保護のための企業の高い関心

に よ り 、 2022 年 末まで に 12,858 件

〈12,531 件〉の加入を誘致し、累積拠出

金の納付額は 1,461 億ウォンで、その規

模は着実に増加している。 

また、融資開始（2022 年 7 月末）以降、

2022 年末まで 3 ヵ所 6 件、479 件（約 96

億ウォン）の融資を支援すると同時に、

共済加入企業を対象に無料法律諮問サ

ービス、優先審査申請料の支援、特許

庁支援事業の加点付与など様々な優遇

措置を提供し、中小・中堅企業の知的財

産セーフティーネットの役割を果たして

いる。 

特許庁は引き続き関係機関との協力

を通じて加入者募集経路を多様化し、新

規加入者を拡大し、準備金積立の詳細

基準の策定、資産運用のリスク管理の

改善、税額控除の導入推進など、知的

財産共済の自立運営の基盤を構築する

ために積極的に努力する計画である。 

さらに、一時納付型共済や知財費用

に対する即時融資制度などを導入し、 

 



 

 

知財紛争などに直面した企業が、より

簡単に速く知財費用を調達できる基盤

を固める方策を模索し続ける。 

 

表Ⅴ-1-4  知財共済の主な商品内容 
（掛金商品）加入時に毎月の払込掛金を選択し、毎月積立形式で一定金利を適用されて掛金を積

み立て、積み立てられた元利金は共済契約解約時に一時支給。 

-掛け金の種類:30 万ウォン、50 万ウォン、80 万ウォン、100 万ウォン、200 万ウォン、300 万ウ

ォン、500 万ウォン、1,000 万ウォンで、一企業 3 件まで加入可能 

（融資商品）共済掛金を 6 回目の納付後から知財費用融資及び経営資金融資が利用可能 

➊（知財費用融資） 

国内外出願、知財権審判"訴訟、知財移転"事業化など融資事由発生時、積立掛け金の最大 5 倍

以内で所要費用を融資、融資期間 5 年以内（1 年または 2 年据え置き後、分割返済） 

※掛け金の最大加入可能金額:15 億（5 億×3 件）、最大融資可能金額:75 億（15 億×5 倍） 

➋（経営資金融資）緊急の経営資金が必要な場合、積立部金の 90%以内の融資、融資期間 1 年（延

長または借り換え可能） 

 

 

５．オン・オフラインの連携による知財取引への支援 

産業財産政策局 アイデア経済革新チーム 工業事務官 キム・ギョンナム 

産業財産活用課 行政主事補 アン・ソンヨン 

 

A. 推進背景及び概要 

国家経済成長の核心要因が有形資

産から技術などの無形資産に移行して

おり、企業価値においても無形資産が

占める割合が持続的に増加している。こ

れにより、国家の持続可能な成長のた

めには、核心技術開発のための R&D 投

資とともに、開発された技術に対する特

許権を確保し、ビジネスに活用して収益

を確保することが重要である。創造する

ことが重要となる。 

しかし、現代は技術の多様化・高度化

及び激しい技術革新競争などにより、技

術のライフサイクルが短くなり、技術の

融合・複合化に伴う技術開発所要期間

及びコストが増加するなど、技術革新環

境は徐々に悪化している。このような環

境下で競争優位性を確保するためには、

自社の技術開発に重点を置く慣行では

なく、外部の革新技術を積極的に導入し、

技術開発に必要な時間とコストを削減し、

活用されない技術はライセンス供与する

開放型革新が求められる。 

特許庁は、特許技術の活用促進及び

開放型革新を支援するため、知財取引

情報システムを構築し、特許取引専門

館を運営するなど、オン・オフライン連携

を通じた特許技術取引を支援することで、

第 4 次産業革命時代の知財活用体系の

先進化を通じた国家の知財競争力強化

に取り組んでいる。 

B. 推進内容及び成果 

情報技術と電子商取引の発達は、産

業の生産性を飛躍的に向上させ、顧客

により便利で有用なサービスを提供する

ことはもちろん， 



 

 

政治・経済・社会・文化などあらゆる

分野において新しい方法での変化を促

進している。 

特許庁は、情報技術を活用した取引

情報の交換及び提供を通じて特許技術

取引が活性化されるよう、2000 年 4 月に

知 的 財 産 取 引 情 報 シ ス テ ム

（www.ipmarket.or.kr）をオープンし、2009

年からは取引と関連した情報のアクセス

性を高めるために個別的に運営してい

た技術取引情報サイトの連携を拡大し

た。また、2022 年下半期からは既存の

知的財産取引情報システムを国家知的

財産取引プラットフォームに拡大・改編

し、アイデア取引プラットフォームと連携

を行い、知的財産金融及び事業化関連

情報を統合的に提供するなど、ユーザ

ーの利便性を向上させるために持続的

に努力している。 

一方、知的財産取引の特性上、両当

事者間の取引意思が合致しても、特許

取引価格に対する不一致及び手続き的

な専門性の欠如など、実際の取引として

成立するまでは様々な障害要因が存在

する。また、国内企業は技術導入よりも

自社開発の比重が高く、技術取引市場

が狭く、民間取引機関の公信力不足、

正当な仲介手数料納付文化の未形成な

どにより、知的財産取引は困難である。 

これに伴い、特許庁では、技術分野

及び圏域別に構築された特許取引専門

官（計 17 人）をソウル、京畿だけでなく、

嶺南圏と湖南圏に配置し、企業が常時

技術移転の相談をサポートできるチャン

ネルを設けた。これにより、知的財産取

引の専門人材及び情報の不足で困難を

抱える個人、中小企業の知的財産取引

が適材適所に成立するよう支援している。  

特許取引専門官は、個人、中小企業

などを対象に需要発掘及び面談、適正

供給技術マッチング、仲介交渉及び契

約関連法律の検討など、特許技術取引

全般に関する知的財産仲介サービスを

提供している。取引成立後も IP・技術金

融、R&D など技術事業化のための支援

事業とも連携している。このようなオン・

オフラインの知的財産取引支援事業を

通じて成約された取引の現況を見ると、

最近 5 年間で平均 580 件に達している。 

特許庁は、このようなオン・オフライン

知的財産取引支援事業を民間まで拡大

するため、2020年から民間・公共協力型

知的財産取引支援事業を運営しており、

特許取引専門官が保有する公共の IP

取引基盤及びノウハウを提供し、民間

の IP 取引機関が自活能力のある取引

機関として成長できるよう積極的に支援

している。 

 

表Ⅴ1-5  権利別・タイプ別の知財取引実績     （単位：件） 

区分 特許 実用新案 意匠 商標 その他# 計 権利譲渡 実施許諾 

2018 年 528 2 19 6 9 564 338 226 

2019 年 590 5 35 22 1 653 376 277 
2020 年 498 1 3 20 1 523 352 171 
2021 年 495 2 55 27 5 584 340 244 
2022 年 537 0 7 0 34 578 296 282 



 

 

技術取引は特許権などの無形資産を

移転対象とするため、技術取引当事者

間の情報不均衡が起こることが多い。そ

のため、合理的な技術仲介交渉のため

に、当該技術の優秀性を証明できる効

果的な手段が必要であった。これによっ

て、特許庁では 2009 年にオンライン特

許評価サービスである「特許分析評価

システム（SMART5）」を開発した。 

SMART5 は、客観的で定量的な特許

情報（出願・登録・審査・審判情報など）

を活用した特許評価及び分析結果を、

オンラインから低コスト、リアルタイムで

提供する。これにより、技術購入者に供

給技術の権利性、技術性、活用性に対

する客観的な分析資料を支援している。 

SMART5 は、2010 年 4 月の国内登録

特許評価を皮切りにサービスを継続的

に拡大してきた。2018 年には、韓・米・欧

の特許の評価情報を民間に開放し、

2021 年と 2022 年には中国と日本の特

許を追加して、知的財産 5 大強国（韓・

米・欧・中・日）全体の特許に対する評価

サービスが可能になった。これにより、

知的財産サービス企業が多様な IP ビジ

ネスを開発し、知的財産市場が活性化

されるよう支援政策を展開している。サ

ービス開始から 2022 年 12 月までに評

価サービスの利用件数が累積 145 万件

余りに達するなど、特許の質的評価の

活用は持続的に拡大している。

 

表Ⅴ-1-6  機関類型別の特許分析評価システムの年間契約実績 

区分 民間技術取引機

関・特許法人 

企業 大学・公共研

究 

公共機関 金融機関 合計 

2010 年 7 5 11 9 1 33 

2011 年 12 4 16 9 2 43 

2012 年 8 8 23 10 2 51 

2013 年 10 3 30 15 3 61 

2014 年 25 4 29 7 5 70 

2015 年 41 5 47 20 6 119 

2016 年 44 5 51 19 5 124 

2017 年 40 1 50 21 3 115 

2018 年 43 4 35 25 4 111 

2019 年 34 0 20 31 5 90 

2020 年 42 3 33 15 4 97 

2021 年 34 11 29 26 5 105 

2022 年 26 1 28 25 4 84 

合計 366 54 402 232 45 1,103 

 

  



 

 

 

表Ⅴ-1-7  機関タイプ別特許分析評価システムの利用実績（単位：件） 

区分 
民間技術取引機関/

特許法人 
企業 大学・公共研 公共機関 金融機関 個人 合計 

2010 年 6,046 3,364 3,444 13,864 9 455 27,182 

2011 年 9,727 5,558 6,982 11,336 886 139 34,628 

2012 年 6,046 5,464 7,084 13,276 359 258 32,487 

2013 年 11,073 4,721 10,611 18,984 5,577 354 51,320 

2014 年 40,170 4,858 13,453 53,260 7,517 978 120,236 

2015 年 26,926 4,261 22,241 61,462 8,807 1,514 125,211 

2016 年 77,320 802 20,565 67,308 8,792 1,759 176,546 

2017 年 51,880 2,849 26,638 44,079 8,168 2,128 135,742 

2018 年 50,689 629 25,791 70,462 5,487 522 153,580 

2019 年 36,846 207 19,427 45,639 7,273 582 109,974 

2020 年 27,985 500 36,015 34,562 10,797 465 110,324 

2021 年 34,440 19,609 25,831 71,900 6,740 3,777 162,297 

2022 年 30,919 2,628 24,300 136,476 8,925 3,713 206,961 

合計 410,067 55,450 242,382 642,608 70,412 16,644 1,446,488 

C. 評価及び発展方向 

IoT、人工知能、ビッグデータなど第 4

次産業革命をリードする技術の台頭に

より、グローバル市場の産業構造が急

速に変化しており、製造業、サービス、

文化など産業間の境界が崩れ、接続と

融合を通じて新しい産業と市場が創出さ

れている。 

このため、グローバル企業は新事業

の先取りのために外部技術導入、技術

革新型など開放型革新に積極的である。

しかし、国内では知的財産に対する社

会的認識が低く、知的財産侵害に対す

る処罰が不十分な結果、知的財産取引

市場が活性化されていない。 

このような環境にもかかわらず、特許

庁のオン・オフラインを通じた特許技術 

 

取引実績が改善されている。これは、長

期的な観点から特許技術取引基盤を構

築し、効果的な支援政策を通じて取引

市場が拡大できる可能性を示している。 

今後も特許庁は、特許取引専門官、

国家知的財産取引プラットフォームを通

じて特許取引を希望する個人及び中小

企業に知的財産仲介サービスを提供し、

知的財産の価値を高め、中小企業の技

術競争力を高める計画である。 

また、民間知的財産取引機関との協

力を持続的に拡大し、民間知的財産仲

介市場が創出されるよう支援すると同時

に、SMART5 の民間開放を通じて多様

な知的財産情報サービスが発売される

よう支援するなど、民間中心の知的財

産取引市場のエコシステムが作り出さ

れるよう積極的に努力する計画である。



 

 

６. アイデア取引の支援 

産業財産政策局 アイデア経済革新チーム 工業事務官 キム・ギョンナン 

A. 推進背景及び概要 

COVID-19 によりデジタル転換が加速

する中、革新のための新たなアイデアの

重要性がさらに浮き彫りになっている。

このような市場環境の変化に対応する

ため、多くの企業は外部の革新力量を

積極的に活用し、変化しようとする開放

型革新を追求しており、消費者のニーズ

が多様化し、製品のライフサイクルが短

くなる中で、製品開発のリスクとコストを

削減するために外部のアイデアを積極

的に活用している。代表的な事例として、

フィリップスの「エアフライヤー」、P&G の

「オーラル-B」電動歯ブラシなどがある。 

しかし、韓国は優れた革新能力に比

べ、創造的アイデアの活用能力及び活

用環境が不足しているのが実情である。

したがって、外部からの創造的なアイデ

アが企業革新などにつながるアイデア

取引環境づくりの必要性が高まる中、特

許庁は 2021 年 3 月、アイデア取引プラ

ッ ト フ ォ ー ム で あ る 「 ア イ デ ア で

（www.idearo.kr）」を開設し、企業や国民

誰でも自由にアイデアを相互に共有・取

引できる基盤づくりを行った。 

B. 推進内容及び成果 

国民の創造的なアイデアを通じて公

共機関の課題（問題）を解決すると同時

に、アイデア取引の活性化を図るため、

2021 年から「アイデアで」を利用して公

共機関のアイデア公募を実施した。2021

年には 120 の課題に対して 806 件のア

イデアが提案され、そのうち 62 件のアイ

デアが取り引きされ、2022 年には 32 課

題に対して 788 件のアイデアが提案され、

20 件のアイデアが取引された。 

炭素排出量削減及び2050年カーボン

ニュートラル社会の実現のため、2022

年に企画財政部と共同で未来韓国アイ

デア公募を実施し、合計 246 件のアイデ

アが提案され、32 件をシェアした。また、

大田市と共同で社会・都市問題解決の

ためのアイデア公募展を実施し、6 つの

課題に対して 180 件のアイデアが提案さ

れ、11 件をシェアした 

また、2022 年から韓国の代表的な社

会的企業である「美しい店」と良いアイデ

アコンテストを開催し、合計 142 件のアイ

デアが提案され、そのうち 10 件をシェア

した。 

その結果、プラットフォーム開通後の

2022 年 12 月末時点で「アイデアで」に

10,816 人の個人会員、525 社の企業会

員が加入し、合計 4,805 件のアイデアが

提案され、267 件（シェア 52 件を含む）の

取引が成立した。 

それだけでなく、「アイデアで」プラット

フォーム内で安全なアイデア取引ができ

るように、秘密保持誓約・未取引のアイ

デア不使用などに関する誓約の義務化、

プラットフォーム利用規約の制定など標

準取引手続を設け、アイデアの流出・奪

取・盗用防止のために画面保存・コピ

ー・ダウンロード防止機能を追加するな

どシステム機能を強化した。 

 



 

 

C. 評価及び発展方向 

いまだ、アイデア取引に対する認識が

低く、プラットフォーム開通の初期段階で

あるため、取引が活発ではないが、認識

の向上とともに制度の補完など安全な

取引環境がつくられれば、徐々に活性

化するだろう。特許庁は 2022 年 3 月、関

係省庁合同で「アイデア登録・取引制度

の活性化方案」を非常経済中央対策本

部会議（経済副総理主宰）に上程した。

アイデア取引の基盤づくりを行い、公共

と民間が自由にアイデア取引に参加で

きるように、国が拠点となる「アイデアプ

ラットフォーム」を構築・運営し、国民の

アイデアの供給拡大のために合理的な

インセンティブを提供してアイデアの創

出動機を与え、アイデアに対する保護を

強化するために「公募展アイデア保護ガ

イドライン」を制定・配布するなど関連シ

ステムと制度を整備することが主な内容

である。 

今後、アイデアプラットフォームを通じ

てアイデア取引市場がつくられ、国民の

創造的なアイデアが企業革新及び国家

経済・社会発展の原動力として活用され

るように持続的に努力する計画だ。

図Ⅴ-1-1  「アイデアで」の運営概要 

 

 

７．知的財産の製品化支援（IP 製品革新） 

産業財産政策局 アイデア経済革新チーム 工業事務官 ソ・ヒョウォン 

A. 推進背景及び概要 

国内に出願された特許、実用新案、

意匠のうち、中小企業出願が占める割

合は、2011 年の 20.8%から着実に増加し、

2021 年には 27・8%で、全体の 1/4 以上

が中小企業出願である。中小企業の技

術開発がこれまで以上に活発に行われ

ている証拠である。しかし、専門人材や

資金など事業化力量が不足している中

小企業が開発された技術をもとに製品

を開発し、事業化に成功する割合は高く

ない。特に、政府の各種 R&D 支援を通

じて開発された技術を基に事業化に成

功する割合は 50％程度に留まっている。 

関連して、特許庁では、中小企業自

身の力量で解決するのが難しい製品開

発過程の技術的問題を、他の技術分野

の特許を分析した情報などを活用して

解決し、改善された製品に対する設計と

製作などの検証を支援する「IP 製品革

新支援事業」を実施している。 

➊公募課題を出す 

 

➌アイデア採択/購入 
 

 

➋閲覧（閲覧料支払） 

 

➌購入（入札） 

➋アイデアの提案 

 

❹購入代金（補償）支払 
 

 

➊アイデア登録 

 

➌販売代金，閲覧料支払 

アイデアで 

  チャレンジ 

  マーケット 

 
 

会員企業 会員の国民 



 

 

2012 年から始まった本事業は、受益

企業の需要を反映して継続的に支援内

容を補完しており、特に 2021 年からは

様々な機関と協力して試作品の製作、

事業化資金などの幅広い支援を提供し

ている。 

B. 推進内容及び成果 

IP 製品革新支援事業は、支援内容に

よって市場と顧客の需要に合わせた新

製品を企画する「新製品企画」課題と既

存製品の機能、生産工程などを改善す

る「問題解決」課題、製品の意匠改善を

通じて使用性と機能を向上させる「製品

高度化」課題に分けられる。課題別コン

サルティングの成果物を基にした製品の

設計と製作などの検証が支援され、希

望する企業は投資誘致説明会に参加す

る機会も得られる。 

事業公告→支援企業選定→実行会

社選定→協約締結及び支援課題遂行

の順に行われ、支援が完了した受益企

業に対しては、翌年から 3 年間、支援成

果に対するモニタリングを実施する。 

最近 5 年間、本事業を通じて合計 381

社の中小企業が支援を受け、モニタリン

グ（アンケート）の結果、これら受益企業

のうち 97％以上が支援結果を製品競争

力強化、新市場進出などの事業化に活

用したことが分かった。 

特に、2022 年には既存の協業事業を

拡大し、国土部、中小企業庁、防衛事業

庁など中央政府機関や自治体（大田、

城南、済州）、大学など 9 つの機関の事

業と連携して共同支援することで、予算

増額なしで、支援企業に最大 31 億ウォ

ンの追加支援の効果があった。また、こ

のような支援成果を活用し、独自の「官

民協業投資誘致説明会」を通じて 54 億

ウォンの投資誘致を行い、一部の受益

企業は政府機関と 100 億ウォン規模の

納品契約を推進し、国内外の各種展示

会で優秀な結果を得るなど、多方面で

成果が活用されていることが分かった。

表Ⅴ-1-9  官民協業による知的財産の製品化支援体系 

 

表Ⅴ-1-8 IP 製品革新支援事業実績及び成果 

区分 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 

予算（百万ウ

ォン） 
3,884 3,884 3,884 4,137 4,137 

支援企業数

（社） 
77 81 51* 89 83 

事業化活用

率（％） 
97.3 97.3 99.2 98.1 97.0 

*コンサルティング検証の統合支援で支援企業数が減少 

企業選定  知的財産製品化支援  投資・販路支援 

優秀 IP 保有中小

企業 ▶ IP 戦略、創業投資、製品/事

業家戦略コンサルティング 

試作品、事業化資金、投資

検討等 ▶ IP 投資誘致説明会、優

秀発明品-革新製品 

共同選抜  特許庁 中企・国土部など 9 機関  
特許庁・民間投資機関

等 



 

 

表Ⅴ1-10  IP 製品革新支援適用体系 

C. 評価及び発展方向 

IP 製品革新支援事業に用いられる異

分野特許検索方法論（OPIS）は、技術

分野別特許が持つ問題解決原理を他の

技術分野に適用することで、短期間で効

果的に製品の革新を導き出すことがで

きる問題解決方法論であり、迅速に製

品を開発し、市場に進出しようとする創

業企業の製品開発に最適化された方法

だと言える。 

実際の受益企業の多くは売上高 10

億未満の創業初期の企業や小企業で、

支援による製品化の成功、売上、雇用

の増加のほか、事業参加することで企

業全体の IP 活用力量の増大と企業技

術保護分野にも役立つと分かった。 

また、2021 年から推進した他機関と

の協業を通じて試作品製作、事業化資

金も提供し、展示会参加、試作型製作な

ど販路開拓、量産をはじめとする後続の

事業化手続きを迅速に推進できるよう支

援を受けた。特許庁では今後、他省庁、

自治体などとの協業を拡大し、持続的な

予算確保を通じて支援規模を拡大し、中

小企業が保有する産業財産権の事業化

のための支援をさらに強化していく計画

だ。

第 2 節 大学・公共研究機関での知的財産活用の促進 

１. 概観 

産業財産政策局 アイデア経済革新チーム 工業事務官 チョン・ヒョンス 

大学・公共研究機関は、政府 R&D 予

算の 64.5％（17.2 兆円）を使用し、SCIE

論文の 94.0％（45，476 件）を創出（2021

年現在）している技術革新の源泉である。

2021 年の国内特許出願は前年比 3.6％

増加の 32,355 件であり、最近 5 年間

（’17 年～2021 年）では大学・公共研究

機関は国内特許出願 60％（19，000 件）

以上を維持し、主導的な役割を継続的

に果たしている。 

2021 年の技術移転の成果は、全体で

8,476 件であり、このうち大学・公共研究

機関が技術料を徴収したのは 4,100 件

で、前年比 7.4％増加したものと分かっ

た。また，技術移転を通じて 1,300億ウォ

ンの技術料を徴収することで、全体の技

術料収入（2,629 億ウォン）の 49%を占め

ていることが分かった。これにより、大

学・公共研究機関の研究成果が民間企

業に移転され、技術革新につながる好

循環システムが構築されていることが分

かる。

問題分析（技術、特許）→

②原因分析（システム/機

能）→③異種分野の知的財

産分析/革新方法の導出→

④IP 製品事業化戦略（新製

品企画、問題解決、製品改

善など）導出→⑤製品検証

（試作など） 



 

 

 

図Ⅴ-1-2  研究遂行主体別の国内出願特許の成果の推移（2021 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：2021 国家研究開発事業成果分析レポート 

 

特許庁は、2006 年から大学・公共研

究機関の知的財産に対する認識の向上

と特許管理体系の整備を通じて知的財

産力量強化及びインフラ構築を支援す

るための事業を開始した。2022 年から

は、特許創出から活用まで大学・公共研

究機関が必要とする支援を中長期的に

提供するため、個別に運営されていた

単位事業を統合・廃止し、「知的財産創

出・活用支援事業（MVP事業）」に改編し

た。この事業は、M（優秀特許創出）、V

（保有特許移転・事業化）、P（研究者創

業）の 3 つのモジュールで構成し、各大

学・公共研究機関の知的財産力量に応

じたオーダーメイドの支援を提供する。 

また、2019 年には、技術移転収益を

再び技術移転のために再投資する自立

型の好循環生態系の構築を支援するた

めに、「韓国型特許ギャップファンド事業」

を試験的に推進し、2020 年からは事業

の理解度を高めるために「知的財産収

益再投資支援事業」に事業名称を変更

し、支援規模を拡大した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青：国公立研究所 

青緑：出捐研究所 

緑：大学 

黄緑：大企業 

辛子色：中堅企業 

黄色：中小企業 
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２. 知的財産創出・活用支援事業（M. V. P. 事業） 

産業財産政策局 アイデア経済革新チーム 工業事務官 チョン・ヒョンス

A. 推進背景及び概要 

2022 年知的財産活動調査によると、

大学・公共研究機関の国内保有特許の

活用率は 27.9%で、前年度（27.7％）対比

で 0.2％p 増加し、知的財産専任人材を

保有している大学・公共研究機関の割

合も 45%で前年度（43.8%）より 1%p の増

加にとどまったことが分かった。 

これと関連し、特許庁は大学・公共研

究機関の知的財産経営インフラ構築と

能力強化を支援するため、大学・公共研

究機関の知的財産経営能力診断及び

深層コンサルティングを通じて中長期的

な知財新経営戦略の策定を支援し、こ

れを基に各大学・公共研究機関固有の

特性と経営能力に応じたカスタマイズ型

の支援を強化している。 

 

 

 

B. 推進内容及び成果 

知的財産創出・活用支援事業は、知

的財産経営陣及び深層コンサルティン

グを基盤に、大学・公共研究機関の知

的財産経営能力を高めるための中長期

的な支援を提供する。 

優秀特許の創出を目指し、需要ベー

スの発明インタビュー、技術マーケティ

ング、海外出願などの費用を支援するM

モジュール（優秀特許創出）と、保有特

許の技術移転・事業化を目指し、需要企

業の発掘、技術検証、後続出願を支援

する V モジュール（技術移転・事業化）、

技術を最もよく知っている研究者の創業

を目指し、技術価値評価、BM 開発など

を支援する P モジュール（研究者創業）

の 3 つのモジュールを中長期（3+2 年）カ

スタマイズ型で支援する。2022 年に始ま

ったこの事業は、初年度 18 の大学・公

共研究機関を支援し、合計 151 件の技

術移転及び 274.3 億ウォンの技術料の

成果を達成した。 

図表Ⅴ-1-3  「知的財産創出・活用支援の類型」 

マネージング 活用可能な優秀特許創出の集中支援 

バリューアップ 保有特許の技術移転・事業化の集中支援 

パイオニア 保有技術を活用した研究者創業集中支援 

 

C. 評価及び発展方向 

個別に運営されていた単位事業（需

要ベースの発明インタビュー、知的財産

パッケージ構築、特許経営専門家派遣

事業）を統廃合し、大学・公共研究機関

の力量に応じて 3 つのモジュールを選択

して中長期的に支援することで、大学・

公共研究機関の知的財産経営能力を

強化している。 

世界的に特許競争が激化し、大学・



 

 

公共研究機関の知的財産能力が高まる

につれ、大学・公共研究機関が保有す

る研究成果の技術移転・事業化への期

待と技術革新のための大学・公共研究

機関の役割も徐々に拡大している。 

今後は、優秀な知的財産の創出と技

術移転のために、大学・公共研究機関

の知的財産管理・活用力量強化とともに、

技術需要の発掘と技術移転・事業化ロ

ードショーなど知的財産活用ネットワー

クをさらに強化し、大学・公共研究機関

の研究成果が企業の革新と成長に貢献

できるように事業を推進していく計画だ。 

 

３. 知的財産収益の再投資への支援 

産業財産政策局 アイデア経済革新チーム 工業事務官 チョン・ヒョンス 

A. 推進背景及び概要 

大学・公共研究機関の研究成果が強

力な特許権として確保され、企業に効果

的に移転・事業化された場合、革新成長

と質の高い雇用創出が可能である。し

かし、大学・公共研究機関の特許活用

率は 27.9％（2022 年）にとどまり、大学・

公共研究機関の研究成果が事業化及

び技術創業につながる特許活用の生態

系の成長はまだ課題として残っている。 

このような技術の需要と供給時のギャ

ップを減らすためには、技術マーケティ

ングと実験、試験、試作品製作などの商

用化検証が必要である。これにより、支

援金を有望特許技術の商用化活動に投

資し、これにより発生した技術料収益の

一部を回収し、他の有望特許技術の商

用化活動に再投資することで、大学・公

共研究機関が自ら持続的に機能する自

立型の好循環システムを構築するよう

支援するため、2019 年から本事業が開

始された。

図Ⅴ-1-4  知的財産収益再投資の好循環概念図 

 

 

  



 

 

 

B. 推進内容及び成果 

回収・再投資プロセスを構築するため

には、技術料収益の一部を回収する方

式に対する機関内の研究者の同意が必

要であるため、一定水準以上の知的財

産経営能力を有し、研究者の知的財産

に対する認識が整っている大学・公共研

究機関を対象に支援している。 

2022 年、合計 15 機関の支援を通じ、

技術移転 145 件及び技術料 121 億ウォ

ンの成果を創出し、支援金の 48.8%（17.6

億ウォン）を回収した。今後、大学・公共

研究機関の特許技術事業化のための

再投資を通じて、政府支援が終了した

後も独自に運営できる財政的基盤を構

築することが期待される。 

 

C. 評価及び発展方向 

事業以前と比較して、支援機関の技

術移転収益や投資金の回収など、多く

の機関で肯定的な成果が確認された。 

今後、知的財産収益再投資支援事業

に参加する機関の技術と特許情報を中

小・中堅企業と共有するプログラムを通

じ、産業現場の技術需要が研究開発に

つながるよう積極的に支援する計画だ。 

また、金融連携を活性化し、公共 IP

移転企業に IP 投融資を連携するなど、

実質的な事業化の成功事例が続くよう

に、大学・公共研究機関の知的財産取

引・事業化能力を最大化していく予定で

ある。

 

  



 

 

 

 

第 1 節 地域の強小企業の発掘・育成 

１. 概観 

産業財産政策局 地域産業財産課 技術書記官 イ・ソンヒ 

 

第 4 次産業革命時代を迎え、中小企

業支援政策は、アイデアベースの核心

技術と知的財産の育成を通じた複合的

な付加価値創出という新しいパラダイム

に帰結しており、これによって起業や雇

用創出に結びつけることができる知的

財産の生態系づくりが非常に重要にな

っている。 

一方、このような動きは、製造業ベー

スの主力産業に集中していた「地域」に

も新たな変化を要求している。地方化時

代に集約されるダイナミックな環境変化

と相まって、地域の積極的な知的財産

権の創出と活用が先進化された地域産

業構造への転換と競争力のある地域強

小企業育成のきっかけとなっている。 

このような理由から、特許庁は、全国

を対象にプレ創業者を含む個人創業者

から輸出中小企業まで、企業の成長全

段階を網羅する知的財産創出支援体系

を構築し、地域の中小企業の知的財産

創出を集中支援することで首都圏と非

首都圏の知的財産の二極化解消に取り

組んでいる。 

↗ 

知 財

経 営

認証 

↗ 

グ ロ ー

バル IP

ス タ ー

企業 

↗ 
中 小 企

業 IP 今

す ぐ 支

援 

↗ IP 翼 プ

ロ グ ラ

ム 
IP 飛び石プ

ログラム 

アイデアを

形に（プレ

創業者） 

IP 導入

（創業７

年企業） 

IP 認識

の 向 上

（地域中

小企業） 

IP 競争

力 の 強

化（輸出

中 小 企

業） 

持続 IP

経 営

（ IP 経

営 企

業） 

 

段階別に見ると、プレ創業者のため

の「IP 飛び石プログラム」を皮切りに、7

年以内の創業企業を支援する「IP 翼プ

ログラム」、そして中小企業の海外進出

支援のための「グローバル IP スター企

業育成」事業を経て、知的財産優秀中

小企業に対する「認証」に至るまで、段

階的かつ継続的に支援が受けられる。

具体的な支援内容は、プレ創業者にア

イデア具現化・高度化コンサルティング

を、創業初期の企業に融合・複合 IP 技

術・経営戦略コンサルティングを、一般

中小企業を対象として IP 経営コンサル

ティング及び懸案事項の解決を、 

 

第２章 

知財基盤の強小企業の育成 



 

 

輸出（予定）中小企業には海外特許確

保戦略の策定及び海外出願などを支援

した。また、中小企業の知財経営の環境

づくりを誘導し、認証企業の対外信頼度

を高めるべく、知的財産経営認証制度を

運営している。

 

２. 知的財産バウチャー事業の推進 

産業財産政策局 地域産業財産課 行政事務官 シン・ヘヨン 

A. 推進背景及び概要 

1）推進背景 

国の未来成長動力の発掘及び持続

可能な成長において、技術基盤の創業

が重要な要素として位置づけられ、世界

各国はスタートアップ支援に注力してい

る。 

韓国でも汎政府的な創業支援政策が

推進され、創業コストやリスク低減、投

資拡大など、スタートアップの生存と成

長環境が改善される傾向にあるが、依

然として韓国のスタートアップ生態系の

自生力は先進国に比べて不足しており、

グローバル成功事例も不足しているの

が現状だ。 

また、IP がスタートアップの成長と成功

の重要な要素であるにもかかわらず、IP

サービスの高コストにより、多くのスター

トアップが困難を訴え、支援を求めてお

り、創業・中小企業 IP 支援施策が創出・

保護・活用分野別に多様に設けられて

いるが、スタートアップの柔軟な活用に

は限界がある。 

これにより、特許庁は一般的な中小

企業創業とは異なり、事業アイテム・ビ

ジネスモデルの変更が頻繁に行われタ

イミングが重要なスタートアップの特徴

を考慮し、従来の供給者視点を脱却し、

適時に支援が機能する新しい支援方式

を設けることになった。

 

図Ⅴ-2-1  スタートアップ知財バウチャー事業の推進体制 

 

 



 

 

2）概要 

スタートアップ知的財産バウチャー事

業は、需要者自主選択型 IP サービス統

合支援を通じてスタートアップの IP 競争

力を強化し、自生的なスタートアップ生

態系を構築することにその意義がある。 

スタートアップにバウチャーを発行す

ると、スタートアップは IP サービスメニュ

ーとプールに登録されたサービス提供

機関の中から自由に必要なサービスや

機関を選択して利用し、バウチャーでサ

ービス料金を支払えばよい。 

IP サービスメニューは、国・内外の IP

権利化、特許調査分析・コンサルティン

グ、特許技術価値評価、技術移転、営

業秘密保護の5つに分かれている。この

際、バウチャーはポイント形式で発行さ

れ、サービス費用は、成果物の確認な

ど一定の精算手続きを経て、管理機関

が直接 IP サービス機関に支給する。 

支援対象は、第 4 次産業革命関連ま

たは挑戦的な課題を追求する技術'IP ベ

ースのスタートアップで、韓国で設立さ

れた非上場会社でなければならず、プレ

創業者は除外される。

表Ⅴ-2-1  スタートアップ知財バウチャー事業 IP サービスメニュー 

IP サービス項目 詳細内容 

国内・海外 IP 権利化 特許（PCT）、実用新案、意匠（ハーグ）、商標（マドリード）出願の弁理サービス 

特許調査"分析・コンサ

ルティング 

先行技術調査、無効資料及び侵害資料調査・分析、特許マップ、『コンサルティング、

国際紛争対応コンサルティング 

特許技術価値評価 移転'取引、金融、事業化、訴訟、技術上場などのための特許技術の価値評価 

技術移転 特許技術販売・購入（またはライセンス契約）仲介 

営業秘密保護 営業秘密の原本証明サービス 

 

B. 推進内容及び成果 

2022 年スタートアップ知的財産バウチ

ャー事業は 195 のスタートアップに知的

財産バウチャーを支援し、知的財産バ

ウチャーを支援されたスタートアップは

715 件の IP サービスを利用し、企業の

IP 競争力を向上させた。 

知的財産バウチャーを支援されたスタ

ートアップの IP サービス利用内訳を見る

と、優れた技術力及び潜在力を保有す

るスタートアップが成功の可能性を高め

るために、創出・保護・活用の全分野に

幅広く使用された。 

IP 権利化サービスを通じて、革新的な

アイデアと技術を知的財産化し、生存及

び成長の基盤を築いた。特に、費用負

担が大きい海外出願（PCT など）サービ

スの活用を通じて海外 IP ポートフォリオ

を構築し、グローバル市場に対する綿密

な特許調査分析などを支援し、スタート

アップの海外進出の足場を整えてくれた。 

一方、2022 年度から「国際紛争対応

コンサルティングサービス」を新規支援

し、企業の知的財産紛争予防・対応など、

知的財産の防御及び攻撃戦略の策定

ができるように支援した。 

他にも特許技術価値評価を通じて資

金誘致、技術移転の基盤を築いた。 



 

 

C. 評価及び発展方向 

知的財産バウチャー事業は、スタート

アップの特性を考慮し、必要な時期に必

要なサービスを便利に利用することがで

き、高い満足度（89.5 点）を記録している。

また、2022 年のスタートアップ知的財産

バウチャー事業の成果を分析した結果、

知的財産バウチャー事業による売上増

加への寄与度は 36.3％、輸出増加の寄

与度は 36.7％、新規人材の雇用創出は

195 人に達するなど、企業の財務業績

の向上を牽引しており、競争力強化を通

じてスタートアップの価値を上昇させ、投

資誘致など、その後の成果創出に貢献

している。 

2023 年にも IP ベースのスタートアップ

の成長のために、関係機関協業及び事

業連携などを通じて優秀で有望なスター

トアップを選定して支援し、IP サービス

の死角が発生しないようにスタートアッ

プの経営環境とニーズを反映して様々

な IP サービスを支援する計画だ。また、

IP の専門知識が不足しているスタートア

ップが知財バウチャーをより効率的に使

用できるように、IP 専門家を通じて IP サ

ービスの使用に関する助言を支援する

計画だ。

 

 

３．IP 飛び石プログラムの推進 

産業財産政策局 地域産業財産課 行政事務官 チェ・ソンギュ 

 

A. 推進背景及び概要  

1）推進背景 

最近、第 4 次産業革命と人口構造の

変化が加速しており、世界的な景気低

迷と雇用のない状況が続く中、革新型

技術創業は新しい領域の高付加価値創

出を通じた成長と雇用拡大の新しいトレ

ンドとして位置づけられている。このよう

な技術創業を活性化するためには、創

業前の段階から知的財産中心の創業誘

導が必要だ。 

これに対し、特許庁は IP 飛び石プロ

グラムを通じて予備創業者の単なる初

期アイデアを、知的財産を基盤とした事

業アイテムとして育成できるようにするこ

とで、予備創業者が創業に成功するた

めの「飛び石（足がかり）」となることを目

指している。 

2）概要 

IP 飛び石プログラムは、個人及び予

備創業者のアイデアを熟成させて事業

アイテムとして具体化し、特許権の確保、

事業計画書の策定を支援することで、知

的財産を活用した創業を支援するコン

サルティングベースのプログラムである。 

支援対象は創造的なアイデアを保有

している予備創業者で、事業申請は全

国広域市・道の地域知的財産センター

を通じて年中随時行うことができ、オンラ

イン・オフラインの基礎相談を通じてアイ



 

 

デアの事業可能性を診断された後、参

加申請書とアイデア要約書などを提出し

なければならない。 

事業支援内容は、①段階：IP 創業ゾ

ーン、地域知財センターなどのアイデア

相談窓口で知財及び創業の専門家と基

礎相談を行う。基礎相談を通じて同事業

の支援対象を選定する。②段階：IP 創

業ゾーンでアイデア発想技法、創造的な

問題解決方法、特許情報検索などの教

育を通じて予備創業者に必要な知的財

産と創業に対する基本的な能力を備え

る。③段階：アイデア高度化コンサルティ

ングを通じて先行技術調査分析結果を

基に、技術が事業アイテムとして競争力

を持てるようにさらに発展させる。④段

階：高度化されたアイデアを権利として

保護し、経営・マーケティングに活用でき

る最適な特許技術として出願する。⑤段

階：アイデアを実際の具現化機能した製

品に発展させるため、3D モデル設計を

支援する。⑥段階：創業コンサルを通じ

て事業計画書、ビジネスモデルなどを策

定し、他機関の資金・試作品製作などを

支援できるように連携する。 

B. 推進内容及び成果 

IP 飛び石プログラムを通じ、2021年に

は計 850 件のアイデアが事業アイテムと

して導出され、2022 年には合計 875 件

の知的財産基盤の事業アイテムが導出

された。IP 飛び石プログラムの受益者の

うち、2021 年には 330 件が創業し、2022

年には 326 件が創業に成功した。これら

の創業企業の売上高は 2021 年には合

計 52 億ウォン、2022 年には 34 億ウォン

であり、2021 年には 240 人、2022 年に

は 188 人を新規雇用し、新たな雇用を創

出した。 

また、創業コンサルティングにより他

省庁の様々な創業支援事業に連携支

援し、2021 年には 379 件、2022 年には

394 件が試作品製作などを支援された。 

C. 評価及び発展方向 

IP 飛び石プログラムは、アイデアはあ

るが創業に苦労している地域住民が知

的財産基盤の競争力のある事業アイテ

ムで創業できるよう支援し、地域に新し

い雇用が創出されることに貢献した。ま

た、地域の様々な関係機関との協力を

通じて、地域の特性に合った知的財産

基盤の創業が活性化されるように運営

していく。

 

図Ⅴ2-2  IP 飛び石プログラムの進行手順 
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４. IP 翼プログラムの推進  

産業財産政策局 地域産業財産課 行政事務官 チェ・ソンギュ 

A. 推進背景 

1）推進背景及び概要 

創業初期、少し耐え抜けば名実ともに

成長軌道に乗ることができる技術創業

企業には、政府の様々な支援事業がき

っかけとなる。しかし、現実はこのような

企業支援政策があっても、新生企業の 5

年以内の生存率が 33%に留まっている

のが実情である。それだけ初期技術創

業企業が市場に定着するのが情熱とア

イデアだけでは容易ではないことが分か

る。統計庁の「2021 年基準企業生滅行

政統計結果」報告書によると、新興企業

の 1 年生存率は 64.8％、5 年生存率は

33.8％と分かった。一方、2021 年中小ベ

ンチャー企業部が発表した創業企業実

態調査によると、5 年生存率は 59.7%で、

一般企業よりも優れていることを示して

おり、これは創業支援企業の成長を牽

引するための政策の重要性を表してい

ると言える。このため、特許庁は単純に

費用を支援するのではなく、技術創業企

業の質的成長のために専門家の IP コン

サルティングを支援する「IP 翼プログラ

ム」の運営で創業企業の生存率を高め、

健全な創業の生態系づくりのために努

力している。 

表Ⅴ-2-2  企業の生成・消滅の行政統計 

 

表Ⅴ-2-3 主要国新生企業の 1 年/5 年生存率 

 

 

 

 

2）概要 

IP 翼プログラムは全国地域知的財産

センター（RIPC）が運営している。 

IP 翼プログラムは、創業企業が直面

している技術や経営的な懸案事項に対

し IP の面から問題解決を支援する事業

で、地域知的財産センターの担当コンサ

ルタントが 100 日の課題期間中にビジネ

スプロデューサーになり、企業に IP コン

サルを支援する。 

まず、事業運営面では、課題期間 100

日間に 8 回の企業現場訪問コンサルテ

ィングを義務付け、地域コンサルタント

が忠実なビジネスプロデューサーの役

割を担った。 

次に、事業遂行面では、担当コンサ

ルタントは 8 つのソリューション（強力な

特許権取得、R&D 方向設定、紛争予防

戦略策定、IP カスタマイズ教育、IP 活用

戦略策定、IP 融複合戦略策定、職務発

明制度・営業秘密戦略など知的財産管

理戦略策定、知的財産経営認証など企

業成長のための認証取得及び活用戦

略策定）の中から、企業に必要なものを

選別してカスタマイズされたコンサルティ

ングを提供する。 

国別企業生存率の比較（2017 年現在） 

韓国 ﾄﾞｲﾂ ﾌﾗﾝｽ 英国 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ｽﾍﾟｲﾝ 

  黄緑：1 年生存率 緑：5 年生存率 



 

 

受益企業は、コンサルティング期間中、

担当コンサルタントおよび関連専門家と

チームを組んで、企業の懸案事項につ

いて解決していくのだが、特許専門人材

が豊富な創業企業にとっては、このよう

な密着型コンサルティングが頼もしい存

在となっている。 

B. 推進内容及び成果 

2017 年に初めて始まった翼プログラ

ムは、過去 5 年間に 3,300 社に IP コン

サルティングを支援し、2022 年には

2,108 社が申請し、712 社を支援するな

ど、事業需要が増えている状況である。 

過去 5 年間の「IP 翼」プログラムを通

じて、特許出願だけでなく、IP 融複合を

活用した商標、意匠の出願、海外出願も

支援し、合計 4,464 件の知的財産権の

出願を支援した。 

表Ⅴ-2-4  2017～2022 年 IP 翼プログ

ラム知財権出願に関する支援件数 

特許 商標 意匠 海外 合計 

3,638 件 352 件 152 件 322 件 4,464 件 

 

また、IP 経営戦略コンサルティングを

通じて政府機関の事業化支援、IP 金融、

エンジェル投資などから合計 6,101 億ウ

ォンの事業資金を確保し、合計 6,264 名

の新規雇用を創出するのに直接間接的

に貢献した。 

特に、このような雇用は、知的財産戦

略を通じて企業の成長を誘導しながら

創出された雇用であって、単純な雇用と

いうよりは、企業の技術及び知的財産

分野で創出された良質の雇用という点

で意味がある。 

また、2019 年度から汎政府創業支援

事業連携の一環として、IP 翼プログラム

受益企業を対象に中小ベンチャー企業

部の創業成長技術開発（飛び石）事業

に連携推薦し、別途のトラックで進行す

る特典を付与し、2021 年度 IP 翼プログ

ラム受益企業 37 社を推薦し、最終的に

14社が最終選定され、2022 年度には40

社を推薦し、最終的に 19 社が連携支援

の恩恵を受けた。 

表Ⅴ2-5  2018～22 年 IP 翼企業の事

業資金確保現況 

 

C. 評価及び発展方向 

2022 年 IP 翼プログラムコンサルティ

ングのサービス品質向上のために支援

企業に当該事業に対する品質及び満足

度調査を行った結果、満足度平均は

99.6 点で、支援企業の大半が IP 翼プロ

グラムに満足していると評価された。調

査結果で不足している部分については、

コンサルタントの能力向上教育を通じて

コンサルティングの質的向上を図る予定

である。 

表Ⅴ-2-6  2022 年 IP 翼プログラムのコ

ンサルティング満足度 

調査対象 応答企業 平均点数 

712 社 675 社 99.6 社 

 

今後増加する事業需要に対応するた

め、当該事業を遂行する地域知識セン

ターを拡大再編し、多様な連携課題を発

掘して支援できる方策を設けるなど、関

係機関協力を持続的に強化して事業資

金、技術開発、マーケティング支援など

他機関連携 技 術 金 融

等融資 

外 部 機 関 投

資 

合計 

2,3,63 億ｳｫﾝ

（1,421 社） 

1,932 億ｳｫ

ﾝ（637 社） 

1865 億ｳｫﾝ

（137 社） 

6,101 億

ｳｫﾝ 



 

 

フォローアップ連携を通じて IP 翼事業の 目に見える成果を創出する計画だ。

５. シニア退職人材の特許基盤技術創業への支援 

産業財産政策局 アイデア経済革新チーム 工業事務官 ソ・ヒョウォン 

 

A. 推進背景及び概要 

1）推進背景 

グローバル経済環境と人口構造の変

化に伴う急速な高齢化により、生産可能

人口が持続的に減少する傾向にある。

さらに、ベビーブーム世代に代表される

中高年層の大量退職が現実化しており、

韓国経済の持続可能な発展のために、

中高年層による退職後の専門知識を活

用した技術創業など、継続的な経済活

動への積極的な参加が切実な状況であ

る。 

韓国だけでなく、創業のメッカである

米国の創業実態調査結果を見ると、高

経歴の中高年層は技術創業の中核人

材であり、退職後も創業意向と持続的な

経済活動意欲も高いことが分かり、技術

創業の活性化のために中高年層への

支援が必要である。 

特許庁は、熟練した経験と技術専門

性を保有する中高年層の創業アイテム

が成功的な技術創業として実現できるよ

う、中高年アイデア事業化事業を 2021

年から推進している。 

2）概要 

シニア退職人材の特許基盤技術創業

支援事業は、満 40 歳以上の中壮年者

が知的財産を基礎とした創業アイテム

が事業化されるように IP 創業パッケージ

（最大 4 千万ウォン以内）を支援し、中小

ベンチャー企業部と銀行圏青年創業財

団（D-CAMP）などとの協業を通じて創

業インフラと投資資金などをフォローアッ

プする。 

IP 創業パッケージは、創業・投資・知

的財産の専門家で構成された専門遂行

機関が、中長年の創業アイテムと IP 現

状を精密診断し、約 6 ヶ月間、事業化成

功に不可欠な IP 権利確保（特許出願 3

件前後）、製品事業化計画、製品検証

（技術検証、木工）、投資誘致などをワン

ストップで支援する。 

IP 創業パッケージ支援後には、中壮

年創業企業の持続的な成長と事業運営

のため、投資誘致説明会とともに銀行

圏青年創業財団（D-CAMP）の投資検討

（創業チーム当たり最大 3 億ウォン）、D-

CAMP（ソウル江南）の「フロントワン（ソ

ウル麻浦）」入居の機会が提供され、全

国に所在する中壮年技術創業センター

を通じて入居スペースの特典が連携提

供される。 

シニア退職人材の特許基盤技術創業

支援事業の支援対象は、創業アイテム

に関連して熟練した経験と特許を保有ま

たは出願した満 40 歳以上の予備創業

者または7年以内の創業者であり、年間

支援規模は 20 人程度である。 

事業申請は、毎年初めに韓国発明振

興会の事業公募を通じて事業計画書な

どを提出すればよく、支援対象者は、IP



 

 

基盤の書面評価、国民参与審査、発表

評価を通じて合計20名内外の中壮年操

業チームを選抜する。

表Ⅴ-2-7  シニア退職人材の特許基盤技術創業支援の協業体系 

特許庁（IP 創業パッケージ）  

▶ 

協業機関のフォローアップ支援 

IP 出願／導入など IP

権利確保 

BM／投資戦力など

IP 製品事業化計画 

試作品／認証など

IP 政策検証 

入居空間／投資検討 

投資誘致説明会 

企業当たり最大 40 百万ウォン（自己負担金 20%） 創業保育支援プログラム 

 

B. 主進内容及び成果 

2021 年にシニア退職人材の特許基盤

技術創業支援事業として新設され、

2022 年には事業公募に合計 541 人が

応募（競争率 27 対 1）し、中高年層の創

業に対する関心が高かった。 

選抜された中長年の創業チーム 20人

は、IP 創業パッケージを通じて平均知的

財産（特許）2.4 件の出願、製品事業化

戦略 2.2 件、製品検証 1.6 件などの支援

を受け、20 人全員が特許基盤技術創業

に成功した。 

また、選抜された創業チームは、信用

保証基金、銀行権創業財団、韓国産業

銀行などを通じて、計 11 回の投資誘致

説明会、創業スペース入居、2022 大韓

民国知的財産大展の展示広報・マーケ

ティングブースなど、資金誘致から初期

販路確保の機会までフォローアップ支援

を受けた。 

官民協業支援を通じて実現された中

壮年の創業 20 チームは、約 49 人の新

たな雇用と経済的な付加価値を創出し、

ベンチャー及びエンジェル投資を通じて

約 164 億ウォンの事業資金を誘致する

成果も生み出した。 

表Ⅴ-2-8 2021,2022 中壮年創業企業支

援及び主要成果 

年度 

IP 創業パッケージ 

投資

誘致 

雇用

効果 
IP 出

願 

製品

事業

化 

製品検

証 

2021 37 件 44 件 28 件 
103 億

ウォン 
39 人 

2022 48 件 43 件 31 件 
164 億

ウォン 
49 人 

 

C. 評価及び発展方向 

中壮年のアイデア事業化事業は、企

画財政部が実施した 2021 年国民参加

予算執行現場モニタリングで政策参加

者に非常に高い満足度評価を受け、事

業の必要性と成果の面で国民的共感を

得た。 

表Ⅴ-2-9  2021 国民参加予算執行現

場モニタリング結果 

国民参与予算（省庁平均） シニア事業満足度 

95％ 100％ 

特に、官民協業を通じて様々な創業

インフラをワンストップで支援した点が、

成功的な技術創業と成果創出のきっか

けとなったと評価された。 

特許庁は、創業現場のカスタマイズさ

れた創業支援強化の要求と高い事業需

要を満たすため、支援対象や官民協力

をさらに拡大していく予定だ。



 

 

６．中小企業 IP 今すぐ支援サービスの提供 

産業財産政策局 地域産業財産課 施設事務官 パク・ボンヒ 

A. 推進背景及び概要 

中小企業は、専門特許チームを保有

する大企業に比べ知的財産能力が不足

し、知的財産権に関する専門家からのコ

ンサルティングを受けるのが難しいのが

実情である。特に、地方中小企業の場

合にその困難がより大きいため、これら

の中小企業に迅速な知的財産支援及び

問題解決が必要である。中小企業知的

財産権支援サービスは、中小企業の知

的財産権に関する課題を発掘し、知的

財産コンサルティング及び問題解決を通

じて企業の成長障害要因を除去するこ

とを目的として実施された中小企業支援

事業である。 

同事業は、2010 年から IP スタートアッ

プ、IP スケールアップ支援事業として実

施され、年 1 回の事業実施という従来の

事業構造では、中小企業の即時のニー

ズへの対応が困難であった。 

これに伴い、中小企業の経営現況で

現れる知的財産関連の緊急の悩みに対

して迅速に対応する必要があり、2017

年から地域中小企業の IP 成長障害要

因を除去できるよう、地域知的財産セン

ターを通じた随時相談及び緊急支援形

式の事業に変更した。 

B. 主な内容及び成果 

中小企業 IP 今すぐ支援事業は、中小

企業に特許マップ、意匠マップ、ブランド

開発、意匠開発、特許技術広報映像な

どを支援し、地域知的財産センターのコ

ンサルタントが国内外の IP コンサルを提

供する事業である。中小企業はコンサ

ルタント及び協力機関の専門家の企業

懸案課題の分析・診断を受け、それに応

じた必要な事業を支援に通常 2～3 ヶ月

かかる。 

2022 年度中小企業今すぐ支援事業

の支援実績は以下の通りである。 

表Ⅴ-2-10 2022 年度中小企業ＩＰ今すぐ支援 

支援事業 支援件数 

計 1,243 

特許・意匠マップ 269 

ブランド開発 132 

意匠開発 295 

特許技術広報映像 46 

海外権利化 167 

意匠レイアウト 21 

国内外 IP コンサルティング 313 

 

Ｃ. 評価及び発展方向 

中小企業 IP 今すぐ支援事業は 2022

年合計 1,243 件の IP 住民行政相談に対

する即時相談・支援を実施し、事業施行

前（2005 年）24.6％に過ぎなかった中小

企業の特許出願比率が 2021 年現在

59.9％まで徐々に上昇し、大企業と中小

企業の IP 格差解消に寄与した。 

また、同事業施行前（2005 年）20.7%に

過ぎなかった非首都圏の特許出願比率

が 2021 年 36.1%まで上昇し、首都圏と非

首都圏の IP 力量格差の解消に貢献した。

 



 

 

 

７．IP 基盤の海外進出支援（グローバル IP スター企業育成） 

産業財産政策局 地域産業財産課 施設事務官 パク・ポンヒ 

Ａ. 推進背景及び概要 

知的財産を活用する経営戦略が企業

の競争力を左右しており、知的財産権を

先取りした企業の紛争提起も増加傾向

にある。大企業は知的財産専担組織を

備え、自社の特性に合った知的財産経

営モデルを独自に策定して運営するな

ど、知的財産基盤時代に着実に対応し

ている。また、一部の中小・中堅企業は

積極的な知的財産権の確保及び活用を

通じて持続的に成長している。 

このように知的財産が企業の長期的

な成長のための必須要素であるにもか

かわらず、ほとんどの中小企業は知的

財産の重要性に対する認識がまだ不足

しているのが現実である。これに対し、

特許庁は 2010 年から地域中小企業の

知的財産創出及び活用強化のために IP

スター企業育成事業を初めて導入し、輸

出中または輸出予定の中小企業の IP

総合支援を通じ、地域中小企業のグロ

ーバル力量を強化し、輸出実績を向上

させるために努力している。 

韓国の場合、国内総生産(GDP)に対

する内需の割合はますます減少してお

り、中小企業はこのような内需市場の低

迷を克服するために海外市場攻略に拍

車をかけている。研究結果によると、輸

出企業は内需中心の企業に比べ、企業

成長及び良質の雇用創出において優れ

ていることが示され、韓国企業の海外市

場進出を積極的に支援する必要がある。 

Ｂ. 重要内容及び成果 

 2022 年 IP 基盤海外進出支援事業は、

グローバル競争力のある地域の輸出

(予定)中小企業を発掘し、知的財産に

対する総合支援を提供した。 

知的財産総合支援は、海外権利化

(出願・OA・登録)支援、カスタマイズ型特

許・意匠マップ提供、非英語圏ブランド

開発、特許技術広報映像制作、特許・デ

ザインコンバージェンス、ブランド・デザ

インコンバージェンス、デザイン開発、ブ

ランド開発、企業 IP 経営診断・構築など

を通じた随時課題支援などで構成され

ている。これらの詳細課題を地域知識

産業センターのコンサルタントを通じて

集中支援することで、当該企業の輸出

力量が強化されるよう支援する事業で

ある。 

特許庁は 2010 年に IP スター企業育

成事業を導入して以来(2017 年からは

「グローバル IP スター企業育成」、2023

年からは「IP 基盤海外進出支援」に改

編)、2022 年現在までに合計 2,972 社の

地域有望中小企業を支援した。 

特許庁は地方自治体と協力して地域

別に有望な輸出中小企業を選定してお

り、「グローバル IP スター企業」に選定さ

れるためには、IP-Spectrum 評価(定量

評価)、現場実査、対面審査と続く厳格

な審査手続きをすべて経なければなら

ない。支援対象に選定された企業は、コ

ンサルティング及び需要調査の結果に



 

 

基づいて、前述の様々な支援プログラ

ムを最大 3 年間支援される。 

企業 IP 経営診断・構築を例に挙げる

と、中小企業の知的財産経営レベルを

診断し、海外進出のための企業の知的

財産経営戦略策定と受益企業の知的財

産力量が向上できるインフラ、経営、組

織、技術などの知的財産の方向性を提

示するコンサルティングを支援する。 

2022 年度 IP 基盤海外進出支援事業

の詳細課題支援実績は以下の通りであ

る。 

表 V-2-11 支援対象選定現況 
年度 選定（社） 

2010 年 108 
2011 年 203 
2012 年 157 
2013年 151 
2014年 227 
2015 年 220 
2016年 100 
2017 年 288 
2018 年 205 
2019 年 240 
2020 年 497 
2021 年 248 
2022 年 328 

合計 2,972 

 

表 V-2-12  2022 年度グローバル IP スター企

業の支援実績 

支援事業 支援件数 

海外権利化 2,774 
特許技術広報映像制作 164 

特許マップ 446 
意匠マップ 12 

意匠開発 413 
ブランド開発 139 

特許&意匠コンバージェンス 14 
ブランド＆デザインコンバージェンス 39 

非英語圏ブランド開発 12 
企業 IP 診断・構築 46 

合計 4,059 

Ｃ. 評価と発展方向 

 IP 基盤海外進出支援事業を通じて支

援対象に選定された中小企業は、毎年

一般中小企業より高い成長率を示して

いる。 

2022 年も中小製造企業全体に比して

グローバル IP スター企業は売上高、輸

出額、雇用人員の増加率などで高い成

果を示した。 

表 V-2-13 2022 年度グローバル IP スター企

業の支援効果 

区分 支援前 支援後 増減 

輸出 11 兆 367 億ウ

ォン 

12 兆 8779

億ウォン 

1 兆 8412

億ウォン増 

売上 3 兆 50 億ウォ

ン 

4 兆 2,018

億ウォン 

1 兆 1510

億ウォン増 

雇用 32,698 名 38,056 名 5,358 名増 

 

特許庁は今後も IP 基盤の海外進出

支援事業を通じて輸出中心のグローバ

ル強小企業を持続的に育成するため、

関連予算を拡大し、中小企業の海外進

出に関連する IP 基盤のニーズを迅速に

解決できるよう、タイムリーな支援事業

を導入する努力をする予定である。また、

企業のニーズを基に特許・意匠・ブラン

ドを融合したコンサルティングを地域知

的財産センターのコンサルタントを通じ

て行い、海外カスタマイズ型コンサルテ

ィングの提供と事後管理体系の構築を

通じた知的財産経営を企業に導入させ

ていく計画である。 

 

 



 

 

 

８. 小商工人の IP 力量強化 

産業財産政策局 地域産業財産課 行政事務官 ソン・オッキョン

Ａ. 推進背景と概要 

1)推進背景 

中小企業は韓国全体の企業体の約

93.8%，総従事者の 43.8%を占める国家

経済の底辺を支える重要な主体であり、

雇用創出の主役である。 

しかし、長期間続いた新型コロナの状

況、過密競争などの構造的な問題で経

営難が続く中、小商工人が長い間苦労

して培ってきたノウハウ、アイデアなどが

第三者によって先取りされたり、技術な

どが奪取、盗用、模倣される知的財産

(IP)侵害事例が絶えず発生し、小商工人

の生計を脅かしている。 

小商工人は中小企業に比べて知的

財産に対する認識が不足しており、費用

負担などで事前に知的財産権を確保で

きず、被害が発生してから初めて知的

財産登録の必要性を認識する場合が多

く、必要性を認識した場合でも費用負担

や時間的制約などで知的財産権を確保

できず、侵害や紛争に脆弱である。「中

小企業知的財産実態調査」（2021 年 2

月)の結果によると、実に 67%もの小商工

人が知的財産を取得しておらず、知的

財産被害を経験した小商工人は 25%に

なる。 

特許庁は、小商工人の IP 認識を高め、

被害を防止するため、2022年に「小商工

人 IP 力量強化」事業を新設し、中小企

業の知的財産に対する認識を高め、権

利確保を支援している。 

2)概要 

 「小商工人 IP 力量強化」事業は、大き

く分けて「IP 権利化支援プログラム」と

「認識向上プログラム」として運営される。 

「IP 権利化支援プログラム」は、小商

工人が商標、レシピなどが法的に保護さ

れるように、相談、総合コンサルティング

などを通じて商標権、意匠権、特許権(レ

シピ)などの知的財産権の取得を支援す

る。一方、同プログラム内で地域全通市

場及び路地商圏の活性化及びブランド

価値を高めるため、共同ブランドと意匠

を開発し、権利化を支援するプログラム

も並行して運営している。 

「IP 認識向上プログラム」は、小商工

人の知的財産の力量を強化し、第三者

の商標先占、技術奪取、盗用、模倣など

の不公正行為を喚起し、小商工人の権

利侵害を予防するため、地域知的財産

センターを通じて知的財産教育及び説

明会を開催している。 

Ｂ.主要内容と成果 

 特許庁は、小規模事業者の IP 関連相

談及び困難事項の解消を近くで支援で

きるよう、14 の地域知的財産センターに

「小規模事業者 IP 相談窓口」を設置区」

を設置し、 

専門コンサルタントを配置した。2022 年



 

 

には、IP 基礎相談及び権利化進行など

に関連する総合相談を合計 2,948 件行

い、小商工人の基礎的な IP 相談と悩み

の解消を支援した。また、IP 関連ガイド

ブック及び教育映像を制作し、関係機関

などに配布し、139 件の教育を実施し、

小商工人の IP 認識及び力量を向上させ

た。 

一方、2022 年には合計 3,759 件の知

的財産の権利化を支援した。 

小商工人が保有する商標、レシピな

どに対する相談、コンサルティングを通

じて、商標 3,457 件、特許 86 件、意匠

111 件など合計 3,654 件の IP 侵害を予

防し、 小商工人が持っているアイデア，

ノウハウなどを基に安定的に経営し，成

長することのできる基盤を整えた。特に，

革新的なアイデアと事業拡大の意志を

持つ小商工人を対象に市場分析，製品

ブランド・意匠・レシピ開発及び高度化な

どを総合的に支援する総合コンサルティ

ングを通じて，合計 245 件の IP を出願

することに加え，オンライン販路拡大，

他地域及び商圏への出店などを支援し，

小商工人が起業家として成長できる基

盤を整えることに貢献した。 

また、18 の伝統市場の特性に合わせ

た共同ブランド・意匠開発及び合計 105

件の IP 出願を支援し、伝統市場のアイ

デンティティ及びブランドイメージを高め。

市場の認知度向上を通じた売上増大及

び地域商圏の活性化に貢献した。 

Ｃ.評価と発展方向 

「小商工人 IP 力量強化」事業に参加

した小商工人を対象に、事業支援前後

の IP 認識度の変化を調べた結果、IP の

理解度（前年度 54.2 点 → 80.3 点）と

IP 確保の必要性（62.0 点→86.9 点）など，

IP に対する認識が大きく向上したことが

わかった。 

支援効果が肯定的だったため、特許

庁は、中小企業にタイムリーな支援が行

われるように支援予算の拡大など に努

め、小商工人 IP 支援の死角が発生しな

いように支援地域を全国に拡大していく

計画だ。また、事業が新設された初期で

あるため、多様な広報の場を設け、事業

の認知度及び浸透度を高めていく計画

だ。

９. 知的財産才能分かち合い事業の推進 

 産業財産政策局 地域産業財産課 行政事務官 シン・ヘヨン 

Ａ.推進背景及び概要 

1)推進背景 

 知的財産が企業の重要な財産として

浮上し、知的財産権を確保するために

企業が活発に活動している。特許庁は

地域の中小企業のために様々な知的財

産支援政策を推進しているが、限られた

予算と高い競争率で、小企業、プレ起業

者など、多くの零細企業が支援を受ける

のが難しいのが実情である。特に零細

企業は特許出願、ブランド、意匠開発に

伴うコスト負担で、知的財産経営に参加

するのに多くの困難を抱えている。 

そこで特許庁は、零細企業の知的財

産活動を支援するため、自分が持って



 

 

いる才能を、助けを必要とする人に分か

つ「才能分かち合い」を知的財産分野に

適用して「知的財産才能分かち合い」事

業を 2012 年から推進している。 

2)概要 

 「知的財産才能分かち合い」は、弁理

士、デザイナー、教授など知的財産関連

の才能や専門知識を持っている個人ま

たは団体が、知的財産活動に困難を抱

える中小企業、社会的企業、プレ創業者

などを支援する活動である。才能分かち

合いを通じて支援できる知的財産分野

は、知的財産相談、先行技術調査、知

的財産教育、ブランド・意匠開発などで

ある。 

 

図 V-2-3 知的財産才能分かち合い

CI(Corporate Identity) 

 

 

 

 才能分かち合い又は才能受益を希望

する人は、各地域の知的財産センター

に直接相談するか、または知的財産才

能 分 か ち 合 い の ホ ー ム ペ ー ジ

(www.ripc.org/ipnanum)から申請すれば

よい。申請が完了すると、地域知的財産

センターが才能分かち合い・才能受益の

適否を判断し、担当コンサルタントが分

野に応じて適切な才能寄付者と受益者

をマッチングする。マッチングされた寄付

者と受益者は、才能分かち合い分野と

詳細な進行事項などを協議し、以後、才

能分かち合いを通じて知的財産活動を

支援する

図 V-2-4 知的財産才能分かち合い構造図

  

寄付者 

特許庁 

受益者マッチング 

受益者 

才能寄付 

寄付者マッチング 

受益者申請 寄付者申請 

政策方向策定及び改善 

韓国発明振興会 

政策方向策定及び改善 

センター管理及び広報 
イベント開催など 

地域知的財産センター 

16 センター事業遂行 



 

 

 

Ｂ.推進内容及び成果 

「知的財産才能分かち合い」は、17 ヵ

所の広域知的財産センターを通じて参

加者を募集し、現在までに 2,249 件の知

的財産の才能分かち合いにつながった。 

 

 

 2022 年には 184 人の才能寄付者と

180 人の受益者を募集し、250 件の才能

寄付を支援した。詳細な支援状況を見る

と、知的財産相談 84 件、先行技術調査

35 件、知的財産教育 13 件、ブランド開

発 56 件、意匠開発 44 件、その他 18 件

で、参加者を通じて積極的に知的財産

の才能の分かち合いが行われた。 

 

表 V-2-14 2022 年知的財産才能分かち合い分野別の現況       （単位：件） 

知的財産相談 先行技術調査 IP 教育 ブランド開発 意匠開発 その他 合計 

84 35 13 56 44 18 250 

知的財産の才能分かち合いの奨励の

ため、2013 年には大韓弁理士会、サム

スン電子、キム＆チャン法律事務所、第

一特許法人などと業務協約を締結し、

企業の才能分かち合いの参加を促し、

2014 年からは地域大学のデザイン学科

の教授と学生が参加する産学連携の才

能分かち合いを推進し、大学内の寄付

文化の拡散と学生の実務能力向上に役

立っている。その後、2021 年度にポスコ

アルテックと韓国発明振興会が MOU を

締結し、才能分かち合いを実施している。

また、「知的財産才能分かち合い」以降、

才能寄付を受けた受益企業が才能寄付

を通じて得た収益や製品を地域の貧困

層に寄付するなど、分かち合いの循環

につながり，好循環的な分かち合い文

化の拡散に積極的な役割を果たしてい

る。 

Ｃ.評価及び発展方向 

 知的財産才能分かち合いは、知的財

産活動に困難を抱える零細企業を支援

し、地域企業の知的財産競争力を高め

るために大きな役割を果たしている。さ

らに、様々な視点から受益者に合わせ

た寄付が行われるように、発明教師、R

＆D研究者、デザイナーなど様々な分野

の才能寄付者を発掘しようと考える。 

また、才能寄付者が集まり、才能分か

ち合いの事例とノウハウを共有し、寄付

の必要性を共感できる場を設け、才能

寄付者をねぎらい、地域への才能分か

ち合い文化の拡散にも貢献する計画だ。 

 

 

 

 

  



 

 

 

第 2 節 地域知的財産インフラ構築 

１. 概観  

産業財産政策局 地域産業財産課 技術書記官 イ・ソンヒ 

 特許庁は地域の知的財産創出・活

用の戦略拠点として全国に「地域知的

財産センター」を設置・運営しているが、

地域知的財産センターは 1978 年から特

許資料を利用できるように 15 の市・道の

商工会議所を指定して運営した「地方特

許資料閲覧所」にそのルーツがある。

2000 年に同閲覧所を「地域特許情報支

援センター」に改編し、特許情報サービ

ス及び知的財産権住民行政相談などを

提供し、2004 年 1 月にこれを再度改編

し、地域知的財産センターとして機能を

強化し、地域の特性と需要に合わせた

オーダーメイドのサービスを提供してい

る。 

 

２. 地域知的財産センター運営及び IP 創業 Zone 構築 

産業財産政策局 地域産業財産課 技術書記官 イ・ソンヒ 

地域産業財産課 行政事務官 チェ・ソンギュ 

 

Ａ.推進背景及び概要 

 特許庁は全国に地域知的財産センタ

ーを 25 ヶ所設置・運営(自立型知的財産

センター2 ヵ所を除く)しており、知的財産

センターを通じて知的財産権総合住民

行政相談、知的財産権総合コンサルテ

ィング、知的財産権訪問教育及び地域

関係機関との多様な協力事業を実施し

ている。 

一方、2014 年には江原、光州、大邱、

釜山の地域知財センターに、2015 年に

は仁川、全北の地域知財センターに、

2016 年には済州、忠南の地域知財セン

ターに、2017 年には慶北、蔚山の地域

知財センターに、2018 年には京畿、忠

北、ソウル、大田、慶南、全南地域に、

2019 年には世宗に「IP 創業 Zone」を設

置し、全国 17 の広域圏基盤を完了し、こ

のようなインフラを基盤にプレ創業者の

アイデアに対する知的財産・起業教育と

コンサルティングを支援するプログラム

を実施している。 

Ｂ.推進内容及び成果 

 特許庁は、地方化時代を迎え、地域知

的財産センターを地域の知的財産権創

出支援と起業促進を支援するため、地

域知財センターを設置し産業振興のた

めの総合インフラとしての機能を担わせ、

地域の発明文化を醸成し、知的財産権

の創出促進及び積極的な活用を図って



 

 

いる。 

地域知的財産センターは、特許、ブラ

ンド、意匠などの知的財産総合コンサル

ティング及び住民行政相談サービスを

提供し、知的財産基盤構築のための知

的財産の説明会や教育課程を運営し、

地域の知的財産権に関する需要を顧客

の近くで満たすことで、顧客価値経営を

実現している。 

2006 年に本格的に自治体マッチング

事業を開始し、地域住民及び中小企業

に対する知的財産権教育、特許情報総

合コンサルティングなど様々な新規事業

開発と事業予算の拡大を通じて、地域

知識センターが地域の知的財産権創出

の前進基地となり、2022 年には地域の

知的財産インフラ構築のために発明振

興イベント 21 回，自治体公務員懇談会・

ワークショップ 22 回、IP 経営者クラブ 76

回を開催した。 

このように、地域知的財産センターと

いう知的財産権総合支援体制の構築を

通じた One-Stop サービスを提供するこ

とによって地域知的財産権の創出・活用

を促進し、地域経済活性化に貢献して

いる。 

一方、「IP 創業 Zone」を通じて、アイデ

ア発案から特許調査を通じた事業アイ

テムの具体化、事業計画策定教育，創

業コンサルティングを通じた事業化連携

支援を行っている。 

2022 年には、合計 86 期生 1,385 人が

教育を受け、IP サポートプログラムを通

じて 326 人の起業家を育成し、394 件の

事業項目が他事業と連携し、創業の夢

を繋いでいくための足がかりとなった。 

Ｃ. 評価及び発展方向 

 特許庁では、地域知的財産センターの

機能を知的財産創出支援から保護・活

用はもちろん、新知的財産権分野まで

包括するようにし、知的財産基盤の中小

企業支援拠点として育成する計画であ

る。このため、地域の実情に合ったオー

ダーメイドの知的財産政策の策定を支

援し、産・官・学界の参加を引き出すこと

ができる地域機関との共同事業及び協

力体制をさらに強化していく予定である。 

また、IP 創業 Zone を通じて発掘され

たアイデアに対する創業及び事業連携

コンサルティング支援、創造経済革新セ

ンターを通じたアイデア相談窓口の運営

を継続する予定である。 

一方、地域知的財産センターを地域

の知的財産の拠点機関として発展させ

るため、専門コンサルタント中心の知的

財産コンサルティングも強化していく計

画だ。 

図Ⅳ-2-5 地域知的財産センターの現

況 

 



 

 

 

表 V-2-15 地域知的財産センターの設置運営現況 

 
番

号 

センター名 運営機関 連絡先 登録日 住所 

1 ソウル知的財産センタ

ー 

ソウル経済振興

院 

02-2222-

3860 

2009.02.18. ソウル特別市麻浦区ワールドカップ北路 400 

ソウル産業振興院 13 階 

2 京畿知的財産センター 京畿テクノパーク 031-500-

3043 

2003.10.16 京畿道安山市常緑区海岸路 705 

京畿テクノパーク支援便宜棟 1 階 

3 仁川知的財産センター 仁川商工会議所 032-810-

2882 

2001.07.01. 仁川広域市南洞区銀峰路 60 番通り 

46 仁川商工会議所 6 階 

4 江原知的財産センター 江原道経済振興

院 

033-749-

3326 

2001.07.01. 江原道原州市ホジョ路 47 

江原道経済振興院 505 号 

5 忠南知的財産センター 忠南北部商工会

議所 

041-559-

5746 

2001.07.01. 忠清南道天安市西北区佛堂洞 650-3 

忠南知識産業センター2 階 203～204 号 

6 世宗知的財産センター 韓国発明振興会 

（世宗支部） 

044-998-

1000 

2018.10.30. 世宗特別自治市鳥致院邑クンチョン路 93 

世宗 SB プラザ 402 号 

7 大田知的財産センター 韓国発明振興会 

(大田支部) 

042-930-

4475 

2008.04.01. 大田広域市儒城区テドク大路 593 

大田 TBC1007 号 

8 忠北知的財産センター 清州商工会議所 043-229-

2732 

2001.07.01. 忠清北道清州市上党区上党路 106 

清州商工会議所 1 階 

9 釜山知的財産センター 韓国発明振興会 

(釜山支部) 

051-645-

9683 

2001.07.01. 釜山広域市沙上区鶴甘大路 257 

ポセンビル A 棟 305 号室 

10 蔚山知的財産センター 蔚山商工会議所 052-228-

3087 

2001.07.01. 蔚山広域市南区トッチル路 97 

蔚山商工会議所 2 階 

11 大邱知的財産センター 大邱商工会議所 053-242-

8079 

2001.07.01. 大邱広域市東区東大邱路 457 

大邱商工会議所 5 階 

12 慶北知的財産センター 浦項商工会議所 054-274-

5533 

2001.07.01. 慶尚北道浦項市南区ポスコ大路 

333 浦項商工会議所 2 階 

13 慶南知的財産センター 昌原商工会議所 055-210-

3085 

2001.07.01. 慶尚南道昌原市義昌区中央大路 

166 昌原商工会議所 2 階 

14 全南知的財産センター 木浦商工会議所 061-242-

8587 

2005 シェ 05 全羅南道務安郡三郷邑オリョン 3 通り 2 

全南中小企業総合支援センター4 階 

15 光州知的財産センター 韓国発明振興会 

(光州支部) 

062-954-

3841 

2001.07.01. 光州広域市北区チュアム路 249 

イノビズセンター7 階 

16 全北知的財産センター 韓国発明振興会 

(全北支部) 

063-252-

9301 

2014.03.26 全州市徳津区パルリョン路 109 

全北 TP ベンチャー支援棟 105 号 

17 済州知的財産センター 済州商工会議所 064-755-

2554 

2001.07.01. 済州特別自治道済州市中央路 217 

済州ベンチャーマル 10 階 1003 号室 

18 京畿南部知的財産センタ

ー 

水原商工会議所 031-244-

8321 

2001.07.01. 京畿道水原市長安区水城路 311 

水原商工会議所 5 階 

19 江原西部知的財産セン

ター 

韓国発明振興会 

（江原支部） 

033-264-

6580 

2001.07.01. 江原春川市江原大学路 1. 

江原大学ポドゥム館 403 号 

20 江原南部知的財産セン

ター 

太白商工会議所 033-552-

4779 

2005.11.18. 江原道太白市黄池路 188-1 

太白商工会議所 3 階 

21 忠北北部知的財産セン

ター 

忠州商工会議所 043-843-

7005 

2005 シェ 05 忠清北道忠州市ウトゥム路 31 

忠州商工会議所 5 階 

 

 



 

 

＊富川と江陵の知的財産センター：人件費、事業費の国費支援を受けずに運営機関が自主的に運営する「自立型知的財産セ

ンター」 

 

３．地域知的財産権の認識向上 

産業財産政策局 地域産業財産課 行政事務菅 シン・ヘギョン 

Ａ. 地域知的財産権フェスティバル開催 

1)推進背景及び概要 

 特許庁は、2006 年から広域自治体と

共同で地域の知的財産権の現況につい

て議論する地域巡回知的財産フォーラ

ムを実施した。2017 年からは地域内の

知的財産認識の拡散と発明文化を創り

出すための地域住民参加型知的財産フ

ェスティバルを開催している。 

2)推進内容及び成果 

 2022 年には江原、大田の 2 つの地域

と共に地域知的財産フェスティバルを開

催した。 

2022 年地域知的財産フェスティバル

には、自治体長、市・道議会議長、国会

議員など地域の政治リーダーが参加し、

知的財産基盤の協力ネットワーク構築

を図った。産・学・研に加え、地域住民が

参加できる様々なプログラムを用意し、

全住民の参加を導き出した。 

 

表 V-2-16 2022 年地域知的財産フェスティバル 
地域 日時 主要内容 

江原 9.1～4 江原科学技術大祝典、うちの町の有望企業模擬投資オーディション、知的財産コンサート科学特別講

義、科学美術路上ライブ、機関・企業優秀技術及び創意アイデア公募展優秀作展示、知的財産広報

館、オンライン科学キット体験、各種イベント 

大田 11.21～22 大田国際 IP カンファレンス，知的財産政策フォーラム、優秀技術製品、知的財産コンテンツ展示、知的

財産経営人大会授賞式及び才能分かち合い成果報告会、交流・相談会（パワーネットワーキング）、セ

ミナー（機関フォーラム運営） 
 

  

番号 センター名 運営機関 連絡先 登録日 住所 

22 慶北北部知的財産センター 安東商工会議所 054-859-3093 2005.11.18. 慶尚北道安東市祭り場路 240 安東商工会議

所 1 階 

23 慶北西部知的財産センター 亀尾商工会議所 054-454-6601 2001.07.01. 慶尚北道亀尾市松亭大路120 

亀尾商工会議所 2 階 

24 慶南西部知的財産センター 晋州商工会議所 055-762-9411 2001.12.24. 慶尚南道晋州市東鎮路 255 晋州商工会議所

3 階 

25 忠南西部知的財産センター 瑞山商工会議所 041-663-0041 2020. 1.16 忠清南道瑞山市邑内3路28 

ソリムビル 4 階 

26 富川地知的財産センター

＊ 

富川産業振興院 070-7094-

5483 

2005.7.5 京畿道富川市原美区平川路 655 

富川テクノパーク 401 棟 1503 号 

27 江陵知的財産センター＊ 江陵商工会議所 033-643-4413 2003.10.16. 江原道江陵市総合運動場通り 88 

江陵商工会議所 5 階 



 

 

3)評価及び発展方向 

 地域知的財産フェスティバルは、地域

の特色・参加を誘引する要因を考慮し、

IP 採用博覧会、技術展、発明体験など、

IP 融複合を主題に地域固有の IP 祝祭

を構成した。これにより、地域に知的財

産の重要性を共有し、地域住民の知的

財産認識の向上に貢献した。特に 2022

年は、オフラインとオンラインの両方で

開催し、地域住民の関心の集めることに

努めた。 

今後、特許庁は様々なプログラムを

設け、知的財産フェスティバルの質的向

上を図り、様々な経路で活性化・大衆化

されるよう努力する予定である。さらに、

地域企業及び産・学・研関係者と合同で

技術を広報し、交流できる知的財産ビジ

ネスの場として拡散させていく計画であ

る。 

Ｂ. 地域知的財産政策協議会の開催 

1)推進背景及び概要 

 2013 年 4 月、17 の広域自治体と共に

地域知的財産政策の発掘及び地方政

府へのより良い知的財産政策の普及方

案を模索するため、「地域知的財産政策

協議会」を新設した。特許庁は、政策協

議会を通じて国の知的財産政策の方向

性を共有し、地域間の知的財産の不均

衡を解消し、地域の知的財産の活性化

を誘導した。これにより、特許庁では

2013 年 4 月 11 日に第 1 回政策協議会

を推進し、以後、毎年定期的に政策協

議会を開催している。 

 

 

2)推進内容及び成果 

 2022 年コロナパンデミック以降、済州

で推進された「第 14 回地域知的財産政

策協議会」は、特許庁産業財産政策局

長の主宰の下、広域自治体担当者 20

人と地域知的財産センター長など 26 人

が参加した。この場では、効率的な地域

知的財産政策支援のための知的財産

創出支援及び創業促進事業の改善方

案と、政府政策と地域政策間のギャップ

最小化及び協業シナジーの発生方案を

議論した。具体的には、地域企業の特

許技術事業化支援の拡大と地域の知的

財産認識向上の必要性などをテーマに

議論を行った。 

3）評価及び発展方向 

 知的財産政策に対する中央と地方の

情報共有及び政策連携のために 2013

年に初めて設立された「地域知的財産

政策協議会」は、これまで計 14回開催さ

れた。これは、知的財産の創出・保護・

活用体系の先進化政策を地方自治体と

一緒に議論し、地域知的財産センターを

中心とした協力方案及び地域知的財産

ガバナンスの構築の始まりと評価できる。 

今後も特許庁は、知的財産の創出・

保護・活用体系を先進化し、地域間の知

的財産の不均衡解消及び地域知的財

産の活性化を通じた知的財産行政サー

ビスを提供するため、自治体及び関連

部署との知的財産政策協議会を定例的

なコミュニケーションチャンネルとして継

続していく計画だ。 

  



 

 

 

第 3 節 知的財産サービス産業の育成 

１.概観 

産業財産政策局 産業財産活用課 産業主事 イ・ビョンジュン 

 知的財産サービス産業とは、知的財産

権の創出・保護・活用を支援し、新しい

財やサービスを創出する産業で、調査・

分析、取引、評価・コンサルティング、翻

訳、教育などの伝統的な事業領域から、

金融、経営・管理などの高付加価値分

野へと領域が拡大している。 

知的財産サービス産業は，知的財産

強国実現のための国家知的財産政策

の中核産業であり、企業経営における

知的財産権紛争の増加、企業価値にお

ける知的財産の比重の増加など、知的

財産の重要性が高まるにつれ、今後の

成長可能性が高い産業である。また、知

的財産サービス産業の育成は、国家知

的財産基本計画第 1 次及び第 2 次の 20

の戦略目標の一つであり、知的財産を

基盤とした技術間の融合が要求される

第 4 次産業革命時代に至って、その重

要性がさらに強調されている。 

知的財産サービス産業は、研究開発

段階から活用(事業化)段階に至るまで、

知的財産の創出・保護・活用の過程で

発生する中間需要を支援するため、全

産業に影響を及ぼし、このような産業的

特性により付加価値と雇用誘発効果が

高い。IP サービス業の付加価値率は

52.3%(全産業平均：43.5%)。付加価値誘

発係数は 0.866(全産業平均：0.780)と他

産業より高い付加価値を持つ。また、IP

サービス業に 10 億ウォン投資した場合、

16.4 人の雇用誘発効果があると推定さ

れる(IP サービス業の経済効果に関する

研究、2022 年、韓国知的財産研究院) 

韓国は特許出願世界 4 位(2020 年)，

GDP 比で韓国人特許出願世界 1 位

(2019 年)であることを考えると、今後の

知的財産サービス業の成長可能性は非

常に大きい。しかし、国内知的財産サー

ビス産業は、知的財産の重要性に対す

る社会的認識と知的財産侵害に対する

問題意識の欠如及び制度的処罰の不

十分などにより、まだ市場が活性化され

ていない状況である。したがって、国家

の知的財産競争力を確保し、質の良い

雇用を創出するために、知的財産サー

ビス業の市場規模を拡大し、全般的な

力量を強化する政策的支援が必要であ

る。 

 

 

 

 

  



 

 

 

２. 知的財産サービス市場の需要拡大 

産業財産政策局 産業財産活用課 産業主事 イ・ビョンジュン 

Ａ. 推進背景及び概要 

最近、特許出願及び紛争等の増加で

海外では知的財産サービス産業が主要

産業として浮上しているが、2020 年現在、

国内知的財産サービス産業の市場規模

は約 1 兆 1,311 億ウォン(知的財産出願・

登録及び紛争・訴訟代理を除く)、雇用

規模も20,494人に過ぎないと推定してい

る。これは国内サービス業全体の売上

高である 2,814 兆ウォン年（2021 年統計

庁サービス業調査)の 0.04％に過ぎない

水準で、知的財産サービス市場が初期

段階に留まっており、関連企業も零細な

状況である。 

このように市場が成熟しておらず、基

盤が構築されていない状況で、知的財

産サービス企業は独自の生存に苦戦し

ている。特に海外市場の場合、個々の

企業の力量だけでは市場参入の試みに

限界があるため、政策による体系的な

支援が必要である。 

これにより、知的財産サービス市場が

成長し、高品質のサービスが提供され

れば、企業、大学、研究機関など国家全

体の知的財産競争力が高まることが期

待され、雇用創出や経済発展にも寄与

することが期待される。 

Ｂ. 推進内容及び成果 

1)知的財産サービス産業支援の根拠を

整備 

特許庁は 2014 年 1 月に発明振興法

を改正し、知的財産サービス産業を支

援する根拠を整備すると同時に、育成

のための分野を具体化した。 

既存の法律（知的財産基本法）に、政

府は知的財産サービス業を育成しなけ

ればならないという内容が盛り込まれて

いたが、その主体が具体的に特定され

ていないため、実質的な政策に結びつ

かないという限界があった。これに対し、

発明振興法では、特許庁が知的財産サ

ービス業育成施策を策定し、関連業務

を遂行するようにすることで、知的財産

の主務部署として支援政策を推進でき

る根拠を設けた。また、従来の法律上、

知的財産サービス業は調査・分析の過

程で作られる情報を加工して財貨やサ

ービスを創出するサービスのみを指して

いたが、改正法ではこれに教育・相談・

広報，金融・保険などの業務を含めて支

援分野を拡大した。 

2)知的財産サービス資格検定制度施行 

特許庁は、知的財産サービス分野の

優秀・高度人材の識別体系を設け、高

度人材の持続的な養成のための基盤構

築のために専門資格制度を 2013 年から

施行している。 

 

 

 

 





 

 

図 V-2-6 資格制度の機能 

 

知的財産検定試験導入に関する研究

委託の遂行結果と知的財産問題バンク

を基に知的財産教材を開発し、特許事

務所や専門会社など知的財産サービス

従事者に教育を実施し、資格制度専門

家会議を通じて詳細検定運営・管理案

を策定し、IP 情報検索士、IP 情報分析

士及び IP 翻訳士資格検定試験を実施し

ている。 

 

表 V-2-17 資格検定試験の実施現況 

 

資格検定施行現況（累計） 受検人員（名） 合格人員（名） 合格率(%) 備考 

IP 情報検索会

社(IPS) 

一般(GL) 3424 2225 65.0 定時 15 回，随時 163 回 

高級(PRO) 999 860 86.1% 定時 21 回 

IP 情報分析士(IPA) 520 328 63.1 定時 18 回，随時 7 回 

IP 翻訳者 

(IPT，韓→英) 

1 級 12 5 41.7 定時 1 回 

2 級 210 135 64.3 定時 10 回 

3 級 415 244 58.8 定時 9 回，随時 4 回 

商標情報検索会社(TIS) ‐ ‐ ‐ 2023 年 5 月施行予定 

3)知的財産サービス産業海外進出及び

販路開拓支援 

特許庁は、小規模な国内知的財産サ

ービス企業の海外進出及び国内販路開

拓を促進するため、海外有名展示会や

国内主要セミナーに知的財産サービス

企業が参加できるよう支援している。 

海外進出の場合、個々の企業だけの

努力では限界があるため、企業、関連

政府省庁、関係機関で構成される協議

優秀な人材と優秀でない人

材を区分可能 

人材の持続的な自己開発

及び能力向上 

業務/実務能力などを市場

に知らせることが可能 

人材についての情報の非対称性を除去 能力向上環境の醸成 

選別機能 先導機能 伝達機能 



 

 

体を構成して総合的な支援を行い、韓

国知的財産サービス協会を通じて欧州

特許庁特許情報カンファレンス(PIC)，日

本 特 許 情 報 フ ェ ア ＆ カ ン フ ァ レ ン ス

(PIFC)など、海外主要展示会への参加

を支援し、国内企業への広報、海外動

向の把握、ネットワーク形成などの機会

を提供した。2019 年まではオフライン参

加を支援したが、2020 年からは新型コロ

ナパンデミックにより非対面オンライン参

加を支援した。 

 

 

図 V-2-7 日本特許情報フェア＆カンファレンス   図 V-2-8 ドイツ IP TECH SUMMIT 

  

 

図 V-2-9 アメリカ国際商標協会 年例会議   図 V-2-10 EPO 特許情報カンファレンス 

 

また、国内市場活性化のため、ソウル

国際発明展示会、韓国ソフトウェア大展

など国内開催の国際展示会への参加を

支援した。 

このような努力により、最近、国内の

特許翻訳及びコンサルティング企業 2 社

の海外売上高が 3 年間で 300%以上増

加した。(A 社 7.4 億ウォン→32.8 億ウォ

ン、B 社)3 億ウォン→13 億ウォン) 

 

 

 



 

 

図 V-2-11 ソウル国際発明展示会      図 V-2-12 韓国ソフトウェア大展

 

Ｃ. 評価及び発展方向 

 特許庁は、小規模な知的財産サービ

ス産業の育成のために具体的な法的根

拠を設け、知的財産調査・分析及び翻

訳資格検定制度を実施し、知的財産サ

ービス人材の力量向上を支援した。また、

海外進出及び国内販路の開拓支援を通

じ、知的財産サービスの認知度向上と

需要活性化に貢献した。 

しかし、国内知的財産サービス産業

はまだ初期市場段階であり、自発的な

需要が不足しているため、政府の積極

的な支援が必要である。したがって、特

許庁は知的財産サービス産業の競争力

強化のため、様々な支援事業の連携な

どを通じて、知的財産サービスの高度化、

多様化、知的財産サービス産業インフラ

の革新など、具体的かつ強化された支

援政策を策定して推進する計画である。

 

３. 知的財産サービス業関連専門人材の養成 

産業財産政策局 産業財産活用課 工業主事 イ・ビョンジュン 

Ａ. 推進背景及び概要 

 知的財産サービスは、高度な専門知

識と能力を所有した専門人材の確保が

必須であるが、初期段階の国内知的財

産サービス市場では、知的財産サービ

スの力量と専門技術知識を持つ人材を

確保することは容易ではない。さらに、

知的財産サービス企業に人材を供給す

るための教育インフラが不十分であるこ

とは、専門人材の不足と共に知的財産

サービス企業の大きな問題点になって

きた。これに伴い、特許庁は知的財産サ

ービス市場の専門人材不足及び人材養

成体系の不在を解消する一方、雇用創

出のために 2011 年から採用連携教育

支援を推進している。 

Ｂ. 推進内容及び成果 

 特許庁は、未就職大学生、R＆D 退職

人材などを受講生として選抜し、知的財

産サービス市場で必要な実務中心の教

育を実施し、その後、教育修了生が知



 

 

的財産サービス会社に就職または創業

するように誘導することで、知的財産サ

ービスの発展に応える専門人材を養成

している。採用連携教育課程は、IP 翻訳

アカデミー、IP 事務管理員、商標調査/

分析専門家養成教育(2020 年新設)コー

スに分けて実施された。 

 

図 V-2-13 知的財産サービス採用連携教育の手順 

 

1)教育広報及び受講生の選抜 

教育広報及び優秀受講生を選抜する

ため、全国の主要大学及び韓国特許戦

略開発院、韓国特許情報院などの関係

機関ネットワークを活用し、採用情報サ

イトや就職関連カフェなどを通じて本教

育の趣旨と内容を広報した。また、R&D

退職人材を選抜するために高学歴技術

者、研究開発特区支援本部などのホー

ムページを活用した。 

受講生募集の結果、2022 年基準で合

計 347 人が教育参加に応募し、12:1 の

競争率を示した。このうち、知的財産専

門人材の養成という教育の趣旨を生か

すため、知的財産サービス市場で好ま

れる理工系卒業生及び R&D 退職者など

を優先して受講生を選抜した結果、合計

293 名の受講生を選抜した。 

図 V-2-14 受講生選抜優先順位 

2) 知的財産教育実施 

採用連携教育課程は、IP サービスア

カデミーと IP 翻訳アカデミー、IP 事務管

理員養成教育に続いて新設した商標調

査/分析専門家養成教育課程に分かれ

て実施された。各教育課程は、IP サービ

スに関する専門的な内容を提供すると

同時に、採用支援教育であることを考慮

し、受講生が就職後に必要な職場やビ

ジネスマナーなど、就職に実質的に役

立つ内容を盛り込んだ。 

IP サービスアカデミー3 回、IP 翻訳ア

カデミー1 回、商標調査/分析教育 1 回、

IP 事務管理員コース教育が 2 回行われ、

最終的に 260 人が教育を修了した。 

図 V-2-15 2022 年 IP サービスアカデミー 

 

 

  

IP サービス企業新
規人材需要調査 

採用連携 
教育 

IP サービス
企業面接進

行 

教育生募集
広報及び選

抜 

IP サービス
企業採用及

び評価 

R&D 退職人材 

理工系卒業未就職性 

知的財産関連学科 卒業未就職生 

その他専攻系列 未就職生 4 順位 

3 順位 

2 順位 

1 順位 



 

 

3) 知的財産サービス企業との採用連

携 

 採用連携教育の趣旨を生かすため、

教育開始前から採用を希望する企業を

把握した後、教育が開始されると企業に

受講生名簿を提供した。書類審査を経

て採用の意思を示した企業は、教育 1

週目から面接を開始し、教育終了後ま

で継続して採用手続きを行った。 

 このような採用連携教育の結果、合計

196 名（75%）が採用される成果を得た。

これをコース別に見ると、IP サービスア

カデミーを通じて 93 人、IP 翻訳アカデミ

ーを通じて 22 人、商標調査/分析養成

教育を通じて 24 人、IP 事務管理員コー

スで 57 人がそれぞれ採用された。 

図 V-2-16 採用連携のプロセス 

 
Ｃ. 評価及び発展方向 

知的財産サービス就職連携教育に関

するアンケート調査を実施した結果、

80％が満足したと回答し、特に知的財産

サービス業の多様な職務の理解と知的

財産サービス業界への就職の方向性を

決めるのにたいへん役に立ったという意

見が多かった。 

教育運営に関するアンケート調査の

結果、個人/チームプロジェクト実習など

実習教育に対する需要が高く、継続的

に実習中心の教育ができるようにするこ

とで、特許一般及び翻訳分野以外の専

門人材の養成が難しいが企業採用の需

要のある分野の課程を追加で開発し、

運営する予定だ。 

また、教育満足度だけでなく、採用連

携率（就職率 75％）も高く、事業成果が

大きいことが分かった。これにより、特許

庁は知的財産サービス人材の新規採用

需要を調査して採用連携教育を拡大し、

知的財産サービス企業への採用連携と

中小・ベンチャー企業への採用連携を

同時に進行し、専門人材の知的財産サ

ービス市場への誘引を拡大することで、

知的財産サービス産業の競争力を強化

する。 

４. 知的財産サービスの研究開発支援 

産業財産政策局 産業財産活用課 産業主事 イ・ビョンジュン 

Ａ. 推進内容及び概要 

 世界的に知識産業及び科学技術が急

成長するに伴い、知的財産を活用したビ

ジネスも増加している。グローバル企業

は経済的価値を創出するために知的財

産そのものをビジネスの核心手段として

活用している。このような知的財産の重

要性にもかかわらず、 

 

面接者 
指定 

終了予定者 
就職支援書

閲覧 

採用希望企
業調査 

（申請書受取） 

面接進行 
(教育長及び 

各企業) 



 

 

韓国の知的財産活用サービスは、調

査・分析など一部を除き、人的資源に基

づく報告書作成型の単純な外注委託業

務がほとんどである。特に、海外の知的

財産サービス企業は競争力のある知的

財産サービスモデルを通じて国内市場

に進出している一方、国内知的財産サ

ービス企業のサービスモデルは国際競

争力を備えていないのが実情である。こ

のような状況を象徴するように、知的財

産サービス企業は企業に対する投資支

援 (50.5%)とビジネスモデル発掘支援

(29.8%)を政策課題として要求している。

これに対し、特許庁では知的財産情報

を活用した革新的で付加価値の高いサ

ービスを発売できるよう、知的財産サー

ビス企業の研究開発活動を支援してい

る。 

Ｂ. 推進内容及び成果 

 特許庁は 2020 年に初めて知的財産サ

ービス企業を対象に優秀なサービスア

イデアを調査・選定し、企業がビジネス

モデルを策定し、試験サービスを開発で

きるよう支援した。事業に参加する主体

としては、アイデアを提示してサービスを

事業化しようとする主管機関、主管機関

の事業アイデアに対するビジネス戦略

策定と試験サービス開発を支援する参

加機関、主管機関及び参加機関の活動

を支援する専任機関で構成された。 

1) 差別化されたビジネスモデルの研究

開発 

2022 年の研究開発支援課題は 13 件

を募集し、知的財産サービスの研究開

発を希望する 38 社が参加し、3 対 1 の

競争率を示すほど、知的財産サービス

企業は新しい知的財産サービスの研究

開発に対する意欲と関心を示した。知的

財産サービス研究開発支援を通じ、

様々な事業アイデアに対して市場性及

び成長可能性を分析し、開発戦略を策

定した。 

2) 研究開発後続連携及び販路支援 

知的財産サービス研究開発支援を通

じて開発した試験サービスを高度化・販

売できるよう他の省庁の R&D 事業と連

携したり、関係機関担当者、VCなどを対

象にサービスを紹介し、意見を聞くこと

ができるよう様々なネットワーキング活

動を支援した。これにより、優秀な知的

財産サービスが他省庁の支援事業に選

定され、また、国内外の売上先を確保し

た。 

これと共に、企業の国内外マーケティ

ングのために EPOPIC など海外展示会

への参加を支援し、IP 情報サービスカン

ファレンスなどに知的財産サービス企業

共同広報館の設置を支援した。特許庁

が主催する国際特許情報博覧会への参

加を希望する 6 社に展示館の設置、広

報動画及びパンフレットの制作、オンラ

イン映像ミーティングなど研究開発成果

及び企業広報活動を支援した。 

また、研究開発支援を受けた知的財

産サービス企業は、試験サービスを基

に米国特許調査サービス企業と販売条

件付き試験サービスを提供する業務協

約を締結し、国内では試験サービスを経

験した韓国産業技術振興協会と有償の

特許分析サービスを定期的に提供する

ことで業務協約を締結した。 

 



 

 

Ｃ. 評価及び発展方向 

 知的財産サービスの研究開発支援を

通じ、2020 年から 2022 年までの 3 年間

に 76 人の雇用を創出し、デジタルを基

盤とした IPサービスを開発する企業を支

援するためにネイバークラウドと業務協

約を締結し、融合情報を基盤としたサー

ビス開発を支援するためにナイス評価

情報と業務協約を締結するなど、知的

財産サービス産業の活性化に向けたき

っかけを提供した。 

知的財産サービス研究開発支援に参

加した企業に満足度調査を行った結果、

90％が満足していることが分かり、企業

はアイデアにとどまっていたアイデアに

ついてのビジネスモデルを策定し、試行

サービスの開発に非常に役立ったという

意見があった。また、ビジネスモデルと

試行サービスを具体化し高度化するた

めには、より多くの政策的支援が必要で

あるとの要望もあった。 

特許庁は、急速に発展している人工

知能、ビッグデータなどの高度な技術を

基盤とする知的財産サービスの研究開

発結果を迅速に商用化し、事業化でき

るよう、研究開発実証・高度化支援体系

を構築して推進する。これにより、民間

企業が主導する知的財産サービス生態

系づくりに貢献する。 

 

第 4 節 中小企業の知的財産創出・活用インフラの強化 

１. 概観 

産業財産政策局 産業財産政策課 行政事務官 ソン・イング 

 第 4 次産業革命時代の到来に伴い、

世界の技術強国は技術覇権を握るため、

自国企業に対する財政支援及び租税支

援制度を積極的に推進している。税制

は国家財源を調達する財政的手段であ

るだけでなく、政府政策を効果的に実現

するように誘導する役割として活用され

る。主要国は研究開発成果を拡散させ、

知的財産権及び技術を利用した事業化

を促進するため、特許などの知的財産

権所得に対する租税支援を拡大する傾

向にある。 

韓国でも企業の革新と活発な研究開

発活動を支援するための方策として研

究開発租税支援制度が非常に重要な

部分を占めており、特許権、実用新案権、

商標権、意匠権等の知的財産権に関し

ても、租税の機能を利用して様々な活性

化方策を試みている。中小企業の知的

財産活動と知的財産関連産業の活性化

を誘引するため、職務発明報奨金や実

施料収入等に対する所得税の減免、知

的財産権の移転及び貸与所得に対する

所得税又は法人税の減免等を推進して

おり、特許情報調査・分析費用について

の税額控除制度も導入された。 

 

 

 

 



 

 

特許庁では、中小企業の知的財産関

連費用の負担を軽減し、知的財産に対

する正当な保障を通じて研究意欲を高

められるよう、知的財産関連税制の改

善，職務発明補償制度の活性化など

様々な制度的努力を続けている。 

 

２. 知的財産税制改編の推進 

産業財産政策局 産業財産政策課 農業事務官 パク・チョロ

Ａ. 推進背景及び概要 

中小企業の知的財産競争力強化の

ための特許庁の努力は多角的に行わ

れている。このような努力の一環として、

知的財産関連費用及び所得に対する税

制上の支援方案の策定は、企業の負担

を軽減する役割を果たすと同時に、企業

の知的財産経営活動を奨励する誘因策

として機能する。 

産業財産権によって発生する所得や

費用に対する税制上の支援を可能にす

るため、発明振興法第 40 条では「政府

は，租税特例制限法の定めるところによ

り、発明の振興、産業財産権の出願と

登録又は産業財産権の譲渡と実施等に

よって生じる所得や費用に対する税制

上の支援を行うことができる」と規定し、

その法的根拠を設けている。しかし、現

行の租税特例制限法の規定では、知的

財産の活性化のための税制支援に限

界があり、税制優遇に対する追加的な

要請が必要な実情である。このため、特

許庁では企業の知的財産競争力向上と

関連した税制の改善に継続的に努力し

ている。 

Ｂ. 推進経過 

 特許庁では、企業の知的財産活動を

奨励するための税制支援策を模索し、こ

れを関係部署に継続的に提案している。 

このような努力の結果、2014 年には

技術移転及び貸与所得に対する税額減

免制度が導入され、R&D 成果を拡散さ

せ、技術移転を活性化する基盤が整い、

2018 年には職務発明補償金の非課税

限度額を 300 万ウォンから 500 万ウォン

に引き上げ，研究者の課税負担を軽減

した。 

2017 年には、知的財産税制改善を今

後 5 年間（2017～2022 年）実施される第

2 次知的財産基本計画の長期課題に含

め、技術取得額に対する税額控除、技

術移転所得及び技術貸与所得に対する

税額の減免拡大などがこれに該当する。 

2020 年には、このような特許調査・分

析費用の軽減のため、中小企業が特許

調査・分析のために特許庁が指定した

特許調査分析の専門機関である産業財

産権診断機関に支出した費用を R&D 税

額控除項目に新たに追加した。 

 

 

 

 



 

 

また、2021 年には中小・中堅企業が

知的財産取引を活性化するため、中小・

中堅企業が知的財産を取得する際にか

かる費用を統合投資税額控除の対象に

新たに含めた。 

Ｃ. 評価及び今後の計画 

 租税特例制限法には、企業の R&D 投

資に対して技術・人材開発費、準備金な

どに対する税額控除規定を設けている。

研究開発投資に対する租税支援は，租

税減免を通じて企業の研究開発活動を

促進することが主な目的である。しかし、

残念ながら、研究開発活動と密接に関

連する知的財産活動に対する税制支援

はまだ十分に行われていない。 

これに対し、特許庁は、創出-保護-

活用に至る全過程で知的財産が活性化

されるよう、各分野に対する支援を強化

するための様々な税制支援策を講じて

いる。知的財産共済の掛け金に対する

税額控除，海外特許出願・登録・維持費

用に対する税額控除などを導入できる

よう、企画財政部など関係省庁と持続的

な協議を行う計画である。 

 

３. 職務発明補償文化の活性化を推進 

産業財産政策局 産業財産政策課 工業事務官 パク・ヒョンチョル 

Ａ. 推進背景及び概要 

 職務発明とは、従業員、法人の役員又

は公務員(以下「従業員等」という。)が、

その職務に関し発明したものが、その性

質上、使用者である法人又は国や地方

公共団体(以下「使用者等」という。) の

業務範囲に属し、その発明をした行為

が従業員等の現在又は過去の職務に

属する発明である(発明振興法第 2 条第

2 号)。つまり、職務発明は、従業員等が

本人の職務遂行過程で創出した発明と

いえる。また、発明振興法上の発明とは、

特許法、実用新案法又は意匠保護法に

基づいて保護される発明、考案及び創

作であるため（発明振興法第 2 条第 1

号）、職務発明には、特許法で保護され

る発明だけでなく、実用新案法又は意匠

保護法の保護対象になる考案及び創作

が含まれる。 

  

韓国では職務発明に対する権利は、原

則として発明者である従業員等が持つ

ことになり（発明者主義）、従業員等の職

務発明に対する権利を使用者等が承継

したり、専用実施権を設定した場合には，

契約や勤務規定に基づいて正当な補償

をしなければならない（発明振興法第 15 

条）。したがって、職務発明制度は、従

業員等の職務発明に対する権利を使用

者等が承継して所有したり、専用実施権

を設定する代わりに、それに対する正当

な補償をする制度といえる。ただし、職

務発明の場合，従業員等が職務発明を

創出することができる基盤である研究費

や研究施設などを提供するなど、 

 

 

 



 

 

使用者の貢献があってこそ可能であり、

従業員と使用者間の合理的な利益調整

が必須であるという点で、一般的な権利

移転に伴う対価の提供とは違いがある。 

 

表 V-2-18 韓国法人の特許出願の推移 
   （単位：件，％） 

区分 2015 年 2016 年 2017 年 '18 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 

個人出願（A） 41,972 40,878 41,671 42,487 44,552 44,886 41,298 36,268 

法人出願（B） 171,722 167,952 163,104 167,505 174,423 181,873 196,700 201,365 

計（C） 213,694 208,830 204,775 209,992 218,975 226,759 237,998 237,633 

法人出願比率

（B/C） 

80.4％ 80.4％ 79.7％ 79.8％ 79.7％ 80.2％ 82.6％ 84.7％ 

 職務発明が重要な理由は、今日、ほと

んどのコア技術・源泉技術が企業・研究

機関や大学など法人の主導で開発され

ており、法人で開発される発明の多くは

職務発明であることにある。 

職務発明制度を通じ、使用者等は職

務発明を容易に権利化し、独占的な権

利を基に迅速に事業化して売上を増大

し、利益を創出し、従業員は職務発明に

対する正当な報酬を受けることで創造

的な発明活動に専念することができ、使

用者、従業員双方がウィン-ウィン(Win-

Win)であることが可能である。 

図 V-2-17 職務発明制度の仕組み 

これについて特許庁では、国内企業

が職務発明制度を簡単に導入し、運営

することができるよう、中小企業に対す

る職務発明制度無料コンサルティング、

職務発明制度説明会などを支援してお

り、職務発明制度を優秀に運営する中

小・中堅企業を職務発明補償優秀企業

として認証している。加えて、職務発明

制度改善のための専門家諮問会議及

び受益企業懇談会の開催、中小企業関

連展示会での職務発明関連相談ブース

運営など様々な支援を実施している。 

Ｂ. 推進内容及び成果 

特許庁は職務発明制度が韓国産業

の発展及び知的財産に対する正当な補

償文化の基礎となるという認識の下，発

明振興法令を改正し、職務発明補償規

定を設け、模範的に運営する企業を職

務発明補償優秀企業として選定し、

様々な支援を提供できる根拠を設け、

2013 年 4 月から職務発明補償優秀企業

認証を実施し、2022 年末現在、合計

1,931 社を優秀企業として認証した。 
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図 V-2-18 職務発明補償優秀企業認

証プロセス 

 

 職務発明補償優秀企業として認証さ

れた企業には、特許、実用新案及び意

匠出願についての優先審査資格が与え

られ 4～9 年目の登録料について追加

20％の減免を受けることができ、特許庁、

科学技術情報通信部の支援事業参加

時に加点される。また、2022 年からは、

認証企業の IP 力量強化のための企業

の担当者を対象とした職務発明制度専

門人材養成教育の支援を受けることが

できる。 

 

表 V-2-19 職務発明補償優秀企業に対するインセンティブの現況 

 

 一方、専門人材や専担組織がなくて職

務発明制度の導入や運営に困難を抱え

ている中小・中堅企業を支援するため、

専門家が直接企業の職務発明に関連

する現状を診断し、企業に適した職務発

明補償規定を設けたり、職務発明制度

運営に関連する困難を解消する支援方

式の職務発明制度コンサルティングを

実施した。さらに、職務発明制度に対す

る国内企業の理解度を高めるため、企

業の従業員と役員を対象に職務発明制

度に関する説明会を開催し、職務発明

補償規定の導入手続き、職務発明審議

委員会の構成及び運営方法、職務発明

の承継手続きなど、職務発明補償規定

の導入及び運営全般に活用できる業務

マニュアルを製作・配布し、IP 力量が不

足している中小企業担当者が実務に活

用できるように支援している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▶政府支援事業参加時に加点を付与 

（特許庁）事業化連携知的財産評価支援事業、IP製品革新支援事業、優秀発明品 

優先購買推薦事業、中小企業 IP今すぐ支援、知的財産権連携研究開発戦略支援事

業、優秀特許基盤革新製品支援事業 

（科学技術情報通信部）グローバル SW 専門企業育成事業 

▶特許・実用新案及び意匠出願についての優先審査の対象 

▶特許・実用新案及び意匠の 4～9年目登録料 20%の追加減免 

▶SGIソウル保証保険加入時に優待特典付与（保険料 10%割引、保証限度拡大、信用

管理コンサルティング無償提供、中小企業担当役職員教育プラットフォーム支援） 

申請企業 

 
特許庁 

 

特許庁・中小ベンチャー企業部等 

 

韓国発明振興会 

認証書発給 

認証申請 

インセンティブ付与 

受付及び審議 



 

 

図 V-2-19 職務発明制度説明会 

 

 また、職務発明制度改善のために発

明者、企業、代理人などを対象に懇談

会を行い、職務発明制度改善案の基礎

を固め、コンサルティング及び認証制度

の受益企業を対象に「職務発明活性化

事業受益企業懇談会」を開催し、現場の

意見を政策に反映させようと努力した。 

これと共に、「2022 コリアナラマーケッ

ト」「2022 大韓民国知的財産大展」イベ

ントで職務発明制度広報館を運営し、技

術革新型の協会会員企業を対象に職務

発明制度の重要性及び事業を紹介する

など、職務発明制度に対する認識を広

めるために様々な方法で広報活動を推

進した。 

 

図 V-2-20 職務発明医制度の政策改善活動 

〈職務発明制度改善のための懇談会(6.29)〉〈職務発明制度広報(7 月、ベンチャー企業協会)〉 

 

表 V-2-20 国内企業の職務発明補償優秀企業認証の現況 

（単位：件） 

年度 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 

申請 120 152 162 180 257 259 309 346 452 517 

認証 91 132 123 131 147 147 184 253 305 385 

  



 

 

  

Ｃ. 評価及び今後の計画 

首都圏に集中しているコンサルティン

グ支援事業の地域分散のため、地方を

中心に職務発明制度説明会を開催し、

事業を集中的に広報することで地方企

業の参加拡大を誘導しようと努力したが、

2021 年のコンサルティング参加企業の

地域支援率は 2020 年(38.5%)から 2022

年(47.0%)で地域まで拡大されたが、依

然として一部の地方の場合、コンサルテ

ィング申請など参加率が低調であること

が分かった。したがって、今後、地域知

的財産センター(RIPC)及びテクノパーク、

創造経済革新センター、ベンチャー企業

協会，イノビズ協会など地域の中小企業

関連機関などと積極的に協力し、オン・

オフラインの職務発明制度説明会及び

セミナーを拡大実施する予定であり、特

に非首都圏地域の場合、事前広報を通

じて当該地域の中小企業の参加を積極

的に誘導する一方、企業の需要に応じ

たカスタマイズされたコンサルティングを

提供する計画である。 

また、ベンチャー企業協会、イノビズ

協会など技術革新型協会を対象に職務

発明コンサルティングを集中的に支援し、

実験室創業企業など知的財産基盤の創

業企業の成長を促進するために説明会

などを積極的に推進するなど、職務発

明制度の導入を高めるための政策的な

努力を行う計画である。 

また、最近、職務発明補償金関連の

訴訟が増加しており、企業・法曹界・公

共機関などから制度改善の要求が提起

されている現実を考慮し、従業員と使用

者間の利害関係の調整及び共生のた

めの法改正の推進、ガイドラインの策定

などを通じて合理的な補償文化が普及

することが期待される。

 

４. 知的財産経営認証制度の運営 

産業財産政策局 地域産業財産課 行政主事 ホ・ジュノ 

Ａ. 推進背景及び概要 

米中貿易戦争が技術覇権競争に転

化する中、世界は競って技術開発への

投資を増やしている。これに伴い、技術

主権を確保することは依然として韓国産

業の主な課題である。このような環境の

中で、ヌリ号、ダヌリ号の相次ぐ成果、防

衛分野の躍進などは、技術大国として

の私たちの潜在力を発揮している。しか

し、戦争と自国優位主義によるグローバ

ルサプライチェーンの乱れ、高物価・高

金利・高レートによる複合的な経済危機

で投資と需要が急激に縮小しており、韓

国の中小企業は大きな課題に直面して

いる。 

もちろん、過去には知的財産の重要

性に対する認識不足により、知的財産

権を確保しようとする努力が低調であっ

たが、最近では、知的財産権関連の大

小の紛争がイシューとなり、知的財産権

に対する関心が高まっている。 

 



 

 

さらに、積極的な R&D 投資や技術移

転などを通じて知的財産権を確保し、企

業価値を高める事例も増加しており、知

的財産権を通じた価値創造の重要性が

高まっている。今日、知的財産は企業経

営において経済的価値の創出を超え、

様々な方法で管理・活用されている。今

や知的財産は、企業の発生、変更、消

滅の全領域に影響を及ぼしていると言

える。 

米中貿易戦争が技術覇権競争に転

換され、世界は競って技術開発への投

資を増やしている。これに伴い、技術主

権を確保することが今後の韓国産業の

主な課題になると予想される。特に 2021

年は新型コロナ事態の長期化によるデ

ジタル転換がさらに加速化した年だった。

非対面の日常化、メタバースの登場など

変化した経営環境で中小企業が技術競

争を通じて生き残るためには、知的財産

力量の強化を通じた体質改善が求めら

れる。 

企業経営における知的財産権の重要

性にもかかわらず、限られた規模の予

算・人員で多数の企業の知的財産力量

を高めるには限界がある。したがって、

既存の支援事業のほか、中小企業の現

場に知的財産経営ノウハウを広く普及さ

せるための誘因策が必要である。 

これに対し、特許庁は知的財産経営

を中小企業の普遍的な経営方式として

普及させ、知的財産経営企業の信頼性

を高めるため、2015 年の実証事業をき

っかけに 2016 年に知的財産経営認証

事業を本格的に開始した。 

Ｂ. 主要内容及び成果 

 知的財産経営認証事業を推進するた

め、知的財産基本法、発明振興法及び

同法施行令を改正して法的根拠を設け、

特許庁告示で知的財産経営認証運営

要領を制定し、2016 年 4 月 28 日に施行

した。 

体系的な審査及び認証のために、現

場評価を除く自己診断、書類審査、認証

可否決定の窓口を経営認証 ホームペ

ージ(ripc.org/ipcert)に一元化し、申請及

び認証状況管理のためのオンラインシ

ステムを構築した。 

図 V-2-21 知的財産経営認証オンライ

ンシステム 

ウェブサイト 

 特に 2017 年からは、脱落企業に対す

る事後管理の面で知的財産経営メンタ

リングプログラムを設けた。これにより、

脱落企業が積極的に知的財産力量を高

め、認証を取得する事例が増えている。 

最近では、SRT 広告映像の上映や知

的財産経営者団体ネットワークを活用し

た広報など、認証制度に対する関心を

高めるために努力している。特に 2022

年には、革新製品展示会、大韓民国エ

ネルギー大展など各種博覧会ブース運

営を通じた広報を強化した。 

 



 

 

経営サーバーの改善など、システム

の高度化及び審査プロセスを簡素化し、

参加企業の利便性も高めてきた。このよ

うな努力により、知的財産経営認証取得

企業は制度施行 8 年目の 2022 年に

1,000 社(累積)を達成した。 

表 V-2-21 知的財産経営の認証実績 
区

分 

201

6 
2017 2018 

201

9 
2020 2021 2022 

合計 

(累積) 

申

請 
80 225 268 213 260 205 222 1,473 

認

証 
53 150 180 154 197 159 151 1,044 

 

 知的財産経営認証の申請対象は、中

小企業基本法第 2 条に基づく中小企業

であり、年中常時申請が可能である。申

請手数料は 2018 年 6 月から 3 3 万ウォ

ン(既存 66 万ウォンから一時的な減免状

態)で運営している。世界的な経済低迷、

パンデミック後遺症など不安定な経済環

境の中で困難に見舞われている中小企

業のために、手数料減免は継続する計

画だ。 

内外的に中小企業経営に厳しい環境

があるにもかかわらず、2022年に222社

が申請し、151 社が認証を受け、認証率

は 68.0％であった。認証申 請率は首

都・江原道圏が全体の 38.7％で最も高く、

申請に対する認証率も首都・江原道圏

で 83.7%と最も高い。 

認証を申請した企業は、国内外の産

業財産権保有件数など 10 項目で 70 点

以上(100 点満点)を獲得した場合、認証

を受けることができる。認証企業には特

許庁長官が発行した認証書が提供され、

認証企業であることを知らせることがで

きる扁額を一緒に提供し、 認証企業の

支持を得ている。 

 

表 V-2-22 知的財産経営認証審査項

目 

審査項目 配点 

知的財産担当組織及び人材 10 点 

職務発明の活性化 5 点 

国内外の産業財産権出願実績 8 点 

国内外の産業財産権保有件数 16 点 

知的財産権教育 5 点 

研究開発人員及び金額 12 点 

知的財産権の動向把握及び活用 21 点 

知的財産権適用製品の売上比率 8 点 

知的財産権の実施権等の活用 8 点 

知的財産権紛争の事前点検 7 点 

 より多くの中小企業が知的財産経営

認証を取得するために、制度運営の初

期から認証企業のための様々な支援施

策を用意した。特許庁の特許・実用・意

匠権の年次使用料 20％追加減免、特許

庁が主管する一部支援事業参加時の加

点付与、韓国放送広告振興公社の TV・

ラジオ放送広告費 70%割引などがそれ

である。2021 年には SGI ソウル保証と知

的財産経営認証企業など知的財産基盤

の中小企業に保証限度額の拡大、保険

料の割引提供などを骨子とした業務協

約を締結した。 

特に、新型コロナで困難に見舞われ

た中小企業のための「特許料等の徴収

規則」の改正内容が目立つ。知的財産

経営認証企業に対する年次料の追加減

免の恩恵が、既存の年次登録料から

2022 年からは 4～6 年目登録料に拡大

適用された。一方、認証企業は，感染症

事態のような災害などの発生時に特許

料・登録料などの減免対象になることも

追加された。2023 年には企業の認証負



 

 

担軽減のため、認証有効期間の拡大を

推進する計画である。Ｃ. 評価及び発展

方向 

 知的財産経営認証の貢献度について

見ると、2020 年 70.1 点、2021 年 70.8 点、

2022 年 73.8 点を示し、年々上昇傾向に

ある。これは、知的財産経営認証を取得

した企業の場合、知的財産経営の導入

が事業発展に貢献することを実感する

程度が徐々に上昇していることを示して

いる。しかし、2022 年基準の累積認証企

業 1000 社余りは、全国中小企業数

(2020 年 729 万社、営利法人ベース/統

計庁)に対して 0.14%に過ぎず、同制度は

今や第一歩を踏み出したところだと言え

る。 

知的財産経営に対する持続的な広報

と、認証企業に実質的に役立つ制度や

政策を拡大していくことが重要である。こ

れは中小企業が知的財産経営を導入す

る上で最も大きな動機づけになるだろう。 

最後に、認証審査の品質維持のため、

審査員教育及び中小企業知的財産経

営の現状の問題点、改善事項を導き出

し、認証審査に反映する方向で制度を

運営していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

第 1 節 知的財産専門人材の養成 

 

１. 概観 

産業財産政策局 産業財産人材課 行政事務官 キム・ヒョンア 

人工知能、未来自動車などの新産業

が時代の転換をリードし、技術覇権の確

保が国家競争力の核心として浮上する

中、知的財産の重要性は日増しに高ま

っている。政府はこのような変化に先ん

じて対応し、韓国の企業や大学、研究機

関が未来技術を先取りし、革新をリード

していけるよう、知的財産制度と政策全

般を整備している。しかし、このような知

的財産政策を現場で正しく実現させるた

めには、特許の価値を知り、積極的に活

用できる知的財産人材を養成すること

が何よりも重要である。 

これに対し、特許庁は創造的で融合

的なマインドを兼ね備えた人材の育成を

国家競争力の核心要素と捉え、革新成

長を導く知的財産融合人材の育成のた

め、全省庁合同で中長期総合計画(第 3

次国家知的財産人材養成総合計画

(2018～2022 年) を立て、推進している。 

大学内の体系的な知的財産教育基

盤を構築し、理工系学生を専攻知識に

加え、知的財産を創出・活用するための

力量を備えた知的財産融合人材に育成

するため、学科に合わせた技術・IP 融合

講座を運営しただけでなく、大学教授を

対象に知的財産の基礎から高度な段階

まで多様な教授教育課程を運営し、知

的財産の認識向上及び専門性強化に

取り組んでいる。 

また、地域産業の特性と需要を反映

した知的財産の専門深化人材の養成を

目指し、地域拠点大学を通じて学部及

び修士・博士の知的財産学位課程を運

営するよう支援する知的財産専門人材

養成重点大学事業を集中的に支援して

おり、激しく進行しているグローバル特

許戦争に効果的に対応し、企業の知的

財産経営基盤構築及び競争力向上の

ために実務事例中心の知的財産専門

修士課程も並行して運営している。 
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全国民対象の知的財産教育環境の構築 



 

 

 このような政策支援の延長線上に、特

許庁は教育部との積極的な協力を通じ

て、2024 年までに技術・IP 融合人材養

成することを目標に、新産業分野学科

の学生を対象に IP 融合教育を総合支援

する新産業分野知的財産融合人材養成

事業を 2022 年に新規事業として推進し

ている。 

そのほか、キャンパス特許ユニバー

シアード、D2B 意匠フェアなど、企業と大

学が協力して創造的なアイデアを発掘し、

問題を解決する様々な IP 基盤の産学協

働型教育と、企業別知的財産イシュー

に対するカスタマイズされた教育、CEO

対象の知的財産教育も継続的に実施し

ている。 

 

２. 知的財産権に強い大学（院）人材の育成 

産業財産政策局 産業財産人材課 行政事務官 キム・ヒョナ 

Ａ. 知的財産専門人材養成重点大学 

1) 推進背景及び概要 

知的財産の重要性が高まるにつれ、

知的財産人材に対する需要は増加する

が、優秀な人材の首都圏集中現象と地

域内の知的財産インフラの不足により、

地域企業では人材確保に難儀している。

これに対し、特許庁は地域革新企業の

持続的成長を牽引する地域に特化した

知的財産専門人材を養成・供給するた

め、2021 年から「知的財産専門人材養

成重点大学」事業を運営している。 

2) 推進内容及び成果 

 知的財産専門人材養成重点大学事業

は，教育部の「自治体-大学協力基盤地

域革新事業」と連携し、地域の知的財産

教育を拡散するため、地域革新プラット

フォームの統括大学を知的財産重点大

学に指定し支援している。 

2021 年に慶尚南道蔚山圏の慶尚国

大、光州圏の全南圏の全南大、忠北圏

の忠北大を皮切りに、2022 年には大田・

世宗・忠南圏の忠南大を新規指定し、計

4 つの重点大学を運営している。 

表 Ⅵ-1-1 知的財産専門人材養成重点大学の学位課程構築の現況 

大学 慶尚国立大 全南大 忠北大 忠南大 

学部 知的財産融合専攻 
（複数専攻・副専攻） 

未来エネルギー新産業
－IP 

融合専攻 
（副専攻） 

知的財産 
スマート融合専攻 

（複数専攻） 

知的財産融合人材 
（マイクロディグリー） 
知的財産融合専攻 
（複数専攻・副専攻） 

大学
院 知的財産融合学科 知的財産融合学科 

知的財産 
知的財産スマート融

合学科 
知的財産融合学科 

 

  



 

 

 

 地域に特化した知的財産専門人材の

養成のため、各大学では地域の中核産

業分野と連携した知的財産融合専攻及

び学科を学部と大学院に構築して運営

しており、2022 年には学部の 77 講座で

3,480 人、大学院の 49 講座で 573 人が

知的財産の講義を受講した。 

圏域内の知的財産教育の普及のた

め、地域革新プラットフォームに参加す

る他大学を対象に知的財産関連共同教

育課程を運営し、大学別の特性を生か

した知的財産教育コンテンツを開発し、

共同教育課程に活用している。また、地

域が必要とする人材を養成するため、

地域の核心産業企業・機関との産学協

力プログラム、校内外での学術大会、業

務協約締結など多様な力量強化プログ

ラムを開発・運営し、地域の知的財産教

育の普及のための足がかりを設けてい

る。 

 

表Ⅵ-1-2 知的財産専門人材養成重点大学の運営結果 

大学 2021 年 2022 年 

講座 受講生 講座 受講生 

慶尚国立大 21 540 39 1,152 

全南大 20 700 20 597 

忠北大 23 1,081 40 1,575 

忠南大 ‐ ‐ 27 729 

合計 64 2,321 126 4,053 

 

3) 評価及び発展方向 

 知的財産専門人材養成重点大学は

2021 年を皮切りに 2022 年に計 4 大学を

指定し、知的財産融合専攻及び学科を

学部と大学院課程に開設し、周辺大学

と共同教育課程を運営し、地域の革新

企業・機関と一緒に様々な力量強化プ

ログラムを開発・運営する成果を示した。 

また、知的財産教育モデルが普及さ

れるように重点大学協議会を通じて優

秀事例を共有し、重点大学間の協力方

案を模索しており、これにより地域企業

の成長を牽引する知的財産専門人材が

持続的に輩出されることが期待される。

特許庁は今後も知的財産教育の死角が

ないように重点大学を全国に拡大する

予定だ。 

Ｂ. 新産業分野での知的財産融合人材

養成事業 

1) 推進背景及び概要 

最近、新産業分野に対する技術覇権

が国家競争力にも大きな影響を及ぼす

ようになり、将来の新技術先取りのため

に、理工系学生を技術専門知識と知的

財産創出・活用能力を兼ね備えた技術・

IP 融合型人材として育成する必要性が

さらに高まっている。 

 

 



 

 

特許庁は 2022 年から教育部と協力し

て、将来の新技術分野に進出する予備

専門人材を技術・IP 融合人材として育成

するための知的財産融合教育を総合的

に支援している。 

2) 推進内容及び成果 

 特許庁は教育部と協力して「新産業分

野知的財産融合人材養成事業」を 2022

年から運営している。この事業は、大学

が主導的に新産業分野の知的財産基

盤の融合教育体系を構築できるよう支

援する事業で、総計 50 の学科・専攻を

選定し支援している。 

新産業分野の技術・IP 融合人材育成

のため、各学科・専攻では専攻分野と連

携できる知的財産の正規講座を運営し

ており、2022 年には 157 講座を開設し、

4,403 人が受講した。 

新産業分野学科内で知的財産教育を

体系的に運営できるように、教育対象を

学部教養、学部専攻、大学院課程の 3

段階に区分した「IP 標準教育課程」を開

発・配布した。 

図Ⅵ-1-1 大学(院)IP 標準教育課程の活用例(案) 

 
 さらに、開発した標準教育課程を適用

し、知的財産に初めて接する学生や一

般人も簡単に理解できる「IP 標準教養

教材」と新技術分野別の代表的な事例

を通じて直感的な理解を助ける「新産業

分野知的財産事例集」も開発した。 

また、知的財産認識を高め、教育効

果を高めるために、知的財産講座受講

生のうち優秀な学生と関心度の高い教

授を選抜し、短期集中教育課程(ワンタ

スク)と教授深化教育も運営した。 

3) 評価及び発展方向 

 新産業分野の知的財産融合人材養成

事業は、2022 年から新たに 50 の新産業

学科の専攻を選定し、知的財産正規講

座を開設し、技術専門性と知的財産創

出・活用力量を備えた人材を養成できる

よう大学に教育基盤を構築する成果を

示した。特許庁は、新産業分野別の特

性と知的財産の実務能力を養うことがで

きるよう、多様な教育コンテンツを持続

的に開発・普及し、大学が必要とする支

援事業をより積極的に展開し、 

 

 

教育分野細部項目（教科目） 
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特許 
創出 

特許保護-
特許紛争 

特許保護-
営業秘密 



 

 

未来自動車、半導体、人工知能など未

来新産業をリードする技術融合人材の

育成に拍車をかける予定である。 

Ｃ. 知的財産教育先導大学運営 

1) 推進背景及び概要 

 企業は IP 人材不足で R&D の成果を

事業化するのに苦労しており、特に中

小・中堅企業は国内外の特許侵害に対

応する余力が不足しているのが現状で

ある。企業は R&D 人材に対する IP 教育

負担が非常に大きいため、大学が学生

を体系的に教育し、IP に強い予備 R&D

人材の育成が必要である。 

このような趣旨から、特許庁は大学の

自律的な知的財産教育システムを構築

し、知的財産力量を備えた人材を養成

できるよう、2012 年から知的財産教育先

導大学を指定し、大学(院)生の知的財

産教育を推進してきた。 

2) 推進内容及び成果 

知的財産教育先導大学事業は大学

の知的財産力量を強化し、大学自ら体

系的な知的財産教育を実施することが

できるよう、知的財産専任教授を採用・

運営するようにする事業で、2012 年、江

原大、仁荷大、全南大(1 次)を皮切りに、

金烏工科大、檀国大、釜慶大、ソウル大 

(4 次)、公州大、東国大(3 次)、慶熙大、

国民大、木原大、安東大(4 次)、群山大、

大津大、東亜大(5 次)、ソウル科学技術

大、延世大、嶺南大、済州大(6 次)、京

城大、成均館大、漢城大(7 次)、崇実大、

安養大(8 次)、東明大、清州大(9 次)など

27 大学を知的財産教育先導大学として

指定した。2022 年には、卒業した大学を

除き、合計 7 つの大学で 626 の知的財

産講座を開設し、19,732 名が受講した。

また、正規講座のほか、校内の教授な

ど教職員を対象に独自の教育を推進し、

知的財産に対する認識を高め、地域大

学や企業と連携して特別講義や産学連

携プログラムを通じて、地域に知的財産

を広めるために多くの活動を行った。 

特に、漢城大学の「特許ビッグデータ 

Micro Degree」課程、東明大学の「TU-IP

認証制」などを通じて IP 融合学位及び

認証制度を構築し、崇実大学の「崇実夏

季発明学校」、清州大学の「創造アイデ

ア&発明意匠コンクール」など地域社会

と連携した非教科プログラムを企画・運

営し、知的財産教育の普及に貢献した。

このように、知的財産教育先導大学は

多様な教科・非教科プログラム」を通じ

て，未来の IP 人材の養成に積極的な努

力を傾注している。 

3) 評価及び発展方向 

 先導大学は 2012 年に初めて施行され

て以来、持続的な知的財産講座の開設

及び地域社会と連携した非教科プログ

ラムを運営し、学生の IP 創出・活用力量

を高めている。 

今後も先導大学は、事業終了後も自

生力を確保できるよう、知的財産専攻科

目の維持及び専任教員の確保に努める

予定である。また、自治体や企業との連

携プログラムを通じ、学生のアイデアが

知的財産創出につながるようにする。 

  



 

 

表Ⅵ-1-3 知的財産教育先導大学の運営結果 

次数 大学 
2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 

講座 
受講
生 講座 受講生 

講
座 

受講
生 講座 受講生 講座 受講生 講座 

受講
生 講座 受講生 講座 

受講
生 講座 受講生 講座 

受講
生 

講
座 

受講
生 

1 次
（’12
年） 

江原大 26 1,084 29 1,042 38 1,434 33 1,042 12 1,206 － － － － － － － － － － － － 

仁荷大 31 1,407 54 2,130 58 2,544 62 3,166 62 2,228 79 2,889 － － － － － － － － － － 

全南大 26 950 27 1,167 31 1,288 33 1,253 37 1,278 41 1,329 46 1,421 － － － － － － － － 

2 次
（201
3 年） 

檀国大 － － 54 2,362 61 2,806 － － － － － － － － － － － － － － － － 

釜慶大 － － 21 508 24 753 30 790 31 941 35 1,160 － － － － － － － － － － 

ソウル大 － － 15 429 15 526 14 525 14 559 17 621 － － － － － － － － － － 

3 次
（201
4 年） 

公州大 － － － － 79 2,348 89 2,259 76 1,971 － － － － － － － － － － － － 

金烏工大 － － － － 36 1,101 64 1,757 74 1,707 62 1,258 75 1,465 75 1,781 － － － － － － 

東国大 － － － － 76 3,202 88 3,349 87 3,132 109 3,832 110 3,771 － － － － － － － － 

4 次
（’15
年） 

慶熙大 － － － － － － 26 883 32 1,441 38 1,447 42 1,910 31 1,613 － － － － － － 

国民大 － － － － － － 85 2,157 82 2,162 117 3,001 103 2,718 100 2,590 － － － － － － 

牧園大 － － － － － － 56 1,743 69 1,946 75 2,199 76 1,897 75 1,963 － － － － － － 

安東大 － － － － － － 31 1,104 32 1,117 34 1,173 36 1,320 34 1,162 － － － － － － 

5 次
（’16
年） 

群山大 － － － － － － － － 186 3,870 181 3,888 183 3,837 163 3,721 184 3,865 － － － － 

大眞大 － － － － － － － － 44 1,419 42 1,842 42 1,683 52 1,988 40 1,358 － － － － 

東亜大 － － － － － － － － 155 3,959 102 2,857 112 3,281 118 3,435 120 3,665 － － － － 

6 次
（201
7 年） 

ｿｳﾙ科技

大 
－ － － － － － － － － － 161 2,891 120 3,026 135 3,365 134 3,279 105 2,547 － － 

延世大 － － － － － － － － － － 74 3,920 74 3,791 77 4,425 82 4,721 83 5,090 － － 

嶺南大 － － － － － － － － － － 67 3,786 60 3,901 62 3,273 70 3,911 77 4,558 － － 

済州大 － － － － － － － － － － 217 5,571 209 6,857 226 5,471 232 5,727 240 5,977 － － 

7 次
（’18
年） 

慶星大 － － － － － － － － － － － － 36 814 61 1,894 57 1,568 57 1,527 56 1,465 

成均館大 － － － － － － － － － － － － 51 2,127 51 1,862 68 2,492 64 2,923 54 2,301 

漢城大 － － － － － － － － － － － － 35 1,359 43 1,111 48 1,462 53 1,341 52 1,307 

8 次
（201
9 年） 

崇実大 － － － － － － － － － － － － － － 82 2,609 142 4,610 208 7,061 167 5,579 

安養大 － － － － － － － － － － － － － － 48 1,472 51 2,897 63 2,567 78 3,514 

9 次
（202
0 年） 

東明大 － － － － － － － － － － － － － － － － 109 2,518 75 2,688 82 2,249 

清州大 － － － － － － － － － － － － － － － － 69 2,581 124 3,412 137 3,317 

合計 計 83 3,441 200 7,638 418 6,002 611 2,0028 1,023 28,936 1,451 43,664 1,410 45,178 1,433 43,735 1,386 44,654 1,149 39,691 626 1,9732 

*檀国大、東国大(2019 年～) 知的財産専門学位課程として転換、江原大・公州大は’16 年末事業終了、仁荷大・釜慶大・ソウル大は 2017 年末支

援終了、全南大は’18 年末支援終了、金烏工大・国民大・木原大・安東大は 2019 年末支援終了、群山大・大眞大・東亜大は 2020 年末支援終

了、ソウル科学技術大・延世大・嶺南大・済州大は 2021 年末支援終了、京城大・成均館大・漢城大は 2022 年末支援終了。 

 

Ｄ. 知的財産専門学位課程の運営 

1) 推進背景及び概要 

最近、企業間の知的財産権競争が激

化する中，これに効果的に対応できる知

的財産専門人材が企業の核心資産とし

て浮上している。知的財産専門人材は，

工学的な知識だけでなく、知的財産に対

する法学と経営戦略についての総合的

な理解が必要であり、このような人材を

養成するため、大学院レベルの学問間

融合教育を行うことが望ましいが、従来

の工学部、法学部、経営学部間の融合

教育には困難が多かった。 

これにより、特許庁は 2009 年から知

的財産専門人材の育成に特化した大学

院修士課程である知的財産専門学位課

程を支援することになった。KAIST と弘

益大学が 1 次運営大学に選定され、

2010 年に最初の入学生を募集し、本格

的に知的財産専門人材の育成を開始し

た。 

 



 

 

現在、支援が終了したKAIST、弘益大、

高麗大、檀国大では独自の知的財産学

位課程の運営などを通じて持続的にグ

ローバル知的財産人材の育成に貢献し

ており、東国大は特許庁と協力して知的

財産修士学位課程を運営している。 

   
表 Ⅵ-1-4 知的財産専門学位課程の運営現況 

大学 学位名称 授業形態別 授業期間 履修単位 

KAIST 知的財産修士 週末コース 2 年（6 学期） 
33 単位/39 単位 
（単位取得＋論文/
プロジェクト） 

弘益大 知的財産学修士 
平日夜間/週末昼
間 

2 年（4 学期） 24 単位 

高麗大 
知的財産戦略学修
士 

平日夜間/週末昼
間 

2 年（4 学期） 45 単位 

檀国大 
知的財産専門学位
修士 

週末 2 年（4 学期） 
33 単位（論文）/39
単位（論文代替、研
究指導 6 単位） 

東国大 知的財産学修士 
平日夜間/週末昼
間 

2 年（4 学期） 24 単位 

 

2) 推進内容及び成果 

 知的財産専門学位課程の運営を通じ

て 2010 年から累積 814 人の知的財産

専門人材を養成した。KAIST、弘益大学、

檀国大学は支援終了後も独自に知的財

産専門学位課程を継続して運営してお

り、高麗大学は支援終了後，技術経営

専門大学院(MOT)に「知的財産戦略学

科」を新設して運営している。 

東国大学は 2019 年から知的財産専

門学位課程を運営し、実務型融合教育

を通じて工学マインド、法律マインド、経

営マインドを備えた創造・実務型知的財

産専門家の養成を目指している。また、

米国アリゾナ大学と連携した LLM(法学

修士)課程を開設し、企業経営及び法律

環境に対応できるグローバル知的財産

専門家の養成を推進している。 

3) 評価及び発展方向 

 知的財産専門学位課程は、国内初の

知的財産分野の専門家養成のため、工

学-法学-経営学間の融合教育を実施し

た。2022 年東国大学は 21 名の新入生

を募集し、そのうち 12 名(約 57%)が企業

在職者であり、今後の国家成長を主導

する国際的な実務知的財産専門家とし

て生まれ変わることを期待している。 

Ｅ. 知的財産教授教育運営 

1) 推進背景及び概要 

 大学教授は、知的財産権創出の中核

人材を養成し、知的財産教育基盤を構

築する上で非常に重要な役割を担って

いる。特に、理工系教授は科学技術研

究の最前線の研究開発者として、知的

財産の重要性に対する認識はもちろん、

知的財産の創出・活用能力が求められ

る。 

現在、大学に開設されている知的財

産講座の場合、多くの部分が弁理士な

ど特許関連の専門家たちによって講義

が行われている。これは理工系大学大

学で専門分野と融合して知的財産教育

を実施できる教授が不足しているためで

ある。 



 

 

実際、特定の分野に特化した知的財

産融合教育のためには、知的財産の素

養を備えた当該分野の教授が講義を行

うことが最も適しているため、特許庁は

教授教育を通じて様々な分野の講義要

員を確保しようとしている。 

2) 推進内容及び成果 

特許庁は、大学教授が知的財産教授

教育に参加を修了した後、教育内容を

研究活動及び講義に活用できるように、

教授の専攻・IP 水準を考慮した段階別

短期集中教授教育を運営している。

2008 年に始まった短期集中教授教育は、

知的財産教育の必要性を認識した教授

の参加が次第に増加し、2022 年まで合

計 3,487 人が教授教育を受け、2022 年

には基本課程(6・9 月)44 名、中級課程

52 名が修了するなど、大学内の知的財

産基盤の確立に貢献した。 

また、先導大学の校内独自の教授教

育プログラムを通じ、専攻教授の知的財

産講義能力の培養及び中長期的な大

学内の自立型知的財産講義基盤の構

築にも力を入れており、2022 年には

1,242 人が教育を受けた。先導大学内の

教授教育が活性化され，教育人員の増

加のほか，他大学の教授を招請して連

合教育を実施することで、より多様な教

育機会と経験を提供している。 

今後も、IP 重点大学、先導大学など

特許庁の大学支援事業の教育基盤を

活用した教授教育を継続的に運営し、

教授が自律的に大学の知的財産教育

の普及を図り、自らの研究成果を創出で

きるよう支援していく予定である。 

 

表 Ⅵ-1-5 大学における知的財産教授教育(短期集中課程)の現況
区
分 

主要内
容 

2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 
大
学 

人
数 

大
学 

人
数 

大
学 

人
数 

大
学 

人
数 

大
学 

人
数 

大
学 

人
数 

大
学 

人
数 

大
学 

人
数 

大
学 

人
数 

大
学 

人
数 

訪
問
教
育 

知的財
産権基
本 

4 108 2 45 8 67 － － － － － － － － 40 174 － － － － 

短
期
集
中
教
育 

知的財
産権基
本，特許
情報調
査分析
等 

64 268 88 30

3 
84 350 61 179 54 210 43 135 47 110 56 91 51 93 56 81 

合計 68 376 90 
34

8 
92 417 61 179 54 210 43 135 47 110 71 265 51 93 56 81 

3) 評価及び発展方向 

 知的財産教育を受けた教授たちが教

育内容を自身の研究及び発明に適用す

るだけでなく、大学で講義を通じて学生

に伝播しており、自主的に知的財産教

育研究学会を設立し運営している。しか

し、まだ先進国に比べ知的財産教育に

対する認識が普遍化されておらず、大

学(院)での知的財産教育を専門的に行

う教授要員が非常に不足している。  



 

 

 

表 Ⅵ-1-6 大学における知的財産教授教育プログラム

 

 今後、より多くの教授の参加を促すた

め技術分野別、専攻別、段階別の知的

財産教育プログラムを運営し、需要に合

わせた知的財産教授教育を提供する予

定であり、教授教育に参加した教授間

のネットワーク構築を推進し、知的財産

教育の優秀モデルを持続的に発掘・拡

散していくつもりだ。

 

３. 企業・大学間産学協力プロジェクト推進 

産業財産政策局 産業財産人材課 行政事務官 キム・ヒョナ 

Ａ. キャンパス特許ユニバーシアード 

1) 推進背景及び概要 

 キャンパス特許ユニバーシアードは、

大学内の特許データ分析・活用教育を

拡大し、企業が必要とする知的財産人

材を養成し、大学の独創的なアイデアを

産業界に供給するために推進された。

企業・研究所が提示した技術テーマに

ついて特許データを分析し、今後の特許

取得戦略または事業化戦略を提示する

過程を経ることで、学生は産業界が求め

る知的財産の実務能力を養うことになる。 

 キャンパス特許ユニバーシアードは、

企業、大学、政府の実質的な産・学・官

連携事例として、企業が内部に限定され

た R&D から果敢に脱却し、大学のアイ

デアを積極的に活用し、内部のイノベー

ションにつなげるオープン型イノベーショ

ン(Open Innovation)の優秀事例であり、

大学の知的財産教育の実践舞台として

機能している。 

  a) コンテスト部門 

 キャンパス特許ユニバーシアードは発

明事業化と特許戦略策定の 2 つの部門

 
(2022)大学別独自教授教育の現状 

区分 運用実績 

教育回

数 

教育時

間 

教育人

数 

慶星大 1 回 2 時間 2９名 

成均館大 4 回 1０時間 114 名 

漢城大 1０回 2７時間 ９９名 

崇実大 4 回 ５時間 ５44 名 

安養大 3 回 ６時間 112 名 

東明大 ７回 13 時間 21０名 

清州大 ６回 28.5 時間 134 名 

合計 35 回 91.5 時間 1,242 名 

 

先導大学独自教授教育 
 

・（2022）教授の知的財産力量向上及び自立基盤の構

築 

区分 コース名 教育内容 

1 次 
2022 ― 1 次 
知的財産教
授教育短期
集中コース 

知的財産の基礎 

特許検索及びビッグデータ

分析 

知的財産の評価・取引及び

事業化 

2 次 
2022 ― 2 次 
知的財産教
授教育短期
集中コース 

産学協力活性化のための大

学特許戦略策定方法 

事例を通じた先行技術調査

実習 

3 次 
2022 年新産
業分野知的
財産教授教
育（特許情報
調査・分析コ
ース） 

コンピュータ・データ及び

情報通信 

化学・生命・バイオ 

機械・自動車及びデザイン 

 

 

 

短期集中教育 



 

 

で構成されている。発明事業化部門は、

企業・研究所などが保有している特許技

術に関するデータを分析し、事業化アイ

デアを提示し、戦略を策定することであ

り、特許戦略策定部門は，企業・研究所

が提示した技術テーマについて国内外

の特許データを分析し、今後の R&D 戦

略と特許取得の方向性を策定すること

である。 

b) 参加資格 

 国内大学（院）生を対象に、個人また

はチーム（3名以内）で参加し、指導教員

1 名が参加すること。 

c) 審査手続き及び基準 

大会参加者は、応募資格と提出書類

の適格性検査に相当する基礎審査から、

書面審査、発表審査、部門別最終審査、

部門統合最終審査まで、合計 5 段階の

厳格な審査を受ける。また、部門統合最

終審査の前に国民参加審査を実施し、

国民公開投票の結果に基づいて部門統

合最終審査の段階で加点を付与し、審

査の公平性と客観性をさらに強化してい

る。審査段階ごとの詳細な評価基準は

以下の通りである。 

 

表 Ⅵ-1-7 コンテスト部門別の書面審査基準 
部門 評価項目 評価指標 

発明事業化 公開特許 

技術分析 

公開特許調査及び分析（定量・定性分析）の効率性 

該当技術に関する産業動向及び活用方案等の分析 

ビジネスモデル設計及び

実現可能性 

特許技術分析との連携性 

製品開発、将来の技術開発の方向・戦略等の高度性 

ビジネスモデルの期待効果及び具体性・適正性等 

特許戦略策定 特許戦略の設計及び方

向性提示 

主要(核心)特許導出及び選別、分析等 

将来の技術開発の方向・戦略等の提示 

技術獲得戦略策定の具体性・適正性等 

先行技術検索及び動向 先行特許調査(定量・定性分析)等 

技術及び産業動向 

表 Ⅵ-1-8 コンテスト部門別の最終審査基準 
部門 評価項目 評価指標 

発明事業化 特許分析の優位性 先行技術検索等 

技術理解と特許分析の連携 

戦略設計等 

実現可能性 問題解決への貢献度 

発展可能性等 

事業化可能性 市場性，経済性等 

特許戦略策定 提出答案の評価 先行技術検索等 

技術理解と特許分析の連携 

戦略設計等 

期待効果 問題解決への貢献度 

発展可能性等 

 

  



 

 

d)2022 年受賞内訳 

 2022 年キャンパス特許ユニバーシア

ードは 29 大学、122 チームが最終受賞

の栄誉を得た。 

2022 年大統領賞は、現代自動車のモ

ベッド(MobED)技術を救急医療分野に結

合させて救急医療の弱者階層の問題解

決のためのモビリティプラットフォーム事

業化のアイデアを提示した忠南大学の

パク・ソンジュンチームが受賞した。最多

受賞大学賞及び最多応募大学賞は漢

陽大学 ERIKA キャンパスが受賞した。 

表 Ⅵ-1-9 2022 年受賞内訳 

区分 発明事業化部門 特許戦略策定部門 

大統領賞 1 チーム(1,500 万ウォン) 

国務総理賞 1 チーム(1,200 万ウォン) 

科学技術情報通信部長官賞 
1 チーム 
（1,000 万ウォン） 

1 チーム 
（1,000 万ウォン） 

産業通商支援部長官賞 
1 チーム 
（1,000 万ウォン） 

1 チーム 
（1,000 万ウォン） 

特許庁長賞 
1 チーム 

（1,000 万ウォン） 

1 チーム 

（1,000 万ウォン） 

韓国工学翰林院会長賞 
1 チーム 

（1,000 万ウォン） 

1 チーム 

（1,000 万ウォン） 

韓国発明振興会長賞 
1 チーム 
（1,000 万ウォン） 

1 チーム 
（1,000 万ウォン） 

後援機関長賞 
優秀賞 

1 問当たり 1 チーム 
(3 百万ウォン) 

1 問当たり 1 チーム 
(3 百万ウォン) 

奨励賞 
1 問当たり 2 チーム 
（1 百万ウォン） 

1 問当たり 2 チーム 
（1 百ウォン） 

指導教授賞 

産業通商支援副長官賞 2 名、特許庁長賞 2 名、韓国工学

翰林院会長賞 2 名、韓国科学技術団体総連合会長賞 2

名、韓国発明振興会長賞 4 名（各 100 万ウォン） 

最多応募大学賞（韓国発明振興会長賞） 1 大学（2 百万ウォン） 

最多受賞大学（韓国工科大学長協議会長賞） 1 大学（2 百万ウォン） 

 

2) 推進内容及び成果 

キャンパス特許ユニバーシアードは、

理工系学生に限定されず、様々な専攻

者が参加できる知的財産大会として位

置づけるため、毎年スポンサー企業と問

題出題分野を拡大している。2022 年に

は合計 30 社が協賛に参加し、グーグル

コリアと韓国水資源公社が新たに参加

したことで、IP 基礎教育サービスと新再

生可能エネルギー分野に対する学生の

斬新なアイデアを発掘することができた。 

また、大会運営において、新型コロナ

の局面が徐々に解消されるにつれて、

過去 2 年間、非対面または縮小された

形で運営せざるを得なかった大会教育

と授賞式を大幅に活性化するなど、柔

軟に対応した。 

 

 

 



 

 

訪問説明会(7 回）、答案作成教育(6

回）、圏域別メンタリング団の新規運営

を通じて大会参加者の知的財産力量強

化教育が集中的に行われ、その結果、

合計 82 大学、2,080 チーム(4,739 人)が

参加し、前年より多くの学生が知的財産

力量を強化することができた。また、協

賛企業の役職員などが参加した授賞式

を開催することで、参加者の自負心を高

め、大会成果に対する共有の場を設け

ることができた。 

受賞者ネットワーク(YIPL)では、工学

翰林院会員との出会いプログラムを新

設し、メンタリングの機会を提供するなど、

受賞者の就職・創業力量強化のための

より差別化されたフォローアップ支援を

行っている。2021 年受賞者を対象に実

施した就職・創業現況調査の結果、前

年度受賞者の就職率が 86%となり、次世

代人材の登竜門としての本大会の役割

を確認することができた。 

 

3) 評価及び発展方向 

 2022 年キャンパスパテントユニバーシ

アードに参加した企業及び学生は大会

を肯定的に評価した。後援企業は「学生

の特許分析能力が非常に優れており、

成果物に対する表現も優れている」、

「企業で活用できるほど完成度が高い」

と評価し、参加学生たちは、「大会を通じ

て学んだ知識が就職や起業に大いに役

立った」と回答しました。 

今後も特許庁は、未来有望技術分野

の後援企業発掘、受賞者フォローアップ

支援の強化などを通じて、特許を分析・

活用し、事業化及び R&D 戦略を策定で

きる力量を備えた未来人材の育成に努

める予定である。 

 

４. 中小・中堅企業の知的財産専門人材の養成 

産業財産政策局 産業財産人材課 行政事務官 ユン・ギュソン 

Ａ. 推進背景及び概要 

デジタル転換という時代的要請により、

知的財産の観点から技術を開発し，活

用及び保護することができる力量を持つ

※2022年キャンパス特許ユニバーシアード後援参加企業（30 社） 

サムスン電子(株)、韓美薬品（株）、現代自動車（株）、ロッテケミカル（株）、（株）LG

化学、LGディスプレイ（株）、サムスン SD(株)、サムスンディスプレイ(株)、サムスン

電機（株）、SKハイニックス（株）、（株）ポスコ、ソウル半導体（株）、現代斗山インフ

ラコア(株)、SKシルトロン（株）、現代重工業（株）、大宇造船海洋（株）、サムスン重

工業（株）、現代三湖重工業（株）、（株）現代尾浦造船、（株）HJ重工業、テソン造船

（株）、（株）STX造船、現代製鉄(株）、（株）ユニーク、高麗亜鉛（株）、韓国機械研究

院（KMM）、韓国電子通信研究院（ETRI）、韓国特許戦略開発院（KISTA）、韓国水資源公

社、グーグルコリア 

 



 

 

人材を確保することが、革新企業として

の成長にとってさらに重要な要素となっ

た。 

 しかし、現実を見ると、一部の大企業

を除くほとんどの国内企業は、知的財産

の人材基盤が貧弱であり、急変する知

的財産環境に適切に対応していないの

が実情である。 

2019 年の調査によると、特許などの

知的財産は創業企業の革新性を牽引す

る核心資源として機能するが、企業の低

い知的財産の認識水準とともに、不十

分な人的・物的インフラのために知的財

産に対する教育は後回しになっている

状況である。21さらに、スタートアップ及

び中小・中堅企業の場合、知的財産紛

争に無防備にさらされており、知的財産

の専門人材育成のための支援が切実な

状況である。 

これに対し、特許庁では、スタートアッ

プや中小・中堅企業を支援する関係機

関と協力体制を構築し、企業現場内の

知的財産教育需要を発掘し、需要に合

わせた知的財産教育を提供するなど、

知的財産力量を備えた企業の実務人材

育成のための政策を推進している。 

Ｂ. 推進内容及び成果 

 1) 創業支援センターと連携したスター

トアップ向け知的財産教育の運営 

 創業支援センターと連携したスタートア

ップのカスタマイズ型知的財産教育は，

初期創業者及びスタートアップを対象に

現場密着型の知的財産教育を提供し，

知的財産の重要性を認識し，さらに持続

可能な強い企業への成長を支援するた

めに運営している。中小ベンチャー企業

部と韓国創業支援協会の協力により，

全国の創業支援センターのうち，合計

14 の運営センターを選定し，センターに

入居している創業企業を対象にカスタマ

イズされた教育を実施した。 

14 の拠点センターごとに 3 回、計 46

回の教育を実施し、合計 1,424 人の教育

修了生を輩出し、教育に参加した 2 つの

企業を対象に知的財産関連の助言及び

要求を反映した知的財産コンサルティン

グを実施した。 

14 のセンターで 3 回目の教育参加者を

対象にアンケートを実施した結果、知的

財産の重要性認識レベル、知的財産関

連知識レベル、実務適用レベルが全て

向上したことが分かった。 

 

表 Ⅵ-1-10 創業支援センター連携カスタマイズ型知的財産教育プロセス 

 

21 ベンチャー創業研究「知的財産基盤創業 

 

の効果及び示唆」、2019.6 

 

・教育需要発掘 

・教育機会及び設計 
・教育広報及び運営 
・教育満足調査 

・教育結果点検 

・教育成果共有 

・韓国創業支援協会

事前協議 
・教育満足調査 

主要
内容 

区分 推進計画策定
 

募集広報及び診断 企画及び運営 成果共有及び結果 



 

 

2) 素材・部品・装備分野の技術課題に

合わせた知財実務教育を推進 

 グローバルな素材・部品・装備強国と

して未来市場を先導するため、全政府レ

ベルの戦略を策定している。素材・部

品・装備の競争力強化のための方策と

して、企業を対象とした IP-R&D，特許確

保，海外出願支援などの重要性が非常

に大きくなっている。 

特許庁は、産業通商資源部、中小ベ

ンチャー企業部など他省庁と協力体制

を構築し、素材・部品・装備関連事業参

加企業を対象に知的財産教育及び教育

コンサルティングを支援した。 

まず、産業通商資源部の「素材・部

品・装備革新ラボ技術開発事業」と連携

し、技術開発課題への参加機関を対象

に圏域別の知的財産ユニバーサル教育

と技術分野別の知的財産深化教育を推

進した。教育には圏域別の計 10 機関か

ら 235 人が参加した。 

中小ベンチャー企業部の「素材・部

品・装備スタートアップ 100 発掘育成事

業」とも連携し、地域別に素材・部品・装

備のスタートアップの実務人材を対象に

知的財産コンサルティング型教育を支

援した。18 社の企業から約 51 人が教育

を受講した。 

素材・部品・装備関連企業を対象にし

た知的財産教育を通じ、技術競争力を

備えた韓国企業が核心素材の輸出規制

に対応するなど、知的財産保護に強い

企業に成長することを期待する。 

3)韓国産業技術振興協会連携したスタ

ートアップ対象知的財産実務教育 

 スタートアップの成長と競争力確保の

ために韓国産業技術振興協会と連携し、

技術分野別にカスタマイズされた知的財

産教育を運営した。 

  韓国産業技術振興協会の会員企業

を対象に、分野別の知的財産イシュー

に応じて主要技術と連携したカスタマイ

ズされた教育課程を提供し、知的財産

に対する認識と力量を高めることに貢献

した。知的財産の基礎から、事例を通じ

ての特許戦略策定，特許の活用までオ

ーダーメイドの教育を設計・支援するこ

とで、計 6 回の教育を実施し，100 人の

修了生を輩出し、目覚ましい成果をあげ

た。 

4)金融機関連携の知的財産実務教育 

 金融機関(国民銀行)の管理者職員(11

名)を対象に、「特許とスタートアップ」、

「価値評価と IP 金融の主なイシュー」な

ど IP 関連事項をテーマに知的財産教育

を支援した。「特許とスタートアップ」では、

技術の成熟段階と知的財産の権利化及

び事業化に関する内容を IP の観点から

説明し、「価値評価と IP 金融の主な課題」

では、IP 金融を扱う前に必須行為である

IP 評価方法を理解できるように、実際の

市場で多く使用されているロイヤリティ

控除法と収益アプローチを具体的な事

例を通じて説明した。受講者を対象にし

たアンケート結果では、高い満足度を示

した。 

  



 

 

 

５. 生涯教育のための知的財産単位銀行制度の運営 

国際知的財産研修院 教育企画課 電算事務官 クォン・ソックン 

Ａ. 推進背景及び概要 

 科学技術が高度化し，国家間の競争

が激化するにつれて、知的財産の重要

性も日々増大している。このような流れ

に合わせ、知的財産の専門人材の養成

及び知的財産の大衆化を実現するため

の知的財産分野の生涯教育制度の導

入が必要となった。 

従来の知的財産教育は、研究所、企

業などの知的財産関連業務の従事者中

心の教育が行われており、一般大衆が

体系的に知的財産を習得するのに限界

があった。そのため、最近の傾向に合わ

せてパラダイムを国民向け教育に転換

し、知的財産の創出・活用・管理・保護

教育のための体系的な知的財産専門家

養成教育プログラムが必要になった。 

2018 年 3 月に発表した「第 3 次国家

知的財産人材養成総合計画」によると、

2018 年から 2022 年までの 5 年間に約

199 万人の知的財産教育需要が発生し、

そのうち、知的財産管理及びサービスな

どの専門分野に 5.5 万人の人材が必要

であると推定した。それにもかかわらず、

国内の知的財産関連教育課程は，忠南

大、光雲大、京畿大など一部の大学で

運営され、教育カリキュラムも理工系科

目と法学科目を網羅するのではなく、理

工系または法学のいずれかの分野の科

目に偏っており、市場が望む人材を養

成することにおいて限界があった。 

これにより、国際知的財産研修院で

は、国家生涯教育制度である単位銀行

制標準カリキュラムに「知的財産学」専

攻コースを新設し、知的財産分野に関

心のある国民なら誰でも「知的財産学士

号」を取得できるようにした。 

Ｂ. 推進内容及び成果 

 単位銀行制は大学と同様に 1 科目(30

回)修了時に 3 単位が認定され、合計

140 単位を履修すれば、単位取得所要

年数に関係なく「知的財産学学士号」の

取得が可能である。他専攻の学士(4 年

制大学卒業者)は専攻 48 単位を取得し

て同学位を取得することができ、弁理士

資格保有者はより簡単に学位を取得す

ることができる。 

2012 年に「知的財産教育生涯教育制

度導入案」を策定し、2014 年 5 月に標準

教育課程に専攻必須 10 科目、専攻選

択 21 科目、計 31 科目で構成された「知

的財産学」専攻を新設し、その後 8 科目

を追加承認して計 39 科目を順次開発し

て提供中である。 

 

 

  



 

 

表 Ⅵ-1-11 知的財産単位銀行制の知的財産一般科目 

区分 科目名 主要内容 他専攻連携 

専攻必
須 

知的財産概論 -産業財産権及び著作権の基本概念 法学など 3 つ 

専攻選
択 

発明の理解 -発明のための理解と創造的な発想方法  

デザイン論 -デザイン理論の概念、傾向、歴史等 
産業デザインなど 4
つ 

インターネットと知的財産権
法 

-インターネットと商標・著作権・特許・パブリシティ権  

特許 -特許明細書作成の実務教育  

特許情報調査と分析 -先行技術調査及び特許分析  

知的財産出願実務 -産業財産出願実務教育  

知的財産審判・訴訟・実務 -知的財産権審判・訴訟制度実務  

国際出願実務 -主要国の出願実務  

国際知的財産権 -主要国の制度及び国際条約  

文化産業法 
-映画、コンサート、音楽、ゲーム等における知的財産
権 

 

デザイン経営とブランド戦略 -ブランドとデザインを通じた経営戦略 
産業デザインなど 2
つ 

表 Ⅵ-1-12 知的財産単位銀行制の法学科目 

区分 科目名 主要内容 他専攻連携 

専攻必須 

特許法 -特許制度の基本的な理解  

商標法 -商標制度の基本的な理解  

意匠保護法 
-意匠保護制度の基本的な
理解 

 

著作権法 
-著作権制度の基本的な理
解 

 

法学概論 
-法学についての基本的な
理解 

法学士など５つ 

専攻選択 

民法総則 
-民法についての基本的な
理解 

法学士 

知的財産と競争法 
-独占と独占禁止の相互関
係 

 

不正競争防止及び営業秘密
保護法 

-法律の基本的な理解  

憲法Ⅰ 
-憲法についての基本的な
理解 

法学士など 2 つ 

民事訴訟法 
-民事的紛争についての基
本的な理解 

法学士 

商法総則 
-商法についての基本的な
理解 

法学士など 4 つ 

表 Ⅵ-1-13 知的財産単位銀行制の理工系基礎科目 

区分 科目名 主要内容 他専攻連携 

専攻必須 自然科学概論 
-現代科学についての基本
的な理解 

教養科目 

専攻選択 

物理学概論 -大学物理 物理治療学等 3 つ 

化学概論 -大学化学 化学工学等７つ 

生物学概論 -大学生物学 臨床病理学等５つ 

地球科学概論 -大学地球科学 教養科目 

工業設計 -大学機械構造設計一般 機械設計工学 

材料科学 -大学材料科学概論 金属工学等 2 つ 

生物資源保護論 
-新品種保護制度、生物資
源保護・活用 

 

遺伝子と遺伝工学 -大学遺伝工学概論 教養科目 

電気電子工学概論 -大学電気電子科学概論 機械工学等 4 つ 

  



 

 

 

表 Ⅵ-1-14 知的財産単位銀行制の研究開発・経営関連科目 

区分 科目名 主要内容 他専攻連携 

専攻必須 

技術経営論 
-工学と経営学を統合，技術開発
及び管理 

 

研究開発と知的財産 
-研究者が知っておくべき知的財
産権 

 

知的財産権権利論 -知的財産の管理戦略  

専攻選択 

技術移転とライセンス理解 
-技術の事業化戦略。協定プロセ
ス・戦略 

 

経済学概論 -経済学についての基本的理解 
経営学など 4
つ 

債権総則 -債権についての基本的な理解 法学士 

知的財産単位銀行制の施行に伴い、

「知的財産概論」科目を国際知的財産

研修院の教育場で 2014 年 8 月に開設

し、2015 年には初めて遠隔ベースの知

的財産学単位銀行制で運営される「知

的財産概論」科目を新設した。その後、

毎年運営科目を追加しており、2022 年

にも運営科目を 2 つ追加し、1 学期

5,347 人、2 学期 5,731 人が受講した。ま

た、知的財産単位バンクの普及のため、

忠南大学、東明大学、韓国工科大、桂

明大学、全北大学、慶日大学、済州大、

漢拏大学、カトリック関西大学、建陽大

学など 10 の大学と業務協約を締結し、

単位交換を実施しており、今後開設を希

望する大学と継続的に協議するなど、協

力大学を拡大するための努力をしてい

る。 

また、国家公認民間資格(知的財産能

力試験 1～4 級、産業保安管理士)を取

得すると一定の単位を認めてくれること

で、高校卒業者も学士取得に必要な最

低単位を満たせば学士号を単独で取得

できるようになった。 

その結果、2019 年 85 名、2020 年 74

名、2021 年 117 名、2022 年 143 名など、

これまでに合計 422 名の知的財産学学

士を輩出した。 

2022 年知的財産学学位取得者を対

象に行われた「第 2 回知的財産学士手

記公募展」は多くの関心を受け、優秀事

例を発掘することができた。知的財産学

学位取得のきっかけと、これを通じて就

職・創業・転職など活用した様々な事例

を確認することができ、懇談会を一緒に

開催し、政策の方向性を一緒に議論す

る時間を持った。 

Ｃ. 評価と発展方向 

知的財産単位銀行制度を通じ、知的

財産に関心のある国民なら誰でも簡単

に教育を受けることができ、知的財産に

関連する理工系、法学科目及びこれら

の融合科目まで含むコース設計で、総

合的な解決能力を備えた知的財産人材

を養成することが期待される。 

2023 年には、遠隔ベースの単位銀行

制度を通じ、全学必修 10 科目（知的財

産概論、法学概論、特許法、商標法、意

匠保護法、著作権法、自然科学概論、

研究開発と知的財産、知的財産権管理

論、技術経営論）及び専攻選択 11 科目

（不正競争防止及び営業秘密保護法、

インターネットと知的財産権法、特許明

細書作成実務、特許情報調査と分析、

技術移転とライセンシングの理解、知的



 

 

財産にかかわる審判・訴訟実務、デザイ

ン経営とブランド戦略、民法総則、知的

財産と競争法、知的財産出願実務、文

化産業法）を開設して運営する計画であ

る。 

今後も引き続き知的財産単位交流大

学を拡大し、全国の市・道の生涯教育振

興院、大学生涯教育院など国内教育専

門機関に知的財産学科目など単位銀行

制科目の開設を支援し、一般大衆の知

的財産学の学位取得を容易にする予定

である。

 

６. 弁理士の専門性強化のための制度改善 

産業財産政策局 産業財産人材課 工業事務官 キム・チュニル 

行政事務菅 キム・ナムギョン 

Ａ. 推進背景及び概要 

2022 年には、弁理士の倫理義務・公

共性強化のための弁理士法 5 件の改正

に成功した。また、特許侵害訴訟の弁護

士・弁理士共同代理制度の導入及び弁

理士の「IP 価値評価」業務の公信力・品

質向上のための弁理士法改正を推進し

た。また、弁理士試験の円滑な施行・管

理等のために弁理士法施行令を改正し、

弁理士義務研修を履修していない弁理

士を対象に過料を課すなど、IP 法律サ

ービスの品質向上と弁理士制度改善の

ために多方面で努力した。 

Ｂ. 主要内容及び成果 

1)弁理士の倫理義務と公共性強化な

どのための弁理士法 5 件改正を完了 

 現在，表示広告法で不当な表示・広

告を一般的に禁止しているが、弁理士

の業務に関して虚偽・誇張・虚偽広告な

ど不正な広告を行う場合、これにより制

裁が可能かどうか曖昧なケースが多か

った。 

また、金品・饗応の提供を前提に事件

を紹介・斡旋したり、斡旋を受ける行為

が弁理士法で禁止されていないため、

中小・ベンチャー企業及び小規模事業

者がこのような被害を受けたとしても、こ

れに対する制裁が困難であった。そこで、

特許庁は、弁理士業界の受任秩序を正

し、法律消費者の権益を保護するため、

弁理士の倫理義務・公共性を強化する

ための弁理士法改正案 5 件を推進し、

2022.12.8 国会で最終可決された。改正

弁理士法に基づき、①弁理士業務に関

する虚偽・虚偽広告など不正な広告行

為が禁止され、これに違反した場合、1

年以下の懲役または 1 千万ウォン以下

の罰金に処せられる。②また、金品・接

待等を前提に事件を紹介・斡旋する、又

は紹介・斡旋を受ける行為が全て禁止

され、違反した場合、5 年以下の懲役又

は 5 千万ウォン以下の罰金に処せられ

る。③また、すべての弁理士に年間一定

時間、公益活動に参加する法的義務が

付与される。改正弁理士法は 2023.7.4

から施行される予定である。 

 

 



 

 

2) 特許侵害訴訟における弁護士・弁

理士共同代理制度導入のための弁理

士法改正の推進 

最近の調査結果によると、過去 5 年

間、知財権紛争を経験した国内企業の

うち 90%が中小・ベンチャー企業(2021 年

国内知財権紛争実態調査、知的財産研

究院）であり、特許紛争を経験した中小・

ベンチャー企業の約 80％が最大の苦労

として「弁理士を侵害訴訟の代理人に選

任できない」ことを指摘(2021.9 ファイナ

ンシャルニュース調査結果）していること

が分かる。また、特許紛争を経験した中

小・ベンチャー企業の 88%が訴訟費用と

期間の負担で訴訟を放棄した(2022.7 フ

ィナンシャルニュースのアンケート結果)

と把握される。特許侵害解消訴訟の核

心争点は、特許の有・無効及び侵害の

有無の判断にあり、これは高度な技術

専門性が要求されるため、弁護士単独

で訴訟を遂行することが難しく、第 4 次

産業革命時代を迎え、技術が急激に発

展し複雑化する中、特許侵害訴訟にお

いて弁護士・弁理士の協業がさらに必

要だというのが科技・産業界の要求であ

る。これに対し、特許庁は中小企業など

の法律消費者の権益保護のために「特

許侵害訴訟における弁護士・弁理士共

同代理制度」の導入を推進している。国

会の通商産業部中小企業委員会は、大

韓弁協など法曹界の強い反対にもかか

わらず、韓国企業が特許紛争を合理的

な費用で迅速に解決できるように同法

案を通過させた。(2022.5.12)日本、英国、

米国など主要国は、訴訟当事者が希望

する場合、特許侵害訴訟で弁護士だけ

でなく弁理士も代理人に選任できるよう

に訴訟代理制度を企業と法律消費者の

観点から改革した。2022 年 6 月開催さ

れた国際 IP 保護会議に講演者として参

加した日本・英国の弁理士会会長は、

自国の特許紛争司法制度を紹介し、弁

理士の特許侵害訴訟参加を通じて訴訟

期間・費用負担が軽減され、中小・ベン

チャー企業の司法救済手続きへのアク

セスが大幅に向上したと発表した。 

3)弁理士の「IP 価値評価業務」の公信

力及び品質向上のための弁理士法改

正の推進 

第 4 次産業革命時代、知的財産が企

業の主要資産として浮上し、IP 取引・移

転、現物出資、保証・投資・担保、相続・

贈与、侵害額の算定など、経済・司法・

行政の様々な分野で知的財産鑑定が活

用されている。知的財産の法的状態及

び経済的価値を正確に評価し、これに

対する公信力を高めることが、知的財産

基盤の革新成長の必須要素となったの

である。しかし、最近、弁理士によって特

許権の価値が膨らんで評価され、膨ら

んだ評価額に基づいて現物出資が行わ

れ、多数の被害が生み出された事例が

発生するなど、弁理士が行った IP 価値

評価結果の信頼性・品質問題が発生す

ることもあった。これにより、特許庁は国

家次元の品質管理体系を構築するため

に関連弁理士法改正案(2022.12 ユン・

グァンソク議員が代表発議)を推進し、産

業部など関係省庁及び協議団体等と議

論した。 

4)弁理士試験の円滑な施行・管理等の

ための弁理士法施行令改正完了 

弁理士試験は毎年一定の時期に実施

されるが、感染症などやむを得ない事由

により試験 



 

 

日程の延期・変更に関する根拠規定が

不十分であり、重度聴覚障害者は聞き

取り能力測定に限界があるので、弁理

士資格取得の参入障壁を緩和するため

別途の英語試験合格基準点を設け、試

験実施計画公告を通じて案内・運営して

きた。これに対し、特許庁は弁理士試験

の円滑な実施・管理等のために弁理士

法施行令の改正を推進し、2022 年 7 月

5 日付で施行された。改正施行令による

と，①天災・感染症等のやむを得ない事

由がある場合、公告された試験日程を

延期・変更することができるようにし、試

験の円滑な実施・管理を図り、②重度聴

覚障害者の英語能力検定試験の合格

基準点数の緩和事項を法制化し、試験

運営の安定性及び予測可能性を向上さ

せ、③行政安全部所管の「行政権限の

委任及び委託に関する規定によってい

た弁理士試験施行・管理業務の民間委

託根拠規定を弁理士法施行令に移管し、

弁理士関連特許庁業務の民間委託に

関する事項を特許庁所管法令で一括規

律するようにすることで、委託業務管理

の効率を向上させた。 

5）義務年数を履修していない弁理士へ

の過料賦課 

弁理士法とその下位法規では、弁理

士の専門性と倫理意識を高めるために、

一定時間の義務研修（専門研修及び倫

理研修）を履修させる制度を規定してお

り、これに違反した弁理士には過料を課

す規定まで設けている。上記規定に基

づき、弁理士義務研修 5 次サイクル

（2020～2021）内に義務研修を履修して

いない弁理士を対象に過料を課す予定

であることを知らせる事前通知及びこれ

に対する意見提出の機会を与えた。同

時に、意見提出期間内に追加履修が可

能であることを案内して教育履修を促し、

このような過程を経た後も合理的な理由

なく義務研修を履修していない弁理士を

対象に過料を課した。 

C. 評価及び発展方向 

2022 年に推進された弁理士制度改善

のための努力が成功裏に完了すれば、

特許紛争が低コストで迅速に解決できる

ようになり、国全体として知的財産に関

する鑑定の品質と信頼性が高まること

が期待されるものであり、弁理士の専門

性と実務力量が強化されることで、最終

的には中小企業など法律消費者の権益

が大幅に向上することが期待される。

 

７. 弁理士の実務修習のための集合教育課程の運営 

国際知的財産研修院 知的財産教育課 行政事務官 ユン・ソギョン 

A. 推進背景及び概要 

国際知的財産研修院は、2016 年に改

正・施行した「弁理士法」第 3 条と「弁理

士法施行令」第 2 条第 3 項に基づいて、

弁理士試験合格者と弁理士資格を有す

る者に弁理士資格を付与する前の集合

教育を行っている。 

 

 



 

 

弁理士実務修習制度は、弁理士とし

ての専門性及び資質を養成し、弁理業

務に関する実務経験を積む機会を与え

るために法律で定めて施行している制

度である。弁理士実務修習集合教育は、

弁理士試験合格者及び弁護士資格者

が実務・実習中心の教育を通じて弁理

業務を円滑に遂行できるようにすること

を目的としている。 

集合教育の内容は、「弁理士法施行

規則」第 2 条第 1 項で規定されている。

共通科目は基礎知識についての教育

10 時間、産業財産権に関する法律実務

50 時間、産業財産権の出願に関する実

務 120 時間であり、選択科目は審判・訴

訟実務または科学技術の理解 70 時間

で構成される。 

基礎知識ついての教育では、弁理士

法及び制度、弁理士倫理・職業の理解、

企業の知的財産戦略・支援制度などの

教育を実施し、産業財産権法に関する

実務教育では、国内外の産業財産権に

関連する法・制度などの教育を実施する。 

産業財産権出願に関する実務教育で

は、先行技術検索に関する実習、特許

商標・意匠出願に関する実習及び国際

出願に関する手続き等を教育し、審判・

訴訟についての実務教育では、審判及

び審決取消訴訟の実習、侵害訴訟制度、

国際紛争、交渉及び契約等の教育を実

施し、出願実務教育と審判・訴訟に関す

る実務教育は主に実習を中心に行う。

また、科学技術の理解についての教育

は，非理工系出身の弁理士が科学技術

についての理解を高めることができるよ

うに、自然科学概論及び最新技術動向

などで構成されている。 

B. 推進内容及び成果 

1）弁理士試験合格者対象の教育 

2022 年上半期の弁理士実務修習集

合教育は 2021 年弁理士試験合格者を

中心に 2022 年 1 月 24 日から 7 月 29 日

まで集合教育を実施した。特に、本教育

は新型コロナにより 4 月 2 日から 7 月 3

日まで暫定中断されたこともあった。

2021 年弁理士試験合格者 177 名及び

2020 年以前の弁理士試験合格者 50 名、

弁護士資格者 6 名など合計 233 名が参

加したが、参加受講生を機械金属分野

47 名、電気電子分野 81 名、化学バイオ

分野 105 名など技術分野を基準にクラ

スを分けて教育を進めた。教育結果は、

参加者 233 名のうち、全科目修了者 207

名、部分修了者 24 名、未修了者 2 名で

あった。教育期間中、新型コロナの拡散

防止と受講生の安全のために、リアルタ

イムのオンラインとオフライン教育を一

緒に運営し、また、産業財産権出願実

務科目で計 8 回に渡り課題を与え、評価

し、明細書と意見書・補正書作成能力の

ための教育が効果的であったかどうか

を確認し、受講生がすすんで授業に集

中できるようにした。上半期には、学業

評価結果に基づいて 4 人の学業評価優

秀受講生を表彰した。 

2022 年上半期の弁理士実務修習集

合教育は、実際の弁理業務で活用され

る内容を中心に実習教育中心に運営し、

弁理士の実務能力を向上させることに

重点を置いた。受講生たちは特に実習

授業に対する高い満足度を示したので、

これにより、特許・商標・意匠関連の出

願書・明細書及び意見書・補正書の作

成実習時間を十分に確保した。 



 

 

2）弁護士資格者対象教育 

2022 年下半期の弁理士実務修習集

合教育は 2022 年弁護士試験合格者を

中心に 2022 年 11 月 7 日から 2022 年

12 月 8 日まで集合教育を実施した。本

教育には、2022 年弁護士試験合格者

30名、2021年弁護士試験合格者14名、

2020 年弁護士試験合格者 13 名、及び

弁理士試験合格者 4 名など 73 名が参

加した。特に、弁護士対象の教育課程

の受講生のうちの多数が、産業財産権

教育が不足（理工系出身 25 名、非理工

系出身 48 名）していることを考慮して、

特許法、商標法、意匠保護法など産業

財産権法についての理論教育に合致し

た教科科目を中心に編成した。教育期

間中、前半と同様、産業財産権につい

ての出願実務科目のうち、特許明細書

の作成及び意見書・補正書の作成と評

価、商標・意匠意見書・補正書の作成に

ついての授業で課題物の評価を行い、4

名の受講生に対して賞を贈った。（学業

評価の優秀者 4 名） 

C. 評価及び発展方向 

弁理士実務修習集合教育では、弁理

士、弁護士、審査官、審判官、裁判官な

ど実際の知的財産関連業務を遂行して

いる講師を招聘し、臨場感のある教育を

行うことで、業務に対する理解度及び実

務能力を高めた。また、新型コロナの全

国的な拡散により、上半期の教育がし

ばらく中断されるなどの危機を経験した

が、分級及びオン・オフライン教育などを

合わせて実施し、受講生の安全を図っ

た。 

2023 年にも受講生の知的財産に対す

る関心及び教育への参加度を高めるた

め、一部の教育課程を実習・討論・発表

などの参加型授業中心に構成し、新型

コロナで役割が増大しているリアルタイ

ムのオンライン教育も体感型教育運営

によって充実を図る計画だ。

 

第 2 節 創造的な発明人材育成のためのインフラ拡充 

１. 概観 

産業財産政策局 産業財産人材課 行政事務官 ユン・ギュソン 

第 20 代国会で第 1 号法案として制定

された「発明教育の活性化及び支援に

関する法律」（2017. 9.15.施行。以下、発

明教育法）は、新しい産業革命に足並み

を揃え、個人の創造性の増進のための

教育革新を目標にする今日、多くの価

値を持っている。概念の習得に偏ってい

た教育から、創造的活動に基盤を置い

て学びを楽しむ幸福教育にパラダイム

が変化しつつある。特定の分野への知

識偏重現象を減らし、社会現象に対す

る統合的な理解ができるように、各分野

と詳細な技術知識を網羅する統合的な

「融合教育」が必要である。 

 

 



 

 

特許庁が 1980 年代から始めた発明

教育は、科学的な考え方と知識を基に

人文学的素養を養うと同時に、発明の

活用価値を測るための経営学的判断力

まで要求する複合的な融合教育である。

特定の教科間の境界に拘束されず、科

学・数学・工学・芸術分野の融合を通じ

て拡散的思考訓練が可能であり、創造

性及び協同精神を養うことができる教育

である。 

他の先進国でも将来の人材育成にお

ける発明・知的財産教育の重要性を認

識し、国別に様々な発明教育支援プロ

グラムを提供している。 

米国特許庁が支援する非営利組織で

ある「米国発明家 名誉の殿堂博物館

（NIHF）では，小・中・高生を対象に様々

な教育プログラムを対面とオンライン方

式で実施しており、コロナパンデミック以

前は各地のパートナー学校と教師がネ

ットワークを構築し、13 万人の学生と一

緒に発明キャンプを実施した。 

英国は、知的財産権の重要性に対す

る理解増進のため、教師、学生、大学生、

研究者などを対象に、オンライン・オフラ

インの発明教育プログラム（Cracking 

Ideas）を開発し、配布している。特に、学

生の知的財産権の理解・保護及び将来

の進路との連関性を教師が直接に指導

できるように総合的な学習資料を提供

することを目標にしている。 

韓国の場合、全国的に 207 個の発明

教育センターを運営して、小中高の学生

全体に創意発明教育を提供している。ま

た、次世代英才企業人の育成事業を通

じて、発明に秀でた発明英才を育成して

いるだけでなく、実業系高校にも専門的

な産学協力型発明教育プログラムを提

供している。技術教育学会誌（2016 年）

によると、発明教育を受けた学生は創造

性、学習動機が平均 23％も増加すると

いうが、このように発明教育は未来社会

が要求する創造的・融合的思考の向上

に大きな役割を果たしており、今後の需

要も持続的に増加すると予想される。 

最近、ムン・デヨン（2022）は、初・中等

発明教育政策の変遷に関する研究で、

発明教師が認識している韓国の初・中

等発明教育政策のターニングポイントと

して、1995 年の発明工作教室（現・発明

教育センター）、2007 年の学校正規教育

課程への発明教育の反映、2017 年の発

明教育法公布など3つの政策を提示し、

これに基づく導入期（1973～1994）、成

長期（1995～2006）、拡散期（2007～

2016）、成熟期（2017～）に分けて説明し

た。成熟期に入り、発明教育は 2022 年

改正教育課程に融複合知的財産教科

（群）を新設し、発明教育法を改正する

など、より未来に向かうための準備を進

めている。 

 

 

  



 

 

２. 発明教育の活性化基盤の構築 

産業財産政策局 産業財産人材課 行政事務官 ユン・ギュソン 

A. 推進背景及び概要 

特許庁は、未来社会を牽引する発明

の素質や才能を持った青少年の無限の

可能性を目覚めさせ、韓国の未来を背

負う優秀な発明人材の発掘及び養成の

ために、発明教育センターの運営、発明

体験教育館の新規設置、発明教育の教

科普及、発明教員の養成など、発明教

育基盤の構築に力を入れている。 

B. 推進内容及び成果 

1）発明教育センター（旧・発明教室）運

営支援 

特許庁は全国 207 の発明教育センタ

ー（旧・発明教室）を通じて、全国の小・

中・高校生を対象に発明教育を実施して

いる。 

同センターは、全国の市・郡・区の教

育庁に 1 つずつ設置することを目標に推

進された。2020 年には慶尚北道に発明

教育センターを追加開所し、2022 年に

は全国に合計 207 の発明教育センター

が設置・運営されている。今後、市・道教

育庁と協議し、徐々に発明教育センター

を増やしていく予定である。

表Ⅳ-1-15  年度別発明教育センターの設置状況 

年度 
1995 ～

2012 年 

2013

年 

2014

年 

2015

年 

2016

年 

2017

年 

2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 
計 

設置数 193 1 2 - 3 - 2 5 1 - - 207 

 

発明教育センターは、センターの追加

開設などのインフラ構築だけでなく、充

実した教育課程運営のために多くの努

力をしている。発明教育センターの設置

当初は 1 回 2～3 時間の教育を通じて、

発明に対する認識を転換する教育課程

を運営したが、現在は初級・中級・上級

の 3 段階の教育課程を 10～40 時間前

後で運営し、発明教育の質をさらに高め

た。また、学生だけでなく、保護者、教師

など一般人に対する教育も拡大しており、

地域の発明教育と知的財産権に対する

認識の向上にも大きく貢献している。

表Ⅳ-1-16  発明教育センター利用者の現況 

*調査期間（前年 12 月-当年度二月末現在） 

発明教育センターは、単純な理論教

育ではなく、体験と実習を中心とした教

育方式で、変化する教育傾向を反映す

るため、教育施設及び資材・機材などは

区分 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 

学生 216,143 338,492 486,753 556,670 564,085 344,541 489,665 459,443 

保護者・一般 17,720 15,875 10,182 13,903 11,100 4,259 7,038 7,025 

教師 9,780 8,729 5,162 8,047 6,650 5,623 6,065 6,849 

利用者合計 243,643 363,096 502,097 578,620 581,835 354,423 502,768 473,317 



 

 

着実に改善する必要がある。2022 年に

14 の発明教育センターの施設改善を支

援し、継続的な施設及び資機材の改善

に努める予定である。 

また、特許庁は教育弱者対象の発明

教育を全国的に拡大するため、2019 年

に国民参加予算制度を通じて「訪問発

明体験教室」を提案し、教育から疎外さ

れた階層を対象に発明教育の必要性に

対する韓国民の共感形成と支持を引き

出し、2020 年から新規事業として推進し、

2022 年には島嶼僻地学校、地域児童セ

ンターや児童福祉施設の青少年を対象

に計 617 回（648 機関、16,453 人を教育）

の教育事業を行った。 

特許庁は、発明教育による社会的価

値の実現のために、訪問発明体験教室

を積極的に推進する計画だ。 

2）広域発明教育支援ｾﾝﾀｰの設置・運

営 

全国の学校などに設置された発明教

育センターは、教室 2 個程度の小規模

な施設で運営されており、体験・実習教

育には限界があった。 

特許庁はこのような限界を克服する

ため、圏域別の総括及び体験・深化教

育を担当できる広域発明教育支援セン

ターの設立を推進し、2022 年 3 月慶尚

北道教育庁と共に慶州市の（旧）皇南小

学校を改造し、全国初の嶺南圏広域発

明教育支援センター（慶尚北道教育庁

発明体験教育館）を開館した。 

広域発明教育支援センターは、青少

年が直接発明の原理と実物を体験し、

これを通じて創造力・問題解決能力・チ

ャレンジ精神などを養えるように運営す

る計画だ。創造性に優れた学生には体

験・深化型発明教育を提供し、次世代の

イノベーターとして育成し、教員には、新

規・深化教授法、指導事例研究、最新資

機材・教具材活用技法などの体験中心

の発明教育研修を提供し、専門性を高

める計画である。 

特許庁は第 1 号に続き第 2 号中部圏

広域発明教育支援センターの設置を推

進中で、今後圏域別の拡大を目指し、

市・道教育庁と協議を続ける計画だ。 

3）発明教育の教科の普及 

発明教育センター中心の発明教育は、

正規教育ではなく、特別活動の形で運

営され、保護者及び学生の関心の欠如、

発明教員の士気低下など、発発明教育

の普及に限界があった。このような限界

を脱却するための関連学界、教育機関

及び教師たちの努力により、教育部の

「教育課程改正」を通じて小・中・高の正

規教育課程に発明教育に関する内容が

反映され、「2015 教育課程改正」では高

校の独立教科である「知的財産一般」が

新設され、2022 改正教育課程では進路

選択科目から融合選択科目に変更され

た。 

また、2022 年改正教育課程では、17

の専門教科（群）改編に伴い、融合・複

合・知的財産教科（群）が新設され、基

準学科に発明特許科が新設された。発

明特許科には 4 つの専攻一般科目と 3

つの専攻実務科目が編成されている。 

特許庁は、「知的財産一般」の高校内

への普及のため、教科専門家のコンサ

ルティング支援、教員用学習資料の提



 

 

供及び指導教員の職務研修などを実施

した。これにより、2022 年に知的財産一

般教科を採択した高校の数は 171 校と

確認された。 2022 年から発明教育先導

学校の対象を小・中学校まで拡大し、78

個の先導学校を指定し、優秀モデルを

発掘し、発明・知的財産教育が小・中・

高にさらに広がるように努めた。

表Ⅵ-1-17  教育課程への反映現況 

＜国家レベルで見た教育課程における「発明」「知的財産教科」の反映現況＞ 

■小学校 実科（必須）5・6 年生課程：生活と技術（2009 年教育課程に反映、2015 年適用） 

■中学校 技術・家庭（必須）1～3 学年課程：技術と発明（2007 年教育課程に反映、2010 年適用） 

■高校 技術・家庭（選択）1・3 年生課程：技術革新と設計（2009 年教育課程に反映、2013 年適用） 

■高校 工学一般（選択）課程：工学と創造的問題解決（2007 年教育課程に反映、2010 年適用） 

■高校 知的財産一般（選択，独立教科）（2015 年教育課程反映、2018 年適用） 

■専門教科（群）融複合・知的財産教科（群）及び発明特許科を新設（2022 年教育課程反映、2025 年適用） 

 

4）発明教員の養成 

発明教育の質を担保する上で、発

明教師の役割は非常に重要である。

特許庁は、発明指導教員の専門力量

及び発明教育の質的水準の向上を図

るため、発明教員のオン・オフライン職

務研修、発明教員の研究能力向上の

ための研究大会及び研究会支援、発

明教員のワークショップ実施など様々

な政策を推進している。 

a）発明教師教育センターの運営 

韓国発明振興会を（民間）総合教育

研修院に指定（2015 年 12 月）して専門

的な発明教員を養成しており、3 つの

大学（全州教大、釜山教大、忠南大）を

発明教員育成拠点大学として選定し、

発明講座などを提供する「発明教員教

育センター」を運営している。 

特に 3 大学の場合は、予備教員の

ために学部課程に発明教育理論及び

実習など各 4 単位以上の正規講義を

運営しており、各 3 つの圏域別地域の

現職教師を対象に休暇期間中に発明

教師基礎課程（30 時間）と発明教師深

化課程（30 時間）などの教員職務研修

課程などを運営している。 

その他、地域の発明教育文化の活

性化のため、地域教育庁、各級学校

の教育管理者（奨学官、奨学士、校長。

教頭など）を対象に発明教育優秀作品

発表会、小・中・高校生発明大会開催、

大学内発明同好会運営及び発明教育

人材育成部など独自のプログラムを運

営している。 

b）発明教師認証制度の施行 

特許庁は発明教師の発明教育の専

門性向上及び発明教育活動の持続的

な動機付けのために「発明教師認証制」

を施行している。発明教員認証制度は、

教員の専門性と力量を認証するため、

教育・研修実績や発明関連大会の指

導経歴など一定の基準を備えた教員

に等級に応じた資格を付与するもので、

これまでに 1,612 人の発明教育認証教

員が輩出された。（名人 23 人、1 級 119

人、2 級 1，470 人）  



 

 

表Ⅵ-1-18  発明教師認証制の等級別認証基準 

等級 

必須要件 選択要件（２項目を満たすこと） 備考 

正規教

師資格 

発明教

育履修

実績 

発明教

育実務

経歴 

先行等

級 

発明退

会入賞

指導 

発明教

育講義

実績 

研究・

発明実

績 

知財能

力試験 

評価

試験 

名人 1 級 

180 時間

（ 集 合 教

育 90 時

間以上） 

7 年 

1 級発

明 教

師 

30 点 

 

40 時

間 

30 点 700 点 口頭 

1 級 2 級 

120 時間

（ 集 合 教

育 60 時

間以上） 

3 年 - 15 点 

 

20 時

間 

15 点 600 点 筆記 

2 級 
2 級（所

持 予 定

者） 

60 時 間

（ 集 合 教

育 30 時

間以上） 

- - - - - - 筆記 

 

３. 学生の特性別・学校の段階別オーダーメイド発明教育の推進 

産業財産政策局 産業財産人材課 行政事務官 ユン・ギュソン 

A. 推進背景及び概要 

個別発明教育センターが独自に推進

していた発明英才教育が本格的に推進

されるように関係部署との協力を強化し

た。教育部が中心となって策定した「第 2

次英才教育振興総合計画（2008～2012

年）」及び「第 3 次英才教育振興総合計

画（2013～2017 年）」に積極的に参加し、

発明教育センターを活用した発明英才

教育の拡大推進など、発明英才育成の

ための推進根拠及び基盤を構築し、

2008 年から発明英才選抜ツール及び発

明英才教育教材を毎年開発して普及し

ている。 

特許庁は、発明英才教育担当機関と

して「第 4 次英才教育振興総合計画

（2018～2022 年）」及び「第 5 次英才教

育振興総合計画（2023～2027 年）」策定

に積極的に参加し、懸案事項に対する

対策議論及び英才教育ネットワーク構

築に努めた。 

一方、全政府的に推進中の「政府省

庁による特性化専門系高校育成」事業

の一環として、実業系高校の発明特許

教育支援学校を選定し、高校段階で体

系的な発明及び特許分野の専門教育を

通じて創造的で問題解決力に優れた学

生を養成し、関連産業界の技術開発及

び特許管理分野の実務人材として進出

する機会を提供している。 

B. 推進内容及び成果 

1）発明（英才）教育プログラム教材開

発・普及 

特許庁は、学生の発明に対する創造

力を開発し、発明の生活化を促進する

ため、 

 



 

 

長年にわたり、各級学校の様々な対

象者向けの教授・学習資料を開発し、発

明教育の普及に貢献している。学校現

場での発明活動を通じて小・中・高の児

童・生徒の創造的・融合的思考及び問

題解決力を増進するため、認定教科書，

正規教科連携プログラム、政府教育政

策連携教材など様々な形態の教材及び

プログラムを開発・普及している。 

2021 年からはデジタル化されたオン

ライン仮想空間で発明教育が可能にな

るようにプラットフォームベースの教育プ

ログラム 3 種を開発し、非対面・遠隔地

教育と総合的な学生発明力量評価が可

能になるように構成した。これを基に

2023 年からは「オンライン発明教育支援

センター」の試行運営を推進している。

オンライン発明教育センターは、時間と

場所にとらわれないプラットフォームベ

ースのリアルタイム双方向教育方法で、

遠隔地にいる学生に良質の発明教育を

受ける機会を提供する。 

a）認定教科書の開発及び普及 

実業系高校共通教材（5 種）は、各市

道教育庁の認定審議及び承認を受け、

正規教科教育のための教科書として使

用されている。カリキュラム及び社会の

変化に対応するため、2020 年から順次

改編を進めており、2021 年に発明と意

匠と発明と問題解決が教科書認定審議

を通過して使用中である。 

b）正規教科など学校連携ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

2021 年には、進路連携型発明教育推

進の体系的基盤を確立するため、各職

業群の未来要求領域のうち、遂行力量

向上プログラムを開発・普及することで、

第 4 次産業革命に備えた未来職業力量

探求のための機会を与えるだけでなく

IoT、人工知能などの先端技術を活用し

た発明活動に参加する機会を与えてい

る。 

これらのプログラムは、全国の正規教

科の授業、小・中・高校の英才クラス

（例：発明や科学）、発明同好会及び中・

高校の進路授業などに普及され、活発

に活用されており、さらに教員研修を並

行して行うことで、発明教育の普及に貢

献している。 

また、2022 年度には、国語、社会、美

術の教科と連携した発明教育プログラ

ムを開発・普及している。このプログラム

は、通常の授業時間や創造的体験活動

授業、発明英才学級、発明教育センタ

ー、発明同好会などの授業が行われる

ように、学生用ワークブック、教師用指

導書と授業用パワーポイントを合わせて

提供している。また、最近強調されてい

る進路教育に関連して、発明教育を通じ

て未来有望職業を間接的に体験できる

ように、進路連携発明教育プログラムで

ある「発明へと翔ける私 be ロード（私の

ビジョン，私の飛翔）」を開発した。中学

生，高校生を対象に開発されたこのプロ

グラムは 8 つのモジュールで構成されて

おり、教師用指導書と学生用教材を一

緒に提供している。 

c）政府教育政策連携教材及びモジュ

ール 

発明教育センター共通教材（初・中・

上級）を含むプログラムが順次全国の発

明教育センターに開発・普及され、学校

級別（小・中・高）、段階別（基本・深化・

応用）、専門領域別（リーダーシップ，情



 

 

報通信技術、工学的設計、知的財産権、

研究学習）連携教育を提供している。 

この他にも、政府の主要教育政策で

ある「自由学期制」に教材を活用するた

め、様々な教育カリキュラムを策定・開

発し、これを市・道教育庁に知らせ、教

育の必要性を提案した。 

また，国家職務能力標準（NCS）の項

目のうち、「知的財産管理」、「知的財産

情報調査分析」、「知的財産評価取引」

の学習モジュールを開発し、知的財産に

関連する特性化高校及び高等教育現場

で必要な職務を指導できる教授学習資

料として開発し、配布している。 

表Ⅵ-1-19  主な発明（英才）教育プログラムの教材 

 ワークブック＆指

導書 
小・中・高校生 未来の発明 CEO 探索（Ⅰ）プログラム 韓国発明振興会，

KAST, 

POSTECH 

年度 課題対応 対象 資料名 実施地 

2010 

ワークブック 幼児 幼児発明ワークブック5種 大邱教育大 

指導書 中・高・大学生 
次世代知的財産基盤英才企業共通プログラム及び運

営ガイド ソウル大 

ワークブック 小・中学生 創造と遊ぼう：3つのテーマ別チームプロジェト 忠南大 

ワークブック 中学生 
問題解決（人文社会/数理科学/発明）：チームプロジェク

ト中心の創造的問題解決プログラム3種 崇実大 

ワークブック 

＆指導書 
小・中・高校生 発明設計との出会い/探求/拡張3.0  3種 光州教育大 

認定教科書 高校生 発明と意匠 忠南大 

認定教科書 高校生 発明と問題解決 忠南大 

2011 

指導書 小・中・高校生 発明英才教育指導ガイド 3種 光州教育大 

ワークブック 小・中・高校生 創造と発明：問題発見による発明問題解決の3つの方法 忠南大 

認定教科書 高校生 高校 特許情報調査分析 （株）アイピープル 

2013 

ワークブック 

＆指導書 
小・中・高校生 体験中心の発明教育プログラム 11種 韓国発明振興会 

指導書 小・中・高校生 発明英才の対人関係促進プログラム 
韓国カウンセリン

グ学会 

2014 

ワークブック 

＆指導書 
小学生 発明王ポロロ：生活素材発明による問題解決 8種 韓国発明振興会 

ワークブック 

＆指導書 
小・中・高校生 

ツリーズ（TRIZ）技法を用いた、太っちょ博士の面白

発明物語 2種 
韓国発明振興会 

2015 

ワークブック 

＆指導書 
小・中・高校生 

科学＋発明（How to make GREAT ideas for 

INBENTYONS） 4種 

WIPO, 

韓国発明振興会 

ワークブック 

＆指導書 
中学生 自由学期制連携創造発明プログラム ABCD 4種類 韓国発明振興会 

ワークブック 

＆指導書 
大人 

国家職務能力標準（NCS）学習モジュール： 

知的財産管理、知的財産情報調査分析 2種 
韓国発明振興会 

ワークブック 

＆指導書 
中学生 科学科と連携した発明教育プログラム 4種 韓国発明振興会 

年度 課題タイプ 対象 資料名 実施地 

ﾜｰｸﾌﾞｯｸ＆指導書 成人 国家職務能力標準（NCS）学習ﾓｼﾞｭｰﾙ：知財評価取引き 韓国発明振興会 



 

 

 

 

  

2016 

ﾜｰｸﾌﾞｯｸ＆指導書 小・中・高校生 未来の発明CEO探索（Ⅱ）プログラム 韓国発明振興会 

ﾜｰｸﾌﾞｯｸ＆指導書 小学生 
科学発明王（初等）：科学教科連携の発明教育プログラム

教師用教材 2種 

韓国発明振興会，

京畿教育庁など 

2017 

ﾜｰｸﾌﾞｯｸ＆指導書 小・中・高校生 未来の発明CEO探索（Ⅲ）プログラム 韓国発明振興会 

ﾜｰｸﾌﾞｯｸ＆指導書

＆事例集 
小・中・高校生 小中等生徒のための発明進路探索プログラム ３種 宗実大 

認定教科書教師

用指導書 
高校生 

知財一般教科書，教師用指導書，マルチメディア教授・学

習資料 
韓国発明振興会 

2018 

ﾜｰｸﾌﾞｯｸ＆指導書 小学生 発明教育センター共通教材：初級 韓国発明振興会 

ﾜｰｸﾌﾞｯｸ＆指導書 小・中・高校生 未来の発明CEO探索（Ⅳ）プログラム ４種 韓国発明振興会 

教授・学習活動事

例集 

発明及び知財教

師 

「知的財産一般」教授学習活動事例集：科学教科基盤の融

合教育 
韓国発明振興会 

2019 

ﾜｰｸﾌﾞｯｸ＆指導書

＆動画 
小・中・高校生 キプリスの海で問題解決アイデア探しプログラム ２種 韓国発明振興会 

ﾜｰｸﾌﾞｯｸ＆指導書 中学生 発明教育センター共通教材：中級 韓国発明振興会 

2020 

ﾜｰｸﾌﾞｯｸ＆指導書

＆修行用PPT 
小・中学生 未来の発明CEO探索（Ⅴ）プログラム ２種 韓国発明振興会 

認定教科書改訂 高校生 発明と意匠 忠南大 

ﾜｰｸﾌﾞｯｸ＆指導書 高校生 発明教育センター共通教材：上級 韓国発明振興会 

ﾜｰｸﾌﾞｯｸ＆指導書 中学生 
2015改訂 科学教科連携の発明教育プログラム（中

等）開発 
韓国発明振興会 

2021 

指導書 高校生 特許明細書一般 忠南大 

指導書 高校生 知的財産一般 教師用指導書改訂 韓国発明振興会 

指導書 高校生 発明と意匠 指導書 韓国発明振興会 

ﾜｰｸﾌﾞｯｸ＆指導書 大学生・成人 発明教師認証制 標準教材改訂 韓国発明振興会 

指導書＆オンライ

ン 
中学生 

ともにある地域社会問題解決プラットフォーム‐全南創意融

合教育官教育プログラム）中１／中２）＋オンラインクラス 
韓国発明振興会 

指導書＆オンライ

ン 
小・中学生 

非対面発明教育ガイド＋現場適用報告書（初球／中休）＋

オンラインクラス 
韓国発明振興会 

指導書＆オンライ

ン 
小・中学生 

力量課程中心ンお発明教育評価マニュアル（初級）（中級）

＋オンラインクラス 
韓国発明振興会 

ﾜｰｸﾌﾞｯｸ＆指導書 小・中学生 
職業群別要求力量モデル基盤の進路連携発明教育プログ

ラム：スマートストアを形にする ２種 
韓国発明振興会 

2022 
ﾜｰｸﾌﾞｯｸ＆指導書 小学生 国・社・美の中のスマート発明チャレンジ 韓国発明振興会 

ﾜｰｸﾌﾞｯｸ＆指導書 中・高生 発明へと翔ける私beロード（私のビジョン、私の飛翔） 韓国発明振興会 



 

 

2） 発明英才教育 

特許庁は現在、「第 5 次英才教育振

興総合計画（2023～2027 年）」の策定に

積極的に関与し、発明英才を中心とした

英才概念の再定義に関連する論文の寄

稿などを通じて、今後の英才教育の大

枠を提示している。 

 

a） 市・道教育庁の発明英才教育へ

の支援 

発明英才選抜ツールを開発し、市・道

教育庁に配布することで発明英才の選

抜を支援し、選抜された発明英才を指導

できるように教授・学習プログラムを開

発・普及した。 

現在、全国 17 の市・道で発明英才教

室を運営している。  

表Ⅴ-1-20  発明英才教育の現況 
年度 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

発明英才学級数 237 230 243 240 243 270 238 246 240 227 

発明英才学生数 4,568 4,361 4,474 4,548 4,410 4,536 4,118 4,066 3,913 3,646 

 

発明英才選抜を支援するため、発明

英才選抜ツールとして教師観察・推薦チ

ェックリスト 2 種、筆記問題 4 種、深層面

接問題 4 種を開発し、配布したが、2021

年度の選抜ツール活用率は 90.7％で、

全発明英才機関 140 機関のうち 127 機

関が選抜ツールを活用した。また、全国

207 の発明教育センターが実施する学

生選抜選考を支援するため、2022 年ま

でに問題銀行方式の計 7 問セットを普及

することで、問題銀行構築の内実化を図

っている。 

b） 知財基盤の次世代英才企業家の

育成 

特許庁は、創造性に優れた中高生発

明英才を知的財産基盤の英才企業家と

して育成するため、KAST と POSTECH 

に次世代英才企業家教育院を設置して

運営している。 

次世代英才企業人教育院は、書面審

査と選抜合宿を通じて中高生教育対象

地を選定し、2 年間の教育運営を開始し、

2022 年には、第 13 期研修生 163 名を

教育した。 

発明英才が創造的な問題解決力、未

来技術、企業家精神、知的財産の専門

性などの核心的な力量を身につけること

ができるよう、両教育院を通じて様々な

教育プログラムを提供している。特に、

選抜された学生が未来社会の要求する

融合型人材として成長するよう、工学、

人文科学、芸術など様々な分野を包含

する教育を提供しており、心理、情緒的

領域の健全な成長発達及び英才性開

発のための相談、コーチングサービスを

支援している。 

2年間の教育院での集中教育を通じ、

2022 年には知的財産権 254 件の出願、

校外大会 72 件の受賞、創業など事業化

5 件の成果を挙げ、知的財産基盤の次

世代企業家として成長するための足が

かりを作った。 

次世代英才企業人ネットワークの発

足を通じて、教育院修了後も修了生が

自発的なネットワークを構成し、韓国の

革新的な成長を主導する中核人材とし



 

 

て成長し、活動できる持続的な支援体

制が整った。 

次世代英才企業人ネットワークは、キ

ャリア、学術交流、交流支援分科会に修

了生が中心となって運営されている。

2022 年には名士との出会い（３回）、ハ

ッカソン（１回）、オン・オフライン・ネット

ワーキングイベント（９回）などを開催し

た。

 

図Ⅵ-1-2 KAST・POSTECH 次世代英才企業人のための教育院の教育システム 

表Ⅵ-1-21  次世代英才企業人のための教育院教育課程 
 KAST 教育院 POSTECH 教育院 

教育目標 ・「価値ある IP」を創出し、時代の流れをリード

する創造的な企業を育成する。 

・未来市場を創出する破壊的技術革新を主導す

る企業家の育成 

方式 ・オンライン講座受講後の課題提出及び提出

課題に対する意見提示（２週単位） 

*未来の通信環境に慣れるようにツイッター、

グーグル Buzz、グーグル Docs などを通じた

討論とフィードバックを同時に運営 

・オフラインでキャンプ運営 

（週末年 3 回、休み中 4 泊 5 日で年 2 回） 

・毎週，振り返り日誌などの課題提出と学習結

果に対するフィードバック（１週単位） 

*学習メンターが個人別の学習成果物に対する

持続的なフィードバックと動機付けを通じて、円

滑な自己主導型学習を支援。 

・オフラインでキャンプ運営（放課後 4 泊 5 日、

年 2 回） 

 

教育 

内容 

（在校生） 

・未来の技術変化に対するビジョンを育てる未

来技術教育、企業発達史などの人文科学教

育，知的財産権教育、企業設立のリーダーシ

ップ育成、起業家精神教育など。 

（修了生） 

・継続的な動機づけのための IP-CEO ブリッジ

プログラム、英才起業家ネットワーク強化のた

めの IP-CEO ユースファシリテーター、創業活

動支援のための IP-CEO スタートアップチャレ

ンジャーなど 

（在校生） 

・未来技術先見及びアイテム企画（ドリームザフ

ューチャー）、アイテムを形にする技術検索・開

発（ディスカバーザフューチャー）、日にネスポー

トフォリオ作成（デベロップザフューチャー）、技

術基盤事業の提案（デリバーザフューチャー） 

（修了生） 

・事業性のあるビジネスアイデア発見によるビジ

ネスアイデア創出教育、ビジネス開発に必要な

技術実習過程教育など。 

教育院 基本課程（2 年，在学生合計 300 人以上 
専門課程（短期～2 年，修

了生合計 100 人以上 

KAST 基礎課程（1 年） 成果課程（1 年） 専門課程（ﾓｼﾞｭｰﾙ型） 

 
・起業家基本力量育成 

・知財権基本知識育成 

・起業家力量の深化 

・知財権知識深化＆適用力量向上 

・優秀知財権の生成 

・創業力量の強化 

POSTECH 
ドリームザフュー

チャー）（6 ヶ月） 

ディスカバーザ

フューチャー）（6

ヶ月） 

デベロップザフ

ューチャー）（6

ヶ月） 

デリバーザフ

ューチャー）（6

ヶ月） 

専門課程（ﾓｼﾞｭｰﾙ型） 

 ・アイテム企画 
・技術妥当

性探索 

・事業妥当性

検索 

・事業提案

書作成 
・事業プロジェクト実施 



 

 

3）知財創出力量を備えた産業技術実務

人材の育成 

特許庁は、高校段階での体系的な発

明及び特許分野の専門教育を通じて、

関連産業界の技術分野及び特許管理

分野の実務人材を養成するため、「実業

系高校発明・特許教育支援事業」と「IP

マイスタープログラム」を運営している。 

実業系高校の発明・特許教育支援事

業は、体系的な発明・特許専門教育を

提供するため、学校ごとに 12 段階以上

の発明・特許正規教科の編成、企業連

携職務発明プログラム及び産業技能要

員制度の運営、校内外の発明大会参加、

発明サークル、知財権取得・技術移転

などの活動を展開している。 

特に、産学協力型発明教育プログラ

ムは、企業の懸案課題について学生が

アイデアを出し、出願まで行い、知財創

出力量と実務発明力量を兼ね備えた創

造的な技術人材の育成を可能にする。

また、学生の安定的な就職基盤を構築

するため、産業技能要員制度も運営し

ている。2022 年にはこのプログラムに

1,262 人の学生が参加し、41 人の学生

が協力企業に就職できるよう支援した。

学生の兵役問題解決のための産業技

能要員制度を活用して 28社が兵役特例

企業に指定され、38 人が産業技能要員

として選抜された。 

また、「2020 実業系高校支援及び就

職活性化方案（2020.5.22）」に全実業系

高校に発明・知財教育を確実に実施で

きるように議案を上程し、2021 年には既

存の学校単位支援タイプから学科及び

校務室単位、2022 年には授業単位の小

規模支援タイプを新設し、実業系高校の

発明・知財教育拡大案を策定した。これ

により、既存の学校単位 6 校から学科・

教科単位の拡大で、合計 22 校に発明・

知財教育を支援した。 

また、教育部・中企部と協業して、実

業系高校卒業生が就職後、企業で単純

な技能人材ではなく、職務発明力量を備

えた技術専門家や知識労働者として成

長できるよう、IP マイスタープログラムの

申請課題は自由課題、テーマ課題、専

門教科課題、協力企業課題に分かれて

おり、2022 年には 910 件のアイデアが

寄せられ、このうち 100 チームを選定し

た。選定されたチームを対象に発明入

門編から知財の権利化まで経験できる

ように専門教育とコンサルティングを支

援し、体系的な発明教育課程を提供し

ている。また、プログラム修了後、参加

チーム全員の知財権出願を支援し、

2022 年に提案された優秀なアイデアの

うち 19 件が企業に技術移転成果を上げ、

プログラムの優秀性が認められている。 

表Ⅵ-1-22  2022 年 産学協力型発明教育プログラムへの参加現況 
区分 2022 年参加現況 

産業機能要員 ３者協約の締結 企業（ヶ社） 31 

学生（人） 51 

兵役会社指定 企業（ヶ社） 28 

学生（人） 38 

企業連携プログラム 参与企業（ヶ社） 53 

参与学生（人） 1,262 

就業連携（人） 41 



 

 

C. 評価及び発展方向 

発明教育センターを通じた発明教育

の普及と多様な学生を対象とした発明

教育事業は、発明教育を正規教科に反

映させる一助となり、発明教育法の制定

と「第 1 次発明教育基本計画（2018～

2022）の」策定につながり、発明教育の

振興領域を拡大した。今後も、発明教師

教育、発明英才教育、特性化高校の発

明教育などを推進し、発明教育を普及さ

せるため、市・道教育庁及び関係機関と

緊密に協力し、学生レベル別、学校別、

地域別に体系的な発明教育を提供する。 

また，訪問発明体験教室，発明体験

教育館など様々な発明教育インフラを

構築し，国民誰でも発明教育を受けるこ

とができる環境づくりに努める。 

 

４. 発明活動優秀学生・教員の発掘・普及 

産業財産政策局 産業財産人材課 行政事務官 ユン・ギュソン 

A. 推進背景及び概要 

特許庁では、創造性に優れた優秀な

発明人材を発掘し、発明意識を高揚さ

せ、望ましい発明人材像を確立するた

めに、様々な発明・創造大会を運営し、

優秀な発明活動をした学生と教員を選

抜して支援している。 

これまで別々に運営されていた「韓国

学生発明展」と「韓国学生創造力チャン

ピオン本選大会」、「青少年発明家プロ

グラム」を 2014 年から青年発明フェステ

ィバルとして同時開催し、発明教育体験

など様々な創造的な活動を通じて発明

教育普及のシナジー効果を出せるよう

にした。 

韓国学生発明展は、創造性のある発

明の考案及び製作を通じて学生の発明

に対する創造性を啓発し、発明を生活

に根付かせることで、知識基盤社会の

主役となる発明の次世代人材を発掘・

育成することを目的として、去る 1988 年

から開催している。韓国学生創造力チャ

ンピオン大会は、協働的な問題解決を

通じて、青少年の幅広い思考力と創造

力の強化を目的として開催している。こ

の大会は、4～6 人の学生、指導教員 1

人でチームを組み、事前に与えられた

課題（表現課題，制作課題）と大会現場

で与えられた課題（即興課題）の解決過

程で学生の創造性を評価するのが特徴

である。 

青少年発明家プログラム（YIP）は、発

明力量を備えた青少年を対象に、IP 創

出のための特許教育及びコンサルティ

ング支援で知的財産権会を推進し、IP

活用のための創業力量を身につけられ

るよう支援する教育プログラムで、創造

性、協調精神、起業家精神を基に未来

技術価値を創造する青少年発明家を育

成している。 

発明教育の普及及び発明文化造成

に貢献した教育者を発掘・表彰して発明

教育者の士気を高め自負心を高揚させ

るための韓国発明教育大賞を新設して

運営している。

 



 

 

表Ⅵ-1-23  優秀発明学生及び教員の発掘・拡散活動 

発明・創意力大会 優秀発明活動学生及び教員の選抜・サポート 

・韓国学生発明展示会 

・韓国学生創造力チャンピオン大会 

・青少年発明家プログラム（YIP） 

・韓国発明教育大賞 

*「韓国学生発明展示会」及び「韓国学生創造力チャンピオン本選大会」「青少年発明家プログラム」を

統合して「青少年発明フェスティバル」を開催 

 

A. 推進内容及び成果 

1）青少年発明フェスティバル 

2013 年まで別々に開催していた韓国

学生発明展示会、韓国学生創造力チャ

ンピオン大会、青少年発明家プログラム

を 2014 年から青少年発明フェスティバ

ルに統合して同時に開催している。学生

発明展示会から発明体験プログラム、

青少年発明教育コンテンツと発明 e ラー

ニング広報館など様々な見どころを提供

することで、約 3 万人余りの観覧客が参

加し、発明教育の大衆化に貢献した。

2020 年は新型コロナの状況により、非

対面の授賞式とオンライン展示会中心

に縮小して運営したが、2021 年から

2022年まで、展示館、体験館、広報館な

どフェスティバル全体をオンラインに移し

た e-フェスティバルを構築し、年中常設

運営し、青少年発明文化の普及に貢献

した。 

a）韓国学生発明展 

韓国学生発明展は、小・中・高校生の

優秀な発明品に対するアイデアを発掘・

表彰・展示する大会で、2022 年に 35 回

目を迎えた。 

同大会の出品対象は、小・中・高校生

の発明及び考案品で、予備審査→第一

次類似作品審査→書類審査→先行技

術審査→公衆審査→作品審査→深層

先行技術調査→第 2 次類似作品審査→

総合審査の過程を経て受賞作品が選定

される。 

優秀発明品には大統領賞、国務総理

賞、教育部長官賞などが授与され、上

位受賞者の一部には、青少年発明家プ

ログラムと連携し、知的財産コンサルテ

ィング及び教育を通じた知的財産権出

願を支援する。 

2022 年に開催された第 35 回韓国学

生発明展示会には 7,746 件の出品作品

が寄せられ、審査過程を経て選定され

た 183 件の受賞作品のうち主要賞作品

153 件は 2022 年 8 月 4 日から 6 日まで

一山キンテックスに展示された。2022 年

からは「韓国学生発明展示会歴代大統

領賞特別館」を運営し、大統領賞受賞作

品の試作品と発明の過程を収めたスト

ーリー映像を展示し、大会の歴史性にス

ポットを当てて学生発明の活性化を図り、

発明の意欲を高めた。

  



 

 

表Ⅵ-1-24  韓国学生発明展の出品件数 
年度 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

受理作品 9,538 8,466 7,884 8,010 9,445 9,119 9,530 6,770 7,341 7,746 

 

b）大韓民国学生創造力チャンピオン

大会 

2002 年から特許庁が主催している大

韓民国学生創造力チャンピオン大会は、

青少年の問題解決能力、コミュニケーシ

ョン能力など創造的核心力量を強化し、

知識基盤社会を先導する人材の育成を

目標としている。チーム当たり 4～6 人、

指導教師 1 人で構成し、3 つの課題（表

現、製作、即席）を解決する。2022 年は、

395 チームが書面審査及び 6 月の全国

市・道予選大会に参加し、対面または非

対面方式で審査を行った。8 月 3 日から

6 日まで開催された本選大会では、表現

課題、即席課題、非対面審査を通じて

参加した学生の創造性と問題解決力を

評価し、8 月 6 日にオン・オフラインでの

非対面授賞式及びオンライン生中継を

行った。

表Ⅵ-1-25  韓国学生創造力チャンピオン大会の参加チーム数 

年度 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

参加チーム 1,256 1,132 898 839 913 1,054 1,012 470 410 395 

 

ｃ）YIP（ヤングインベンタースプログラ

ム：青少年発明家プログラム） 

青少年発明家プログラムは、優秀な

発明人材を発掘し、知的財産権の事業

化力量を向上させる教育プログラムで、

創造的なアイデアを持つ青少年を一段

と成長させ、プレ青少年発明家・起業家

として育成している。 

2022 年には発明人材 20 チームを選

抜し、学生発明展示会の優秀授賞者 10

人を当該プログラムに連携して、発明深

化教育と知的財産権利化コンサルティン

グなどを提供した。

 

表Ⅵ-1-26  YIP（青少年発明家プログラム）現況 

* 2018 年から発明力量を備えた青少年の新規アイデアを提案する個人参加形態に事業内容を変更したが、業参

加率向上のため 2019 年以降、個人及びチーム参加単位でそれぞれ選抜事 

* 2020 年度個人分野 20 人は大韓民国学生発明展示会受賞者と連携 

  

区分 2010 ‘11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

企業

数 
6社 8社 8社 9社 11社 11社 10社 12社 - - - - - 

申請

数 

386チ 

ーム 

586チ 

ーム 

822チ 

ーム 

1,087チ 

ーム 

1,123チ 

ーム 

928チ 

ーム 

947チ 

ーム 

838チ 

ーム 
185人 

85名/206

チーム 

20名/554チ 

ーム 

20名/552チ 

ーム 

10名/608チ 

ーム 

選抜

数 

30チ 

ーム 

40チ 

ーム 

50チ 

ーム 

80チ 

ーム 

66チ 

ーム 

70チ 

ーム 

70チ 

ーム 

70チ 

ーム 

50名 

 

30名/30チ 

ーム 

20名/40チ 

ーム 

20名/40

チーム 

10人/20チ

ーム 



 

 

2）大韓民国発明教育大賞 

2011 年に新設された大韓民国発明教

育大賞は、教育現場で発明教育に献身

する優秀な発明教員を発掘し、そのモデ

ルを普及・奨励するために推進された。 

受賞者は候補者として推薦され、書

類審査と公開検証、面接審査を経て選

定され、2022 年は計 8 人の受賞者が選

ばれた。選考基準は教育活動の実績及

び貢献度、教育方法の優秀性、現場へ

の波及性、教育的熱意及び持続性など

であり、最近5年間の功績を対象に評価

した。 

 

C. 評価及び発展方向 

特許庁では、発明・創造性大会の運

営を通じて、国民的な発明認識の普及

と発明文化活性化のための様々な努力

をしてきた。 

また、毎年、大会制度の改善や表彰

の拡充を推進し、大会参加のモチベー

ションを高めるよう努めた。 

今後は、発明教育に対する教育界と

社会の関心に応え、増加する大会参加

の需要に合わせ、これまでの量的拡大

とともに質的充実度を高めていく。また、

より公正で透明性の高い大会を運営す

るために様々な努力をしていく予定であ

る。

５. 知的財産デジタル教育 21）を活用した全国民の知的財産の裾野拡大 

国際知的財産研修院 教育企画課 電算事務官 クォン・ソクフン 

A. 推進背景及び概要 

政府は、2011 年の「知的財産基本法」

制定以降、「第 3 次国家知的財産人材

養成総合計画」（2018～2022 年）を策定

し、具体的な教育実行計画を推進してい

る。これに伴い、知的財産に関する教育

の重要な役割を担っている国際知的財

産研修院では、知的財産デジタル教育

（e ラーニング）を通じてより多くの国民

が知的財産教育を受けることができるよ

うにし、知的財産社会をリードする優秀

な知的財産人材の育成にも力を注いで

いる。 

国際知的財産研修院では、知的財産

デジタル教育事業を通じ、需要者に合

わせたコンテンツを開発し、実務中心の

知的財産教育を拡大し、小・中・高校生

を創造的な知的財産の素質や才能を持

った未来の人材として育成するなど、知

的財産分野の中核人材を養成している。

知的財産デジタル教育事業は、e ラーニ

ング教育を通じて急激に増加する教育

需要に効率的に対応しながら、様々な

層に知的財産の学習機会を提供してい

る。

---------------------------------------------------------------------- 

21）最高の情報通信技術を基盤に人間中心のソーシャルラーニング，オーダーメイド学習を組み合わ

せたオンライン学習形態 



 

 

A. 推進内容及び成果 

国際知的財産研修院では、知的財産

教育を必要とする 6 つの分野を支援して

きた。①創造力中心の青少年、②発明

教育を指導すべき教員、③知的財産に

関心のある大学生、④実務人材中心の

企業役職員、⑤発明の普及を推進すべ

き特許関係機関、⑥審査・審判の専門

性が必要な特許庁公務員などを対象に、

ライフサイクル別の生涯教育を実施して

いる。これにより、2022 年には企業在職

者、研究者、大学生、青少年、教員など

約 52 万人を教育した。 

国際知的財産研修院は、インターネッ

トベースの教育動画 420 本を提供してお

り、さらに教育効果を高めるため、必要

に応じて集合教育などを並行するフリッ

プラーニング教育を実施している。 

このような教育は、国家知的財産教

育ポータル（www.ipacademy.net）を通じ

て主に行われ、ここには一般人知的財

産教育、遠隔教員発明研修、青少年発

明教育システムなど様々な教育課程が

運営されており、教育の信頼性を高め、

知的財産教育の民間活用度を高めた。 

特に 2022 年には老朽化したシステム

を全面的に改編し、「知的財産デジタル

教育統合プラットフォーム」を構築した。

既存システムの老朽化による機能不足、

性能低下現象を改善するために学習便

宜機能を開発し、高性能・高効率のクラ

ウドサーバーに移行し、安定性が強化さ

れた。学習者 PC だけでなく、モバイルで

も学習が可能で、学習目的に応じたカス

タマイズされたカリキュラムを推薦しても

らうことができる。また、教育課程別の運

営特性を考慮した学事管理機能が改善

されることにより、教育課程管理におけ

る効率性が向上することが期待される。 

SNS チャンネル（ユーチューブ）内の

「知的財産ストーリーセンター」では、国

民誰でもが簡単かつ楽しく知的財産に

接することができるよう、関連する主なイ

シューや時事性のあるコンテンツ 119 個

を制作し、提供している。そのストーリー

映像コンテンツの拡散のため、カードニ

ュースを制作し、新規コンテンツアップロ

ード記念イベントを開催して様々な広報

を行い、多くの視聴を誘導した。 

また、小学生から高校生まで発明に

関心のある青少年のために発明記者団

を運営し、合計 929 件の発明記事が作

成された。発明記者団にオン・オフライン

を通じて多様な取材ソースを提供し、機

関協約を通じて国立科学館（果川、釜山、

光州）でいつでも取材できるように支援

した。2022年には、青少年が自分のアイ

デアを直接特許として出願し、それを記

事化する「発明体験記事化プログラム」

を企画し、発明体験活動とこれに関する

文章を書くことで、発明の原理と論理的

思考を養うことができ、多くの保護者と

青少年の支持を得た。 

一方、発明教師職務教育では 1,010

人が研修を受けた。この課程は発明教

育の必須履修課程として認識され、発

明教師の参加率が高い。特に、15 時間

コースの「リモート職務研修」は、発明教

師が必要単位を気軽に取得できるよう

にオンラインでサポートされている。 

 

 



 

 

社内職務教育を希望する企業や従業

員の知的財産教育が必要な企業を対象

に、需要者が希望する知的財産コンテ

ンツを団体教育として提供した。合計

578 の機関及び企業、451,606 人を対象

に企業団体教育（無料）を実施し、自社

のオンライン教育システムを備えた企業

や機関にはコンテンツを貸与することで、

知的財産 e ラーニングコンテンツの活用

を拡大した。 

C. 評価及び発展方向 

多様な層が参加できる知的財産デジ

タル教育常時学習体系は、青少年から

大学生、教師、中小企業などの企業従

事者、一般国民に至るまで、ライフサイ

クルに合わせた教育を提供し、知的財

産基盤社会に対応できる社会的な力量

を向上させるのに大きな役割を果たして

いる。 

特に、教育環境が比較的劣悪な中小

企業のためにオーダーメイドの知的財

産デジタル教育を提供することで、中小

企業の知的財産競争力向上に貢献した。 

青少年発明教育分野では、「知的財

産 e-ラーニング先導学校」を通じて、オ

ンライン先行学習後、オフラインで創造

的思考力を養う学習法であるフリップラ

ーニング技法を活用した教育コンテンツ

制作を支援した。また、発明と知的財産

に関心のある小・中・高の青少年を対象

に発明記者団活動を展開し、発明関連

の関係機関と連携し、探訪など多彩な

取材活動と記者教育を支援した。取材し

た内容を記者団カフェに自分独自の記

事として作成し、共有する経験は、発明

記者たちにとって創造的な人材として成

長できる原動力になるだろう。 

2023 年には、企業（機関）の知的財産

の核心人材を対象にオンラインとオフラ

インを混合したオーダーメイドの知的財

産リーダーフリップラーニングコースを運

営して企業の知的財産創出に貢献し、

知的財産学習先導学校を 4 校運営して

関連優秀コンテンツ制作を支援すること

で、青少年の発明力量向上に貢献する。 

そして、知的財産デジタル教育の活

性化のため、優秀受講生の支援、SNS

の広報拡大など、様々な教育支援を推

進する予定である。 

また、企業や一般人需要者を対象と

した実用的な知的財産教育コンテンツ

開発を目指し、関連する多様なコンテン

ツなどを開発・普及し、韓国の知的財産

における競争力強化及び人材養成基盤

の拡大に貢献する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

表Ⅵ-1-27  知的財産デジタル教育の対象別運営現況      （単位：人） 

* B2B（ビジネストゥビジネス）、B2C（ビジネス・トゥ・コンシューマー） 

教育 

対象 
 教育形態 

教育運営の現況 

教育課程の形

態 
運営方式 

受講者数 

（2022年現在） 

企業 

B2

C 
一般人 オープン教育 知的財産の認知度向上 18,842 

B2

B 

大企業 団体教育 基礎、企業の職務教育 1,580（12社） 

中小・中堅企業 団体教育 基礎、企業の職務教育 7,429（372企業） 

公共機関 団体教育 基礎、職務教育 235,571（18機関） 

公共機関 

-弁理士及びスタッフ 
団体教育 

修習弁理士職務教育連携 

（集合教育2期、下半期） 
6,888（1機関） 

地域知的財産センター 

連携企業ᅵ機関 
団体教育 基礎、職務教育 159（3つの地域センター） 

産学協力団 団体教育 基礎、職務教育 3,445（15の産学協力団） 

研究機関 

（政府出捐（年）含む） 
団体教育 基礎、職務教育 4（1つの研究機関） 

コンテンツレンタル 団体教育 基礎、職務教育 1412（3機関レンタル） 

その他（特許法律事務所、

社団法人協会など） 
団体教育 基礎、職務教育 96,306（13機関） 

大学生 
B2

B 

理工系 団体教育 

単位課程と連携 

76,117（87講座） 

意匠 団体教育 
712（6講座） 

教育大/四大 団体教育 
207 （3講座） 

人文学部/法学部慶應大/

賃貸など 

団体教育/コンテン

ツのレンタル 
21,776  （44講座） 

青少年 

B2

C 
青少年 オープン教育 自立修講 4,982 

B2

B 

小学校 団体教育 

正規授業、放課後活動、裁

量活動、学生生活指導など

の連携 

3,017 （13 学校） 

 中等 団体教育 105 （2学校） 

高等 団体教育 4,250 （８学校） 

地域教育庁などその他 団体教育 19,524（270教育機関） 

発明教員 
B2

B 

小学校 

団体教育 力量開発職務教育 

448 

 中等 501 

幼稚園/その他 61 

単位バン

ク制 

B2

C 

一般人 

開かれた教育 年2学期、単位課程 

9,220 

大学生 1,858 

公務員 
B2

B 
特許庁 個別教育 年中常時、特別コース 14,073 

合計 コンテンツ420個 
523,505（オンライン教育

受講者） 



 

 

６. 社会的弱者に対する知的財産教育の強化 

国際知的財産権研修院 知的財産教育課 行政事務官 キム・ヨンス 

教育企画課 工業事務官 イ・ヘチュン 

 

A. 推進背景及び概要 

国際知的財産研修院では、「知的財

産基本法」第 32 条第 3 項に基づき、社

会的弱者に対する知的財産教育支援を

強化するため、低所得層、多文化家庭

など社会的配慮層の学生を対象に「ザ・

一緒に発明教室」を運営している。普段

接しづらい発明に関する知識や製作体

験を社会的弱者にも積極的に支援して、

発明に対する裾野を広げ、相対的な教

育格差を緩和することに重点を置いて

教育を運営している。 

また、約 10 万人に達する特殊教育対

象者である障害学生にとってこれまで空

白状態であった発明教育について、障

害学生にも発明教育の機会を均等に提

供し、「作ることと発明の楽しさ」を体験

できるようにし、これにより体験の幅を広

げ、多様な動機を誘発して自己発展の

機会を拡大できるように発明教育を支

援している。さらに、一般教師とは異なり、

障害学生のためのオーダーメイドの教

材及び教具開発のため、すでに大小の

発明活動に取り組んでいる特殊学校

（学級）の教師たちにも体系的な発明マ

インドを高め、力量強化を支援している。 

研修院は、発明教育において、障害

者と健常者間の教育格差があってはな

らないという問題意識から出発し、社会

的弱者である特殊教育対象者に対する

発明教育支援が必要であるという認識

から、特殊教育関連機関（国立特殊教

育院、特殊教育支援センター、特殊学

校（学級）など）と認識を一致した。これ

により、障害学生にも発明教育の機会を

均等に提供し、自己発展の機会を拡大

し、特殊教育の第一線教師を発明教育

拡大の主体として育成し発明教育の活

性化に先導できるよう、学生対象の「直

接教育」と教師対象の「間接教育」を実

施するとした。 

B. 推進内容及び成果 

2022 年には、地域児童センター大田

広域市支援団を通じて「ザ・一緒に発明

教室」教育を希望する児童センターを募

集し、夢地駅児童センターをはじめとす

る計 5 つの地域児童センターが最終選

定され、計 70 人の小学生が体験中心の

発明教育に参加した。 

教育に参加した学生は、低所得層や

ひとり親家庭、多文化家庭の学生で、児

童センターの指導教員が一緒に教育に

参加し、学生の自発的な参加を誘導し、

体験・実習中心の教育を行った結果、教

育に対する関心と反響が非常に高かっ

た。『協力と疎通』をテーマに、自由な雰

囲気の中で互いに協力・疎通し、与えら

れた課題を完成させることで、生徒の自

尊心と達成感を高めた。 

一方、障害者対象の発明教育の円滑

な運営を支援するために、特殊学校（級）

教員を対象に職務研修を実施し、特殊

学校 1 級精工士資格研修課程の中に発

明関連科目を編成・運営し、合計 400 人

の教師を教育した。 



 

 

また、障害学生に合わせた発明教育

コンテンツ開発研究を行い、製作体験中

心の実習講義案及び学生用ワークブッ

ク、教師用ビデオガイドを作成し、学校

現場に配布した。これにより、非障害学

生向けに開発された発明体験教育プロ

グラムを障害学生の目線に合わせて難

易度を調整することで、効果的な授業進

行が機能するようにし、このコンテンツを

基に一線校の学生に発明教育を行うこ

とで、発明教育を作る授業の作品で学

生同士がゲームを通じて相互競争する

ことで、興味を失うことなく自然に授業に

没頭できるようにするきっかけを作った。 

国立特殊教育院の担当者が特殊学

校教師を対象とした発明教育だけでなく、

障害学生に合わせた発明教育コンテン

ツ開発研究にもオブザーバー及び専門

委員として参加するなど、関連機関と研

修院が継続的に交流・協力し、これらの

協力を基に、特殊学校 1 級正教師資格

研修課程に参加し、特殊学校教師を対

象に発明及び知的財産教育を試験的に

実施したこともある。 

C. 評価及び発展方向 

地域児童センター発明教室に参加し

た学生は小学校低学年から高学年まで

様々な学生が参加した。そして、初めて

接する実際の発明作り体験に学生は高

い関心を持ち、楽しく参加し、地域児童

センターで行う他の教育よりも充実して

いて有益であったという評価が多かった。

今後、学生の発明体験時間に対する高

い関心度を反映し、体験時間の拡大を

積極的に検討していく予定である。 

障害学生対象の発明教育に関しては、

発明教育と特殊教育それぞれの専門家

や参考資料は比較的豊富であるが、こ

れを体系的に組み合わせた先行事例や

研究、障害学生のための発明教育プロ

グラムは国内外を問わず事例を見つけ

ることが難しく、実務を進める上で非常

に困難であった。特に、特殊教育分野を

含む中等教育の場合、細かな教育課程

が非常に精巧に組まれているため、新し

い教育的試みをすることは容易ではなく、

実行に当たってもやや保守的な雰囲気

と激務に悩まされる最前線の特殊教育

現場の協力を得ることは非常に困難で

あった。また、一般的な発明教育とは違

い、障害学生を対象とした発明教育は

かつて試みられたことのない分野のた

め、授業を実質的に進行できる専門講

師陣を連れてくることも難しかった。 

これを克服するために、まず、障害学

生を対象とした発明教育関連セミナーを

開催し、第一線の現場の関心を誘導し

た。既存の教育課程の枠組みの中であ

る程度新しい試みが機能している中学

校の自由学期制、高校の特殊学級科学

教科の分級授業などを利用して発明教

育の授業を行い、調査過程で確保した

ネットワークを通じて関心を示した第一

線の特殊教師、研究者、研究官、特殊

教育支援センターの奨学士、奨学官な

どを訪ね、意見を求め、協力を要請し、

現場の声をもとに政策を設計した。また、

障害学生対象の発明教育講義のため

に、既存の非障害学生対象の発明教育

講師を説得し、教科の難易度を調整して

講義を依頼し、過去に関連分野の講義

経験がある研修院の実務者が直接講義

を行うなど、自助策を講じて推進した。こ

れら様々な経験を基に障害学生に合わ

せた発明教育コンテンツ開発研究を通じ

て、障害学生の目線に合わせた発明体



 

 

験教育プログラムを開発できた。 

研修院は今後も障害学生を対象とし

た発明教育普及のための関連教育を継

続的に実施する予定である。自由学期

（年）を活用した特殊学校（級）教師の発

明教育職務研修過程を持続的に運営す

る予定で、開発した障害学生に合わせ

た発明教育コンテンツを活用し、全国単

位のオンライン発明体験教室も運営す

る計画だ。これにより、発明教育分野で

障害者と非障害者間の教育格差を徐々

に解消していく。 

 

 

 

図Ⅵ-1-3  ザ・一緒に発明教室の活動の写真 

プロジェクト方式の授業      特殊教師のセミナー 

図Ⅵ-1-4  特殊発明教育課程の運営に関する写真 



 

 

 

第 3 節 発明振興イベントの開催による発明活動の促進 

及び国民の意識向上 
 

１．概観 

産業財産政策局 地域産業財産課 行政事務官 ソ・ジョンソク 

「発明の日」記念式典は、優秀発明家

及び発明有功者を表彰することで、発明

者と科学技術者の士気高揚を図り、全

国民的な発明雰囲気を広めるために開

催する行事で、2022 年は「#発明#明日

を開く#大韓民国を変える」というテーマ

で 63 コンベンションセンターグランドボー

ルルーム（ソウル市江南区汝矣島洞所

在）で開催された。 

2022 年第 57 回発明の日記念式では、

金塔産業勲章を含む政府表彰など 80

件の表彰が行われた。政府褒章とは別

に、今年の発明王も 1 人を選抜して褒賞

金を支給し、トロフィー及び「発明人の殿

堂」登録などの副賞を授与した。 

国内に登録された特許及び意匠を対

象に優秀発明を発掘して授賞する特許

技術賞は、2018 年度 12 件の発明及び

2 件の意匠を選定し、ルメリディアンソウ

ルホテルで特許庁と中央日報が共同で

表彰した。合計 226 件が応募し、16:1 の

競争率を示し、合計 14 件の受賞作品の

うち、個人及び中小企業が 10 件を占め

た。 

2010 年度から統合されている大韓民

国発明特許大展と商標・意匠権展とソウ

ル国発明展は、韓国の優秀な特許と商

標、意匠だけでなく、世界各国の発明品

を一緒に展示する韓国最大規模の知的

財 産 権 展 示 会 で あ り 、 2021 年 に は

25,647 人以上の観覧客が展示会場を訪

れ、国内 65 点、国内外 22 カ国から 539

点を出品・展示し、国内外の発明家の交

流拡大と国際ネットワーク構築の機会と

なった。

 

２．第 57 回発明の日記念式を開催 

産業財産政策局 地域産業財産課 行政事務官 ソ・ジョンソク 

A. 推進背景及び概要 

知識情報化社会において、知的財産

の創出・活用・保護に至る知的財産の好

循環構造が確立されているかどうかは、

国家と企業の競争力の主要な源泉とな

っている。このような循環の起点である

知的財産の創出を促進するためには、

社会各界各層に知的財産創出の裾野を

拡大する法的・制度的・文化的インフラ

が構築されなければならない。そのため

には、発明者に対する敬意とともに、発

明と知的財産の関係の重要性に対する

共感を拡大し、全国民的な発明の雰囲



 

 

気づくりが必要である。政府は知的財産

に対する認識の重要性を高め、発明の

生活化を図るため、世宗大王が世界初

の測雨器を発明した日〈1441 年 5 月 19

日〉を記念して 5 月 19 日を「発明の日」

法定記念日に指定した。発明の日記念

式では、発明家たちの士気を高めるた

めに、有功者表彰、記念パフォーマンス、

優秀発明品の展示など様々な行事が行

われている。 

B. 推進内容及び成果 

2022 年第 57 回「発明の日」記念式典

は、「#発明#明日を開く#大韓民国を変

える」というテーマで、主要要人及び発

明有功者、優秀発明企業、発明学生及

び指導教員など約 200 人が出席する中、

5 月 31 日、63 コンベンションセンターグ

ランドボールルームで開催された。 

ハン・ドクス国務総理は記念式辞で

「発明者が苦労して創出した知的財産

が適切に保護されるように、技術奪取と

侵害を予防し、対応する体制を強化する

一方、技術革新の変化に合わせて必要

な制度を着実に整備していく」と述べた。 

記念式では、発明及び特許分野に貢

献してきた有功者に対し、金塔産業勲章

など政府褒章の国務総理による表彰が

行われ、大韓民国を代表する発明家 1

人を今年の発明王として選定し、証書と

トロフィーを授与した。 

C. 評価及び発展方向 

2022 年第 57 回発明の日は、コロナ禍

の困難な状況にもかかわらず、受賞者

の士気向上に貢献しただけでなく、全国

的な発明文化の普及に貢献した。 

 

図Ⅵ-1-5 国務総理から賞を受ける    図Ⅵ-1-5 国務総理、特許庁長 

 

  



 

 

３. 2022 年特許技術賞の授与 

特許審査企画局 特許制度課 工業主査補 ファン・ソンギョン 

A. 推進背景及び概要 

特許庁と中央日報は、1992 年から発

明者と創作者の士気を鼓舞し、全国民

的に発明の雰囲気を広く拡散させ、産業

の技術競争力を高め、さらに国民経済

発展に寄与するため、毎年上・下半期

の 2 回にわたり特許庁に登録された優

秀発明などを発掘し、特許技術賞を授

与している（発明振興法第 6 条第 6 号に

基づく）。 

特に 2014 年には洪大容賞を新設し、

資金不足、事業化に関する専門性不足

などで目に見える事業的成果を発揮し

にくく、各種発明関連賞で頭角を現すこ

とが難しい個人や中小企業の優秀な特

許技術が死蔵されるのを防ぎ、事業活

性化を誘導しようとした（「機械式渾天儀」

などを発明し、地球自転説を主張した朝

鮮時代の発明家であり実学者である洪

大容の名前にちなんでいる）。 

特許技術賞は、世宗大王賞（1 件）、

忠武公賞（1 件）、池錫永賞（4 件）、洪大

龍賞（4 件）で構成されており、受賞者に

は賞金とともに、IP 製品革新支援事業、

優秀発明品の優先購買推薦企業などの

対象者選定における優遇機会が提供さ

れている。また、特許技術賞の受賞マー

クも提供して授賞発明の事業化マーケ

ティングに役立てている。

表-1-28  特許技術賞の施行スケジュール 

申請  

➡ 

推薦  

➡ 

予審  

➡ 

選定  

➡ 

表彰 

発明者/出

願人/審査

官等 

担当審査

官 

審査局予審 選定審査協

議会 

特許庁長 

中央日報代表

理事 

 

A. 推進内容及び成果 

2022 年特許技術賞は、優秀発明の発

掘という趣旨に合うように、授賞回数、

授賞件数を縮小し、賞金支給額を拡大

して実施した。半期ごとに実施していた

回数を年 1 回実施に変更し、無分別な

表彰を防止するため、従来の年 14 点か

ら年 9 点に授賞件数を縮小した。また、

賞金支給額を全体的に上方修正し、最

高支給額を増額して特許技術上の価値

を向上させた。 

2022 年世宗大王賞は、ヒョソン T&C

のキム・チョンギらが発明した「ポリエス

テル重合触媒及びこれを利用したポリエ

ステルの製造方法」が選ばれた。 

ヒョソン T&C の発明は、従来のペット

（PET）樹脂製造時に普遍的に使用され

ていた有害重金属のアンチモンを環境

に優しい触媒に置き換えてアンチモンフ

リーPET 製品を製造する技術で、触媒

の含有量を従来の製品に比べて 1/10

程度まで下げることができ、製品の生産

工程性の改善効果と最終製品の品質を

向上させる効果がある。 



 

 

その他、LG 電子の「リニアコンプレッ

サー」（忠武公賞）、その他、LG イノテッ

クの「ステータコア及びそれを含むモー

ター」及び国立水産科学院の「エビの急

性肝膵臓壊死症候群治療または予防用

組成物」（池錫永賞）など優れた発明な

どが特許技術賞に選ばれた。

 

 

  

 

 

 

C. 評価及び発展方向 

特許庁は特許技術賞制度を通じ、

1992 年から 2022 年まで合計 391 件の

優秀発明・意匠を表彰し、優秀な発明を

発掘するために強化された選定審査を

運営している。 

2023 年からは、既存の特許・実用新

案・意匠部門で、特許・実用新案部門の

み運営することに変更して表彰部門を

縮小し、受賞要件の設定登録期間を従

来の「5 年以内」から「10 年以内」に緩和

し、特許技術賞の申請を拡大することで、

賞の品質を向上させると同時に、優秀

発明の発掘の機会を増大させる予定で

ある。今後も、特許庁は、特許技術賞制

度を改善し、申請を奨励することで、韓

国の発明者の士気を高揚させ、全国民

的な発明の雰囲気づくりをリードしていく

ことを目指す。

 

図Ⅴ-1—7 2022 授賞式での授与           図Ⅴ-1-6 2022年授賞式での記念

撮影 

図Ⅴ-1-9 2022 年授賞作のプレゼン   図Ⅴ-1-10 2022 行事会場の全景 



 

 

 

４. 2022 大韓民国知的財産大展の開催 

産業財産政策局 地域産業財産課 行政事務官 ソ・ジョンソク 

A. 推進背景及び概要 

大韓民国発明特許大展、商標・意匠

権 展 及 び ソ ウ ル 国 際 発 明 展 示 会 を

「2022 大韓民国知的財産大展」という名

称で統合開催する。大韓民国知的財産

大戦は、知的財産権に対する国民的認

識を高め、発明の雰囲気を拡散させ、国

内外の発明家の交流を拡大し、国際的

なネットワークを構築することを目的とし

ている。さらに、展示を通じて優秀な発

明品を、一般国民を対象に広く知らせる

など販路を開拓し、流通を活性化させる

ことができる。また、技術先進国への跳

躍のために、一年間の発明と特許を決

算して表彰することで、新技術を発掘す

ることができ、ますますその価値が重要

になっている商標と意匠の発展を促す

効果もある。 

これまで大韓民国発明特許大展は

1982 年から毎年開催して 41 回目、商

標・意匠権展は 2006 年から毎年開催し

て 17 回目、ソウル国際発明展示会は

2002 年から 2008 年まで隔年で開催され

たが 2009 年から毎年開催して 18 回目

を迎えた。 

B. 推進内容及び成果 

2010 年から大韓民国発明特許大賞

及び商標・意匠権展とソウル国際発明

展を同時開催して、国内の優秀な特許

と商標及び意匠だけでなく、世界各国の

発明品を一緒に展示することで、名実と

もに国内最大規模の知的財産権展示会

としての貌を見せた。これにより、国内

外の発明特許行事の地位及び国際的

なイメージ向上に大きく貢献した。 

2022 大韓民国知的財産大展は、受賞

作品を中心としたメイン展示館のほか、

デジタル革新時代の先端特許技術を紹

介し体験できる特別館を運営し、世界的

な国際発明大会で受賞した韓国の優秀

発明品を展示した K-インベンション館も

運営した。他にも職務発明制度広報館、

IP 製品革新支援事業展示館、国民安全

発明チャレンジ館など様々な付帯展示

館を運営し、参加者に製品（技術）の評

価と販路拡大の機会を提供し、支援制

度の相談もできるようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

C. 評価及び発展方向 

今回の知的財産大展は、ポストコロナ

環境にふさわしい展示会として、参加企

業の製品広報と販路開拓ができるよう

支援した。特に、特別館の運営を通じて

様々な知的財産政策はもちろん、新技

術の共有・広報が行われるようにした。

特に、ソウル国際発明展を通じ、約 20 カ

国から合計 500 点以上の製品が出品・

展示され、世界的な発明展として国内外

の発明家の交流拡大及び国際ネットワ

ーク構築のための良い機会を提供した。

 

５. 2022 国民安全発明チャレンジの開催 

産業財産政策局 アイデア経済革新チーム 工業書記補 パク・テギュン 

A. 推進背景及び概要 

国民の生命と財産に甚大な被害を負

わせる大型災害に効果的に対応するた

め、災害現場の意見が反映された装

備・技術開発の必要が浮上した。特許

庁は、災害現場の公務員の創造的なア

イデアを発掘し、知的財産権コンサルテ

ィングを通じて価値ある技術になり、こ

のような優れた技術が現場で実際に活

用されたり、小規模な民間の安全産業

の会社に技術移転されたりして、安全産

業市場が活性化されるよう積極的に支

援する。 

図Ⅵ-1-11 韓国知財大展の開催        図Ⅵ-1-12 商標・意匠権展示会 

図Ⅵ-1-13 表彰式での授与シーン    図Ⅵ-1-14 ソウル国際発明展示会授賞式 



 

 

特許庁は、2016 年から海洋警察庁と

「海警発明大展事業」を運営した。海洋

安全に関するアイデアを海洋公務員及

び国民を対象に発掘し、知的財産コン

サルティング及び現場活用・民間企業移

転を支援した。海警発明大展の成功の

運営を基に、国民安全を担当する警察

庁と消防庁が関心を持ち、災害・治安分

野の公務員までをも含む運営を提案し

たため、国民安全を担当する警察・消

防・海警の公務員を対象に 2018 年国民

安全発明チャレンジを拡大開催し、2022

年第 5 回を迎える。 

B. 推進内容及び成果 

特許庁は、2018 年 2 月、政府ソウル

庁舎で警察庁・消防庁・海洋警察庁との

間で国民安全発明チャレンジの運営及

び知的財産の協力促進のための業務

協定を締結した。 

業務協約に基づき、特許庁は国民安

全のための現場アイデアの持続的な発

掘基盤の造成のため、警察庁、消防庁、

海洋警察庁の公務員を対象にオンライ

ン研修コースを開設した。国家知的財産

教育ポータル（IP アカデミー）にオンライ

ン教育課程を新設し、非弾力的なスケジ

ュールを持つ現場公務員が知財権教育

を常時受講できるように支援した。 

2022 国民安全発明チャレンジには、

現場の公務員が関心と熱意を持って支

援し、合計 865 件のアイデアを受け付け

た。その後、安全及び知的財産の専門

家の公正な審査を経てアイデア 24 件を

発掘し、専門遂行者の集合教育を通じ

て高度化及び権利化支援で優秀技術と

して育成し、特許出願を支援した。また、

韓国発明振興会知的財産仲介所を通じ

て受賞作品のうち 5 件を民間企業に技

術移転し、技術事業化を実現した。本大

会の授賞式を国会議員会館で第 5 回大

韓民国安全産業発展会議と連携して開

き、2022 国民安全発明チャレンジ展示

会を開催した。大賞受賞者 1 名に国会

議長賞を授与し、金賞受賞者 2 名に行

政安全部長官賞を授与し、受賞者の自

負心を高めた。その後、受賞作品 24 点

は特許庁が主管する「2022 年大韓民国

知的財産大展」を通じて独立展示館を

構成し、国民を対象に展示し、国民安全

発明チャレンジホームページに展示ペ

ージ作成を通じた非接触型の展示観覧

を新たに推進し、現場公務員の職務発

明活動及び国民安全のための努力を示

した。 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

図Ⅵ-1-15  国民安全発明チャレンジの最優秀受賞作品 

私製爆発物処理装備 

（K-Tool A,B） 

BOB アンカー 屈曲した船体側面の迅速下降

マグネットシューズ 

 

C. 評価及び発展方向 

国民安全発明チャレンジは、国民の

安全の最前線で勤務する公務員が自分

の勤務経験を基に直接アイデアを出し、

安全に役立つ製品を開発するという点

で、意義深い行事といえる。また、特許

庁は彼らのアイデアが具体化されるよう

支援し、知的財産権に関する教育を提

供することで、省庁間の協業の良い事

例を残したことに意義がある。 

特許庁は、2022 国民安全発明チャレ

ンジの成果を基に合計 5 件の民間技術

移転通常実施権を締結し、現在までに

合計 17 件の技術移転を完了した。今後、

技術移転に関心のある民間企業を対象

に受賞技術を広報し、優秀な技術の技

術移転を促進するため、技術移転の拡

大を計画している。

 

６.  2022 知的財産スタートアップコンテスト開催 

産業財産政策局 アイデア経済革新チーム 工業事務官 ソ・ヒョウォン 

A. 推進背景及び概要 

政府は、創業の活性化と国民の意識

強化のため、全政府統合の創業コンテ

スト「挑戦！K-スタートアップ」を 2016 年

から開催している。 

「挑戦！K-スタートアップ」は、10 の省

庁別予選リーグと全省庁統合本選、決

勝戦などの激しい競争を経て、年間 20

人の最終王者を選抜し、政府褒賞（総賞

金 15.3 億ウォン）と事業化を支援する政

府最大の創業コンテストである。 

特許庁は有望な知的財産を保有し、

成功の可能性が高い発明家、7 年以下

の創業企業に政府表彰と事業化の機会

を提供し、創業現場に知的財産の重要

性を高めるため、2020 年から予選リー

グである「知的財産スタートアップコンテ

スト（IP リーグ）」を運営している。 

発明家及び創業企業は、コンテストを

通じた客観的な検証と競争で創業能力

を養い、創業投資コンサルティング、資

金保証、投資誘致説明会、投資誘致説

明会など、フォローアップの事業化支援

を通じ、有望な知的財産の創業企業とし



 

 

て生まれ変わりつつある。 

知的財産創業企業の政府最大の創

業コンテストでの優秀な成果は、創業の

現場で見過ごされていた知的財産の重

要性を改めて気づかせ、認識を高める

ことに貢献している。 

B. 推進内容及び成果 

2020 年第 1 回知的財産スタートアップ

コンテストは、信用保証基金、民間創業

投資会社である（株）インフォバンク社と

知的財産を保有する有望な創業企業 10

社を共同選定した。 

新設初年度には、（株）エデンルクス

が全部門の最終王者決定戦で最優秀

賞（1 億 3 千万ウォン）、（株）シェルパス

ペースと（株）イン・トゥ・シーが特別賞（1

千万ウォン）をそれぞれ受賞する快挙を

成し遂げた。 

2021 年第 2 回コンテストには、水素産

業育成のための政策協力として、産業

通商資源部、蔚山経済自由区域庁、信

用保証基金と水素・新産業分野で有望

な知的財産創業企業13 社を共同選定し

た。

表Ⅵ-1-29  知財スタートアップコンテスト（IP リーグ）の手続き 

企業選定  

▶ 

書面評価  

▶ 

国民審査  

▶ 

発表評価  

▶ 

統合本選・フォローアップ 

IP 出願・保

有者 

IP 診断評

価 

ON 国民ｺﾐ

ｭﾆｹｰｼｮﾝ 

IP 発表 知財創業投資 IR メンタリング 

 

2021 年の最終王者決定戦で（株）プロ

キシヘルスケア社（代表キム・ヨンウク）

は「無振動微小電流で歯肉炎症を改善

する電子歯ブラシ」を発表し、最優秀賞

を受賞し、（株）ラピーク社が優秀賞、

（株）リソルが特別賞に選ばれた。 

参加資格が IP 出願者に緩和された

2022 年の第 3 回コンテストは、過去最大

の 358 チームが応募し、「銀行圏青年創

業財団」（d・キャンプ）、信用保証基金と、

「次世代スマートドアロック統合ソリュー

ション」を披露し最優秀賞を受賞した（株）

ラオナークなど、分野別の優秀企業 15

社を選定した。 

2022 年の最終王者決定戦では、チュ

ービコンが「革新的な尿検体採取機」に

よって奨励賞を受賞し、受賞企業は海

外大会受賞（CES 革新賞など）及び投資

誘致 57 億ウォンの成果を収めた。 

C. 評価及び発展方向 

今年で 3 回目となる知財スタートアッ

プコンテスト（IP リーグ）で選抜された創

業チーム（38 社）のうち 7 社が国内最大

規模の創業コンテストであるチャレン

ジ！K-スタートアップの王者決定戦にお

いて 3 年連続で最優秀賞及び奨励賞な

どを受賞し、22 社が革新企業，素材・部

品・装備スタートアップ 100，CES（世界

家電展示会）革新賞などに選定され、

260 億ウォン規模の投資を誘致するなど、

有望な強小企業の成長の登竜門として

位置づけられている。

  



 

 

特許庁は、創業チームに対する審査

検証体系を強化し、受賞チームに事業

化成功のためのフォローアップ支援連

携を拡大し、知的財産スタートアップコン

テストが知的財産基盤の創業企業が強

小企業として成長する足掛かりとなるよ

う支援する予定だ。

 

図Ⅵ-1-16 2022 年最優秀賞（株）ﾗｵﾅｰｸ  図Ⅵ-1-17 最優秀賞（株）ﾌﾟﾛｷｼﾍﾙｽｹｱ 

 

第 4 節 女性の発明教育及び女性発明振興活動の展開 

１. 概観 

産業財産政策局 アイデア経済革新チーム 放送通信主査 クァク・テホン 

2001 年に女性発明振興政策を実施し

て以来、女性の知的財産出願件数は持

続的な増加傾向を示しており、2021 年

には 62,402 件で、全出願件数の 30.9%を

占めている。 

韓国の女性経済活動参加率は、2021

年現在 59.9%で OECD 加盟国平均であ

る 64.8％と比較すると、依然として低い

水準である。高い教育水準と優れた能

力を持つ女性人材を適材適所にうまく活

用できないことは、国家的に大きな人材

の浪費である。また、韓国は急速な高齢

化や出生率の低下により労働力がます

ます不足している状況で、女性の経済

活動参加促進のための様々な女性発明

振興事業を推進する必要性が浮上して

いる。  

特許庁は韓国女性発明協会の支援

事業を通じて女性を対象にオン・オフラ

インで知的財産権教育を実施しており、

女性の発明アイデアが死蔵されず、産

業的に活用されるように、世界女性発明

大会、生活発明コリア、女性発明品博覧

会など様々な支援政策を推進している。 

女性の潜在能力と創造性の開発は国

家産業発展の新たな原動力であるため、

女性特有の創意工夫とアイデアが特許

として具体化され、そのような特許が商

品化につながり、女性発明・起業の成功

事例がより多く出てくるように積極的に

努力する計画である。  



 

 

２. 女性発明の裾野拡大及び知的財産の認知向上 

産業財産政策局 アイデア経済革新チーム 放送通信主査 クァク・テヒョン 

A. 推進背景及び概要 

女性の社会経済活動に対する関心の

高まりと持続的な支援により、韓国の女

性経済活動参加人口は着実に増加して

いる。しかし、女性の経済活動参加率は、

依然として OECD 加盟国の中で最下位

レベルに留まっている。出産と育児の時

期である 30 代に発生するキャリアの断

絶現象も続いており、女性の経済活動

促進のために様々な女性発明振興事業

を積極的に推進する必要性が浮上して

いる。 

これに伴い、政府は女性特有の創造

性と創造力の育成のため、女性を対象

に体系的な知的財産権教育及び情報提

供、生活発明の発掘支援などを通じて

女性発明の裾野拡大及び発明人材を育

成している。 

B. 推進内容及び成果 

1） 女性対象の知的財産権教育 

特許庁は、女性発明に対する社会的

関心と雰囲気を高め、潜在的な女性発

明家の発掘及び育成のために、知的財

産権教育である「女性発明創造教室」を

運営している。各自治体、女性人材開発

センター、産学協力団などとの協力を通

じて、保護者、大学生、就業・創業準備

中の女性を対象に教育参加者を募集し、

地域に関係なく幅広い分野で発明に関

心のある女性を発掘し、教育対象別の

特性と環境の大きさを考慮したオン・オ

フラインのオーダーメイド型教育を実施

する。 

弁理士、発明教育専門家、成功した

女性発明家などを講師として構成し、発

明と創造性、知的財産権の理解及び活

用、発明事例の共有及び実習と発明創

業戦略、IP 事業化のための政府支援事

業の活用、知的財産紛争事例と対応戦

略など、知的財産に対する認識度レベ

ルと就職・創業の有無、職業、進路など

教育対象の特徴に応じてオーダーメイド

のカリキュラムを編成し、教育を行って

いる。 

2020 年からはオフライン集合教育と

一緒にオンライン非対面教育を並行して

実施した。女性発明創造教室の教育は

2008 年から 2022 年まで合計 890 回行

われ、45,720 人が参加した。 

2） 女性発明情報ウェブマガジン発刊 

女性発明イベントや支援情報、発明

界の各種ニュース、政府の知的財産権

創出促進事業の紹介などのためにウェ

ブマガジン「発明する人たち」を毎月発

行し、メールニュースレター形式で配布

した。女性発明振興事業参加案内、特

許庁及び関係機関のニュース、生活発

明コリア支援事業の成果、女性発明企

業人インタビューなど、生き生きとした情

報と様々なニュースを発明者、政府機関、

地方自治体、女性団体、関係機関、全

国大学発明サークル、女性出願人及び

登録者などに提供した。 

 

 



 

 

C. 評価及び発展方向 

より多くの女性が知的財産権を持って

経済活動に参加することで、韓国の産

業発展を促進するという目標を持って女

性発明振興事業を推進してきた。また、

独創的な女性発明家を育成し、優秀な

女性発明の出願及び事業化を支援する

ための体系的な女性発明教育と様々な

振興事業を推進してきた。特に 2022 年

の女性発明創造教室は、計 75 回のうち

44 回を非対面オンライン教育で実施し、

新型コロナウイルス感染症（新型コロナ）

などによる環境的制約を克服して安定

的に運営した。また、オンライン受講申

請システムを構築し、参加者が簡単に

受講できるようにし、合計 1,914 人（前年

比 5 倍増）を輩出した。2022 年に 9 回目

を迎えた生活発明コリアの受賞者のメデ

ィアインタビューを通じて事業化の成功

事例を広め、様々なオンライン媒体を通

じた事業成果も広報した。その結果、国

民の関心が高まり、国民参加審査に合

計 2,061 人が参加した。

 

３．女性の発明の事業化への支援 

産業財産政策局 アイデア経済革新チーム 放送通信主査 クァク・テホン 

A. 推進背景及び概要 

第 4 次産業革命の時代には、融合・

複合型思考を持つ創造的人材の育成が

何よりも重要であり、女性特有の繊細さ

と柔軟な思考を強みとして活用する必要

がある。特に少子高齢化社会に突入し

た韓国の場合、女性の経済活動は新た

な活動主体としてその重要性がさらに高

まっている。 

したがって、女性発明の事業化を通じ

た国家競争力向上のため、製品化支援，

販路開拓及びビジネスマッチングの機

会を提供するための世界女性発明大会

と試作品製作、女性発明品博覧会など

を通じた支援が必要となった。 

B. 推進内容及び成果 

1） 生活発明コリアの運営 

2014 年から知的財産を基盤とした女

性創業促進のため、「生活発明コリア

（www.womanidea.net）」システムを新た

に構築し、女性の生活発明の発掘支援

事業を推進している。2022 年は 1 月 20

日から 3 月 31 日まで女性の生活の中か

らのアイデアを公募し、合計 1,935 件の

アイデアが寄せられた。寄せられたアイ

デアについては、オンライン書類審査、

先行技術調査・盗作チェック、アイデア

発表及び面接の 3 段階の審査を経て、

最終的に 39 件の支援対象作品を選定

した。 

未出願のアイデアに該当する〈参加

部門 1〉選定作品は、専門家のメンタリン

グを通じて知的財産権出願、技術及び

意匠開発などを体系的に提供し、試作

品製作を支援した。これに伴い、〈参加

部門 1〉提案者のうち希望者に限り、創

業・事業化教育を実施し、最終審査参加

の機会を提供した。最終審査のため、完

成した試作品を 11 月 8 日から 15 日ま

でオンライン上で公開し、国民参加審査

を実施した。11 月 15 日には、関連分野



 

 

の専門家で審査委員会を構成し、提案

者が自分の開発製品を直接紹介・説明

する方式でオンライン非対面審査を行っ

た。最終順位は、国民参加審査と専門

家審査の得点を合算して確定し、11 月

30 日、コエックス・アセムボールルーム

で授賞式を開催し、大統領賞受賞者に

は5百万ウォン、国会議長賞受賞者と国

務総理賞受賞者にはそれぞれ 2 百万ウ

ォンの発明奨励金を授与した。出願発

明に該当する〈参加部門 2〉の選定作品

は，専門家のメンタリングと試作品製作

支援後、事業化に関連する個別コンサ

ルティングを提供した。そのほか、前回

の生活発明コリア選定作品のうち 1 件に

対して展示博覧会参加費、2 件に対して

クラウドファンディングプラットフォーム活

用費を支援し、6 件に対して事業化個別

コンサルティングを実施し、女性発明企

業家として成長できるようフォローアップ

支援も行った。 

2）女性発明王 EXPO（女性発明品博覧

会及び世界女性発明大会） 

女性発明品の販路開拓及びブランド

認知度向上を通じて女性企業活動の活

性化に寄与するため、女性発明品博覧

会と世界女性発明大会を 2018 年から統

合して女性発明王 EXPO として開催して

いる。2022 年女性発明王 EXPO は、新

型コロナのためできなかったオフライン

展示を 3 年ぶりに成功裏に行ったが、世

界女性発明大会の海外出展は、大半の

国の状況を考慮してオンライン参加も並

行して実施した。 

第 22 回女性発明品博覧会は、2022

年 8 月 25 日から 27 日までの 3 日間、

キンテックスで開催され、国内の女性発

明家・企業 115 社が参加した。クリップと

ネイバーショッピングライブを利用した

「ライブコマース」を博覧会史上初めて推

進し、合計 28 社の販路開拓を支援し、

「流通商談会」を開催してマーチャンダイ

ザー60人を招待し、109社を対象に合計

360回以上のビジネス相談サービスを提

供した。 

博覧会と同時に開催される世界女性

発明大会は、2008 年から世界知的財産

権（WIPO）の後援で始まり、韓国が知財

強国として国際的なリーダーの役割を果

たすことに大きく貢献し、韓国の女性発

明家たちに国際大会受賞や幅広い海外

ビジネスマッチングの機会を提供してい

る。 

第 15 回世界女性発明大会の審査は

8 月 25 日、キンテックス審査会場と参加

者ブースで行われた。海外 15 カ国から

委託出品された発明品 137 点と国内か

ら出品された発明品 168 点を審査し、グ

ランプリを含む本賞 298 点を確定し、

EXPO の最終日の 27 日に表彰式を開催

した。

 

図Ⅵ-1-18 2022 女性発明王 EXPO 図Ⅵ-1-19 ライブコマース運営 

 

 

 

 

 



 

 

 

C. 評価及び発展方向 

世界知的財産機構（WIPO）との緊密

な協力を通じて、世界的規模の唯一の

女性発明大会を韓国で開催し、特許大

国として大韓民国の国家としての格を高

めることに貢献し、国内外の女性発明品

を国際的に広報して販路開拓及び海外

進出の機会を提供した。 

特に 2022 年は、新型コロナの状況に

もかかわらず、博覧会に参加した女性

発明企業の規模が 115 社であり、参加

企業製品の販路確保のための「ライブコ

マース」を初めて運営し、「流通商談会」

も実施し、女性の経済活動再開を支援

した。 

女性の潜在力と創造性の開発は国家

産業発展の新たな原動力であるため、

女性特有の創造性とアイデアが特許と

して具体化され、そのような特許が商品

化につながり、女性発明・企業家の成功

事例がより多く出てくるように、時代の状

況と流れに合わせて持続的に支援する

計画である。 

  



 

 

 

 

第 1 節 特許行政情報システムの高度化 

１. 概観 

産業財産情報局 産業財産情報政策課 行政事務官 ソ・ウンファ 

特許庁の核心課題は、特許顧客に迅

速かつ正確な審査・審判サービスを提

供することであり、これを支えるために

世界最高水準の特許行政システムであ

る特許ネットシステムを構築している。

特許ネットシステムは、出願・審査・審

判・公報発刊など、全ての特許行政業

務をコンピュータ化した知的財産総合情

報システムで、知的財産法の制度改正

事項などを持続的に反映し、特許行政

業務の効率的かつ安定的な運営を図っ

ている。 

最近、特許庁は急激に成長した人工

知能（AI）技術を、審査業務を支援する

特許行政システムに適用してきた。まず、

2020 年から人工知能技術を活用して海

外特許文書の翻訳サービスを運営して

いる。2021 年には人工知能（AI）図形商

標・意匠検索システムを構築し、これを

通じて審査対象の図形商標（イメージ）

及び「意匠」と、既に特許庁に登録され

ている「図形商標（イメージ）」及び「意匠」

とを分析し、類似度順に提示している。

2022 年には、試験サービスとして特許

審査請求の範囲を分析し、類似の先行

特許技術文献を提示する類似特許検索

サービスを運営中である。 

また、審査業務の支援だけでなく、国

民に 365 日 24 時間の知的財産相談サ

ービスを提供するため、2021 年 5 月に

特許相談を受ける AI チャットボットサー

ビスも導入した。 

上記のような特許行政の高度化努力

にもかかわらず、産業財産権出願量の

継続的な増加に対して審査人員が絶対

的に不足している実情であり、審査官が

検索しなければならない先行技術対象

の規模も増加し続けており、全体的に審

査環境が劣悪化している状況である。こ

のような状況を解消するためには、従来

の業務アプローチから脱却した新たな

観点からの人工知能（AI）の技術活用戦

略が必要であるとの認識が内外で提起

された。これに伴い、中・長期的な人工

知能（AI）技術活用の方向性を再検討し、

第２章 

知財行政サービスの改善 



 

 

産・学・研の民間専門家の意見を取り入

れ、今後 5 年間の（2023～2027）の「人

工知能（AI）技術を活用した特許行政革

新実施案」を策定中である。 

特許庁は今後も審査・審判業務の効

率性を高め、国民により良い行政サービ

スを提供するため、最新技術を適用して

特許行政システムの高度化を推進する

計画である。

 

２．デジタル特許審判システム構築のための情報化戦略計画（ISP）策定 

産業財産情報局 産業財産システム課 主務官 ヤン・ジェソン 

A. 推進背景及び概要 

特許庁は 1999 年のオンライン出願シ

ステム開通、2002 年のオンライン審判シ

ステムの開通により、利用者の便宜増

進と審判業務の効率化を図った。インタ

ーネットを通じて電子的に特許審判院に

審判を請求したり、書類を提出すること

ができるようになり、各種通知書の電子

的な送達が可能になった。 

しかし、現行の審判システムが開通し

てから 20 年が経過し、ビッグデータ、人

工知能（AI）及び 5G などの情報技術の

急速な発展により、オンライン審判サー

ビスに対する国民の期待水準はさらに

高くなったにもかかわらず、審判システ

ムは、開通以来、長期間にわたって部

分的な改善しか行われず、国民の期待

を反映するにはあまりにも複雑で時代

遅れである。 

審判システムの具体的な問題点とし

て、大容量のマルチメディア証拠ファイ

ルは USB に保存し、直接または郵送提

出のみ可能であり、年間 3 万件余りの審

判書類が郵送されるなど、デジタル時代

にふさわしくないオフラインの国民向け

サービスのあり方と不十分な審理支援

機能などが提起された。 

一方、審判システムより一歩遅れて

2010 年に開通した特許裁判所の電子訴

訟システムは、これまで数回の高度化

事業を経てユーザーの利便性の面で審

判システムに比べ高く評価されているに

もかかわらず、2020 年から 2024 年まで

約 3000 億ウォンをかけて「次世代電子

訴訟システム構築事業」を進行中である。 

このような背景の下、審判サービスの

オンライン化及び知能化を目指し、『デ

ジタル特許審判システム』構築のための

情報化戦略計画（ISP）を策定することに

なった。 

B. 主な推進内容及び成果 

ユーザーが満足するデジタル特許審

判システム構築のため、特許審判員及

び審判顧客の意見を聴取し、ワークショ

ップと専門家の検討などを通じて様々な

要求を集約し、情報化戦略計画（ISP）を

樹立した。同情報化戦略計画は、「デジ

タル技術の適用を通じた審判サービス

の知能化・高度化の実現」というビジョン

を提示し、2023 年から 2025 年までの 3

年間、合計 101.3 億ウォンの予算を投入

して、国民向けサービスの強化、審判方

式の高度化、審判審理への支援強化、

審判インフラ強化の計 4 分野、11 個の



 

 

細目課題を推進する計画である。 

国民向けサービス強化分野では、特

許ネットデータベースと連携した審判書

類の自動作成及び事前点検機能を実装

し、大容量のマルチメディア証拠ファイ

ルをオンラインで提出できるように改善

し、意図せぬ入力ミスによる補正や請求

書の却下などが大幅に減少し、当事者

の証拠提出の利便性が向上することが

期待される。そして、特許で常時受信及

びモバイル電子公告などの機能を実装

し、郵便発送費用の節減とともに特許顧

客が書類閲覧する際の利便性が増大す

ることが期待される。 

審判方式高度化の分野では、先端技

術である AI を使用して審判方式業務を

自動化する計画である。AI 及び OCR 技

術を適用して、審判添付書類画像から

方式審査に必要な情報を自動的に認識

して抽出し、方式審査を自動化する。そ

して、現在手作業で処理している書誌事

項及び添付ファイルに対する個人情報

マスキング処理をシステムが自動的に

処理されるように改善する予定である。

これにより、審判方式業務が大幅に軽

減され、今後、出願及び登録分野の方

式業務にも拡大適用できることが期待さ

れる。 

審判審理支援強化分野では，注文と

結論の不一致など明らかな不備を自動

的にチェックし，AI ベースで審決・判決文

に使用された判断基準を学習し，類似

の審結・判決文を推薦してくれるシステ

ムを構築するなど、審判員の業務効率

を向上させたい。 

最後に、審判インフラの強化分野では，

特許ネット審判システムに SQL チューニ

ング、データベースアーキテクチャの改

善などの技術的措置を講じ、応答速度

を改善し、場所の制限なしにどこでも遠

隔で口頭審理及び説明会が行われるよ

うにインターネットベースのビデオ会議

システムを構築する予定である。また、

裁判所の電子訴訟システムと連携して、

終結通知、嘱託書類などの裁判所書類

を電子訴訟システムに接続せずに特許

ネットシステムでも確認できるよう改善す

る。 

C. 評価及び発展方向 

デジタル審判システム構築事業は、

第 1 次年度である 2023 年には国民向け

サービスと審判方式分野を重点的に改

善する予定であり、第 2 次年度には審判

審理支援と審判インフラ分野を重点的

に改善する。最後の第3次年度には、裁

判所システムとの連携機能構築及び追

加の実施が必要な課題を進める計画で

ある。 

 

 

 

 

 



 

 

表Ⅵ-2-1  デジタル特許審判システム構築推進戦略及び課題リスト 

 

３．特許ネットシステム構築・運営 

（1） 特許ネット応用システム 

産業財産情報局 産業財産システム課 電算事務官 ヒョン・スンウ 

A. 推進背景及び概要 

特許ネットシステムの民間委託運営

は 1998 年 3 月、当時の企画予算処の

情報システム運営に対する民間委託指

針に基づき、特許庁が公共機関として

は初めて 1999 年 1 月に特許ネット開通

と同時に開始した。しかし、特許ネットシ

ステムの公共性、セキュリティの面で、

安定的な維持管理のために、特許ネット

システムのうち基盤システム部門は

2012 年から、応用システム部門は 2016

年から公共機関である特許情報院にそ

れぞれ移管され、委託運営を行っている。 

特許ネット応用システム部門は、出

願・登録・審査・審判などの特許行政の

35 システムで、一般行政システム部門

は、知財管理・成果管理・ホームページ

など 9 つのシステムで構成されている。 

B. 推進内容及び成果 

特許ネット応用システムの運営部門

は、特許行政分野の 35 の応用システム

の安定的かつ効率的な運営と知的財産

権に関する法制度の改正及び業務手続

きの変更による機能改善を特許ネットシ

ステムに適時に反映することで、特許ネ

ットが世界最高水準の特許行政情報シ

ステムとして評価される上で重要な役割

を担っている。 

2022 年には審判請求期間の延長、審

判請求の却下制度など意匠保護法改正

（2 月）、災害地域への減免適用の特許

料等の徴収規則（2 月）、方式審査取消

推進戦略 推進課題 

1．国民向けサービス強化 

➊審判書類の受付の便宜性改善 

➋審判証拠のオンライン提出方式改善 

➌デジタル審判送達システムの構築 

2．審判方式の高度化 
❹諸証明システムの高度化 

❺AI 基盤の審判方式業務の自動化 

3．審判審理支援の強化 

❻審決文の点検・支援システムの構築 

❼審理支援及び証拠管理機能の改善 

➑AI 基盤の類似審決・判決文の自動推薦 

4．審判インフラの強化 

❾インターネット映像による口述・説明会シス

テムの構築 

❿審判システムの性能改善 

⓫外部機関との連携の強化 



 

 

通知の法的根拠の整備及び補正期間

延長申請規定の明確化等のマドリッド国

際出願及び国際商標登録出願の事務

取扱規定（3 月）、出願及び権利者の権

利救済の拡大のための特許法・意匠保

護法・商標法等の法制度と特許法・意匠

保護法・登録令などの施行規則（4 月）

配列目録標準の変更（ST.25→ST.26）な

どの特許法施行規則の一部改正（7 月）、

特許料等の徴収規則の改正（8 月）等の

法改正に伴い審査、登録、審判システ

ム等を改善した。また，ユーザー体感性

能の向上のために応用プログラムの最

適化を実施し、1 秒以内の体感性能応

答率 97.89%を達成し、審査・審判部門及

びユーザー巡回懇談会の実施、3 人協

議審査に関する機能の改善など、庁内

外のユーザー利便性を一層強化した。 

C. 評価及び発展方向 

特許庁は、特許行政情報システムの

単純運営から脱却し、一定規模の機能

改善については、別途の開発事業では

なく、委託運営事業で行い、また、特許

庁内部の情報化人材による運営管理体

系を強化し、特許ネット委託運営事業の

効率性をいっそう改善していく。 

また、質の高い特許ネット運営サービ

スを提供するため、既存のサービス水

準指標を大幅に改定し、新規指標を新

たに発掘するなど、成果中心の特許ネッ

ト運営サービス提供を通じてサービス水

準を高めている。基盤システムとの協業

を通じてハードウェア部分のシステム構

成を改善し、応答速度を高め、システム

の安定性と性能向上のために継続的に

努力していく計画だ。

（2） 一般行政システム運営 

産業財産情報局 産業財産情報システム課 電算事務官 ヒョン・スンウ 

A. 推進背景及び概要 

一般行政システム運営部門は 9 つの一

般行政システムを効率的に運営・維持し、

法制度改正や業務手続きの変更による

改善事項をシステムに適時に反映し、

行政業務を効果的に遂行する上で重要

な役割を担っている。 

主な業務は、オン-ナラ電子文書シス

テム、知識管理システム、メッセンジャー、

成果管理システムなどの内部行政業務

用システム運営と、代表ホームページ、

特許顧客相談センターホームページ、

特許庁図書館などの外部サービス用シ

ステム運営に分けられる。 

 B. 推進内容及び成果 

2022 年には、障害者など弱者層の知

的財産情報アクセス強化のため、特許

庁代表ホームページに電子点字生成ソ

リューションを導入した。 

公共機関のウェブサイトは、障害者な

どの情報アクセシビリティを保障しなけ

ればならず、特に視覚障害者などに対

する点字文書の提供が法令で義務化さ

れている。これにより、特許庁ホームペ

ージの非対面情報のアクセスしやすさ

の向上のため、ホームページ情報を点

字に変換して点字ファイルを提供するよ

うに改善した。 



 

 

また、特許庁の英語版ホームページ

に反応型のウェブサービスを適用し、ウ

ェブブラウザのサイズなどに関係なく UT

（ユーザーインターフェース）の諸要素を

適切に有機的に配置するようにし、ユー

ザーが便利に情報を得ることができるよ

うにした。 

同時に、英文サイトユーザーの読み

やすさを確保するために画面デザインを

改編し、詳細サービスに簡単にアクセス

できるように、従来の「大メニュー→中メ

ニュー→小メニュー」のメニュー体系から

「大メニュー→中・小メニュー同時提供」

に改編した。 

内部的には、特許庁の内部知識管理

システム、メッセンジャーなどに対する庁

職員の要求を知識管理システム内の

CSR 要求メニューを通じて継続的にモニ

タリングし、処理することで、行政業務の

効率性と内部ユーザーの利便性を継続

的に追求している。 

C. 評価及び発展方向 

特許庁ホームページ、知識管理シス

テムなど業務遂行に必要な一般行政シ

ステムを安定的に運営し、内外ユーザ

ーの利便性向上のために継続的に改善

を推進する。 

また、2023 年には特許庁ホームペー

ジの情報アクセスの利便性向上のため、

添付ファイルをダウンロードせずにウェ

ブブラウザで添付ファイルの内容をプレ

ビューできる機能を導入し、サービスす

る予定だ。

 

（3）特許ネット基盤システム運営及びインフラ高度化 

産業財産情報局 産業財産情報システム課 電算事務官 キム・イルグォン 

A. 推進背景及び概要 

特許庁は、韓国の知的財産分野の中

核インフラである特許ネットの安定的な

運営及び利用環境改善のため、特許ネ

ットシステムのインフラ高度化を持続的

に推進している。 

物理的構成の観点から、現在の特許

行政情報システム（電子出願，審査，登

録，審判，検索など）の大部分は国家情

報資源管理院の光州センターで稼働中

である。災害復旧センターは国家情報

資源管理院の大田センターに構築され、

災害に備えてリアルタイムのデータバッ

クアップが行われており、災害発生時、3

時間以内に自動的に移行できる復旧シ

ステムを構築している。

 

表Ⅵ-2-2  特許ネットシステム稼働時間 
区分 平日 土曜日 日曜日 週の公休日 

現在 05:00～24:00 05:00～24:00 13:00～24:00 05:00～24:00 

*休日の特許ネットサービス利用者は平均 722 人、平日比 16.78%利用中（2023 年 1 月現在） 

  



 

 

B. 推進内容及び成果 

審査・審判業務の生産性を最大化す

るため、2011 年から特許ネット稼働時間

の大幅な延長、特許ネット利用者のイン

ターネット及び在宅業務環境をクラウド

基盤のコンピューティング環境に構築、

特許ネット異常兆候の早期対応のため

の 24 時間×365 日統合管制体系の構

築，法・制度改善に伴う特許ネットシステ

ムの高度化など、運営安定性向上のた

めの改善を持続的に推進してきた。 

2022 年には、老朽化したサーバーの

交換 36 台）と 5G の政府網の構築など

特許行政ネットワークの高度化を通じて

業務処理の効率化を推進し、ビッグデー

タ基盤の知能型統合管制による障害予

測及び早期対応を通じて特許ネットサー

ビスの安定性を強化した。また、火災な

どの災害時の状況に備えた国民向けサ

ービス災害復旧の実転換訓練、サービ

ス無停止のための冗長化環境の構成拡

大など、電算運用環境を改善した。

 

表Ⅵ-2-3 電算機器の運用状況                   （2023 年１月末現在） 
区分 主要施設と装備 

*サーバー680 台、ディスク 59 台、ネットワーク機器 528 台、バックアップ機器 4 台 

特許電算センター 

（特許庁、8 階） 

●サーバー（UNIX：7 台、NT：34 台、LINUX：61 台） 

●ストレージ 17 台（DISK 15 台、SAN 2 台） 

●ネットワーク機器 387 台、その他 63 台（コールセンター5 台、一

般設備等 50 台、仮想化 8） 

●KIPO-クラウド（サーバー：223 台、ストレージ 10 台、クラウドその

他 27 台） 

統合セキュリティ管制センタ

ー 

（特許庁、8 階） 

●侵入遮断システム 24 台、侵入検知システム 3 台、侵入防止シス

テム 3 台 

●その他キュリティ機器（VPN,IPS,CONTENTSFILTER など）59 台 

国家情報資源管理院光州

センター 

●サーバー（UNIX：110 台、NT：49 台，リニックス：157 台、コンソー

ル等：87 台） 

●ストレージ 19 台（DISK 7 台、SAN 12 台） 

●ネットワーク機器 96 台、セキュリティ機器 8 台、バックアップ機器

4 台 

災害復旧センター 

（国家情報資源管理院大田

センター） 

●サーバー（UNIX：11 台、NT 11 台、リナックス 4 台） 

●ストレージ 9 台（DISK 3 台、SAN 6 台） 

●ネットワーク機器 6 台、セキュリティ機器 4 台、その他 5 台。 

特許文書電子化センター 

（ソウル事務所） 

●サーバー（UNIX：2 台、NT：6 台）。●ストレージ 4 台（DISK 2 台、

SAN 2 台） 

●ネットワーク機器 39 台、セキュリティ機器 4 台。 

●その他 12 台（コールセンター1 台、特司警 1 台，一般設備 10 台） 

特許行政用ユーザー 

PC とプリンター 

●PC 2707 台、モニター6,158 台、ノートパソコン 1,113 台 

●プリンター470 台、スキャナー249 台、バーコードリーダー/プリン

ター44 台。 

  



 

 

図Ⅵ-2-1  特許情報システムのインフラ構成図 

 

C. 評価及び発展方向 

2022 年まで特許庁は、特許行政情報

システムの安定性と信頼性確保のため、

電算環境の高度化、電算資源増設、国

民向けサービス環境構築など様々なイ

ンフラ改善活動を実施してきた。特に、

災害に備え、災害復旧システムを通じた

安定的なサービス提供の可否検証及び

緊急状況出願サービスの構築など、国

民向けサービスを安定的に提供した。 

2023 年には、特許行政システムの性

能向上のためのネットワーク構造の改

善及び AI システムを支援するための高

速コンピューティング環境を高度化する

予定であり、国民向けサービスのセキュ

リティ強化のために老朽化した情報保護

システムを交換するなど、特許庁情報シ

ステムのサービス継続性及び安全性の

確保に努める予定である。また、今後も

特許庁情報システムの安定性及び利便

性の向上のために継続的なインフラ改

特許庁ネットワークの構成現況 



 

 

善活動を行う予定であり、ハードウェア

及び商用ソフトウェアを段階的にアップ

グレードして国民・審査官が安定的に利

用できる特許ネットを作るために努力し

ていく。

 

４. 知的財産検索システム構築・運営 

産業財産情報局 産業財産データ管理課 電算事務官 イ・ウォンソク 

A. 推進背景及び概要 

審査官用検索（KOMPASS）は、国内

及び世界各国の特許、商標、意匠、審

判判決文及び非特許文献などを迅速

「正確」かつ「便利」に閲覧できるように

構築された情報検索システムとして、特

許庁の審査官及び審判官、外部先行技

術調査機関が利用している。 

特許庁は、企画した審査・審判を支援

するために、KOMPASS を通じて検索起

源の文献を持続的に蓄積してきた。現

在、国内特許公報だけでなく、合計 23 カ

国及び機関の特許公報及び国内外の

商標・意匠文献を提供しており、特許文

献以外にも論文・標準技術文献など国

内外の非特許文献情報もともに提供し

ている。 

それだけでなく、技術の発展により難

しくなる審査業務の負担を軽減するため

に、バイオテクノロジー配列検索、合金

組成比検索、化合物検索、類似特許検

索など様々な検索サービスを提供及び

改善している。 

B. 推進内容及び成果 

審査官の検索業務の正確性及び効率

性の向上のため、2015～2016 年にかけ

て次世代審査官用検索システムを構築

した後も、審査の利便性を向上させるた

めに機能を継続的に改善してきた。 

2017 年には類似特許とキーワード検

索を組み合わせたハイブリッド検索機能

と引用関係を一目で把握できるグラフィ

ックビュー、代表的な化学式の照会機能

を提供した。 

2018 年には非特許文献の重要性が

増大するにつれ、自動添付など非特許

文献の活用性を高め、通信標準分野の

電子メール情報などを追加するなどデ

ータベースを拡充した。さらに、有害物

質及び禁止食品の自動点検機能を実装

し、審査官が特許対象の安全性を容易

に検討できるようにした。 

2019 年には、特許・実用新案専門照

会サービス国に台湾を追加し、全図面

照会サービス、標準技術文献など国内

以外の非特許文献情報を従来の韓国・

日本公報から米国公報までも拡大した。

また、商標名称検索時に医薬品・農薬

登録品目名称も検索できるように改善し、

意匠検索システムの UI の改善により審

査の利便性を向上させた。 

2020 年には、人工知能（AI）技術のう

ち，中・韓，英・韓の機械翻訳及び商標・

意匠画像検索サービスに適用し、標準

特許の重要性が徐々に増加するにつれ

て、標準特許を一目で検索・照会できる

機能を新規に提供した。また、特許文献

内の有害物質含有の有無を目視ではな

くシステムでチェックする仕組みを構築



 

 

することで、審査の利便性をさらに向上

させた。 

2021 年には知能型検索システムを具

現化するため、AI 基盤の特許検索シス

テムを新規開発し、生命工学配列検索

システムを高度化した。また、特許図面

を活用した審査品質向上のために UI を

改善して視認性を向上させ、電子ジャー

ナルサイト自動連携機能など非特許文

献統合検索環境を構築し、非特許文献

検索の効率を高めた。 

2022 年には、AI 特許検索サービスを

開始し、審査官のフィードバックによる機

能改善や利用統計を分析して精度を向

上させた。これだけでなく、技術専門家

の視点で再解釈・加工した民間データベ

ースをリースで導入し、審査官が特許公

報と一緒に高品質の要約及び引用情報

を一目で確認できるようにサービスを提

供した。この他にも、微生物特許の審査

便宜性の向上のための微生物寄託及

び分譲情報検索及び韓国型革新特許

分類を活用して先行技術を検索できる

ようにシステムを改善した。

＜AI 特許検索サービス画面＞ 

 

表Ⅵ-2-4  2015～2022 年検索システム高度化の推進経過 

 

 

年度 内容 

2015

年 

●審査対象後出願件検索除外機能、既に閲覧した図面の一括照会機能を提供 

●米国，日本の過去の特許・実用新案文献に関する OCR データを提供。 

●次世代 UI プラットフォームの導入により、カスタマイズされたユーザー検索環境を提供。  

2016

年 

●中国の特許・実用新案文献に対する証拠保存の改善、中国文献代表図面のサービス提供 

●ロシアの特許文献専門の照会、画像公報サービス開始' 

●次世代検索システムの先行技術調査機関への開放 

2017

年 

●類似特許とキーワード検索の利点を組み合わせたハイブリッド検索の提供 

●引用情報グラフィックビューサービス提供、代表化学式照会機能提供 

●米、EP、WO 特許文献の書誌、要約情報に対する韓国語検索の提供 



 

 

年度 内容 

2018

年 

●非特許文献活用の利便性向上及び提供範囲の拡大、有害物質及び禁止食品自動チェック機能実

装 

●代理店による技術盗用疑いの自動検出機能の実装 

2019

年 

●全図面照会サービス対象国の拡大（US）及び図面照会機能の強化 

●専門照会サービス対象国の拡大（台湾） 

●医薬品など商品品目名称の照会追加及び意匠検索システムの UI 改善 

2020

年 

●英韓・中韓の人工知能（AI）機械翻訳サービスを拡大提供 

●標準特許検索及び有害物質点検サービスを新規提供 

●商標及び意匠の画像検索サービスを提供 

2021

年 

●代表図面の一括照会の利便性を改善 

●電子ジャーナルサイト自動連携機能など非特許文献の統合検索環境を構築 

●専門照会サービス対象国の拡大（カナダ）、全図面照会サービス対象国拡大（EPO） 

●特許検索サービスの開発及びバイオテクノロジー配列検索サービスの高度化 

●海外意匠検索の対象国の拡大（WIPO, 日本） 

2022

年 

●AI 特許検索サービス開始及び便宜機能の改善 

●民間特許データベースのリース導入で、専門家視点で加工された要約及び引用情報サービス 

●特許微生物寄託・分譲情報検索及び韓国型革新特許分類検索サービスを新規提供 

●AI 海外意匠検索対象国拡大（EUIPO、米国） 

 

C. 評価及び発展方向 

特許庁は先行技術調査の迅速性・正

確性を向上させるため、継続的な機能

高度化及び検索データの拡充を推進し

ている。その結果、KOMPASS の利用件

数は 2014 年の 245 万件から、2018 年

739 万件、2022 年 1,018 万件余りに着実

に増加した。 

さらに、従来の検索方式の限界を克

服するために、人工知能（AI）ベースの

特許検索システムの範囲を海外特許ま

で拡大し、高品質の民間データベースを

活用した検索サービスも強化する計画

である。 

今後も高品質な審査・審判のための

先行技術調査の重要性が高まることを

考慮し、ユーザーが望む検索結果をより

正確かつ迅速に確認できるようにシステ

ムを継続的に改善していく。

 

５. 情報保護体制の強化 

産業財産情報局 産業財産情報システム課 電算事務官 キム・ヨンベク 

A. 推進背景及び概要 

特許庁は、サイバー脅威への対応レ

ベルを強化するため、多角的にセキュリ

ティ管理業務を遂行している。2005 年に

特許部門セキュリティ管制センターを構

築して以来、24 時間 365 日サイバー脅

威をリアルタイムで監視しており、2006

年情報セキュリティ国際 認証である

ISO27001 を取得したことがある。2013

年から傘下機関に対する情報セキュリ



 

 

ティ管理実態評価を実施し、2014 年から

その対象を先行技術調査機関まで拡大

し、国家知的財産である特許情報をより

体系的に保護するための基盤を造成し

た。このような持続的な努力の結果、

「情報セキュリティへの有功」に関する大

統領の機関表彰を 2009 年、2010 年、

2016 年に受賞するなど、特許庁の情報

セキュリティ力量に対する地位を高めて

いる。 

特許庁は現在も行政機関最高の情報

セキュリティ水準を維持するため、情報

セキュリティ政策、組織及び技術など各

分野で情報セキュリティ業務が有機的に

連携できるよう多角的な努力を続けてい

る。 

B. 推進内容及び成果 

第一に、サイバーセキュリティ基盤構

築のために関連機関と情報共有のため

の対外協力チャンネルを設け、機関組

織評価に情報セキュリティ項目を新規に

反映し、部署長及び全従業員のセキュリ

ティ意識の向上に努めた。また、個人情

報保護の強化のため、パスワード作成

規則、個人情報ダウンロードの理由確

認手続きなどを含む個人情報保護詳細

指針を改定するなど、サイバーセキュリ

ティ体系を強化した。 

第二に、サイバー侵害事故を予防し、

リアルタイムで検知・対応するため、

2005年に特許部門セキュリティ管制セン

ターを設立、2009 年にこれを侵害事故

対応専担チームである KIPO-CERT に

拡大再編し現在まで運営している。2022

年には、セキュリティ担当者別専門教育

に参加することで、専門力量の確保に

努め、セキュリティ管制システムの安定

的な運営を通じてサイバー危機対応能

力を強化した。 

第三に、庁職員の情報保護意識を高

め、サイバー侵害事故に対する対応手

順を熟知させるために、全政府レベルの

サイバー危機対応訓練とは別に、ハッ

キングメール対応訓練、侵害事故対応

訓練、個人情報流出事故対応訓練など

独自の模擬訓練を 2022 年にも実施した。

また、傘下機関のセキュリティ水準を高

めるために、傘下機関が受検する対外

評価に対する対応方案などを支援した。 

最後に、改正された「個人情報保護法」

の義務事項遵守及び全政府的な個人

情報保護努力に積極的に参加している。

特許ネットサーバーに保存された出願

人等の住民登録番号に対する暗号化措

置を完了し、個人情報処理システムに

対する権限及びアクセスを技術的に統

制できる体系を構築し、個人情報保護

体系を強化した。また、個人情報の露

出・誤用・濫用等を防止するための点検

及び整備を定期的に実施している。不

必要な個人情報保存の有無を点検する

ため、毎年従業員の業務PCに保存され

ている個人情報の一斉点検及び整備を

実施し、法的保有根拠のない個人情報

については破棄措置を取っており、個人

情報処理システムに対する災害・災害

時対応訓練も実施している。特に、最近

急増している個人情報流出事故を防止

するため、傘下機関を対象に個人情報

管理実態の一斉点検及び現場実査を行

うなど、本庁だけでなく、 

 

 



 

 

傘下機関の個人情報保護の改善にも取

り組んでいる。また、個人情報取扱者を

対象とした特許庁の個人情報保護ガイ

ドラインを別途設け、個人情報保護の管

理強化に万全を期している。 

C. 評価及び発展方向 

特許庁は最高の情報セキュリティ水

準を維持するために多角的に努力した

結果、中央行政機関を対象とした国家

情報院及び行政安全部の 2022 年「情報

セキュリティ管理実態評価」、「国民向け

サービス情報保護」分野の政府業務評

価で上位の優秀な成績を達成した。しか

し、最近、サイバー脅威が知能化・多様

化しているため、現在の成果に満足する

ことなく、情報セキュリティ管理体系を持

続的に強化し、特許情報が安全に保管

されるよう最善を尽くす。 

 

第 2 節 顧客中心の住民行政相談サービス体制の構築 

１．概観 

産業財産情報局 産業財産情報政策課 行政事務官 チェ・サンウォン 

特許庁は、顧客のニーズを反映した

知的財産行政サービス体系を構築し、

顧客の行政相談及びその解消のための

制度改善、高品質の相談サービスの拡

大と出願・登録サービスの改善、顧客の

負担軽減及び納付便宜のための手数

料体系の改善に継続的に努力してきた。 

特許庁は毎年、住民行政相談及び制

度改善推進計画を策定・施行し、国民の

不満事項を体系的に改善・是正しており、

災害時の減免基準及び手続きの策定、

担保産業財産権の買取・活用事業に伴

う特許庁手数料免除の導入、IP 優秀企

業の特許（登録）料の減免拡大など、国

民経済の安定化の一環として顧客の経

済的負担を下げるための努力を続けて

いる。 

また、住民行政相談サービスの品質

向上のために毎年知的財産顧客満足

度調査を実施しており、知的財産行政

の実需者である国民の目線から制度・

サービス全般を点検する知的財産行政

制度改善提案公募も運営している。 

また、いつでもどこでも簡単・便利に

知的財産行政サービスを利用できるよう

に、24 時間電子行政相談サービス「特

許路」システムを提供している。24 時間

提供されるサービスには、請願書類の

受付、特許庁発送通知書の閲覧、登録

原簿など各種証明書の申請及び発給、

審査事務情報の閲覧、出願番号及び提

出書類処理過程の通知など、ほとんど

の電子請願サービスが該当し、ほとんど

のサービスについて当日即時処理を提

供している。 

 

 

 



 

 

今後も特許庁の利用者の満足度及び

利便性の向上、効率的な知的財産行政

サービスを提供するために、手続き書類

の簡素化など各種手続き制度の改善、

効率的な知的財産行政サービスを提供

するため合理的な手数料体系の構築，

システム整備などを継続的に推進して

いく予定である。

 

２. 顧客指向の手数料体系の改編 

産業財産情報局 産業財産情報政策課 行政事務官 チェ・サンウォン 

A. 推進背景及び概要 

特許庁は、経済危機及び災害発生な

ど社会的・経済的困難による知的財産

顧客の負担を考慮し、手数料体系を合

理的に運営しようと努力しており、顧客

の不便事項を常時発掘し、関連制度・シ

ステムを改善するなど、知的財産顧客

の知的財産創出・維持活動を円滑に支

援するための手数料政策を策定・施行

している。 

B. 推進内容及び成果 

2022 年、特許庁は社会・経済的困難

により経済的負担が重くなった出願人の

手数料負担を緩和し、顧客が必要なサ

ービスを提供できるように努力した。 

1）災害減免制度の策定及び本格施

行 

まず、特許庁は、災害の発生が頻発

し、その被害規模が徐々に拡大するに

つれて、災害発生時に迅速に対象地域

出願人等に対する手数料減免を実施で

きるよう、災害減免基準及び手続きを策

定した。2022 年 2 月から本格的に施行

された今回の制度改善により、災害発

生時ごとに毎回手数料減免基準と手続

きを新たに設定しなければならなかった

行政の非効率性を解消し、支援制度に

対する顧客の予測機能性を高めること

ができるようになった。また、制度改善

前は 1 ヶ月程度かかっていた災害減免

の施行準備期間を 1 週間程度に短縮す

ることができた。（2020 年大邱・慶尚北

道で 36 日、2022 年江原道・慶尚北道で

6 日必要） 

2）優秀中小企業への手数料減免支

援を強化 

特許庁は職務発明補償優秀企業に

選定された企業及び知的財産経営認証

を受けた企業を対象に、技術基盤革新

中小・中堅企業の事業化サイクルを反

映して年次登録料減免期間を拡大（4～

6 年→4～9 年）し、これにより今年 9 億

ウォン相当の特許料納付負担を軽減し

た。また、IP 金融支援のために銀行が

IP 担保融資の担保物である特許権に質

権を設定する場合、手数料負担の緩和

のために質権設定登録料を調整した（1

件当たり 84 千ウォン→20 千ウォン）。ま

た、担保中小企業の IP 買収・活用支援

を行うため、特許権などを回収支援機構

が買い取る場合に発生する登録手数料

（権利移転料・質権設定料）及び年会費

の免除を実施した（2022 年 2 月）。 

3）顧客指向の手数料サービス支援 

中小企業・個人の IP 創出促進のため



 

 

のインセンティブ制度である知的財産ポ

イント制度の施行期間を既存の 2022 年

から 2025 年に延長（「知的財産ポイント

付与及び使用に関する規定」改正、

2022 年 11 月）し、今年 32 億ウォンの手

数料が知的財産ポイントで支払われる

ことが確認された。商標を特許庁長官が

告示した名称を使用して書面出願する

場合には減免規定がなかったが、電子

出願時に適用される減免制度と柔軟に

出願料を調整（1 商品類当たり 66 千ウォ

ン新設）とし、合理的で顧客指向の手数

料体系を運営するよう努力した。そして、

複雑で一目で分かりにくかった手数料減

免規定を図表で簡単に整理することで、

顧客の法令理解度向上及び制度利用

拡大のために努力する一方、手数料の

過誤納の際に発生する返還金手数料の

うち未返還額の返還請求期間を延長（3

年→5 年）し、顧客の権利を見つけるた

めの政策も推進した。 

C. 評価及び発展方向 

特許庁は知的財産顧客の立場で手

数料制度を点検し、知的財産サービス

を改善しようと努力した結果、災害時の

手数料減免制度を常設化するなど新し

い手数料制度を施行し、IP 能力優秀企

業支援期間の拡大、知的財産ポイント

付与期間の延長など既存の手数料支援

政策を強化した。今後も特許庁は不合

理な制度は整備し、新しい顧客満足サ

ービスは施行するなど、合理的かつ公

正な手数料制度を運営する計画だ。 

 

３. 顧客に寄り添う住民行政相談制度の改善 

産業財産情報局 産業財産情報政策課 行政事務官 チェ・サンウォン 

A. 住民行政相談対応及びその制度改

善推進計画の策定 

特許庁は、顧客中心のオーダーメイド

サービスを強化するため、毎年住民行

政相談対応及び制度改善推進計画を策

定して施行している。2022 年には、国民

提案、知的財産行政モニター団などを

通じて政策及び制度改善の需要者の意

見収斂手続きを経て、国民が便利で効

率的な行政相談サービスの提供、需要

者中心の公正で迅速な相談の処理など

4 分野 13 の細目課題を策定して推進し

た。行政相談対応及びその制度改善推

進計画の成果は以下の通りだ。外部リ

サーチ専門機関で実施する顧客満足度

調査により点検し、顧客満足度が低下し

たり、低調な分野は顧客対応態度向上

教育及び知的財産行政モニター団のモ

ニタリング活動を通じて集中的に点検す

るなど、需要者中心の顧客サービスの

提供水準を継続的に向上させている。 

B.顧客に寄り添う制度改善 

1）推進背景及び概要 

特許庁では、知的財産行政に対する

国民のアイデアを政策開発に活用し、制

度改善と課題を発掘するため、2022 年 5

月に一般国民を対象に制度改善提案公

募を実施した。 

 

 



 

 

2）推進内容及び成果 

制度改善提案公募を通じて計 62件の

提案を受け付け、このうち 20 件の制度

改善課題を採択した。採択された課題

は、所管部署の検討を経て、直ちに実

施可能な提案なのか、中長期的な検討

が必要なのかを判断して実施時期を決

定し、実施が完了した後は国民申告な

どを通じて実施結果を提案者に通知し

た。 

3）評価と発展方向 

制度改善提案公募を通じて出願・登

録・修了など特許行政全般の様々な部

門で制度改善事項が発掘され、一般国

民の知的財産行政へのアクセス性と利

用便宜の向上に貢献した。今後も特許

庁は国民提案制度をより拡大するため、

制度改善提案公募の運営をさらに活性

化する計画であり、単純に採択・不採択

を決めるだけでなく、一度提案された顧

客の声が大切に管理されるよう多様な

管理方案を講じる予定である。

 

C. 顧客サービスの常時モニタリング及

びモニタリング結果のフィードバック 

1）顧客満足度調査 

特許庁は分野別の知的財産行政サ

ービスレベルを正確に診断し、顧客の意

見を収集して制度改善に反映するため、

毎年 1 回の顧客満足度調査を実施して

いる。出願・登録・審査・審判など、知的

財産行政の全分野にわたり、出願・登

録・審査・審判など、知的財産行政の全

分野において出願人、代理人、行政相

談や手続きが必要な住民など約 3,600

人を対象に知的財産行政全般に対する

満足度調査を実施している。 

図Ⅵ-2-2  最近７年間の提案件数及び採択件数の推移 

2016 年     2017年     2018年      2019 年     2020年      2021 年     2022 年 

みどり：受付     あか：採択 



 

 

評価の公平性を確保するため、外部

リサーチ専門機関に業務委託をして実

施しており、評価結果は顧客サービス改

善のための基礎資料として活用されて

いる。2022 年度の特許顧客満足度は

82.18 点を記録した 

 

表Ⅵ-2-5  5 年間の特許顧客満足度の推移  （単位：点） 

区分 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 

満足度 79.48 80.78 81.59 82.01 82.18 

 

2） 住民行政相談サービスに対する

評価 

行政安全部と国民権益委員会では、

2022 年に 46 の中央行政機関を対象に

した行政相談対応システム評価及び相

談の処理実態評価を合同で実施した。

この分野は、住民行政相談対応の戦略

及び遂行体系と制度運営状況を評価し、

住民行政相談の処理実態分野は、その

満足度の向上、受付の迅速度、処理期

間の遵守などの指標を評価する。行政

相談サービス総合評価は、中央行政機

関全体に対する行政相談サービスの品

質を測定し、競争力のある、かつ国民指

向的な行政サービスの具現を通じてそ

の質的向上を図るため、特許庁は住民

行政相談対応及び制度改善推進計画、

毎月の住民行政相談サービス現況分析

の報告など、顧客満足のために様々な

内部点検体系を運営している。今後も特

許庁は、需要者中心の知的財産行政サ

ービスを具現化できるよう、多様な顧客

満足度向上方案を策定して施行する予

定である。 

 

４. 電子出願サービスの改善 

産業財産情報局 産業財産情報システム課 行政事務官 キム・サンユン 

A. 推進背景及び概要 

特許庁は、1999 年から世界初のイン

ターネットベースの電子出願サービスを

提供してきたが、電子出願サービス時間

が勤務時間に限定されており、市民が

利用できるサービス時間の拡大が求め

られていた。 

特許庁は、市民のニーズに応え、24

時間 365 日いつでもどこでも電子請願サ

ービスを利用できるように特許ネットシス

テムを改善することを決定し、まず 24 時

間 365 日ノンストップで電子出願サービ

スを提供するためのマスタープランを策

定した。2002 年に策定されたマスタープ

ランに基づき、2003 年から特許ネットシ

ステムをリアルタイムサービスシステム

に転換する作業に着手すると同時に、

関連法制度を改善し、2005 年 11 月から

24 時間電子請願サービスを提供できる

ようになった。 

また、オンライン出願支援システムで

ある特許路はユーザーのコンピューティ

ング環境の変化に敏感であり、 



 

 

OS のアップグレード、ウェブブラウザ

（IE、 Chrome、Firefox など）の多様化な

ど国内外のユーザーのコンピューティン

グ環境の変化に伴うシステムのアクセシ

ビリティ向上が必要であった。 

B. 推進内容及び成果 

2022 年には、ユーザーの要求を反映

して文書追跡機能など様々な機能を追

加した新明細書作成機プログラムを配

布し、遺伝子配列リストの国際標準転換

（ST.25→ST.26）に対応する配列リスト

作成機能を追加するなど、ユーザーの

利便性を向上させた。 

C. 評価及び発展方向 

この間、電子出願を中心とした電子請

願サービスの高度化により、特許顧客

の電子出願の満足度及び電子出願率

は持続的に向上した。これにより、今後

は顧客カスタマイズ型電子請願サービ

スだけでなく、高付加価値特許情報の活

用を最大化するため、特許情報普及イ

ンフラの拡充及び情報提供範囲を持続

的に拡大していく予定である。

 

表Ⅵ-2-6 電子出願の主な改善事項 

  

年度 推進内容 

2018 年 

・特許庁専用の明細書作成プログラムをインストールせずに、普段使用している Word ファイルで明細書を簡単

に作成できるように「明細書提出ファイル変換器」を提供 

・WIPO のウェブ方式の PCT 電子出願システムである ePCT と特許路の連携により、PCT 出願書をクリック一発

で提出できるように提出方法を簡素化 

・行政安全部の政府 24 と特許路サービス 2 種（特許出願情報の照会，特許登録原簿写しの照会）を連携して特

許行政サービスへのアクセス性を向上 

・PDF フォーマットの電子ファイルで発行してもらえる電子登録証サービスを開発 

2019 年 

・モバイル端末を通じた特許路の利用サービスを提供（証明書発行など 26 メニュー） 

・商標モバイル出願システムの新規サービスを提供 

・ウェブ出願書式を拡大（89 種→100 種）及び便宜機能を強化（一時保存及び呼び出し機能追加、文字標章見

本画像の自動生成など） 

・認証関連サービス機能を改善（ウェブ標準のインストール無し方式のブラウザ公認証明書サービスを提供、デ

ジタルワンパスを利用した認証サービスを提供） 

・共同出願人の電子署名（出願人が複数人の場合、それぞれの PC で電子署名機能を提供） 

・KEAPS を利用した 24 時間×365 日ノンストップで新規出願サービスを提供 

2020 年 

・出願日先取りのための pdf, docx など自由形式の明細書（仮明細書）の提出を許容 

・無人書類受付機の構築により非対面で 24 時×365 日受付サービスを提供 

・特許庁に提出するすべての書式を、ウェブで作成して提出できるように改善 

・特許、実用新案、商標、意匠の 4 つの権利についてモバイル出願サービスを提供 

2021 年 

・KIPRIS-特許路の連携による第三者情報提供の利便性が向上 

・登録原簿などの証明書を PDF ファイルで提供し、管理の利便性を高める 

・特許路からプラグインを削除して、別のプログラムなしで利用できるように改善 

・簡易認証によるログイン機能を追加してユーザー利便性を改善 

・通帳コピー提出の不便さを解消した預金者実名照会サービスを導入 



 

 

第 3 節 特許情報データベースの構築 

１. 概観 

産業財産情報局 産業財産データ管理課 電算事務官 イ・ウォンソク 

特許庁は、国民と特許庁審査官が容

易に必要な知的財産情報を活用できる

よう、多様な特許情報データベースを構

築して提供している。民間では、公共機

関が保有している情報の開放及び共有

を持続的に要求しており、特許庁はこの

ような要求に応え、知的財産情報の民

間開放・共有の拡大を通じた国内外の

知的財産情報の活用促進のために持

続的な努力をしている。 

特許庁は国際協力の強化を通じて、

米国、日本など 1P5 国の特許情報だけ

でなく、新興国の特許情報の入手及び

データベースの構築を推進しており、海

外特許情報のデータベースの構築とと

もに、国内特許情報の国内外での活用

を強化するためにインターネット特許公

報を発刊し、審査官及び国民向け検索

システムを通じて海外特許情報と統合

検索を提供しており、海外で韓国特許を

迅速かつ正確に活用できるよう、韓国特

許英文要約を発行して海外に普及して

いる。 

また、書面で受理されるすべての書

類を電子文書に転換し、特許行政の全

過程をペーパーレス行政として推進して

いる。このような特許行政の過程で発生

する全てのデータは、品質管理過程を

経てデータエラーを整備しており、品質

管理の過程を通じて国民が信頼して使

用できる特許データの構築に努めてい

る。 

特許庁は多様な特許顧客の要求を分

析・集約して、今後、より有用で質の高

い特許情報を継続的に提供する予定で

あり、公開された特許情報の民間活用

の促進のためにも着実に努力する計画

である。

 

２．特許情報の戦略的活用基盤の構築 

産業財産情報局 産業財産情報政策課 技術書記官 ファン・インソン  

A. 推進背景 

知的財産権、その中でも特許は企業

等が費用をかけて作った研究成果の核

心的な結晶で、全世界的に毎日 8 万件

以上の新しい情報が生み出されている。

特許情報には、具体的な技術内容だけ

でなく、企業の技術・市場戦略、核心人

材などの情報を含んでおり、これらの特

許情報をうまく分析すれば、将来の技術

や産業動向を把握し、今後の動向を予

測することができる。したがって、最近、

グローバルな技術覇権競争が日増しに

激化する中、特許情報は、重複した研

究開発に投資することの防止、産業・経

済・安全保障政策の策定にも積極的に



 

 

活用されている。 

また、特許情報は、全世界的に通用

する「標準」書誌情報を用いて公開・交

換されているが、その標準書誌情報に

は，金融・産業・科学技術情報などの連

携のための「核心識別情報」が含まれて

いる。つまり、特許情報は、経済（金

融）・技術情報・産業・科学（R&D）情報と

連携・融合する場合、その活用価値が

高まり、新しい付加価値を創出できると

いう特性を持っている。 

特許情報を利用する多数の需要機関

も、企業経営・技術開発戦略の策定など

のために権利移転情報、被引用情報な

どの特許情報を拡大構築する必要があ

るという意見を提示してきた。 

これに伴い、特許情報を拡大構築し、

活用体系を整備して、政府・民間などで

特許情報が積極的に活用促進される基

盤を整えることが重要であるといえる。 

A. 推進方向 

これと関連し、特許庁は 2021 年 7 月、

第 4 次産業革命委員会の第 5 回データ

特別委員会の議題として「特許データの

活用及び普及拡散方案」を報告し、主要

課題を議論した。 

『特許データ活用及び普及拡散方案』

は、企業、産業及び政府など需要者別

にカスタマイズされた特許データの構

築・開放、特許情報活用の活性化のた

めのインフラの改善など 4 つの戦略を骨

子とし、技術、市場、産業戦略面での分

析が可能な特許データを新たに構築す

る内容で課題を盛り込んだ。 

まず、企業支援の観点からは、特許

がその価値を認められ、R&D の全過程

で特許情報が容易に活用されるように

引用情報などを拡大構築し、産業の観

点からは、産業別特許動向に対する一

貫性のある分析体系を構築するなどの

方策を用意した。また、政府レベルでは、

海外特許の動向を把握するために、海

外特許情報の入手を拡大することで、グ

ローバルな特許出願を行うことができる

基盤を提供するなど、国家政策の策定

から産業と企業活動全般にわたって特

許情報を戦略的に活用できる基盤を提

供することに主眼を置いた。 

これに伴い、特許庁は特許情報構築

の拡大及び関連システムの改善を推進

するため、2022 年に「知的財産（IP）デー

タダム構築のための情報化戦略計画

（ISP）」を策定し、2023 年予算を確保し，

これを基に 2023 年から事業を推進する

予定である。 

また、2021 年 11 月、産業財産情報を

体系的かつ効率的に管理し、その活用

を促進するための「産業財産情報の管

理及び活用促進に関する法律案」が発

議され、制定に向け推進中である。この

法律案は、全政府レベルで特許情報の

活用促進のための政策手段とその法的

根拠を設けるためのもので、これにより、

国と企業の効率的な研究開発の遂行及

び産業技術戦略の策定のための特許

情報活用の制度的基盤が整うことを期

待する。 

 

 

 



 

 

 

３. 知的財産権データの拡充及び管理・活用 

産業財産情報局 産業財産データ管理課 電算事務官 イ・ウォンソク 

A. 知的財産権データ構築 

1）推進背景及び概要 

特許庁は、国民と審査官が先行技術

検索に活用できるよう、1999 年から国内

及び海外の知的財産権検索データベー

スを構築している。現在、米国特許商標

庁など 1P5 カ国（韓国、米国、欧州、日

本、中国）を含め、海外 56 カ国から知的

財産権データを入手しており、このうち、

米国、欧州、日本など主要な知的財産

先進国の特許データを検索に活用して

いる。2017 年にユーラシア、スペインな

ど新規 13 カ国のデータを拡大し、合計

26 カ国のデータをサービス中である。

2022 年 12 月末現在、検索データベース

に搭載された国内及び海外の知的財産

権データが54,420万件に達し、これは前

年比 2,680 万件増加したもので、毎年

2,500 万件以上増加する傾向にある。 

2008 年には，世界各国の特許庁が国

際特許審査の過程で義務的に調査しな

ければならない PCT 最小文献に韓国特

許文献が含まれるようになり、韓国検索

データベースの品質が重要な事項とし

て浮上した。これに伴い、特許庁は 2009

年に事前検証データベースを構築する

ことで、国内外から入手したデータを検

索データベースに搭載する前に、データ

の誤りなどを体系的に整備・加工するシ

ステムを整えた。 

また、2009 年には「データ品質管理シ

ステム」を構築し、誤ったデータが発生

することを未然に防止し、これまでに構

築されたデータの誤りを自動的に検出・

整備できる体制も整えた。2012 年には

データの流れを制御し、システム間の連

携を通じてエラーの発生原因をより簡単

に追跡・分析できる「データフロー管理

情報システム」を構築した。2019 年には

特許庁内外のデータのデータ間の関連

関係を点検する検証体系及びシステム

を構築し、2022 年には連携データ検証

式・検証環境の改善を通じて特許データ

の品質レベルの向上を図った。 

このような体系的なデータ品質管理シ

ステムを通じて、行政安全部が主管する

公共データ品質管理評価で最優秀機関

に選定され、知的財産権データの対外

信頼性を向上させた。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2）検索データベース構築の現況 

表Ⅵ-2-7  特許・実用新案の検索データベース構築の現況（2012 年 12 月末基準、単位：件） 

区分 資料の種類 構築年度 資料形態 累計 国別件数 

国内 

特許 

書誌 1983～1998 Text 8,459 

10,497,363 

公開公報 

1983～1998 Image 826,496 

1983～2005 SGML 1,090,296 

2005～ XML 2,517,129 

公告公報 

1948～1998 Image 288,936 

1979～2005 SGML 459,910 

2005～ XML 1,980,186 

英文要約（KPA） 1979～ SGML/XML 3,325,951 

国内 

実用 

書誌 1950～1998 Text 155,963 

2,061,192 

公開公報 

1983～1998 Image 746,336 

1983～2005 SGML 278,836 

2005～ XML 99,011 

公告公報 

1948～1998 Image 285,758 

1979～2005 SGML 376,792 

2005～ XML 118,497 

日本 

書誌 1975～1998 Text 8,305,365 

71,431,560 
特許・実用新案公報 

1971～1982 Text 2,760,296 

1983～2003 SGML 10,358,426 

2004 XML 10,688,052 

1950～1996 Image 22,570,112 

特許要約画像 1975～1996 Image 5,159,434 

特許英文要約（PAJ） 1976 SGML 11,589,873 

欧州 

DOCDB 2.0 1974 Text 163,166,349 

171,109,134 

欧州公開（ESPACE-A） 

1978～1999 Image 914,126 

1975～2004 SGML 1,477,250 

2004 XML 3,009,544 

欧州公告（ESPACE-B） 

1980～1999 Image 350,841 

1980～2004 SGML 713,331 

2004 XML 1,477,693 

WIPO 

国際公開パンフレット 

（ESPACE-WORLD） 

1978 Text 442,418 

5,805,965 

2000～2002 SGML 346,669 

1978〜1999 Image 458,235 

国際公開パンフレット 

（IMPACT RULE87） 
2022～ XML 4,558,645 

 

 



 

 

区分 資料の種類 構築年度 資料形態 累計 国別件数 

アメリカ 

特許公告 

1790～ Image 20,165,201 

51,770,232 

1920～1975 OCR Text 2,496,451 

1976〜2004 SGML 3,060,704 

2005 XML 4,669,001 

特許公開 

2001～ Image 14,250,493 

2001～2004 SGML 760,909 

2005～ XML 6,367,473 

台湾 

特許公開書誌/要約 2003～ XML 867,532 

5,892,210 

特許登録書誌/要約 1993～ XML 708,349 

実用書誌/要約 1997～ XM 516,649 

公開公報画像（書誌，要約） 2003～ Image 884,168 

登録公報画像（書誌，要約） 2001～ Image 1,087,286 

公開明細書画像（請求項・明細

書） 
2003～ Image 878,846 

登録明細書画像（請求項・明細

書） 
1988～ Image 949,380 

イギリス 特許公開 
1991～2007 SGML 197,827 

300,615 
2007～ XML 102,788 

中国 

特許公開/公告（英文要約） 1985～ Text 17,465,526 

95,165,373 

特許公開 
1985～ Image 15,338,138 

1985～ XML 15,408,564 

特許登録 
1985～ Image 5,552,962 

1985～ XML 5,570,302 

実用登録 
1985～ Image 17,878,710 

1985～ XML 17,951,171 

カナダ 特許公開/公告 
1999～2007 SGML 410,104 

2,281,101 
1969～ XML 1,870,997 

オーストラリ

ア 
特許公開/公告 

1946～ SGML 2,284,751 
3,789,632 

1946～ Image 1,504,881 

ドイツ 特許実用新案公報 
1877～ XML 7,091,000 

14,448,436 
1877～ Image 7,357,436 

フランス 特許公報 
1981～ XML 1,473,080 

2,056,944 
1981～ Image 583,864 

ロシア 特許実用新案公報 
1997～ XML 1,196,450 

2,240,758 
2005～ Image 1,044,308 

ユーラシア 特許公報 2010～ 
XML 71,291 

141,804 
Image  

  





 

 

 

区分 資料種類 構築年度 資料形態 累計 国別件数 

スペイン 特許・実用新案公報 2004～ XM

L 

157,957 248,600 

2009～ Image 90,643 

イスラエル 特許公報 1970～ XML 265,118 265,118 

ポルトガル 特許・実用新案公報 
2006～ XML 16,051 

32,102 
2006～ Image 16,051 

オーストリア 特許・実用新案公報 

1992～1999 Image 15,565 

66,385 1997～2006 

年 

SGML 15,296 

2007～ XML 35,524 

デンマーク 特許・実用新案公報 2014～ 
XML 8,339 

16,660 
Image 8,321 

ポーランド 特許・実用新案公報 1924～ 
XML 234,421 

468,842 
Image 234,421 

コロンビア 特許・実用新案公報 1995～ 
XML 12,800円 

25,083 
Image 12,283 

スロベニア 特許公報 1998～ SGML 6,090 6,090 

フィリピン 特許・実用新案公報 2014～ XML 42,960 42,960 

スイス 特許公報 

2004～ Image 18,670 

26,191 1997～2006 

年 

SGML 6,231 

2007-2008 XML 1,290 

スウェーデン 
特許公報 2004～ XML 17,158 17,158 

セルビア 特許・実用新案公報 1921～ 
XML 102,372 

204,744 
Image 102,372 

計   440,412,252 440,412,252 

 

表Ⅴ-2-8  意匠検索データベースの構築現況 （2022 年 12 月末現在，単位：件） 

区分 資料の種類 構築年度 資料形態 累計 国別件数 

国内 

先出願 1960～ Image（JPG,、TIFF） 

 TIFF） 
8,330,989 

 

 

 

 

36,184,434 

先出願全文画像 1906～1998 Image（TIFF） 169,017 

国内公報 1966～ 
Text 1,333,681 

Image（JPG,、TIFF） 8,674,439 

国内公報専門画像 1966～1998 Image（TIFF） 244,616 

出願経過書類の全文画像 1992～1998 Image（TIFF） 36,073 

登録書類綴り全文画像 1966～1999 Image（TIFF） 236,700 

登録原簿全文画像 1948～1991 Image（TIFF） 132,542 

カタログ（全文画像付き） 1980～ 
Text 4,972,525 

Image（JPG） 8,164,100 



 

 

区分 資料の種類 構築年度 資料形態 累計 国別件数 

 

画像意匠 2003～ 
Text 188,544 

 

Image（JPG） 188,544 

タイプフェース 2004～ 
Text 38,483 

Image（JPG） 91,499 

実用新案意匠 1970～ 
Text 498.196 

Image（JPG, TIFF） 

 TIFF） 

2,628,978 

平面意匠 1976～ 
Text 127,754 

Image（JPG） 127,754 

日本 

1965～1999 Text 898,235 

9,249,283 1997～ SGML 661,264 

1965～1988

～ 

Image（TIFF） 7,689.784 

ドイツ 1988～ 
Text 857,771 

2,371,184 
Image（JPG） 1,513,413 

WIPO 1999～ 
Text 313,089 

1,452,240 
Image（JPG） 1,139,151 

EUIPO 2003～ 
Text 1,402,972 

7,139,645 
Image（JPG） 5,736,673 

過去の海外意匠 

（米国，ベネルクスなど） 
1975～2004 

Text 798,076 
1,867,684 

Image（JPG） 1,069,608 

米国の意匠 1997～ 
Text 516,940 

3,913,568 
Image（JPG） 3,396,628 

中国の意匠 2010～ 
Text 693,330 

5,483,366 
Image（JPG） 4,790,036 

国外の平面意匠 1960～ 
Text 89,739 

179,478 
Image（JPG） 89,739 

計   67,840,88

2 

67,840,88 

 

表Ⅴ-2-9  商標検索データベースの構築現況 

区分 資料の種類 構築年度 資料形態 累計 国別件数 

国内 

書誌 1950～ Text 4,871,049  

 

 

13,627,036 

 

 

 

 

サンプル画像 1950～ Image（JPG） 4,729,769 

出願公告全文画像 1998～ PDF 2,429,480 

登録公報全文画像 2016～ PDF 786,943 

出願経過書類の全文画像 1989～1998 Image（TIFF） 151,147 

登録書類綴りの全文画像 1974～1999 Image 452,273 

登録原簿の全文画像 1952～1991 Image 206,375 



 

 

 

3）評価と発展方向 

世界最高水準の特許情報サービスを

提供するため，韓国内外から入手してい

る特許データを持続的に拡充する一方、

高品質のデータを外部に提供するため、

サービス実施前にデータの 1 次的な検

証を行うことができる「事前検証データ

ベース」を構築し、体系的なデータ品質

管理のための「データ品質管理システム」

を導入して運営中であり、2022 年に新

規データ検証式を構築し、修正を通じて

エラーデータの監視範囲を拡大し、信頼

性を高め、高品質の特許情報サービス

を提供し、利用者の満足度向上のため

に持続的に努力している。 

今後も特許庁は、国民と審査官がよ

り膨大で質の高い知的財産権データを

活用できるように、検索データベースに

搭載する海外データを拡充し、7 千件余

り の 構 築 さ れ た 特 許 デ ー タ 検 証 式

（BUSINESS RULE）を通じてデータ感度

の試行値の拡大とデータの重要度を反

映した品質整合性の向上を導き、データ

品質管理システムを持続的に高度化し

ていく計画である。一方、外国特許庁が

自国の検索データベースに韓国のデー

タを搭載し、活用するのに不便がないよ

うに、データの普及と技術支援体制も強

化していく計画だ。 

B. データ管理専担組織の運営 

1）推進背景及び概要 

1999 年 1 月から本格稼働した特許ネ

ットシステムが安定化され、特許情報デ

ータを一元化されたデータ管理組織を通

じて体系的に生産・整備・分析・加工し、

データエラーを検証・整備するため、

2002 年 5 月にデータ管理専担組織を構

成することになった。 

現在、特許庁はデータ関連業務の専

門化のために専担組織を運営しており、

特許情報データベースの構築、特許情

報普及・交換、データ整備、データ品質

管理、データ分析業務を遂行している。 

2） 推進内容及び成果 

データの連関関係の複雑性が高まり、

開発データの重要性が高まる中、特許

庁内外のデータ間の連関関係を把握し、

データ品質強化のために連携データ管

理体系構築 3 ヵ年計画を策定（2017 年

～2019 年）し、推進した。  

区分 資料の種類 構築年度 資料形態 累計 国別件数 

海外 

米国 1823～ Text 11,916,885 11,916,885 

カナダ 1872～2012 Text 1,274,897 1,274,897 

日本 1969～ Text 5,258,458 5,258,458 

オーストラリア 1906～ Text 1,830,615 1,830,615 

EUIPO 1996～ Text 2,258,588 2,258,588 

計   36,166,479 36,166,479 



 

 

2019 年には 2018 年に構築したデータ

間の連関関係の導出結果を基に、特許

庁内外のデータ間の連関関係の現況を

容易に把握し、知的財産データを効率

的に管理できるように「連携情報照会シ

ステム」を構築し、2022 年にはデータ検

証式を高度化するとともに、データを基

盤とした特許行政を推進するために、特

許庁の内外の多様な要求事項を対象に

して活用価値の高い分析課題を選定し、

多様な分析技法の適用によって、特許

データの活用性を強めるための試験分

析を進めるなど、知財データ管理の高

度化のための努力を続けている。 

このような努力によって 2006 年に 397

件だった特許データ検証式を、2022 年

現在 7,532 件に拡大し、データ品質の正

確度は 99.64%に至った。2018 年度以降、

2022 年まで５年連続で公共データ管理

１等級を達成し、科学技術情報通信部

が主管する 2019 年データ品質大賞では、

模範的なデータ品質管理の組織運営及

び活動によって、大賞を受賞して知財権

データの対外信頼度が向上した。 

表Ⅴ-2-10  2022 年度の教育実績 

教育対象 情報化事業者 公共データ政策担当者 外部機関のベンチマーキング 

回数 人数 回数 人数 回数 人数 

実績 2 回 27 人 1 回 2 人 － — 

 

表Ⅴ-2-10  年度別のデータ品質正確度 

年度 
2013

年 

2014

年 

2015

年 

2016

年 

2017

年 

2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 
デ ー タ

品 質 正

確 度

（%） 

99.63 99.70 99.75 99.80 99.84 99.84 99.84 99.82 99.81 99.64 

 

表Ⅴ-2-10  2022 年度 データ管理業務処理の現況 

区分 

データ品質管理 特許情報データベース構築 

エラーデータ

の整備 

住 民 行 政 相

談への対応 
国内 国外 計 

実績 127,867,328 6 62,370,025 482,049,588 544,419,613 

 

3） 評価及び発展方向 

信頼性の高い特許行政サービスのた

めの礎である高品質の特許データの確

保は、特許審査品質の向上につながる。

このため、データ管理専担組織を中心

にデータ品質管理システムの安定的な

運営とデータ標準及び構造管理などの

活動を行っており、誤ったデータの流入

を遮断するために特許データを常時モ

ニタリングしている。また、データにオー

ナシップを付与し、現業部署と情報化部

署の協調の下、データを管理してデータ

品質重視の文化を醸成している。 



 

 

今後もデータ管理専担組織を通じ、特

許データの構築・加工・普及などの管理

体系を改善し、データ品質管理システム

とデータ品質を重視する文化を構築して

いる。管理制度の高度化に向けた継続

的な努力を行い、世界最高水準の特許

行政サービスを実現するための基盤を

提供する計画である。

 

４. 韓国特許英文要約の構築 

産業財産情報局 産業財産データ管理課 行政事務官 クォン・ミソン  

A. 推進背景及び概要 

特許庁は、海外から国内の知的財産

を保護し、特許多出願国としての地位を

高めるために、国内に出願された特許

技術内容を英語で記載した韓国特許英

文要約（KPA）を発刊している。発刊され

た韓国特許英文要約は、海外での韓国

特許技術保護のため、先行特許技術調

査及び技術動向の把握のための資料と

して、海外特許庁及び国際調査機関に

迅速に普及している。韓国特許文献が

WIPO 総会で PCT 最小文献に含まれた

ことに伴い、韓国は 2007 年 4 月から韓

国特許英文要約を国際調査機関に PCT

最小文献として提供している。 

韓国特許英文要約は、特許公報に記載

されている発明の主な内容を海外審査

官及び利用者が迅速かつ正確に理解で

きるように英語で記載した英文要約書で、

書誌事項、要約書及び代表図面で構成

されている。 

B. 推進内容及び成果 

特許庁は 1979 年から登録特許を対

象に冊子の形で韓国特許英文要約を発

行した。1997 年から特許 3 極（米国、欧

州、日本）が共同開発した MIMOSA とい

うソフトウェアを活用し、検索照会が可

能な CD-ROM 形式で普及した。2000 年

から国内出願技術の海外保護機能を強

化するため、発行対象を公開特許まで

拡大し、2010 年にはデータ形式標準を

SGML から国際的なデータ形式標準で

ある XML に変更した。これまで、登録特

許の先行技術調査文献情報（2011 年）、

代表図面に存在する韓国語文に対する

英訳（2013年）、PCT国際出願書誌情報

及び出願人の国籍情報（2014 年）、新規

CPC 書誌情報（2016 年）の追加、可読

性の低い文章の短文化（2017 年）、電算

検査の追加（2019 年）などを通じて韓国

特許英文要約の活用度を高め、ユーザ

ー要求コンテンツを持続的に拡大した。

特許庁はこれまで韓国特許英文要約の

発刊及びデータベース構築のために合

計 876 億ウォンを投入し、2022 年に発刊

した 156,758 件を含め、合計 3,205,961

件の英文要約を発刊した。 

 

 

 

 

 



 

 

図Ⅴ-2-3 韓国特許英文要約の構成項目 

 

表Ⅵ-2-13  韓国特許英文要約データベースの構築状況（2022 年 12 月末基準） （単位：件） 

区分 
1979～

1999 年 

2000～

2014 年 
2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 合計 

登録

特許 
82,086 342,317 33,391 40,367 35,744 34,884 27,172 34,806 29,009 41,926 701,702 

公開
特許 － 1,709,717 102,817 135,904 103,526 96,927 82,808 85,820 71,908 114,832 2,504,259 

小計 82,086 2,052,034 136,208 176,271 176,271 131,811 109,980 120,626 100,917 156,758 3,205,961 

 

韓国特許英文要約は、電子ファイルと

CD-ROM として製作し、海外特許庁と国

際調査機関及び国立中央図書館などに

無料で普及し、迅速な普及のため、オン

ライン（FTP）普及先を 2012 年から 2021

年まで中国（1 カ国）から米国、欧州、日

本、台湾、ロシアなどに順次拡大し、

2022 年からは配布方式をオンライン

（FTP）に統一して 33 ヵ所に配布しており

新規普及先の拡大に努めている。 

 

書誌情報 

 

番号・日付：特許公報引用 

国際特許分類（IPC）：WIPO ST.●遵守 

人名情報：英文人名情報活用 

優先権主張：INPADOC 形式遵守 

先行技術調査文献：非特許文献の場合英文翻訳 

 

 

 

要約書  

 

発明の名称：特許公報の発明の名称英文翻訳 

要約書：特許公報の要約英文翻訳 

 

代表図面 

 

代表図面：特許公報の代表図面 



 

 

表Ⅵ-2-14  韓国特許英文要約の国内外配布機関の現況（2022 年 12 月末現在） 

区分 内容 
海外
⑶箇
所） 

特許庁（28

ヶ国） 

アメリカ（ISA*）、ブラジル（ISA）、スウェーデン（ISA）、スペイン（ISA）、中国
（ISA）、ギリシャ、台湾、デンマーク、ドイツ、バングラデシュ、ウルグアイ、カ
ンボジア、サウジアラビア、コロンビア、クロアチア、ポーランド、フィンランド、
ハンガリー、イスラエル（ISA）、日本（ISA）、ミャンマー、スロバキア、アルゼン
チン、チェコ、ペルー、ロシア（ISA）、ベラルーシ、アゼルバイジャン 

関係機関

（5 ヶ所） 

INPIT、WIPO、ARIPO、EAPO（ISA）、EPO（ISA） 

備考 ISA：国際調査機関 

 

また、外国審査官及び外国人が韓国

特許要約を無料で利用できるように、特

許情報ネットであるキプリスと K-PION

（韓国特許情報照会サービス）で検索サ

ービスを提供している。2014 年からは製

作工程の簡素化及び出願人の意図を反

映するため、出願人の提出要約書を翻

訳して提出しており、書誌情報提供周期

の短縮及びオンライン（FTP）普及先の

拡大を通じて、迅速に海外に英文要約

を普及している。最近、このような努力

及び韓国特許英文要約の需要が増加

するにつれて、外国審査官は韓国特許

英文要約を継続的に活用している。

 

表Ⅵ-2-15  過去 5 年間の韓国特許英文要約の検索状況（2012 年 12 月末現在）（単位：回） 

区分 2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 KIPRIS 1,535,332 1,271,032 1,313,088 1,329,766 1,052,664 2.014,381 

K-PION 104,288 63,160 52,453 36,211 39,728 27,692" 

*外部リンク：Patentscope など他の検索サービスとのリンクサービス 

表Ⅵ-2-16  各国の韓国特許英文要約の活用現況         （2022 年 12 月末現在） 

区分 対象国 

自国検索シ 

ステムを活用 

審査官用 
アメリカ、日本、ドイツ、中国、ロシア、台湾、ベラルーシ、ドイツ、ユーラシア特許機構

（EAPO） 

国民用 
中国（PSS-システム）、ヨーロッパ（Espacenet）、ドイツ（DEPATISnet）、台湾（GPSS）、

WIPO（Patentscope） 

海外検索システム-活用 

スロバキア、スイス、スペイン、カナダ、ブラジル、ハンガリー、クロアチア、カザフスタ

ン、ポルトガル、カタール、セルビア、キルギス共和国、ルーマニア、イギリス、ポーラン

ド、チリ、モロッコ、ニュージーランド、フィンランド、メキシコ、オーストリア、ヨルダン、イタ

リア、ケニア、タイ、ギリシャ、台湾、ドイツ、アメリカ、イスラエル、日本、中国、フィリピ

ン、ノルウェー、ブルガリア、ウクライナ、インドネシア、イラン、コスタリカ、オーストラリ

ア、EPO など 196 カ国 

特許庁検索シ

ステムを活用 

KIPRIS アメリカ、スウェーデン、オランダ、中国など 85 カ国以上。 

K-PION 中国、アメリカ、ドイツ、オーストラリアなど 18 カ国 

*海外検索システム：Patentscope、Espacenet、EPOQUE、EAPATIS など 

  



 

 

C. 評価及び発展方向 

国家競争力の核心要素として知的財

産の重要性が高まっており、グローバル

特許紛争が激化する中、米国、日本な

どの主要先進国は知的財産政策を国家

最優先課題として推進している。知的財

産政策の一環として、日本、中国、台湾、

ロシアなど非英語圏の諸国家は自国特

許に対する英文要約を継続的に発刊し、

海外普及のために努力している。 

これまで韓国も、外国審査官と外国人

が韓国特許技術情報を活用できるよう

に、韓国の特許公報に対する英文要約

を適時に発刊し、迅速に普及し、海外で

韓国の特許技術の保護に貢献してきた。 

今後も、外国審査官などが特許審査

の際に韓国特許の英文要約を積極的に

活用し、韓国特許技術を先行技術として

引用できるよう、顧客が要求するコンテ

ンツを持続的に拡大し、迅速な普及のた

めのオンライン（ファイル・トランスファ

ー・プロトコル）普及先を拡大するなど、

様々な努力を持続的に行う計画である。

 

５．知的財産権公報の発刊 

産業財産情報局 産業財産データ管理課 行政事務官 イ・ビョンソク 

A. 推進背景及び概要 

特許庁は、発明された技術内容を公

衆に公開することで、発明者の産業財

産権を保護し、技術の進歩を促進する

ために 1948 年から産業財産権公報を発

刊している。1998 年 5 月からは公報を

CD-ROM として発刊し、2001 年 7 月から

はインターネット公報サービスを提供し

ている。特許庁は、誰でもインターネット

公報サービスを通じて公報を容易に閲

覧できるように、PDF 文書の形で公報を

発刊し、毎月定期的に DVD 及び FTP を

通じて 17 の国家及び機関（国内 3 ヵ所、

海外 14 ヵ所）に配布している。 

B. 推進内容及び成果 

2022 年には約 699,000 件の公報を発

行し、出願人の権利保障及び海外にお

ける韓国の知的財産権保護に貢献した。

そして、インターネット公報メールサービ

スを利用する加入者数は約 1万2千人、

発信されたメール件数は約 869 万件に

達するなど、毎年公報サービスを利用す

る規模が持続的に増加している。  



 

 

表Ⅵ-2-17  公報の種類，配布及びサービスの現況 

公報の種類 

（公開公報）出願後、登録される前に出願事項についての内容を公開 

（登録公報）設定登録された後の登録事項についての内容を記載 

（訂正公報）訂正請求などの権利に対する変動事項が発生した場合に発刊 

配布現況 

（配布機関）国外：IP5、カナダ、ドイツ、スウェーデン、ロシアなど 14 か国 

国内：国会図書館、国立中央図書館など 3 機関 

（配布方法）オンライン（FTP）及びオフライン（DVD）配布 

国民向けサービス （閲覧）特許庁ホームペー（3 ヶ月間）及び KIPRIS を通じて発刊された公報文

書の閲覧サービス提供 

 

表Ⅵ-2-18  年度別の公報発刊件数                 （単位：件） 

区分 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 

特室（登録/公開） 262,613 276,299 286,924 307,751 310,567 

商標（登録/公開） 253,051 273,526 253,278 305,049 317,890 

意匠（登録/公開） 53,078 56,362 54,625 60,890 58,518 

その他（消滅、回復公報など） 7,316 8,250 円 10,921 13,836 11,739 

合計 576,058 614,437 605,748 687,526 698,714 

 

表Ⅵ-2-19  インターネット公報のﾒｰﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ加入者及びメール送信件数 （単位：名/件） 

 

C. 評価及び発展方向 

現在、特許庁は発明家、企業及び研

究者、弁理士など、特定分野の最新特

許技術情報が必要で役所を訪れる人々

のために、新たに発刊された公報と関心

分野情報リストを電子メールで送付する

「関心分野メールサービス」を実施して

いる。出願人には、自分の産業財産権

公報に対する発刊予定日をメールで事

前に通知する「公報発刊予告サービス」

を提供している。また、公報に記載され

る個人アドレスの露出を懸念する出願

人、権利者等のために、公報のアドレス

掲載範囲を公報発行前にあらかじめ選

択できるように制度を改善し、利用顧客

が知的財産権公報を理解し、活用しや

すいように関連書式を改正するなど、利

便性増進のために着実に努力している。 

特許庁は今後も出願人をはじめとす

る利用顧客の便宜増進及び権益保護、

韓国の知的財産権の国家競争力強化

のために、国際標準と IT 新技術が反映

された世界最高水準の公報サービスを

提供するよう努力する計画だ。

 

区分 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 

加入者 11,748 11,819 11,906 11,949 12,054 12,085 12,152 12,156 12,206 

発送件数

（累計） 
7,965,950 8,051,153 8,129,960 8,252,361 8,403,438 8,549,871 8,688,142 8,688,898 8,689,258 



 

 

 

６. 特許文書電子化センターの運営 

産業財産情報局 産業財産情報システム課 電算事務官 ヒョン・スンウ 

A. 推進背景及び概要 

特許庁は、ペーパーレスの特許行政

を目的として、すべての産業財産権関連

書類を電子化している。このため、特許

法に基づいて 1997 年 10 月に韓国特許

情報院を特許文書電子化機関に指定し、

2001 年 1 月に特許文書電子化センター

（以下、電子化センター）を設立し、電子

化事業を委託運営中である。電子化セ

ンターは、特許庁に提出される産業財産

権書面類（出願書、補正書、登録申請書、

審判請求書など）と電子文書（商用語明

細書、審決文など）を情報システムであ

る特許ネットで審査・審判などの特許行

政に活用できるように迅速かつ正確に

電子化しており、特許情報疎外階層を

対象に無料特許情報検索及び電子出

願教育を実施し、特許情報活用及び電

子出願利用の普及に貢献している。 

B. 推進内容及び成果 

電子化センターは、2001 年出願書類，

補正書類を皮切りに、2002 年登録・審

判書類、2005 年 PCT 国際出願書類など

書面の電子化だけでなく、2016 年商用

入力ソフトで作成した明細書、2020 年画

像明細書など電子文書まで、法制度と

技術の発展に合わせて電子化対象を

徐々に拡大してきた。 

過去 20 年間、電子化センターの運営

を通じて紙文書の保管及び公報制作な

どに必要な所要費用約 535 億ウォンが

削減できる経済的効果と、紙が消えた

特許行政処理において約 139 トンの炭

素排出量が減少する環境改善効果をも

たらした。 

また、質の高い審査・審判業務基盤

の提供を目的として、人工知能（AI）技

術を適用し、単純反復業務の自動化

（RPA）など特許文書の電子化システム

高度化による電子化データの品質向上

に努めている。 

これに対する成果として、2022 年には

1,100 種（旧書式を含む）に及ぶ産業財

産権関連書類 338，896 件を電子化し、

サービスレベル協定（SLA）を通じた品

質管理で平均 2 日レベルの処理期間を

維持しながら、過去最低のエラー率

（0.163ppm22））を達成した。 

これとともに、個人をはじめとする大

学、中小企業、創業保育センターなど特

定規模以上の知的財産権教育需要を

対象に対面・非対面方式の特許情報検

索及び電子出願教育を実施中であり、

特許庁ソウル事務所出願支援室訪問客

に 1 対 1 の特許情報検索及び電子出願

の案内を提供している。

---------------------------------------------- 

22）PPM:百万分率、電子化テキスト・画像数 100 万個あたり発生したエラー数の比率 



 

 

図Ⅵ-2-4  電子化処理工程のフローチャート  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅵ-2-5  年度別の電子化処理期間及びエラー率の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 処理期間（月） エラー率（％） 

エラー率算出法を変更 

ライン数→個体数 



 

 

図Ⅵ-2-6  年度別 訪問特許情報検索及び電子出願及び教育回数及び教育人数 

 

 

C. 評価及び発展方向 

1999 年、インターネットベースの電子

出願システムである特許ネットを開通さ

せて以来、電子出願率は持続的に上昇

してきたが、2021 年以降、上昇傾向が

鈍化する様相を示しており、高齢層及び

情報化疎外層が存在する限り、書面提

出は当分一定水準を維持すると予想さ

れる。 

したがって、人工知能関連技術を取り

入れ、書面書類の電子化過程の手作業

工程を電算自動化工程に変更し、エラ

ーの事前予測技術などを導入し、効率

的で迅速な電子化プロセスを構築する

予定である。 

また、電子出願に慣れていない予備

出願人のために特許、実用新案、商標

などの権利別に電子出願教育動画を制

作して配布し、現場訪問教育が難しい個

人、中小企業のために韓国著作権委員

会、韓国知的財産保護院など外部機関

と協業し、非対面型カスタマイズ出願支

援教育サービスをさらに活性化する予

定である。

 

第 4 節 知的財産情報サービスレベルの向上 

１. 概観 

産業財産情報局 産業財産データ管理課 行政事務官 イ・ビョンソク 

最近の第 4 次産業革命時代に対応し

た民間活用の向上及び新しいサービス

市場の創出を支援するための公共情報

の民間開放・共有の拡大が重要視され

ており、特許庁もこれに呼応して、知的

財産情報の民間開放・共有拡大を通じ

教育回数（回） 教育人数（人） 



 

 

た国内の知的財産情報の国内外活動

の活性化及び新たなサービス市場の創

出のために持続的に努力している。特

に、知的財産情報の開放・共有拡大の

ために「特許情報データベースの構築」

と「知的財産情報サービスレベルの向上」

を重点的に推進している。 

特許庁は、全世界の特許出願件数の

80％以上を占める IP5 特許庁の一員と

して、出願量だけでなく、特許審査の品

質向上にも着実に努力している。このた

め、特許審査官に質の高い多様な特

許・非特許情報を提供するために努力し

ており、R&D 研究人材、個人発明家など

の出願前の先行技術調査及び IP 戦略

策定支援などのために国民向け検索サ

ービスの拡大提供も推進している。 

国際協力の強化により、米国、日本な

ど IP5 ヶ国の特許情報だけでなく、ベトナ

ムなど新興国の特許情報の入手及びデ

ータベース構築を拡大しており、標準技

術文書データベース、伝統知識データベ

ースなど様々な非特許文献データベー

スも継続的に拡充している。非特許文献

の特許審査活用のため、2013 年には審

査官のための非特許統合検索システム

を構築し、2014 年からサービスを開始し、

審査品質の向上に貢献している。 

海外特許情報のデータベース構築だ

けでなく、国内特許情報の国内外活用

を強化するためにインターネット特許公

報を発刊し、審査官及び国民検索シス

テムを通じて海外特許情報と一緒に統

合検索を提供しており、海外で韓国特許

を迅速かつ正確に活用できるように韓

国特許英文要約を発刊して海外に普及

している。 

また、人工知能時代を迎え、AI サービ

ス開発に活用価値の高い機械翻訳学習

データ、AI、商標、意匠などのデータを

構築し、普及している。 

データベース構築とともに、一般国民

のためにモバイル検索サービスや海外

特許検索サービスの拡大、知的財産統

合検索の支援などを通じて、特許情報

オンライン検索サービスの活用の活性

化にも力を入れている。 

特許庁は、高品質の審査・審判支援

のための海外文献の言語障壁を最小化

し、海外特許に対する大衆のアクセス性

の向上及び国内企業の国際競争力強

化のため、様々な翻訳サービスを提供し

ており、翻訳品質の向上のために持続

的な努力をしている。 

特許庁は、多様な特許顧客の要求を

分析し収斂することで、今後、より高品

質で便利な特許情報サービスの提供を

継続的に推進し、韓国特許情報の海外

保護強化のためにも着実に努力していく

計画である。 

 

 

 

 

  



 

 

２．顧客指向型の特許情報検索サービス（KIPRIS）の運営 

産業財産情報局 産業財産データ管理課 工業事務官 ソン・サンヨン 

A. 推進背景及び概要 

特許制度は、国が一定期間，発明者

に独占排他的な権利を与える代わりに、

出願内容を一般人に公開し、技術発展

を促進し、産業発展に寄与するための

制度である。これに伴い、米国、日本、

欧州などの先進特許庁は自国の技術保

護及び活用増進のために特許情報の普

及に力を入れており、韓国特許庁は

2000 年 1 月 1 日から特許情報検索サー

ビ ス で あ る キ プ リ ス （ KIPRIS 、 Korea 

Intellectual Property Rights Information 

Service）を通じて、国内外の知的財産情

報を一般国民に無料でサービスしてい

る。また、多様な連携情報及び利用者に

合わせたサービスを提供することで、国

民の知的財産情報活用の強化に努めて

いる。 

B. 推進内容及び成果 

1） 特許情報の普及促進 

特許庁は、特許情報の活用拡大に重

点を置いた様々な政策を持続的に展開

している。2006 年から中小企業、研究機

関 な ど の ホ ー ム ペ ー ジ に キ プ リ ス

（KIPRIS）検索窓を作成できる「訪ねて行

く特許検索サービス」を実施し、2022 年

現在、特許事務所、中小企業、研究所、

学校など合計 640 の機関で活用されて

いる。2012 年には、多様な層が知的財

産情報に便利に接することができるよう

にキプリス（KIPRIS）ホームページ及び

機能を全面改編し、2013 年にはキプリ

スモバイルウェブサービスを開始してサ

ービスを提供している。 

2）検索・照会情報の拡充 

特許情報検索サービスであるキプリ

ス（KIPRIS）が提供する情報は、初期の

国内特許に極限されていたが、2002 年

には国内商標、意匠情報を追加提供し、

2003 年海外特許、2011 年国内審判及

びインターネット技術のお知らせ、2013

年海外商標及び非特許情報、1P-NAVI

紛争情報、2014 年海外意匠、アイデア

公募展など継続的にサービス提供範囲

を拡大した。また、2022 年にはインド、ベ

トナムの特許情報を追加提供し、2022

年現在 29 カ国（機関を含む）の産業財

産権情報と非特許文献情報を提供して

いる。 

2020 年には権利移転、実施（使用）権、

審判'訴訟などの受付及び発送書類 251

種を追加提供し、2021 年には出願時の

人物情報に加え、登録後の人物情報

（代理人、発明者、創作者）項目を追加

提供し、出願関連者に対する最新情報

を提供した。また、2022 年には商標の地

理的表示及び特許・実用新案微生物寄

託情報の検索及び照会サービスを提供

し、海外特許検索結果に対する分類統

計情報を新規提供した。これにより、継

続的に一般国民の産業財産権及び関

連情報へのアクセス性を向上させてい

る。  

 

 



 

 

3）普及と使用方法の改善 

上記のようにデータ提供範囲の拡大

とともに、利用者の利便性を考慮したサ

ービス政策及び機能改善を継続的に推

進した。 

2018 年には中国語・日本語の PCT 文

献に対する機械翻訳の提供及び英・日・

中国語を除く 13 カ国 10 言語で作成され

た要約に対するグーグル無料翻訳サー

ビスを提供し、海外特許文献に対する利

用便宜性を強化した。 

また、2019 年には、利用者が直感的

にキプリス（KIPRIS）サービスを把握でき

るようにメイン画面を改善し、検索項目

を細分化し、2020 年には権利別検索ヘ

ルプ及び権利別詳細表示の印刷機能を

改善した。2021 年には、検索結果に被

引用回数情報を提供し、分類統計項目

10 種を追加提供するなど、利用者の改

善要求が高いサービスを重点的に改善

した。2022 年には、モバイル KIPRIS の

機能改善が行われた。既存の PC 環境

でのみ可能だったスマート検索及び検

索結果に対するフィルタとソート機能を

新規提供し、同様に PC でのみ提供され

ていた統合行政情報及びPDF閲覧機能

などを追加提供し、知的財産情報のアク

セシビリティ及び利便性を強化している。 

それだけでなく、キプリス（KIPRIS）の

活用方法の案内を強化するため、2019

年には韓国語と英語で提供していたキ

プリス（KIPRIS）のパンフレットをフランス

語、中国語、日本語で製作して提供し、

2020 年には中小企業と地域発明教育セ

ンターを対象にガイドブックを製作して配

布した。2021 年には、キプリス（KIPRIS）

の認知度向上のために「キトゥギ」という

固有キャラクターを制作し、2022 年には

そのキャラクターを活用してキプリス

（KIPRIS）の検索方法を紹介するユーチ

ューブ映像などを制作した。

表Ⅵ-2-20 KIPRIS の利用現況  （2022 年 12 月末現在） 

区分 
2009

年 

2010

年 

2011

年 

2012

年 

2013

年 

2014

年 

2015

年 

2016

年 

2017

年 

2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 

KIPRIS 検索回数

（千回） 
96,166 27,675 

27,361 

（-1%） 

33,085

（21%） 

40,805 

（23%） 

49,053

（20%） 

50,170

（2%） 

51,173

（2%） 

 

52,742

（3%） 

 

56,257

（3%） 

62,170

（11%） 

76,972

（24%） 

89,189

（16%） 

103,210

（16%） 

表Ⅵ-2-21 モバイル検索サービスの利用状況  （2022 年 12 月末現在） 

区分 2013 年

年 

2014 年 2015 年 2016 年 2017 年

年度 

2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 

モバイルキプリス

検索回数（千回） 

1,828 2,801 4,037 5,685 5,891 6,884 9,857 16,999 17,004 14,873 

 

4）これまでの成果 

このような特許情報の活用及び拡散

政策に伴い、特許情報検索サービス、

キプリス（KIPRIS）の利用実績も年々着

実に増加している。キプリス（KIPRIS）の

主要利用指標としている年間検索回数

を見ると、2002 年 88 万回に過ぎなかっ

たが、2004 年 686 万回、2016 年 5,117

万回を超え、2022 年には 1 億 3 百万回

に達し、初めて年間検索回数 1 億回を

達成した。 

 



 

 

また、キプリス（KIPRIS）は全世界 182

カ国で活用されているほど、韓国の知的

財産権情報検索分野の代表的なサービ

スである。特許情報の普及が国家と産

業界が進むべき業界発展の方向性を示

してくれる指針を提供し、研究開発の重

複を未然に防ぐことができるツールとし

ての比重と重要性が日々増加するにつ

れ、キプリス（KIPRIS）の利用者は今後

も継続的に増加することが期待される。

 

図Ⅵ-2-7  モバイルキプリスの画面 

 

C. 評価及び発展方向 

特許庁は一般国民が知的財産権情

報を迅速・正確、簡単、便利に利用でき

るよう常に顧客の声に耳を傾けてきた。

2012 年大国民特許情報検索サービスで

あるキープラムを初心者など様々な層

が便利に利用できるように大々的に改

善し、その結果として「2012 年インターネ

ットエコ大賞サービス革新大賞」を受賞

した。また、情報脆弱階層（障害者・高齢

者）のためのウェブアクセス性を毎年再

認証している。今後も特許庁は、より多

様な情報を国民が便利に利用できるよ

うに最善を尽くすとともに、絶えずサービ

スを改善し、国民が知的財産権情報を

便利に手軽に利用できるように最善を

尽くす。  



 

 

３，特許文献の機械翻訳サービスの拡大 

産業財産情報局 産業財産データ管理課 行政事務官 クォン・ミソン 

A. 推進背景及び概要 

特許庁は、質の高い審査・審判支援

のための海外引用文献の言語障壁を最

小化し、海外特許に対する国民のアクセ

ス性の向上及び国内企業の国際競争

力強化のために翻訳サービスを提供し

ている。審査品質の強化と審査期間の

短縮及び業務効率化のための海外特

許文献翻訳サービスの品質高度化事業

を推進し、大民サービスである特許情報

検索サービスのキプリス（KIPRIS）の海

外特許情報検索サービス技術文献翻訳

サービスについて、審査官と同じ品質の

翻訳サービスを提供するための基盤を

構築した。 

主要 5 特許庁である 1P5 特許庁間の

審査情報の共有拡大及び審査品質の

向上のため、海外特許文献の機械翻訳

の活用が拡大傾向にある。韓国特許に

対する世界的な関心の増加及び国内特

許の保護強化のため、特許公報の言語

的なアクセス性の向上及び翻訳の品質

管理が非常に重要である。

 

表Ⅵ-2-22 翻訳サービス提供の現況  

区分 審査官用 国民向け 連携検索サービス 

日→韓機械翻訳 2001～ 2008～ KOMPASS、KIPRIS 

韓→英機械翻訳 2006～ 2007～2014（有料）、2014～（無料） K-PION23）、KIPRIS 

英→韓機械翻訳 2008～ 2008～ KOMPASS、KIPRIS 

中→韓機械翻訳 2013～ 2015～ KOMPASS、KIPRIS 

23)K-PION：韓国特許情報紹介サービス 

B. 推進内容及び成果 

特許庁は、審査官の外国特許文献へ

のアクセス性を高め、審査品質を向上さ

せるため、高品質の人工知能機械翻訳

システムを導入し、既存のルールベース

の機械翻訳と人工知能機械翻訳を同時

に運営している。2019 年英日翻訳につ

いて人工知能商用エンジンを導入し、そ

の他の言語（ドイツ語、フランス語、ロシ

ア語）は民間の翻訳サービスと連携して

翻訳を提供するように開発した。また、

韓英人工知能機械翻訳は、2018 年

WIPO と、2020 年にはカカオエンタープラ

イズと技術協力を結び、関連技術の確

保を通じた研究で韓英人工神経回路網

機械翻訳機を独自開発し、性能高度化

中であり、また、翻訳品質向上のために

学習用データを持続的に拡充している。 

今後、特許庁が独自に開発した韓英・

英日人工知能機械翻訳機の翻訳品質

向上及び性能の高度化を通じ、内部及

び国民向け特許翻訳サービスを拡大す

る計画である。 

 



 

 

C. 評価及び発展方向 

特許庁は、英韓、韓英、その他言語

（ドイツ語、フランス語、ロシア語）の人工

知能基盤の機械翻訳サービスを全面導

入し、サービスを提供している。 

2020 年度には審査官の中国特許文

献へのアクセス性を強化するために中

韓人工知能機械翻訳を導入し、機械翻

訳サービスを開始し、翻訳品質評価など

を通じて人工知能機械翻訳の独自技術

力の確保に努めてきた。 

また、2020 年 9 月に独自に英韓，韓

英人工神経回路網機械翻訳機を開発し

高度化及び品質改善を持続的に進めて

おり、これを活用して 2022 年には英語

特許文献（US, WIPO）の韓国語翻訳文

を構築した。2023 年には中国特許文献

の韓国語翻訳文も構築する予定である。 

今後、英語特許公報を韓国語で検索

し、活用できるように審査業務インフラを

強化する計画である。 

そして、独自の技術力を活用し、日

韓・中韓人工神経回路網機械翻訳機の

開発も推進し、英語文献だけでなく、中

国語、日本語の特許文献に対するハン

グル検索も可能にする予定である。

 

４. オープンプラットフォーム方式の公共データ開放拡大 

産業財産情報局 産業財産データ管理課 工業事務官 ソン・サンヨン 

A. 推進背景及び概要 

国内外の公共データ開放政策により、

活用価値の高い知的財産データに対す

る民間の開放要求は徐々に増加してお

り、産業的波及効果の高い未来戦略産

業として知的財産情報産業が注目され

ている。 

しかし、韓国の知的財産情報産業は

まだ成長初期段階に留まっており、企業

の特許戦略策定、特許紛争対応など活

用価値の高い特許情報に対する民間の

開放需要は持続的に増加する一方、こ

れまでの特許情報開放努力は供給者中

心の特許情報データベースの開放、断

片的な特許情報データベースの開放、

断片的な民間活用支援などにとどまり、

民間活用に限界があった。 

これにより、特許庁は第 4 次産業革命

時代を迎え、雇用誘発効果の大きい知

的財産サービス業を集中育成するため、

付加価値の高い知的財産データを拡大

開放し、開放ロードマップ（インフラ高度

化及び意見収斂体系）に基づき、特許

情報商品開発から創業、マーケティング、

広報までの雇用創出のため、段階的な

民間活用支援政策を推進した。 

  



 

 

B. 推進内容及び成果 

1） 計画策定及び開放インフラ整備 

特許庁は民間需要ベースの特許情報

開放及び段階的な民間活用支援のため

の開放計画を策定し、中国特許翻訳コ

ーパス、米国権利者変動情報、英日特

許翻訳コーパス、イスラエル特許公報、

欧州特許翻訳データなど、民間需要の

多い行政加工データを開放した。 

また、産業財産権情報のアクセシビリ

ティと活用性を高めるため、OPEN API

提供機能 11 個を伝送速度に優れた

Rest 方式で追加開発し、2022 年末には

Open API 提供機能数は合計 860 個とな

った。 

2）段階別民間活用支援 

知的財産情報の活用を通じた創業促

進のため、行政安全部、中小企業庁（創

業振興院）、発明振興会と協力して創業

支援プログラムを拡大運営し、特許権利

化支援、創業教育、試作品製作、市場

検証及び事業化に至るまで、全期間に

わたる創業メンタリング支援が行われる

ようにした。 

また、知的財産分野の創業促進及び

成長支援のため、初期（予備）創業企業

を対象に最大 5 年間 IP データを無償で

提供する「IP データギフト制度）を設けて

（2017 年 5 月施行）運営し（常時）、成果

モニタリング及びフォローアップ支援を

通じて創業・事業化成長支援を強化した。

 

図Ⅵ2-8  KIPRISPLUS（plus.kipris.or.kr）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▶（コンセプト）特許情報の効率的な国民向け提供を実現する OPEN API*、BULK 及びオンラインダウンロード**

提供方式を採用した特許情報提供サービス 

*OPEN API（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）：不特定多数のユーザーがアプリケーショ

ンを簡単かつ便利に開発・活用できるように外部に開放された API 

**オンラインダウンロード：ウェブサイト（KIPRIS plus）を通じて、必要な情報を直接項目別に検索し、選択

してダウンロード。 

 

 
 

▶（提供情報） 特許、実用新案、商標、意匠、中間書類綴り、審判情報、海外特許など提供 

*IP 情報開放商品数（個） ： （2019） 98 → （2020） 104 → （2021） 110 → （2022） 115 

**Open API 提供機能件数：（2019）816→（2020）835→（2021）849→（2022）860 



 

 

3） 意見集約体制の構築と広報の強化 

特許庁は、「IP 情報サービス利用機

関統合懇談会」、「情報活用諮問委員

会」、「KIPRISplus 利用実態及び満足度調

査」などを通じて、VCO 及び政策担当者

の意見を求め、現場訪問を通じて民間

活用時の問題点をモニタリングするため

に積極的に努力した。 

また、特許情報開放・流通ポータルサ

イト（KIPRISplus）内のオンライン IP ヘルプ

デスクを通じて、透明かつ迅速にデータ

での処理に対応している 

C. .評価及び発展方向 

このような知的財産情報開放・活用支

援の努力により、KIPRISplus サービス利

用機関数が 2021 年 541 機関から 2022

年 568 機関に約 5％増加し、open API 利

用件数は 2021 年 2,003 百万件から 2022

年 2,036 百万件と着実に増加している。

IP 情報商品活用件数は 2021 年 2,326

件から 2022 年 2,881 件で 24%増加した。

 

図Ⅵ-2-9  知的財産（IP）データギフト制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表Ⅵ-2-23  機関協業のフォローアップ支援プログラム 

協力機関 プログラム名 支援内容 

中小ベンチャー企業部

（創業振興院） 

初期創業パッケージ 資金（最大 1 億） 

プレ創業パッケージ 資金（最大 1 億） 

技術保証基金 技術保証ベンチャーキャンプ 投資・コンサルティング 

課寄付 K-グローバル創業支援 教育コンサルティング 

特許庁 

（発明振興会） 

IP 飛び石 IP 創出＋製品化支援 

IP 翼 IP 経営コンサルティング 

 

  

▶（概念）初期（予備）創業者を対象に IP 情報サービス分野の商品開発に必要な IP データを創業型と成長型に分けて最

大 5 年間無償提供 

-（創業促進型）予備創業者対象、1 年間無償提供（創業時、成長支援型と連携） 

-（成長支援型）創業 7 年以内の小企業対象，最大 4 年間無償提供 

  

 

 

  

協力機関 

中小ベンチャー企業

部（創業振興院） 

2 プログラム名 

初期創業パッケージ 

支援内容 

資金（最大 1 億） 

予備創業パッケージ 資金（最大 1 億） 

技術保証基金 ギボベンチャーキャンプ 

投資・コンサルティング 

高［寄付 創業支援 

教育コンサルティング 

特許庁 

（発明振興号ᅵ） 
I？足がかり 

「創作手製品化支援 

I？ 

I？経営コンサルティング 

  

創業促進型 

成長支援型 

成長段階 

創業段階  対象 

 対象 

 条件 

 支援 

 支援 

 条件 

 知財情報サービス業のプレ創業舎 

 １年以内に創業（個人事業者登録又は法人設立） 

 Bluk Data 及び Open API 無償支援（１年） 

 創業７年以内の小企業*の代表者 

 ＊ 年の売上額 50 億ウォン以下 

 転換→成果達成（創業，試作品）、延長→条件無し 

 最初→Bluk Data 及び Open API 無償支援（１年） 

 延長→Open API 無償支援（３年） 

転
換 



 

 

表Ⅵ-2-24  IP 情報活用の生態系づくりのための官民協力活動 
イベント名 イベント概要 支援内容 

全政府公共データ

活用コンテスト 

行政安全部主管の公共データを活用した創造的なアイデア

と公共データビジネスモデルの発掘及び創業支援のための

優秀アイデア公募（2022.8.31～22.9.1） 

データ活 用創業コンテ 

スト大賞受賞作品を本選

に推薦 

国際特許情報博覧

会 

（PATINEX） 

IP 情報活用の付加価値創出戦略の共有及びマーケティン

グ機会提供のための国際特許情報博覧会開催（2022 年 9

月） 

スタートアップ企業共同

広報館運営支援 

日本特許情報 

（PIFC） 

グローバル特許情報技術交流及び情報サービス分野国際

協力等のためのカンファレンス（2022.11.8～2022.11.11） 

優秀な IP サービス企業 

の海外販路開拓支援 

 

また、開放ロードマップの策定による

体系的な知的財産データの開放拡大に

より、開放データの商品種類を 2021 年

110 種から 2022 年 115 種に 拡大した。 

2022 年、知的財産情報を活用して新

規サービスルールを開発しようとする 52

のプレ/初期創業者（企業）に 23 億ウォ

ン相当の IP データ 3,42 4 種を無償支援

し、投資誘致 14 件〈22 億ウォ ン〉、産業

財産権 29 件及び新規ビジネスモデル 8

件の創出という成果が見られ、それに伴

い 3 90 人の雇用創出が行われた。 

特許庁では、今後も政府機調に合致

した知的財産情報の開放・流通の活性

化のため、様々な支援政策を推進する

予定である。 

第一に、需要者にカスタマイズされた

知的財産情報商品を持続的に拡大開放

していく。国内特許情報サービス企業の

技術開発を促進するため、需要が多い

海外特許データ及び構築に多くの費用

がかかる学習データを開放し、民間の

新規 IP 商品発掘を支援する計画だ。 

第二に、KIPRISplus サービスの利用率

拡大のために Open API ユーザーマニュ

アルを構築し、利用者のニーズ 及び需

要の高いデータ商品に対する API 機能

を追加開発し、利用者の利便性を高め

る計画である。 

第三に、KIPRISplusを通じてサービスす

る知的財産情報に対するデータ整合性

検証など IP 情報開放データの品質改善、

開放データの意見集約、Ppen API 技術

支援など、国民便宜機能の改善及び高

品質の知的財産データの提供に努める

計画である。

 

５. 知的財産統計サービスの提供 

産業財産情報局 産業財産情報政策課 行政事務官 チェ・ジョンフン 

産業財産情報政策課 施設主事 ソン・レシン 

 

A. 推進背景及び概要 

財産情報は、国家や企業の未来の技

術競争力を支える重要な要素である。こ

れにより、特許庁では知的財産及び科

学技術分野の政策策定と特許技術動向

把握支援のため、迅速かつ正確な統計



 

 

の生産・分析及び普及業務を行ってい

る。 

B. 主な推進成果 

特許庁では、国内外の知的財産デー

タをもとに定期的に統計刊行物を発刊し

て普及している。まず、「知的財産統計

年報（国家統計 第 138001 号）」は 1976

年 8 月に初めて作成及び毎年 1 回発刊

し、現在まで知的財産統計に関するハ

ブの役割を果たしている。特に、2018 年

の年報には国家間比較が可能な統計

指標など 44 個の指標を追加し、23 個の

主要統計指標に対するインフォグラフィ

ックの適用で視認性を高めた。2022 年

には、年報内にインフォグラフィック形式

で収録されている「一目でわかる知的財

産統計」部分を追加改善し、ユーザーの

利便性を向上させた。年報統計と WIPO

国際統計を基にグローバル、出願人タイ

プ別、地域別、技術別、産業別の特許

動向情報を分析・整理した「特許で見る

統計動向」刊行物も発刊している。 

また、統計利用者が最近の知的財産

統計動向に簡単にアクセスして理解でき

るよう、意匠を強化した「知的財産統計

FOCUS」を 2013 年から年 2 回発行して

いる。 

一方、特許庁は、知的財産統計の普

及体系を強化するための活動として、

様々な加工が可能な基礎統計データの

オンラインサービスを運営・管理しており、

知的財産と産業・経済情報の連携点を

見つけるための努力として，'12 年から

製造業を中心に韓国標準産業分類

（KSIC）と国際特許分類（IPC）の連携表

を構築し、知的財産と産業・経済を連携

した研究の活性化に貢献した。 

韓国の知的財産統計の質を高めるた

め、国際協力業務も推進している。韓国、

米国、中国、日本、欧州など特許先進 5

カ国（IP5）と WIPO は、各庁の特許出願、

登録、審査関連統計と行政情報などを

含む「IP5 統計報告書」を毎年共同発行

しており、このために、IP5 統計実務グル

ープを構成し、運営している。2012 年、

韓国で第 1 回実務会議を皮切りに、中

国、日本、米国、欧州の順に開催し、特

許統計の発展方案について議論してお

り、特に 2022 年に IP5 統計実務グルー

プ会議を開催し、統計報告書の改善と

統計関連イシューの議論を主導するな

ど、注目すべき成果をあげた。 

C. 今後の発展方策 

特許庁は、一貫性のある統計のため

の統計算出及び生産体系を構築し、国

内外の出願人タイプ別の統計算出基盤

を構築するための研究を継続するなど、

知的財産統計サービスの先進化に向け

た様々な政策を推進する予定である。 
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第 1 節 産業財産権の出願全般 

１. 産業財産権の出願動向 

産業財産情報局 産業財産出願課 行政事務官 イ・ヨンジュン 

2022 年度の産業財産権出願件数は

合計 55 万 6，436 件（PCT、マドリード、

ハーグなどの国際出願を含む場合）で

2021 年度比と約 6.1％減少した。 

権利別に概観すると、特許出願は 23

万 7,633 件で、前年比約 0.2%減少し、実

用新案登録出願は 3,084 件で前年比約

23.01%減少した。意匠登録出願も 5 万

6,641 件で約 12.6%減少した。商標登録

出願は、25 万 9,078 件で、前年比約 9.4%

減少した。

表Ⅶ-1-1  最近５年間の権利別の出願現況        （単位：件，％） 

区分 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 

特許 209,992 218,975 226,759 237,998 237,633 

 増減率 （2.5） （4.3） （3.6） （5.0） （△0.2） 

実用新案 6,232 5,447 4,981 4,009 3,084 

 増減率 （△8.5） （△12.6） （△8.6） （△19.5） （△23.1） 

意匠 63,680 65,039 67,583 64,787 56,641 

 増減率 （0.4） （2.1） （3.9） （△4.1） （△12.6） 

商標 200,341 221,507 257,933 285,821 259,078 

 増減率 （9.5） （10.6） （16.4） （10.8） （△9.4） 

合計 480,245 510,968 557,256 592,615 556,436 

 増減率 （4.9） （6.4） （9.1） （6.3） （△6.1） 
* 出願書受付基準である。 

* PCT、マドリード、ハーグなど国際出願（指定官庁・指定国基準）を含む。 

第１章 

国内出願分野の現況 





 

 

産業財産権の年度別出願推移は、

2018 年 48 万件から 2019 年 51 万 1 千

件、2020 年 55 万 7 千件、2021 年 59 万

3 千件と着実に増加した後、2022 年 55

万 6 千件とやや減少した。 

 

最近継続的に上昇傾向にあった出願

が 2021 年最高値を記録した後、2022 年

に若干減少したもので、これは国内外の

景気低迷による不確実性の拡大の影響

で市場が全体的に低迷し、知的財産活

動に影響を与えたとみられる。

 

 

図Ⅶ-1-1  最近 5 年間の権利別出願の推移 

 

 

 

２. 外国人の出願現況 

産業財産情報局 産業財産出願課 行政事務官 イ・ヨンジュン 

2022 年韓国人・外国人の出願比率を概

観すると、韓国人の出願 86.6％で、外国

人の出願 13.4%という結果で、小幅の比

率の増減はあるが、概ね前年と同様の

出願比率を示した。 

権利別で前年比の増減率を概観すると、

特許登録出願は 4.1％増加し、実用新案

登録出願は 18.3％、意匠登録出願は

19.1％、商標登録出願は 53.2％とそれ

ぞれ減少した。 

  

2018 年        2019年        2020 年        2021年    2022年 

  青：合計  紫：特許  赤：商標  緑：意匠  オレンジ：実用 



 

 

表Ⅶ-1-2  韓国人・外国人別の出願現況  （単位：件，％） 

区分 

 
 

2021 年 2022 年 
前年比増減率 

件数 比率 件数 比率 

特許 

内国人 186,263 78.3 183,754 77.3 ᅀ 1.3 

外国人 51,735 21.7 53,879 22.7 4.1 

計 237,998 100.0 237,633 100 ᅀ 0.2 

実用新案 

内国人 3,642 90.8 2,784 90.3 ᅀ 23.6 

外国人 367 9.2 300 9.7 ᅀ 18.3 

計 4,009 100.0 3,084 100 ᅀ 23.1 

意匠 

内国人 59,959 92.5 51,428 92.9 ᅀ 14.2 

外国人 4,828 7.5 3,905 7.1 ᅀ 19.1 

計 64,787 100.0 55,333 100 ᅀ 14.6 

商標 

内国人 255,690 89.5 228,255 94.2 ᅀ 10.7 

外国人 30,131 10.5 14,113 5.8 ᅀ 53.2 

計 285,821 100.0 242,368 100 ᅀ 15.2 

合計 

内国人 505,554 85.3 466,221 86.6 ᅀ 7.8 

外国人 87,061 14.7 72,197 13.4 ᅀ 17.1 

計 592,615 100.0 538,418 100 ᅀ 9.1" 

*国内出願対象（ハーグ、マドリードは含まれていない） 

 

３．法人及び個人の出願現況 

産業財産情報局 産業財産出願課 行政事務官 イ・ヨンジュン 

2022 年の個人と法人の出願比率は、

それぞれ 33.9%と 66.1%で、2021 年の個

人 35.9%、法人 64%と比較すると、法人の

出願が若干増加した。権利別出願の現

況を見ると、法人の出願比率は、特許が

82.2% で 最 も 高 く 、 意 匠  57 ％ 、 商 標

50.3％、実用新案 39.7％の順であること

を把握した。 

表Ⅶ-1-3 法人・個人別の出願現況      （単位：件，％） 
区分 

 

法人 個人 全体 

2021 年 2022 年 増減率 2021 年 2022 年 増減率 2021 年 2022 年 増減率 

特許 
195,730 

（82.2） 

201,365

（（84.7） 
2.9 

42268 

（17.8） 

36,268 

（15.3） 

 

ᅀ 14.2 
237,998 237,633 ᅀ 0.2 

実 用 新

案 

1,460 

（36.4） 

1,223 

（39.7） 
ᅀ 16.2 

2,549 

（63.6） 

1,861

（60.3） 
ᅀ 27.0 4,009 3,084 ᅀ 23.1 

意匠 
34482 

（542） 

31,553 

（57.0） 
ᅀ 8.5 

29,165 

（45.8） 

23,780 

（43.0） 
ᅀ 18.5 63,647 55,333 ᅀ 13.1 

賞表 
137,817 

（51.0） 

121,930 

（53.0） 
ᅀ 11.5 

132,604 

（49.0） 

120,438 

（49.7） 
ᅀ 9.2 270,421 242,368 ᅀ 10.4 



 

 

計 
369,489 

（64.1） 

356,071 

（66.1） 
ᅀ 3.6 

206,586 

（35.9） 

182,347 

（33.9） 
ᅀ 11.7 576,075 538,418 ᅀ 6.5 

* （ ）内は法人・個人別の構成比である。 

 

４. 女性・学生の出願現況 

産業財産情報局 産業財産出願課 行政事務官 イ・ヨンジュン 

2022 年度の女性出願は 58,521 件で

前年度比 6.4%減少し、学生出願は 2,449

件で前年比 9.7％減少した。 

特許庁は女性出願拡大のために女

性のみを対象とした知的財産権教育を

全国的に実施しており、女性の発明アイ

デアが死蔵されることなく産業に積極的

に活用されるように、世界女性発明大会、

生活発明コリア、試作品製作支援、女性

発明品博覧会など様々な支援政策を継

続して推進している。 

また、学生の発明活動支援のために

大韓民国学生創造力チャンピオン大会、

大韓民国学生発明展、青少年発明家プ

ログラムなど様々な支援政策を推進して

いるが、2014 年に学生の減免対象が調

整されて以来、学生の出願件数は年々

減少している。 

 

表Ⅶ-1-4  女性及び学生の出願現況                      （単位：件，％） 

区分 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 

女性 
40,857 

（11.2） 

47,346 

（15.9） 

55,795 

（17.8） 

62,505 

（12.0） 

58,521 

（ᅀ 6.4） 

学生 
3,281 

（S6.9〉） 

2,852 

（ᅀ 13.1） 

2,712 

（ᅀ 4.9） 

2,711 

（0.0） 

2,449 

（ᅀ 9.7） 

*（  ）内は前年比の増減率である。 

 

５．代理人の有無別の出願状況 

産業財産情報局 産業財産出願課 行政事務官 イ・ヨンジュン 

2022 年度代理人による出願は合計

460,396 件で、産業財産権の出願全体で

ある538,418件に対して 85.5％を占めて

おり、出願人の直接出願は合計 78，022

件で、全出願の 14.5％を占めていること

が分かった。最近 5 年間の代理人によ

る出願の推移を見ると、全体の出願の

約 85%内外の水準を維持している。 

 

 



 

 

表Ⅶ-1-5  代理人の有無別の出願件数               （単位：件，％） 

区分 18 年 19 年 2020 年 2021 年 2022 年 

代理人出願 
393,122 

（84.5） 

413,383 

（83.8） 

454,027 

（83.8） 

483,668 

（84.0） 

460,396 

（85.5） 

直接出願 
71,893 

（15.5） 

80,147 

（16.2） 

88,002 

（16.2） 

92,407 

（16.0） 

78,022 

（14.5） 

計 
465,015 

（100） 

493,530 

（100） 

542,029 

（100） 

576,075 

（100） 

538,418 

（100） 

* （  ）内は代理人の有無別の構成比である。  

 

図Ⅶ-1-2  代理人の有無別の出願の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．主要国（米国、日本、中国、欧州）の特許出願現況 

産業財産保護協力局 国際協力課 工業書記 キム・ジョンギュ 

産業財産権主要 4 カ国（米・日・中・欧）

の最近 5 年間（2021 年）の特許出願動

向を見ると、2021 年に最も特許出願件

数が多い国は中国で、最近 5 年間の総

出願件数は 7,407,079 件となり、次いで

米国、日本、欧州（EPO）の順であること

が分かった。 

特に、中国は 2015 年に初めて年間出

願件数 100 万件以上を記録した後も、継

続的に増加し、多くの出願量を維持して

いる。2018 年に比べ 2019 年の特許出

願はやや減少したが、2020 年から再び

特許出願が増加し、10 年連続特許出願

件数基準で世界一位を占めた。米国は

2020 年比 2021 年の特許出願が若干減

少し、日本は 2014 年以降、特許出願が

持続的に減少する傾向を示している。 

 

代理人出願 

直接出願 

2018 年           2019 年            2020 年           2021 年       2022年 



 

 

表Ⅶ-1-6  主要国の最近 5 年間の特許出願現況            （単位：件，％） 

区分 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 

中国 
1,381,594 

（3.2） 

1.542,002 

（11.6） 

1,400,611 

（ᅀ 9.2） 

1,497,159 

（6.9） 

1,585,663 

（5.9） 

アメリカ 
606,956 

（0.2） 
597,141（ᅀ 1.6） 

621,453 

（4.1） 

597,172 

（ᅀ 3.9） 

591,473 

（ᅀ 1.0） 

日本 
318,481 

（0.0） 

313,567 

（ᅀ 1.5） 
307,969（ᅀ 1.8） 

288,472 

（ᅀ 6.3） 

289,200 

（0.3） 

欧州（EPO） 
166,585 

（4.5） 

174,397 

（4.7） 

181,479 

（4.1） 

180,346 

（ᅀ 0.6〉） 

188,778 

（4.7） 

* WIPO IP Statisfics Data Center 参考 

** （  ）は、前年比増減率 

 

７. 韓国の主要国（米国，日本，中国，欧州）への特許出願現況 

産業財産保護協力局 国際協力課 工業書記 キム・ジョンギュ 

表Ⅶ-1-7  過去 5 年間の韓国の主要国に対する特許出願現況   （単位：件，％） 

区分 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 
平 均 増 減

率）24） 

中国 

韓国人出願 
13,180

（ᅀ 4.2） 

13,875 

（5.3） 

16,019 

（15.5） 

16,725 

（4.4） 

17,691 

（5.8） 
7.6 

中国 

全体出願 

1,381,594 

（3.2） 

1,542,002 

（11.6） 

1,400,611 

（ᅀ 9.2） 

1,497,159 

（6.9） 

1,585,663 

（5.9） 
3.5 

アメリ 

カ 

韓国人出願 
35,565 

（ᅀ 4.8） 

33,961

（ᅀ 4.5） 

36424 

（7.3） 

37,490 

（2.9） 

36,909 

（ᅀ 1.5） 
0.9 

米国 

全体出願 

606,956 

（0.2） 

597,141 

（ᅀ 1.6） 

621,453 

（4.1） 

597,172 

（ᅀ 3.9） 

591,473 

（ᅀ 1.0） 
ᅀ 0.6 

日本 

韓国人出願 
4,735

（ᅀ 9.2） 

5,070 

（7.1） 

5,634 

（11.1） 

5,881 

（4.4） 

5,936 

（0.9） 
5.8 

日本 

全体出願 

318,481 

（0.0） 

313,567

（ᅀ 1.5） 

307,969 

（ᅀ 1.8） 

288,472

（ᅀ 6.3） 

289,200 

（0.3） 
ᅀ 2.0 

欧州 

（EPO） 

韓国人出願 
6,455

（ᅀ 5.4〉 

7,280 

（12.8） 

8,332 

（14.5） 

9,085 

（9.0） 

9,386 

（3.3） 
9.8 

欧州（EPO ）

全体出願 

166,585 

（4.5） 

174,397 

（4.7） 

181,479 

（4.1） 

180,346 

（ᅀ 0.6） 

188,778 

（4.7） 
3.2 

* WIPO IP Statisfics Data Center 参考 

** （  ）は、前年比増減率 

---------------------------------------------------------- 

24） 2017～2021 年 5 年間の増減率の平均 



 

 

第 2 節 権利別・産業部門別の出願 

１．特許・実用新案の登録出願状況 

産業財産情報局 産業財産情報政策課 行政書士 チェ・ジョンフン 

産業財産情報政策課 施設主事 ソン・レシン 

 

特許出願の産業部門別構成比を見る

と、内国人は、コンピュータプログラミン

グ、情報サービス業（12.5%）、医療用機

器（眼鏡、レンズを含む）製造業（6.0%）、

事務用以外の一般機械造業（5.7％〉分

野の順に多く出願され、外国の場合は、

医療用物質及び医薬品製造業（13.0%）、

通信及び放送機器製造業（7.4%）、半導

体製造業（6.9%）の各分野の順に多く出

願されていることが分かった。 

また、実用新案登録出願の産業部門

別の構成比を見れば、韓国人はその他

製品製造業（9.1%）、家庭用機器製造業

（8.9%）、ゴム製品及びプラスチック（6.9%）

の各分野の順で多く出願されており、外

国人の場合は事務用以外の一般機械

製造業（12.7%）、医療用機器製造業（メ

ガネ、レンズ含む）製造業（10.0%）、家庭

用機器製造業（8.7%）の各分野の順で多

く出願されたものと分かった。

表Ⅶ-1-8  産業部門別の特許・実用新案登録出願の現況  （単位：件，％） 

区分（特許） 韓国人 外国人 計 

件

数 

構成比 件数 構成比 件数 構成比 

農林漁業 2,828 1.5 221 0.4 3,049 1.3 

鉱業 261 0.1 64 0.1 325 0.1 

食料品製造業 4,476 2.4 322 0.6 4,798 2.0 

飲料製造業 121 0.1 18 0.0 139 0.1 

タバコ製造業 955 0.5 670 1.2 1,625 0.7 

繊維製品製造業 359 0.2 116 0.2 475 0.2 

衣類、衣類付属品及び毛皮製品の製造

業 

675 0.4 52 0.1 727 0.3 

皮革・鞄・靴製造業 563 0.3 120 0.2 683 0.3 

木材及び木材製品製造業;家具を除く 604 0.3 27 0.1 631 0.3 

パルプ、紙及び紙製品製造業 129 0.1 66 0.1 195 0.1 

印刷及び記録媒体複製業 158 0.1 45 0.1 203 0.1 

コークス、練炭及び石油精製製品製造

業 

208 0.1 139 0.3 347 0.1 

基礎化学物質製造業 1,499

円 

0.8 1,150

円 

2.1 2,649 1.1 

肥料及び窒素化学品製造業 187 0.1 11 0.0 198 0.1 

合成ゴム及びプラスチック材料製造業 2,411 1.3 2,217 4.1 4,628 1.9 

農薬及びその他農薬製造業 312 0.2 157 0.3 469 0.2 

インク、塗料コーティング剤及び類似製

品製造業 742 0.4 307 0.6 1,049 0.4 

 



 

 

区分（特許） 

韓国人 外国人 計 

件数 
構成

比 
件数 

構成

比 
件数 構成比 

洗剤、化粧品及び光沢剤製造業 2,056 1.1 465 0.9 2,521 1.1 

その他化学製品製造業 1,839 1.0 1,121 2.1 2,960 1.2 

化学繊維製造業 191 0.1 80 0.1 271 0.1 

医療用物質及び医薬品製造業 7,867 4.3 7,021 13.0 14,888 6.3 

ゴム製品及びプラスチック 3,899 2.1 920 1.7 4,819 2.0 

非金属鉱物製品製造業 4,301 2.3 1,321 2.5 5,622 2.4 

1 次鉄鋼製造業 1,023 0.6 622 1.2 1,645 0.7 

1 次非鉄金属製造業 23 0.0 12 0.0 35 0.0 

金属鋳造業 180 0.1 55 0.1 235 0.1 

構造用金属製品、タンク、蒸気発生器製造業 547 0.3 105 0.2 652 0.3 

武器及び層状砲弾製造業 270 0.1 64 0.1 334 0.1 

その他金属加工製品製造業 2,051 1.1 656 1.2 2,707 1.1 

半導体製造業 5,685 3.1 3,723 6.9 9,408 4.0 

電子部品製造業 3,098 1.7 1,751 3.2 4,849 2.0 

コンピュータ及び周辺機器製造業 3,096 1.7 857 1.6 3,953 1.7 

通信・放送機器製造業 9,639 5.2 3,977 7.4 13,616 5.7 

映像及び音響機器製造業 4,345 2.4 2,075 3.9 6,420 2.7 

磁気・光学媒体製造業 49 0.0 24 0.0 73 0.0 

医療用機器（眼鏡，レンズを含む）製造業 11,104 6.0 2,846 5.3 13,950 5.9 

測定、試験、成形、制御、およびその他の精密

機器製造業 
9,687 5.3 2,544 4.7 12,231 5.1 

写真機器及びその他の光学機器製造業 2,029 1.1 1,917 3.6 3,946 1.7 

時計及び時計部品製造業 87 0.0 86 0.2 173 0.1 

電動機、発電機及び電気変換、供給、制御装置

製造業 
2,261 1.2 553 1.0 2,814 1.2 

一次電池及び蓄電池製造業 6,673 3.6 1,693 3.1 8,366 3.5 

絶縁線及びケーブル製造業 2,022 1.1 505 0.9 2,527 1.1 

電球及び照明器具製造業 1,034 0.6 99 0.2 1,133 0.5 

家庭用機器製造業 4,271 2.3 403 0.7 4,674 2.0 

その他電気機器製造業 2,100 1.1 254 0.5 2,354 1.0 

事務用機械及び装置製造業 411 0.2 130 0.2 541 0.2 

事務用以外の一般機械製造業 10,475 5.7 2,522 4.7 12,997 5.5 

特殊機械製造業 8,070 4.4 2,728 5.1 10,798 4.5 

自動車製造業 6,503 3.5 1,094 2.0 7,597 3.2 

船舶製造業 1,662 0.9 219 0.4 1,881 0.8 

鉄道機器製造業 403 0.2 57 0.1 460 0.2 

航空機製造業 579 0.3 90 0.2 669 0.3 

戦闘用車両製造業 8 0.0 0 0.0 8 0.0 

二輪車製造業 149 0.1 10 0.0 159 0.1 

 



 

 

区分（特許） 

韓国人 外国人 計 

件数 
構成

比 
件数 

構成

比 
件数 構成比 

その他分類されていない輸送機 294 0.2 34 0.1 328 0.1 

家具製造業 1,220 0.7 47 0.1 1,267 0.5 

その他製品製業 4,176 2.3 518 1.0 4,694 12.0 

電気、ガス、蒸気、水道 933 0.5 131 0.2 1,064 0.4 

下水、廃棄物処理、原料再生、環境復元 1,594 0.9 137 0.3 1731 0.7 

建設業、建築技術サービス 4,516 2.5 134 0.2 4,650 12.0 

コンピュータプログラミング、情報サービス業 23,015 12.5 2,539 47 25,554 10.8 

その他 11,824 6.4 2,045 3.8 13,869 5.8 

総合計 183,747 100 53,886 100 237,633 100 

* 特許出願取下げ・放棄、IPC 未分類の件を含む 

 

区分（実用新案） 
韓国人 外国人 計 

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 

農林水産業 191 6.9 0 0.0 191 6.2 

鉱業 1 0.0 0 0.0 1 0.0 

食料品製造業 22 0.8 3 1.0 25 0.8 

飲料製造業 0 0.0 1 0.3 1 0.0 

タバコ製造業 4 0.1 2 0.7 6 0.2 

繊維製品製造業 1 0.0 1 0.3 2 0.1 

衣類、衣類付属品及び毛皮製品の製造業 112 4.0 5 1.7 117 3.8 

皮革・鞄・靴製造業 65 2.3 5 1.7 70 2.3 

木材及び木製品製造業;家具を除く 39 1.4 0 0.0 39 1.3 

パルプ、紙及び紙製品製造業 6 0.2 0 0.0 6 0.2 

印刷及び記録媒体複製業 17 0.6 0 0.0 17 0.6 

コークス、練炭及び石油精製製品製造業 2 0.1 0 0.0 2 0.1 

基礎化学物質製造業 1 0.0 1 0.3 2 0.1 

洗剤、化粧品及び光沢剤製造業 5 0.2 0 0.0 5 0.2 

その他化学製品製造業 4 0.1 0 0.0 4 0.1 

医療用物質及び医薬品製造業 1 0.0 0 0.0 1 0.0 

ゴム製品及びプラスチック 191 6.9 15 5.0 206 6.7 

非金属鉱物製品製造業 94 3.4 5 1.7 99 3.2 

1 次鉄鋼製造業 5 0.2 0 0.0 5 0.2 

金属鋳造業 2 0.1 1 0.3 3 0.1 

構造用金属製品、タンク、蒸気発生器製造業 10 0.4 1 0.3 11 0.4 

武器及び銃砲弾製造業 8 0.3 0 0.0 8 0.3 

 

 

 

  



 

 

区分（実用新案） 
韓国人 外国人 計 

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 

その他金属加工製品製造業 78 2.8  2.3 85 2.8 

半導体製造業 4 0.1  3.7 15 0.5 

電子部品製造業 12 0.4  1.0 15 0.5 

コンピュータ及び周辺機器製造業 31 1.1  1.7 36 1.2 

通信・放送機器製造業 14 0.5  2.0 20 0.6 

映像及び音響機器製造業 29 1.0 1 0.3 30 1.0 

磁気・光学媒体製造業 0 0.0  0.0 - 0.0 

医療用機器（眼鏡，レンズを含む）製造業 18

0 

6.5  10.0 21

0 

6.8 

測定、試験、成形、制御、およびその他の精密

機器製造業 

60 2.2  4.3 73 2.4 

写真機器及びその他の光学機器製造業 7 0.3  3.0 16 0.5 

時計及び時計部品製造業 4 0.1  0.3 5 0.2 

電動機、発電機及び電気変換、供給、制御装置

製造業 

23 0.8  1.7 28 0.9 

一次電池及び蓄電池製造業 9 0.3  4.0 21 0.7 

絶縁線及びケーブル製造業 46 1.7  4.0 58 1.9 

電球及び照明器具製造業 50 1.8  4.0 62 2.0 

家庭用機器製造業 24

9 

8.9  8.7 27

5 

8.9 

その他電気機器製造業 15 0.5  0.0 15 0.5 

事務用機械及び装置製造業 6 0.2  0.0 6 0.2 

事務用以外の一般機械製造業 139 5.0  12.7 17

7 

5.7 

特殊機械製造業 13

3 

4.8  4.7 14

7 

4.8 

自動車製造業 73 2.6  3.3 83 2.7 

船舶製造業 16 0.6  0.7 18 0.6 

鉄道機器製造業 4 0.1  0.0 4 0.1 

航空機製造業 10 0.4  0.0 10 0.3 

二輪車製造業 4 0.1  0.0 4 0.1 

その他分類されていない輸送機器製造業 22 0.8  2.3 29 0.9 

家具製造業 15

2 

5.5  2.3 15

9 

5.2 

その他製品製造業 252 9.1  4.3 26

5 

8.6 

電気、ガス、蒸気、水道 16 0.6  0.3 17 0.6 

下水、廃棄物処理、原料再生、環境復元 22 0.8  1.3 26 0.8 

建設業、建築技術サービス 15

0 

5.4  1.7 15

5 

5.0 

コンピュータプログラミング、情報サービス業 27 1.0  0.3 28 0.9 

その他 16

6 

6.0  1.7 17

1 

5.5 

総合計 2,784 100  100 3,084 100 

* 特許出願取下げ・放棄，IPC 未分類の件を含む 

 

 

 

  



 

 

２．商標登録の出願現況 

産業財産情報局 産業財産出願課 行政事務官 イ・ヨンジュン 

NICE 分類による 2022 年度商標登録

出願の現況を見ると、韓国人はサービ

ス業が 48.2%で最も高い出願比率を示し、

機械、電気機械、輸送機械器具が 11.6%，

菓子、食品、飲料と化学品、医薬品、化

粧品がそれぞれ 11.1%，10.3%と比較的

高い出願比率を示した。 

外国人の場合もサービス業が 30%で

最も高く、次いで機械・電気機械・輸送

機械器具が 21.9%、化学品・医薬品・化

粧品が 13.8%と続いた。

表Ⅶ-1-9  NICE 分類別の商標登録の出願現況        （単位：件，％） 

区分 
韓国人 外国人 計 

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 

化学品、医薬品、化粧品 27,566 10.3 3,033 13.8 30,599 10.5 

一般金属材、建築材料、手動機器類、非金属

製建築材料 
2,643 1.0 303 1.4 2,946 1.0 

機械、電気機械、輸送機械器具 31,177 11.6 4,821 21.9 35,998 12.4 

繊維、繊維製品、衣類 15,980 6.0 1,843 8.4 17,823 6.1 

家具、敷物類、台所用品 10,560 3.9 1,055 4.8 11,615 4.0 

貴金属、時計、皮革、バッグ類 7,812 2.9 886 4.0 8,698 3.0 

楽器、おもちゃ、スポーツ用品、タバコ 5,879 2.2 1,168 5.3 7,047 2.4 

紙、文房具、印刷物 6,209 2.3 502 2.3 6,711 2.3 

菓子、食品、飲料 29,883 11.1 1,682 7.6 31,565 10.9 

ゴム、プラスチック材料 573 0.2 94 0.4 667 0.2 

サービス業 129,422 48.2 6,600 30.0 136,022 46.9 

その他 630 0.2 2 0.0 632 0.2 

計 268,334 100.0 21,989 100.0 290,323 100.0 

* 国内出願の対象（マドリード含む）、多種類基準（出願１件当たり複数の種類も集計されている） 

 

３. 意匠登録の出願現況 

産業財産情報局 産業財産出願課 行政事務官 イ・ヨンジュン 

2022 年度の意匠登録出願の現況を

見ると、韓国人は文房具、事務用品、美

術材料、教材 8.0％，物品運送・荷扱い

用包装及び容器 7.7％、医療や服飾雑

貨が 7.7%で比較的高い出願率を示した。

外国人は、記録、通信及びデータ処理

機器 18.1%、医療及び服飾雑貨用品

7.5％、その他の類に指定されていない

機械 7.4％で比較的高い出願率を示した。

また韓国人・外国人を含む全体では、服

飾雑貨用品が 7.7％，物品輸送・荷扱い

用包装及び容器が 7.4％、文房具、事務

用品、美術材料、教材が 7.3％の順に高

い出願比率を示した。 



 

 

表Ⅶ-1-10  ロカルノ分類法による意匠登録出願の現況 

区分 韓国人 外国人 計 

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 

食料品 361 0.7 24 0.5 385 0.7 

衣料品及び服飾雑貨用品 3,979 7.7 389 7.5 4,368 7.7 

他の類で明記されていない旅行用品、ケー

ス、パラソル及び身の周り品 

2,083 4.0 193 3.7 2,276 4.0 

ブラシ製品 166 0.3 27 0.5 193 0.3 

繊維製品、人造・天然シート織物類 2,148 4.2 18 0.3 2,166 3.8 

家具及び寝具類 3,534 6.9 198 3.8 3,732 6.6 

他の類で明記されていない家庭用品 2,622 5.1 260 5.0 2,882 5.1 

工具及び金物類 1,586 3.1 110 2.1 1,696 3.0 

物品運送・荷扱い用包装及び容器 3,988 7.7 215 4.2 4,203 7.4 

時計、携帯用時計、そのほかの計測器具、

検査器具及び信号器具 

875 1.7 244 4.7 1,119 2.0 

装飾用品 2,483 4.8 148 2.9 2,611 4.6 

運送または昇降の手段 1,486 2.9 339 6.6 1,825 3.2 

電気の発電供給または変電のための装置 1,426 2.8 227 4.4 1,653 2.9 

記録、通信及びデータ処理機器 3,093 6.0 938 18.1 4,031 7.1 

他の類で明記されていない機械 1,549 3.0 383 7.4 1,932 3.4 

写真撮影機、映像撮影機及び光学機器 414 0.8 91 1.8 505 0.9 

楽器 35 0.1  0.0 35 0.1 

印刷及び事務用機械 191 0.4 11 0.2 202 0.4 

文房具、事務用品、美術材料、教材 4,115 8.0 42 0.8 4,157 7.3 

販売及び広告用機器、表示板 392 0.8 9 0.2 401 0.7 

遊戯用品、玩具、テント及び運動用品 1,839 3.6 227 4.4 2,066 3.6 

武器化学製品、狩猟、釣り及び害虫駆除用

品 

435 0.8 53 1.0 488 0.9 

流体供給機器、衛生、暖房、換気及び空調

機器，個体燃料 

2,561 5.0 200 03.9 2,761 4.9 

医療及び実験室用器具 1,652 3.2 260 5.0 1,912 3.4 

建築ユニットおよび建設資材 3,566 6.9 48 0.9 3,614 6.4 

照明機器 1,862 3.6 132 2.6 1,994 3.5 

タバコ及び喫煙用品 66 0.1 40 0.8 106 0.2 

医薬品及び化粧品、浴室・美容用品及び機

器 

1,120 2.2 227 4.4 1,347 2.4 

消防、事故防止及び救助用装置及び装備 221 0.4 15 0.3 236 0.4 

動物管理及び飼育用品 789 1.5 26 0.5 815 1.4 

他の類で明記されていない食品または飲料

処理用機械及び器具 

206 0.4 52 1.0 258 0.5 

グラフィックシンボル、ロゴ、表面模様及び

装飾 

- - 1 0.0 1 0.0 

未分類 648 1.3 23 0.4 671 1.2 

計 51,471 100.0 5,170 100.0 56,641 100.0 

* 国内出願対象（ハーグは含まず） 

  



 

 

 

第 3 節 公共機関及び大学の特許出願 

１. 公共機関の特許出願現況 

産業財産情報局 産業財産出願課 行政事務官 イ・ヨンジュン 

公共機関の特許出願は 2022 年 11、

267 件で、前年比 0.1%減少した。2018 年

から 2022 年まで公共機関の中で特許多

出願 1 位の機関は、9,738 件を出願した

韓国電子通信研究院である。公共機関

全体の出願の 18.4%を占めており、次い

で韓国電力公社、韓国生産技術研究院、

国防科学研究所、韓国科学技術研究院

の順となっている。 

 

表Ⅶ-1-11  公共機関の特許出願現況             （単位：件、％） 

年度 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 

 公共機関の特許出願 9,648 10,252 10,427 11,278 11,267 

前年比の増減率 ᅀ 0.4 6.3 1.7 8.2 ᅀ 0.1 

* 出願受理基準，代表出願人基準 

表Ⅶ-1-12  公共機関の特許多出願ランキング        （単位：件、％） 

順位 機関名 2018～2022 出願件数 特許占有率 

1 韓国電子通信研究院 9.738 18.4 

2 韓国電力公社 4.345 8.2 

3 韓国生産技術研究院 3,086 5.8 

4 防衛科学研究所 2,560 4.8 

5 韓国科学技術研究院 2,417 4.6 

その他 その他 30,726 58.1 

合計 - 52,872 100.0 

* 公共機関：公共機関、研究機関、公企業などを含む 

２．大学の特許出願現況 

産業財産情報局 産業財産出願課 行政事務官 イ・ヨンジュン 

大学の特許出願は 2022 年 17,715 件

で、前年比 5 件減少した。2018 年から

2022 年まで大学で特許多出願 1 位の大

学は、4,577 件を出願した韓国科学技術

院で、大学全体の出願の 5.2%を占めて

おり、高麗大学、ソウル大学がそれぞれ

2 位と 3 位を占めている。 

上位 5 位までの大学が占める割合が

22.7%で、知名度の高い一部の理工系大

学の特許出願の割合が比較的高いこと

が分かった。



 

 

 

表Ⅶ-1-13  大学の特許出願の現況          （単位：件，％） 

* 出願受理基準、代表出願人基準 

表Ⅶ-1-14  大学の特許多出願ランキング        （単位：件、％） 

* 大学：大学、学校法人などを含む 

第 4 節 韓国人・外国人の地域別・企業別の出願 

１. 韓国人の出願状況 

産業財産情報局 産業財産出願課 行政事務官 イ・ヨンジュン 

A. 地域別出願状況 

2022 年度内国人出願合計 466,279 件

のうち、ソウル・仁川・京畿の首都圏が

323、766 件で全体の出願の 69.4%を占

めており、その他の地域が 152,513 件で

30.6%を占めていることが分かった。これ

は、ほとんどの国内企業が首都圏に本

社を置き、本社住所地として出願してい

るため首都圏の出願件数が集中してい

るものと判断される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 

大学特許出願 17,412 16,871 17,584 18,730 17,715 
前年比増加率 0.0 

ᅀ 3.1 
4.2 6.5 

ᅀ 5.4 

順位 機関名 2018～2022 出願件数 占有率 

1 韓国科学技術院 4,577 5.2 

2 高麗大学 4,264 4.8 

3 ソウル大学 4,214 4.8 

4 延世大学 4,065 4.6 

5 漢陽大学 2,897 3.3 

その他 その他 68,295 77.3 

合計 — 88,312 100.0 





 

 

表Ⅶ-1-15  韓国人による地域別の出願現況                 （単位：件，％） 

* ハーグ、マドリードの場合、その他に分類、代表出願人の国籍基準 

図Ⅶ-1-3  韓国人の地域別の出願の推移         （単位：件、％） 

 

 

 

 

区分 

特許 実用新案 意匠 商標 合計 占有率 

2021

年 
2022 年 

2021

年 

2022

年 
2021 年 2022 年 2021 年 2022 年 21 年 2022 年 

2021

年 
22 年 

ソウル 54,169 54,236 764 635 18,773 16,127 115,250 100,010 188,956 171,008 37.4 36.7 

釜山 6,473 6,160 164 122 2,764 2,469 9,713 9,071 19,114 17,822 3.8 3.8 

大邱 5,065 4,681 130 100 2,757 2,443 6,490 6,009 14,442 13,233 2.9 2.8 

仁川 6,932 6,947 230 183 3,430 2,872 10,557 10,337 21,149 20,339 4.2 4.4 

光州 3,575 3,372 75 53 816 742 3,340 2,979 7,806 7,146 1.5 1.5 

大田 11,390 11,120 192 121 1,350 1,301 5,237 5,338 18,169 17,880 3.6 3.8 

蔚山 2,225 2,215 42 29 533 434 1,751 1,813 4,551 4,491 0.9 1.0 

京畿 57,850 57,883 1,305 946 19,181 16,389 65,081 57,201 143,417 132,419 28.4 28.4 

江原 2,900 2,775 71 53 891 759 4,554 4,388 8,416 7,975 1.7 1.7 

忠北 4,289 3,984 87 76 1,177 1,123 4,559 3,781 10,112 8,964 2.0 1.9 

忠南 7,317 7,339 99 68 2,002 1,678 5,703 5,219 15,121 14,304 3.0 3.1 

全北 4,375 3,980 100 54 1,004 812 4,317 3,389 9,796 8,235 1.9 1.8 

全羅 4,063 3,957 58 61 942 796 3,205 3,180 8,268 7,994 1.6 1.7 

慶北 6,715 6,374 141 105 1,626 1,297 5,585 5,417 14,067 13,193 2.8 2.8 

慶南 6,980 6,757 141 146 1,817 1,440 5,810 5,781 14,748 14,124 2.9 3.0 

済州 1,029 1,023 20 13 487 477 3,170 2,969 4,706 4,482 0.9 1.0 

世宗 905 938 22 19 318 267 1,343 1,338 2,588 2,562 0.5 0.5 

その他 1 13 1  91 45 25 50 128 108 0.0 0.0 

計 186,263 183,754 3,642 2,784 59,959 51,471 255,690 228,270 505,554 466,279 100.0 100.0 
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B. 国内多出願企業別の出願状況 

2022 年度の国内多出願企業のうち、

上位 10 社の出願件数は合計 34,622 件

で、全企業の 13％を占めており、特に特

許出願の場合、上位 10 社の多出願企

業の出願件数が国内企業全体の出願

118,197 件中 31,297 件で 26.5%を占めて

いる。 

多出願企業を見ると、サムスン電子、

LG 電子、現代自動車、LG エネルギーソ

リューション、サムスンディスプレイが 1

～5 位を占めた。 

表Ⅶ-1-16  国内 10 大多出願企業の出願状況（単位：件，%） 

順位 企業名 特許 実用 意匠 商標 合計 

1 サムスン電子株式会社 11,417 
 

  443 156 12,016 

2 LG 電子株式会社 4,723  718 173 5,614 

3 現代自動車株式会社 2,983  223 296 3,502 

4 株式会社 LG エナジーソリューション 3,384 2 36 8 3,430 

5 サムスンディスプレイ株式会社 3,145  36 22 3,203 

6 株式会社 LG 化学 1,623   3 1,626 

7 LG ディスプレイ株式会社 1,513  75 10 1,598 

8 現代モービス株式会社 1,322  140  1,462 

9 株式会社 LG 生活健康 166 10 111 863 1,150 

10 SEMES 株式会社 1,021    1,021 

小計 

（国内企業全体の出願中の占有率） 

31,297 

（26.5） 
12 

（0.0） 1,782（1.5） 1,531（1.3） 34,622（13.7） 

国内企業全体の出願合計 118,197 838 26,694 106,002 251,731 

 

２. 外国人出願状況 

産業財産情報局 産業財産出願課 行政事務官 イ・ヨンジュン 

A. 出願人の国籍別出願状況 

2022 年度の多出願国を見ると、2021

年度までの多出願国の順位は 2021 年

度と同様、米国が 1 位、日本が 2 位を占

め、外国人全体（法人を含む）の出願の

49.4%を占めて、依然として強みを見せて

いる。１位から５位までの多出願国の順

位は、2021 年と同じ順位を維持している。 

 

  



 

 

表Ⅶ-1-17  外国（法）人の国籍別の出願状況        （単位：件，％） 

順位 区分 特許 実用 意匠 商標 
計 

件数 占有率 

1 アメリカ 
2022 年 17,679 1 1,576 7,618 26,884 29.8 

2021 年 15,503 21 1,326 7,226 24,076 27.7 

2 日本 
2022 年 13,860 18 745 3,068 17,691 19.6 

2021 年 14,164 30 825 2,880 17,899 20.6 

3 中国 
2022 年 6,320 176 1,149 7,462 15,107 16.8 

2021 年 6,294 158 1,280 8,014 15,746 18.1 

4 ドイツ 
2022 年 3,703 8 208 1,812 5,731 6.4 

2021 年 3,738 4 180 1,677 5,599 6.4 

5 フランス 
2022 年 1,688  249 1,271 3,208 3.6 

2021 年 1,688 3 247 1,261 3,199 3.6 

6 イギリス 
2022 年 1,447 7 113 1,344 2,911 3.2 

2021 年 1,320 5 75 1,078 2,478 2.8 

7 スイス 
2022 年 1,633 2 238 1,005 2,878 3.2 

2021 年 1,420 1 193 1,095 2,709 3.1 

小計 
2022 年 46,330 222 4,278 2,358 53,188 59.0 

2021 年 44,067 222 4,126 23,231 71,646 82.3 

その他の国 
2022 年 7,549 78 892 7,228 15,747 17.5 

2021 年 7,668 145 702 6,900 15,415 17.7 

計 
2022 年 53,879 300 5,170 30,808 90,157 100.0 

2021 年 51,735 367 4,828 30,131 87,061 100.0 

 

B. 多出願企業別の出願状況 

外国人 10 大多出願企業は、米国企

業 5 社、日本 3 社、中国 2 社が含まれ

ている。多出願ランキングを見ると、米

国のアップル・インコーポレイテッドが 1

位、クアルコム・インコーポレイテッドが 2

位、アプライド・マテリアル、3 位はリアル

ズ・インコーポレイテッド、4 位は日本の

株式会社半導体エネルギー研究所、5

位は中国のファーウェイ・テクノロジーカ

ンパニーリミテッドである。

 

表Ⅶ-1-18  外国人多出願企業上位 10 社別の出願現況     （単位：件） 

順

位 
出願人。 国籍 特許 実用 意匠 商標 合計 

1 アップル・インコーポレイテッド アメリカ 573  304 12 889 

2 クアルコム・インコーポレイテッド アメリカ 857   18 875 

3 アプライド・マテリアルズ・インコーポレイテッド アメリカ 683 1 22 3 709 

4 東京エレクトロン株式会社 日本 707  1  708 

5 ファーウェイ・テクノロジーカンパニーリミテッド 中国 594  27 62 683 

6 株式会社半導体エネルギー研究所 日本 608    608 

7 グーグル LLC アメリカ 468  44 17 529 

8 ラムリサーチ・コーポレーション アメリカ 484  38 1 523 

9 日東電工株式会社 日本 505    505 

10 マイクロンテクノロジー・インコーポレイテッド 中国 438    438 



 

 

 

 

第 1 節 PCT 国際出願 

１. 世界の PCT 国際出願の現況 

産業財産情報局 産業財産国際出願課 行政事務官 ソン・ギュヒョン 

WIPO の統計資料（暫定）によると、

2022 年の PCT システムを利用した国際

特許出願は、2021 年の 277,500 件に比

べて 0.05％減少した 277,354 件を記録し

た。これにより、PCT 国際出願は 2013

年の 20 万件達成以来、10 年間で 20 万

件を超え、発明の海外特許出願のため

のツールとして年々重要性を増している。 

最近の PCT 国際出願の動向及び増

加傾向で見られる興味深い現象は、ア

ジア諸国が全体の出願に占める割合が

持続的に増加していることである。韓国

は 2021 年に比べて 6.5%増加し、22,023

件の PCT 国際出願を記録して 4 位の座

を維持しており、中国は 2021 年に比べ

て 0.7%増加した 70,001 件で、4 年連続で

世界 1 位になった。一方、米国の PCT

国際出願は 2021 年 59,570 件に比べて

1.5％減少した 58,651 件となった。 

3 位の日本は 2021 年比で 0.2％増の

50,344 件の出願を記録し、5 位と 6 位の

ドイツ、フランスもそれぞれ 1.2％，5.0％

増となった。 

大陸別に占める出願比率を見ると、

2022 年の PCT 国際出願全体において、

アジア諸国は 54.8％を占め、全体の半

分を占めた。一方、北米は 22.1％、欧州

は 21.7％を占め、2021 年の 22.4%、

22.0％と比較して若干減少した。このよ

うなアジア諸国の PCT 国際出願の割合

の増加は、中国の急増と相まってしばら

く続くものと予想される。 

 

 

 

 

  

第２章 

PCT、マドリード、ハーグ国際出願分野 



 

 

 

図Ⅶ-2-1  全世界での PCT 国際出願の現況         （単位：件） 

 

* 出典：PTC 年次レビュー（2022 年の数値は 2023.4.WIPO 発表（暫定）資料） 

図Ⅶ-2-2  2022 年度の全世界での PCT 多出願国ランキング    （単位：件） 

 

* 出典：PTC 年次レビュー（2022 年の数値は 2023.4.WIPO 発表（暫定）資料） 

  

中国 

米国 

日本 

韓国 

ドイツ 

フランス 

英国 

スイス 

スウェーデン 

オランダ 

2014 年  2015 年    2016 年   2017 年   2018 年   2019 年   2020 年    2021 年   2022 年 



 

 

図Ⅶ-2-3  2022 年度の全世界での PCT 多出願企業ランキング   （単位：件） 

 

出典：WIPO 統計システム（2023.2. WIPO 発表（暫定）資料） 

 

２. 韓国の PCT 国別出願の現状と展望 

産業財産情報局産業財産国際出願課行政事務官ソン・ギュヒョン 

A. 内国人の PCT による海外出願（受理官庁） 

2022 年に韓国特許庁が受理官庁 25)として受理した国際出願は 21，91626) 件で、

2021 年の 20、528 件に比べて 6.8%の増加率を示した。 

韓国が持続的な増加傾向を続けるこ

とができる要因としては、海外特許出願

のための方法として PCT 制度の有用性

に対する認識の拡大と、困難な世界経

済状況の中でも海外で特許権を確保し

て競争力を高めるために最善を尽くす

韓国企業、研究所、大学などの絶え間

ない努力の結果であると言える。

 
25) 国際出願を受理する国内（または地域）官庁であり、韓国出願人の場合、通常、韓国特許庁、

国際事務局も受理官庁としての役割を果たす。 
26) 韓国特許庁受理日基準統計として、例『0 統計（国際事務局受理日基準）と差異が発生する可

能性がある。 
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ただし、最近の韓国の特許出願及び特

許権確保の傾向を見ると、必要な特許

だけを選別して出願し、確保する傾向が

強くなっており、PCT 国際出願も影響を

受けると予想される。したがって、特許

庁は、PCT 国際出願の増加傾向が継続

的に維持されるようにするため、高水準

の国際調査及び国際予備審査機関の

役割を果たし、PCT 国際出願制度を簡

単かつ便利に利用できるようにサービス

とシステムを継続的に整備・改善する一

方、PCT 国際出願説明会の開催，地域

知的財産センター職員及び地域企業人

を対象にしたカスタマイズされた国際出

願教育などの政策的努力を行っている。

 

表Ⅶ-2-1  韓国の PCT 国際出願件数          （単位：件，％） 

年度 
区分 

2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2020 年 2020 年 2021 年 2022 年 

出願件数 13,138 14,594 15,595 15,790 16,991 18,885 19,675 20,528 21,916 

増加率 5.6 11.1 6.8 1.2 7.6 11.1 4.2 4.3 6.8 

* 韓国特許庁受付日基準で WIPO 統計（国際事務所受付日基準）と差が発生する可能性あり。 

** 出典：特許庁特許情報統計システム 

図-2-4 韓国の PCT 国際出願の現況 

* 韓国特許庁受付日基準で WIPO 統計（国際事務所受付日基準）と差が発生する可能性あり。 

** 出典：特許庁特許情報統計システム 

 

B. 国内 10 大 PCT 多出願法人（企業）

の現況 

2022 年の国内 PCT 出願法人（企業）

別現況で、サムスン電子が 1 位（4,414

件）を占め、LG 電子（2,034 件）が 2 位に

続いた。昨年 1 位を獲得したサムスン電

子がその座を維持し、PCT 国際出願最

多企業となり、サムスン電子と LG 電子

はともに 2021 年比で出願件数が増加し

た。前年比で 10 位のうち 8 社は出願が

増加し、KT&G、クーパン、サムスンディ

スプレイは 2021 年よりも高い順位を占

めた。大学及び研究所分野では、ソウ



 

 

ル大学産学協力団が 176 件で 8 位にラ

ンクインした。ただし、高麗大学産学協

力団が 152 件出願し、2021 年の 139 件

に比べ 9.4％増加したが、2022 年は 11

位で 2021 年の 10 位から一段下がった。

このように、大学・研究機関としては 1 つ

の大学が 2022 年 10 位以内に入った。 

10 大多出願企業の出願件数は 9，

564 件で、全出願件数の 43.6％の割合

を占め、前年度 41.1%に比して増加し、

サムスン電子、LG 電子などの大企業が

PCT 国際出願の大部分を占める現象が

続いている。

図-2-5 2022 年度国内多出願法人（企業）別 PCT 国際出願現況（単位：件） 

* 出典：特許庁特許情報統計システム 

C. 個人対法人の PCT 国際出願の現況 

2022 年の PCT 国際出願件数 21,916

件のうち、個人は 1,351 件で、2021 年の

1,609 件に比べ 16.0％減少し、全体の出

願に占める割合も 7.8％から 6.2％に減

少した。PCT 国際出願は依然として法人

出願が大半を占めている。これは、言語、

手続き、費用の面で個人が PCT 制度を

利用しにくい状況が変わっていないこと

を示している。 

それでも、韓国語が国際公開語に採

択されて以来、韓国語で PCT 国際出願

書類の作成などを行うことができるため、

言語の負担を軽減することができ、特許

庁が提供する国際出願説明会などの広

報や教育と、地域知的財産センターの

支援事業政策が継続的に拡大されてお

り、個人も独創的なアイデアや技術さえ

あれば、PCT 国際出願制度を利用して

いくらでも外国で特許権を確保する道が

開かれている。

 

        4,414
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表Ⅶ-2-2  個人対法人の PCT 国際出願の現況   （単位：件，％） 

区分 
2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2020 年 2020 年 2021 年 2022 年 

個人 1,982 2,234 2,186 2,077 2,031 1,959 1,927 1,609 1,351 

（比率） (15.1) (15.3) (14.0) (13.2) (12.0) (10.4) (9.8) (7.8) (6.2) 

法人 11,156 12,360 13,409 13,713 14,960 16,926 17,748 18,919 20,565 

（比率） (84.9) (84.7) (86.0) (86.8) (88.0) (89.6) (90.2) (92.2) (93.8) 

計 13,138 14,594 15,595 15,790 16,991 18,885 19,675 20,528 21,916 

（比率） (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

* 出典：特許庁特許情報統計システム 

D. 出願方式別 PCT 国際出願の現況 

2022 年の PCT 国際出願のうち書面

による出願の割合は 0.5%で、2015 年か

ら維持されていた 3～4％の書面比率が

2020年に急激に減少したのに続き、3年

間減少傾向を続けている。これは 2017

年に新しいウェブベースの提出方式で

ある ePCT の受付が開始され、出願人

及び代理人の活用が増加したため、書

面出願の割合が減少したと考えられる。 

表Ⅶ-2-3  媒体別の PCT 国際出願の現況          （単位：件，％） 

    年度 

区分 
2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2020 年 2020 年 2021 年 2022 年 

オンライン 

（比率） 

11,,979 

（91.2） 

13,660 

(93.6) 

15,003 

(96.2) 

15,191 

(96.2) 

16,278 

(95.8) 

18,216 

(96.5) 

19,525 

（99.2） 

20,401 

(99.4) 

21,800 

(99.5) 

PCT―EASY 

（比率） 

977 

(7.4) 

478 

(3.3) 

― ― ― ― ― ― ― 

その他（書面な

ど）（比率） 

182 

(1.4) 

456 

(3.1) 

592 

(3.8) 

599 

(3.8) 

713 

(4.2) 

669 

(3.5) 

150 

(0.8) 

127 

(0.6) 

116 

（0.5） 

計 

（比率） 

13,138 

(100.0) 

14,594 

(100.0) 

1,5,595 

(100.0) 

15,795 

(100.0) 

16,991 

(100.0) 

18,885 

(100.0) 

19,675 

(100.0) 

20,528 

(100.0) 

21,916 

(100.0) 

* 出典：特許庁特許情報統計システム 

** 2005 年 2 月からオンライン出願を施行（PCT-SAFE、e-PCT 含む） 

 

E. 言語別の PCT 国際出願の現況 

2022 年の国際出願のうち，韓国語出

願は 20,160 件で全体の 92.0％に達し、

英語出願は 1,755 件で全体の 8.0％を占

めている。韓国語の出願比率は 2008 年

までは 60％を少し上回ったが、2009 年

に 70％を超えた後、2011 年から 80％を

維持している。 

これは 2009 年から韓国語が PCT 国

際公開語に採択され、すべての国際出



 

 

願関連書類を韓国語で作成して出願す

ることが可能になったことによると判断さ

れる。韓国語が国際公開言語に採択さ

れたことにより、韓国語で出願後、優先

日から 14 ヶ月以内に英語翻訳文を提出

しなければならない手続きがなくなり、国

内出願人の負担が大幅に緩和された。

 

表Ⅶ-2-4  言語別の PCT 国際出願の現況         (単位：件，％) 

    年度 

区分 
2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2020 年 2020 年 2021 年 2022 年 

韓国語 

（比率） 
10,890 

(82,9) 

12,522 

(85.8) 

13,760 

(88.2) 

14,129 

（89.5） 

15,086 

（88.8） 

16,640 

(88.1） 

16,919 

(86.0)） 

18,756

（91.4） 

20,160 

(92.0) 

英語 

（比率） 
2,243 

（17.1） 

2,070 

（14.1） 

1,832 

（11.8） 

1,661 

（10.5） 

1,904 

(11.2) 

2,245 

(11.9) 

2,755 

(14.0) 

1,772 

(8.6) 

1,755 

（8.0） 

日本語 

（比率） 

5 

（ᅳ） 

2 

（ᅳ） 

3 

（ᅳ） 

0 

（ᅳ） 

1 

（ᅳ） 

0 

（ᅳ） 

0 

（ᅳ） 

0 

（ᅳ） 

1 

（ᅳ） 

計 

（比率） 

13,138 

(100.0) 

14,594 

(100.0) 

15,595 

(100.0) 

15,790 

(100.0) 

16,991 

(100.0) 

18,885 

(100.0) 

19,675 

(100.0) 

20,528 

(100.0) 

21,916 

(100.0) 

* 出典：特許庁特許情報統計システム 

３．国際調査・国際予備審査の現況 

特許審査企画局 特許審査総括課 工業事務官 ペク・ヒョンヨル 

A. 韓国特許庁に対する PCT 国際調査

及び国際予備審査請求の現況 

韓国特許庁は、1997 年の総会で国際

調査機関及び国際予備審査機関に指

定され、1999 年 12 月から同業務を遂行

しており、2022 年末現在、米国をはじめ

とする 20 ヶ国特許庁と業務協約を締結

し、これらの国々の出願に対応するため、

2022 年末現在、米国をはじめとした 20

か国の特許庁と業務協定を結び、これ

らの国の出願人の PCT 国際調査及び

国際予備審査業務を行っている。 

※業務協定締結国（20 個）：フィリピン

（2002）、ベトナム（2002）、インドネシア

（2003）、モンゴル（2004）、ニュージーラ

ンド（2005）、シンガポール(2006)、マレー

シ ア (2006) 、 米 国 (2006) 、 ス リ ラ ン カ

(2009) 、 オ ー ス ト ラ リ ア （ 2009 ） 、 タ イ

（2009）、チリ（2010）、ペルー（2012）、サ

ウジアラビア（2015）、メキシコ（2016）、コ

ロンビア（2020）、UAE(2018)、ブルネイ

（ 2020 ） 、 カ ン ボ ジ ア （ 2020 ） 、 ラ オ ス

（2020） 

 

2022 年に韓国特許庁に受理された国

際調査は合計 29,961 件で、2021 年の

28,986 件に比べて 3.4％増加した。その

うち、韓国出願人が出願した件数は 21，

687 件で 2021 年に比べて 7.7％増加し、

米国をはじめとする外国出願人の出願

件数は8,274件で2021年に比べて6.5％

減少した。 

また、米国出願人は、2022 年基準で

7,528 件の国際調査を依頼し、韓国特許

庁に受理された国際調査のうち、25.1%、



 

 

外国出願人が要請した韓国際調査量の

91.0％を占め、外国出願人案件のうち米

国出願人案件の割合が圧倒的に多い

状況である。 

特に、インテル、ヘリバートン、アプラ

イドマテリアルズなど多数の米国グロー

バル企業が韓国特許庁に国際調査を依

頼しており、これは韓国特許庁の国際調

査報告書の品質に対する満足度が高い

ことを意味するといえる。

表Ⅶ-2-5  PCT 国際調査用写しの受理現況                （単位：件、％） 

      年度 

区分 
2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2020 年 2020 年 2021 年 2022 年 

韓国 

（比率） 

12,442 

(41.3) 

13,579 

(47.7) 

15,016 

(53.8) 

14,798 

(58.8) 

16,264 

(62.8) 

18,064

（66.2） 

19,139 

(68.1) 

20,133 

(69.5) 

21,687 

(72.4) 

アメリカ 

（比率） 

17,162 

(56.9) 

14,480 

(50.9) 

12,491 

(44.8) 

9,992 

(39.7) 

9,119 

(35.2) 

8,632 

(31.7) 

8,135 

(29.0) 

7,878 

(27.2) 

7,528 

(25.1) 

その他の国 

（比率） 

556 

（1.8） 

409 

(1.4) 

397 

（1.4） 

369 

(1.5） 

532 

（2.1） 

574 

（2.1） 

811 

(2.9) 

975 

(3.4) 

746 

(2.5) 

計 30,160 28,468 27,904 25,159 25,915 27,270 28,085 28,986 29,96' 

* 出典：特許庁特許情報統計システム 

2022 年に韓国特許庁に受理された国

際予備審査は 124 件で、2021 年の 123

件に比べ 0.8%増加した。

 

表Ⅶ-2-6  PCT 国際予備審査請求の現況         （単位：件、％） 

* 出典：特許庁特許情報統計システム  

年度 

区分 
2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2020 年 2020 年 2021 年 2022 年 

国際予備審査請求書 

受付 
236 208 179 163 124 130 108 123 124 

増減率 ᅀ 6.7 ᅀ 11.9 ᅀ 13.9 ᅀ 8.9 ᅀ 23.9 4.8 ᅀ 16.9 13.9 0.8 



 

 

B. 韓国出願人の国際調査機関の指定

状況 

韓国特許庁を受理官庁として出願し

た出願人は、韓国特許庁（ISA/KR）のほ

か、オーストリア特許庁（ISA/AT）、オー

ストラリア特許庁（ISA/AU）、日本特許

庁 （ ISA/JP ） 、 シ ン ガ ポ ー ル 特 許 庁

（ISA/SG）を国際調査機関（ISA）として

指定し、国際調査を受けることができる。 

2022 年に韓国特許庁を受理官庁とし

た PCT 国際出願で、韓国特許庁を国際

調査機関に指定したケースは 21,907 件

で、全件のうち 99.9％以上であり、外国

特許庁を国際調査機関に指定したケー

スは 9 件（0.04%に満たない）である。 

これは、韓国特許庁の手数料がオー

ストリアやオーストラリアなどの特許庁

の手数料より安く、かつ国際調査報告書

の品質に対する満足度が高いためと思

われる。

 

表Ⅶ-2-7  PCT 国際調査機関の指定現況               （単位：件，％） 

       年度 

区分 
2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2020 年 2020 年 2021 年 2022 年 

韓国（KR） 

（比率） 

13,068 

(99.47) 

14,537 

(99.62) 

15,549 

(99.71) 

15,758 

(99.80) 

16,969 

(99.88) 

18,878 

（99.96） 

19,763 

(99.99) 

20,522 

(99.99) 

21,907 

(99.96) 

その他の国 

（比率） 

69 

（0.53） 

55 

(0.38) 

46 

（0.29） 

31 

(0.20） 

21 

（0.12） 

7 

（0.04） 

1 

(0.01) 

3 

(0.01) 

9 

(0.04) 

計 13,137 14,592 15,595 15,789 16,990 18,885 19,674 20,525 21,916 

* 出典：WIPO IP statistics database 

４. PCT 国際出願の韓国国内段階への移行現況 

産業財産情報局 産業財産国際出願課 行政事務官 ソン・ギュヒョン 

A. PCT 国内段階（指定官庁）への移行

（出願）件数 

PCT 国際出願後、韓国で特許権（実

用新案権）を取得するため、韓国国内段

階に移行する PCT 国際出願件数は

2022 年 46,545 件で、2021 年 43,501 件

に比べて 7％増加した。

表Ⅶ-2-8  PCT 国際出願の韓国国内段階（指定官庁）への移行件数（単位：件，％） 
     年度 

 
区分 

2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2020 年 2020 年 2021 年 2022 年 

出願件数 33,405 34,080 37,158 37,325 38,340 39,115 38,159 43,501 46,545 

増減率（％） 5.3 2.0 9.0 0.4 2.7 2.0 ᅀ 2.4 14.0 7.0 

* 出典：特許庁特許情報統計システム 

 



 

 

図Ⅶ-2-6  PCT 国内段階（指定官庁）への移行現況     （単位：件） 

  

  

* 出典：特許庁特許情報統計システム 

B. 韓国国内段階（指定官庁）への移行

動向 

2009 年度、韓国に移行する PCT 国際

出願が世界景気低迷の影響を受けて

25,685 件と 2008 年比 14.5％と急減した

後、着実な回復傾向を示し、国内移行

件数が持続的に増加した。その後、

2015 年から 2017 年までは、エントリー

件数が約 37,000 件付近にとどまってい

たが、2018 年 38，000 件に突入、2020

年 39，000 件を突破した。ただし、世界

的な COVID-19 の影響により、2020 年

には韓国に移行する国際出願が若干減

少したが、2021年から回復し、2022年に

は 46,545 件で過去最多の移行件数を達

成した。

 

第 2 節 マドリード国際商標出願 

１. 世界の国際商標出願の現況 

産業財産情報局 産業財産国際出願課 行政事務官 キム・サンミン 

 

A. 世界のマドリード国際商標出願の現

況 

WIPO から発表された資料（暫定）によ

ると 2022 年の全世界のマドリード国際

出願は 68,917 件で、2021 年に 73,100 件

が出願されたのに比べ 5.7％減少した。

 



 

 

表Ⅶ-2-7  年度別世界のマドリード国際商標出願の現況  （単位：件） 

  

  

 

2022 年マドリード国際出願で最も大き

な比率を占める出願人の国籍は米国で、

18.1%（12,456 件）を占め、ドイツが 11.2%

（7,690 件）で続いた。韓国は 2,029 件で

2020 年の 13 位から 2020 年 11 位に上

昇した後、2021 年に続いて 2022 年にも

その順位を維持した。

 

図Ⅶ-2-8  2022 年度世界のマドリード国際商標 10 大多出願国の現況（単位：件） 

  

  

* 出典：WIPO 統計システム（2023.4. WIPO 発表（暫定）資料） 
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B. 世界の国際商標登録の現況 

2022 年のマドリード国際商標登録全

体の件数は、68,589 件で、この中で韓国

を本国官庁とするマドリード国際出願は

1,856 件が国際商標登録された。

図Ⅶ-2-9  年度別の世界の国際商標登録の現況       （単位：件） 

 

* 出典：WIPO 統計システム（2023.4. WIPO 発表（暫定）資料） 

 

２．国内本国官庁の国際商標出願の現況 

産業財産情報局 産業財産国際出願課 行政事務官 キム・サンミン 

A. 国内の出願人の国際商標出願の現

況 

2022 年に韓国特許庁を本国官庁とし

て受け付けられたマドリード国際表彰出

願は 2,089 件であり、2021 年の 2,021 件

に比して 3.8%増加した。

 

図Ⅶ-2-10  年度別の韓国の国際商標出願の現況           （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 出典：特許庁特許情報統計システム 

* 韓国特許庁受付日基準で WIPO 統計（国際事務所受付日基準）と差が発生する可能性あり。  

 



 

 

B. 国内出願人の国際商標電子出願の

現況 

2003 年 4 月、マドリードシステム制度

の施行の時から実施されたオンライン出

願は、施行初期に利用率が 30％台に過

ぎなかったが、マドリード国際出願書の

書式作成機である MM 書式機及び関連

プログラムを継続的に改善した結果、

2014 年から着実に 95％以上を維持して

おり、2022 年には 99.7％が電子出願を

利用した。

 

表Ⅶ-2-9  年度別の韓国の国際商標電子出願の現況            （単位：件，％） 

     年度 

区分 
2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2020 年 2020 年 2021 年 2022 年 

電子出願 

（占有率） 

688 

(97.5) 

959 

(96.7) 

930 

(98.7) 

1,032 

(98.0) 

1,315 

(99.5) 

1,400 

(98.7) 

1,596 

(99.8) 

2,008 

(99.8) 

2,082 

(99.7) 

書面出願 

（占有率） 

18 

(2.5) 

31 

(3.3) 

12 

(1.3) 

21 

(1.3) 

7 

(0.5) 

19 

(1.3) 

3 

(0.2) 

4 

(0.2) 

7 

(0.3) 

計 706 990 942 1,053 1,322 1,419 1,599 2,012 2,089 

* 出典：特許庁特許情報統計システム 

 

C. 国内出願人の国際商標出願 10 大指

定国の現況 

2022 年のマドリード国際商標出願を

通じた国内出願人の外国指定件数は計

19,107 件で、2021 年度の 15,030 件に比

して 27.1%増加した中で、米国（1,241 件）、

欧州連合(1,164%)、中国（1,060 件）など

を多く指定した。

 

図Ⅶ-2-11  2022 年度の国内出願人の 10 大指定国の現況    （単位：件） 

 

* 出典：特許庁特許情報統計システム 
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D. 韓国の 10 大国際商標多出願企業の

現況 

2022 年度の韓国のマドリード国際商

標の多出願企業は、現代自動車、起亜

自動車，（株）アモーレパシフィック、ソヤ

ンネットワークス、JYP エンターテインメ

ントの順だと分かった。

図Ⅶ-2-12  2022 年度の韓国 10 大国際商標多出願企業の現況  （単位：件） 

 

* 出典：特許庁特許情報統計システム 

３．国内指定国官庁の国際商標出願の現況 

産業財産情報局 産業財産国際出願課 行政事務官 キム・サンミン 

A. 外国人が韓国を指定した国際商標

登録出願の現況 

2022 年に外国人が韓国を指定したマ

ドリード国際商標登録出願は、16,710 件

で 2021 年 15,400 件に比して 8.5%増加し

た。

 

図Ⅶ-2-13  年度別の外国人が韓国を指定した国際商標登録出願の現況（単位：件） 

 

* 出典：特許庁特許情報統計システム 
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B. 韓国を指定した 10 大国家の現況 

2022 年マドリード国際商標登録出願

を通じて韓国を指定した 10 大国家は、

米国（4,021 件）、欧州連合（2,372 件）、

中国（1,938 件）などの順位と分かった。

 

図Ⅶ-2-14  2022 年度 韓国を指定した 10 大協定締結国の現況 （単位：件） 

 

* 出典：特許庁特許情報統計システム 

C. 韓国を指定した 10 大外国多出願企

業の現況 

 2022 年マドリード国際商標登録出願

を通じて海外で韓国を指定した外国企

業の中で任天堂株式会社が68件、資生

堂株式会社が 62 件の順で多く出願した。

図Ⅶ-2-15  2022 年度韓国を指定した外国多出願企業トップ 10 の現況（単位：件） 

 

* 出典：特許庁特許情報統計システム 
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第 3 節 ハーグ国際意匠出願 

１．世界の国際意匠出願の現況 

産業財産情報局 産業財産国際出願課 行政事務官 キム・サンミン 

WIPO が発表した資料（暫定）によると、

ハーグ国際出願は着実に増加しており、

2022 年度（7,977 件）には、2021 年

（6,711 件）に比して大きく増加（18.9%）し

た。2022 年にハーグ国際意匠出願に出

願された意匠の数は、合計 25,054 個で、

１出願当たりの平均の意匠数は約3.7個

である。

 

図Ⅶ-2-16  年度別の世界のハーグ国際出願の現況      （単位：件） 

 

*ハーグ年次レビュー（2022 年の数値は 2023.4.WIPO 発表（暫定）資料） 

 

図Ⅶ-2-17  年度別の世界のハーグ国際出願の意匠数の現況   （単位：件） 

 

* ハーグ年次レビュー（2022 年の数値は 2023.4.WIPO 発表（暫定）資料） 

 

 



 

 

2022 年ハーグ国際出願で、多出願国

の順位は、国際出願件数を基準に、中

国が１位(1,287 件)を占め、ドイツが 2 位

（869 件）、韓国が 3 位（817 件）であった。

米国、スイスがその後に続き、意匠数を

基準にするとドイツ、中国、米国、イタリ

ア、スイスの順であった。特に韓国は

2014 年 7 月ハーグ協定が施行されて以

降の国際出願数を基準に 3 位、意匠数

を基準に 7 位を占めたという点で注目に

値する。

 

図Ⅶ-2-18  2022 年ハーグ国際出願 10 大多出願国（国際出願件数ﾍﾞｰｽ）（単位：件） 

 

出典：WIPO 統計システム（2023.4. WIPO 発表（暫定）資料） 

 

図Ⅶ-2-19  2022 年ハーグ国際出願の多出願国トップ 10（意匠数ﾍﾞｰｽ）（単位：件） 

 

出典：WIPO 統計システム（2023.4. WIPO 発表（暫定）資料） 

 

 

オ
ラ
ン
ダ 

英
国 

日
本 

イ
タ
リ
ア 

フ
ラ
ン
ス 

ス
イ
ス 

米
国 

韓
国 

ド
イ
ツ 

中
国 

日
本 

オ
ラ
ン
ダ 

英
国 

韓
国 

ス
イ
ス 

フ
ラ
ン
ス 

イ
タ
リ
ア 

米
国 

中
国 

ド
イ
ツ 



 

 

２．国内受理官庁の国際意匠出願の現況 

産業財産情報局 産業財産国際出願課 行政事務官 キム・サンミン 

A. 国内出願人の国際意匠出願の現況 

韓国は 2014 年 4 月 1 日ジュネーブ改

正協定に加入し、2014 年 7 月 1 日から

ハーグ国際出願に関する業務を開始し

た。2022 年に韓国特許庁を受理官庁と

して受け付けられたハーグ国際意匠出

願は 279 件で，2021 年の 278 件に比し

て 0.4%増加した。

 

図Ⅶ-2-20  年度別の韓国の国際意匠出願の現況        （単位：件） 

 

* 出典：特許庁特許情報統計システム 

 

B. 国内出願人の国際意匠出願指定国

の現況 

2022 年ハーグ国際意匠出願を通じた

国内出 願人 の外 国 指定件 数は 、計

1,051 件であり、欧州連合(209 件)、米国

（208 件）、日本（143 件）、イギリス（119

件）、中国（67 件）などの順位という結果

となった。

 

図Ⅶ-2-21  2022 年度国内出願人の海外指定国の現況      （単位：件） 

 

* 出典：特許庁特許情報統計システム 
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３．国内指定官庁の国際意匠登録出願の現況 

産業財産情報局 産業財産国際出願課 行政事務官 キム・サンミン 

A. 国内指定官庁の現況 

2022 年に外国人が韓国を指定したハーグ国際意匠登録の出願は、1,308 件で、2021

年の 1,140 件に比して 14.7％増加した。国別では、中国(258 件)、スイス(161 件)、米

国（150 件）、ドイツ(139 件)、フランス(131 件)の順で、韓国を多く指定した。 

 

表Ⅶ-2-10  年度別の外国人が韓国を指定した国際意匠登録出願の現況（出願件

数ベース）                          （単位：件） 

年度 2018 年 2020 年 2020 年 2021 年 2022 年 

件数 857 928 1,229 1,140 1,308 

* 出典：特許庁特許情報統計システム 

表Ⅶ-2-11  2022 年度の海外の国別の韓国指定現況（出願件数ベース）（単位：件） 

中国 スイス 米国 ドイツ フランス その他 合計 

258 161 150 139 131 469 1,308 

* 出典：特許庁特許情報統計システム 



 

 

 

第１節 産業財産権全般 

１. 産業財産権の登録動向の概要 

産業財産情報局 産業財産登録課 電算事務官 ヨ・ウニョン 

2022 年度の産業財産権の設定登録

件 数 は 合 計 326,740 件 と 、 2021 年

341,873 件に比べて 4.4%減少した。特に

商標は 2021 年に前年比 17.6％と大幅に

増加したが、2022 年は 0.9％減少した。

 

２．2022 年度の登録の詳細現況 

A. 最近 5 年間の設定登録の現況 

2022 年の新規設定登録は 326,740 件で，

前年比 4.4%減少した。各権利別に見ると

特許、実用新案、意匠、商標ともに前年

比でそれぞれ 7.3%，20.1％，4.8％，0.9%

減少した。

.

表Ⅶ-3-1  最近 5 年間の設定登録現況           （単位：件，％） 

    年度 

区分 
2018 年 2020 年 2020 年 2021 年 2022 年 

特許 
119,012 

（ᅀ 1.4〉 

（ᅀ 1 

.4） 

125,661 

（5.6） 

134,766 

（7.2） 

145,882 

(8.2) 

135,180 

（ᅀ 7.3 

実用新案 
2,715 

（ᅀ 9.3） 

2,417 

（ᅀ 11.0） 

2,056

（ᅀ 14.9〉 

（ᅀ 14. 

9〉） 

1,817 

（ᅀ 11.6） 

1,452 

（ᅀ 20.1） 

意匠 
49,905 

(1.2) 

52,850 

（5.9） 

50,694 

（ᅀ 4.1） 

57,545 

（13.5） 

54,775 

（ᅀ 4.8） 

商標 
115,025

（ᅀ 1.4〉 

（ᅀ 1.4） 

125,594 

（9.2） 

116,153 

（ᅀ 7.5） 

136,629 

（17.6） 

135,333 

（ᅀ 0.9） 

合計 286,657 

（ᅀ 1.0） 

306,522 

（6.9） 

303,669 

（ᅀ 0.9） 

341,873 

（12.6） 

326,740 

（ᅀ 4.4）4 
* （ ）は前年比の増減率 

第３章  

登録分野 



 

 

 

B. 権利別の設定登録の現況 

1）産業部門別の特許・実用新案登録の現況 

2022 年度特許・実用新案の新規設定

登録件数は136,632件である。産業部門

別の特許・実用新案の設定登録の現状

を見ると、2021 年と同じように電気通信

分野 43.8％、機械分野 15.5％で占有率

が他の産業分野に比べ高い割合を占め

ており、次いで化学 12.1％、飲料衛生

10.7％、土木建設 4.8％などの順で割合

が高いと分かった。

 

表Ⅶ-3-2  2022 年産業分野別の特許・実用新案の設定登録現況 （単位：件） 

区分 機械 
化 学 一

般 
繊維 

電 気 通

信 

土木建

設 

採 鉱 金

属 

飲 料 衛

生 

事 務 用

品印刷 

農 林 水

産 
雑貨 その他 合計 

2022 年 

件数 21,140 16,563 1,845 59,815 6,575 4,327 14,593 445 2,228 4,998 4103 136,632 

占有率 15.5 12.1 1.4 43.8 4.8 3.2 10.7 0.3 1.6 3.7 3.0 100.0 

2021 年 

件数 22：25 18,970 1,857 62,555 8,249 5,062 16,092 533 2,397 5,630 4,129 147,609 

占有率 15.0 12.8 1.3 42.4 5.6 3.4 10.9 0.4 1.6 3.8 2.8 100.0 

前年比増減率 ᅀ 49 ᅀ 12.7 ᅀ 0.6 ᅀ 4.4 ᅀ 20.3 ᅀ 145 ᅀ 9.3 ᅀ 16.5 ᅀ 7.1 ᅀ 11.2 ᅀ 0.6 ᅀ 7.5 

 

2）物品群別意匠登録状況 

2022 年度の意匠新規設定登録件数

は合計 54,775 件である。物品群別の登

録 占 有 率 を 見 る と 、 衣 服 及 び 履 物

15.0％、事務用品及び販売用品13.6％、

電気電子機械器具及び通信機械器具

12.8％、住宅設備用品 10.59％、生活用

品 9.6％などである。前年比の増減率を

見ると、運輸または運輸機械が 35.4％

で最も増加率が高いという結果だった。

 

表Ⅶ-3-3  2022 年物品群別の意匠登録現況         （単位：件、％） 

  

区分 

製造

記号

食品 

衣料 
身の回
り用品 

生活 
用品 

 

住宅設

備用品 

趣味娯

楽運動

競技用

品 

事務用

品他販

売用品 

運輸運
搬機械 

電気電子

機械器

具・通信

機械器具 

一般
機械
器具 

産業用

機械器

具 

土木及
び建築
用品 

そ

の

他 

計 

2022

年 

件数 235 8,236 5,250 5,739 2,485 7,471 2,441 6,999 3,688 3,827 4,511 3,893 54,775 

占有率 0.4 15.0 9.6 10.5 4.5 13.6 4.5 12.8 6.7 7.0 8.2 7.1 100.0 

2021

年 

件数 257 9,517 6,473 5,360 2,440 10,940 1,803 6,354 3,103 3,307 4,267 3,724 57,545 

占有率 0.4 16.5 11.2 9.3 4.2 19.0 3.1 11.0 5.4 5.7 7.4 6.5 100.0 

前期比増減率 ᅀ 86 ᅀ 13.5 ᅀ 18.9 7.1 1.8 ᅀ 31.7 35.4 10.2 18.9 15.7 5.7 4.5 ᅀ 48 



 

 

 

3）部門別商標登録現況（NICE 分類） 

2022 年度の商標設定登録件数は 135，

333 件で、部門別登録占有率を見ると、

サービス業 27.9％、機械・電気機械

16.6％、化学・製薬 16.0％、菓子・食品.

飲料 10.8％などの順であった。部門別

の前年比登録増減率を見ると、一般金

属製建築材料が 12.7％換算で最も増加

率が高かった。

表Ⅶ-3-4  2022 年部門別の商標登録現況        （単位：件，％） 

区分 

化 学

品 

薬剤 

一般金

属製建

築材料 

機械、 

電気機

械 

繊維、 

衣類 

家具、 

台 所

用品 

貴金属

時計、 

バ ッ グ

類 

楽器、 

お も ち

ゃ、 

タバコ 

紙、 

文房具 

菓子、 

食品、 

飲料 

ゴムプ

ラ ス チ

ッ ク 材

料 

サービ

ス業 

そ の

他 
計 

2022

年 

件数 21,714 2,077 22,491 8,004 5,324 4,022 3,184 2,816 14,676 440 37,799 12,786 135,333 

占有率 16.0 1.5 16.6 5.9 3.9 3.0 2.4 2.1 10.8 0.3 27.9  9.4 100.0 

2021

年 

件数 22,016 1,843 21,915 7,819 5,143 4,286 2,852 2,895 14,159 424 38,243 15,034 136,629 

占有率 16.1 1.3 16.0 5.7 3.8 3.1 2.1 2.1 10.4 0.3 28.0 11.0 100.0 

前期比増減率 ᅀ 1.4 12.7 2.6 2.4 3.5 ᅀ 6.2 11.6 ᅀ 27 3.7 3.8 ᅀ 1.2 ᅀ 15.0 ᅀ 0.9 

 

C. 個人・法人別登録の現況 

2022 年度の設定登録件数を個人と法

人に分けると、個人 27.5%、法人 72.5%の

割合である。 

権利別に区分すると、特許の場合、

個人 12.5%、法人 87.5%と法人登録比率

がかなり高いことが分かった。これは、

産業の高度化と構造的な変化の調整に

伴い、資本力と体系的な研究基盤を備

えた大企業の研究所などが産業財産権

の発展を主導しているためと判断される。

意匠と商標も開発能力を備えた法人登

録比率が高いが、個人の産業財産権に

対する認識の変化と個人出願人に対す

る出願登録料など各種手数料の減免拡

大などにより、個人登録も一定の割合を

維持している。 

ただし、実用新案の場合、個人登録

(49.4%)と法人登録(50.6%)が類似してい

るのは、特許に比べて比較的高度でな

い発明に基づく登録の簡易性に起因す

ると思われる。

 

表-3-5  2022 年個人・法人別の登録現況           （単位：件，％） 

区分 個人 法人 計 

 

ビーガン数構成比 

件数 

16,871 

構成 

12.5 

件数 

16,871 構

成 

12.5 

 

構成 件数  構成 

特許 16,871 12.5 118,309 87.5 135,180 100 

実用新案 718 49.4 734 50.6 1,452 100 

特・実 小計 17,589 12.9 119,043 87.1 136,632 100 

意匠 19,881 36.3 34,894 63.7 54,775 100 

商標 52,543 38.8 82,790 61.2 135,333 100 

計 90,013 27.5 236,727 72.5 326,740 100 

 



 

 

最近の個人・法人別登録の推移を見

ると、個人・法人ともに増加しているが、

2022 年には前年比で個人は 8.8％、法

人は 2.6％減少した。

 

表Ⅶ-3-6  最近 5 年間の個人・法人別の登録現況            （単位：件、％） 

区分 2018 年 2020 年 2020 年 2021 年 2022 年 
前年比増加

率 

増減率 

個人 
80,264 

（28.0） 

85,526 

（27.9） 

84,560 

（27.8） 

98,749 

(28.9) 

90，013 

(27.5） 
ᅀ 8.8 

法人 
206,393 

（72.0） 

220,996 

（72.1） 

219,109 

（72.2） 

243,124 

（71.1） 

236,727 

（72.5） 
ᅀ 2.6 

 

最近 5 年間の個人・法人別登録状況（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

■法人  ■個人 

 

D. 代理人の有無別の登録現況 

2022 年の場合，代理人が登録手続き

を行った割合が 86.8％，権利者が直接

登録手続きを行った割合が 13.2％となっ

ている。権利別に見ると、特許が 98.5％

で他の権利に比べて代理人選任による

登録費用が高額で、意匠と商標はそれ

ぞれ 77.1％、79.0％で相対的に低かった。

 

 



 

 

 

表Ⅶ-3-7  年度別の代理人の有無別登録現況      （単位：件、％） 

 区分  

特許 実用新案 意匠 商標 計 

代理人 

登録 

直接 

登録 

代理人登

録 

直接 

登録 

代理人 

登録 

直接 

登録 

代理人 

登録 

直接 

登録 

代理人 

登録 

直接 

登録 

2022 年 
件数 133,171 2,009 1,370 82 42,212 12,563 106,975 28,358 283,728 43,012 

構成比 98.5 1.5 94.4 5.6 77.1 22.9 79.0 21.0 86.8 13.2 

2021 年 
件数 143,431 2,451 1,702 115 43,316 14,229 108,222 28,407 296,671 45,202 

構成比 98.3 1.7 93.7 6.3 75.3 24.7 79.2 20.8 86.8 13.2 

2020 年 
件数 132,362 2,404 1,930 126 38,220 12,474 89,539 26,614 262,051 41,618 

構成比 98.2 1.8 93.9 6.1 75.4 24.6 77.1 22.9 86.3 13.7 

2020 年 
件数 123,472 2,189 2,256 161 40,820 12,030 96,921 28,673 263,469 43,053 

構成比 98.3 1.7 93.3 6.7 77.2 22.8 77.2 22.8 86.0 14.0 

2018 年 
件数 116,549 2,463 2,538 177 38,732 11,173 89,729 25,296 247,548 39,109 

構成比 97.9 2.1 93.5 6.5 77.6 22.4 78.0 22.0 86.4 13.6 

 

最近 5 年間の代理人有無別の登録現況（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年    2019 年     2030 年     2021 年    2022 年 

■代理人   ■直接 

 

 



 

 

E. 韓国人・外国人別の登録現況 

2022 年度の設定登録状況を韓国人・

外国人別に分けてみると、韓国人は

263,445 件（80.6%）で前年より 5.9％減少

し、外国人は 63,295 件（19.4％）で前年

より 2.0 増加した。

 

表Ⅶ-3-8  最近５年間の韓国人・外国人の登録現況       （単位：件） 

区分 2018 年 2020 年 2020 年 2021 年 2022 年 
前年比 

増減率 

韓国人 
230,430 

（80.4） 

245,434 

（80.1） 

245,784 

（81.9） 

279,844 

（81.9） 

263,445 

（80.6） 
ᅀ 5.9 

外国人 
56,227 

（19.6） 

61,088 

（19.9） 

57,885 

（98.1） 

62,029 

（18.1） 

63,295 

（19.4） 
2.0 

合計 
286,657 

(100.0) 

306,522 

(100.0) 

303,669 

(100.0) 

341,873 

(100.0) 

326,740 

(100.0) 
ᅀ 44 

 

最近 5 年間に韓国人・外国人の登録現況 （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

■韓国人 ■外国人 

 

F. 韓国人の地域別登録状況 

2022 年の韓国人の登録現況を市・道

別の住民登録上の住所地を基準にして

みると、ソウル 37.6％、京畿 29.3％で、ソ

ウル・京畿地域居住者が 66.9％で最も

多く、ソウル市を除く自治体では仁川市

が 4.2％、大田市が 3.4％、釜山市が

3.4％などの順で多い。

 



 

 

表Ⅶ-3-9  2022 年 市・道別の登録現況 

 

2022 年 市・道別の登録現況 

 

 

 

  

 

 

 

G. 外国国家別の設定登録の現況 

2022 年度の新規設定登録件のうち外

国 人 登 録 を 国 家 別 に み る と 、 合 計

63,290 件で、そのうち米国が 17,113 件

（27.0％）、日本が 15,021 件（23.7%）でこ

れらの二国の登録件数が 50.7%を占め

ている。

表Ⅶ-3-10  2022 年外国の国別設定登録の現況     （単位：件，％） 

* 商標は国際商標（マドリード）含む。意匠は国際意匠（ハーグ）含む。 

  

区分 ソウル 釜山 大邱 仁川 光州 大田 蔚山 京畿 江原 

件数 98,959 9,012 7,354 11,160 3,664 8,988 2,283 77,183 4,138 

構成比 37.6 3.4 2.8 4.2 1.4 3.4 0.9 29.3 1.6 

区分 忠北 忠南 全北 全南 慶北 慶南 済州 世宗 その他 

件数 5,290 7,960 4,764 4,125 7,032 7,411 2,081 1,234 807 

構成比 2.0 3.0 1.8 1.6 2.7 2.8 0.8 0.5 0.3 

区分 米国 日本 中国 ドイツ フランス スイス 英国 その他 合計 

特許 10,568 11,617 3,069 27I4 1,095 941 822 5,154 35,978 

実用新案 21 6 77 - 1 - 1 58 164 

特実 小計 10,587 11,623 3,146 2714 1,096 941 823 5,212 36,142 

意匠 1,865 1,217 1,404 521 346 529 111 1,264 7,257 

商標 4,661 2181 4,897 1,348 768 743 768 4,525 19,891 

合計 17.113 15,021 9,447 4.583 2210 2213 1.702 11,001 63.290 

構成比 27.0 23.7 14.9 7.2 3.5 3.5 27 17.4 100.0 

江原 

1.6 

忠北 

2.0 

忠南 

3.0 

全北 

1.6 

全南 

1.6 

慶北 

2.7 

慶南 

2.8 

済州 

0.8 
世宗 

0.5 
その他 

0.3 

ソウル 

37.6 

京畿 

29.3 

蔚山 

0.9 大田 

3.4 光州 

1.4 

仁川 

4.2 

大邱 

2.8 

釜山 

3.4 



 

 

2022 年の国別設定登録状況（構成比） 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. 多登録法人の現況 

2022 年国内多登録法人は、サムスン

電子（株）、LG 電子（株）などの順位を示

す。多登録順位 20 位以内の電子・自動

車分野の法人は主に特許権の割合が

高く、生活密着型用品分野の法人は主

に意匠・商標権の登録割合が比較的高

い。これは、法人が力を入れている製品

分野と密接な関係があると分析される。

 

表Ⅶ-3-11  2022 年の国内多登録法人の現況          （単位：件） 

* 国内法人を対象にした。共同権利者基準。 

 

順位 法人名 特許 

 

実用新案 

 

意匠 商標 

 

計 

 1 サムスン電子株式会社ホ.社 34,102 7 7,080 3,728 44,917 

2 LG 電子株式会社 20,721 0 4,542 4,872 30,135 

3 現代自動車株式会社 17,094 0 2,893 1,730 21,719 

4 株式会社 LG ライフヘルス 1,943 144 1,527 14,201 17,815 

5 LG ディスプレイ株式会社 16,922 4 338 56 17,320 

6 サムスンディスプレイ株式会社 13,998 0 332 77 14,407 

7 （株）アモーレパシフィック 1,814 31 836 10,558 13,239 

8 株式会社ポスコ 11,504 0 55 420 11,979 

9 株式会社 LG 化学 11,540 2 36 282 11,860 

10 起亜株式会社 5,965 0 2,646 1,603 10,216 

11 （株）LG エナジーソリューション 8,494 3 160 7 8,664 

12 CJ 株式会社 1,039 32 3,582 3,382 8,035 

13 ソウル大学校産学協力団 6,401 4 62 385 6,852 

14 株式会社ケイティ 4,064 2 167 2,367 6,600 

15 韓国電子通信研究院 6,156 1 73 107 6,344 

16 韓国科学技術院 5,779 2 71 61 5,914 

17 SK テレコム株式会社 3,486 2 87 1,683 5,258 

18 国防科学研究所 4,941 4 10 8 4,964 

19 現代モービス株式会社 4,078 2 517 197 4,794 

20 サムスン SDI 株式会社 4,753 0 10 27 4,790 

ドイツ 

7.2 

その他 

17.4 
英国 

2.7 フラン

ス 

3.5 

スイス 

3.5 

米国 

27.0 

日本 

23.7 
中国 

14.9 



 

 

第 2 節 年次登録の現況 

産業財産情報局 産業財産登録課 電算事務官 ヨ・ウニョン 

産業財産権は、新規設定登録後も権

利の存続期間中、所定の延滞登録料を

納付しなければ権利を存続させることが

できない。権利者の産業財産権保有・活

用意志を示す指標である年次登録件数

は 2022 年 1,005,276 件で、前年比 7.8%

増加したが、権利別では特許、意匠が

それぞれ 8.4％，6.6%増加した反面、実

用新案は 5.5%減少した。

 

表Ⅶ-3-12  最近 5 年間の権利別の年次登録現況   （単位：件、％） 

    年度 

区分 
2018 年 2020 年 2020 年 2021 年 2022 年 

特許 612,701(3.7) 644,189(5.1) 679,100(5.4) 714,215(5.2) 774,354(8.4) 

実用新案 15,844(ᅀ 11.2) 14,036(ᅀ 11.4) 12,630(ᅀ 10.0) 714,215(ᅀ 10.2) 10,711 (ᅀ 5.5) 

意匠 171,812(8.5) 187,701(9.2) 196,254(4.6) 206,639(5.3) 220,211(16.6) 

合計 800,357(4.3) 845,926(5.7) 887,984(5.0) 932,194(5.0) 1,005,276(7.8) 

* （ ）は前年比の増減率 

 

最近 5 年間の権利別年次登録の現況 

 

 

2018 年    2019年    2020 年    2021年  2022年 

青：特許 赤：実用新案 緑：意匠 紫：合計  



 

 

 

第 3 節 存続権の現況 

産業財産情報局 産業財産登録課 電算事務官 ヨ・ウニョン 

韓国の産業財産権登録は 1948 年 11

件（特許 4 件、実用新案 2 件、意匠 5 件）

を皮切りに 2022 年末現在、合計 6,454，

692 件が登録されており、重複存続期間

満了、登録料未納、権利放棄、無効審

判などで消滅した権利は 3,253,245 件で

存続権件数は 3,201,447 件である。 

内国人と外国人を区別すると、内国

人は合計で 5,150,104 件のうち 2,540,972

件、外国人は合計で 1,304,588 件のうち

660,475 件を維持している。

 

表Ⅶ-3-13  2022 年現在の存続権の現況            （単位：件， ％） 

区分 内国人 外国人 合計 

 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 

特許 

登録 1,757,232 100 673,041 100 2,430,273 100 

消滅 821,107 46.7 386,623 57.4 1,207,730 49.7 

存続 936,125 53.3 286,418 42.6 1,222,543 50.3 

実用新案 

登録 451,020 100 16,401 100 467,421 100 

消滅 435,555 96.6 15,282 93.2 450,837 96.5 

存続 15,465 3.4 1,119 6.8 16,584 3.5 

意匠 

登録 1,073,664 100 106,390 100 1,180,054 100 

消滅 713,084 66.4 56,807 53.4 769,891 65.2 

存続 360,580 33.6 49,583 46.6 410,163 34.8 

商標 

登録 1,868,188 100 508,756 100 2,376,944 100 

消滅 639,386 34.2 185，4 が 36.4 824,787 34.7 

存続 1,228,802 65.8 323,355 63.6 1,552,157 65.3 

合計 

登録 5,150,104 100 1,304,588 100 6,454,692 100 

消滅 2,609,132 50.7 644,113 49.4 3,253,245 50.4 

存続 2,540,972 49.3 660,475 50.6 3,201,447 49.6 

 

 

 



 

 

 

第 4 節 マドリード国際商標登録の現況 

産業財産情報局 産業財産登録課 電算事務官 ヨ・ウニョン 

韓国が 2003 年 4 月 10 日にマドリード

議定書に加入した後、2004 年 4 月 27 日

に初めて国際商標が登録され、2022 年

末現在、合計 147,135 件の国際商標が

登録され、国別国際商標多登録国は米

国、中国、日本、ドイツ、フランスなどの

順であった。 

2004 年には、新規設定の登録業務の

み遂行したが、2005 年以降は、国際商

標登録に関連する商標権の移転、変更、

放棄等の登録業務も並行して行ってい

る。 

2022 年度の国際商標登録件数を見

ると、合計 12,412 件中、米国が 2,389 件、

中国が 2,389 件(19.2%)、中国が 1,556 件

（12.5%）、日本は 1,263 件（10.2%）という

結果であった。

 

 

表Ⅶ-3-14  2022 年の国別国際商標（マドリード）登録現況 （単位：件，％） 

 

2022 年の国別国際商標（マドリード）登録現況（構成比） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区分 米国 中国 日本 ドイツ フランス スイス イタリア 英国 
オーストラ

リア 
その他 合計 

等級 2,389 1,556 1,263 1,227 605 594 574 505 282 3,417 12,412 

構成比 19.2 12.5 10.2 9.9 4.9 4.8 4.6 4.1 2.3 27.5 100.0 

米国 

21.2 

中国 

13.8 

その他 

20.1 

オーストラ

リア 

2.5 

英国 

4.5 

イタリア 

5.1 

スイス 

5.3 

フランス 

5.4 

日本 

11.2 
ドイツ 

10.9 



 

 

 

第 5 節 ハーグ国際意匠登録の現況 

産業財産情報局 産業財産登録課 電算事務官 ヨ・ウニョン 

2014 年に韓国がハーグ協定に加入し

て以降、2014 年 7 月 1 日から 2022 年末

までに登録された国際意匠登録件数は

合計 14，014 件で分析された。国別の国

際意匠多登録国はドイツ、アメリカ、スイ

スなどの順であった。 

2022 年度の国際意匠登録件数を見

ると、合計 2,765 件のうち、ドイツが 451

件（16.3%）、米国が 401 件（15.4%）、スイ

スが 356 件(12.9%)となっている。 

表Ⅶ-3-15  2022 年国別の国際意匠（ハーグ）登録現況   （単位：件、％） 

 

 

 

 
 

区分 ドイツ アメリカ スイス 日本 中国 フランス その他 合計 

登録 451 401 356 285 217 208 847 2,765 

構成比 16.3 14.5 12.9 10.3 7.8 7.5 30.6 100.0 

ドイツ 

17.6 
その他 

25.0 

フランス 

8.1 

中国 

8.5 

米国 

15.7 

スイス 

20.1 

日本 

11.1 



 

 

 

 

第 1 節 総括 

特許審査企画局 特許審査総括課 工業主事 コン・ヨングァン 

2022 年の産業財産権の 1 次審査処

理総数は 51 万件余りで、2021 年に比べ

て増加した。権利別に見ると、特許は 17

万 2,793 件、実用新案は 2,950 件、商標

は 27 万 2,793 件、意匠は 6 万 6,182 件

を処理し、特許、実用新案の審査処理

件数が前年度に比べ 5.2%減少したのに

対し、商標、意匠の場合、審査処理件数

が 2.2%増加した。 

PCT 国際調査の申請件数は、前年度

比 3.4％増加し、PCT 国際調査報告書作

成件数は 29,928 件で前年度 28,350 件

に対し 5.6％増加した。 

一方、審査処理期間は、特許・実用新

案 14.4 ヶ月、商標 13.9 ヶ月、意匠 4.8 ヶ

月と、前年度に比べやや遅れた。

表Ⅶ-4-1  権利別の審査処理現況            （単位：件） 

区分 
特許・実用新案 

意匠 商標 計 
特許 実用新案 小計 

2007 年 129,147 14,407 143,554 
56,584 

(58,587) 

127,709 

(171,858) 

327,847 

(373,999) 

2008 年 95,504 13,824 109,328 
50,117 

(51,492) 

117,796 

(162,687) 

277,241 

(323,517) 

2009 年 94,300 11,208 105,508 
41,484 

(43,769) 

89,638 

(109,245) 

236,630 

(258,522) 

2010 年 125,633 12,307 137,940 
48,023 

(49,778) 

106,945 

(133,212) 

292,908 

(320,930) 

2011 年 174,283 17,95 192,236 
55,081 

(60,550) 

123,773 

(153,322) 

371,090 

(406,108) 

2012 年 163,246 13,615 176,861 
62,834 

(65,039) 

113,136 

(137,674) 

352,831 

(379,574) 

 

 

第４章  

審査分野 



 

 

区分 
特許及び実用新案 

意匠 商標 計 
特許 実用新案 小計 

2013 年 181,871 12,063 193,934 
64,421 

(67,021) 

145,072 

(172,607) 

403,427 

(433,562) 

2014 年 166,915 9,341 176,256 
68,847 

(71,851) 

147,602 

(178,240) 

392,705 

(426,347) 

2015 年 164,773 7,569 172,342 
65,284 

(69,399) 

164,583 

(198,981) 

402,209 

(440,722) 

2016 年 174,717 7,320 182,037 
62,938 

(66,706) 

160,035 

(192,422) 

405,010 

(441,165) 

2017 年 170,532 6,613 177,145 
59,728 

(63,254) 

163,883 

(204,689) 

400,756 

(445,079) 

2018 年 161,290 5,618 166,908 
57,213 

(60,670) 

169,612 

(216,961) 

393,733 

(444,539) 

2020 年 172,371 5,094 177，465 
60,332 

(63,996) 

176,180 

(228,542) 

413,977 

(470,003) 

2020 年 186,495 4,336 190,831 
58,300 

(61,695) 

162,375 

(207,692) 

411,506 

(460,218) 

2021 年 181,976 3,441 185,417 
65,097 

(69,007) 

199,818 

(247,201) 

450,332 

(501,625) 

2022 年 172,793 2,950 175,743 
61,690 

(66,182) 

221,670 

(272,793) 

459,103 

(514,718) 

*第１次審査処理基準 

*意匠・商標の場合、（ ）は複数の意匠・多種類の商標を基準 

*特実はその他処分（審査請求前の取り下げ、無効など）含む、意匠・商標は取り下げ、放棄、無効を

含まない 

 

第 2 節 特許・実用新案の審査 

１．特許出願の審査状況 

特許審査企画局 特許審査総括課 工業主事 コン・ヨングァン 

2022 年特許出願の 1 次審査処理件

数は 172,793 件で 2021 年比 5.0%減少し

た。このうち、7.4％に相当する 12,851 件

が 1 次審査と同時に登録決定され、

90.2％に相当する 155,927 件に対して意

見提出通知書が送付された。審査請求

した日から 1 次審査までにかかった特許

審査処理期間は 14,4 ヶ月で、前年度に

比べ 2.2 ヶ月遅れた。 

 



 

 

 

表Ⅶ-4-2  特許１次審査の処理現況                          （単位：件） 

 

区分 計 登録決定 
意見提出 

通知 

その他 

通知 

取下げ・ 

放棄 

審査処理期間 

 

2013 年 
181,871 

（100％） 

18,713 

（10.3％） 

58,828 

（87.3％） 

431 

（0.2％） 

3,89 

（2.1％） 
13.2 ヶ月 

2014 年 
166,915 

（100％） 

15,798 

（9.5％） 

146,913 

（88.0％） 

879 

（0.5％） 

3,325 

（2.0％） 
11.0 ヶ月 

2015 年 
164,773 

（100％） 

10,433 

（6.3％） 

149,484 

（90.7％） 

947 

（0.6％） 

3,909 

（2.4％） 
10.0 ヶ月 

2016 年 
174,717 

（100％） 

7,855 

（4.5％） 

163,281 

（93.5％） 

991 

（0.6％） 

2，590 

（1.5％） 
10.6 ヶ月 

2017 年 
170,532 

（100％） 

9,712 

（5.7％） 

157,603 

（92.4％） 

1,007 

（0.6％） 

2,210 

（1.3％） 
10.4 ヶ月 

2018 年 
161,290 

（100％） 

9,126 

（5.7％） 

148,772 

（92.2％） 

1,202 

（0.7％） 

2,190 

（1.4％） 
10.3 ヶ月 

2020 年 
172,371 

（100％） 

9,637 

（5.6％） 

158,527 

（92.0％） 

1,613 

（0.9％） 

2,594 

（1.5％） 
10.8 ヶ月 

2020 年 
186,495

（100％） 

11,483 

（6.2％） 

170,299 

（91.3％） 

1,990 

（1.1％） 

2,723 

（1.5％） 
11.1 ヶ月 

2021 年 
181,976 

（100％） 

12,900 円 

（7.1％） 

164,312 

（90.3％） 

1,709 

（0.9％） 

3,055 

（1.7％） 
12.2 ヶ月 

2022 年 
172,793 

（100％） 

12,851 

（7.4％） 

155,927 

（90.2％） 

504 

（0.3％） 

3,511 

（2.0％） 
14.4 ヶ月 

 

 

1 次審査処理時に意見提出通知なし

に登録決定される割合は、2005 年以降、

約 20%レベルで維持されていたが、2012

年 10.5%、2022 年 7.4%と減少傾向を維持

している。これは 2008 年 6 月、世界的な

審査品質重視の機運に応え、審査品質

中心に特許審査政策のパラダイムを転

換して以降、様々な審査品質向上政策

を実施した結果であると分析できる。 

2022 年特許出願の審査終了処理件

数は、合計 17 万 2,793 件で、2021 年比

5.0%減少した。このうち、72.8%に相当す

る 12 万 5,619 件が登録決定され、24.1%

に相当する 4 万 1,538 件が拒絶決定さ

れたが、これで、前年比で登録決定は

6,696 件減少し、拒絶決定は 6,596 件減

少した。出願の取下げ・放棄・無効は

5,335 件で、全体の審査終了処理件数

の 3 分の 1 に相当し、2021 年に比べて

24.1%増加した。 

 



 

 

表Ⅶ-4-3  特許審査終結処理の現況                         （単位：件） 

区分 計 登録決定 拒絶決定 取消・放棄・無効 

2013 年 
179,794 

（％） 

121,866 

（67.8％） 

54,029 

（3.1％） 

3,899 

（2.1％） 

2014 年 
177,289 

（100％） 

120,353 

（67.9％） 

53,611 

（30.2％） 

3,325 

（1.9％） 

2015 年 
149,620 

（100％） 

92,748 

（62.0％） 

52,963 

（35.4％） 

3,909 

（2.6％） 

2016 年 
172,024 

（100％） 

101,641 

（59.1％） 

66,046 

（38.4％） 

4,337 

（2.5％） 

2017 年 
176,712 

（100％） 

110,063 

（62.3％） 

62,781 

（35.5％） 

3,868 

（2.2％） 

2018 年 
165,378 

（100％） 

106,129 

（64.2％） 

55,613 

（33.6％） 

3,636 

（2.2％） 

2020 年 
170,160 

（100％） 

115,302 

（67.8％） 

50,944 

（29.9％） 

3,914 

（2.3％） 

2020 年 
177,556 

（100％） 

126,228 

（71.1％） 

47,331 

（26.7％） 

3,997 

（2.3％） 

2021 年 
184,710 

（100％） 

134,338 

（72.7％） 

46,074 

（24.9％） 

4,298 

（2.3％） 

2022 年 
172,492 

（100％） 

125,619 

（72.8％） 

41,538 

（24.1％） 

5,335 

（3.1％） 

 

２．実用新案登録出願の審査現況 

実用新案登録出願一次審査処理件数

は、1999 年 7 月に実用新案先登録制度

施行以前に出願された物量の審査請求

が減少し、2005 年 17 件、2006 年 10 件

と審査処理件数が減少傾向を示してい

たが、2006 年 10 月に実用新案の先登

録制度が廃止され、実用新案の審査主

義に転換されるに伴い、実用新案審査

請求件数が増え、2022 年には 2,950 件

が審査処理された。

表Ⅶ-4-4  実用新案１次審査の処理現況                    （単位：件） 

区分 計 登録決定 意見提出の通知 その他通知 取消・放棄 

2013 年 
12,018 

（100％） 

1,451 

（12.1％） 

10,085 

（83.9％） 

41 

（0.3％） 

441 

（3.7％） 

2014 年 
9,329 

（100％） 

874 

（9.4％） 

8,015 

（86.0％） 

45 

（0.5％） 

395 

（4.2％） 

2015 年 
7,569 

（100％） 

425 

（5.6％） 

6,856 

（90.6％） 

39 

（0.5％） 

249 

（3.3％） 

2016 年 
7,320 

（100％） 

316 

（4.3％） 

6,847 

（93.5％） 

25 

（0.3％） 

132 

（1.8％） 

 



 

 

区分 計 登録決定 意見提出の通知 その他通知 取消・放棄 

2017 年 
6,613 

（100％） 

328 

（5.0％） 

6,149 

（93.0％） 

13 

（0.2％） 

123 

（1.9％） 

2018 年 
5,618 

（100％） 

235 

（4.2％） 

5,258 

（93.6％） 

12 

（0.2％） 

113 

（2.0％） 

2020 年 
5,094 

（100％） 

225 

（4.4％） 

4,739 

（93.0％） 

21 

（0.4％） 

109 

（2.1％） 

2020 年 
4,336 

（100％） 

216 

（5.0％） 

4,007 

（92.4％） 

14 

（0.3％） 

99 

（2.3％） 

2021 年 
3,441 

（100％） 

144 

（4.2％） 

3,192 

（92.8％） 

8 

（0.2％） 

97 

（2.8％） 

2022 年 
2,950 

（100％） 

146 

（4.9％） 

2,724 

（92.3％） 

6 

（0.2％） 

74 

（2.5％） 

 

実用新案審査終了処理件数も 2005

年 158 件、2006 年 7 件と引き続き減少

したが、2022 年には 3,061 件を記録した。

実用新案登録決定の費用は、2005 年

53.2%、2006 年 42.9%と減少したが、その

後、2007 年には 74.7％を除き、2011 年

に 45.1％になって以降 2022 年 46.4％ま

で 40％台を維持している。

 

表Ⅶ-4-5  実用新案の審査終結の処理現況                （単位：件） 

区分 計 登録決定 拒絶決定 取消・放棄 

2013 年 
12,719 

（100％） 

6,086 

（47.8％） 

6,192 

（48.7％） 

441 

（3.5％） 

2014 年 
10,398 

（100％） 

5,067 

（48.7％） 

4,936 

（47.5％） 

395 

（3.8％） 

2015 年 
7,228 

（100％） 

3,204 

（44.3％） 

3,775 

（52.2％） 

249 

（3.5％） 

2016 年 
7,417 

（100％） 

2,934 

（39.6％） 

4,214 

（56.8％） 

269 

（3.6％） 

2017 年 
6,992 

（100％） 

3,031 

（43.3％） 

3,726 

（53.8％） 

235 

（3.4％） 

2018 年 
6,097 

（100％） 

2,619 

（43.0％） 

3,282 

（53.8％） 

196 

（3.2％） 

2020 年 
5,361 

（100％） 

2,329 

（43.3％） 

2,815 

（52.5％） 

217 

（4.0％） 

2020 年 
4,422 

（100％） 

1,994 

（45.1％） 

2,254 

（51.0％） 

174 

（3.9％） 

2021 年 
3,807 

（100％） 

1,801 

（47.3％） 

1,854 

（48.7％） 

152 

（4.0％） 

2022 年 
3,061 

（100％） 

1,419 

（46.4％） 

1,524 

（49.8％） 

118 

（3.9％） 

 



 

 

 

 

３. PCT 国際調査及び予備審査の現況 

2022 年の PCT 国際特許出願の国際

調査報告書は、2021 年に比して 5.6%増

加した 29,928 件が作成され、PCT 予備

審査報告書は 2021 年に比して 15.3％減

少した 105 件が作成された。

 

表Ⅶ-4-6  PCT 国際調査及び予備審査の現況          （単位：件） 

区分 PCT 国際調査 PCT 予備審査 

国際調査報告書 不作成宣言書 予備審査報告書 

2013 年 34,234 197 263 

2014 年 30,128 95 250 

2015 年 27,958 89 232 

2016 年 28,107 69 209 

2017 年 25,920 35 169 

2018 年 24,104 19 131 

2020 年 27,154 13 131 

2020 年 28,536 11 100 

2021 年 28,350 9 124 

2022 年 29,928 7 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

第 3 節 商標・意匠審査 

１. 商標登録出願の審査現況 

商標意匠審査局 商標審査政策課 行政事務官 チョン・ムチョル 

A. 国内商標審査 

2022 年国内商標登録出願の 1 次審

査処理件数は 244,919 件で、このうち

58.5％は出願公告決定、41.5%は意見提

出通知を行った。1 次審査処理期間は

2022 年 14.0 ヶ月で 2021 年 10.8 ヶ月よ

り 3.2 ヶ月増加した。

 

表Ⅶ-4-7  国内商標登録出願の 1 次審査処理現況     （単位：件，%） 

区分 計 出願公告 意見提出 審査処理期間 

2016 年 
192,422 

(100) 

107,564 

（55.9） 

84,858 

（44.1） 
4.9 ヶ月 

2017 年 
182,396 

(100) 

102,507 

（56.2） 

79,889 

（43.8） 
4.8 ヶ月 

2018 年 
188,161 

(100) 

104,053 

（55.3） 

84,108 

（44.7） 
5.3 ヶ月 

2020 年 
198,639 

(100) 

105,875 

（53.3） 

92,764 

（46.7） 
6.5 ヶ月 

2020 年 
178,729 

(100) 

102,112 

（57.1） 

76,617 

（42.9） 
8.7 ヶ月 

2021 年 
218,018 

(100) 

127,305 

（58.4） 

90,713 

（41.6） 
10.8 ヶ月 

2022 年 
244,919 

(100) 

143,202 

（58.5） 

101,717 

（41.5） 
14.0 ヶ月 

*多類 27)商標基準、審査処理期間は 12 月末日現在，（ ）は構成比 

 

最終的な審査処理件数は 214,790 件

で、このうち 84.3%は登録決定、15.7%は

拒絶決定となった。 

 

 

  

 

27) 多類：1 商標多類出願制度に基づき、類の数を基準に出願件数を算定する方式 

単類：類の数に関係なく、出願書を基準に出願件数を算定する方式 



 

 

 

表Ⅶ-4-8  国内商標登録出願の審査終結処理の現況（単位：件，％） 
区分 計 登録決定 拒絶決定 

2016 年 
191,980 

(100) 

155,726 

(81.1) 

36,254 

(18.9) 

2017 年 
181,596 

(100) 

147,387 

(81.2) 

34,209 

(18.8) 

2018 年 
181,209 

(100) 

149,050 

(82.3) 

32,159 

(17.7) 

2020 年 
199,152 

(100) 

163,252 

(82.0) 

35,900 

(18.0) 

2020 年 
180,793 

(100) 

149,806 

(83.0) 

30,987 

(17.1) 

2021 年 
212,711 

(100) 

178,407 

(82.9) 

34,304 

(16.1) 

2022 年 
214,790 

(100) 

181,169 

(84.3) 

33,621 

(15.7) 

* 多類商標基準、（ ）内は構成比 

 

 

B. 国際商標の審査 

2022年国債商標の１次審査処理件数

は、27,874 件で、このうち 22.3%は出願公

告決定、77.7%は意見提出通知を行った。

2022年国債商標審査１次審査処理期間

は 13.0 ヶ月という結果であった。

 

表Ⅶ-4-9  国際商標登録出願の１次審査の処理現況     （単位：件、％） 

区分 計 出願公告 意見提出 審査処理期間 

2016 年 
26,431 

(100) 

4,935 

(18.7) 

21,496 

(81.3) 
4.7 ヶ月 

2017 年 
22,293 

(100) 

4,474 

(20.1) 

 17,819 

 (79.9) 
6.7 ヶ月 

2018 年 
28,800 

(100) 

5,848 

(20.3) 

22,952 

(79.7) 
6.4 ヶ月 

2020 年 
29,903 

(100) 

6,249 

(21.5) 

23,654 

(78.5) 
8.9 ヶ月 

2020 年 
28,963 

(100) 

6,293 

(21.7) 

22,670 

(78.3) 
10.4 ヶ月 

2021 年 
29,183 

(100) 

6,664 

(22.8) 

22,519 

(77.2) 
10.8 ヶ月 

2022 年 
27,874 

(100) 

6,225 

(22.3) 

21,649 

(77.7) 
13.0 ヶ月 

* 多類商標基準、審査処理期間は 12 月末現在、（ ）は構成比 

  



 

 

 

最終審査の処理件数は，29,054%で、そ

のうち 81.5%は登録が決定され、18.5%は

拒絶が決定された。

表Ⅶ-4-10  国際商標登録出願の審査終結処理の現況     （単位：件，％） 

区分 計 登録決定 拒絶決定 

2016 年 
22,857 

(100) 

17,298 

(75.7) 

5,559 

(24.3) 

2017 年 
24,781 

(100) 

19,576 

(79.0) 

5,205 

(21.0) 

2018 年 
23,725 

(100) 

19,187 

(80.9) 

4,538 

(19.1) 

2020 年 
30,331 

(100) 

24,493 

(80.1) 

5,838 

(19.9) 

2020 年 
29,973 

(100) 

23,693 

(79.0) 

6,280 

(21.0) 

2021 年 
28,632 

(100) 

22,974 

(80.2) 

5,658 

(19.8) 

2022 年 
29,054 

(100) 

23,679 

(81.5) 

5,375 

(18.5) 

* 多類商標基準、（ ）は構成比 

 

２. 意匠登録出願の審査現況 

商標意匠審査局 商標審査政策課 行政事務官 チョン・ムチョル 

意匠の１次審査処理の量は、66,182

件で、そのうち 55.4%は１次登録決定、

44.6%は意見提出通知を行った。1 次審

査処理期間は、2022 年 4.8 ヶ月という結

果であった。

 

表Ⅶ-4-11  意匠登録出願の１次審査の処理現況        （単位：件、％） 
区分 計 登録決定 意見提出 審査処理期間 

2016 年 
66,706 

(100) 

32,755 

(49.1) 

33,951 

(50.9) 
4.7 ヶ月 

2017 年 
63,245 

(100) 

30,598 

(51.6) 

32,647 

(51.6) 
4.9 ヶ月 

2018 年 
60,670 

(100) 

28,708 
(47.3) 

31,962 

(52.7) 
4.9 ヶ月 

2020 年 
63,996 

(100) 

32,190 
(50.3) 

31,806 

(49.7) 
5.4 ヶ月. 

2020 年 
61,695 

(100) 

32,640 

(52.9) 

29,055 

(47.1) 
4.6 ヶ月 

2021 年 
69,007 

(100) 

38,470 

(55.7) 

30,537 

(44.3) 
5.2 ヶ月 

2022 年 
66,182 

(100) 

36,636 

(55.4) 

29,546 

(44.6) 
4.8 ヶ月 

*国内／国際を含む。複数意匠基準、審査処理期間は 12 月末現在、（ ）は構成比 



 

 

 

最終審査処理件数は 66,289 件で、その

うち 87.3%は登録が決定され、12.7%は拒

絶決定が行われた。

 

表Ⅶ-4-12  意匠登録出願の審査終結の処理現況          （単位：件、％） 
区分 計 登録決定 拒絶決定 

2016 年 67,800(100) 58,304(86.0) 9,496(14.0) 

2017 年 61,458(100) 53,480(87.0) 7,978(13.0) 

2018 年 60,839(100) 52,750(86.7) 8,089(13.3) 

2020 年 65,044(100) 56,989(87.6) 8,055(12.4) 

2020 年 61,877(100) 54,101(87.4) 7,776(12.6) 

2021 年 69,779(100) 61,383(88.0) 8,396(12.0) 

2022 年 66,289(100) 57,883(87.3) 8,406(12.7) 

* 複数意匠基準 （ ）は構成比 

 

３．異議審査現況 

商標意匠審査局 商標審査政策課 行政事務官 チョン・ムチョル 

商標、意匠及び国債商標に対する異

議申し立ての件数、及び異議申し立て

率、異議認容率などは、下記の通りであ

る。

 

表Ⅶ-4-13  異議申立件数、異議申立率及び異議認容率（単位：件、％、ヶ月） 
区分 2020 年 2021 年 2022 年 

国内 

商標 

国際 

商標 

意匠 国内 

商標 

国際 

商標 

意匠 国内 

商標 

国際 

商標 

意匠 

公告/登

録件（A） 
122,874 4,672 12,842 146,761 4,743 19,802 162,044 4,580 17,796 

異 議 申

し 立 て

（B） 

1,275 43 65 1,454 43 83 1,426 28 77 

異 議 申

し立て率

（B/A） 

1.0 0.9 0.5 1.0 0.9 0.4 0.9 0.6 0.4 

異 議 決

定件（C） 

 

1,379 43 32 856 29 56 1186 27 69 

異 議 認

容件（D） 
411 4 22 340 3 30 467 5 37 

異 議 認

容 率

（D/C） 

29.8 9.3 68.8 39.7 10.3 53.6 39.4 18.5 53.6 



 

 

 

 

 

第１節 審判請求及び処理現況 

１．権利別審判請求及び処理件数の現況 

特許審判院 審判政策課 医療技術事務官 キム・ウイテ 

審判請求件数は 2022 年 6,432 件で、

昨年に比して 16.3％減少し、2021 年以

降再び減少する傾向である。権利別で

は、特許が 24.8％減少し、実用新案、意

匠、商標は、それぞれ 16.7％、4.4%，

10.0％減少した。

 

表Ⅶ-5-1  権利別審判請求の現況            （単位：件，％） 

年度 2018 年 2020 年 2020 年 2021 年 2022 年 

請求 

（増加

率） 

特許 
4,876 

（ᅀ 15.9） 

3,947 

（ᅀ 19.1） 

3,132 

（ᅀ 20.8） 

3,353 

（7.1） 

2,521 

（ᅀ 24.8） 

実用 
207 

（ᅀ 14.1） 

167 

（ᅀ 19.3） 

108 

（ᅀ 35.3） 

66 

（ᅀ 38.9） 

55 

（ᅀ 16.7） 

意匠 
478 

（13.3） 

412 

（ᅀ 13.8） 

410 

（ᅀ 0.5） 

360 

（ᅀ 12.2） 

344 

（ᅀ 4.4） 

商標 
4，590 

（8.9） 

4,482 

（ᅀ 2.4） 

3,998 

（ᅀ 10.8） 

3,903 

（ᅀ 2.4） 

3,512 

（ᅀ 10.0） 

計 
10,151 

（ᅀ 4.9） 

9.008 

（ᅀ 11.3） 

7,648 

（ᅀ 15.1） 

7,682 

（0.4） 

6,432 

（ᅀ 16.3） 

* 2017 年 3 月に施行された特実取消申請 795 件を含む（2018 年請求 154 件、2020 年 175 件、2020

年 155 件、2021 年 160 件、2022 年 151 件） 

 

  

第５章  

審判分野 



 

 

 

図Ⅶ-5-1  権利別の審判請求の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    特許    実用    意匠    商標    合計 

 

審判処理件数は、2022年6,577件で、

前年比15.1％減少し、権利別では特許、

実用新案、商標はそれぞれ 14.7%、35.9%、

18.3%減少し、意匠は 22.4%増加した。

 

表Ⅶ-5-2  権利別審判処理及び審査前置登録の現況        （単位：件） 

年度 2018 年 2020 年 2020 年 2021 年 2022 年 

処理 

（増加率） 

特

許 

5,531 

（13.0） 

6,675 

（20.7） 

4,257 

（ᅀ 36.2） 

3,502 

（ᅀ 17.7） 

2,987 

（ᅀ 14.7） 

実

用 

249 

(19.0) 

243 

（ᅀ 2.4） 

214 

（ᅀ 11.9） 

92 

（ᅀ 57.0） 

59 

（ᅀ 3.9） 

意

匠 

514 

（ᅀ 2.3） 

377 

（ᅀ 26.7） 

309 

（ᅀ 18.0） 

335 

（8.4） 

410 

（22.4） 

商

標 

4,252 

（0.6） 

5,563 

（30.8） 

3,900 

（ᅀ 29.9） 

3,819 

（ᅀ 2.1） 

3,121 

（ᅀ 18.3） 

計 
10,546

（7.0） 

12,858 

（21.9） 

8,680 

（ᅀ 32.5） 

7,748 

（ᅀ 10.7） 

6,577
（ᅀ 15.1） 

審査前置登録（増

加率） 

特

許 

71 

（ᅀ 72.4） 

34 

（ᅀ 52.1） 

23 

（ᅀ 32.4） 

12 

（ᅀ 47.8） 

2 

（ᅀ 83.3） 

実

用 

－ 

（－） 

－ 

（－） 

－ 

（－） 

－ 

（－） 

－ 

（－） 

意

匠 

－ 

（－） 

－ 

（－） 

－ 

（－） 

－ 

（－） 

－ 

（－） 

商

標 

－ 

（－） 

－ 

（－） 

－ 

（－） 

－ 

（－） 

－ 

（－） 

計 
71 

（ᅀ 72.4） 

34 

（ᅀ 52.1） 

23 

（ᅀ 32.4） 

12 

（ᅀ 47.8） 

2 

（ᅀ 83.3） 

* 処理は無効処分及び審査前置登録件を除く。 

 



 

 

図Ⅶ-5-2  年度別の審判処理の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     特許   実用  意匠   商標   合計 

 

２. 審判請求者別審判請求の現況 

2022 年の請求人別審判請求件数の

割合は、国内企業が 40.4%に対し、外国

企業が 29.1%、内・外国人を含む個人が

28.7％を占めていることが分かった。

 

表Ⅶ-5-3  審判請求人別の審判請求の現況                （単位：件、％） 

年度 2018 年 2020 年 2020 年 2021 年 2022 年 

韓国 

個人 

特許 910 821 683 667 522 

実用 122 120 57 30 31 

意匠 176 146 178 166 172 

商標 1,287 1,258 1,248 1,308 1,083 

計 2,495(24.6) 2,345(26.0) 2,116(28.3) 2,171(28.3) 1,808(28.1) 

外国 

個人 

特許 31 21 14 11 9 

実用 － － 1 1 － 

意匠 2 1 2 — 6 

商標 49 51 43 63 25 

計 82(0.8) 73(0.8) 60(0.8) 75(1.0) 40(0.6) 

国内 

企業 

特許 1,992 1,565 1,271 1,493 1,034 

実用 73 43 45 33 19 

意匠 240 235 204 170 150 

商標 1,748 1,622 1,524 1,371 1,398 

計 4,053(39.9) 3,465(38.5) 3,044(39.8) 3,067(39.9) 2,601(40.4) 

  



 

 

 

年度 2018 年 2020 年 2020 年 2021 年 2022 年 

外国 

企業 

特許 2,148 1,381 1,054 1,049 879 

実用 3 3 5 2 4 

意匠 47 30 22 23 15 

商標 1,458 1,491 1,153 1,115 974 

計 3,656(34.2) 2,905(32.2) 2,234(29.2) 2,189(28.5) 1,872(29.1) 

公共 

研究 

機関 

特許 93 59 49 66 36 

実用 - - - - - 

意匠 1 - - - - 

商標 9 49 23 31  

計 103(1.0) 108(1.2) 72(1.0) 97(1.3) 54(0.8) 

大学 

特許 177 95 55 57  

実用 1 - - - - 

意匠 - - - 1 - 

商標 6 5 1 4  

計 184(1.7) 100(1.1) 56(0.7) 62(0.8) 41(0.6) 

その他 

特許 12 5 6 10 4 

実用 - 1 - - 1 

意匠 1 - 4 - 1 

商標 16 6 6 11 9 

計 29(0.3) 12(0.1) 16(0.2) 21(0.3) 15(0.2) 

* その他：国、自治体など 

** 括弧は、構成(%) 

 

 

３．韓国人・外国人間の当事者系審判請求の現況 

2022 年度当事者系審判は合計 3,764

件、請求され、このうち内国人と内国人

間の審判庁間の審判請求は 2,605 件

(69.2%)、内国人と外国人の間の審判請

求は 997 件(26.5%)、外国人と外国人の

間の審判請求は 162 件(4.3%)という結果

であった。

 

  



 

 

 

表Ⅶ-5-4  韓国人・外国人間の当事者系審判請求の現況        （単位：件） 

年度 2018 年 2020 年 2020 年 2021 年 2022 年 

韓国人 特許 741 660 582 651 527 

実用 41 36 36 20 24 

意匠 360 329 332 287 284 

商標 1,921 1,851 1,903 1,770 1,770 

計 3,063 2,876 2,853 2,728 2,605 

内外国 特許 213 135 156 183 111 

実用 - - 1 3 1 

意匠 3 2 7 7 6 

商標 223 195 222 224 245 

計 439 332 386 417 363 

外内国 特許 15 20 13 9 27 

実用 - - - - - 

意匠 12 18 17 12 12 

商標 839 940 672 649 595 

計 866 978 702 670 634 

外外国 特許 4 11 6 10 9 

実用 - - - - - 

意匠 - 2 1 1 - 

商標 170 163 180 155 153 

計 174 176 187 166 162 

総計 特許 973 826 757 853 674 

実用 41 36 37 23 25 

意匠 375 351 357 307 302 

商標 3,153 3,149 2,977 2,798 2,763 

計 4,542 4,362 4,128 3,981 3,764 

* 内内国：請求人が内国人・被請求人が内国人  ** 内外国：請求人が内国人・被請求人が外国人  

*** 外内国：請求人が外国人・被請求人が内国人  **** 外外国：請求人が外国人・被請求人が外国人 

 

４．国内企業・外国企業間の審判請求

の現況 

2022 年度の国内企業と外国企業の

間の審判請求件数は、合計 585 件で前

年比 11.1%減少した。外国企業の審判請

求は 342 件(58.5%)で国内企業が審判請

求した 243 件(41.5%)より高い結果であり、

外国企業が請求した 342 件のうちでは

商標事件が 312 件(91.2%)で絶対多数を

占めており、国内企業が請求した 243 件

のうちでは特許事件が 111 件（45.7%）で

多数を占めていると分かった。

表Ⅶ-5-5  国内企業・外国企業間の審判請求の現況   （単位：件） 



 

 

区分 
2018 年 2020 年 2020 年 2021 年 2022 年 

請求人 被請求人 権利別 

国内企業 外国企業 

特許 212 138 151 176 111 

実用 - - 1 3 1 

意匠 3 2 2 2 - 

商標 133 102 116 109 131 

計 348 242 270 290 243 

外国企業 国内企業 

特許 12 18 11 6 26 

実用 - - - - - 

意匠 2 5 6 2 4 

商標 498 500 円 350 円 360 312 

計 512 523 367 368 342 

総計 

特許 224 156 162 182 137 

実用 - - 1 3 1 

意匠 5 7 8 4 4 

商標 631 602 466 469 443 

計 860 765 637 658 585 

 

５．中小企業・大企業間の審判請求の

現況 

中小企業合と計大企業間の審判請求

件数は、合計 105 件で、前年に比して

14.1%増加し、権利別では商標が 94 件で

89.5%を占めて中小企業と大企業間での

商標分野で最も紛争が多く発生している

という結果であった。

 

表Ⅶ-5-6 中小企業・大企業間の審判請求の現況 

年度 2018 年 2020 年 2020 年 2021 年 2022 年 

特許 27 16 17 10 11 

実用 － － － － － 

意匠 3 1 3 4 － 

商標 87 86 84 78 94 

計 117 103 104 92 105 

* 中小企業：中小企業基本法に基づいた企業（2015 年以降、大企業から中堅企業を除外） 

 

６．審判処理期間の現況 

審判処理期間は 2022 年 7.9 ヶ月で、

前年比 0.3 ヶ月増加し、特実は 6.5 ヶ月、

商標意匠は 8.8 ヶ月かかることが分かっ

た。2020 年以降、審理処理期間は 7 ヶ

月程度で、特許審判院は審判顧客の新

たな紛争解決のニーズに応えるために

最善を尽くしている。

 



 

 

表Ⅶ-5-7  年度別審判処理期間の現況                    （単位：ヶ月） 

年度 2018 年 2020 年 2020 年 2021 年 2022 年 

特許・実用 15.6 11.4 8.8 7.1 6.5 

商標・意匠 9.0 7.8 6.9 7.9 8.8 

計 12.0 9.6 7.8 7.6 7.9 

 

第２節 特許裁判所への提訴及び判決の現況 

特許審判院 審判政策課 医療技術事務官 キム・ウイテ 

1998 年に特許裁判所が設立されて以

来、特許審判院の審決に対して特許裁

判所に不服を申し立てた割合は 15％内

外を維持していたが、2017 年以降大幅

に低下し、11％まで減少し、2022 年は

11.3％を記録した。また、特許裁判所の

判決のうち、特許審判院の審決を取り

消した割合である審決取消率は 2022 年

25.4％で、前年比 0.2％p 減少した。

 

表Ⅶ-5-8  特許裁判所への提訴及び判決の現況   （単位：件、％） 

年度 2018 年 2020 年 2020 年 2021 年 2022 年 

提訴可能な審決 7,473 8,992 6,064 5,697 4,956 

提訴 877 841 673 611 562 

提訴率（％） 11.7 9.4 11.1 10.7 11.3 

特許裁判所の判決件数 887 798 766 594 613 

審決取消判決 197 204 210 152 156 

審決取消率（％） 22.2 25.6 27.4 25.6 25.4 

 

 

 

 

提訴率（％） 

取消率（％） 

2018 年        2019 年         2020 年         2021 年        2022 年 



 

 

第３節 大法院への上告提起及び判決の現況 

特許審判院 審判政策課 医療技術事務官キム・ウイテ 

 

2022 年特許法院の判決に不服を申し

立てて大法院に上告した比率は、昨年

比 7.1%p 減少した 25.6%を記録し、上告

審で特許法院の判決を破棄した比率は

2022 年 4.3%で前年比 3.8%p 減少したも

のと分かった。

 

表Ⅶ-5-9  大法院への上告提起及判決の現況      （単位：件，％） 

年度 2018 年 2020 年 2020 年 2021 年 2022 年 

特許裁判所の判決 684 643 647 477 493 

 件数 250 220 211 156 126 

上告率（％） 36.5 34.2 32.6 32.7 25.6 

大法院宣告 
276 242 232 161 138 

 件数 20 12 12 13 6 

破棄率（％） 7.2 5.0 5.2 8.1 4.3 

* 特許法院判決件数：全判決件数のうち、引用、却下、棄却、却下が多い。 

 

 

 

 

 

  

破棄率（％） 

上告率（％） 

2018 年        2019 年         2020 年         2021 年        2022 年 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ・基盤が強固な知財行政 

・デジタル時代の未来先端技術をリード 

・知財基盤のグローバル革新企業育成 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 知的財産白書 

INTELLECTUAL PROPERTY WHITE PAPER 

付録 

1．歴代庁長・488 

2．機構・定員・予算の現況・489 

3．特許庁所管法令の現況・491 

4．2022年庁長のマスコミ広報活動・492 

5．2022年庁長の現場コミュニケーション活動・494 



 

 

 

１．歴代の庁長 

歴代 姓名（漢字） 在任期間 任命前の直前経歴 

初代 ペ・サンウク '77.3.12～'77.12.23 産業団地管理庁長 

2 代 アン・ヨンチョル '77.12.23～'78.12.30 特許庁次長 

3 代 イ・サンソプ '78.12.30～'82.12.18 商工部次官補 

4 代 ホン・ソンジュア '82.12.28～'85.10.19 商工部第 1 次官補 

5 代 チャ・スミョン '85.10.19～'88.3.4 商工部第 1 次官補 

6 代 パク・ホンシク '88.3.5～'90.3.19 特許庁次長 

7 代 キム・チュソウル '90.3.20～'91.9.18 商工部第 1 次官補 

8 代 キム・テジュン '91.9.20～'93.3.3 商工部第 2 次官補 

9 代 アン・グァング '93.3.4～'95.12.25 商工部第 2 次官補 

10 代 チョン・ヘジュ '95.12.26〜'96.12.23 通産省次官補 

11 代 ハン・ドクス '96.12.24～'97.3.6 東山部通商貿易室長 

12 代 チェ・ホンゴン '97.3.7～'98.3.8 東山部企画管理室長 

13 代 キム・スドン '98.3.9～'99.5.26 特許庁次長 

14 代 オ・ガンヒョン '99.5.26～'00.8.11 産業通商資源部次官補 

15 代 イム・レギュ '00.8.11～2002.4 特許庁次長 

16 代 キム・グァンリム 2002.2.5～2003.3.3 予決委主任専門委員 

17 代 ハ・ドンマン 2003.3.3～20049.3 国家調整室経済調整官 

18 代 キム・ジョンガプ 2004.9.3～20061.31 産業通商資源部次官補 

19 代 チョン・サンウ 2006.2.1～2008.4.30 特許庁次長 

20 代 コ・ジョンシク 2008.5.1～2010.4.30. 産業資源部エネルギー資源政策本部長 

21 代 イ・スウォン 2010.5.1～2012.4.30 青瓦台非常経済状況室長 

22 代 キム・ホウォン 2012.5.1.～2013.3.17 国務総理室国政運営 2 室長 

23 代 キム・ヨンミン 2013.3.18～2015.3.17 特許庁次長 

24 代 チェ・ドンギュ 2015.5.12～2017.5.11 駐ケニア韓国大使館特命全権大使 

25 代 ソン・ユンモ 2017.7.27～2018.9.20 国家調整室経済調整室長 

26 代 パク・ウォンジュ 2018.9.28～'2&8.14 産業資源部エネルギー資源室長 

27 代 キム・ヨンレ 2020.8.15～'2&5.29 産業資源部産業革新成長室長 

28 代 イ・インシル 2022.5.30～現在 （社）韓国女性発明協会長 

 

 



 

 

 

２．機構・定員・予算の現況 

A. 機構：1 官 9 局 58 課 15 チーム，3 所属機関 

 

B. 定員：1,804 名（本庁 1,601 名、所属機関 203 名） 

                       （2022.12.31 現在、単位：人） 

区分 政務職 
上級公務

員団 
3・4～4 級 4・5～5 級 6 級以下 管理運営 計 

計 1 24 103 1,085 557 34 1,804 

本庁 1 11 58 993 511 27 1,60' 

特許審判院 — 11 41 80 15 — 148 

研修院 — 1 3 9 16 3 32 

ソウル事務所 — — 1 3 15 4 23 
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C. 予算：2022 年度歳入・歳出予算は 7,398 億ウォン（2021 年度比で 24.2%増加） 

（百万ウォン，％） 

区分 
2021 予算 

(A） 

2022 予算 

（B） 

増減 

（B-A） 
増加率 

合計 639,308 793,816 154,508 24.2 

歳

入 

○手数料収入 542,488 588,340 45,852 8.5 

○その他収入 96,820 205,476 108,656 112.2 

歳

出 

○主要事業費 352,677 373,786 21,109 6.0 

◍審査・審判サービスの提供 86,351 97,486 11,135 12.9 

◍知的財産創出基盤強化 121,591 130,708 9,117 7.5 

◍知的財産金融及び取引市場の活性化 65,869 65,539 ᅀ 330 ᅀ 0.5 

◍知的財産行政の情報化 41,988 36,598 ᅀ 5,390 ᅀ 12.8 

◍知的財産権保護基盤の強化 31,398 37,499 6,101 19.4 

◍知的財産行政総合支援 5,480 5,956 476 8.7 

○公共資金管理基金 預託金 6,303 30,000 23,697 376.0 

○機関運営経費 172,587 137,659 1,072 0.6 

○公務員年金等 107,741 216,731 108,990 101.2 

 

 

 

 

  



 

 

 

３．特許庁の所管法令の現況 

法律(9) 大統領令（13） 附令 所管部署 

特許法 

 

特許法施行令 特許法施行規則 特許制度課 

特許権等の登録令 特許権等の登録令施行規則 登録課 

特許権の収用実施等に

関する規定 
 

産業財産政

策課 

 特許料等の徴収規則 
情報顧客政

策課 

 

特許審判員 

先代理人の選任及び運営に関す

る規則 

審判政策課 

実用新案法 

 
実用新案法施行令 実用新案法施行規則 特許制度課 

意匠保護法 意匠保護法施行令 意匠保護法施行規則 
意匠審査政

策課 

商標法 商標法施行令 商標法施行規則 
商標審査政

策課 

発明促進法 

発明振興法施行令  
産業財産政

策課 

国家公務員等 

職務発明の処分・管理

及び補償等に関する規

定 

国家公務員等の職務発明の処

分・管理及び補償等に関する規

定施行規則 

アイデア経

済革新チー

ム 

不正競争防止及び営

業秘密の保護に関す

る法律 

 

不正競争防止及び営業

秘密保護に関する法律

施行 

 
産業財産保

護政策課 

半導体集積回路の配

置設計に関する法律 

半導体集積回路の配置

設計に関する法律施行

令 

半導体集積回路の配置設計に関

する法律施行規則 

産業財産創

出戦略チー

ム 

弁理士法 弁理士法施行令 弁理士法施行規則 
産業財産人

材課 

発明教育の活性化及

び支援に関する法律 

発明教育の活性化及び 

支援に関する法律施行

令 

 
産業財産人

材課 

 

 

 

 

  



 

 

 

４. 2022 年庁長メディア広報活動 

 
報 道

日 
報道内容 報道媒体 備考 

1.1 
韓流に便乗，海外で BTS 違法グッズ猛威，K カルチャー肖像権・著作権保

護元年に 
イーデイリー インタビュ

ー 

 李舜臣の「哨探船とウルトルモク」 韓国経済 寄稿 

1.14 信賞必罰 韓国経済 寄稿 

1.21 世界を読む羅針盤「知的財産」 韓国経済 寄稿 

1.24 イカゲームに劣らない知的財産の韓流 東亜日報 寄稿 

1.28 薬菓（ヤックァ）と知的財産 韓国経済 寄稿 

2.4 ホドリを回想しながら 韓国経済 寄稿 

2.11 特許庁が秘密特殊部隊？チョークポイントって聞いたことある？ YTN ラジオ 
インタビュ

ー 

2.11 COVID-19 への挑戦と応戦，特許に記録される 韓国経済 寄稿 

2.11 特許ビッグデータ分析で国家・企業のグローバル競争力を高めたい 東亜日報 
インタビュ

ー 

2.18 「技術覇権時代，知的財産が競争力...特許庁の役割を全うする」 アジア経済 
インタビュ

ー 

2.18 特許で見るメタバースの未来 韓国経済 寄稿 

2.21 伝統市場と知的財産 ソウル経済 寄稿 

2.22 「韓国，知的財産強国「堂々」...データを活用して核心技術を先取り」 電子新聞 
インタビュ

ー 

2.25 ディープフェイクで人間に似ていく人工知能 韓国経済 寄稿 

3.22 「技術覇権時代...知的財産保護のために「技術警察」の拡大が必要」 文化日報 
インタビュ

ー 

3.24 国家 R&D 全過程で特許分析...模倣困難な「優秀特許」引き出すべき 金融ニュース 
インタビュ

ー 

4.4 
デジタル環境に対応する知的財産法制度の革新...グローバル先進国にな

る 
デジタルタイムズ インタビュ

ー 

4.11 大革命時代の成功キーワード「知的財産」。 電子新聞 寄稿 

4.14 『技術覇権時代「知的財産」が競争力...IP 金融 2026 年 20 兆ウォン』 マネートゥデイ 
インタビュ

ー 

5.1 
キム・ヨンレ特許庁長官が「コリア R&D パラドックス」の解決士として乗り出

す 

マネートゥデイ 

ザ・リーダー 

インタビュ

ー 

5.26 How the KIPO became the world’s most innovative IP office WTR 
インタビュ

ー 

6.14 
【通勤途中インタビュー】「発明の日」 ...発明奨励のための特許庁の役割

は？ 
聯合ニュース TV 

インタビュ

ー 

6.20 伯楽一顧と知的財産 
ファイナンシャルニュ

ース 
寄稿 

7.4 設立 73 年目で初の民間専門家首長が誕生―李仁實特許庁長 YTN ラジオ 
インタビュ

ー 

7.5 「退職した.半導体専門家，特許庁で毎年 200 人を選抜する」 毎日新聞 
インタビュ

ー 

7.8 特許侵害訴訟共同代理人制度，技術覇権時代に不可欠 デジタルタイムズ 
インタビュ

ー 

7.18 「知財権外交」に乗り出した李仁實特許庁長官 聯合ニュース 
インタビュ

ー 

7.20 先端技術保護にも専門家がいる 電子新聞 寄稿 

  



 

 

 

報道日 報道内容 報道媒体 備考 

7.31 特許戦争の新しい舞台，宇宙 ソウル経済 寄稿 

8.7 Quality over quantity: Upgrading KOREA's IP evaluation system コリアヘラルド 
イ ン タ ビ

ュー 

8.8 国際特許が宇宙開発の成否を左右する 韓国経済 寄稿 

8.10 「技術覇権時代、半導体優先審査で特許権の迅速な確保を支援」 電子新聞 
イ ン タ ビ

ュー 

8.11 知的財産権の先制確保で半導体産業の競争力強化を支援する。 東亜日報 
イ ン タ ビ

ュー 

9.5 半導体など退職した民間人材、来年から特許審査官として活用する方針 ソウル経済 
イ ン タ ビ

ュー 

9.7 半導体覇権競争時代、特許優先審査で先端技術の競争力強化に貢献する イーデイリー 
イ ン タ ビ

ュー 

9.15 半導体特許審査を 2.5 ヶ月に短縮、技術主導権を握るよう支援 金融ニュース 
イ ン タ ビ

ュー 

9.15 「特許出願世界 3 位への跳躍の足場を築く」 マネートゥデイ 
イ ン タ ビ

ュー 

9.19 半導体など先端技術分野「優先審査」審査期間 1/5 短縮 アジア経済 
イ ン タ ビ

ュー 

9.20 国家安全保障を左右する先端技術、私たちが守る! 第 14 回 
イ ン タ ビ

ュー 

9.20 「秘密特許」をご存知ですか？ 毎日新聞 寄稿 

9.29 
K 特許、技術韓流の普及を牽引…日本を抜いて世界 3 位の出願大国に躍り

出る 
デジタルタイムズ 

イ ン タ ビ

ュー 

10.1 知的財産の未来 韓国行政学会 
イ ン タ ビ

ュー 

10.5 「今日の特許は明日の経済成長、弁理士訴訟共同代理人制度の導入を」 韓国日報 
イ ン タ ビ

ュー 

10.17 海外進出は知的財産権の確保から マネートゥデイ 寄稿 

11.01 韓国の革新成長エンジン「知的財産」 電子新聞 寄稿 

11.16 創業の報告、特許データ イーデイリー 寄稿 

11.21 サウジアラビアで書き直す「かがり火神話」 中央日報 寄稿 

11.21 hallyu set for revival in intellectual property コリアヘラルド 寄稿 

11.22 技術覇権時代、特許情報で生き残る方法 明日新聞 寄稿 

11.25 中東に特許行政を伝授...IP 韓流をリードする 韓国経済 
イ ン タ ビ

ュー 

11.25 半導体特許の優先審査で企業の競争力強化を支援すること 国民日報 
イ ン タ ビ

ュー 

11.28 「日本を抜いて 2027 年世界 3 位の IP 強国を目指す」 ブリッジ経済 
イ ン タ ビ

ュー 

11.28 半導体戦争は特許戦争 デジタルタイ 寄稿 

11.29 韓国、2027 年世界 3 位の「IP 強国」に。 世界日報 
イ ン タ ビ

ュー 

11.29 「先端技術特許優先審査で『半導体強国』の地位を取り戻す」 亜州経済 
イ ン タ ビ

ュー 

11.29 「半導体の迅速な特許確保を支援...グローバル技術覇権の先取りを支援」 文化日報 
イ ン タ ビ

ュー 

11.30 【通勤途中インタビュー】2022 生活発明コリア、受賞作品は？ 聯合ニュース IV 
イ ン タ ビ

ュー 

11.30 大学入試、ワールドカップ、そして知的財産...公正競争は時代の要求 東亜日報 寄稿 

12.06 弁理士共同訴訟代理制度の導入を積極的に推進 明日新聞 
イ ン タ ビ

ュー 

 

  



 

 

 

５．2022 年庁長の現場コミュニケーション活動 

日付 場所 
内容 報道機関 

1.4 国立大田顯忠苑 
顯忠院及び韓国人第 1 号特許権者であるチョン・インホ愛

国之士墓地参拝 
ニューシス 

1.11 防衛科学研究所 特許庁-防衛事業庁の業務協約 聯合ニュース 

1.19 サウジアラビア知的財産庁 韓国とサウジアラビアのパートナーシップ協定締結 聯合ニュース 

1.25 ホテル 研究開発特区新年挨拶会 中道日報 

1.25 中里市場 祭祀用品の購入など民生現場点検及び商人への激励 聯合ニュース 

1.25 大田恵生園 入所児童への励まし 聯合ニュース 

2.18 政府大田庁舎 地域中小企業政策協議会 西尾経済 IV 

2.25 特許庁ソウル事務所 海外特許紛争対応懇談会 ニューシス 

3.15 
慶尚北道教育庁発明体験教

育館 
発明体験教育館開館式に出席 聯合ニュース 

3.18 ベンチャー企業協会 法務部・特許庁・ベンチャー企業協会との業務協約締結 アジア today 

3.21 政府大田庁舎 特許庁-農村振興庁の業務協約 ニューシス 

3.21 政府大田庁舎 海外派遣特許官のビデオ会議 聯合ニュース 

4.5 政府大田庁舎 WIPO 開催会議に出席 聯合ニュース 

5.27 チュソンエンジニアリング チュソンエンジニアリング R&D センター懇談会に参加 聯合ニュース 

6.2 国立大田顕忠苑 慰霊碑への参拝 ニューシス 

6.10 テルスターホームメル イノビズ企業業務協約 ニュース 1 

6.10 特許庁映像会議室 世界 5 大特許庁長会議 聯合ニュース 

7.1 特許庁ソウル事務所 特許審査品質諮問委員会 ニューシス 

7.6 大田報勲病院 有功者たちに感謝の意を表し、慰問金を伝達 マネートゥデイ 

7.15 スイス・ジュネーブ 韓・シンガポール特許庁長官会談 聯合ニュース 

7.15 スイス・ジュネーブ 韓・メキシコ特許庁長官会談 ニューシス 

7.15 スイス・ジュネーブ 韓・サウジアラビア特許庁長官会談 毎日新聞 IV 

7.15 スイス・ジュネーブ 韓・カナダ特許庁長官会談 毎日新聞 IV 

7.16 スイス・ジュネーブ 韓・ベトナム特許庁長官会談 聯合ニュース 

7.16 スイス・ジュネーブ 韓・チリ業務協約締結 ニュース 1 

7.16 スイス・ジュネーブ 韓・英業務協約締結 ニューシス 

7.16 スイス・ジュネーブ 韓。モンゴル業務協約締結 毎日新聞 IV 

7.16 スイス・ジュネーブ 韓・フランス特許審査 聯合ニュース 

7.26 イノテック 素材・部品企業との現場コミュニケーション懇談会 西尾経済 IV 

7.29 水原地方検察庁 水原地検を訪問 聯合ニュース 

8.4 キンテックス 青少年発明フェスティバル授賞式 聯合ニュース 

8.9 政府大田庁舎 韓国知的財産権弁護士協会会長団懇談会 聯合ニュース 

 





 

 

 

日付 場所 内容 報道機関 

8.16 最高裁判所 キム・ミョンス最高裁長官との会談 聯合ニュース 

8.25 キンテックス 女性発明王の開幕式 アジア経済 

8.30 全経連会館 「経済安全保障時代、先端技術保護」セミナー ニューシス 

9.14 サイエンスパーク 知的財産取得'保護のための懇談会 聯合ニュース 

9.27 ハイニックス 特許庁-現場コミュニケーション懇談会 聯合ニュース 

10.13 白波アートセンター 青少年発明記者団フェスティバル 毎日新聞 IV 

10.16 釜山べクスコ アジア弁理士会理事会 ニューシス 

10.18 韓国知的財産センター 化粧品企業の現場コミュニケーション ニューシス 

10.19 松島セントラルパーク 仁川中小企業・小商工人知的財産懇談会 聯合ニュース 

10.19 （株）エスピージー 特許基盤研究開発支援企業の現場コミュニケーション ニューシス 

10.19 特許庁ソウル事務所 国際弁理士連盟懇談会 ニューシス 

10.25 朝鮮パレス 歴代特許庁長官招待懇談会 金融ニュース 

10.28 ユナイテッド証券ビル 韓国特許戦略開発院大田移転현판式 聯合ニュース 

11.4 エルタワー 2022 特許技術賞 中央日報 

11.14 コエックス 韓・アセアン特許庁長会議 聯合ニュース 

11.15 コエックス 韓・フィリピン特許庁長官の深化協力に関する業務協約 聯合ニュース 

11.15 コエックス 韓・シンガポール特許庁長官会談 聯合ニュース 

11.15 コエックス 韓・ブルネイ特許庁長官会談 聯合ニュース 

11.15 コエックス 韓・カンボジア特許庁長官会談 聯合ニュース 

11.15 コエックス 韓・タイ特許庁長官会談 聯合ニュース 

11.15 コエックス 韓・マレーシア特許庁長官会談 聯合ニュース 

11.15 コエックス 韓・ミャンマー特許庁長官会談 聯合ニュース 

11.15 コエックス 韓・ベトナム特許庁長官会談 聯合ニュース 

11.16 コエックス 大韓民国知的財産大展 聯合ニュース 

11.21 国会議事堂 「半導体戦争、特許から見た大韓民国が進むべき道」セミナー 電子新聞 

11.28 CJ ブロッサムパーク CJ 第一財団現場コミュニケーション懇談会 聯合ニュース 

11.29 特許庁ソウル事務所 韓・中.日特許庁長官会議 ニューシス 

11.30 特許庁ソウル事務所 韓・中特許庁長官会議 聯合ニュース 

12.6 国会議事堂 2022 国民安全発明チャレンジ 聯合ニュース 

12.8 特許庁ソウル事務所 特許庁・大検察庁の技術流出犯罪に関する協力事項を協議 聯合ニュース 

12.9 GS タワーアモリス 第 4 回知的財産金融フォーラム 聯合ニュース 

12.14 ソウル中央地方裁判所 調整制度活性化業務協約式 聯合ニュース 

12.29 政府大田庁舎 韓-UAE 知的財産分野高官級会談 聯合ニュース 
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